




初代学長　高橋守雄先生

学問は自由の中でこそ育つ

民主自立の学識と品性を研くところ

師弟一丸、一筋に自主独往の気魄をこめて

大空にはばたく学園

－高橋学長の「開学の辞」より－

建学の精神

　　本学は、初代学長高橋守雄先生が提唱された「師弟同行」、「自由

闊達」、「全学一家」という建学の精神を創立以来掲げています。６０

有余年学園の歴史とともに歩み、伝統的な学風となっています。

　本学は、初代学長高橋守雄先生が提唱された「師弟同行」、「自由

闊達」、「全学一家」という建学の精神を創立以来掲げています。70

年学園の歴史とともに歩み、伝統的な学風となっています。



（大学の目的と使命（大学の目的と使命））

本学は、広く知識を授けるとともに、経済、商業、経営、外国語、社会福祉　本学は、広く知識を授けるとともに、経済、商業、経営、外国語、社会福祉にに

関する専門学術の理論を深く教授研究することを目的とし、特に熊本県の海外関する専門学術の理論を深く教授研究することを目的とし、特に熊本県の海外発発

展国際的活動の伝統と私学特有の自由闊達の学風を堅持して、知的応用能力高く展国際的活動の伝統と私学特有の自由闊達の学風を堅持して、知的応用能力高く、、

教養深き人物を育成して世界文化の進運に寄与することを使命とする教養深き人物を育成して世界文化の進運に寄与することを使命とする。。
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⒈　学生の皆さんへ





学生の皆さんへ

　大学は「学問の府」です。難しい言葉ですね。

府とはやや古めかしい言葉ですが、簡単に言え

ば学問をする場所という意味です。

　では学問とは何か、では皆さんが高等学校ま

でに勉強してきたことは何か。高等学校での勉

強は普通学問とは言いませんね。高等学校の先

生も「しっかり勉強しなさい」と言いますが、

「しっかり学問しなさい」とは言いませんね。

では学問と勉強とはどう違うのか、次々に疑問

が生まれてきますね。学問するとはこのように

次々に疑問を生み出すことが学問するというこ

とです。勉強するとはほとんど疑問の余地がな

くなるほど、考え抜かれ、調べ尽くされ、大方

の人が認めるようになっている知識を習得する

ことです。

　「学問の府」である大学では先生が問題を提示します。必要な知識を教示するだけで

なく、まだ知識に成りきっていない疑問を提示します。そして色々な角度から考えるヒ

ント、視点、考え方を紹介します。様々な考え方の中で有力なものを学説とか、理論と

か、言います。皆さんが善だと思っていたことが悪である、とまで言わなくても、悪か

もしれないと言うこともあります、あるいは悪と善とは分かち難いと言われるかもしれ

ません。皆さんの頭が混乱することが学問をすることだと言っても大げさではないかも

しれません。

　そこで皆さんはカリキュラムの中から、次々に疑問が出て来そうな講義、授業をとれ

ば大学生らしいカリキュラムを自分で編成、作ったことになります。決して、決して、

単位の取れやすそうな授業、講義は何かとか、アルバイトと矛盾しない時間帯の授業を

取ろうとか、そういう安易な態度で学生便覧をながめてはいけませんよ。大いに学問を

してこそ、「学問の府」である大学で学ぶことは悔いなき貴重な体験となるでしょう。

学　長　岡　本　悳　也
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平成25年度　学　年　暦

春　
　
　

学　
　
　

期

４
月

●在学生登校日
●入学式
●新入生オリエンテーション・
　履修ガイダンス
●春学期授業開始
●補講日（第一部）
●昭和の日（通常授業）

₁日（月）
₃日（水）
₄日（木）～₆日（土）

₈日（月）
27日（土）
29日（月）

５
月

●補講日（第一部）
●創立記念日

25日（土）
30日（木）

６
月 ●補講日（第一部）� 22日（土）

８
月 ●夏期休業 ₇日（水）～₉月19日（木）

７
月

●海の日（通常授業）
●補講日
●補講日
●補講日（第一部）
●春学期授業終了
●春学期定期試験

15日（月）
16日（火）
17日（水）
20日（土）
27日（土）
29日（月）～₈月₆日（火）

９
月

●春学期追試験

●秋学期授業開始
●秋分の日（通常授業）
●₉月期学位記授与式

₁日（日）～₅日（木）

20日（金）
23日（月）
27日（金）（予定）

秋　
　
　

学　
　
　

期

10
月

●補講日（第一部）
●体育の日（通常授業）
●振替休講日　※全時限休講
●託麻祭（体育祭）（第一部）
●振替休講日　※全時限休講

12日（土）
14日（月）
15日（火）
19日（土）
31日（木）

11
月

●振替休講日　※全時限休講
●託麻祭（文化祭）（第一部）
●夜学祭（第二部）
●補講日（第一部）

₁日（金）
₁日（金）～₃日（日）
₁日（金）
16日（土）

12
月

●補講日（第一部）
●天皇誕生日（通常授業）
●振替休講日　※全時限休講
●冬期休業

21日（土）
23日（月）
25日（水）
26日（木）～₁月₅日（日）

１
月

●秋学期授業再開
●補講日
●補講日
●振替休講日　※全時限休講
●秋学期授業終了
●秋学期定期試験

₆日（月）
14日（火）
15日（水）
17日（金）
25日（土）
27日（月）～₂月₆日（木）

２
月 ●春期休業 ₇日（金）～₃月30日（日）

３
月

●秋学期追試験
●学位記授与式
●在学生登校日

上旬（予定）
24日（月）
31日（月）（予定）

※第一部・第二部共通。（土曜日は、基本的に第二部のみ授業実施。）
※祝日による月曜日の授業日数不足を解消するため、₄月29日（昭和の日）は通常授業を実施する。（第一部・第二部）
※祝日による月曜日の授業日数不足を解消するため、₇月15日（海の日）は通常授業を実施する。（第一部・第二部）
※祝日による月曜日の授業日数不足を解消するため、₉月23日（秋分の日）は通常授業を実施する。（第一部・第二部）
※祝日による月曜日の授業日数不足を解消するため、10月14日（体育の日）は通常授業を実施する。（第一部・第二部）
※通常授業を実施する祝日の振替のため、10月15日（火）は全時限休講とする。しかし、補講を実施する場合がある。
※10月20日（日）は、第一部体育祭の予備日とする。
※通常授業を実施する祝日の振替のため、10月31日（木）は全時限休講とする。しかし、補講を実施する場合がある。
※通常授業を実施する祝日の振替のため、11月₁日（金）は全時限休講とする。しかし、補講を実施する場合がある。
※託麻祭のため、第一部は10月31日（木）より11月₂日（土）まで全時限休講とする。
※夜学祭のため、第二部は11月₁日（金）を全時限休講とする。
※祝日による月曜日の授業日数不足を解消するため、12月23日（天皇誕生日）は通常授業を実施する。（第一部・第二部）
※通常授業を実施する祝日の振替のため、12月25日（水）は全時限休講とする。しかし、補講を実施する場合がある。
※通常授業を実施する祝日の振替のため、₁月17日（金）は全時限休講とする。しかし、補講を実施する場合がある。
※平成26年度「大学入試センター試験」実施のため₁月18日（土）は全時限休講とする。
　（平成26年度「大学入試センター試験」実施日は₁月18日（土）・₁月19日（日））
※秋学期追試験の日程については、秋学期定期試験時間割と同時に発表する。
※上記日程は、都合により一部変更する場合がある。
※介護福祉士養成課程、社会福祉士養成課程及び保育士養成課程は特別に補講を実施する場合がある。



熊本学園大学の紹介
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　明治初年以来、熊本県は海外に志ある幾多の先覚を輩出しているが、その機運は遂に大正7年の熊本海外協会の設立となり、
その後引続き海外問題に関して活発な活動を続け、蒙古語学生・南洋及び南米派遣生・東亜研究派遣生を各国に出すなど、多
方面の活動をなし、昭和13年に熊本県支那語学校が設立され、これが母胎となり昭和25年に熊本短期大学、昭和29年には熊本
商科大学を設立した。創立50周年を機に平成6年4月より熊本学園大学と名称を改めた。さらに大学院の充実・拡大をはかり、
高等専門教育の研究・教育を深めるなど新しい歴史を刻むことになった。

学　園　の　歴　史

昭和17年 4 月　東洋語学専門学校創立
昭和20年11月　熊本語学専門学校と改称
昭和24年 4 月　第二部（夜間部）開設
昭和25年 4 月　熊本短期大学設立
昭和26年 5 月　第二部八代教室開設
昭和27年12月　創立十周年祝賀式典挙行
昭和29年 4 月　熊本商科大学設立
昭和31年 4 月　敬愛幼稚園設立
昭和34年 4 月　付属高等学校設立
昭和36年 4 月　大学新本館（ 1 号館）落成
昭和36年 4 月　熊本短期大学保育科増設
昭和36年 6 月　創立二十周年祝賀式典挙行
昭和38年11月　大学 2 号館として総合図書館・研究室落成
昭和39年 4 月　熊本商科大学商学部経済学科増設
昭和39年 9 月　水泳プール落成
昭和40年 4 月　学生寮新築
昭和41年 3 月　大学 3 号館新築
昭和41年 4 月　熊本短期大学教養科増設
昭和42年 3 月　付属高等学校新本館第 1 棟落成
昭和42年 4 月　熊本商科大学経済学部経済学科増設
昭和42年 5 月　創立二十五周年祝賀式典挙行
昭和42年 9 月　敬愛幼稚園新園舎落成
昭和43年 4 月　大学 4 号館落成
昭和43年 7 月　託麻グラウンド開設
昭和44年 7 月　総合体育館落成
昭和45年 3 月　電算機を導入
昭和46年 8 月　総合図書館増改築完工
昭和47年 3 月　熊本学園東京連絡事務所を閉鎖
昭和47年 8 月　大学球技場完成
昭和47年11月　創立三十周年祝賀式典挙行
昭和48年 7 月　大学 7 号館・付属高等学校校舎第 2 棟落成
昭和50年 3 月　付属高等学校校舎第 3 棟落成
昭和50年 7 月　大学図書館書庫完成
昭和50年10月　熊本学園保田窪寮創立10周年記念寮祭開催
昭和52年 7 月　大学 8 号館学生部室棟落成
昭和53年11月　付属高等学校創立20周年記念式典挙行
昭和54年10月　熊本商科大学・熊本短期大学第二部創設30周年記念式典挙行
昭和55年 4 月　熊本短期大学ピアノ練習棟落成
昭和55年 5 月　熊本短期大学第二部八代教室創設30周年記念祝賀会開かる
昭和55年12月　高遊原総合運動場落成
昭和56年10月　付属高等学校体育館落成
昭和57年10月　創立四十周年祝賀式典挙行
昭和58年 2 月　大学研究棟竣工
昭和59年３月　高遊原研修所落成
昭和59年 4 月　熊本商科大学商学部経営学科増設
昭和61年 4 月　熊本短期大学専攻科設置
昭和63年 4 月　熊本商科大学大学院商学研究科商学専攻修士課程設置
平成元年 2 月　大学本館竣工
平成 2 年 4 月　熊本商科大学経済学部国際経済学科増設
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平成 2 年 4 月　熊本短期大学社会科第一部に社会専攻、生涯スポーツ専攻を設置
平成 2 年10月　大学11号館竣工
平成 3 年 3 月　付属高等学校女子寮（湖東寮）竣工
平成 4 年 3 月　大学12号館竣工
平成 4 年 4 月　熊本商科大学大学院経済学研究科経済学専攻修士課程設置
平成 4 年 5 月　創立五十周年祝賀式典挙行
平成 5 年 3 月　西合志総合グラウンド完成
平成 5 年 3 月　西合志研修所竣工
平成 5 年 4 月　熊本商科大学大学院経営学研究科経営学専攻修士課程設置
平成 6 年 3 月　大学11号館増築竣工
平成 6 年 3 月　付属高等学校新第 3 棟竣工
平成 6 年 4 月　 熊本商科大学を熊本学園大学に、熊本短期大学を熊本学園大学短期大学部に、熊本商科大学付属高等学校を熊

本学園大学付属高等学校に、熊本短期大学付属敬愛幼稚園を熊本学園大学付属敬愛幼稚園に名称変更
平成 6 年 4 月　 熊本学園大学外国語学部英米学科、外国語学部東アジア学科、社会福祉学部第一部社会福祉学科、社会福祉学

部第二部社会福祉学科設置
平成 6 年 4 月　熊本学園大学短期大学部社会科第一部社会専攻、社会科第二部及び教養科学生募集停止
平成 6 年11月　大学図書館竣工
平成 7 年 4 月　熊本三大学間単位互換制度発足
平成 8 年 4 月　熊本学園大学短期大学部専攻科社会福祉専攻及び教養専攻学生募集停止
平成 8 年 5 月　熊本学園大学短期大学部専攻科社会福祉専攻及び教養専攻廃止
平成 8 年 7 月　熊本学園大学短期大学部社会科第一部社会専攻廃止
平成 8 年 8 月　熊本学園大学短期大学部社会科第一部課程分離廃止
平成 8 年 9 月　大学学生会館竣工
平成 9 年 8 月　熊本学園大学短期大学部社会科第二部及び教養科廃止
平成10年 2 月　大学国際交流会館竣工
平成10年 4 月　熊本学園大学大学院社会福祉学研究科社会福祉学専攻修士課程設置
平成10年 4 月　熊本学園大学短期大学部社会科第一部学生募集停止
平成10年11月　熊本学園大学大学院開設十周年祝賀式典挙行
平成10年11月　付属高等学校創立四十周年祝賀式典挙行
平成12年 4 月　熊本学園大学大学院経営学研究科経営学専攻博士後期課程設置
平成12年４月　熊本学園大学短期大学部保育科学生募集停止
平成12年 4 月　熊本学園大学社会福祉学部第一部福祉環境学科増設
平成12年 5 月　熊本学園大学短期大学部社会科第一部廃止
平成13年 4 月　熊本学園大学大学院国際文化研究科国際文化専攻修士課程設置
平成13年 4 月　熊本学園大学短期大学部専攻科保育専攻学生募集停止
平成14年 4 月　沖縄国際大学との単位互換制度発足
平成14年 5 月　熊本学園大学短期大学部専攻科保育専攻廃止
平成14年 5 月　創立六十周年祝賀式典挙行
平成14年 7 月　熊本学園大学短期大学部廃止及び保育科廃止
平成14年10月　熊本学園大学短期大学部閉学式典挙行
平成15年 4 月　熊本学園大学大学院社会福祉学研究科社会福祉学専攻博士後期課程設置
平成16年 1 月　熊本学園大学産業資料館祝賀式典挙行
平成16年 3 月　付属高等学校男子寮（大志寮）竣工
平成16年 3 月　熊本学園大学大江第二寮（女子寮）竣工
平成16年 7 月　熊本学園大学大江第一寮（女子寮）竣工
平成16年 7 月　熊本学園大学保田窪寮（男子寮）竣工
平成17年 4 月　熊本学園大学大学院商学研究科商学専攻博士後期課程設置
平成17年 4 月　熊本学園大学大学院経済学研究科経済学専攻博士後期課程設置
平成17年 4 月　熊本学園大学大学院国際文化研究科国際文化専攻博士後期課程設置
平成17年 4 月　熊本学園大学大学院社会福祉学研究科福祉環境学専攻修士課程設置
平成17年 4 月　熊本学園大学商学部第一部ホスピタリティ・マネジメント学科設置
平成17年12月　多目的グラウンド完成
平成18年 4 月　熊本学園大学経済学部リーガルエコノミクス学科設置
平成18年 4 月　熊本学園大学社会福祉学部第一部子ども家庭福祉学科設置
平成18年11月　付属敬愛幼稚園創立五十周年祝賀式典挙行
平成19年 4 月　熊本学園大学商学部第二部商学科学生募集停止
平成19年 4 月　14号館（60周年記念会館）竣工
平成21年 4 月　熊本学園大学大学院会計専門職研究科アカウンティング専攻専門職学位課程設置
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平成21年 4 月　熊本学園大学大学院商学研究科経営学専攻修士課程設置
平成21年 4 月　熊本学園大学大学院商学研究科経営学専攻博士後期課程設置
平成21年 4 月　熊本学園大学社会福祉学部第一部ライフ・ウェルネス学科設置
平成21年 4 月　熊本学園大学大学院経営学研究科経営学専攻修士課程学生募集停止
平成21年 4 月　熊本学園大学大学院経営学研究科経営学専攻博士後期課程学生募集停止
平成21年10月　付属高等学校創立五十周年祝賀式典挙行
平成23年 4 月　付属中学校設立
平成24年 4 月　敬愛幼稚園園舎新築・移転
平成24年 5 月　創立七十周年祝賀式典挙行
平成24年 5 月　熊本学園大学大学院経営学研究科修士課程廃止
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学　園　の　運　営

₁　学校法人熊本学園役員
（平成25年₃月13日現在）（五十音順）

理　事　長　　岩　野　茂　道　（元熊本学園大学・熊本学園大学短期大学部学長）

顧　　　問　　北古賀　勝　幸　（前学校法人熊本学園理事長）
　　　　　　　田　尻　靖　幹　（元熊本市長）

理　　　事　　伊　豆　英　一　（㈱熊本日日新聞社代表取締役社長）
　　　　　　　岩　野　茂　道　（学校法人熊本学園理事長）
　　　　　　　碓　井　常　祐　（税理士・同窓会志文会会長）
　　　　　　　内　野　矜　自　（同窓会志文会顧問、熊本県経営者協会名誉会長）
　　　　　　　大　江　正　昭　（熊本学園大学社会福祉学部教授）
　　　　　　　岡　本　悳　也　（熊本学園大学長）
　　　　　　　甲　斐　隆　博　（㈱肥後銀行取締役頭取）
　　　　　　　⻆　松　正　雄　（元熊本学園大学・熊本学園大学短期大学部学長）
　　　　　　　北古賀　勝　幸　（前学校法人熊本学園理事長）
　　　　　　　木　下　隆　雄　（熊本学園大学付属高等学校・付属中学校長）
　　　　　　　髙　山　與　子　（熊本学園大学事務局長）
　　　　　　　小　堀　富　夫　（㈱熊本放送最高顧問）
　　　　　　　嵯　峨　一　郎　（学校法人熊本学園常務理事）
　　　　　　　古　田　龍　輔　（熊本学園大学商学部教授）
　　　　　　　目　黒　純　一　（前学校法人熊本学園常務理事）
　　　　　　　森　山　文　男　（元㈱熊本ファミリー銀行代表取締役会長）
　　　　　　　山　内　良　一　（熊本学園大学経済学部教授）

監　　　事　　迫　　　貞　義　（公認会計士）
　　　　　　　本　田　　　一　（㈱鶴屋百貨店取締役会長）
　　　　　　　矢　野　裕　教　（元熊本信用金庫会長）
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（ ） （ ）評　議　員 田　中　利　彦 熊 本 学 園 大 学
経 済 学 部 教 授浅　山　弘　康 ㈱熊本放送代表取締役社長

（ ） （ ）仲 島 克 之 同 窓 会 志 文 会
副 会 長池 田 和 貴 熊 本 県 議 会

総 務 常 任 委 員 会 委 員 長

（ ） （ ）中　野　　　元 熊 本 学 園 大 学
社 会 福 祉 学 部 教 授伊津野　良　治 ㈶ 杏 仁 会 理 事 長

熊 本 内 科 病 院 院 長

（ ） （ ）花 田 昌 宣 熊 本 学 園 大 学
社 会 福 祉 学 部 教 授岩 佐 昌 暲 熊 本 学 園 大 学

外 国 語 学 部 教 授

（ ） （ ）林　　　謙　治 ㈱ 熊 本 フ ァ ミ リ ー 銀 行
代 表 取 締 役 頭 取碓 井 常 祐 同 窓 会 志 文 会 会 長

税 理 士

（ ） （ ）深 川 暉 久 同 窓 会 志 文 会 副 会 長
㈲深川保険事務所代表取締役内 田 俊 廣 熊 本 学 園 大 学

事 務 局 次 長

（ ） （ ）福　田　千枝子 熊 本 学 園 大 学
事 務 局 次 長岡 本 悳 也 熊 本 学 園 大 学 長

（ ） （ ）古 荘 善 啓 ㈱ 古 荘 本 店
代 表 取 締 役 社 長小 栗 宏 夫 ㈱ 肥 後 銀 行

取 締 役 会 長

（ ） （ ）宮 里 六 郎 熊 本 学 園 大 学
付 属 敬 愛 幼 稚 園 長柿 山 武 志 ㈱ 熊 本 日 日 新 聞 社

総 括 常 任 顧 問

（ ） （ ）宮 本 淑 子 同 窓 会 志 文 会 相 談 役
㈲第一信用開発代表取締役木 下 隆 雄 熊 本 学 園 大 学

付属高等学校・付属中学校長

（ ） （ ）目 黒 純 一 前 学 校 法 人 熊 本 学 園
常 務 理 事清 田 春 雄 同 窓 会 志 文 会 相 談 役

（ ） （ ）本 山 憲 一 前 熊 本 学 園 大 学
事 務 局 長くつき　信　哉 熊 本 市 議 会 総 務 委 員 長

（ ） （ ）森　本　　　孝 熊 本 第 一 信 用 金 庫
代 表 理 事 会 長幸 田 亮 一 熊 本 学 園 大 学

商 学 部 教 授

（ ） （ ）山 内 良 一 熊 本 学 園 大 学
経 済 学 部 教 授髙 山 與 子 熊 本 学 園 大 学

事 務 局 長

（ ） （ ）山 口 康 博 元 熊 本 中 央 信 用 金 庫
理 事 長小 牧 義 典 熊 本 学 園 大 学

付 属 高 等 学 校 副 校 長

（ ）

（ ）吉 田 良 夫 熊 本 学 園 大 学
外 国 語 学 部 教 授

酒 巻 政 章 熊 本 学 園 大 学
商 学 部 教 授

（ ）壽　崎　　　肇 ㈱ 星 寿 林
代 表 取 締 役 社 長

（ ）田 川 俊 子 同 窓 会 志 文 会 相 談 役
㈾ 井 手 工 務 店 代 表 社 員

（ ）武 末 博 司 付属高等学校同窓会紫紺会会長
武末建設株式会代表取締役

（ ）小 村 達 義 前 熊 本 学 園 大 学
法 人 事 務 局 長
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₂　学内の役職員

学 長

商 学 部 長

経 済 学 部 長

外 国 語 学 部 長

社 会 福 祉 学 部 長

大 学 院 商 学 研 究 科 長

大 学 院 経 営 学 研 究 科 長

大 学 院 経 済 学 研 究 科 長

大学院国際文化研究科長

大学院社会福祉学研究科長

大学院会計専門職研究科長

第 一 部 商 学 科 長

経 営 学 科 長

ホスピタリティ・マネジメント学科長

経 済 学 科 長

国 際 経 済 学 科 長

リーガルエコノミクス学科長

英 米 学 科 長

東 ア ジ ア 学 科 長

第 一 部 社 会 福 祉 学 科 長

福 祉 環 境 学 科 長

子 ど も 家 庭 福 祉 学 科 長

ライフ・ウェルネス学科長

第 二 部 社 会 福 祉 学 科 長

教 学 部 長

学 生 部 長

図 書 館 長

国 際 交 流 委 員 長

産 業 経 営 研 究 所 長

海 外 事 情 研 究 所 長

社 会 福 祉 研 究 所 長

e －キャンパスセンター長

体 育 施 設 セ ン タ ー 長

外 国 語 研 修 セ ン タ ー 長

水 俣 学 研 究 セ ン タ ー 長

水俣学現地研究センター長

岡 本 悳 也

出 家 健 治

細 江 守 紀

佐 藤 勇 治

小 泉 尚 樹

堤 豊

野 尻 秀 之

中 村 良 広

尾　 崎　　　　 勇

宮 北 隆 志

末 永 英 男

杉　 本　　　　 学

今 村 寛 治

小 城 義 也

奥 山 文 幸

金　　　　 栄　 緑

長 友 敬 一

向　   井　   久 美 子

野 田 耕 司

中 村 俊 也

堀　　　　　正　　嗣

伊 東 浩 一

宮 林 達 也

和 田     要

林 裕

甲 斐 好 文

堀 　 正 広

司 馬 公 周

池 上 恭 子

米　   岡　   ジ ュ リ

守 弘 仁 志

川 田 亮 一

井 上 弘 人

ジョセフ・トウメイ

花 田 昌 宣

宮 北 隆 志

髙 山 與 子

西　　　　 直　 美

生 田 愁 子

矢　 冨　　　　 徹

宮　   原　   由 美 子

松 隈 英 明

宗　　　   恵　 一 

田 中 久 博

江 藤 信 也

喜 佐 田　   智　   子

國　   瀧　   ゆ か り

濱　　　　   貴　   一

森　   山　　　　   寛

西 村 明 博

木 谷 義 勝

西　　　　   一　   幸

江 藤 秀 昌

西　   本　   こ の み

烏 山 康 弘

稲 葉 慎 一

井 上 博 司

内 山 昭 彦

東　　　　   勇　   一

津 村 秀 夫

千 代 盛　   虎　   文

事 務 局 長

総 務 部 長

学 生 部 事 務 部 長

学 術 文 化 部 事 務 部 長

70周年記念事業推進本部次長

総 合 企 画 部 次 長

法 人 課 長

企 画 課 長

広 報 室 長

入 試 課 長

総 務 課 長

人 事 課 長

経 理 課 長

管 財 課 長

教 務 課 長

大 学 院 事 務 室 長

情 報 教 育 課 長

国 際 教 育 課 長

学 生 課 長

就 職 課 長

学 術 文 化 課 長

図 書 情 報 課 長
学 術 文 化 部 事 務 部 長
付 課 長

教 学 部 事 務 部 長
（兼） 教 職・ 実 習 課 長

内 部 監 査 室 長
（兼） 企 画 調 査 担 当

（兼）70周年記念事業推進本部
　　70周年記念事業実行委員会学長補佐（財務担当）
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平成25年度　学級主任

₁　年　次 ₂　年　次 ₃　年　次 ₄　年　次

商
　
　
　
学
　
　
　
部
　
　
　
第
　
　
　
一
　
　
　
部

商
　
　
　
　
学
　
　
　
　
科

₁ 宇野　史郎 遠藤　隆久 北原　明彦 池上　恭子

₂ 喬　晋　建 吉永　心一 坂本　　正 酒巻　政章

₃ 真島　理恵 貞松　　茂 出家　健治 得重　　仁

₄ 城戸　善和 杉田　憲道 吉村　純一 杉本　　学

₅ 藤田　祐介 安田　嘉明 吉川　勝広 太田丈太郞

経
　
営
　
学
　
科

₁ 勝部　伸夫 平岡　賢司 大野　哲夫 隈井　𣳾樹

₂ 勝部　伸夫 今村　寛治 野尻　秀之 堤　　　豊

₃ 大窪　　光 今村　寛治 山田　美幸 川田　亮一

₄ 中野　裕治 林　　　裕 工藤栄一郎 川野愛三郎

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
科

₁ 萩原　修子 小城　義也 土井　文博 幸田　亮一

₂ 米川　　清 香川　正俊 波積　真理 古田　龍輔

商
学
部
第
二
部

商
　
学
　
科

Ａ 城戸　善和

Ｂ 　　　　 城戸　善和

外
国
語
学
部

英
米
学
科

₁ 伊藤　友子 佐藤　正年
（米岡ジュリ） ジョセフ・トウメイ 塩入　すみ

₂ 八木　昭臣 米岡ジュリ 吉田　良夫 赤井　恵子

東
ア
ジ
ア

学
　
　
科

₁ 柴　　公也 矢野　謙一 申　　明直  大澤　武司　

注（　　）は留学期間中等の代理を示す。
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₁　年　次 ₂　年　次 ₃　年　次 ₄　年　次

経
　
　
　
済
　
　
　
学
　
　
　
部

経
　
　
済
　
　
学
　
　
科

₁ 坂上　智哉 境　　　章
（大山　佳三） 加藤　康彦 荒井　勝彦

₂ 細江　守紀 大山　佳三 伊東　維年 岡村　　薫

₃ 奥山　文幸 新村　太郎 小野　　浩 中敷領孝能

₄ 奥山　文幸 田中　利彦 村松　茂美 軽部勝一郎

国
際
経
済
学
科

₁ 吉川　勝正 酒井　重喜 慶田　　收 小川　弘和

₂ 笹山　　茂 宮㟢　麻美 馮　蘊　澤

リ

ー

ガ

ル

エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
学
科

₁ 長友　敬一 井上　弘樹 朴　　哲洙
（飯高敏和） 甲斐　好文

₂ 中村　良広 原口　行雄 飯高　敏和 浪本　浩志

社
会
福
祉
学
部
第
一
部

社
会
福
祉
学
科

₁ 横山　孝子 中村　俊也 黒木　邦弘 小川　全夫

₂ 豊田　謙二 高林　秀明 柳　　政勝 中村　光伴

福
祉
環
境
学
科

₁ 花田　昌宣 守弘　仁志 中地　重晴 岡部　造史

₂ 髙倉　統一 堀　　正嗣 宮北　隆志 陳　　宇澄

子
ど
も
家
庭

福 
祉 
学 
科

₁ 伊東　浩一 続　　修二 栗原　武志 宮里　六郎

₂ 出川聖尚子 山西　裕美 田中　　均 吉津　晶子

ラ
イ
フ
・
ウ
ェ
ル
ネ
ス

学 

科

₁ 井上　弘人 藤塚　千秋 豊田　直二 北井　和利

₂ 宮林　達也 橋本　公雄 石橋　剛士 中野　　元

社
会
福
祉
学
部

第

二

部

社
会
福
祉

学
　
　
科

Ａ 和田　　要 下地　明友 山本　尚友 大江　正昭

Ｂ 山崎　史郎 藤本　延啓

注（　　）は留学期間中等の代理を示す。
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学　園　歌　と　学　生　歌
１　学　園　歌
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学　園　歌

　蒲池正紀・作詞

　滝本泰三・作曲

一、竜田山　はるけき緑

　　若き日の　夢を 育 くみ
はぐ

　　夏草の　歴史も古き

　　 託  麻  野 に　白く 清 しく
たく ま の すが

　　そそり立つ　わが 学  園 に
まな びや

　　 平和 の　理想かかげて
たいらぎ

　　 逞 
たくま

しき　 魂 をぞ 錬 らむ
たま ね

　　誇あれ　 若人 われら
わこうど

二、大阿蘇の　燃ゆる 炎 の
ほのほ

　　火柱の　熱き 息吹 に
いぶき

　　若き日の　胸はたぎちて

　　 肥 の国の　古き 伝統 を
ひ つたへ

　　 新 た世に　今こそ生かし
あら

　　国興す　悲しき願ひ

　　白川の　流れとつきず

　　 希  望 あれ　若人われら
の ぞみ
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２　学　生　歌

学　生　歌

　岩下雄二・作詞

　滝本泰三・作曲

一、星座ぞ燃ゆる　火の山の

　　炎と紅き　血潮かな

　　友よ聴け　平和の鐘の音

　　れいろうと　アジアに起るを

　　高らかに　世界に響くを

　　あゝこの　学 舎    
まなびや

　　踏み行かん　 永  劫 の
えい ごう

　　真理の道よ　友よ
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二、歴史は遠し　 肥 の国の
ひ

　　原始の山河　また 悠 か
はる

　　友よ　見よ　自由の旗風

　　はつらつと　アジアに起るを

　　さわやかに　世界にわたるを

　　あゝこの　 学舎 
まなびや

　　 求 め行かん　人生の
と

　　 久  遠 の幸よ　友よ
く おん
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2．学則と　　
　　履修方法等
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熊本学園大学学則

　　第１章　目的、使命及び自己評価等

　（目的及び使命）

第１条　本学は、広く知識を授けるとともに、経済、商業、経営、外国語、社会福祉に関する専門学術の理論を深く教授研究

することを目的とし、特に熊本県の海外発展国際的活動の伝統と私学特有の自由闊達の学風を堅持して、知的応用能力高く、

教養深き人物を育成して世界文化の進運に寄与することを使命とする。

　（自己評価等）

第２条　前条の目的及び使命を達成するため、本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。

２　前項の点検及び評価に関する詳細は、別に定める。

　　第２章　組織、修業年限及び収容定員

　（学部学科の設置）

第３条　本学に商学部、経済学部、外国語学部、社会福祉学部を置く。

２　商学部に商学科、経営学科及びホスピタリティ・マネジメント学科、経済学部に経済学科、国際経済学科及びリーガルエ

コノミクス学科、外国語学部に英米学科及び東アジア学科、社会福祉学部に社会福祉学科、福祉環境学科、子ども家庭福祉

学科及びライフ・ウェルネス学科を置き、第一部（昼間）と第二部（夜間）に分ける。

　　ただし、第二部においては、商学部商学科と社会福祉学部社会福祉学科とする。

　（学部の目的）

第３条の２　大学は、学部ごとに人材の養成に関する目的及び教育研究上の目的を次のとおり定める。

２　商学部は、幅広い教養に裏付けられ、理論的かつ実践的な専門知識をもった人材の養成を目指すとともに、特に、流通・

経営・会計の世界で創造性豊かな能力をもって、グローバルな視点から地域経済で活躍できる人材の養成を目的とする。

３　経済学部は、経済社会が財・サービス・資本・情報の流れにより地球規模化するなか、経済社会を形成する枠組みを解明

し、経済の専門知識と幅広い教養に裏付けられた分析・政策提言を行い、地域経済および国内・国際社会で先導的な役割を

担うことができる人材を育成するとともに、経済学教育・研究の分野の発展に寄与することを目的とする。

４　外国語学部は、外国語・関連分野の学術の理論・応用を研究教授し、多民族、多文化、多言語の共生の時代において、優

れたコミュニケーション能力、異文化・日本文化に対する広範な知識及び自分の意志を明確にできる表現力を兼ね備えた、

地域並びに世界に貢献できる人材を養成し、地域における外国語教育の発展に寄与することを目的とする。

５　社会福祉学部は、現代社会を取り巻き多様化する社会福祉、生活環境、さらに子育て支援などの課題に対応すべく、社会

福祉の基礎的な知識・技術の習得の上に幅広い社会福祉の総合力を育成し、専門的な社会福祉領域の従事者・指導者の養成

及び多様な職場・職種で社会福祉の専門能力を活用し地域社会に貢献できる人材の養成を目的とする。

　（学科の目的）

第３条の３　学部は、学科ごとに人材の養成に関する目的及び教育研究上の目的を次のとおり定める。

２　商学科は、流通・マーケティング、金融、簿記会計、情報処理及び民法・会社法等を系統的に学び、実践的な知識及び交

渉力・分析力を習得するとともに、複雑化した現代社会の変化に敏感に即応し決断できる人材の養成を目的とする。

３　経営学科は、営利・非営利を問わず多様な組織におけるマネジメントに関する知識を系統的に学び、組織管理に関わる幅

広い問題を的確に解決できる知識・技術を併せ持つ人材の養成を目的とする。

４　ホスピタリティ・マネジメント学科は、人的要素が重視される、観光・集客・接客ビジネス、フードビジネス、医療・福

祉ビジネス及びコミュニティビジネス等のホスピタリティ産業において、指導者となるべき幅広い教養に裏付けられた専門

知識及び総合的な判断力を有する人材の養成を目的とする。

５　経済学科は、幅広い教養と経済学の確かな基礎に基づく情報技術と深い専門知識、さらに経済活動を自らの視点で分析・

理解することのできる的確かつ論理的な思考力を身につけ、地域社会の発展及び経済・社会の諸問題の解決に貢献できる人

材を養成することを目的とする。

６　国際経済学科は、国際経済・ビジネスに関する専門知識を身につけるとともに、英語圏・東アジア等の諸外国に対する理

解を深め、さらに英語・中国語・韓国語を中心とする諸言語を用いた実践的なコミュニケーション能力を伸ばすことにより、

地域と国際社会に貢献できる人材の養成を目的とする。

７　リーガルエコノミクス学科は、グローバル化、規制緩和及び地方分権化が進み、地域に自己責任・自立化が強く求められ

ているなか、法と経済学を学び、リーガルマインドを身につけ、公共政策の立案能力、地域経済をデザインする能力及び生

活者レベルでさまざまな紛争を処理・解決できる能力を備えた人材の養成を目的とする。

８　英米学科は、国際語である英語の運用能力を高め、社会構造の変化や情報化・国際化に対応するため、歴史や文化に関す

る知識や理解に基づいた、幅広い教養と総合的判断力をもった人材の養成を目的とする。

９　東アジア学科は、中国語・韓国語の運用能力を高め、日本を含む東アジア諸民族の歴史や文化を学び、さまざまな問題を

解決する能力をもった２１世紀の東アジアで活躍できる良識ある人材の養成を目的とする。
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１０　社会福祉学科は、少子高齢化が進展している国内外の人権擁護に関心をもち、個々人の生活及び地域の実態からウェルビー

イングを中核概念として福祉問題を捉え、価値・知識・技術を統合したソーシャルワーク実践を展開するための理論及び視

点の習得により、個別化・多様化・複雑化する社会的現実に対応できるソーシャルワークの力量をもつ人材の養成を目的と

する。

１１　福祉環境学科は、人間環境（歴史と生活）、社会環境（制度と政策）及び自然環境（地域と生態）の三つの分野を中心に、

現代社会に必要な福祉のあり方に関する理論的・実践的知識を幅広く習得するとともに、豊富なフィールドワークの経験を

ふまえて福祉関連施設・企業・行政等多様な領域で環境と人間社会の共生をめざす地域づくりに貢献できる人材の養成を目

的とする。

１２　子ども家庭福祉学科は、子どもと家族を取り巻く環境の多様化・複雑化に対応すべく、子どもと家族のウェルビーイング

を考究する子ども家庭福祉学の創造を図るとともに、発達・家族援助の実践的力量及び社会的洞察力を備えた保育者の養成、

ケアワークとソーシャルワークの力量を統合した児童ソーシャルワーカーの養成及び保育マネジメントの視点をもち、地域

づくりに貢献できる保育者の養成を目的とする。　

１３　ライフ・ウェルネス学科は、地域の人々のクオリティ・オブ・ライフ向上と社会福祉の増進をめざす新しい時代の要請に

こたえて、社会福祉学と保健体育学とが連携・融合する新たな総合的な社会福祉学の研究・教育の創造を基礎とし、ヘルス

サイエンス、ヒューマンサイエンス並びにソーシャルサイエンスを幅広く学び、地域社会の構成員のウェルビーイングの促

進に貢献し、地域の子どもから高齢者にいたるまでの包括的な健康づくり及び生きがいづくりをコーディネートする、福祉

と健康並びにスポーツを融合した新しい福祉分野の専門的人材養成を目的とする。

　（大学院の設置）

第４条　本学に大学院を置く。

２　大学院の学則は、別に定める。

　（修業年限）

第５条　各学部の修業年限は、４年とする。ただし、在学年数は、８年を超えることはできない。

２　第３年次に編入学及び転入学を許可された者は、既に、２か年学部に在学したものとみなし修業年限は２年とする。

　（収容定員）

第６条　各学部・学科の収容定員は、次のとおりとする。

第二部第一部定員

学科学部 収容定員入学定員収容定員入学定員

４００１００８８０２２０商 学 科

商 学 部 ――６００１５０経 営 学 科

――３２０　８０ホスピタリティ・
マネジメント学科

――８００２００経 済 学 科

経 済 学 部 ――４００１００国 際 経 済 学 科

――３２０　８０リーガルエコノミクス学科

――４６０１１５英 米 学 科
外国語学部

――２００　５０東 ア ジ ア 学 科

３２０　８０３２０　８０社 会 福 祉 学 科

社会福祉学部
――３２０　８０福 祉 環 境 学 科

――３２０　８０子ども家庭福祉学科

――３２０　８０ライフ・ウェルネス学科

　　第３章　教職員組織

　（学長及び学部長）

第７条　本学に学長及び学部長を置く。

　（教育職員）

第８条　本学に教授、准教授、講師及び助教を置く。

２　本学に助手を置く。

　（事務職員）

第９条　本学に事務職員を置く。

　（教授会）

第１０条　本学の各学部に教授会を置く。（以下「教授会」という。）

２　教授会は、専任の教授、准教授、専任講師及び助教をもって構成する。

（※商学部第二部商学科は、平成１９年度より募集停止）
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３　教授会は、次の事項を審議する。

　�　学長の選考に関する事項

　�　学部長の選出に関する事項

　�　学校法人評議員の選考に関する事項

　�　役職員及び委員の選出に関する事項

　�　専任教員の人事に関する事項

　�　教員の資格審査に関する事項

　�　教員の留学、派遣及び出張に関する事項

　�　大学予算に関する諮問事項

　�　学部予算に関する事項

　�　名誉教授及び客員教授の認定に関する事項

　�　非常勤講師の委嘱に関する事項

　�　学則その他重要な諸規程の制定及び改廃に関する事項

　�　学部の教育及び研究計画に関する事項

　�　授業科目の種類、単位及び編成に関する事項

　�　学生募集に関する事項

　�　学生の入学、編入学、転入学、再入学、休学、留学、復学、退学、修業、卒業及び学位の認定に関する事項

　�　学生の試験に関する事項

　�　学生の賞罰に関する事項

　�　学生団体、学生活動及び学生生活等その補導、厚生に関する事項

　�　学校行事に関する事項

　�　自己点検評価に関する事項

　�　学長が諮問した事項

　�　その他、学部運営に関する重要事項

４　教授会に関する詳細は、別に定める。

　　第４章　教育課程

　（授業科目）

第１１条　授業科目は、基礎科目、発展科目、応用科目、教職に関する科目並びに司書及び司書教諭に関する科目に分けて開設

する。

２　前項の中に教授会の議を経て、臨時に授業科目を開設することがある。

　（基礎科目、発展科目、応用科目及び単位数）

第１２条　基礎科目、発展科目、応用科目及びその単位数は、次のとおりとする。
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�　商学部第一部商学科

 金 融 論 入 門 � 流 通 論 入 門 � 基 礎 演 習 �

基　
　
　
　
　
　
　
　

礎　
　
　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　
　
　

目

 情 報 処 理 入 門 � 経 営 学 入 門 � 会 計 学 入 門 �

 金 融 論 特 講 Ⅰ � 流 通 論 特 講 Ⅰ � 基 礎 簿 記 �

 経 営 学 特 講 Ⅰ � ベ ン チ ャ ー 起 業 論 � 簿 記 特 講 �

 政 治 思 想 史 Ⅰ � デ ー タ 解 析 � 統 計 学 �

 法と社会Ⅰ （法 と経済社 会）  �
　 　

 民 法 Ⅰ （ 総 則 ・ 物 権 ） � 政 治 思 想 史 Ⅱ �

 ビ ジ ネ ス キ ャ リ ア 概 論 � 自 己 表 現 論 � 文章論（作文、レポート、論文、新聞） �

 哲 学 Ⅱ � 哲 学 Ⅰ � キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅰ �

 文 化 人 類 学 Ⅰ � 言 語 と 文 化 Ⅱ � 言 語 と 文 化 Ⅰ �

 心 理 学 Ⅱ � 心 理 学 Ⅰ � 文 化 人 類 学 Ⅱ �

 自然科学と人間ⅡＡ （化  学）  �
　 　

 自然科学と人間ⅠＢ（物理学） � 自然科学と人間ⅠＡ（物理学） �

 自然科学と人間ⅢＢ（生物学） � 自然科学と人間ⅢＡ（生物学） � 自然科学と人間ⅡＢ （化  学）  �
　 　

 法 学 Ⅰ � 自然科学と人間ⅣＢ （数  学）  �
　 　

 自然科学と人間ⅣＡ （数  学）  �
　 　

 経 済 学 Ⅱ � 経 済 学 Ⅰ � 法 学 Ⅱ （日 本 国 憲 法）  �
　 　

 政 治 学 Ⅰ � 社 会 学 Ⅱ � 社 会 学 Ⅰ �

 英 語 Ⅰ Ｂ � 英 語 Ⅰ Ａ � 政 治 学 Ⅱ �

 ド イ ツ 語 Ⅰ Ａ � 英 語 Ⅱ Ｂ � 英 語 Ⅱ Ａ �

 ド イ ツ 語 Ⅱ Ｂ � ド イ ツ 語 Ⅱ Ａ � ド イ ツ 語 Ⅰ Ｂ �

 フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ａ � フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ｂ � フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ａ �

 中 国 語 Ⅰ Ｂ � 中 国 語 Ⅰ Ａ � フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ｂ �

 ロ シ ア 語 Ⅰ Ａ � 中 国 語 Ⅱ Ｂ � 中 国 語 Ⅱ Ａ �

 ロ シ ア 語 Ⅱ Ｂ � ロ シ ア 語 Ⅱ Ａ � ロ シ ア 語 Ⅰ Ｂ �

 ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ａ � ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ｂ � ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ａ �

 韓 国 語 Ⅰ Ｂ � 韓 国 語 Ⅰ Ａ � ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ｂ �

 東 ア ジ ア 文 化 論 � 韓 国 語 Ⅱ Ｂ � 韓 国 語 Ⅱ Ａ �

 健 康 科 学 Ｂ Ⅱ （実  技）  �
　 　

 健 康 科 学 Ｂ Ⅰ （実  技）  �
　 　

 健 康 科 学 Ａ （講  義）  �
　 　

 日 本 語 Ⅱ Ａ � 日 本 語 Ⅰ Ｂ � 日 本 語 Ⅰ Ａ �

 日 本 事 情 Ⅰ Ｂ � 日 本 事 情 Ⅰ Ａ � 日 本 語 Ⅱ Ｂ �

 日 本 事 情 Ⅲ Ａ � 日 本 事 情 Ⅱ Ｂ � 日 本 事 情 Ⅱ Ａ �

 日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ｂ � 日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ａ � 日 本 事 情 Ⅲ Ｂ �

 日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ｂ � 日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ａ �

 流 通 シ ス テ ム 論 Ⅰ � マ ー ケ テ ィ ン グ 論 Ⅱ � マ ー ケ テ ィ ン グ 論 Ⅰ �

発　
　
　
　
　
　

展　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　

目

 商 業 論 Ⅱ � 商 業 論 Ⅰ � 流 通 シ ス テ ム 論 Ⅱ �

 金 融 論 Ⅰ � 商 業 史 Ⅱ � 商 業 史 Ⅰ �

 工 業 簿 記 � 財 務 会 計 論 � 金 融 論 Ⅱ �

 経 営 情 報 論 Ⅱ � 経 営 情 報 論 Ⅰ � 発 展 簿 記 �

 企 業 論 � 経 営 管 理 論 Ⅱ � 経 営 管 理 論 Ⅰ �

 経 営 史 Ⅰ � 経 営 組 織 論 Ⅱ � 経 営 組 織 論 Ⅰ �

 コ ン ピ ュ ー タ 論 発 展 � コ ン ピ ュ ー タ 論 基 礎 � 経 営 史 Ⅱ �

 経 営 科 学 � 多 変 量 解 析 � 経 営 統 計 論 �

 情 報 処 理 応 用 � 応 用 プ ロ グ ラ ミ ン グ � プ ロ グ ラ ミ ン グ �

 会 社 法 総 論 � 経 済 原 論 Ｂ （近  経）  �
　 　

 経 済 原 論 Ａ （マ ル 経）  �
　 　

 法 と 社 会 Ⅱ （法 と 紛 争）  �
　 　

 民 法 Ⅱ （債  権）  �
　 　

 株 式 会 社 法 �

 時事問題研究（新聞の読み方） � 行 政 学 � 憲 法 �

 倫 理 学 概 論 Ⅱ � 倫 理 学 概 論 Ⅰ � キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅱ �

 環 境 論 Ⅰ Ａ （自 然 環 境）  �
　 　

 現 代 教 育 論 Ⅱ � 現 代 教 育 論 Ⅰ �

 社 会 心 理 学 Ⅱ � 社 会 心 理 学 Ⅰ � 環 境論ⅠＢ（自然環境） �

 日 本 史 Ⅰ � 環境論ⅡＢ（環境と人間社会） � 環境論ⅡＡ（環境と人間社会） �

 歴史と現代Ⅱ （日 本と中 国）  �
　 　

 歴史と現代Ⅰ（日本のなかのアジア） � 日 本 史 Ⅱ �

 人 権 論 Ⅰ � 歴史と現代Ⅳ（国際社会と日本） � 歴史と現代Ⅲ（組織と個人） �

 部 落 解 放 論 Ⅱ � 部 落 解 放 論 Ⅰ � 人 権 論 Ⅱ �
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 総 合 科 目 特 講 Ⅰ � 平 和 論 Ⅱ（戦 争 と 人 間）  �
　 　

 平和論Ⅰ（平和の政治と思想） �

発　
　
　
　

展　
　
　
　

科　
　
　
　

目

 英 語 Ⅲ Ｂ � 英 語 Ⅲ Ａ � 総 合 科 目 特 講 Ⅱ �

 ド イ ツ 語 Ⅲ Ａ � 英 語 Ⅳ Ｂ � 英 語 Ⅳ Ａ �

 ド イ ツ 語 Ⅳ Ｂ � ド イ ツ 語 Ⅳ Ａ � ド イ ツ 語 Ⅲ Ｂ �

 フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ａ � フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ｂ � フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ａ �

 中 国 語 Ⅲ Ｂ � 中 国 語 Ⅲ Ａ � フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ｂ �

 ロ シ ア 語 Ⅲ Ａ � 中 国 語 Ⅳ Ｂ � 中 国 語 Ⅳ Ａ �

 ロ シ ア 語 Ⅳ Ｂ � ロ シ ア 語 Ⅳ Ａ � ロ シ ア 語 Ⅲ Ｂ �

 ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ａ � ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ｂ � ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ａ �

 韓 国 語 Ⅲ Ｂ � 韓 国 語 Ⅲ Ａ � ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ｂ �

 国 際 関 係 論 � 韓 国 語 Ⅳ Ｂ � 韓 国 語 Ⅳ Ａ �

 比較文化論ⅡＡ（日アジア太平洋） � 比 較 文 化 論 Ⅰ Ｂ （日  米）  �
　 　

 比 較 文 化 論 Ⅰ Ａ （日  米）  �
　 　

 比 較 文 化 論 Ⅲ Ｂ （日  欧）  �
　 　

 比 較 文 化 論 Ⅲ Ａ （日  欧）  �
　 　

 比較文化論ⅡＢ（日アジア太平洋） �

 国 際 文 化 特 講 Ⅰ � 比較文化論ⅣＢ （日 ロシ ア）  �
　 　

 比較文化論ⅣＡ（日ロシア） �

 日 本 語 Ⅲ Ｂ � 日 本 語 Ⅲ Ａ � 国 際 文 化 特 講 Ⅱ �

 日 本 語 Ⅳ Ｂ � 日 本 語 Ⅳ Ａ �

 総 合 演 習 � 応 用 演 習 Ⅱ � 応 用 演 習 Ⅰ �

応　
　
　
　
　

用　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　

目

 流 通 政 策 概 論 � 国際マーケティング論Ⅱ � 国際マーケティング論Ⅰ �

 マーケティング・リサーチ特論 � マーケティング・リサーチ概論 � 流 通 政 策 特 論 �

 消 費 者 行 動 概 論 � マーケティング・マネジメント特論 � マーケティング・マネジメント概論 �

 交 通 論 特 論 � 交 通 論 概 説 � 消 費 者 行 動 特 論 �

 外 国 文 献 講 読 Ⅰ � ビジネス・イングリッシュⅡ � ビジネス・イングリッシュⅠ �

 地 域 流 通 研 究 Ⅱ � 地 域 流 通 研 究 Ⅰ � 外 国 文 献 講 読 Ⅱ �

 金 融 機 関 論 � 流 通 論 特 講 Ⅱ � 生 活 環 境 論 �

 銀 行 論 Ⅱ � 銀 行 論 Ⅰ � 国 際 金 融 論 �

 保 険 論 Ⅱ � 保 険 論 Ⅰ � 外 国 為 替 論 �

 金 融 論 特 講 Ⅱ � 証 券 論 Ⅱ � 証 券 論 Ⅰ �

 税 務 会 計 論 � 結 合 会 計 論 � 会 計 制 度 論 �

 管 理 会 計 論 Ⅰ � 会 計 監 査 論 � 財 務 諸 表 分 析 �

 コ ン ピ ュ ー タ 会 計 論 � 原 価 計 算 論 � 管 理 会 計 論 Ⅱ �

 労 務 管 理 論 Ⅱ � 労 務 管 理 論 Ⅰ � 会 計 学 特 講 �

 経 営 社 会 学 Ⅰ � 財 務 管 理 論 Ⅱ � 財 務 管 理 論 Ⅰ �

 中 小 企 業 論 Ⅱ � 中 小 企 業 論 Ⅰ � 経 営 社 会 学 Ⅱ �

 経 営 学 特 講 Ⅱ � 日 本 経 営 史 Ⅱ � 日 本 経 営 史 Ⅰ �

 情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅰ � シ ス テ ム 設 計 � 情 報 シ ス テ ム 論 �

 日 本 経 済 論 Ⅰ � 意 思 決 定 論 � 情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅱ �

 経 済 学 特 講 � 財 政 学 � 日 本 経 済 論 Ⅱ �

 労 働 生 活 と 法 Ⅰ � 企 業 取 引 法 各 論 � 企 業 取 引 法 総 論 �

 労 働 紛 争 と 法 Ⅱ � 労 働 紛 争 と 法 Ⅰ � 労 働 生 活 と 法 Ⅱ �

 社 会 保 障 法 Ⅰ � 税 法 � 経 済 法 �

 行 政 法 Ⅱ � 行 政 法 Ⅰ � 社 会 保 障 法 Ⅱ �

 公 共 政 策 論 � 地 方 自 治 論 Ⅱ � 地 方 自 治 論 Ⅰ �

 キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅲ � イ ン タ ー ン シ ッ プ � 法 学 特 講 �

 職 業 指 導 � 日 本 事 情 特 講 �

�　商学部第二部商学科

 会 計 学 入 門 � 金 融 論 入 門 � 流 通 論 入 門 �
基　

礎　

科　

目

 ベ ン チ ャ ー 起 業 論 � 経 営 学 入 門 � 基 礎 簿 記 �

 政 治 思 想 史 Ⅰ � 統 計 学 � 情 報 処 理 入 門 �

 文章論（作文、レポート、論文、新聞） � 民 法 Ⅰ （総 則 ・ 物 権）  �
　 　

 政 治 思 想 史 Ⅱ �

 言 語 と 文 化 Ⅰ � 哲 学 Ⅱ � 哲 学 Ⅰ �

 文 化 人 類 学 Ⅱ � 文 化 人 類 学 Ⅰ � 言 語 と 文 化 Ⅱ �
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 自然科学と人間ⅠＡ（物理学） � 心 理 学 Ⅱ � 心 理 学 Ⅰ �

基　
　
　
　

礎　
　
　
　

科　
　
　
　

目

 自然科学と人間ⅡＢ（化学） � 自然科学と人間ⅡＡ（化学） � 自然科学と人間ⅠＢ（物理学） �

 自然科学と人間ⅣＡ（数学） � 自然科学と人間ⅢＢ（生物学） � 自然科学と人間ⅢＡ（生物学） �

 法 律 学 � 経 済 学 � 自然科学と人間ⅣＢ（数学） �

 社 会 学 Ⅱ � 社 会 学 Ⅰ � 日 本 国 憲 法 �

 日 本 史 Ⅰ � 政 治 学 Ⅱ � 政 治 学 Ⅰ �

 西 洋 史 Ⅱ � 西 洋 史 Ⅰ � 日 本 史 Ⅱ �

 英 語 Ⅱ Ａ � 英 語 Ⅰ Ｂ � 英 語 Ⅰ Ａ �

 ド イ ツ 語 Ⅰ Ｂ � ド イ ツ 語 Ⅰ Ａ � 英 語 Ⅱ Ｂ �

 フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ａ � ド イ ツ 語 Ⅱ Ｂ � ド イ ツ 語 Ⅱ Ａ �

 フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ｂ � フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ａ � フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ｂ �

 中 国 語 Ⅱ Ａ � 中 国 語 Ⅰ Ｂ � 中 国 語 Ⅰ Ａ �

 ロ シ ア 語 Ⅰ Ｂ � ロ シ ア 語 Ⅰ Ａ � 中 国 語 Ⅱ Ｂ �

 ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ａ � ロ シ ア 語 Ⅱ Ｂ � ロ シ ア 語 Ⅱ Ａ �

 ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ｂ � ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ａ � ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ｂ �

 韓 国 語 Ⅱ Ａ � 韓 国 語 Ⅰ Ｂ � 韓 国 語 Ⅰ Ａ �

 健 康 科 学 Ｂ Ⅰ （実  技）  �
　 　

 健 康 科 学 Ａ （講  義）  �
　 　

 韓 国 語 Ⅱ Ｂ �

 健 康 科 学 Ｂ Ⅱ （実  技）  �
　 　

 マ ー ケ テ ィ ン グ 論 � 商 業 論 � 流 通 シ ス テ ム 論 �

発　
　
　
　
　

展　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　

目

 金 融 機 関 論 � 金 融 論 � 商 業 史 �

 工 業 簿 記 � 発 展 簿 記 � 財 務 会 計 論 �

 経 営 組 織 論 � 企 業 論 � 経 営 管 理 論 �

 コ ン ピ ュ ー タ 論 基 礎 � 産 業 技 術 史 � 経 営 史 �

 プ ロ グ ラ ミ ン グ 技 法 � 情 報 処 理 応 用 � コ ン ピ ュ ー タ 論 発 展 �

 経 営 科 学 � 多 変 量 解 析 � 経 営 統 計 論 �

 経 済 原 論 Ｂ （近  経）  �
　 　

 経 済 原 論 Ａ （マ ル 経）  �
　 　

 経 営 情 報 論 �

 株 式 会 社 法 � 会 社 法 総 論 � 民 法 Ⅱ （債  権）  �
　 　

 商 学 特 講 Ⅰ � 行 政 学 � 憲 法 �

 比 較 文 化 論 Ⅱ � 比 較 文 化 論 Ⅰ � 職 業 概 論 �

 倫 理 学 概 論 Ⅰ � 現 代 教 育 論 Ⅱ � 現 代 教 育 論 Ⅰ �

 環 境 論 Ⅰ Ｂ （自 然 環 境）  �
　 　

 環 境 論 Ⅰ Ａ （自 然 環 境）  �
　 　

 倫 理 学 概 論 Ⅱ �

 環境論ⅡＡ（開発・行政・公害） � 社 会 心 理 学 Ⅱ � 社 会 心 理 学 Ⅰ �

 部 落 解 放 論 Ⅱ � 部 落 解 放 論 Ⅰ � 環境論ⅡＢ（開発・行政・公害） �

 英 語 Ⅲ Ａ � 人 権 論 Ⅱ � 人 権 論 Ⅰ �

 ド イ ツ 語 Ⅲ Ｂ � ド イ ツ 語 Ⅲ Ａ � 英 語 Ⅲ Ｂ �

 中 国 語 Ⅲ Ａ � フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ｂ � フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ａ �

 ロ シ ア 語 Ⅲ Ｂ � ロ シ ア 語 Ⅲ Ａ � 中 国 語 Ⅲ Ｂ �

 韓 国 語 Ⅲ Ａ � ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ｂ � ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ａ �

 韓 国 語 Ⅲ Ｂ �

 マーケティング・マネジメント論 � 流 通 政 策 � マーケティング・リサーチ論 �

応　
　
　
　

用　
　
　
　

科　
　
　
　

目

 消 費 者 行 動 論 � 交 通 論 � 国 際 マ ー ケ テ ィ ン グ 論 �

 保 険 論 � 国 際 金 融 論 � ビジネス・イングリッシュ �

 外 国 為 替 論 � 証 券 論 � 銀 行 論 �

 税 務 会 計 論 � 結 合 会 計 論 � 会 計 制 度 論 �

 原 価 計 算 論 � 管 理 会 計 論 Ⅱ � 管 理 会 計 論 Ⅰ �

 コ ン ピ ュ ー タ 会 計 論 � 会 計 監 査 論 � 財 務 諸 表 分 析 �

 中 小 企 業 論 � 財 務 管 理 論 � 労 務 管 理 論 �

 情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅰ � 日 本 経 営 史 � 経 営 社 会 学 �

 シ ス テ ム 設 計 � 情 報 シ ス テ ム 論 � 情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅱ �

 日 本 経 済 論 � 財 政 学 � 意 思 決 定 論 �

 労 働 法 � 企 業 取 引 法 各 論 � 企 業 取 引 法 総 論 �

 社 会 保 障 法 � 税 法 � 経 済 法 �
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 国 際 経 済 法 � 地 方 自 治 論 � 行 政 法 �応
用
科
目

 応 用 演 習 Ⅰ � 商 学 特 講 Ⅱ � 公 共 政 策 論 �

 職 業 指 導 � 演 習 論 文 � 応 用 演 習 Ⅱ �

�　商学部経営学科

 金 融 論 入 門 � 流 通 論 入 門 � 基 礎 演 習 �

基　
　
　
　
　
　
　

礎　
　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　
　

目

 情 報 処 理 入 門 � 経 営 学 入 門 � 会 計 学 入 門 �

 経 営 学 特 講 Ⅰ � ベ ン チ ャ ー 起 業 論 � 基 礎 簿 記 �

 情報処理（ソフトウェア応用） � デ ー タ 解 析 � 統 計 学 �

 流 通 論 特 講 Ⅰ � 簿 記 特 講 � プ ロ グ ラ ミ ン グ �

 政 治 思 想 史 Ⅱ � 政 治 思 想 史 Ⅰ � 金 融 論 特 講 Ⅰ �

 文章論（作文、レポート、論文、新聞） � 法と社会Ⅰ（法と経済社会） � 民 法 Ⅰ （総 則 ・ 物 権）  �
　 　

 キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅰ � ビ ジ ネ ス キ ャ リ ア 概 論 � 自 己 表 現 論 �

 言 語 と 文 化 Ⅰ � 哲 学 Ⅱ � 哲 学 Ⅰ �

 文 化 人 類 学 Ⅱ � 文 化 人 類 学 Ⅰ � 言 語 と 文 化 Ⅱ �

 自然科学と人間ⅠＡ（物理学） � 心 理 学 Ⅱ � 心 理 学 Ⅰ �

 自然科学と人間ⅡＢ（化学） � 自然科学と人間ⅡＡ（化学） � 自然科学と人間ⅠＢ（物理学） �

 自然科学と人間ⅣＡ（数学） � 自然科学と人間ⅢＢ（生物学） � 自然科学と人間ⅢＡ（生物学） �

 法 学 Ⅱ （日 本 国 憲 法）  �
　 　

 法 学 Ⅰ � 自然科学と人間ⅣＢ（数学） �

 社 会 学 Ⅰ � 経 済 学 Ⅱ � 経 済 学 Ⅰ �

 政 治 学 Ⅱ � 政 治 学 Ⅰ � 社 会 学 Ⅱ �

 英 語 Ⅱ Ａ � 英 語 Ⅰ Ｂ � 英 語 Ⅰ Ａ �

 ド イ ツ 語 Ⅰ Ｂ � ド イ ツ 語 Ⅰ Ａ � 英 語 Ⅱ Ｂ �

 フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ａ � ド イ ツ 語 Ⅱ Ｂ � ド イ ツ 語 Ⅱ Ａ �

 フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ｂ � フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ａ � フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ｂ �

 中 国 語 Ⅱ Ａ � 中 国 語 Ⅰ Ｂ � 中 国 語 Ⅰ Ａ �

 ロ シ ア 語 Ⅰ Ｂ � ロ シ ア 語 Ⅰ Ａ � 中 国 語 Ⅱ Ｂ �

 ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ａ � ロ シ ア 語 Ⅱ Ｂ � ロ シ ア 語 Ⅱ Ａ �

 ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ｂ � ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ａ � ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ｂ �

 韓 国 語 Ⅱ Ａ � 韓 国 語 Ⅰ Ｂ � 韓 国 語 Ⅰ Ａ �

 健 康 科 学 Ａ （講  義）  �
　 　

 東 ア ジ ア 文 化 論 � 韓 国 語 Ⅱ Ｂ �

 日 本 語 Ⅰ Ａ � 健 康 科 学 Ｂ Ⅱ （実  技）  �
　 　

 健 康 科 学 Ｂ Ⅰ （実  技）  �
　 　

 日 本 語 Ⅱ Ｂ � 日 本 語 Ⅱ Ａ � 日 本 語 Ⅰ Ｂ �

 日 本 事 情 Ⅱ Ａ � 日 本 事 情 Ⅰ Ｂ � 日 本 事 情 Ⅰ Ａ �

 日 本 事 情 Ⅲ Ｂ � 日 本 事 情 Ⅲ Ａ � 日 本 事 情 Ⅱ Ｂ �

 日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ａ � 日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ｂ � 日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ａ �

 日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ｂ �

 経 営 情 報 論 Ⅱ � 経 営 情 報 論 Ⅰ � 発 展 演 習 �

発　
　
　
　

展　
　
　
　

科　
　
　
　

目

 企 業 論 � 経 営 管 理 論 Ⅱ � 経 営 管 理 論 Ⅰ �

 経 営 史 Ⅰ � 経 営 組 織 論 Ⅱ � 経 営 組 織 論 Ⅰ �

 コ ン ピ ュ ー タ 論 発 展 � コ ン ピ ュ ー タ 論 基 礎 � 経 営 史 Ⅱ �

 経 営 科 学 � 多 変 量 解 析 � 経 営 統 計 論 �

 人 工 知 能 概 論 � ア ル ゴ リ ズ ム 論 � 応 用 プ ロ グ ラ ミ ン グ �

 情 報 処 理 特 講 � マ ル チ メ デ ィ ア 論 � 人 工 知 能 特 講 �

 工 業 簿 記 � 財 務 会 計 論 � コ ン ピ ュ ー タ 実 習 �

 マ ー ケ テ ィ ン グ 論 Ⅱ � マ ー ケ テ ィ ン グ 論 Ⅰ � 発 展 簿 記 �

 商 業 論 Ⅰ � 流 通 シ ス テ ム 論 Ⅱ � 流 通 シ ス テ ム 論 Ⅰ �

 商 業 史 Ⅱ � 商 業 史 Ⅰ � 商 業 論 Ⅱ �

 経 済 原 論 Ａ （マ ル 経）  �
　 　

 金 融 論 Ⅱ � 金 融 論 Ⅰ �

 株 式 会 社 法 � 会 社 法 総 論 � 経 済 原 論 Ｂ （近  経）  �
　 　

 憲 法 � 法 と 社 会 Ⅱ （法 と 紛 争）  �
　 　

 民 法 Ⅱ （債  権）  �
　 　

 キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅱ � 時事問題研究（新聞の読み方） � 行 政 学 �
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 現 代 教 育 論 Ⅰ � 倫 理 学 概 論 Ⅱ � 倫 理 学 概 論 Ⅰ �

発　
　
　
　
　

展　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　

目

 環 境 論 Ⅰ Ｂ （自 然 環 境）  �
　 　

 環 境 論 Ⅰ Ａ （自 然 環 境）  �
　 　

 現 代 教 育 論 Ⅱ �

 環境論ⅡＡ（環境と人間社会） � 社 会 心 理 学 Ⅱ � 社 会 心 理 学 Ⅰ �

 日 本 史 Ⅱ � 日 本 史 Ⅰ � 環境論ⅡＢ（環境と人間社会） �

 歴史と現代Ⅲ（組織と個人） � 歴史と現代Ⅱ（日本と中国） � 歴史と現代Ⅰ（日本のなかのアジア） �

 人 権 論 Ⅱ � 人 権 論 Ⅰ � 歴史と現代Ⅳ（国際社会と日本） �

 平和論Ⅰ（平和の政治と思想） � 部 落 解 放 論 Ⅱ � 部 落 解 放 論 Ⅰ �

 総 合 科 目 特 講 Ⅱ � 総 合 科 目 特 講 Ⅰ � 平 和 論 Ⅱ （戦     
　

争 と 人 間）  �
　

 英 語 Ⅳ Ａ � 英 語 Ⅲ Ｂ � 英 語 Ⅲ Ａ �

 ド イ ツ 語 Ⅲ Ｂ � ド イ ツ 語 Ⅲ Ａ � 英 語 Ⅳ Ｂ �

 フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ａ � ド イ ツ 語 Ⅳ Ｂ � ド イ ツ 語 Ⅳ Ａ �

 フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ｂ � フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ａ � フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ｂ �

 中 国 語 Ⅳ Ａ � 中 国 語 Ⅲ Ｂ � 中 国 語 Ⅲ Ａ �

 ロ シ ア 語 Ⅲ Ｂ � ロ シ ア 語 Ⅲ Ａ � 中 国 語 Ⅳ Ｂ �

 ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ａ � ロ シ ア 語 Ⅳ Ｂ � ロ シ ア 語 Ⅳ Ａ �

 ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ｂ � ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ａ � ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ｂ �

 韓 国 語 Ⅳ Ａ � 韓 国 語 Ⅲ Ｂ � 韓 国 語 Ⅲ Ａ �

 比 較 文 化 論 Ⅰ Ａ （日  米）  �
　 　

 国 際 関 係 論 � 韓 国 語 Ⅳ Ｂ �

 比較文化論ⅡＢ（日アジア太平洋） � 比較文化論ⅡＡ（日アジア太平洋） � 比 較 文 化 論 Ⅰ Ｂ （日  米）  �
　 　

 比較文化論ⅣＡ（日ロシア） � 比 較 文 化 論 Ⅲ Ｂ （日  欧）  �
　 　

 比 較 文 化 論 Ⅲ Ａ （日  欧）  �
　 　

 国 際 文 化 特 講 Ⅱ � 国 際 文 化 特 講 Ⅰ � 比較文化論ⅣＢ （日 ロシ ア）  �
　 　

 日 本 語 Ⅳ Ａ � 日 本 語 Ⅲ Ｂ � 日 本 語 Ⅲ Ａ �

 日 本 語 Ⅳ Ｂ �

 総 合 演 習 � 応 用 演 習 Ⅱ � 応 用 演 習 Ⅰ �

応　
　
　
　
　
　
　
　

用　
　
　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　
　
　

目

 財 務 管 理 論 Ⅰ � 労 務 管 理 論 Ⅱ � 労 務 管 理 論 Ⅰ �

 経 営 社 会 学 Ⅱ � 経 営 社 会 学 Ⅰ � 財 務 管 理 論 Ⅱ �

 日 本 経 営 史 Ⅰ � 中 小 企 業 論 Ⅱ � 中 小 企 業 論 Ⅰ �

 ビジネス・イングリッシュⅡ � ビジネス・イングリッシュⅠ � 日 本 経 営 史 Ⅱ �

 経 営 学 特 講 Ⅱ � 外 国 文 献 講 読 Ⅱ � 外 国 文 献 講 読 Ⅰ �

 情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅰ � シ ス テ ム 設 計 � 情 報 シ ス テ ム 論 �

 社 会 情 報 論 Ⅰ � 意 思 決 定 論 � 情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅱ �

 ネ ッ ト ワ ー ク 論 � 情 報 シ ス テ ム 実 習 � 社 会 情 報 論 Ⅱ �

 情 報 と 職 業 � マ ル チ メ デ ィ ア 実 習 � ネ ッ ト ワ ー ク 実 習 �

 税 務 会 計 論 � 結 合 会 計 論 � 会 計 制 度 論 �

 会 計 学 特 講 � 会 計 監 査 論 � 財 務 諸 表 分 析 �

 原 価 計 算 論 � 管 理 会 計 論 Ⅱ � 管 理 会 計 論 Ⅰ �

 国際マーケティング論Ⅱ � 国際マーケティング論Ⅰ � コ ン ピ ュ ー タ 会 計 論 �

 マーケティング・リサーチ概論 � 流 通 政 策 特 論 � 流 通 政 策 概 論 �

 マーケティング・マネジメント特論 � マーケティング・マネジメント概論 � マーケティング・リサーチ特論 �

 交 通 論 概 説 � 消 費 者 行 動 特 論 � 消 費 者 行 動 概 論 �

 金 融 機 関 論 � 流 通 論 特 講 Ⅱ � 交 通 論 特 論 �

 銀 行 論 Ⅱ � 銀 行 論 Ⅰ � 国 際 金 融 論 �

 保 険 論 Ⅱ � 保 険 論 Ⅰ � 外 国 為 替 論 �

 金 融 論 特 講 Ⅱ � 証 券 論 Ⅱ � 証 券 論 Ⅰ �

 財 政 学 � 日 本 経 済 論 Ⅱ � 日 本 経 済 論 Ⅰ �

 企 業 取 引 法 各 論 � 企 業 取 引 法 総 論 � 経 済 学 特 講 �

 労 働 紛 争 と 法 Ⅰ � 労 働 生 活 と 法 Ⅱ � 労 働 生 活 と 法 Ⅰ �

 税 法 � 経 済 法 � 労 働 紛 争 と 法 Ⅱ �

 行 政 法 Ⅰ � 社 会 保 障 法 Ⅱ � 社 会 保 障 法 Ⅰ �

 地 方 自 治 論 Ⅱ � 地 方 自 治 論 Ⅰ � 行 政 法 Ⅱ �

 イ ン タ ー ン シ ッ プ � 法 学 特 講 � 公 共 政 策 論 �

 職 業 指 導 � 日 本 事 情 特 講 � キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅲ �
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　商学部ホスピタリティ・マネジメント学科

基
　
　
　
　
　
　
　
　
礎
　
　
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
　
　
目

観 光 と 産 業 ビ ジ ネ ス マ ナ ー Ⅰ コミュニケーションとホスピタリティ
地 域 と 交 通 旅 と ホ ス ピ タ リ テ ィ フードビジネスとホスピタリティ
ホスピタリティ入門セミナー 基 礎 簿 記 情 報 処 理 入 門 

ホスピタリティ・イングリッシュ 自己表現とコミュニケーション 流 通 論 入 門 

会 計 学 入 門 経 営 学 入 門 金 融 論 入 門 

情報処理（ソフトウェア応用） エアライン・ホテル概論 旅 行 業 務 研 究 Ⅰ 

地 域 経 済 論 入 門 ボ ラ ン テ ィ ア 概 論 Ｔ Ｏ Ｅ Ｉ Ｃ 対 策 Ⅰ 

旅 行 業 務 研 究 Ⅱ 手 話 Ⅰ 手 話 Ⅱ 

文章論（作文、レポート、論文、新聞） ホスピタリティ・ワークショップⅠ キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅰ 

哲 学 Ⅰ 哲 学 Ⅱ 言 語 と 文 化 Ⅰ 

言 語 と 文 化 Ⅱ 文 化 人 類 学 Ⅰ 文 化 人 類 学 Ⅱ 

心 理 学 Ⅰ 心 理 学 Ⅱ 自然科学と人間ⅠＡ（物理学）
自然科学と人間ⅠＢ（物理学） 自然科学と人間ⅡＡ（化学） 自然科学と人間ⅡＢ（化学）
自然科学と人間ⅢＡ（生物学） 自然科学と人間ⅢＢ（生物学） 自然科学と人間ⅣＡ（数学）
自然科学と人間ⅣＢ（数学） 法 学 Ⅰ 法 学 Ⅱ（日 本 国 憲 法）
経 済 学 Ⅰ 経 済 学 Ⅱ 社 会 学 Ⅰ 

社 会 学 Ⅱ 政 治 学 Ⅰ 政 治 学 Ⅱ 

英 語 Ⅰ Ａ 英 語 Ⅰ Ｂ 英 語 Ⅱ Ａ 

英 語 Ⅱ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅰ Ａ ド イ ツ 語 Ⅰ Ｂ 

ド イ ツ 語 Ⅱ Ａ ド イ ツ 語 Ⅱ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ａ 

フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ｂ 

中 国 語 Ⅰ Ａ 中 国 語 Ⅰ Ｂ 中 国 語 Ⅱ Ａ 

中 国 語 Ⅱ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅰ Ａ ロ シ ア 語 Ⅰ Ｂ 

ロ シ ア 語 Ⅱ Ａ ロ シ ア 語 Ⅱ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ａ 

ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ｂ 

韓 国 語 Ⅰ Ａ 韓 国 語 Ⅰ Ｂ 韓 国 語 Ⅱ Ａ 

韓 国 語 Ⅱ Ｂ 東 ア ジ ア 文 化 論 健 康 科 学 Ａ （講 義）
健 康 科 学 Ｂ Ⅰ（実 技） 健 康 科 学 Ｂ Ⅱ（実 技） 日 本 語 Ⅰ Ａ 

日 本 語 Ⅰ Ｂ 日 本 語 Ⅱ Ａ 日 本 語 Ⅱ Ｂ 

日 本 事 情 Ⅰ Ａ 日 本 事 情 Ⅰ Ｂ 日 本 事 情 Ⅱ Ａ 

日 本 事 情 Ⅱ Ｂ 日 本 事 情 Ⅲ Ａ 日 本 事 情 Ⅲ Ｂ 

日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ａ 日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ｂ 日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ａ 

日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ｂ 
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目

ホスピタリティと経営戦略 アジア文化とホスピタリティ ラ イ フ マ ネ ジ メ ン ト 

接 客 会 話（ 日 英 比 較 ） ホスピタリティ・セミナーⅠ セ メ ス タ ー セ ミ ナ ー Ⅰ
セ メ ス タ ー セ ミ ナ ー Ⅱ ホ ス ピ タ リ テ ィ 心 理 学 地域ビジネスとホスピタリティ
福 祉 と 会 計 人 工 知 能 概 論 ビ ジ ネ ス マ ナ ー Ⅱ 

経 営 管 理 論 ヒューマン・リソースマネジメント 旅 行 業 務 研 究 Ⅲ 

旅 行 業 務 研 究 Ⅳ エ ア ラ イ ン 特 講 国際コミュニケーション演習Ⅰ
国際コミュニケーション演習Ⅱ ホ ス ピ タ リ テ ィ 倫 理 学 ビジネスイングリッシュⅠ 

発 展 簿 記 マ ル チ メ デ ィ ア 論 コ ン ピ ュ ー タ 論 基 礎 

コ ン ピ ュ ー タ 論 発 展 人 工 知 能 特 講 Ｔ Ｏ Ｅ Ｉ Ｃ 対 策 Ⅱ 

時事問題研究（新聞の読み方） ホスピタリティ・ワークショップⅡ キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅱ 

イ ン タ ー ン シ ッ プ 倫 理 学 概 論 現 代 教 育 論 Ⅰ 

現 代 教 育 論 Ⅱ 環 境 論 Ⅰ Ａ（自 然 環 境） 環 境 論 Ⅰ Ｂ（自 然 環 境）
環境論ⅡＡ（環境と人間社会） 環境論ⅡＢ（環境と人間社会） 日 本 史 Ⅰ 

日 本 史 Ⅱ 歴史と現代Ⅰ（日本のなかのアジア） 歴史と現代Ⅱ（日本と中国）
歴史と現代Ⅲ（組織と個人） 歴史と現代Ⅳ（国際社会と日本） 人 権 論 Ⅰ 

人 権 論 Ⅱ 部 落 解 放 論 Ⅰ 部 落 解 放 論 Ⅱ 

平和論Ⅰ（平和の政治と思想） 平 和 論 Ⅱ（戦 争 と 人 間） 総 合 科 目 特 講 Ⅰ 
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総 合 科 目 特 講 Ⅱ 英 語 Ⅲ Ａ 英 語 Ⅲ Ｂ 

英 語 Ⅳ Ａ 英 語 Ⅳ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅲ Ａ 

ド イ ツ 語 Ⅲ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅳ Ａ ド イ ツ 語 Ⅳ Ｂ 

フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ａ 

フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ｂ 中 国 語 Ⅲ Ａ 中 国 語 Ⅲ Ｂ 

中 国 語 Ⅳ Ａ 中 国 語 Ⅳ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅲ Ａ 

ロ シ ア 語 Ⅲ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅳ Ａ ロ シ ア 語 Ⅳ Ｂ 

ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ａ 

ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ｂ 韓 国 語 Ⅲ Ａ 韓 国 語 Ⅲ Ｂ 

韓 国 語 Ⅳ Ａ 韓 国 語 Ⅳ Ｂ 国 際 関 係 論 

比 較 文 化 論 Ⅰ Ａ（日 米） 比 較 文 化 論 Ⅰ Ｂ（日 米） 比較文化論ⅡＡ（日アジア太平洋）
比較文化論ⅡＢ（日アジア太平洋） 比 較 文 化 論 Ⅲ Ａ（日 欧） 比 較 文 化 論 Ⅲ Ｂ（日 欧）
比較文化論ⅣＡ（日ロシア） 比較文化論ⅣＢ（日ロシア） 国 際 文 化 特 講 Ⅰ 

国 際 文 化 特 講 Ⅱ 日 本 語 Ⅲ Ａ 日 本 語 Ⅲ Ｂ 

日 本 語 Ⅳ Ａ 日 本 語 Ⅳ Ｂ 
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目

卒 論 セ ミ ナ ー ホスピタリティ・セミナーⅡ ホスピタリティ・セミナーⅢ
ホスピタリティ・セミナーⅣ ホ ス ピ タ リ テ ィ 産 業 論 ツ ー リ ズ ム 論 

経 営 史 観 光 資 源 論 医 療 マ ネ ジ メ ン ト
保 険 論 中 小 企 業 論 マーケティング・リサーチ
ホ テ ル マ ネ ジ メ ン ト Ⅰ ホ テ ル マ ネ ジ メ ン ト Ⅱ ビジネスイングリッシュⅡ 

交 通 論 都 市 流 通 と ま ち づ く り ス ト ア マ ネ ジ メ ン ト 

地 域 研 究 熊 本 ア ジ ア 経 済 論 社 会 福 祉 

年 金 論 福 祉 経 済 論 生 活 環 境 論 

情 報 シ ス テ ム 論 社 会 情 報 論 Ⅰ 社 会 情 報 論 Ⅱ 

ネ ッ ト ワ ー ク 論 情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅰ 情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅱ 

原 価 計 算 論 管 理 会 計 論 Ⅰ 管 理 会 計 論 Ⅱ 

企 業 取 引 法 総 論 企 業 取 引 法 各 論 労 働 法 Ⅰ 

労 働 法 Ⅱ キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅲ ホ ス ピ タ リ テ ィ と 職 業 

日 本 事 情 特 講 

　経済学部経済学科
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科
　
　
　
　
　
目

入 門 セ ミ ナ ー Ⅰ 入 門 セ ミ ナ ー Ⅱ マ ク ロ 経 済 学 入 門
マ ク ロ 経 済 学 Ⅰ ミ ク ロ 経 済 学 入 門 ミ ク ロ 経 済 学 Ⅰ
コンピュータリテラシー ネットワークリテラシー 統 計 学
政 治 経 済 学 情 報 処 理 論 Ⅰ 情 報 処 理 論 Ⅱ
簿 記 原 理 社 会 思 想 史 情 報 処 理 入 門
憲 法 法律学Ⅰ（日本国憲法を含む） 法律学Ⅱ（国際法を含む）
自 然 地 理 学 Ⅰ 自 然 地 理 学 Ⅱ フィールド・スタディⅠ
フィールド・スタディⅡ フィールド・スタディⅢ フィールド・スタディⅣ
言 語 と 文 化 Ⅰ 言 語 と 文 化 Ⅱ 文章論（作文、レポート、論文、新聞）
哲 学 概 論 Ⅰ 哲 学 概 論 Ⅱ 社 会 学 Ⅰ
社 会 学 Ⅱ 部 落 解 放 論 Ⅰ 部 落 解 放 論 Ⅱ
文 化 人 類 学 Ⅰ 文 化 人 類 学 Ⅱ 人 文 地 理 学 Ⅰ
人 文 地 理 学 Ⅱ 心 理 学 Ⅰ 心 理 学 Ⅱ
自然科学と人間ⅠＡ（物理学） 自然科学と人間ⅠＢ（物理学） 自然科学と人間ⅡＡ（化学）
自然科学と人間ⅡＢ（化学） 自然科学と人間ⅢＡ（生物学） 自然科学と人間ⅢＢ（生物学）
自然科学と人間ⅣＡ（数学） 自然科学と人間ⅣＢ（数学） 英 語 Ⅰ Ａ
英 語 Ⅰ Ｂ 英 語 Ⅱ Ａ 英 語 Ⅱ Ｂ
ド イ ツ 語 Ⅰ Ａ ド イ ツ 語 Ⅰ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅱ Ａ
ド イ ツ 語 Ⅱ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ｂ
フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ｂ 中 国 語 Ⅰ Ａ
中 国 語 Ⅰ Ｂ 中 国 語 Ⅱ Ａ 中 国 語 Ⅱ Ｂ
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ロ シ ア 語 Ⅰ Ａ ロ シ ア 語 Ⅰ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅱ Ａ
ロ シ ア 語 Ⅱ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ｂ
ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ｂ 韓 国 語 Ⅰ Ａ
韓 国 語 Ⅰ Ｂ 韓 国 語 Ⅱ Ａ 韓 国 語 Ⅱ Ｂ
Ｓ Ｐ Ｅ Ｅ Ｃ Ｈ Ｉ 健 康 科 学 Ａ （講 義） 健 康 科 学 Ｂ Ⅰ（実 技）
健 康 科 学 Ｂ Ⅱ（実 技） キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅰ 日 本 語 Ⅰ Ａ
日 本 語 Ⅰ Ｂ 日 本 語 Ⅱ Ａ 日 本 語 Ⅱ Ｂ
日 本 事 情 Ⅰ Ａ 日 本 事 情 Ⅰ Ｂ 日 本 事 情 Ⅱ Ａ
日 本 事 情 Ⅱ Ｂ 日 本 事 情 Ⅲ Ａ 日 本 事 情 Ⅲ Ｂ
日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ａ 日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ｂ 日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ａ
日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ｂ
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マ ク ロ 経 済 学 Ⅱ ミ ク ロ 経 済 学 Ⅱ 金 融 論
財 政 学 経 済 政 策 日 本 経 済 史
日 本 経 済 論 Ⅰ 日 本 経 済 論 Ⅱ 経 済 学 史
デ ー タ ベ ー ス 演 習 マ ル チ メ デ ィ ア 演 習 デ ー タ 分 析 演 習
プ ロ グ ラ ミ ン グ 民 法 Ⅰ 演 習 Ⅱ
経 済 数 学 西 洋 経 済 史 国 際 経 済 論
発 展 途 上 国 経 済 論 経 済 学 特 講 Ⅰ 経 済 学 特 講 Ⅱ
ゲ ー ム 理 論 国 際 事 情 演 習（英 語 圏） 国 際 事 情 演 習（韓 国）
国 際 事 情 演 習（中 国） 国際事情事前研修（英語圏） 国際事情事前研修（韓国）
国際事情事前研修（中国） 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 論 Ⅰ 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 論 Ⅱ
情 報 社 会 論 情 報 処 理 実 習 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 実 習
商 法 会 計 学 国 際 関 係 論
政 治 学 Ⅰ 政 治 学 Ⅱ 東 洋 史 概 論 Ⅰ
東 洋 史 概 論 Ⅱ 地 誌 Ⅰ 地 誌 Ⅱ
倫 理 学 概 論 Ⅰ 倫 理 学 概 論 Ⅱ 現 代 教 育 論 Ⅰ
現 代 教 育 論 Ⅱ 日 本 史 概 論 Ⅰ 日 本 史 概 論 Ⅱ
西 洋 史 概 論 Ⅰ 西 洋 史 概 論 Ⅱ 社 会 心 理 学 Ⅰ
社 会 心 理 学 Ⅱ 地 理 学 概 論 Ⅰ 地 理 学 概 論 Ⅱ
経 済 生 活 と 法 環 境 論 Ⅰ Ａ（自 然 環 境） 環 境 論 Ⅰ Ｂ（自 然 環 境）
英 語 Ⅲ Ａ 英 語 Ⅲ Ｂ 英 語 Ⅳ Ａ
英 語 Ⅳ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅲ Ａ ド イ ツ 語 Ⅲ Ｂ
ド イ ツ 語 Ⅳ Ａ ド イ ツ 語 Ⅳ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ａ
フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ｂ
中 国 語 Ⅲ Ａ 中 国 語 Ⅲ Ｂ 中 国 語 Ⅳ Ａ
中 国 語 Ⅳ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅲ Ａ ロ シ ア 語 Ⅲ Ｂ
ロ シ ア 語 Ⅳ Ａ ロ シ ア 語 Ⅳ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ａ
ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ｂ
韓 国 語 Ⅲ Ａ 韓 国 語 Ⅲ Ｂ 韓 国 語 Ⅳ Ａ
韓 国 語 Ⅳ Ｂ Ｓ Ｐ Ｅ Ｅ Ｃ Ｈ Ⅱ キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅱ
日 本 語 Ⅲ Ａ 日 本 語 Ⅲ Ｂ 日 本 語 Ⅳ Ａ
日 本 語 Ⅳ Ｂ

応
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目

パ ソ コ ノ ミ ッ ク ス 民 法 Ⅱ 演 習 Ⅲ
演習Ⅳ（卒業論文を含む） 計 量 経 済 学 国 際 金 融 論
証 券 経 済 論 地 方 財 政 論 租 税 論
農 業 政 策 国 際 農 業 論 景 気 変 動 論
国 際 貿 易 論 経 済 地 理 学 開 発 経 済 論
公 共 経 済 論 労 働 経 済 論 地 域 開 発 論
経 済 統 計 論 法 と 経 済 学 外 書 講 読
日 本 事 情 特 講 情 報 シ ス テ ム 実 習 情 報 メ デ ィ ア 実 習
ニ ュ ー ビ ジ ネ ス 論 情 報 開 発 論 企 業 と 情 報
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情 報 シ ス テ ム 論 Ⅰ 情 報 シ ス テ ム 論 Ⅱ 情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅰ
情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅱ 情 報 ビ ジ ネ ス 論 経 済 法
労 働 法 経 営 学 国 際 政 治 学
自 治 体 経 営 論 保 険 論 財 務 諸 表 論
企 業 実 習 比 較 文 化 論 Ⅰ Ａ（日 米） 比 較 文 化 論 Ⅰ Ｂ（日 米）
比較文化論ⅡＡ（日アジア太平洋） 比較文化論ⅡＢ（日アジア太平洋） 比 較 文 化 論 Ⅲ Ａ（日 欧）
比 較 文 化 論 Ⅲ Ｂ（日 欧） 比較文化論ⅣＡ（日ロシア） 比較文化論ⅣＢ（日ロシア）
人 権 論 Ⅰ 人 権 論 Ⅱ 環境論ⅡＡ（環境と人間社会）
環境論ⅡＢ（環境と人間社会） 英 語 Ⅴ 英 語 Ⅵ
中 国 語 Ⅴ 中 国 語 Ⅵ 韓 国 語 Ⅴ
韓 国 語 Ⅵ P R A C T I C A L  W R I T I N G キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅲ

　経済学部国際経済学科

基
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目

入 門 セ ミ ナ ー Ⅰ 入 門 セ ミ ナ ー Ⅱ 経 済 学 入 門 Ⅰ Ａ
経 済 学 入 門 Ⅰ Ｂ 経 済 学 入 門 Ⅱ Ａ 経 済 学 入 門 Ⅱ Ｂ
情 報 処 理 入 門 国 際 事 情 入 門 Ⅰ 国 際 事 情 入 門 Ⅱ
統 計 学 簿 記 原 理 人 文 地 理 学 Ⅰ
人 文 地 理 学 Ⅱ 自 然 地 理 学 Ⅰ 自 然 地 理 学 Ⅱ
日 本 史 概 論 Ⅰ 日 本 史 概 論 Ⅱ 憲 法
政 治 学 Ⅰ 政 治 学 Ⅱ 法律学Ⅰ（日本国憲法を含む）
法律学Ⅱ（国際法を含む） 社 会 思 想 史 政 治 経 済 学
情 報 処 理 論 Ⅰ 情 報 処 理 論 Ⅱ 情 報 処 理 基 礎
Ｓ Ｐ Ｅ Ｅ Ｃ Ｈ Ⅰ フィールド・スタディⅠ フィールド・スタディⅡ
フィールド・スタディⅢ フィールド・スタディⅣ 社 会 学 Ⅰ
社 会 学 Ⅱ 文 化 人 類 学 Ⅰ 文 化 人 類 学 Ⅱ
言 語 と 文 化 Ⅰ 言 語 と 文 化 Ⅱ 部 落 解 放 論 Ⅰ
部 落 解 放 論 Ⅱ 文章論（作文、レポート、論文、新聞） 心 理 学 Ⅰ
心 理 学 Ⅱ 自然科学と人間ⅠＡ（物理学） 自然科学と人間ⅠＢ（物理学）
自然科学と人間ⅡＡ（化学） 自然科学と人間ⅡＢ（化学） 自然科学と人間ⅢＡ（生物学）
自然科学と人間ⅢＢ（生物学） 自然科学と人間ⅣＡ（数学） 自然科学と人間ⅣＢ（数学）
英 語 Ⅰ Ａ 英 語 Ⅰ Ｂ 英 語 Ⅱ Ａ
英 語 Ⅱ Ｂ 中 国 語 Ⅰ 中 国 語 Ⅱ
韓 国 語 Ⅰ 韓 国 語 Ⅱ ド イ ツ 語 Ⅰ Ａ
ド イ ツ 語 Ⅰ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅱ Ａ ド イ ツ 語 Ⅱ Ｂ
フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ａ
フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅰ Ａ ロ シ ア 語 Ⅰ Ｂ
ロ シ ア 語 Ⅱ Ａ ロ シ ア 語 Ⅱ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ａ
ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ｂ
健 康 科 学 Ａ （講 義） 健 康 科 学 Ｂ Ⅰ（実 技） 健 康 科 学 Ｂ Ⅱ（実 技）
キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅰ 日 本 語 Ⅰ Ａ 日 本 語 Ⅰ Ｂ
日 本 語 Ⅱ Ａ 日 本 語 Ⅱ Ｂ 日 本 事 情 Ⅰ Ａ
日 本 事 情 Ⅰ Ｂ 日 本 事 情 Ⅱ Ａ 日 本 事 情 Ⅱ Ｂ
日 本 事 情 Ⅲ Ａ 日 本 事 情 Ⅲ Ｂ 日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ａ
日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ｂ 日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ａ 日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ｂ

発
　
　
展
　
　
科
　
　
目

日 本 文 化 論 Ⅰ 日 本 文 化 論 Ⅱ ア メ リ カ 文 化 論 Ⅰ
ア メ リ カ 文 化 論 Ⅱ 中 国 文 化 論 Ⅰ 中 国 文 化 論 Ⅱ
韓 国 文 化 論 Ⅰ 韓 国 文 化 論 Ⅱ 国 際 関 係 論
国 際 経 済 論 演 習 Ⅱ 東 洋 史 概 論 Ⅰ
東 洋 史 概 論 Ⅱ 西 洋 史 概 論 Ⅰ 西 洋 史 概 論 Ⅱ
地 誌 Ⅰ 地 誌 Ⅱ 国際事情事前研修（英語圏）
国 際 事 情 演 習（英 語 圏） 国際事情事前研修（韓国） 国 際 事 情 演 習（韓 国）
国際事情事前研修（中国） 国 際 事 情 演 習（中 国） INTERNATIONAL INTERNSHIP Ⅰ（事前研修）
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INTERNATIONAL INTERNSHIP Ⅱ（事前研修） INTERNATIONAL INTERNSHIP Ⅰ（現地実習） INTERNATIONAL INTERNSHIP Ⅱ（現地実習）
国 際 政 治 学 国 際 経 済 法 Ⅰ 国 際 経 済 法 Ⅱ
国 際 経 済 組 織 法 金 融 論 経 済 政 策
マ ク ロ 経 済 学 ミ ク ロ 経 済 学 財 政 学
経 済 学 史 経 済 数 学 経 済 学 特 講 Ⅰ
会 計 学 民 法 Ⅰ 商 法
情 報 処 理 応 用 演 習 プ ロ グ ラ ミ ン グ 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 論 Ⅰ
情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 論 Ⅱ Ｓ  Ｐ  Ｅ  Ｅ  Ｃ  Ｈ  Ⅱ 地 理 学 概 論 Ⅰ
地 理 学 概 論 Ⅱ 哲 学 概 論 Ⅰ 哲 学 概 論 Ⅱ
社 会 心 理 学 Ⅰ 社 会 心 理 学 Ⅱ 比 較 文 化 論 Ⅰ Ａ（日 米）
比 較 文 化 論 Ⅰ Ｂ（日 米） 比較文化論ⅡＡ（日アジア太平洋） 比較文化論ⅡＢ（日アジア太平洋）
比 較 文 化 論 Ⅲ Ａ（日 欧） 比 較 文 化 論 Ⅲ Ｂ（日 欧） 比較文化論ⅣＡ（日ロシア）
比較文化論ⅣＢ（日ロシア） 環 境 論 Ⅰ Ａ（自 然 環 境） 環 境 論 Ⅰ Ｂ（自 然 環 境）
英 語 Ⅲ Ａ 英 語 Ⅲ Ｂ 英 語 Ⅳ Ａ
英 語 Ⅳ Ｂ 中 国 語 Ⅲ Ａ 中 国 語 Ⅲ Ｂ
中 国 語 Ⅳ Ａ 中 国 語 Ⅳ Ｂ 韓 国 語 Ⅲ Ａ
韓 国 語 Ⅲ Ｂ 韓 国 語 Ⅳ Ａ 韓 国 語 Ⅳ Ｂ
ド イ ツ 語 Ⅲ Ａ ド イ ツ 語 Ⅲ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅳ Ａ
ド イ ツ 語 Ⅳ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ｂ
フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅲ Ａ
ロ シ ア 語 Ⅲ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅳ Ａ ロ シ ア 語 Ⅳ Ｂ
ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ａ
ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ｂ キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅱ 日 本 語 Ⅲ Ａ
日 本 語 Ⅲ Ｂ 日 本 語 Ⅳ Ａ 日 本 語 Ⅳ Ｂ

応
　
　
　
　
　
用
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目

日 本 経 済 論 Ⅰ 日 本 経 済 論 Ⅱ ア メ リ カ 経 済 論
中 国 経 済 論 Ⅰ 中 国 経 済 論 Ⅱ 韓 国 経 済 論 Ⅰ
韓 国 経 済 論 Ⅱ 東 南 ア ジ ア 経 済 論 Ⅰ 東 南 ア ジ ア 経 済 論 Ⅱ
講 座 熊 本 Ⅰ 講 座 熊 本 Ⅱ 西 洋 経 済 史
日 本 経 済 史 開 発 経 済 論 国 際 金 融 論
国 際 貿 易 論 経 済 地 理 学 演 習 Ⅲ
演習Ⅳ（卒業論文を含む） 国 際 事 情 特 講 Ⅰ 国 際 事 情 特 講 Ⅱ
国 際 農 業 論 国 際 労 働 経 済 論 国 際 取 引 法
JAPANESE ECONOMY AND BUSINESS INTERNATIONAL RELATIONS AND CURRENT ISSUES 証 券 経 済 論
ゲ ー ム 理 論 パ ソ コ ノ ミ ッ ク ス 計 量 経 済 学
経 済 統 計 論 経 済 学 特 講 Ⅱ 民 法 Ⅱ
貿 易 実 務 論 企 業 と 情 報 情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅰ
情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅱ ビジネス・イングリッシュ P R A C T I C A L  W R I T I N G

英 語 演 習 Ⅲ 英 語 演 習 Ⅳ 中 国 語 演 習 Ⅲ
中 国 語 演 習 Ⅳ 韓 国 語 演 習 Ⅲ 韓 国 語 演 習 Ⅳ
倫 理 学 概 論 Ⅰ 倫 理 学 概 論 Ⅱ 現 代 教 育 論 Ⅰ
現 代 教 育 論 Ⅱ 環境論ⅡＡ（環境と人間社会） 環境論ⅡＢ（環境と人間社会）
英 語 Ⅴ 英 語 Ⅵ 中 国 語 Ⅴ
中 国 語 Ⅵ 韓 国 語 Ⅴ 韓 国 語 Ⅵ
キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅲ

　経済学部リーガルエコノミクス学科

基
　
礎
　
科
　
目

入 門 セ ミ ナ ー Ⅰ 入 門 セ ミ ナ ー Ⅱ マ ク ロ 経 済 学 入 門
マ ク ロ 経 済 学 Ⅰ ミ ク ロ 経 済 学 入 門 ミ ク ロ 経 済 学 Ⅰ
民 法 Ⅰ 憲 法 統 計 学
政治経済学（国際経済を含む） 情 報 処 理 入 門 政 治 学 Ⅰ
政 治 学 Ⅱ 法律学Ⅰ（日本国憲法を含む） 法律学Ⅱ（国際法を含む）
フィールド・スタディⅠ フィールド・スタディⅡ フィールド・スタディⅢ
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フィールド・スタディⅣ 言 語 と 文 化 Ⅰ 言 語 と 文 化 Ⅱ
文章論（作文、レポート、論文、新聞） 哲 学 概 論 Ⅰ 哲 学 概 論 Ⅱ
社 会 学 Ⅰ 社 会 学 Ⅱ 文 化 人 類 学 Ⅰ
文 化 人 類 学 Ⅱ 人 文 地 理 学 Ⅰ 人 文 地 理 学 Ⅱ
東 洋 史 概 論 Ⅰ 東 洋 史 概 論 Ⅱ 心 理 学 Ⅰ
心 理 学 Ⅱ 自然科学と人間ⅠＡ（物理学） 自然科学と人間ⅠＢ（物理学）
自然科学と人間ⅡＡ（化学） 自然科学と人間ⅡＢ（化学） 自然科学と人間ⅢＡ（生物学）
自然科学と人間ⅢＢ（生物学） 自然科学と人間ⅣＡ（数学） 自然科学と人間ⅣＢ（数学）
英 語 Ⅰ Ａ 英 語 Ⅰ Ｂ 英 語 Ⅱ Ａ
英 語 Ⅱ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅰ Ａ ド イ ツ 語 Ⅰ Ｂ
ド イ ツ 語 Ⅱ Ａ ド イ ツ 語 Ⅱ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ａ
フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ｂ
中 国 語 Ⅰ Ａ 中 国 語 Ⅰ Ｂ 中 国 語 Ⅱ Ａ
中 国 語 Ⅱ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅰ Ａ ロ シ ア 語 Ⅰ Ｂ
ロ シ ア 語 Ⅱ Ａ ロ シ ア 語 Ⅱ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ａ
ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ｂ
韓 国 語 Ⅰ Ａ 韓 国 語 Ⅰ Ｂ 韓 国 語 Ⅱ Ａ
韓 国 語 Ⅱ Ｂ 健 康 科 学 Ａ （講 義） 健 康 科 学 Ｂ Ⅰ（実 技）
健 康 科 学 Ｂ Ⅱ（実 技） キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅰ 日 本 語 Ⅰ Ａ
日 本 語 Ⅰ Ｂ 日 本 語 Ⅱ Ａ 日 本 語 Ⅱ Ｂ
日 本 事 情 Ⅰ Ａ 日 本 事 情 Ⅰ Ｂ 日 本 事 情 Ⅱ Ａ
日 本 事 情 Ⅱ Ｂ 日 本 事 情 Ⅲ Ａ 日 本 事 情 Ⅲ Ｂ
日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ａ 日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ｂ 日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ａ
日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ｂ
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ゲ ー ム 理 論 民 法 Ⅱ 演 習 Ⅱ
経 済 政 策 公 共 政 策 財 政 学
行 政 法 Ⅰ 行 政 組 織 論 情 報 処 理 論 Ⅰ
情 報 処 理 論 Ⅱ 経 済 統 計 論 マ ク ロ 経 済 学 Ⅱ
ミ ク ロ 経 済 学 Ⅱ 日 本 経 済 論 金 融 論
経 済 数 学 地 方 自 治 法 国 際 政 治 学
部 落 解 放 論 Ⅰ 部 落 解 放 論 Ⅱ 日 本 史 概 論 Ⅰ
日 本 史 概 論 Ⅱ 社 会 心 理 学 Ⅰ 社 会 心 理 学 Ⅱ
西 洋 史 概 論 Ⅰ 西 洋 史 概 論 Ⅱ 倫 理 学 概 論 Ⅰ
倫 理 学 概 論 Ⅱ 現 代 教 育 論 Ⅰ 現 代 教 育 論 Ⅱ
地 理 学 概 論 Ⅰ 地 理 学 概 論 Ⅱ 経 済 生 活 と 法
地 誌 Ⅰ 地 誌 Ⅱ 環 境 論 Ⅰ Ａ（自 然 環 境）
環 境 論 Ⅰ Ｂ（自 然 環 境） 自 然 地 理 学 Ⅰ 自 然 地 理 学 Ⅱ
英 語 Ⅲ Ａ 英 語 Ⅲ Ｂ 英 語 Ⅳ Ａ
英 語 Ⅳ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅲ Ａ ド イ ツ 語 Ⅲ Ｂ
ド イ ツ 語 Ⅳ Ａ ド イ ツ 語 Ⅳ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ａ
フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ｂ
中 国 語 Ⅲ Ａ 中 国 語 Ⅲ Ｂ 中 国 語 Ⅳ Ａ
中 国 語 Ⅳ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅲ Ａ ロ シ ア 語 Ⅲ Ｂ
ロ シ ア 語 Ⅳ Ａ ロ シ ア 語 Ⅳ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ａ
ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ｂ
韓 国 語 Ⅲ Ａ 韓 国 語 Ⅲ Ｂ 韓 国 語 Ⅳ Ａ
韓 国 語 Ⅳ Ｂ キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅱ 日 本 語 Ⅲ Ａ
日 本 語 Ⅲ Ｂ 日 本 語 Ⅳ Ａ 日 本 語 Ⅳ Ｂ

応
用
科
目

法 と 経 済 学 公 共 情 報 シ ス テ ム 論 政 策 過 程 論
行 政 法 Ⅱ 税 法 公 共 シ ス テ ム 論 Ⅰ
公 共 シ ス テ ム 論 Ⅱ 地 方 財 政 論 イ ン タ ー ン シ ッ プ
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演 習 Ⅲ 卒業演習Ⅳ（卒業論文を含む） 租 税 論
企 業 と 情 報 経 済 学 特 講 JAPANESE ECONOMY AND BUSINESS

自 治 体 経 営 論 経 済 法 国 際 経 済 法
会 社 法 労 働 法 政 策 評 価 論
法 学 特 講 農 業 政 策 労 働 経 済 論
経 済 地 理 学 地 域 開 発 論 東 ア ジ ア 経 済 論
コミュニティビジネス論 Ｎ Ｐ Ｏ ・ Ｎ Ｇ Ｏ 論 ま ち づ く り 論
環 境 政 策 消費生活アドバイザー論 日 本 事 情 特 講
比 較 文 化 論 Ⅰ Ａ（日 米） 比 較 文 化 論 Ⅰ Ｂ（日 米） 比較文化論ⅡＡ（日アジア太平洋）
比較文化論ⅡＢ（日アジア太平洋） 比 較 文 化 論 Ⅲ Ａ（日 欧） 比 較 文 化 論 Ⅲ Ｂ（日 欧）
比較文化論ⅣＡ（日ロシア） 比較文化論ⅣＢ（日ロシア） 人 権 論 Ⅰ
人 権 論 Ⅱ 環境論ⅡＡ（環境と人間社会） 環境論ⅡB（環境と人間社会）
キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅲ

　外国語学部英米学科
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リ ー デ ィ ン グ Ⅰ リ ー デ ィ ン グ Ⅱ リ ス ニ ン グ Ⅰ
リ ス ニ ン グ Ⅱ ラ イ テ ィ ン グ Ⅰ ラ イ テ ィ ン グ Ⅱ
ス ピ ー キ ン グ Ⅰ ス ピ ー キ ン グ Ⅱ 英 文 法 Ⅰ
英 文 法 Ⅱ イ ギ リ ス 研 究 入 門 ア メ リ カ 研 究 入 門
Honors  English SeminarⅠ Honors  English SeminarⅡ T O E I C 対 策 Ⅰ
T O E I C 対 策 Ⅱ 西 洋 哲 学 史 Ⅰ 西 洋 哲 学 史 Ⅱ
キ リ ス ト 教 概 論 Ⅰ キ リ ス ト 教 概 論 Ⅱ 西 洋 芸 術 史 Ⅰ
西 洋 芸 術 史 Ⅱ 異 文 化 理 解 論 Ⅰ 異 文 化 理 解 論 Ⅱ
ヨ ー ロ ッ パ の 文 学 Ⅰ ヨ ー ロ ッ パ の 文 学 Ⅱ 日 本 語 文 章 表 現
日 本 文 化 概 論 Ⅰ 日 本 文 化 概 論 Ⅱ 日 本 語 教 育 Ⅰ
日 本 語 教 育 Ⅱ 情 報 処 理 入 門 情 報 処 理 演 習 Ⅰ
法 学 日 本 国 憲 法 経 済 学 Ⅰ
経 済 学 Ⅱ 日 本 史 概 論 Ⅰ 日 本 史 概 論 Ⅱ
西 洋 史 概 論 Ⅰ 西 洋 史 概 論 Ⅱ 政 治 学 Ⅰ
政 治 学 Ⅱ 社 会 学 Ⅰ 社 会 学 Ⅱ
心 理 学 Ⅰ 心 理 学 Ⅱ 自然科学と人間ⅠＡ（物理学）
自然科学と人間ⅠＢ（物理学） 自然科学と人間ⅡＡ（化学） 自然科学と人間ⅡＢ（化学）
自然科学と人間ⅢＡ（生物学） 自然科学と人間ⅢＢ（生物学） 自然科学と人間ⅣＡ（数学）
自然科学と人間ⅣＢ（数学） ド イ ツ 語 Ⅰ Ａ ド イ ツ 語 Ⅰ Ｂ
ド イ ツ 語 Ⅱ Ａ ド イ ツ 語 Ⅱ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ａ
フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ｂ
ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ａ
ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅰ Ａ ロ シ ア 語 Ⅰ Ｂ
ロ シ ア 語 Ⅱ Ａ ロ シ ア 語 Ⅱ Ｂ 中 国 語 Ⅰ Ａ
中 国 語 Ⅰ Ｂ 中 国 語 Ⅱ Ａ 中 国 語 Ⅱ Ｂ
韓 国 語 Ⅰ Ａ 韓 国 語 Ⅰ Ｂ 韓 国 語 Ⅱ Ａ
韓 国 語 Ⅱ Ｂ 健 康 科 学 Ａ （講 義） 健 康 科 学 Ｂ Ⅰ（実 技）
健 康 科 学 Ｂ Ⅱ（実 技） 日 本 事 情 Ⅰ Ａ 日 本 事 情 Ⅰ Ｂ
日 本 事 情 Ⅱ Ａ 日 本 事 情 Ⅱ Ｂ 日 本 事 情 Ⅲ Ａ
日 本 事 情 Ⅲ Ｂ 日 本 語 Ⅰ Ａ 日 本 語 Ⅰ Ｂ
日 本 語 Ⅱ Ａ 日 本 語 Ⅱ Ｂ 日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ａ
日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ｂ 日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ａ 日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ｂ
キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅰ

発
展
科
目

リ ー デ ィ ン グ Ⅲ リ ー デ ィ ン グ Ⅳ リ ス ニ ン グ Ⅲ
リ ス ニ ン グ Ⅳ ラ イ テ ィ ン グ Ⅲ ラ イ テ ィ ン グ Ⅳ
ス ピ ー キ ン グ Ⅲ ス ピ ー キ ン グ Ⅳ 英 文 学 概 論
米 文 学 概 論 英 語 学 概 論 Ⅰ 英 語 学 概 論 Ⅱ
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発
　
　
　
　
　
　
　
展
　
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
　 

目

異文化コミュニケーション論Ⅰ 異文化コミュニケーション論Ⅱ 英 文 学 史 Ⅰ
英 文 学 史 Ⅱ 米 文 学 史 Ⅰ 米 文 学 史 Ⅱ
英 米 海 外 研 修 長 期 海 外 研 修 海 外 イ ン タ ー ン シ ッ プ
Honors  English SeminarⅢ Honors  English SeminarⅣ イ ギ リ ス 史
ア メ リ カ 史 言 語 学 概 論 Ⅰ 言 語 学 概 論 Ⅱ
文 化 人 類 学 Ⅰ 文 化 人 類 学 Ⅱ 日 本 文 学 講 読 Ⅰ
日 本 文 学 講 読 Ⅱ 日 本 文 学 講 読 Ⅲ 日 本 文 学 講 読 Ⅳ
日 本 語 学 概 論 Ⅰ 日 本 語 学 概 論 Ⅱ 日 本 近 代 史 Ⅰ
日 本 近 代 史 Ⅱ 日 本 語 音 声 学 日 本 語 文 法 論
情 報 処 理 演 習 Ⅱ 情 報 処 理 演 習 Ⅲ 国 際 社 会 と 日 本 Ⅰ
国 際 社 会 と 日 本 Ⅱ 国 際 法 入 門 Ⅰ 国 際 法 入 門 Ⅱ
国 際 機 構 論 Ⅰ 国 際 機 構 論 Ⅱ 日 本 経 済 論 Ⅰ
日 本 経 済 論 Ⅱ 人 権 論 Ⅰ 人 権 論 Ⅱ
環 境 論 Ⅰ Ａ（自 然 環 境） 環 境 論 Ⅰ Ｂ（自 然 環 境） ド イ ツ 語 Ⅲ Ａ
ド イ ツ 語 Ⅲ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅳ Ａ ド イ ツ 語 Ⅳ Ｂ
フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ａ
フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ｂ
ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅲ Ａ
ロ シ ア 語 Ⅲ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅳ Ａ ロ シ ア 語 Ⅳ Ｂ
中 国 語 Ⅲ Ａ 中 国 語 Ⅲ Ｂ 韓 国 語 Ⅲ Ａ
韓 国 語 Ⅲ Ｂ 日 本 語 Ⅲ Ａ 日 本 語 Ⅲ Ｂ
日 本 語 Ⅳ Ａ 日 本 語 Ⅳ Ｂ キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅱ

応
　
　
　
　
　
用
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
目

専 門 演 習 Ⅰ 英 米 文 学 講 読 Ⅰ 英 米 文 学 講 読 Ⅱ
英 語 音 声 学 Ⅰ 英 語 音 声 学 Ⅱ 英 語 史 Ⅰ
英 語 史 Ⅱ 英 語 文 法 論 Ⅰ 英 語 文 法 論 Ⅱ
時 事 英 語 Ⅰ 時 事 英 語 Ⅱ パブリックスピーキングⅠ
パブリックスピーキングⅡ 英語ディスカッションⅠ 英語ディスカッションⅡ
翻 訳 法 通 訳 法 ビ ジ ネ ス 英 語 Ⅰ
ビ ジ ネ ス 英 語 Ⅱ アドバンストライティングⅠ アドバンストライティングⅡ
英 米 文 学 講 読 Ⅲ 英 米 文 学 講 読 Ⅳ 映 画 英 語
卒 論 演 習 専 門 演 習 Ⅱ 日 本 近 代 文 学 Ⅰ
日 本 近 代 文 学 Ⅱ 日 本 古 典 文 学 Ⅰ 日 本 古 典 文 学 Ⅱ
日 本 語 と 社 会 Ⅰ 日 本 語 と 社 会 Ⅱ 日 本 語 教 授 法 Ⅰ
日 本 語 教 授 法 Ⅱ 日本語教育演習（実習含む） 日 本 事 情 特 講
現 代 教 育 論 Ⅰ 現 代 教 育 論 Ⅱ 部 落 解 放 論 Ⅰ
部 落 解 放 論 Ⅱ 国 際 経 済 論 Ⅰ 国 際 経 済 論 Ⅱ
環境論ⅡＡ（環境と人間社会） 環境論ⅡＢ（環境と人間社会） 中 国 語 Ⅳ Ａ
中 国 語 Ⅳ Ｂ 韓 国 語 Ⅳ Ａ 韓 国 語 Ⅳ Ｂ
キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅲ

　外国語学部東アジア学科

基
　
　
　
礎
　
　
　
科
　
　
　
目

中 国 語 発 音 入 門 中 国 語 聞 き 取 り Ⅰ 中 国 語 会 話 入 門
中 国 語 生 活 会 話 Ⅰ 中 国 語 読 解 入 門 中 国 語 短 文 読 解 Ⅰ
韓 国 語 発 音 入 門 韓 国 語 聞 き 取 り Ⅰ 韓 国 語 会 話 入 門
韓 国 語 生 活 会 話 Ⅰ 韓 国 語 読 解 入 門 韓 国 語 短 文 読 解 Ⅰ
言 語 学 概 論 Ⅰ 言 語 学 概 論 Ⅱ ス ピ ー キ ン グ Ⅰ（英 語）
ス ピ ー キ ン グ Ⅱ（英 語） リ ー デ ィ ン グ Ⅰ（英 語） リ ー デ ィ ン グ Ⅱ（英 語）
韓 国 概 説 中 国 概 説 文 化 人 類 学 Ⅰ
文 化 人 類 学 Ⅱ 日 本 文 化 概 論 Ⅰ 日 本 文 化 概 論 Ⅱ
日 本 語 文 章 表 現 Ⅰ 日 本 語 文 章 表 現 Ⅱ 日 本 語 教 育 Ⅰ
日 本 語 教 育 Ⅱ 情 報 処 理 入 門 情 報 処 理 演 習 Ⅰ
法 学 日 本 国 憲 法 経 済 学 Ⅰ
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基
　
　
　
　
礎
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

経 済 学 Ⅱ 日 本 史 概 論 Ⅰ 日 本 史 概 論 Ⅱ
西 洋 史 概 論 Ⅰ 西 洋 史 概 論 Ⅱ 政 治 学 Ⅰ
政 治 学 Ⅱ 社 会 学 Ⅰ 社 会 学 Ⅱ
心 理 学 Ⅰ 心 理 学 Ⅱ 自然科学と人間ⅠＡ（物理学）
自然科学と人間ⅠＢ（物理学） 自然科学と人間ⅡＡ（化学） 自然科学と人間ⅡＢ（化学）
自然科学と人間ⅢＡ（生物学） 自然科学と人間ⅢＢ（生物学） 自然科学と人間ⅣＡ（数学）
自然科学と人間ⅣＢ（数学） 健 康 科 学 Ａ （講 義） 健 康 科 学 Ｂ Ⅰ（実 技）
健 康 科 学 Ｂ Ⅱ（実 技） 日 本 事 情 Ⅰ Ａ 日 本 事 情 Ⅰ Ｂ
日 本 事 情 Ⅱ Ａ 日 本 事 情 Ⅱ Ｂ 日 本 事 情 Ⅲ Ａ
日 本 事 情 Ⅲ Ｂ 日 本 語 Ⅰ Ａ 日 本 語 Ⅰ Ｂ
日 本 語 Ⅱ Ａ 日 本 語 Ⅱ Ｂ 日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ａ
日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ｂ 日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ａ 日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ｂ
キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅰ

発
　
　
　
　
　
　
　
展
　
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
　 
目

中 国 語 聞 き 取 り Ⅱ 生 活 中 国 語 聞 き 取 り 中 国 語 生 活 会 話 Ⅱ
中 国 語 会 話 表 現 中 国 語 短 文 読 解 Ⅱ 中 国 語 長 文 読 解
中 国 語 翻 訳 入 門 中 国 語 翻 訳 中 国 語 作 文 入 門
中 国 語 作 文 Ⅰ 中 国 語 学 概 論 Ⅰ 中 国 語 学 概 論 Ⅱ
中 国 文 学 概 論 Ⅰ 中 国 文 学 概 論 Ⅱ 中 国 語 基 礎 文 法 Ⅰ
中 国 語 基 礎 文 法 Ⅱ 韓 国 語 学 概 論 Ⅰ 韓 国 語 学 概 論 Ⅱ
韓 国 文 学 概 論 Ⅰ 韓 国 文 学 概 論 Ⅱ 韓 国 語 聞 き 取 り Ⅱ
生 活 韓 国 語 聞 き 取 り 韓 国 語 生 活 会 話 Ⅱ 韓 国 語 会 話 表 現
韓 国 語 短 文 読 解 Ⅱ 韓 国 語 翻 訳 入 門 韓 国 語 翻 訳
韓 国 語 長 文 読 解 韓 国 語 作 文 入 門 韓 国 語 作 文 Ⅰ
現 代 韓 国 語 概 説 Ⅰ 現 代 韓 国 語 概 説 Ⅱ リ ス ニ ン グ Ⅰ（英 語）
リ ス ニ ン グ Ⅱ（英 語） ラ イ テ ィ ン グ Ⅰ（英 語） ラ イ テ ィ ン グ Ⅱ（英 語）
中 国 海 外 研 修 Ⅰ 中 国 海 外 研 修 Ⅱ 韓 国 海 外 研 修 Ⅰ
韓 国 海 外 研 修 Ⅱ 東 ア ジ ア 思 想 概 論 Ⅰ 東 ア ジ ア 思 想 概 論 Ⅱ
中 国 近 代 史 中 国 現 代 史 韓 国 史
中 国 異 文 化 理 解 Ⅰ 中 国 異 文 化 理 解 Ⅱ 韓 国 異 文 化 理 解 Ⅰ
韓 国 異 文 化 理 解 Ⅱ 日 本 語 学 概 論 Ⅰ 日 本 語 学 概 論 Ⅱ
日 本 近 代 史 Ⅰ 日 本 近 代 史 Ⅱ 日 本 文 学 講 読 Ⅰ
日 本 文 学 講 読 Ⅱ 日 本 文 学 講 読 Ⅲ 日 本 文 学 講 読 Ⅳ
日 本 語 音 声 学 日 本 語 文 法 論 情 報 処 理 演 習 Ⅱ
情 報 処 理 演 習 Ⅲ 国 際 社 会 と 日 本 Ⅰ 国 際 社 会 と 日 本 Ⅱ
国 際 法 入 門 Ⅰ 国 際 法 入 門 Ⅱ 国 際 機 構 論 Ⅰ
国 際 機 構 論 Ⅱ 日 本 経 済 論 Ⅰ 日 本 経 済 論 Ⅱ
人 権 論 Ⅰ 人 権 論 Ⅱ 環 境 論 Ⅰ Ａ（自 然 環 境）
環 境 論 Ⅰ Ｂ（自 然 環 境） 日 本 語 Ⅲ Ａ 日 本 語 Ⅲ Ｂ
日 本 語 Ⅳ Ａ 日 本 語 Ⅳ Ｂ キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅱ

応
　
　
　
用
　
　
　
科
　
　
　
目

放 送 中 国 語 聞 き 取 り 中 国 語 聞 き 取 り 演 習 中 国 語 ス ピ ー チ
中 国 語 ス ピ ー チ 演 習 中 国 語 作 文 Ⅱ 中 国 語 作 文 演 習
中 国 語 通 訳 中 国 語 通 訳 演 習 中 国 語 翻 訳 演 習
中 国 語 総 合 演 習 専 門 演 習 Ⅰ （中 国） 専 門 演 習 Ⅰ （韓 国）
中 国 文 字 史 中 国 語 史 中 国 語 方 言 学
中 国 語 音 韻 学 中 国 語 文 法 論 日 中 対 照 言 語 学
中 国 文 学 史 Ⅰ 中 国 文 学 史 Ⅱ 中 国 古 典 講 読 Ⅰ
中 国 古 典 講 読 Ⅱ 中 国 現 代 文 学 講 読 Ⅰ 中 国 現 代 文 学 講 読 Ⅱ
時 事 中 国 語 基 礎 時 事 中 国 語 講 読 中国語ディスカッション演習Ⅰ
中国語ディスカッション演習Ⅱ 中 国 語 文 章 表 現 Ⅰ 中 国 語 文 章 表 現 Ⅱ
放 送 韓 国 語 聞 き 取 り 韓 国 語 聞 き 取 り 演 習 韓 国 語 ス ピ ー チ
韓 国 語 ス ピ ー チ 演 習 韓 国 語 作 文 Ⅱ 韓 国 語 作 文 演 習
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科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

韓 国 語 通 訳 韓 国 語 通 訳 演 習 韓 国 語 総 合 演 習
韓 国 語 翻 訳 演 習 韓 国 語 史 Ⅰ 韓 国 語 史 Ⅱ
韓 国 語 音 韻 学 Ⅰ 韓 国 語 音 韻 学 Ⅱ 韓 国 語 方 言 学 Ⅰ
韓 国 語 方 言 学 Ⅱ 韓 国 語 文 法 論 Ⅰ 韓 国 語 文 法 論 Ⅱ
日 朝 対 照 言 語 学 Ⅰ 日 朝 対 照 言 語 学 Ⅱ 韓 国 古 典 講 読 Ⅰ
韓 国 古 典 講 読 Ⅱ 韓 国 語 文 献 講 読 Ⅰ 韓 国 語 文 献 講 読 Ⅱ
韓 国 現 代 文 学 講 読 Ⅰ 韓 国 現 代 文 学 講 読 Ⅱ 時 事 英 語 Ⅰ
時 事 英 語 Ⅱ ビ ジ ネ ス 英 語 Ⅰ ビ ジ ネ ス 英 語 Ⅱ
専 門 演 習 Ⅱ （中 国） 卒 業 論 文 （中 国） 専 門 演 習 Ⅱ （韓 国）
卒 業 論 文 （韓 国） 現 代 中 国 の 政 治 現 代 中 国 と 世 界
現 代 韓 国 の 政 治 現 代 韓 国 と 世 界 北 朝 鮮 事 情
日 本 語 と 社 会 Ⅰ 日 本 語 と 社 会 Ⅱ 日 本 近 代 文 学 Ⅰ
日 本 近 代 文 学 Ⅱ 日 本 古 典 文 学 Ⅰ 日 本 古 典 文 学 Ⅱ
日 本 語 教 授 法 Ⅰ 日 本 語 教 授 法 Ⅱ 日本語教育演習（実習含む）
日 本 事 情 特 講 現 代 教 育 論 Ⅰ 現 代 教 育 論 Ⅱ
部 落 解 放 論 Ⅰ 部 落 解 放 論 Ⅱ 国 際 経 済 論 Ⅰ
国 際 経 済 論 Ⅱ 環境論ⅡＡ（環境と人間社会） 環境論ⅡＢ（環境と人間社会）
ド イ ツ 語 Ⅰ Ａ ド イ ツ 語 Ⅰ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅱ Ａ
ド イ ツ 語 Ⅱ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ｂ
フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ａ
ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ｂ
ロ シ ア 語 Ⅰ Ａ ロ シ ア 語 Ⅰ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅱ Ａ
ロ シ ア 語 Ⅱ Ｂ キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅲ

　社会福祉学部第一部社会福祉学科

基
　
　
　
　
　
　
　
　
　
礎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

社 会 福 祉 入 門 入 門 演 習 社 会 福 祉 原 論 Ⅰ
社 会 福 祉 原 論 Ⅱ 医 学 一 般 精 神 医 学 Ⅰ
精 神 保 健 福 祉 論 Ⅰ ボ ラ ン テ ィ ア 論 日 本 国 憲 法
法律学概論（国際法を含む） 教 育 学 概 論 Ⅰ 教 育 学 概 論 Ⅱ
発 達 心 理 学 Ⅰ 保 育 概 論 Ⅰ 保 育 概 論 Ⅱ
養 護 原 理 芸 術 表 現 研 究 Ⅰ 芸 術 表 現 研 究 Ⅱ
手 話 Ⅰ 手 話 Ⅱ 点 字 Ⅰ
点 字 Ⅱ 統 計 学 法 学
情 報 処 理 入 門 発 達 と 老 化 の 理 解 Ⅰ 発 達 と 老 化 の 理 解 Ⅱ
介 護 の 基 本 Ⅰ 介 護 の 基 本 Ⅱ 介 護 の 基 本 Ⅲ
介 護 の 基 本 Ⅳ 部 落 解 放 論 Ⅰ 部 落 解 放 論 Ⅱ
文章論（作文、レポート、論文、新聞） 地 理 学 概 論 Ⅰ 地 理 学 概 論 Ⅱ
経 済 学 Ⅰ 経済学Ⅱ（国際経済を含む） 政 治 学 Ⅰ
政治学Ⅱ（国際政治を含む） 社 会 学 概 論 Ⅰ 社 会 学 概 論 Ⅱ
心 理 学 Ⅰ 心 理 学 Ⅱ 自然科学と人間ⅠＡ（物理学）
自然科学と人間ⅠＢ（物理学） 自然科学と人間ⅡＡ（化学） 自然科学と人間ⅡＢ（化学）
キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅰ 英 語 Ⅰ Ａ 英 語 Ⅰ Ｂ
英 語 Ⅱ Ａ 英 語 Ⅱ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅰ Ａ
ド イ ツ 語 Ⅰ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅱ Ａ ド イ ツ 語 Ⅱ Ｂ

フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ａ

フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ｂ 中 国 語 Ⅰ Ａ 中 国 語 Ⅰ Ｂ
中 国 語 Ⅱ Ａ 中 国 語 Ⅱ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅰ Ａ
ロ シ ア 語 Ⅰ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅱ Ａ ロ シ ア 語 Ⅱ Ｂ
ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ａ
ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ｂ 韓 国 語 Ⅰ Ａ 韓 国 語 Ⅰ Ｂ
韓 国 語 Ⅱ Ａ 韓 国 語 Ⅱ Ｂ 健 康 科 学 Ａ （講 義）
健 康 科 学 Ｂ Ⅰ（実 技） 健 康 科 学 Ｂ Ⅱ（実 技） 日 本 語 Ⅰ Ａ
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日 本 語 Ⅰ Ｂ 日 本 語 Ⅱ Ａ 日 本 語 Ⅱ Ｂ
日 本 事 情 Ⅰ Ａ 日 本 事 情 Ⅰ Ｂ 日 本 事 情 Ⅱ Ａ
日 本 事 情 Ⅱ Ｂ 日 本 事 情 Ⅲ Ａ 日 本 事 情 Ⅲ Ｂ
日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ａ 日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ｂ 日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ａ
日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ｂ
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目

ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 論 Ⅰ ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 論 Ⅱ ウ ェ ル ビ ー イ ン グ 学
ケ ア ワ ー ク 論 憲 法 Ⅱ （人 権 論） 公 的 扶 助 論
高 齢 者 福 祉 論 Ⅰ 障 害 児 ・ 者 福 祉 論 ソーシャルワーク方法論Ⅰ
ソーシャルワーク方法論Ⅱ 地 域 福 祉 論 Ⅰ 地 域 福 祉 論 Ⅱ
児 童 家 庭 福 祉 論 Ⅰ 児 童 家 庭 福 祉 論 Ⅱ 社 会 調 査
精 神 医 学 Ⅱ 精 神 保 健 福 祉 論 Ⅱ 精 神 保 健 福 祉 論 Ⅲ
憲 法 Ⅰ （統 治 論） 民 法 Ⅰ 民 法 Ⅱ
障 害 者 と 法 スクールソーシャルワーク論 ソ ー シ ャ ル ワ ー ク と 法
地域づくりとバリアフリー 音 楽 表 現 Ⅰ 音 楽 表 現 Ⅱ
手 話 Ⅲ 手 話 Ⅳ 海 外 フ ィ ー ル ド ワ ー ク
障 害 の 理 解 Ⅰ 認 知 症 の 理 解 Ⅰ 生 活 活 動 と 心 身 機 能 Ⅰ
生 活 活 動 と 心 身 機 能 Ⅱ コミュニケーション技術Ⅰ 生 活 支 援 技 術 Ⅰ
生 活 支 援 技 術 Ⅱ 生 活 支 援 技 術 Ⅲ 生 活 支 援 技 術 Ⅳ
生 活 支 援 技 術 Ⅴ 生 活 支 援 技 術 Ⅵ 生 活 支 援 技 術 Ⅷ
生 活 支 援 技 術 Ⅸ 介 護 過 程 Ⅰ 介 護 総 合 演 習 Ⅰ
介 護 実 習 Ⅰ ソーシャルワーク演習Ⅰ ソーシャルワーク演習Ⅱ
ソーシャルワーク演習Ⅲ ソーシャルワーク実習指導Ⅰ 介 護 基 礎
生 活 行 動 論 社 会 心 理 学 Ⅰ 社 会 心 理 学 Ⅱ
言 語 と 文 化 Ⅰ 言 語 と 文 化 Ⅱ 日 本 史 概 論 Ⅰ
日 本 史 概 論 Ⅱ 哲 学 概 論 Ⅰ 哲 学 概 論 Ⅱ
西 洋 史 概 論 Ⅰ 西 洋 史 概 論 Ⅱ 社 会 福 祉 発 達 史 Ⅰ
社 会 福 祉 発 達 史 Ⅱ ハ ン セ ン 病 講 義 環 境 論 Ⅰ Ａ（自 然 環 境）
環 境 論 Ⅰ Ｂ（自 然 環 境） 自然科学と人間ⅢＡ（生物学） 自然科学と人間ⅢＢ（生物学）
キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅱ 英 語 Ⅲ Ａ 英 語 Ⅲ Ｂ
英 語 Ⅳ Ａ 英 語 Ⅳ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅲ Ａ
ド イ ツ 語 Ⅲ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅳ Ａ ド イ ツ 語 Ⅳ Ｂ
フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ａ
フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ｂ 中 国 語 Ⅲ Ａ 中 国 語 Ⅲ Ｂ
中 国 語 Ⅳ Ａ 中 国 語 Ⅳ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅲ Ａ
ロ シ ア 語 Ⅲ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅳ Ａ ロ シ ア 語 Ⅳ Ｂ
ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ａ
ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ｂ 韓 国 語 Ⅲ Ａ 韓 国 語 Ⅲ Ｂ
韓 国 語 Ⅳ Ａ 韓 国 語 Ⅳ Ｂ 日 本 語 Ⅲ Ａ
日 本 語 Ⅲ Ｂ 日 本 語 Ⅳ Ａ 日 本 語 Ⅳ Ｂ
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卒 業 演 習 Ⅰ 卒 業 演 習 Ⅱ 卒 業 演 習 Ⅲ
卒 業 論 文 社 会 保 障 論 Ⅰ 社 会 保 障 論 Ⅱ
高 齢 者 福 祉 論 Ⅱ ソーシャルワーク方法論Ⅲ ソーシャルワーク方法論Ⅳ
福 祉 行 財 政 論 福 祉 管 理 運 営 論 医 療 福 祉 論
就 労 支 援 論 権利擁護と成年後見制度 司 法 福 祉 論
精 神 保 健 学 Ⅰ 精 神 保 健 学 Ⅱ 精神科ソーシャルワーク論Ⅰ
精神科ソーシャルワーク論Ⅱ 精神科ソーシャルワーク論Ⅲ 精神科ソーシャルワーク論Ⅳ
精神科ソーシャルワーク論Ⅴ 社 会 政 策 Ⅰ 社 会 政 策 Ⅱ
現 代 行 政 論 障 害 児 保 育 論 家 庭 支 援 論
社 会 福 祉 法 制 Ⅰ 社 会 福 祉 法 制 Ⅱ 臨 床 心 理 学
医 療 と 健 康 生 活 と 法 家 族 と 法
現 代 の 福 祉 国 家 ジ ェ ン ダ ー と 法 家 族 社 会 学 Ⅰ
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家 族 社 会 学 Ⅱ 芸 術 療 法 入 門 国 際 福 祉 論
日 本 事 情 特 講 外 書 講 読 Ⅰ 外 書 講 読 Ⅱ
障 害 学 障 害 の 理 解 Ⅱ 認 知 症 の 理 解 Ⅱ
生 活 支 援 技 術 Ⅷ 生 活 支 援 技 術 Ⅹ コミュニケーション技術Ⅱ
介 護 の 基 本 Ⅴ 介 護 の 基 本 Ⅵ 介 護 過 程 Ⅱ
介 護 過 程 Ⅲ 介 護 過 程 Ⅳ 介 護 過 程 Ⅴ
介 護 総 合 演 習 Ⅱ 介 護 総 合 演 習 Ⅲ 介 護 総 合 演 習 Ⅳ
介 護 実 習 Ⅱ 介 護 実 習 Ⅲ 介 護 実 習 Ⅳ
加 齢 と 障 害 の 理 解 医 療 的 ケ ア ソーシャルワーク演習Ⅳ
ソーシャルワーク演習Ⅴ ソーシャルワーク実習指導Ⅱ ソーシャルワーク実習指導Ⅲ
ソーシャルワーク実習Ⅰ ソーシャルワーク実習Ⅱ 精神科ソーシャルワーク演習Ⅰ
精神科ソーシャルワーク演習Ⅱ 精神科ソーシャルワーク演習Ⅲ 精神科ソーシャルワーク実習指導Ⅰ
精神科ソーシャルワーク実習指導Ⅱ 精神科ソーシャルワーク実習指導Ⅲ 精神科ソーシャルワーク実習
倫 理 学 概 論 Ⅰ 倫 理 学 概 論 Ⅱ 現 代 教 育 論 Ⅰ
現 代 教 育 論 Ⅱ 文 化 人 類 学 Ⅰ 文 化 人 類 学 Ⅱ
地 域 社 会 学 Ⅰ 地 域 社 会 学 Ⅱ 情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅰ
情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅱ 労 働 法 水 俣 学
環境論ⅡＡ（環境と人間社会） 環境論ⅡＢ（環境と人間社会） キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅲ

　社会福祉学部第二部社会福祉学科
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目

社 会 福 祉 原 論 Ⅰ 社 会 福 祉 原 論 Ⅱ 入 門 演 習
社 会 福 祉 入 門 医 学 一 般 心 理 学
社 会 福 祉 発 達 史 保 育 概 論 発 達 心 理 学 Ⅰ
ボ ラ ン テ ィ ア 論 手 話 Ⅰ 手 話 Ⅱ
点 字 Ⅰ 点 字 Ⅱ 経 済 学 Ⅰ
経済学Ⅱ（国際経済を含む） 政 治 学 Ⅰ 政治学Ⅱ（国際政治を含む）
日 本 国 憲 法 法 学 社 会 学 概 論 Ⅰ
社 会 学 概 論 Ⅱ 芸 術 表 現 研 究 Ⅰ 芸 術 表 現 研 究 Ⅱ
経 営 学 入 門 基 礎 簿 記 Ⅰ 基 礎 簿 記 Ⅱ
会 計 学 流 通 論 情 報 処 理 入 門
部 落 解 放 論 Ⅰ 部 落 解 放 論 Ⅱ 文章論（作文、レポート、論文、新聞）
地 理 学 概 論 Ⅰ 地 理 学 概 論 Ⅱ 自然科学と人間ⅠＡ（物理学）
自然科学と人間ⅠＢ（物理学） 自然科学と人間ⅡＡ（化学） 自然科学と人間ⅡＢ（化学）
キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅰ 英 語 Ⅰ Ａ 英 語 Ⅰ Ｂ
英 語 Ⅱ Ａ 英 語 Ⅱ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅰ Ａ
ド イ ツ 語 Ⅰ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅱ Ａ ド イ ツ 語 Ⅱ Ｂ
フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ａ
フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ｂ 中 国 語 Ⅰ Ａ 中 国 語 Ⅰ Ｂ
中 国 語 Ⅱ Ａ 中 国 語 Ⅱ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅰ Ａ
ロ シ ア 語 Ⅰ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅱ Ａ ロ シ ア 語 Ⅱ Ｂ
ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ａ
ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ｂ 韓 国 語 Ⅰ Ａ 韓 国 語 Ⅰ Ｂ
韓 国 語 Ⅱ Ａ 韓 国 語 Ⅱ Ｂ 健 康 科 学 Ａ （講 義）
健 康 科 学 Ｂ Ⅰ（実 技） 健 康 科 学 Ｂ Ⅱ（実 技）
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公 的 扶 助 論 高 齢 者 福 祉 論 Ⅰ 障 害 児 ・ 者 福 祉 論
ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 論 Ⅰ ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 論 Ⅱ ソーシャルワーク方法論Ⅰ
ソーシャルワーク方法論Ⅱ 地 域 福 祉 論 Ⅰ 地 域 福 祉 論 Ⅱ
児 童 家 庭 福 祉 論 Ⅰ 児 童 家 庭 福 祉 論 Ⅱ ソーシャルワーク演習Ⅰ
ソーシャルワーク演習Ⅱ ソーシャルワーク演習Ⅲ ソーシャルワーク実習指導Ⅰ
ケ ア ワ ー ク 論 介 護 基 礎 生 活 行 動 論
スクールソーシャルワーク論 精 神 保 健 発 達 心 理 学 Ⅱ
手 話 Ⅲ 手 話 Ⅳ 福 祉 環 境 と 人 間
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海 外 フ ィ ー ル ド ワ ー ク 憲 法 Ⅰ （統 治 論） 憲 法 Ⅱ （人 権 論）
民 法 Ⅰ 民 法 Ⅱ 哲 学 概 論 Ⅰ
哲 学 概 論 Ⅱ 西 洋 史 概 論 Ⅰ 西 洋 史 概 論 Ⅱ
社 会 調 査 福 祉 と 会 計 医 療 福 祉 会 計
人 的 資 源 管 理 保 険 制 度 論 社 会 心 理 学 Ⅰ
社 会 心 理 学 Ⅱ 言 語 と 文 化 Ⅰ 言 語 と 文 化 Ⅱ
日 本 史 概 論 Ⅰ 日 本 史 概 論 Ⅱ 環 境 論 Ⅰ Ａ（自 然 環 境）
環 境 論 Ⅰ Ｂ（自 然 環 境） 自然科学と人間ⅢＡ（生物学） 自然科学と人間ⅢＢ（生物学）
キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅱ 英 語 Ⅲ Ａ 英 語 Ⅲ Ｂ
英 語 Ⅳ Ａ 英 語 Ⅳ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅲ Ａ
ド イ ツ 語 Ⅲ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅳ Ａ ド イ ツ 語 Ⅳ Ｂ
フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ａ
フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ｂ 中 国 語 Ⅲ Ａ 中 国 語 Ⅲ Ｂ
中 国 語 Ⅳ Ａ 中 国 語 Ⅳ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅲ Ａ
ロ シ ア 語 Ⅲ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅳ Ａ ロ シ ア 語 Ⅳ Ｂ
ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ａ
ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ｂ 韓 国 語 Ⅲ Ａ 韓 国 語 Ⅲ Ｂ
韓 国 語 Ⅳ Ａ 韓 国 語 Ⅳ Ｂ
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卒 業 論 文 卒 業 演 習 社 会 保 障 論 Ⅰ
社 会 保 障 論 Ⅱ 高 齢 者 福 祉 論 Ⅱ ソーシャルワーク方法論Ⅲ
ソーシャルワーク方法論Ⅳ 福 祉 行 財 政 論 福 祉 管 理 運 営 論
医 療 福 祉 論 就 労 支 援 論 権利擁護と成年後見制度
司 法 福 祉 論 ソーシャルワーク演習Ⅳ ソーシャルワーク演習Ⅴ
ソーシャルワーク実習指導Ⅱ ソーシャルワーク実習指導Ⅲ ソーシャルワーク実習Ⅰ
ソーシャルワーク実習Ⅱ 加 齢 と 障 害 の 理 解 社 会 福 祉 特 講
外 書 講 読 Ⅰ 外 書 講 読 Ⅱ 福 祉 環 境 と 政 策
福 祉 環 境 と 地 域 社 会 福 祉 法 制 Ⅰ 社 会 福 祉 法 制 Ⅱ
社 会 政 策 Ⅰ 社 会 政 策 Ⅱ 労 働 法
情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅰ 情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅱ 地 域 社 会 学 Ⅰ
地 域 社 会 学 Ⅱ 家 族 社 会 学 Ⅰ 家 族 社 会 学 Ⅱ
リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト 福 祉 マ ネ ジ メ ン ト 経 営 管 理 論
年 金 論 倫 理 学 概 論 Ⅰ 倫 理 学 概 論 Ⅱ
現 代 教 育 論 Ⅰ 現 代 教 育 論 Ⅱ 文 化 人 類 学 Ⅰ
文 化 人 類 学 Ⅱ 環境論ⅡＡ（環境と人間社会） 環境論ⅡＢ（環境と人間社会）
キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅲ

　社会福祉学部福祉環境学科
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目

基 礎 演 習 福 祉 環 境 学 入 門 生 活 環 境 論
差 別 と 人 権 芸 術 表 現 研 究 Ⅰ 芸 術 表 現 研 究 Ⅱ
情 報 処 理 入 門 統 計 学 経 済 学 Ⅰ
経 済 学 Ⅱ 法律学概論（国際法を含む） 日 本 国 憲 法
法 学 心 理 学 Ⅰ 心 理 学 Ⅱ
手 話 Ⅰ 手 話 Ⅱ 点 字 Ⅰ
点 字 Ⅱ 地 誌 Ⅰ 地 誌 Ⅱ
社 会 福 祉 原 論 Ⅰ 社 会 福 祉 原 論 Ⅱ 医 学 一 般
精 神 医 学 Ⅰ 精 神 保 健 福 祉 論 Ⅰ 日 本 史 概 論 Ⅰ
日 本 史 概 論 Ⅱ 文章論（作文、レポート、論文、新聞） 地 理 学 概 論 Ⅰ
地 理 学 概 論 Ⅱ 社 会 学 概 論 Ⅰ 社 会 学 概 論 Ⅱ
自然科学と人間ⅠＡ（物理学） 自然科学と人間ⅠＢ（物理学） 自然科学と人間ⅡＡ（化学）
自然科学と人間ⅡＢ（化学） キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅰ 英 語 Ⅰ Ａ
英 語 Ⅰ Ｂ 英 語 Ⅱ Ａ 英 語 Ⅱ Ｂ
ド イ ツ 語 Ⅰ Ａ ド イ ツ 語 Ⅰ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅱ Ａ
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ド イ ツ 語 Ⅱ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ｂ
フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ｂ 中 国 語 Ⅰ Ａ
中 国 語 Ⅰ Ｂ 中 国 語 Ⅱ Ａ 中 国 語 Ⅱ Ｂ
ロ シ ア 語 Ⅰ Ａ ロ シ ア 語 Ⅰ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅱ Ａ
ロ シ ア 語 Ⅱ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ｂ
ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ｂ 韓 国 語 Ⅰ Ａ
韓 国 語 Ⅰ Ｂ 韓 国 語 Ⅱ Ａ 韓 国 語 Ⅱ Ｂ
健 康 科 学 Ａ （講 義） 健 康 科 学 Ｂ Ⅰ（実 技） 健 康 科 学 Ｂ Ⅱ（実 技）
日 本 語 Ⅰ Ａ 日 本 語 Ⅰ Ｂ 日 本 語 Ⅱ Ａ
日 本 語 Ⅱ Ｂ 日 本 事 情 Ⅰ Ａ 日 本 事 情 Ⅰ Ｂ
日 本 事 情 Ⅱ Ａ 日 本 事 情 Ⅱ Ｂ 日 本 事 情 Ⅲ Ａ
日 本 事 情 Ⅲ Ｂ 日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ａ 日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ｂ
日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ａ 日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ｂ
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目

福 祉 環 境 論 特 講 生 活 と 福 祉 情 報 生 活 と 地 域 環 境
生 活 と リ ス ク ソ ー シ ャ ル ワ ー ク と 法 歴 史 の な か の 福 祉
ハ ン セ ン 病 講 義 芸 術 と 表 現 Ⅰ 芸 術 と 表 現 Ⅱ
憲 法 Ⅰ （統 治 論） 憲 法 Ⅱ （人 権 論） 民 法 Ⅰ
民 法 Ⅱ 障 害 者 と 法 環 境 法
環 境 社 会 論 Ⅰ 環 境 社 会 論 Ⅱ 地域づくりとバリアフリー
児 童 家 庭 福 祉 論 Ⅱ 手 話 Ⅲ 手 話 Ⅳ
海 外 フ ィ ー ル ド ワ ー ク 人 文 地 理 学 Ⅰ 人 文 地 理 学 Ⅱ
哲 学 概 論 Ⅰ 哲 学 概 論 Ⅱ 経 済 原 論 Ⅰ
経済原論Ⅱ（国際経済を含む） 公 的 扶 助 論 高 齢 者 福 祉 論 Ⅰ
障 害 児 ・ 者 福 祉 論 ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 論 Ⅰ ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 論 Ⅱ
ソーシャルワーク方法論Ⅰ ソーシャルワーク方法論Ⅱ 地 域 福 祉 論 Ⅰ
地 域 福 祉 論 Ⅱ 児 童 家 庭 福 祉 論 Ⅰ 社 会 調 査
精 神 医 学 Ⅱ 精 神 保 健 福 祉 論 Ⅱ 精 神 保 健 福 祉 論 Ⅲ
教 職 日 本 史 Ⅰ 教 職 日 本 史 Ⅱ ソーシャルワーク演習Ⅰ
ソーシャルワーク演習Ⅱ ソーシャルワーク演習Ⅲ ソーシャルワーク実習指導Ⅰ
西 洋 史 概 論 Ⅰ 西 洋 史 概 論 Ⅱ 社 会 心 理 学 Ⅰ
社 会 心 理 学 Ⅱ 言 語 と 文 化 Ⅰ 言 語 と 文 化 Ⅱ
環 境 論 Ⅰ Ａ（自 然 環 境） 環 境 論 Ⅰ Ｂ（自 然 環 境） 自然科学と人間ⅢＡ（生物学）
自然科学と人間ⅢＢ（生物学） キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅱ 英 語 Ⅲ Ａ
英 語 Ⅲ Ｂ 英 語 Ⅳ Ａ 英 語 Ⅳ Ｂ
ド イ ツ 語 Ⅲ Ａ ド イ ツ 語 Ⅲ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅳ Ａ
ド イ ツ 語 Ⅳ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ｂ
フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ｂ 中 国 語 Ⅲ Ａ
中 国 語 Ⅲ Ｂ 中 国 語 Ⅳ Ａ 中 国 語 Ⅳ Ｂ
ロ シ ア 語 Ⅲ Ａ ロ シ ア 語 Ⅲ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅳ Ａ
ロ シ ア 語 Ⅳ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ｂ
ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ｂ 韓 国 語 Ⅲ Ａ
韓 国 語 Ⅲ Ｂ 韓 国 語 Ⅳ Ａ 韓 国 語 Ⅳ Ｂ
日 本 語 Ⅲ Ａ 日 本 語 Ⅲ Ｂ 日 本 語 Ⅳ Ａ
日 本 語 Ⅳ Ｂ
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用
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目

福 祉 環 境 学 演 習 Ⅰ 福 祉 環 境 学 演 習 Ⅱ 福 祉 環 境 学 演 習 Ⅲ
福 祉 環 境 学 演 習 Ⅳ 卒 業 論 文 家 族 と 法
地 域 社 会 と 地 域 問 題 地 域 と 暮 ら し 医 療 と 健 康
現 代 の 福 祉 国 家 障 害 学 水 俣 学
社 会 政 策 Ⅰ 社 会 政 策 Ⅱ 家 族 社 会 学 Ⅰ
家 族 社 会 学 Ⅱ 環 境 倫 理 学 地 域 社 会 学 Ⅰ
地 域 社 会 学 Ⅱ 現 代 行 政 論 生 活 と 法
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労 働 法 社 会 福 祉 法 制 Ⅰ 社 会 福 祉 法 制 Ⅱ
外 書 講 読 Ⅰ 外 書 講 読 Ⅱ 日 本 事 情 特 講
環 境 マ ネ ジ メ ン ト 論 Ⅰ 環 境 マ ネ ジ メ ン ト 論 Ⅱ 自 然 地 理 学 Ⅰ
自 然 地 理 学 Ⅱ 東 洋 史 概 論 Ⅰ 東 洋 史 概 論 Ⅱ
社 会 保 障 論 Ⅰ 社 会 保 障 論 Ⅱ 高 齢 者 福 祉 論 Ⅱ
ソーシャルワーク方法論Ⅲ ソーシャルワーク方法論Ⅳ 福 祉 行 財 政 論
福 祉 管 理 運 営 論 医 療 福 祉 論 就 労 支 援 論
権利擁護と成年後見制度 司 法 福 祉 論 精 神 保 健 学 Ⅰ
精 神 保 健 学 Ⅱ 精神科ソーシャルワーク論Ⅰ 精神科ソーシャルワーク論Ⅱ
精神科ソーシャルワーク論Ⅲ 精神科ソーシャルワーク論Ⅳ 精神科ソーシャルワーク論Ⅴ
教 職 外 国 史 Ⅰ 教 職 外 国 史 Ⅱ 教 職 人 文 地 理 学
教 職 自 然 地 理 学 教 職 公 民（ 社 会 学 ）Ⅰ 教 職 公 民（ 社 会 学 ）Ⅱ
ソーシャルワーク演習Ⅳ ソーシャルワーク演習Ⅴ ソーシャルワーク実習指導Ⅱ
ソーシャルワーク実習指導Ⅲ ソーシャルワーク実習Ⅰ ソーシャルワーク実習Ⅱ
精神科ソーシャルワーク演習Ⅰ 精神科ソーシャルワーク演習Ⅱ 精神科ソーシャルワーク演習Ⅲ
精神科ソーシャルワーク実習指導Ⅰ 精神科ソーシャルワーク実習指導Ⅱ 精神科ソーシャルワーク実習指導Ⅲ
精神科ソーシャルワーク実習 倫 理 学 概 論 Ⅰ 倫 理 学 概 論 Ⅱ
政 治 学 Ⅰ 政治学Ⅱ（国際政治を含む） 現 代 教 育 論 Ⅰ
現 代 教 育 論 Ⅱ 文 化 人 類 学 Ⅰ 文 化 人 類 学 Ⅱ
部 落 解 放 論 Ⅰ 部 落 解 放 論 Ⅱ 環境論ⅡＡ（環境と人間社会）
環境論ⅡＢ（環境と人間社会） 情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅰ 情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅱ
キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅲ

　社会福祉学部子ども家庭福祉学科
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子 ど も 家 庭 福 祉 入 門 入 門 演 習 社 会 福 祉 原 論 Ⅰ
社 会 福 祉 原 論 Ⅱ 教 育 学 概 論 Ⅰ 教 育 学 概 論 Ⅱ
保 育 心 理 学 保 育 概 論 Ⅰ 保 育 概 論 Ⅱ
保 育 内 容 論 Ⅰ 保 育 内 容 論 Ⅱ 社 会 的 養 護 論
子 ど も 保 健 Ⅰ 子 ど も 保 健 Ⅱ 発 達 心 理 学 Ⅰ
日 本 国 憲 法 情 報 処 理 入 門 心 理 学 Ⅰ
心 理 学 Ⅱ 社 会 学 概 論 Ⅰ 社 会 学 概 論 Ⅱ
法 学 医 学 一 般 介 護 概 論 Ⅰ
介 護 概 論 Ⅱ ボ ラ ン テ ィ ア 論 手 話 Ⅰ
手 話 Ⅱ 子 ど も の 歴 史 部 落 解 放 論 Ⅰ
部 落 解 放 論 Ⅱ 文章論（作文、レポート、論文、新聞） 地 理 学 概 論 Ⅰ
地 理 学 概 論 Ⅱ 経 済 学 Ⅰ 経 済 学 Ⅱ
政 治 学 Ⅰ 政 治 学 Ⅱ 自然科学と人間ⅠＡ（物理学）
自然科学と人間ⅠＢ（物理学） 自然科学と人間ⅡＡ（化学） 自然科学と人間ⅡＢ（化学）
キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅰ 英 語 Ⅰ Ａ 英 語 Ⅰ Ｂ
英 語 Ⅱ Ａ 英 語 Ⅱ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅰ Ａ
ド イ ツ 語 Ⅰ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅱ Ａ ド イ ツ 語 Ⅱ Ｂ
フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ａ
フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ｂ 中 国 語 Ⅰ Ａ 中 国 語 Ⅰ Ｂ
中 国 語 Ⅱ Ａ 中 国 語 Ⅱ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅰ Ａ
ロ シ ア 語 Ⅰ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅱ Ａ ロ シ ア 語 Ⅱ Ｂ
ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ａ
ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ｂ 韓 国 語 Ⅰ Ａ 韓 国 語 Ⅰ Ｂ
韓 国 語 Ⅱ Ａ 韓 国 語 Ⅱ Ｂ 健 康 科 学 Ａ （講 義）
健 康 科 学 Ｂ Ⅰ（実 技） 健 康 科 学 Ｂ Ⅱ（実 技） 日 本 語 Ⅰ Ａ
日 本 語 Ⅰ Ｂ 日 本 語 Ⅱ Ａ 日 本 語 Ⅱ Ｂ
日 本 事 情 Ⅰ Ａ 日 本 事 情 Ⅰ Ｂ 日 本 事 情 Ⅱ Ａ
日 本 事 情 Ⅱ Ｂ 日 本 事 情 Ⅲ Ａ 日 本 事 情 Ⅲ Ｂ
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日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ａ 日 本 文 化 演 習 Ⅰ Ｂ 日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ａ
日 本 文 化 演 習 Ⅱ Ｂ
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子 ど も 家 庭 福 祉 論 児 童 家 庭 福 祉 論 Ⅰ 児 童 家 庭 福 祉 論 Ⅱ
相 談 援 助 演 習 現 代 教 師 論 教 育 心 理 学
保 育 内 容 総 論 保育内容研究Ａ（こころと健康） 保育内容研究Ｂ（仲間と交わり）
保育内容研究Ｃ（生活と環境） 保育内容研究Ｄ（発達と言葉） 保育内容研究Ｅ（感性と表現）
保育内容研究Ｆ（感性と表現） 音 楽 Ⅰ （伴 奏 法） 音 楽 Ⅱ （器 楽 Ａ）
造 形 Ⅰ 造 形 Ⅱ 体 育 Ⅰ
体 育 Ⅱ 発 達 心 理 学 Ⅱ 乳 児 保 育
子 ど も の 食 と 栄 養 子 ど も 保 健 実 習 子 ど も 家 庭 福 祉 演 習 Ⅰ
保 育 実 習 指 導 Ⅰ Ａ 保 育 実 習 Ⅰ Ａ 幼 児 教 育 実 習 指 導 Ⅰ
教 育 実 習 Ⅰ 公 的 扶 助 論 高 齢 者 福 祉 論 Ⅰ
障 害 児 ・ 者 福 祉 論 ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 論 Ⅰ ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 論 Ⅱ
ソーシャルワーク方法論Ⅰ ソーシャルワーク方法論Ⅱ 地 域 福 祉 論 Ⅰ
地 域 福 祉 論 Ⅱ 社 会 調 査 ソーシャルワーク演習Ⅰ
ソーシャルワーク演習Ⅱ ソーシャルワーク演習Ⅲ ソーシャルワーク実習指導Ⅰ
児童ソーシャルワーク特論 民 法 Ⅰ 民 法 Ⅱ
障 害 者 と 法 外 書 講 読 Ⅰ 外 書 講 読 Ⅱ
海 外 フ ィ ー ル ド ワ ー ク 社 会 心 理 学 Ⅰ 社 会 心 理 学 Ⅱ
言 語 と 文 化 Ⅰ 言 語 と 文 化 Ⅱ 日 本 史 概 論 Ⅰ
日 本 史 概 論 Ⅱ 哲 学 概 論 Ⅰ 哲 学 概 論 Ⅱ
西 洋 史 概 論 Ⅰ 西 洋 史 概 論 Ⅱ 環 境 論 Ⅰ Ａ（自 然 環 境）
環 境 論 Ⅰ Ｂ（自 然 環 境） 自然科学と人間ⅢＡ（生物学） 自然科学と人間ⅢＢ（生物学）
キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅱ 英 語 Ⅲ Ａ 英 語 Ⅲ Ｂ
英 語 Ⅳ Ａ 英 語 Ⅳ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅲ Ａ
ド イ ツ 語 Ⅲ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅳ Ａ ド イ ツ 語 Ⅳ Ｂ
フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ａ
フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ｂ 中 国 語 Ⅲ Ａ 中 国 語 Ⅲ Ｂ
中 国 語 Ⅳ Ａ 中 国 語 Ⅳ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅲ Ａ
ロ シ ア 語 Ⅲ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅳ Ａ ロ シ ア 語 Ⅳ Ｂ
ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ａ
ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ｂ 韓 国 語 Ⅲ Ａ 韓 国 語 Ⅲ Ｂ
韓 国 語 Ⅳ Ａ 韓 国 語 Ⅳ Ｂ 日 本 語 Ⅲ Ａ
日 本 語 Ⅲ Ｂ 日 本 語 Ⅳ Ａ 日 本 語 Ⅳ Ｂ
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卒 業 演 習 Ⅰ 卒 業 演 習 Ⅱ 卒 業 演 習 Ⅲ
卒 業 論 文 保 育 マ ネ ジ メ ン ト 論 保 育 相 談 支 援 演 習
保 育 カ ウ ン セ リ ン グ 臨 床 心 理 学 保 育 方 法 論
障 害 児 保 育 論 Ⅰ 障 害 児 保 育 論 Ⅱ 社 会 的 養 護 内 容
家 庭 支 援 論 年 齢 別 保 育 Ａ 年 齢 別 保 育 Ｂ
年 齢 別 保 育 Ｃ 音 楽 Ⅲ （器 楽 Ｂ） 音 楽 Ⅳ （歌 唱 法）
音 楽 Ⅴ （器 楽 Ｃ） 造 形 Ⅲ 造 形 Ⅳ
体 育 Ⅲ 体 育 Ⅳ 子 ど も 家 庭 福 祉 演 習 Ⅱ
保 育 実 習 Ⅰ Ｂ 保 育 実 習 指 導 Ⅰ Ｂ 保 育 実 習 指 導 Ⅱ
保 育 実 習 指 導 Ⅲ 保 育 実 習 Ⅱ 保 育 実 習 Ⅲ
児 童 文 学 論 生 活 研 究 保 育 表 現 研 究 Ⅰ
保 育 表 現 研 究 Ⅱ 保 育 表 現 研 究 Ⅲ 幼 児 教 育 実 習 指 導 Ⅱ
教 育 実 習 Ⅱ 保 育 ・ 教 職 実 践 演 習 社 会 保 障 論 Ⅰ
社 会 保 障 論 Ⅱ 高 齢 者 福 祉 論 Ⅱ ソーシャルワーク方法論Ⅲ
ソーシャルワーク方法論Ⅳ 福 祉 行 財 政 論 福 祉 管 理 運 営 論
医 療 福 祉 論 就 労 支 援 論 権利擁護と成年後見制度
司 法 福 祉 論 ソーシャルワーク演習Ⅳ ソーシャルワーク演習Ⅴ
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科
　
　
　
目

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ ソーシャルワーク実習指導Ⅲ ソーシャルワーク実習Ⅰ
ソーシャルワーク実習Ⅱ 子 ど も の 権 利 家 族 と 生 活
家 族 と 地 域 保 健 家 族 と 法 子 ど も 家 庭 福 祉 実 習
家 族 社 会 学 Ⅰ 家 族 社 会 学 Ⅱ 福祉環境論（学校と共生）
障 害 学 外 書 講 読 Ⅲ 外 書 講 読 Ⅳ
日 本 事 情 特 講 倫 理 学 概 論 Ⅰ 倫 理 学 概 論 Ⅱ
現 代 教 育 論 Ⅰ 現 代 教 育 論 Ⅱ 文 化 人 類 学 Ⅰ
文 化 人 類 学 Ⅱ 水 俣 学 地 域 社 会 学 Ⅰ
地 域 社 会 学 Ⅱ 社 会 政 策 Ⅰ 社 会 政 策 Ⅱ
労 働 法 環境論ⅡＡ（環境と人間社会） 環境論ⅡＢ（環境と人間社会）
キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅲ

　社会福祉学部ライフ・ウェルネス学科

基
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
礎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

基 礎 演 習 ライフ・ウェルネス入門 社 会 福 祉 原 論 Ⅰ
社 会 福 祉 原 論 Ⅱ アダプティッド・スポーツ論 倫理とライフ・ウェルネス
アスリートとウェルネス 心 理 学 Ⅰ 心 理 学 Ⅱ
運動学（運動方法学を含む） 生理学（運動生理学を含む） 衛生学（公衆衛生学を含む）
医 学 一 般 解 剖 学 健 康 支 援 概 論
社 会 学 概 論 Ⅰ 社 会 学 概 論 Ⅱ ボ ラ ン テ ィ ア 論
レ ク リ エ ー シ ョ ン 概 論 経 済 学 Ⅰ 経 済 学 Ⅱ
法 学 日 本 国 憲 法 発 達 心 理 学
統 計 学 手 話 Ⅰ 手 話 Ⅱ
点 字 Ⅰ 点 字 Ⅱ 芸 術 表 現 研 究 Ⅰ
芸 術 表 現 研 究 Ⅱ 情 報 処 理 入 門 スポーツ指導法実習（水泳）
武道指導法実習（柔道）Ⅰ 武道指導法実習（柔道）Ⅱ スポーツ指導法実習（ダンス）Ⅰ
スポーツ指導法実習（ダンス）Ⅱ スポーツ指導法実習（器械運動） スポーツ指導法実習（陸上競技）Ⅰ
スポーツ指導法実習（陸上競技）Ⅱ アダプティッド・スポーツ実技 部 落 解 放 論 Ⅰ
部 落 解 放 論 Ⅱ 文章論（作文、レポート、論文、新聞） 政 治 学 Ⅰ
政 治 学 Ⅱ 地 理 学 概 論 Ⅰ 地 理 学 概 論 Ⅱ
自然科学と人間ⅠＡ（物理学） 自然科学と人間ⅠＢ（物理学） 自然科学と人間ⅡＡ（化学）
自然科学と人間ⅡＢ（化学） キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅰ 英 語 Ⅰ Ａ
英 語 Ⅰ Ｂ 英 語 Ⅱ Ａ 英 語 Ⅱ Ｂ
ド イ ツ 語 Ⅰ Ａ ド イ ツ 語 Ⅰ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅱ Ａ
ド イ ツ 語 Ⅱ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅰ Ｂ
フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅱ Ｂ 中 国 語 Ⅰ Ａ
中 国 語 Ⅰ Ｂ 中 国 語 Ⅱ Ａ 中 国 語 Ⅱ Ｂ
ロ シ ア 語 Ⅰ Ａ ロ シ ア 語 Ⅰ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅱ Ａ
ロ シ ア 語 Ⅱ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ｂ
ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ｂ 韓 国 語 Ⅰ Ａ
韓 国 語 Ⅰ Ｂ 韓 国 語 Ⅱ Ａ 韓 国 語 Ⅱ Ｂ
健 康 科 学 Ａ （講 義） 健 康 科 学 Ｂ Ⅰ（実 技） 健 康 科 学 Ｂ Ⅱ（実 技）
日 本 語 Ⅰ Ａ 日 本 語 Ⅰ Ｂ 日 本 語 Ⅱ Ａ
日 本 語 Ⅱ Ｂ 日 本 事 情 Ⅰ Ａ 日 本 事 情 Ⅰ Ｂ
日 本 事 情 Ⅱ Ａ 日 本 事 情 Ⅱ Ｂ 日 本 事 情 Ⅲ Ａ
日 本 事 情 Ⅲ Ｂ

発
　
　
展
　
　
科
　
　
目

発 展 演 習 スポーツ・ウェルネス論 ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 論 Ⅰ
ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 論 Ⅱ ソーシャルワーク方法論Ⅰ ソーシャルワーク方法論Ⅱ
社 会 調 査 ヘルスアンドウェルネス 生 活 環 境 論
日本経済とライル・ウェルネス 児 童 家 庭 福 祉 論 Ⅰ 児 童 家 庭 福 祉 論 Ⅱ
地 域 福 祉 論 Ⅰ 地 域 福 祉 論 Ⅱ 高 齢 者 福 祉 論 Ⅰ
障 害 児 ・ 者 福 祉 論 公 的 扶 助 論 健 康 体 力 づ く り 論
ス ポ ー ツ 心 理 学 運 動 処 方 測 定 評 価
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発
　
　
　
　
　
　
　
　
　
展
　
　
　
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

社 会 福 祉 発 達 史 Ⅰ 社 会 福 祉 発 達 史 Ⅱ 憲 法 Ⅰ （統 治 論）
憲 法 Ⅱ （人 権 論） 民 法 Ⅰ 民 法 Ⅱ
障 害 者 と 法 芸 術 療 法 入 門 ハ ン セ ン 病 講 義
経 済 原 論 Ⅰ 経 済 原 論 Ⅱ 海 外 フ ィ ー ル ド ワ ー ク
ソーシャルワーク演習Ⅰ ソーシャルワーク演習Ⅱ ソーシャルワーク演習Ⅲ
ソーシャルワーク実習指導Ⅰ スポーツ指導法実習（ネット型） スポーツ指導法実習（ゴール型）
スポーツ指導法実習（ベースボール型） スポーツ指導法実習（スキー） レクリエーション指導法実習Ａ
レクリエーション指導法実習Ｂ キッズスポーツ指導法実習 哲 学 概 論 Ⅰ
哲 学 概 論 Ⅱ 社 会 心 理 学 Ⅰ 社 会 心 理 学 Ⅱ
言 語 と 文 化 Ⅰ 言 語 と 文 化 Ⅱ 日 本 史 概 論 Ⅰ
日 本 史 概 論 Ⅱ 西 洋 史 概 論 Ⅰ 西 洋 史 概 論 Ⅱ
環 境 論 Ⅰ Ａ（自 然 環 境） 環 境 論 Ⅰ Ｂ（自 然 環 境） 自然科学と人間ⅢＡ（生物学）
自然科学と人間ⅢＢ（生物学） キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅱ 英 語 Ⅲ Ａ
英 語 Ⅲ Ｂ 英 語 Ⅳ Ａ 英 語 Ⅳ Ｂ
ド イ ツ 語 Ⅲ Ａ ド イ ツ 語 Ⅲ Ｂ ド イ ツ 語 Ⅳ Ａ
ド イ ツ 語 Ⅳ Ｂ フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅲ Ｂ
フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ａ フ ラ ン ス 語 Ⅳ Ｂ 中 国 語 Ⅲ Ａ
中 国 語 Ⅲ Ｂ 中 国 語 Ⅳ Ａ 中 国 語 Ⅳ Ｂ
ロ シ ア 語 Ⅲ Ａ ロ シ ア 語 Ⅲ Ｂ ロ シ ア 語 Ⅳ Ａ
ロ シ ア 語 Ⅳ Ｂ ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅲ Ｂ
ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ａ ス ペ イ ン 語 Ⅳ Ｂ 韓 国 語 Ⅲ Ａ
韓 国 語 Ⅲ Ｂ 韓 国 語 Ⅳ Ａ 韓 国 語 Ⅳ Ｂ
日 本 語 Ⅲ Ａ 日 本 語 Ⅲ Ｂ 日 本 語 Ⅳ Ａ
日 本 語 Ⅳ Ｂ

応
　
　
　
　
　
　
　
　
用
　
　
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
　
　
目

ライフ・ウェルネス演習Ⅰ ウェルネス・プロモーション論Ⅰ ウェルネス・プロモーション論Ⅱ
卒 業 論 文 ライフ・ウェルネス演習Ⅱ ライフ・ウェルネス演習Ⅲ
ソーシャルワーク方法論Ⅲ ソーシャルワーク方法論Ⅳ 社 会 保 障 論 Ⅰ
社 会 保 障 論 Ⅱ 高 齢 者 福 祉 論 Ⅱ 医 療 福 祉 論
福 祉 行 財 政 論 福 祉 管 理 運 営 論 司 法 福 祉 論
権利擁護と成年後見制度 就 労 支 援 論 水 俣 学
救急処置と運動負荷試験 栄 養 学 学 校 保 健
精 神 保 健 学 Ⅰ 精 神 保 健 学 Ⅱ 社 会 政 策 Ⅰ
社 会 政 策 Ⅱ 現 代 の 福 祉 国 家 市 民 と 政 治
現 代 行 政 論 家 庭 支 援 論 社 会 福 祉 法 制 Ⅰ
社 会 福 祉 法 制 Ⅱ 家 族 と 法 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 論
家 族 社 会 学 Ⅰ 家 族 社 会 学 Ⅱ 国 際 福 祉 論
地域づくりとバリアフリー 外 書 講 読 Ⅰ 外 書 講 読 Ⅱ
日 本 事 情 特 講 ソーシャルワーク演習Ⅳ ソーシャルワーク演習Ⅴ
ソーシャルワーク実習指導Ⅱ ソーシャルワーク実習指導Ⅲ ソーシャルワーク実習Ⅰ
ソーシャルワーク実習Ⅱ 野外活動指導法実習（キャンプ） 高齢者スポーツ指導法実習
健 康 体 力 づ く り 実 習 健康産業施設等現場実習 イ ン タ ー ン シ ッ プ
倫 理 学 概 論 Ⅰ 倫 理 学 概 論 Ⅱ 現 代 教 育 論 Ⅰ
現 代 教 育 論 Ⅱ 文 化 人 類 学 Ⅰ 文 化 人 類 学 Ⅱ
情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅰ 情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅱ 地 域 社 会 学 Ⅰ
地 域 社 会 学 Ⅱ 環境論ⅡＡ（環境と人間社会） 環境論ⅡＢ（環境と人間社会）
キ ャ リ ア デ ザ イ ン 論 Ⅲ
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　（教職に関する科目及び単位数）

第１３条　教職に関する科目及びその単位数は、教職課程履修に関する規程で定める。

　（司書及び司書教諭に関する科目及び単位数）

第１４条　司書及び司書教諭に関する科目及び単位数は、司書及び司書教諭課程の履修に関する規程で定める。

　（レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格に関する科目及び単位数）

第１４条の２　レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格

に関する科目及び単位数は、「レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメン

ト指導員受験資格養成課程の履修に関する規程」で定める。

　（単位数の算定基準）

第１５条　各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業

の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算する。

　�　講義については、１５時間の授業をもって１単位とする。

　�　演習については、１５時間の授業をもって１単位とする。ただし、外国語修得にかかわるもの及び社会福祉学部の演習

（卒業演習を除く）については、３０時間の授業をもって１単位とする。

　�　実技については、３０時間の授業をもって１単位とする。

　�　実験・実習については、４５時間の授業をもって１単位とする。ただし、教育実習、情報に関する実習並びに保育実習に

関する事前及び事後指導については、３０時間の授業をもって１単位とする。

　　　第５章　履修方法及び成績評定

　（履修科目の選定及び届出）

第１６条　各授業科目の担当者及び授業時間割等は、毎学年の初めにこれを公示する。学生は、これによって所定の期日までに

その履修すべき科目を選定して届け出なければならない。

　（卒業に必要な科目及び単位数）

第１７条　卒業に必要な単位数は、各学部・学科とも１２４単位以上とし、その内訳は次のとおりとする。

必修４単位、選択必修８４単位を含めて自己の属する学科の科目１２４単位以上
商 学 部 第 一 部 商 学 科

授 業 科 目

選択必修５０単位を含めて自己の属する学科の科目１２４単位以上
商 学 部 第 二 部 商 学 科

授 業 科 目

必修４単位、選択必修８４単位を含めて自己の属する学科の科目１２４単位以上
商 学 部 経 営 学 科

授 業 科 目

必修８単位、選択必修６８単位を含めて自己の属する学科の科目１２４単位以上
商学部ホスピタリティ・マネジメント

学 科 授 業 科 目

必修１６単位、選択必修４６単位を含めて自己の属する学科の科目１２４単位以上
経 済 学 部 経 済 学 科

授 業 科 目

必修１４単位、選択必修４６単位を含めて自己の属する学科の科目１２４単位以上
経 済 学 部 国 際 経 済 学 科

授 業 科 目

必修２８単位、選択必修５４もしくは５８単位を含めて自己の属する学科の科目１２４

単位以上

経済学部リーガルエコノミクス学科

授 業 科 目

必修３２単位、選択必修６４単位を含めて自己の属する学科の科目１２４単位以上
外 国 語 学 部 英 米 学 科

授 業 科 目

必修５４単位、選択必修３８単位を含めて自己の属する学科の科目１２４単位以上
外 国 語 学 部 東 ア ジ ア 学 科

授 業 科 目

必修２１単位、選択必修４４単位を含めて自己の属する学科の科目１２４単位以上
社会福祉学部第一部社会福祉学科

授 業 科 目

必修５単位、選択必修７４単位を含めて自己の属する学科の科目１２４単位以上
社会福祉学部第二部社会福祉学科

授 業 科 目

必修９単位、選択必修８４単位を含めて自己の属する学科の科目１２４単位以上
社会福祉学部福祉環境学科

授 業 科 目

必修７単位、選択必修８８単位を含めて自己の属する学科の科目１２４単位以上
社会福祉学部子ども家庭福祉学科

授 業 科 目

必修２１単位、選択必修７４単位を含めて自己の属する学科の科目１２４単位以上
社会福祉学部ライフ・ウェルネス学科

授 業 科 目

必修19単位、選択必修46単位を含めて自己の属する学科の科目124単位以上

必修18単位、選択必修71単位を含めて自己の属する学科の科目124単位以上

必修₅単位、履修必修のうち 16 単位、選択必修 58 単位を含めて自己の属する学
科の科目 124 単位以上
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　（教職免許取得に必要な科目及び単位数）

第１８条　教育職員免許状を得ようとする者は、第１７条に規定する単位のほか、第１２条の科目（教科に関する科目）及び第１３条

の教職に関する科目について、教育職員免許法並びに同法施行規則の定めるところに従い、それぞれ所定の科目及び単位を

修得しなければならない。

　（司書資格取得に必要な単位）

第１９条　司書資格を得ようとする者は、第１７条に規定する単位のほか、図書館法施行規則に規定された単位を修得しなければ

ならない。

　（司書教諭資格取得に必要な単位）

第２０条　司書教諭資格を得ようとする者は、第１７条に規定する単位のほか、教育職員免許状取得に必要な単位（教育職員免許

法並びに同法施行規則を参照）及び学校図書館司書教諭講習規程に定められた単位を修得しなければならない。

第２１条　　　削　　除

　（保育士資格取得に必要な単位）

第２１条の２　保育士資格を得ようとする者は、第１７条に規定する単位のほか、児童福祉法施行規則に規定された単位を修得し

なければならない。

　（免許状又は資格の種類及び履修学部・学科）

第２２条　第１８条、第１９条、第２０条及び第２１条の２に規定する単位を修得することによって得られる免許状又は資格の種類並び

に履修する学部・学科は、次のとおりとする。

　（介護福祉士試験の受験資格取得に必要な単位）

第２２条の２　介護福祉士試験の受験資格を得ようとする者は、第１７条に規定する単位のほか、社会福祉士及び介護福祉士法並

びに社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則に定める科目及び単位を修得しなければならない。

　（社会福祉士試験の受験資格取得に必要な単位）

第２２条の３　社会福祉士試験の受験資格を得ようとする者は、第１７条に規定する単位のほか、別に定める科目及び単位を修得

しなければならない。

　（精神保健福祉士試験の受験資格取得に必要な単位）

第２２条の４　精神保健福祉士試験の受験資格を得ようとする者は、第１７条に規定する単位のほか、別に定める科目及び単位を

修得しなければならない。　

　（健康運動指導士認定試験の受験資格取得に必要な単位）

第２２条の５　健康運動指導士認定試験の受験資格を得ようとする者は、第１７条に規定する単位のほか、別に定める科目及び単

位を取得しなければならない。

履 修 す る 学 部 ・ 学 科免 許 状 又 は 資 格 の 種 類
経済学部経済学科・国際経済学科・リーガルエコノミクス学科、
社会福祉学部福祉環境学科社 会

中学校教諭一種免許状
外国語学部英米学科英 語

外国語学部東アジア学科中 国 語
韓 国 語

社会福祉学部ライフ・ウェルネス学科保健体育
商学部第一部商学科・経営学科、商学部第二部商学科（平成１９年度より
募集停止）商 業

高等学校教諭一種免許状

商学部経営学科、経済学部経済学科情 報

経済学部経済学科・国際経済学科、社会福祉学部福祉環境学科地理歴史
公 民

経済学部リーガルエコノミクス学科公 民
外国語学部英米学科英 語

外国語学部東アジア学科中 国 語
韓 国 語

社会福祉学部第一部社会福祉学科、社会福祉学部第二部社会福祉学科福 祉
社会福祉学部ライフ・ウェルネス学科保健体育
社会福祉学部子ども家庭福祉学科幼 稚 園 教 諭 一 種 免 許 状
社会福祉学部子ども家庭福祉学科保 育 士 資 格
商学部第一部商学科・経営学科・ホスピタリティ・マネジメント学科、
経済学部経済学科・国際経済学科・リーガルエコノミクス学科、外国語
学部英米学科・東アジア学科、社会福祉学部第一部社会福祉学科・福祉
環境学科・子ども家庭福祉学科・ライフ・ウェルネス学科

司 書 資 格

商学部第一部商学科・経営学科、経済学部経済学科・国際経済学科・
リーガルエコノミクス学科、外国語学部英米学科・東アジア学科、社会
福祉学部第一部社会福祉学科・福祉環境学科・ライフ・ウェルネス学科

司 書 教 諭 資 格
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　（履修方法）

第２３条　履修方法に関する詳細は、別に定める。

　（各授業科目の試験及び成績評定）

第２４条　各授業科目の成績評定は、原則として毎学期試験等によりこれを行う。

２　評定は、試験成績を主とし、出席状況及び平常の学習状況等を加味して、科目担当者がこれを行う。

　（単位の授与）

第２５条　評定の結果は、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄに分け、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、所定の単位を与える。

２　試験及び成績評定に関する詳細は、別に定める。

　（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等）

第２６条　教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、６０単

位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

　（大学以外の教育施設等における学修）

第２７条　教育上有益と認めるときは、学生が短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定め

る学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

２　前項により与えることができる単位数は、前条により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて６０単位を超え

ないものとする。

　（入学前の既修得単位等の認定）

第２８条　教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位

（科目等履修により修得した単位を含む。）を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

２　教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った第２７条第１項に規定する学修を、本学における授業科目の

履修とみなし、単位を与えることができる。

３　前２項により修得したものとみなし、または与えることのできる単位数は、編入学、転入学等の場合を除き、本学におい

て修得した単位以外のものについては、第２６条及び第２７条第１項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせ

て６０単位を超えないものとする。

　（本学以外での履修の許可）

第２９条　本学学生にして、第２６条及び第２７条に定める大学等で授業科目の履修を希望する者は、教授会の許可を得なければな

らない。

　（本学以外で履修した科目及び単位の取り扱い）

第３０条　本学以外で修得した科目及び単位の取り扱いに関する詳細は、別に定める。

　　　第６章　学年、学期、授業期間及び休業日

　（学　年）

第３１条　学年は、４月１日から始まり、翌年３月３１日に終わる。

　（学　期）

第３２条　学期を、次の２期に分ける。

　春学期　４月１日から９月２１日まで

　秋学期　９月２２日から翌年３月３１日まで

　（授業期間）

第３３条　１年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、３５週にわたることを原則とする。

　（休業日）

第３４条　定期休業日は、次のとおりとする。

　�　日曜日

　�　国民の祝日に関する法律に定められた休日

　�　創立記念日（５月３０日）

　�　夏期休業（８月４日から９月２１日まで）

　�　冬期休業（１２月２７日から１月５日まで）

　�　春期休業（２月３日から３月３１日まで）

２　定期休業日は、必要に応じて変更し、授業を行うことがある。

　　　第７章　入学、編入学、転入学、再入学、休学、留学、復学、転学部、転学科、転部及び退学

　（入学の時期）

第３５条　入学の時期は、学年の初めとする。

　（入学資格）

第３６条　本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当するものとする。
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　�　高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者

　�　通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者

を含む。）

　�　外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

　�　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

　�　専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部

科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

　�　文部科学大臣の指定した者

　�　高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格

した者を含む。）

　�　その他本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

　（入学試験）

第３７条　入学志願者に対しては、選抜試験を行う。

２　入学試験に関する詳細は、その都度これを定めて公示する。

　（入学許可）

第３８条　選抜試験に合格し、所定の期日までに入学金その他を納入し、必要書類を提出した者に対しては、入学を許可する。

２　入学金その他の納入金並びに提出書類については、その都度定める。

　（休学及び復学）

第３９条　病気その他やむを得ない理由によって３か月以上学業継続が困難な者は、保証人連署のうえ願い出て、休学の許可を

受けることができる。

２　休学期間は、２か年以内とし、２回を超えることはできない。ただし、休学した期間は、本学則第５条に規定する修業年

限及び在学年数に算入しない。

３　休学者が復学しようとするときは、保証人連署のうえ願い出なければならない。

４　復学の時期は、学期の初めとする。

５　休学及び復学に関する詳細は、別に定める。

　（退　学）

第４０条　病気その他やむを得ない理由によって退学しようとする者は、保証人連署の退学願を差し出し、許可を得なければな

らない。

２　退学に関する詳細は、別に定める。

　（転学部、転学科及び転部）

第４１条　転学部、転学科及び転部を希望する者があるときは、学長は教授会の議を経て、これを許可することができる。　

２　転学部、転学科及び転部に関する詳細は、別に定める。

　（編入学）

第４２条　本学に編入学を希望する者があるときは、学長は教授会の議を経て、入学を許可することができる。

２　編入学に関する詳細は、別に定める。

　（転入学）

第４３条　本学に転入学を希望する者があるときは、学長は教授会の議を経て、入学を許可することができる。

２　転入学に関する詳細は、別に定める。

　（再入学）

第４４条　本学に１年以上在学した者で、再入学を希望する者があるときは、学長は教授会の議を経て、入学を許可することが

できる。

２　再入学に関する詳細は、別に定める。

　（留　学）

第４５条　学生は、教授会の議を経たうえ、学長の承認を受けて、在学中、外国の大学に留学し、学修することができる。

２　留学に関する詳細は、別に定める。

　（他大学へ入学又は転学する者の許可）

第４６条　本学学生にして、他の大学に入学又は転学しようとする者は、あらかじめ学長の許可を受けなければならない。

　　　第８章　卒業及び学位の授与

　（卒業の要件）

第４７条　本学に４年以上在学し、第１７条に規定する授業科目及び単位を修得すること。

　（学位の授与）

第４８条　前条の要件を満たした者には、教授会の議を経て、学長が学士の学位を授与する。
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₂　学位及びその授与について必要な事項は、熊本学園大学学位規則で定める。
　　　第₉章　授業料その他の納入金
　（授業料の納期）
第49条　授業料は、第一部に関しては、次の₂期に分けて徴収する。
　第₁期　₄月25日まで
　第₂期　₉月25日まで
₂　第二部に関しては、次の₄期に分けて徴収する。
　第₁期　₄月25日まで
　第₂期　₆月25日まで
　第₃期　₉月25日まで
　第₄期　11月25日まで
　（授業料等の納入金）
第50条　入学検定料、入学金、授業料、施設費その他の納入金に関しては、別に定める。
₂　削除
　（納入金等の免除）
第51条　休学を許可した者には、次の納期から授業料その他の納入金を免除する。
　（納入金の返還）
第52条　既納の納入金の返還に関しては、別に定める。　
　（授業料の減免）
第53条　私費外国人留学生の経済的負担を軽減し、勉学に専念せしめるために授業料を減免する。
₂　前項の私費外国人留学生授業料減免に関する詳細は、別に定める。
　（除籍及び復籍）
第54条　授業料その他の納入金を期日までに納入しない者は、除籍する。
₂　授業料等滞納による除籍に関する詳細は、別に定める。
₃　授業料等滞納による除籍者の復籍に関する詳細は、別に定める。
　　　第10章　奨学制度
　（奨学制度）
第55条　奨学のため、次の制度を設ける。
　 　給費生　災害、その他家庭の経済状況急変により修学困難な者に対し、給費生として採用し、給付金を給付する。
　 　 奨学生　修学の熱意があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な者に対し、奨学生として採用し、奨学金を

貸与する。
₂　前各号の制度に関する詳細は、別に定める。
　　　第11章　 留学生、帰国子女、中国引揚者等子女、交換留学生、委託生、特別聴講学生、派遣聴講生、科目等履修生及び

研究生
　（外国人留学生）
第56条　本学に入学を希望する外国人においては、教授会の議を経て、外国人留学生として入学を許可する。
₂　前項の外国人留学生の入学に関する詳細は、別に定める。
　（帰国子女）
第56条の₂　本学に入学を希望する帰国子女においては、教授会の議を経て、入学を許可する。
₂　前項の帰国子女の入学に関する詳細は、別に定める。
　（中国引揚者等子女）
第57条�　本学に入学を希望する中国引揚者等子女においては、引揚者であることの明確に証明できる書類あるときは、教授会

議を経て、入学を許可する。
₂　前項の中国引揚者等子女の入学に関する詳細は、別に定める。
　（交換留学生）
第58条　姉妹大学等との交流協定に基づき派遣された学生は、教授会の議を経て、交換留学生として入学を許可する。
₂　交換留学生に関する詳細は、別に定める。
　（委託生）
第59条�　公共団体又はこれに準ずる機関より、本学の特定の科目について修学を委託された者があるときは、教授会の議を経

て、委託生として入学を許可する。
₂　前項の委託生には、学則第61条を準用する。
　（特別聴講学生、派遣聴講生）
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第 60条　本学と単位互換に関する協定のある大学および短期大学との間で、授業科目の聴講を希望する者は、選考のうえ特別
聴講学生または派遣聴講生としてこれを許可する。
₂　特別聴講学生に関する詳細は、別に定める。
₃　派遣聴講生に関する詳細は、別に定める。
　（科目等履修生）
第 61条　本学所定の授業科目中、特定の科目について履修を希望する者があるときは、選考のうえ科目等履修生としてこれを
許可する。
₂ 　科目等履修生は、その履修した科目について試験を受けることができる。試験に合格した者には、授業科目所定の単位を
与える。
₃　科目等履修生に関する詳細は、別に定める。
　（研究生）
第 62条　本学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者で、特に本学で研究を希望する者がある場合には、教授会に
おいて選考のうえ、研究生として入学を許可する。
₂　研究生に関する詳細は、別に定める。
　　　第12章　公開講座
　（公開講座）
第63条　学校教育法第69条に定めるところに従って、公開講座を開設することができる。
₂　公開講座に関する詳細は、別に定める。
　　　第13章　賞罰
　（表　彰）
第 64条　在学中本学の教育目的にかない、志操堅実にして成績優秀な者及び学生の模範となる行為をした者に対しては、教授
会の議を経て、これを表彰する。
　（懲　戒）
第 65条　本学学則、その他の諸規定に従わず、学生としての本分にもとる行為をした者に対しては、教授会の議を経て、
これを懲戒することができる。
₂　懲戒は、譴責、謹慎、停学及び退学とする。
₃　前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
　 　性行不良で改善の見込みがないと認められる者
　 　学業不振で成業の見込みがないと認められる者
　 　正当の理由がなくして出席常でない者
　 　本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
　　　第14章　付属施設
　（図書館等）
第 66条　本学に、図書館、体育館、産業経営研究所、海外事情研究所、社会福祉研究所、ｅ－キャンパスセンター、外国語研
修センター、高度学術研究支援センター及び教育センターを付設する。
₂　付属施設に関する詳細は、別に定める。
　（学生寮）
第67条　本学に、学生寮を置く。
₂　学生寮に関する詳細は、別に定める。
　　　附　則
₁．本学則は、昭和29年₄月₁日から施行する。
₂．この改正は、昭和35年₄月₁日から施行する。
₃．この改正は、昭和39年₄月₁日から施行する。
₄．この改正は、昭和42年₄月₁日から施行する。
₅．この改正は、昭和43年₄月₁日から施行する。
₆．この改正は、昭和45年₄月₁日から施行する。
₇．この改正は、昭和48年₄月₁日から施行する。
₈ ．この改正は、昭和51年₄月₁日から施行する。ただし、第11条第₁項第₃号の経済学部経済学科の必修科目・単位・第14
条第₁項の表の専門教育科目の経済学部必修単位及び第35条の授業料の徴収方法の各改正規定は、昭和51年度の入学者から
適用する。
₉．この改正は、昭和54年₄月₁日から施行する。
10．この改正は、昭和56年₄月₁日から施行する。
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11．この改正は、昭和57年₄月₁日から施行する。
12． この改正学則施行に当り、現に第₂年次以上に在学中の者については、第11条、第12条及び第15条の₂の規定の適用は、
なお従前の例による。
13．この改正は、昭和59年₄月₁日から施行する。
14． この改正学則施行に当り、現に第₂年次以上に在学中の者については、第11条、第12条及び第15条の₂の規定の適用は、
なお従前の例による。
15． この改正学則施行の際、昭和59年度から昭和61年度においては、商学部経営学科の総定員は、第₄条の規定にかかわらず
それぞれ次のとおりとする。

昭和59年度 100名
昭和60年度 200名
昭和61年度 300名

16．この改正は、昭和60年₄月₁日から施行する。
17． この改正学則施行に当り、現に第₂年次以上に在学中の者については、第10条及び第14条の規定の適用は、なお従前の例
による。
18．この改正は、昭和61年₄月₁日から施行する。
19． この改正学則施行の際、昭和61年度から昭和74年度においては商学部商学科第一部、商学部経営学科、経済学部経済学科
の入学定員は第₄条の規定にかかわらず次のとおりとする。

学　部・学　科 入学定員
商学部商学科第一部 400名
商 学 部 経 営 学 科 150名
経 済学部経済学科 400名

20．この改正は、昭和63年₄月₁日から施行する。
21．この改正は、平成₁年₄月₁日から施行する。
22 ． この改正学則施行に当り、現に第₂年次以上に在学中の者については、第35条の規定適用は、なお従前の例によるが、第
₂期分（第一部）・₆月分（第二部）の納入期限は₆月25日までとする。
23．この改正は、平成₂年₄月₁日から施行する。
24． この改正学則施行に当り、現に第₂年次以上に在学中の者については、第11条、第12条、第14条及び第15条の₂の規定の
適用は、なお従前の例による。
25． この学則施行の際、平成₂年度から平成₄年度においては、商学部経営学科、経済学部経済学科及び経済学部国際経済学
科の総定員は、第４条の規定にかかわらず、それぞれ次のとおりとする。

商学部経営学科 経済学部経済学科 経済学部国際経済学科
平成₂年度 450名 1,150名 150名
平成₃年度 500名 1,100名 300名
平成₄年度 550名 1,050名 450名

26． この改正は、平成₃年₄月₁日から施行する。ただし、第11条第₁項第₄号、第11条第₁項第₅号、第12条第₁項第₃号
及び第15条の₂の各改正規定は、平成₂年度の入学者から適用する。
27． この改正学則施行の際、平成₃年度から平成11年度においては商学部商学科第一部、商学部経営学科、経済学部経済学科、
経済学部国際経済学科の入学定員は、第₄条の規定にかかわらず、それぞれ次のとおりとする。

学　部 学　　科 入学定員

商  学  部
商学科第一部 500名
経  営  学  科 250名

経済学部
経  済  学  科 400名
国際経済学科 250名

28．この改正は、平成₄年₁月₁日から施行する。
29．この改正は、平成₄年₄月₁日から施行する。
30． この改正学則施行に当り、現に第₂年次以上に在学中の者については、第11条、第14条、第36条の規定の適用は、なお従
前の例による。
31．この改正は、平成₅年₄月₁日から施行する。
32． この改正学則施行に当り、現に第₂年次以上に在学中の者については、第12条、第16条、第47条の規定の適用は、なお従
前の例による。
33．この改正は、平成₅年₉月24日から施行し、平成₅年₄月₁日から適用する。
34．この改正は、平成₆年₄月₁日から施行する。
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35． この改正学則施行に当り、現に第₂年次以上に在学中の者については、第12条（ただし、経済学部国際経済学科のみ）、
第17条（ただし、経済学部国際経済学科のみ）、第50条の規定の適用は、なお従前の例による。
36．この改正は、平成₇年₄月₁日から施行する。
37． この改正学則施行に当り、現に第₂年次以上に在学中の者については、第12条（ただし、経済学部経済学科の第₂年次・
第₃年次の演習及び経済学部国際経済学科の第₂年次・第₃年次の演習については、別表₁のとおりとする。）、第13条、第
17条（ただし、経済学部経済学科の第₂年次・第₃年次及び経済学部国際経済学科の第₂年次・第₃年次については、別表
₂のとおりとする。）及び第50条の規定の適用は、なお従前の例による。
別表₁（第12条関係）
学部 学科 学　年 改　　正　　前 改　　正　　後

経
　
済
　
学
　
部

経  

済  

学  

科

第  ₂  年  次 演 習 Ⅱ 演 習 Ⅱ （ 甲 ）

演 習 Ⅲ 演 習 Ⅲ （ 甲 ）
第  ₂  年  次 演 習 Ⅲ （ 乙 ）
第  ₃  年  次 演 習 Ⅳ 演習Ⅳ（甲）（卒業論文を含む ）

演 習 Ⅳ （ 乙 ）

国  

際  

経  

済  

学  

科

第  ₂  年  次

外 書 講 読 演 習 演 習 Ⅱ （ 甲 ）

演 習 Ⅱ 演 習 Ⅲ （ 甲 ）
演 習 Ⅲ （ 乙 ）

演 習 Ⅲ 演習Ⅳ（甲）（卒業論文を含む ）
演 習 Ⅳ （ 乙 ）

第  ₃  年  次
外 書 講 読 演 習 Ⅱ 演 習 Ⅲ （ 甲 ）

演 習 Ⅲ （ 乙 ）

演 習 演習Ⅳ（甲）（卒業論文を含む ）
演 習 Ⅳ （ 乙 ）

別表２（第17条関係）
学部 学科 学　年 改　　正　　前 改　　正　　後

経
　
済
　
学
　
部

経
済
学
科

第  ₂  年  次 必修22単位、選択必修66単位を含めて自 必修18単位、選択必修66単位を含めて自
第  ₃  年  次 己の属する学科の科目124単位以上 己の属する学科の科目124単位以上

国
際
経
済
学
科

第  ₂  年  次
必修16単位、選択必修82単位を含めて自 必修12単位、選択必修82単位を含めて自
己の属する学科の科目124単位以上 己の属する学科の科目124単位以上

第  ₃  年  次
（専門教育科目） （専門教育科目）

必修32単位もしくは、36単位を含めて自 必修24単位もしくは、28単位を含めて自
己の属する学科の科目80単位以上 己の属する学科の科目80単位以上

38．この改正は、平成₈年₄月₁日から施行する。
39 ．この改正学則施行に当り、現に第₂年次以上に在学中の者については、第12条、第50条の規定の適用は、なお従前の例に
よる。
40．この改正は、平成₉年₄月₁日から施行する。
41． この改正学則施行の際、平成₉年度から平成11年度においては商学部第一部商学科及び経済学部経済学科の入学定員は、
第₆条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

学　　部 学　　科 入学定員
商学部第一部 商  学  科 350名
経  済  学  部 経済学科 350名

42．この改正学則施行に当り、現に第₂年次以上に在学中の者については、第50条の規定の適用は、なお従前の例による。
43．この改正は、平成10年₄月₁日から施行する。
44 ．この改正学則施行に当り、現に第₂年次以上に在学中の者については、第12条、第13条及び第17条の規定の適用は、なお
従前の例による。
45．この改正は、平成11年₄月₁日から施行する。
46．この改正は、平成12年₄月₁日から施行する。
47 ．この学則施行の際、平成12年度・平成13年度においては商学部第一部商学科及び経済学部経済学科の入学定員は、第₆条
の規定にかかわらず、次のとおりとする。

商学部第一部商学科 経済学部経済学科
平成12年度 350名 350名
平成13年度 350名 350名
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48． この学則施行に当り、現に第₂年次以上に在学中の者については、第12条、第13条、第17条、第18条、第21条及び第22条
の規定の適用は、なお従前の例による。
49．この改正は、平成13年₄月₁日から施行する。
50．この学則施行の際、平成13年度の商学部第一部商学科及び経済学部経済学科の入学定員は、第₆条の規定のとおりとする。
51． この改正学則施行に当り、現に第₂年次以上に在学中の者については、第12条（ただし、第10号社会福祉学部福祉環境学
科を除く）、第17条、第22条、第26条、第27条及び第28条の規定の適用は、なお従前の例による。
52．この改正は、平成14年₄月₁日から施行する。
53． この改正学則施行に当り、現に第₂年次以上に在学中の者については、第12条、第15条、第17条の規定の適用は、なお従
前の例による。
54．この改正は、平成16年₄月₁日から施行する。
55． この改正学則施行に当り、現に第₂年次以上に在学中の者については、第12条、第15条、第17条の規定の適用は、なお従
前の例による。
56．この改正は、平成17年₄月₁日から施行する。
57． この改正学則施行に当り、現に第₂年次以上に在学中の者については、第12条の規定の適用は、なお従前の例による。た
だし、第₈号外国語学部東アジア学科及び第11号社会福祉学部福祉環境学科については、平成16年度の入学者から適用する。
58．この改正は、平成18年₄月₁日から施行する。
59． この改正学則施行に当り、現に第₂年次以上に在学中の者については、第12条、第17条、第22条（司書資格のホスピタリ
ティ・マネジメント学科を除く）の規定の適用は、なお従前の例による。
60．この改正は、平成19年₄月₁日から施行する。
61． この改正学則の施行に当り、現に₂年次以上に在学中の者については、第12条及び第17条の規定の適用は、なお従前の例
による。
62．この改正は、平成20年₄月₁日から施行する。
63．この改正学則の施行に当り、現に₂年次以上に在学中の者については、第12条の規定の適用は、なお従前の例による。
64．この改正は、平成21年₄月₁日から施行する。
65． この改正学則の施行に当り、現に₂年次以上に在学中の者については、第22条の₂ないし第22条の₄については、適用
　しない。
66． この改正学則の施行に当り、現に₂年次以上に在学中の者については、第12条、第17条、第21条、第22条及び第50条の規
定の適用は、なお従前の例による。
67．この改正は、平成22年₄月₁日から施行する。
68．この改正学則の施行に当り、現に₂年次以上に在学中の者については、第12条の規定の適用は、なお従前の例による。
69．この改正学則の施行に当り、第22条の₅の規定については、平成21年度の入学者から適用する。
70．この改正は、平成23年₄月₁日から施行する。
71． この改正学則の施行に当り、現に₂年次以上に在学中の者については、第12条および第17条の規定の適用は、なお従前の
例による。
72．この改正は、平成24年₄月₁日から施行する。
73. 　この改正学則の施行に当り、現に₂年次以上に在学中の者については、第12条および第17条の規定の適用は、なお従前
の例による。

74．この改正は、平成25年₄月₁日から施行する。
75． この改正学則の施行に当り、現に₂年次以上に在学中の者については、第12条、第17条および第50条の規定の適用は、な
お従前の例による。
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　（総則）

第１条　第一部商学科（以下「本学科」という。）の授業科目の履修に関しては、熊本学園大学学則（以下「学則」という。）

第１１条から第３０条までの規定及び本規程の定めるところによる。

　（授業科目の構成）

第２条　本学科における授業科目は、商学科という枠組みの中で専門教育を行うとともに、我々を取り巻く社会構造の変化・

情報化・国際化に対応するための幅広い教養と総合的判断力をもった人間を養成することを目的として体系づけられたもの

である。

２　授業科目は、第１年次「基礎科目」、第２年次「発展科目」、第３・４年次「応用科目」の順に体系づけられているので、

履修者は各該当年次において、既修得科目の専門性の度合いを考慮しつつ履修することになる。

３　授業科目は、科目の性格上、「学部専修科目」「単位互換科目」「自己能力開発科目」「総合教育科目」「国際文化科目」「健

康科学」の６つの科目群から構成されている。

　（卒業要件）

第３条　卒業に必要な最低修得単位数は、１２４単位とし、その内訳は次のとおりとする。

　　�　学部専修科目からは、選択必修５８単位を含む７４単位

　　�　総合教育科目からは、選択必修２０単位

　　�　国際文化科目からは、必修として英語ⅠＡ・ⅠＢ及びⅡＡ・ⅡＢの計４単位、選択必修として英語以外の１外国語Ⅰ

Ａ・ⅠＢ及びⅡＡ・ⅡＢの計４単位、合計８単位

　　�　健康科学からは、選択必修２単位

　　�　その他、すべての科目群の中から２０単位を選択して修得しなければならない。これらの単位は自由選択科目に算定さ

れる。ただし、職業指導は卒業要件単位には含まれない。

　（各科目群の履修方法）

第４条　各科目群の履修に関しては、次のとおりとする。

２　学部専修科目

　　�　基礎科目のうち、基礎演習、流通論入門、金融論入門、会計学入門、経営学入門、情報処理入門、基礎簿記のうち１０

単位が選択必修。

　　�　基礎科目及び発展科目の中から、前号と合わせて３０単位が選択必修。

　　�　応用科目のうち、演習、流通系、金融系、会計系の科目の中から２８単位が選択必修。ただし、応用演習Ⅱと総合演習

のいずれか１科目が選択必修。

　　�　さらに、学部専修科目及び単位互換科目の中から１６単位を選択。

３　総合教育科目

　　「人間と文化」の科目の中から４単位、「自然と生命」の科目の中から４単位、「社会と人間」の科目の中から８単位、

「歴史と現代」あるいは「現代の課題」の科目の中から４単位、合計２０単位が選択必修。

４　国際文化科目

　　�　外国語科目のうち、英語のⅠＡ・ⅠＢ及びⅡＡ・ⅡＢが必修。

　　�　英語以外の外国語科目のうち、１外国語のⅠＡ・ⅠＢ及びⅡＡ・ⅡＢが選択必修。

５　健康科学

　　健康科学Ａ、健康科学ＢⅠ、健康科学ＢⅡのうち２単位が選択必修。

６　自由選択科目

　　各科目群の所要単位を超えて修得した単位は自由選択科目の修得単位として２０単位まで算定される。

　（演習の履修方法）

第５条　基礎演習・応用演習Ⅰ・応用演習Ⅱの履修方法については、次のとおりとする。

　　�　基礎演習は、第１年次においてのみ履修できる。

　　�　応用演習Ⅰは、第３年次においてのみ履修できる。

　　�　応用演習Ⅱを履修するためには、応用演習Ⅰを修得していなければならない。

　　�　応用演習Ⅱにおいては、原則として、応用演習Ⅰと同一教員の指導を受けるものとする。

　　�　応用演習Ⅱを修得するためには、その履修年度内に１万２千字以上の論文を提出しなければならない。

２　総合演習を履修する者は、その履修年度内に報告書を提出しなければならない。

　（履修制限）

第６条　１年間に履修できる単位数は、春学期・秋学期合わせて、第１年次から第３年次においては４８単位までとし、第４年

次以上においては５０単位までとする。ただし、学期毎の上限は各学年いずれも３０単位とする。

第一部商学科授業科目履修規程
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２　�　「職業指導」、「教職に関する科目」、「司書及び司書教諭に関する科目」及び「レクリエーション・インストラクター、

（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格（以下「レクリエーション・インストラクター

等」という。）養成課程に関する科目」の単位は、履修制限の枠外とする。

　　�　第７条及び第８条において履修を認められた科目・単位は、各学年で定める履修制限内に含むものとする。ただし、

派遣留学生に関する規程の交換留学生について換算認定した単位は、履修制限の枠外とする。

３　同一授業時限に２科目以上を重複して履修することはできない。

４　他学部、他学科に開設されている科目は、次項及び第１８条に定める場合を除き履修することはできない。

５　�　教授会において特別に認められた場合は、経営学科に開設されている科目の受講を認めることができる。この場合、

修得した科目単位のうち本学科の科目に読み替えられない科目については、自由選択科目とする。

　　�　本学科に在学する学生が、外国語学部の日本語教員養成課程の履修を許可された場合は、日本語教育養成課程の必修

科目のうち、本学科に開設されていない科目を英米学科で履修することができる。ただし、各学年で定める履修制限の

枠外とし、修得した科目単位は卒業要件に算入しない。

６　下学年次に開設されている科目は履修できるが、上学年次に開設されている科目は履修できない。ただし、第１８条に定め

る場合は、その限りではない。

７　すでに単位を修得した科目の再履修はできない。

８　年度内において、春学期・秋学期ともに同一授業科目が開設されている場合、特別に指定した科目以外は秋学期の再履修

を認めない。

９　春学期だけ、又は秋学期だけ週２回開講されている科目を履修する場合、週２回それぞれ履修し、かつ受講しなければな

らない。

　（他の大学又は短期大学及び他学部・他学科受講制度における授業科目の履修等）

第７条　本学科に在学する学生が他の大学又は短期大学及び他学部・他学科受講制度において履修した授業科目について、教

育上有益と認めるときは、６０単位を限度として本学科における授業科目を履修したものと認める（学則第２６条参照）。

　（大学以外の教育施設等における学修）

第８条　本学科に在学する学生が短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、

教育上有益と認めるときは、前条により本学科において修得したものと認める単位数と合わせて、６０単位を限度として本学

科における授業科目を履修したものと認める（学則第２７条参照）。

　（修得単位等の認定）

第９条　本学科に在学する学生が、学則第２６条、第２７条の規定により修得した科目・単位については、教授会の議を経て、本

学科における授業科目・単位を修得したものとして認める。

　（入学前の既修得単位等の認定）

第１０条　本学科に在学する学生が、本学科に入学する以前に大学又は短期大学において履修した授業科目について、教育上有

益と認めるときは、第７条及び第８条により本学科において修得したものとみなす単位数と合わせて、６０単位を限度として

本学科における授業科目を修得したものとみなすことができる。

　（教職課程の科目の履修方法）

第１１条　教職課程の履修によって取得できる教員免許状は、「商業」を免許教科とする高等学校教諭第一種免許状である。

２　免許状を取得するための履修科目等については、「教職課程履修に関する規程」による。

　（司書及び司書教諭課程の科目の履修方法）

第１２条　司書及び司書教諭課程の履修によって取得できる資格は「司書」及び「司書教諭」である。

２　司書及び司書教諭の資格を取得するための履修科目等については、「司書及び司書教諭課程の履修に関する規程」による。

　（レクリエーション・インストラクター等養成課程に関する科目の履修方法）

第１３条　レクリエーション・インストラクター等養成課程に関する履修科目等については、「レクリエーション・インストラ

クター等養成課程の履修に関する規程」による。

　（転学部・転学科・転部、編入学、転入学、再入学及び復学者の履修方法）

第１４条　転学部・転学科・転部、編入学、転入学、再入学した者及び復学者の履修方法は、特に定めのない限り、在学する学

年の本学科の一般学生の場合と同様とする。

　（編入学・転入学者の単位等の認定）

第１５条　編入学・転入学した者の単位等の認定は、次のとおりとする。

　　�　認定できる単位数は６２単位を上限とする。

　　�　総合教育科目として２０単位、健康科学科目として２単位、自由選択科目として２０単位を一括認定する。

　　�　外国語科目を履修していれば、８単位を上限に外国語科目として一括認定する。

　　�　学部専修科目の基礎演習は修得したものとして認定する。

　　�　認定合計が６２単位となるよう、残余の単位を８単位から１６単位の範囲で、学部専修科目の選択科目として一括認定する。
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　（転学部・転学科・転部者の単位認定）

第１５条の２　転学部・転学科・転部した者の科目単位のうち本学科の科目に読み替えられない科目については、自由選択科目

とする。

　（外国人留学生の履修方法）

第１６条　学則第５６条によって本学科に入学を許可された外国人留学生が、「日本語」を履修し、修得した単位は「外国語」の

単位として振替えることができる。ただし、母国語である「外国語」科目の履修はできない。

２　第１項の外国人留学生が「日本事情ⅠＡ」、「日本事情ⅠＢ」を履修し、修得した単位は「人間と文化」、「日本事情ⅡＡ」、

「日本事情ⅡＢ」を履修し、修得した単位は「社会と人間」、「日本事情ⅢＡ」、「日本事情ⅢＢ」を履修し、修得した単位は

「自然と生命」に開設されている１科目の単位として、それぞれ振替えることができる。

３　第１項の外国人留学生が「日本文化演習ⅠＡ」、「日本文化演習ⅠＢ」、「日本文化演習ⅡＡ」、「日本文化演習ⅡＢ」を履修

し、修得した単位は自由選択科目とする。

４　前３項の規定は、学則第５７条によって本学科に入学を許可された中国引揚者等子女についても準用する。

　（特別受講）

第１７条　第２年次以上の学生で、履修しようとする科目が授業時間割上重複するために、本学科では必要な科目を履修するこ

とができない場合には（演習を除く）、第二部商学科の授業を受講することを認める。

　この場合、試験は第二部商学科において受けなければならない。

２　前項の特別受講をする場合は、所定の期間内に「特別受講許可願」を教務課に提出しなければならない。

　（他学部・他学科受講制度）

第１８条　本学科に開設されていない科目を他学部又は他学科において受講することを他学部・他学科受講という。

２　受講できる科目は、別に定める。

３　第１項により履修を希望する場合は、所定の期間内に「他学部・他学科受講許可願」を教務課に提出しなければならない。

４　第１項の規定にかかわらず、受講者数を制限することがある。

５　修得できる単位は、在学期間を通じて１２単位を超えない範囲とする。

６　修得した単位は、その科目区分を「自由選択科目」として卒業要件単位に算入する。

　（履修届）

第１９条　授業科目を履修する学生は、履修する科目を選定し、所定の「授業科目履修届」（以下「履修届」という。）を所定の

期間内に教務課に提出しなければならない。

　履修届を所定の期間内に提出しない者は、修学の意思がないものとみなし、除籍する。

２　履修届を提出していない科目は、たとえ受講し、かつ試験を受けても無効とする。

３　いったん提出した履修届については、原則として、科目の変更又は科目の追加を認めない。

　　　附　則

１　この規程は、平成１６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行に際し、平成１５年度以前入学者については、従前の「第一部商学科授業科目履修規程（平成１５年度以前入

学者）」を適用する。

３　この規程は、平成１６年度以降入学者について適用する。

４　この改正は、平成１７年４月１日から施行する。

５　第７条及び第１８条の規定については、現に第２年次以上に在学中の者についても適用する。

６　この改正は、平成１８年４月１日から施行する。

７　第１５条の２の規定については、現に第２年次以上に在学中の者についても適用する。

８　この改正は、平成１９年４月１日から施行する。

９　第１５条の規定については、平成１９年度の編入学・転入学者から適用する。

１０　この改正は、平成２１年４月１日から施行する。

１１　この改正規程の施行に際し、現に第２年次以上に在学中の者については、第６条の規定の適用は、なお従前の例による。

１２　この改正は、平成２２年４月１日から施行する。

１３　第１６条の規定については、現に第２年次以上に在学中の者についても適用する。

１４　この改正は、平成２４年４月１日から施行する。
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　（総則）

第１条　経営学科（以下「本学科」という。）の授業科目の履修に関しては、熊本学園大学学則（以下「学則」という。）第１１

条から第３０条までの規定及び本規程の定めるところによる。

　（授業科目の構成）

第２条　本学科における授業科目は、経営学科としての専門教育を行うとともにグローバル化時代にふさわしい幅広い知識と

総合的判断力を有する人間教育に資するよう体系づけられている。

２　授業科目は、第１年次「基礎科目」、第２年次「発展科目」、第３・４年次「応用科目」の順に体系づけられているので、

履修者は各該当年次において、既修得科目の専門性の度合いを考慮しつつ履修することになる。

３　授業科目は、科目の性格上、「学部専修科目」「単位互換科目」「自己能力開発科目」「総合教育科目」「国際文化科目」「健

康科学」の６つの科目群から構成されている。

　（卒業要件）

第３条　卒業に必要な最低修得単位数は、１２４単位とし、その内訳は次のとおりとする。

　　�　学部専修科目からは、選択必修５８単位を含む７４単位

　　�　総合教育科目からは、選択必修２０単位

　　�　国際文化科目からは、必修として英語ⅠＡ・ⅠＢ及びⅡＡ・ⅡＢの計４単位、選択必修として英語以外の１外国語Ⅰ

Ａ・ⅠＢ及びⅡＡ・ⅡＢの計４単位、合計８単位

　　�　健康科学からは、選択必修２単位

　　�　その他、すべての科目群の中から２０単位を選択して修得しなければならない。これらの単位は自由選択科目に算定さ

れる。ただし、職業指導は卒業要件単位には含まれない。

　（各科目群の履修方法）

第４条　各科目群の履修に関しては、次のとおりとする。

２　学部専修科目

　　�　基礎科目のうち、基礎演習、流通論入門、金融論入門、会計学入門、経営学入門、情報処理入門、基礎簿記のうち１０

単位が選択必修。

　　�　基礎科目及び発展科目の中から、前号と合わせて３０単位が選択必修。

　　�　応用科目のうち、演習、経営系、情報系、会計系の科目の中から２８単位が選択必修。ただし、応用演習Ⅱと総合演習

のいずれか１科目が選択必修。

　　�　さらに、学部専修科目及び単位互換科目の中から１６単位が選択。

３　総合教育科目

　　「人間と文化」の科目の中から４単位、「自然と生命」の科目の中から４単位、「社会と人間」の科目の中から８単位、「歴

史と現代」あるいは「現代の課題」の科目の中から４単位、合計２０単位が選択必修。

４　国際文化科目

　　�　外国語科目のうち、英語のⅠＡ・ⅠＢ及びⅡＡ・ⅡＢが必修。

　　�　英語以外の外国語科目のうち、１外国語のⅠＡ・ⅠＢ及びⅡＡ・ⅡＢが選択必修。

５　健康科学

　　健康科学Ａ、健康科学ＢⅠ、健康科学ＢⅡのうち２単位が選択必修。

６　自由選択科目

　　各科目群の所要単位を超えて修得した単位は自由選択科目の修得単位として２０単位まで算定される。

　（演習の履修方法）

第５条　基礎演習・発展演習・応用演習Ⅰ・応用演習Ⅱの履修方法については、次のとおりとする。

　　�　基礎演習は、第１年次においてのみ履修できる。

　　�　発展演習は、第２年次においてのみ履修できる。

　　�　応用演習Ⅰは、第３年次においてのみ履修できる。

　　�　応用演習Ⅱを履修するためには、応用演習Ⅰを修得していなければならない。

　　�　応用演習Ⅱにおいては、原則として、応用演習Ⅰと同一教員の指導を受けるものとする。

　　�　応用演習Ⅱを修得するためには、その履修年度内に１万２千字以上の論文を提出しなければならない。

２　総合演習を履修する者は、その履修年度内に報告書を提出しなければならない。

　（履修制限）

第６条　１年間に履修できる単位数は、春学期・秋学期合わせて、第１年次から第３年次においては４８単位までとし、第４年

次以上においては５０単位までとする。ただし、学期毎の上限は各学年いずれも３０単位とする。

経営学科授業科目履修規程
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２　�　「職業指導」、「教職に関する科目」、「司書及び司書教諭に関する科目」及び「レクリエーション・インストラクター、

（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格（以下「レクリエーション・インストラクター

等」という。）養成課程に関する科目」の単位は、履修制限の枠外とする。

　　�　第７条及び第８条において履修を認められた科目・単位は、各学年で定める履修制限内に含むものとする。ただし、

派遣留学生に関する規程の交換留学生について換算認定した単位は、履修制限の枠外とする。

３　同一授業時限に２科目以上を重複して履修することはできない。

４　他学部、他学科に開設されている科目は、次項及び第１８条に定める場合を除き履修することはできない。

５　本学科に在学する学生が、外国語学部の日本語教員養成課程の履修を許可された場合は、日本語教員養成課程の必修科目

のうち、本学科に開設されていない科目を英米学科で履修することができる。ただし、各学年で定める履修制限の枠外とし、

修得した科目単位は卒業要件に算入しない。

６　下学年次に開設されている科目は履修できるが、上学年次に開設されている科目は履修できない。ただし、第１８条に定め

る場合は、その限りではない。

７　すでに単位を修得した科目の再履修はできない。

８　年度内において、春学期・秋学期ともに同一授業科目が開設されている場合、特別に指定した科目以外は秋学期の再履修

を認めない。

９　春学期だけ、又は秋学期だけ週２回開講されている科目を履修する場合、週２回それぞれ履修し、かつ受講しなければな

らない。

　（他の大学又は短期大学及び他学部・他学科受講制度における授業科目の履修等）

第７条　本学科に在学する学生が他の大学又は短期大学及び他学部・他学科受講制度において履修した授業科目について、教

育上有益と認めるときは、６０単位を限度として本学科における授業科目を履修したものと認める（学則第２６条参照）。

　（大学以外の教育施設等における学修）

第８条　本学科に在学する学生が短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、

教育上有益と認めるときは、前条により本学科において修得したものと認める単位数と合わせて、６０単位を限度として本学

科における授業科目を履修したものと認める（学則第２７条参照）。

　（修得単位等の認定）

第９条　本学科に在学する学生が、学則第２６条、第２７条の規定により修得した科目・単位については、教授会の議を経て、本

学科における授業科目・単位を修得したものとして認める。

　（入学前の既修得単位等の認定）

第１０条　本学科に在学する学生が、本学科に入学する以前に大学又は短期大学において履修した授業科目について、教育上有

益と認めるときは、第７条及び第８条により本学科において修得したものとみなす単位数と合わせて、６０単位を限度として

本学科における授業科目を修得したものとみなすことができる。

　（教職課程の科目の履修方法）

第１１条　教職課程の履修によって取得できる教員免許状は、「商業」及び「情報」を免許教科とする高等学校教諭第一種免許

状である。

２　免許状を取得するための履修科目等については、「教職課程履修に関する規程」による。

　（司書及び司書教諭課程の科目の履修方法）

第１２条　司書及び司書教諭課程の履修によって取得できる資格は「司書」及び「司書教諭」である。

２　司書及び司書教諭の資格を取得するための履修科目等については、「司書及び司書教諭課程の履修に関する規程」による。

　（レクリエーション・インストラクター等養成課程に関する科目の履修方法）

第１３条　レクリエーション・インストラクター等養成課程に関する履修科目等については、「レクリエーション・インストラ

クター等養成課程の履修に関する規程」による。

　（編入学、転入学、再入学及び復学者の履修方法）

第１４条　編入学、転入学、再入学した者及び復学者の履修方法は、特に定めのない限り、在学する学年の一般学生の場合と同

様とする。

　（編入学・転入学者の単位等の認定）

第１５条　編入学・転入学した者の単位等の認定は、次のとおりとする。

　　�　認定できる単位数は６２単位を上限とする。

　　�　総合教育科目として２０単位、健康科学科目として２単位、自由選択科目として２０単位を一括認定する。

　　�　外国語科目を履修していれば、８単位を上限に外国語科目として一括認定する。

　　�　学部専修科目の基礎演習は修得したものとして認定する。

　　�　認定合計が６２単位となるよう、残余の単位を８単位から１６単位の範囲で、学部専修科目の選択科目として一括認定する。
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　（外国人留学生の履修方法）
第�16条　学則第56条によって本学科に入学を許可された外国人留学生が、「日本語」を履修し、修得した単位は「外国語」の
単位として振替えることができる。ただし、母国語である「外国語」科目の履修はできない。
₂ 　第₁項の外国人留学生が「日本事情ⅠＡ」、「日本事情ⅠＢ」を履修し 、修得した単位は「人間と文化」、「日本事情ⅡＡ」、
「日本事情ⅡＢ」を履修し、修得した単位は「社会と人間」、「日本事情ⅢＡ」、「日本事情ⅢＢ」を履修し 、修得した単位は
　「自然と生命」に開設されている₁科目の単位として、それぞれ振替えることができる。
₃ 　第₁項の外国人留学生が「日本文化演習ⅠＡ」、「日本文化演習ⅠＢ」、「日本文化演習ⅡＡ」、「日本文化演習ⅡＢ」を履修
し、修得した単位は自由選択科目とする。
₄　前₃項の規定は、学則第57条によって本学科に入学を許可された中国引揚者等子女についても準用する。
　（特別受講）
第 17条　第₂年次以上の学生で、履修しようとする科目が授業時間割上重複するため、本学科では必要な科目を履修すること
ができない場合には（演習を除く）、第二部商学科の授業を受講することを認める。
　　この場合、試験は第二部商学科において受けなければならない。
₂　前項の特別受講をする場合は、所定の期間内に「特別受講許可願」を教務課に提出しなければならない。
　（他学部・他学科受講制度）
第18条　本学科に開設されていない科目を他学部又は他学科において受講することを他学部・他学科受講という。
₂　受講できる科目は、別に定める。
₃　第₁項により履修を希望する場合は、所定の期間内に「他学部・他学科受講許可願」を教務課に提出しなければならない。
₄　第₁項の規定にかかわらず、受講者数を制限することがある。
₅　修得できる単位は、在学期間を通じて12単位を超えない範囲とする。
₆　修得した単位は、その科目区分を「自由選択科目」として卒業要件単位に算入する。
　（履修届）
第�19条　授業科目を履修する学生は、履修する科目を選定し、所定の「授業科目履修届」（以下「履修届」という。）を所定の
期間内に教務課に提出しなければならない。
　　履修届を所定の期間内に提出しない者は、修学の意思がないものとみなし、除籍する。
₂　履修届を提出していない科目は、たとえ受講し、かつ試験を受けても無効とする。
₃　いったん提出した履修届については、原則として、科目の変更又は科目の追加を認めない。
　　附　則
₁　この規程は、平成16年₄月₁日から施行する。
₂ 　この規程の施行に際し、平成15年度以前入学者については、従前の「経営学科授業科目履修規程（平成15年度以前入学者）」
を適用する。
₃　この規程は、平成16年度以降入学者について適用する。
₄　この改正は、平成17年₄月₁日から施行する。
₅　第₇条及び第18条の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
₆　この改正は、平成19年₄月₁日から施行する。
₇　第15条の規定については、平成19年度の編入学・転入学者から適用する。
₈　この改正は、平成21年₄月₁日から施行する。
₉　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₆条の規定の適用は、なお従前の例による。
10　この改正は、平成22年₄月₁日から施行する。
11　第16条の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
12　この改正は、平成24年₄月₁日から施行する。
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ホスピタリティ・マネジメント学科授業科目履修規程

　（総則）
第�₁条　ホスピタリティ・マネジメント学科（以下「本学科」という。）の授業科目の履修に関しては 、熊本学園大学学則
　（以下「学則」という。）第11条から第30条までの規定及び本規程の定めるところによる。
　（授業科目の構成）
第�₂条　本学科における授業科目は、ホスピタリティ・マネジメント学科としての専門教育を行うとともにグローバル化時代
にふさわしい幅広い知識と総合的判断力を有する人間教育に資するよう体系づけられている。
₂ 　授業科目は、第₁年次「基礎科目」、第₂年次「発展科目」、第₃・₄年次「応用科目」の順に体系づけられているので、
履修者は各該当年次において、既修得科目の専門性の度合いを考慮しつつ履修することになる。
₃ 　授業科目は、科目の性格上、「学部専修科目」「単位互換科目」「自己能力開発科目」「総合教育科目」「国際文化科目」「健
康科学」の₆つの科目群から構成されている。
　（卒業要件）　
第₃条　卒業に必要な最低修得単位数は、124単位とし、その内訳は次のとおりとする。
　  　学部専修科目及び自己能力開発科目からは、必修₅単位、履修必修16単位、選択必修36単位を含む84単位
　  　総合教育科目からは、選択必修16単位
　  　国際文化科目からは、選択必修として、英語ⅠＡ・ⅠＢ・ⅡＡ・ⅡＢの中から₂単位と英語以外の₁外国語ⅠＡ・ⅠＢ・
ⅡＡ・ⅡＢの中から₂単位、合計₄単位

　  　健康科学からは、選択必修₂単位
　  　その他、すべての科目群の中から18単位を選択して修得しなければならない。これらの単位は自由選択科目に算定され
る。

　（各科目群の履修方法）
第₄条　各科目群の履修に関しては、次のとおりとする。
₂　学部専修科目
　 　応用科目のうち、卒論セミナーの₁科目₅単位が必修。
　  　基礎科目に配置された、観光と産業、ビジネスマナーⅠ、コミュニケーションとホスピタリティ、地域と交通、旅とホ
スピタリティ、フードビジネスとホスピタリティの₆科目、及び発展科目に配置された、ホスピタリティと経営戦略、ア
ジア文化とホスピタリティ、ライフマネジメント、接客会話（日英比較）の₄科目は履修必修科目のため必ず履修するこ
と。またその科目の中から₈科目16単位を修得すること。

　  　ホスピタリティ・セミナーⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの₄科目₈単位または、セメスターセミナーⅠあるいはセメスターセミナー
Ⅱのいずれか₁科目₂単位が選択必修。

　  　学部専修科目の選択必修科目のうち、ホスピタリティ・セミナーⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳを修得する場合は、学部専修科目の選
択必修科目の中から16単位、セメスターセミナーⅠあるいはセメスターセミナーⅡを修得する場合は、学部専修科目の選
択必修科目の中から22単位を修得しなければならない。

　 　さらに、学部専修科目及び単位互換科目の中から27単位が選択。
₃　自己能力開発科目
　　インターンシップ（12単位）、ホスピタリティと職業（₂単位）のいずれか₁科目が選択必修。
₄　学部専修等選択必修
　 　自己能力開発科目の選択必修科目のうち、インターンシップ（12単位）を修得しない場合は、学部専修科目、単位互換科
目、自己能力開発科目選択科目の中から10単位を修得しなければならない。
₅　総合教育科目
　 　「人間と文化」の科目の中から₄単位、「自然と生命」の科目の中から₄単位、「社会と人間」の科目の中から₄単位、「歴
史と現代」あるいは「現代の課題」の科目の中から₄単位、合計16単位が選択必修。
₆　国際文化科目
　 　英語ⅠＡ・ⅠＢ・ⅡＡ・ⅡＢのうち₂単位が選択必修。
　 　英語以外の外国語科目のⅠＡ・ⅠＢ・ⅡＡ・ⅡＢのうち、₁外国語₂単位が選択必修。
₇　健康科学
　　健康科学Ａ、健康科学ＢⅠ、健康科学ＢⅡのうち₂単位が選択必修。
₈　自由選択科目
　　各科目群の所要単位を超えて修得した単位は自由選択科目の修得単位として18単位まで算定される。
　（演習の履修方法）
第�₅条　卒論セミナー、ホスピタリティ入門セミナー、ホスピタリティ・セミナーⅠ、ホスピタリティ・セミナーⅡ、ホスピ
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タリティ・セミナーⅢ、ホスピタリティ・セミナーⅣ、セメスターセミナーⅠ、セメスターセミナーⅡの履修方法について
は、次のとおりとする。
　 　ホスピタリティ入門セミナーは、第１年次においてのみ履修できる。
　  　ホスピタリティ・セミナーⅡ・Ⅲ・Ⅳにおいては、原則として、ホスピタリティ・セミナーⅠと同一教員の指導を受け
るものとする。

　 　卒論セミナーを修得するためには、その履修年度内に₁万₂千字以上の論文を提出しなければならない。
　 　削除 　　
　  　削除
₂　削除
（履修制限）
第�₆条　₁年間に履修できる単位数は、春学期・秋学期合わせて、第₁年次から第₃年次においては48単位までとし、第₄年
次以上においては50単位までとする。ただし、学期毎の上限は各学年いずれも30単位とする。
₂　  　「司書に関する科目」及び「レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブ

メント指導員受験資格（以下「レクリエーション・インストラクター等」という。）養成課程に関する科目」の単位は、
履修制限の枠外とする。

　　  　第₇条及び第₈条において履修を認められた科目・単位は、各学年で定める履修制限内に含むものとする。ただし、
派遣留学生に関する規程の交換留学生について換算認定した単位は、履修制限の枠外とする。

₃　同一授業時限に₂科目以上を重複して履修することはできない。
₄　他学部、他学科に開設されている科目は、次項及び第16条に定める場合を除き履修することはできない。
₅ 　本学年に在学する学生が、外国語学部の日本語教員養成課程の履修を許可された場合は、日本語教員養成課程の必修科目
のうち、本学科に開設されていない科目を英米学科で履修することができる。ただし、各学年で定める履修制限の枠外とし、
修得した科目単位は卒業要件に算入しない。
₆ 　下学年次に開設されている科目は履修できるが、上学年次に開設されている科目は履修できない。ただし、第16条に定め
る場合は、その限りではない。
₇　すでに単位を修得した科目の再履修はできない。
₈ 　年度内において、春学期・秋学期ともに同一授業科目が開設されている場合、特別に指定した科目以外は秋学期の再履修
を認めない。
₉ 　春学期だけ、又は秋学期だけ週₂回開講されている科目を履修する場合、週₂回それぞれ履修し、かつ受講しなければな
らない。
　（他の大学又は短期大学及び他学部・他学科受講制度における授業科目の履修等）
第�₇条　本学科に在学する学生が他の大学又は短期大学及び他学部・他学科受講制度において履修した授業科目について、教
育上有益と認めるときは、60単位を限度として本学科における授業科目を履修したものと認める（学則第26条参照）。
　（大学以外の教育施設等における学修）
第�₈条　本学科に在学する学生が短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、
教育上有益と認めるときは、前条により本学科において修得したものと認める単位数と合わせて、60単位を限度として本学
科における授業科目を履修したものと認める（学則第27条参照）。
　（修得単位等の認定）
第�₉条　本学科に在学する学生が、学則第26条、第27条の規定により修得した科目・単位については、教授会の議を経て、本
学科における授業科目・単位を修得したものとして認める。
　（入学前の既修得単位等の認定）
第�10条　本学科に在学する学生が、本学科に入学する以前に大学又は短期大学において履修した授業科目について、教育上有
益と認めるときは、第₇条及び第₈条により本学科において修得したものとみなす単位数と合わせて、60単位を限度として
本学科における授業科目を修得したものとみなすことができる。
　（司書及び司書教諭課程の科目の履修方法）
第11条　司書及び司書教諭課程の履修によって取得できる資格は「司書」である。
₂　司書の資格を取得するための履修科目等については、「司書及び司書教諭課程の履修に関する規程」による。
　（レクリエーション・インストラクター等養成課程に関する科目の履修方法）
第�12条　レクリエーション・インストラクター等養成課程に関する履修科目等については、「レクリエーション・インストラ
クター等養成課程の履修に関する規程」による。
　（編入学、転入学、再入学及び復学者の履修方法）
第�13条　編入学、転入学、再入学した者及び復学者の履修方法は、特に定めのない限り、在学する学年の一般学生の場合と同
様とする。
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　（編入学・転入学者の単位等の認定）
第13条の₂　編入学・転入学した者の単位等の認定は、次のとおりとする。
　 　認定できる単位数は62単位を上限とする。
　 　総合教育科目として16単位、健康科学科目として₂単位、自由選択科目として18単位を一括認定する。
　 　外国語科目を履修していれば、₄単位を上限に外国語科目として一括認定する。
　 　学部専修科目の基礎科目に配置された演習は修得したものとして認定する。
　 　認定合計が62単位となるよう、残余の単位を18単位から22単位の範囲で、学部専修科目の選択科目として一括認定する。
　（外国人留学生の履修方法）
第�14条　学則第56条によって本学科に入学を許可された外国人留学生が、「日本語」を履修し、修得した単位は「外国語」の
単位として振替えることができる。ただし、母国語である「外国語」科目の履修はできない。
₂ 　第₁項の外国人留学生が「日本事情ⅠＡ」、「日本事情ⅠＢ」を履修し、修得した単位は「人間と文化」、「日本事情ⅡＡ」、
　 「日本事情ⅡＢ」を履修し、修得した単位は「社会と人間」、「日本事情ⅢＡ」、「日本事情ⅢＢ」を履修し、修得した単位は
「自然と生命」に開設されている₁科目の単位として、それぞれ振替えることができる。
₃ 　第₁項の外国人留学生が「日本文化演習ⅠＡ」、「日本文化演習ⅠＢ」、「日本文化演習ⅡＡ」、「日本文化演習ⅡＢ」を履修
し、修得した単位は自由選択科目とする。
₄　前₃項の規定は、学則第57条によって本学科に入学を許可された中国引揚者等子女についても準用する。
　（特別受講）
第�15条　第₂年次以上の学生で、履修しようとする科目が授業時間割上重複するため、本学科では必要な科目を履修すること
ができない場合には（演習を除く）、第二部商学科の授業を受講することを認める。
　　この場合、試験は第二部商学科において受けなければならない。
₂　前項の特別受講をする場合は、所定の期間内に「特別受講許可願」を教務課に提出しなければならない。
　（他学部・他学科受講制度）
第16条　本学科に開設されていない科目を他学部又は他学科において受講することを他学部・他学科受講という。
₂　受講できる科目は、別に定める。
₃　第₁項により履修を希望する場合は、所定の期間内に「他学部・他学科受講許可願」を教務課に提出しなければならない。
₄　第₁項の規定にかかわらず、受講者数を制限することがある。
₅　修得できる単位は、在学期間を通じて12単位を超えない範囲とする。
₆　修得した単位は、その科目区分を「自由選択科目」として卒業要件単位に算入する。
　（履修届）
第�17条　授業科目を履修する学生は、履修する科目を選定し、所定の「授業科目履修届」（以下「履修届」という。）を所定の
期間内に教務課に提出しなければならない。
　　履修届を所定の期間内に提出しない者は、修学の意思がないものとみなし、除籍する。
₂　履修届を提出していない科目は、たとえ受講し、かつ試験を受けても無効とする。
₃　いったん提出した履修届については、原則として、科目の変更又は科目の追加を認めない。

　　附　則
₁　この規程は、平成17年₄月₁日から施行する。
₂　この改正は、平成19年₄月₁日から施行する。
₃　第13条の₂の規定については、平成19年度の編入学・転入学者から適用する。
₄　この改正は、平成21年₄月₁日から施行する。
₅ 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₃条、第₄条、第₅条及び第₆条の規定の適
用は、なお従前の例による。
₆　この改正は、平成22年₄月₁日から施行する。
₇　第14条の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
₈　この改正は、平成24年₄月₁日から施行する。
₉　この改正は、平成25年₄月₁日から施行する。
10 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₃条、第₄条及び第₅条の規定の適用は、な
お従前の例による。
11　第13条の₂の規定については、平成23年度の編入学・転入学者から適用する。
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　（総則）

第１条　経済学科（以下「本学科」という。）の授業科目の履修に関しては、熊本学園大学学則（以下「学則」という。）第１１

条から第３０条までの規定及び本規程の定めるところによる。

第２条　本学科における授業科目は、経済学に関する専門的教育を行うとともに、幅広い教養と総合的判断力を養成すること

を目的に体系づけられたものである。

２　授業科目は、「専門科目」と「一般科目」及び「Ｄ群（職業教育）」に分かれている。

３　「専門科目」、別称「Ａ群」は、「必修科目」、「選択必修科目」及び「選択科目」に分かれている。「必修科目」は、経済系、

情報系に分かれている。「選択必修科目」は、経済系、情報系、経営・法律系に分かれ、また、「選択科目」もその系に準じ

て配置されている。さらに、「選択科目」には教職系を配置する。

３の２　高度な情報技術に関連した知識の習得を目指すコース（以下「情報コース」という。）が開設されている。情報コー

スを選択できる学生は、１年次の情報系の必修科目の成績上位の者から選抜する。

４　「一般科目」は、「BC群（人間と環境）」、「外国語」、「保健体育」の３つのブロックに分かれている。

５　本学科の目的とする少人数教育の中核となる演習は、次のように分類されている。

　　「入門セミナーⅠ、入門セミナーⅡ」は、１年次に配置された必修演習であり、論文、レポートの書き方、資料収集の方

法等について教育を行う。

　　「演習Ⅱ」、「演習Ⅲ」、「演習Ⅳ」は、それぞれ２年次、３年次、４年次のＡ群に配置された選択演習であり、３年間の学

習を通して卒業論文の作成をめざす。

６　「専門科目」に配置されている「国際事情演習（英語圏）、国際事情演習（中国）、国際事情演習（韓国）」は、一定の期

間外国の大学で学修し、所定の単位を履修する科目である。

　　「国際事情事前研修（英語圏）、国際事情事前研修（中国）、国際事情事前研修（韓国）」は国際事情演習に先立って本学

で開設される事前指導のための科目である。

　（卒業の要件）

第３条　卒業に必要な最低履修単位数は、「専門科目」及び「一般科目」に配置された必修及び選択必修単位を含めた１２４単位

である。

　　ただし、卒業最低履修単位数を超えて単位を修得することは、各学年の履修制限を超えない限り自由である。

２　第４年次以降に少なくとも８単位を修得しなければならない。

３　情報コースの学生が、第４年次以降の卒業判定において、情報コースの修了要件を満たすことができなかった場合、経済

学科の卒業要件を満たしていれば卒業となる。

　（専門科目の履修方法）

第４条　「専門科目」の「必修科目」として、基礎科目（第１年次開設）に配置された６科目１２単位を修得しなければならな

い。

第５条　「専門科目」の「選択必修科目」から、各系にそってできれば体系的に、あるいは系を横断して幅広く、２０単位を修

得しなければならない。

　　ただし、情報コースの学生は、２０単位の中に「情報処理論Ⅰ」、「情報処理論Ⅱ」、「プログラミング」を含まなければなら

ない。さらに、データベース演習、マルチメディア演習、データ分析演習の中からいずれか１科目２単位を、第２年次にお

いて修得しなければならない。

第６条　「専門科目」の「選択必修科目」及び「選択科目」の中から最低３６単位を修得しなければならない。

　　ただし、情報コースの学生は、３６単位の中に「情報ネットワーク論Ⅰ」、「情報ネットワーク論Ⅱ」、情報系の「演習Ⅲ」

及び「演習Ⅳ」を含まなければならない。

　（演習の履修方法）

第７条　「入門セミナーⅠ、入門セミナーⅡ」の２科目４単位は、必ず修得しなければならない。

　　２年次以上の学年に配置された演習を履修するためには、「入門セミナーⅠ、入門セミナーⅡ」を事前に修得することが

望ましい。

第８条　「演習Ⅱ」、「演習Ⅲ」、「演習Ⅳ」は、原則として同一の教員による演習を継続して履修しなければならない。ただし、演

習Ⅱのみ、あるいは演習Ⅱと演習Ⅲのみ履修することもできる。

２　演習Ⅲを履修するためには、演習Ⅱを修得していなければならない。

３　「演習Ⅳ」は卒業論文を含めて８単位である。演習Ⅳを履修するためには、演習Ⅲを修得していなければならない。

４　第２項及び第３項の規定にかかわらず、交換留学生又は認定留学生として派遣される学生で、演習を履修する者は、学年

配置にかかわらず演習を履修することができる。詳細については別に定める。

第９条　削除

経済学部経済学科授業科目履修規程
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　（一般科目の履修方法）

第１０条　「一般科目」は、「BC群（人間と環境）」、「外国語」、「保健体育」の３つのブロックから構成されている。

第１１条　「BC群（人間と環境）」は、文化・社会系、自然系から構成されている。

２　BC群は「選択必修科目」であり、最低２０単位を修得しなければならない。

第１２条　「外国語」は、「選択必修科目」であり、英語、ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、スペイン語、韓国語の

うち少なくとも１種類の外国語を選択し、その外国語を最低４単位修得しなければならない。

第１３条　「保健体育」は「選択必修科目」であり、「健康科学Ａ（講義）」、「健康科学ＢⅠ（実技）」、「健康科学ＢⅡ（実技）」

のうち少なくとも２単位を修得しなければならない。

２　したがって、「一般科目」の最低修得単位は、「BC群（人間と環境）」２０単位と「外国語」４単位と「保健体育」２単位を

合計して、２６単位である。

　（自由選択科目）

第１４条　自由選択科目は、本学科に開設されたすべての科目の中から、「入門セミナーⅠ、入門セミナーⅡ」２科目４単位、

「専門科目」６８単位、「一般科目」２６単位、合計９８単位を卒業最低履修単位の１２４単位から除いた２６単位について、自由に選

択することができる。

　　所要単位を超えて修得した「選択必修科目」の単位は、自由選択科目の修得単位として算定することができる。

　（履修制限）

第１５条　１年間に履修できる単位数は、春学期・秋学期合わせて、第１年次から第３年次においては４８単位までとし、第４年

次以上においては５０単位までとする。ただし、学期毎の上限は各学年いずれも３０単位とする。

２　前項の規定にかかわらず、「国際事情演習（英語圏）、国際事情演習（中国）、国際事情演習（韓国）」、「国際事情事前研修

（英語圏）、国際事情事前研修（中国）、国際事情事前研修（韓国）」、「教職に関する科目」、「司書及び司書教諭に関する科

目」、「文部科学省認定検定試験合格による単位換算認定科目」及び「レクリエーション・インストラクター、（障害者）初

級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格（以下「レクリエーション・インストラクター等」という。）養

成課程に関する科目」の単位は、この単位制限の枠外とする。

３　４年間の修得単位数が合計５０単位に満たない者は、特別の事情がある場合を除いて、卒業の見込みがないものとみなし退

学を勧告する。

４　同一授業時限に２科目以上を重複して履修することはできない。

５　他学部、他学科に開設されている科目は、次項、第２４条及び第２６条に定める場合を除き履修することはできない。

６　本学科に在学する学生が、外国語学部の日本語教員養成課程の履修を許可された場合は、日本語教員養成課程の必修科目

のうち、本学科に開設されていない科目を英米学科で履修することができる。ただし、各学年で定める履修制限の枠外とし、

修得した科目単位は卒業要件に算入しない。

７　下学年次に開設されている科目は履修できるが、上学年次に開設されている科目は履修できない。ただし、第２６条に定め

る場合は、その限りではない。既に単位を修得した科目（編入学等の時に単位の認定をした科目を含む）の再履修はできな

い。

８　年度内において、春学期、秋学期ともに同一授業科目が開設されている場合、特別に指定した科目以外は、秋学期の再履

修を認めない。

９　第１６条、第１７条において履修を認められた科目単位は各学年で定める履修制限内とする。ただし、派遣留学生に関する規

程の交換留学生について換算認定した単位は、履修制限の枠外とする。

　（他の大学、短期大学、国際経済学科及び他学部・他学科受講制度における授業科目の履修等）

第１６条　本学科に在学する学生が、他の大学、短期大学、国際経済学科及び他学部・他学科受講制度において履修した授業科

目について、教育上有益と認めるときは、６０単位を限度として本学科における授業科目を履修したものと認める（学則第２６

条参照）。

　（大学以外の教育施設等における学修）

第１７条　本学科に在学する学生が、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修、その他文部科学大臣が別に定める学修

を、教育上有益と認めるときは、前条により本学科において修得したものと認める単位数と合わせて、６０単位を限度として

本学科における授業科目を履修したものと認める（学則第２７条参照）。

　（入学前の既修得単位等の認定）

第１８条　本学科に在学する学生が、本学科に入学する以前に大学又は短期大学において履修した授業科目について、教育上有

益と認めるときは、第１６条及び第１７条により本学科において修得したものとみなす単位数と合わせて、６０単位を限度として

本学科における授業科目を履修したものと認める（学則第２８条参照）。

　（本学以外での履修の許可及び単位の換算）

第１９条　第１６条及び第１７条の履修の許可と、第１６条ないし第１８条の単位認定は、学科会議で承認された上、教授会の許可を必

要とする（学則第２９条、第３０条参照）。
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　（教職課程の科目の履修方法）

第２０条　教職課程の履修によって取得できる教員免許状は、地理歴史、公民及び情報を免許教科とする高等学校教諭一種免許

状、社会を免許教科とする中学校教諭一種免許状である。

２　免許状を取得するための履修科目等については、「教職課程履修に関する規程」による。

　（司書及び司書教諭課程の科目の履修方法）

第２１条　司書及び司書教諭課程の履修によって取得できる資格は、「司書及び司書教諭」である。

２　司書及び司書教諭の資格を取得するための履修科目等については、「司書及び司書教諭課程の履修に関する規程」による。

　（編入学、転入学、再入学及び復学者の履修方法）

第２２条　編入学、転入学、再入学した者及び復学者の履修方法は、特に定めのない限り、在学する学年の本学科の一般学生の

場合と同様とする。

　（編入学・転入学者の単位等の認定）

第２２条の２　編入学・転入学した者の単位等の認定は、次のとおりとする。

　�　認定できる単位数は６２単位を上限とする。

　�　BC群科目として２０単位、保健体育科目として２単位、自由選択科目として２６単位を一括認定する。

　�　外国語科目を履修していれば、４単位を上限に外国語科目として一括認定する。

　�　認定合計が６２単位となるよう、残余の単位を１０単位から１４単位の範囲で、Ａ群の選択科目として一括認定する。

　（外国人留学生の履修方法）

第２３条　学則第５６条によって本学科に入学を許可された外国人留学生が、「日本語」を履修し、修得した単位は「外国語」の

単位として振替えることができる。ただし、母国語である「外国語」の科目の履修はできない。

２　第１項の外国人留学生が「日本事情ⅠＡ」、「日本事情ⅠＢ」、「日本事情ⅡＡ」、「日本事情ⅡＢ」、「日本事情ⅢＡ」、「日本

事情ⅢＢ」を履修し、修得した単位はBC群に開設されている科目の単位として、それぞれ振替えることができる。

３　第１項の外国人留学生が「日本文化演習ⅠＡ」、「日本文化演習ⅠＢ」、「日本文化演習ⅡＡ」、「日本文化演習ⅡＢ」を履修

し、修得した単位は自由選択科目とする。

４　前３項の規定は、学則第５７条によって本学科に入学を許可された中国引揚者等子女についても準用する。

　（相互乗り入れ科目の履修方法）

第２４条　国際経済学科との相互乗り入れ制度により、国際経済学科に開設されている授業科目を、本学科のＡ群の「選択科目」

として履修することができる。この場合、試験は、国際経済学科において受けなければならない。

２　相互乗り入れ科目を履修する場合は、所定の期間内に相互乗り入れ科目の受講届を、教務課に提出しなければならない。

３　相互乗り入れ科目は、必修、選択必修、演習、経済学科・国際経済学科共通科目を除いた選択科目とし、教授会において

決定した上、年度初めに発表する。

　（特別受講）

第２５条　第２年次以上の学生で、履修しようとする科目が授業時間割上、重複するために本学科では必要な科目を履修するこ

とができない場合には（演習を除く）、第二部商学科の授業を受講することを認める。この場合、試験は第二部商学科にお

いて受けなければならない。

２　前項の特別受講をする場合は、所定の期間内に「特別受講許可願」を教務課に提出しなければならない。

　（他学部・他学科受講制度）

第２６条　本学科に開設されていない科目を他学部又は他学科において受講することを他学部・他学科受講という。

２　受講できる科目は、別に定める。

３　第１項により履修を希望する場合は、所定の期間内に「他学部・他学科受講許可願」を教務課に提出しなければならない。

４　第１項の規定にかかわらず、受講者数を制限することがある。

５　修得できる単位は、在学期間を通じて１２単位を超えない範囲とする。

６　修得した単位は、その科目区分を「自由選択科目」として卒業要件単位に算入する。

　（レクリエーション・インストラクター等養成課程に関する科目の履修方法）

第２７条　レクリエーション・インストラクター等養成課程に関する履修科目等については、「レクリエーション・インストラ

クター等養成課程の履修に関する規程」による。

　（履修届）

第２８条　授業科目を履修する学生は、履修する科目を選定し、所定の「授業科目履修届」（以下「履修届」という。）を所定の

期間内に教務課に提出しなければならない。

　　なお、授業科目を履修する意志のない学生は、所定の期間内にその旨を教務課に届けなければならない。

　　履修届を所定の期間内に提出しない者は、修学の意志がないものとみなし、除籍する。

２　履修届を提出していない科目は、たとえ受講し、かつ試験を受けても無効とする。

３　いったん提出した履修届については、原則として、科目の変更又は科目の追加を認めない。
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　　附　則

１　この規程は、平成７年４月１日から施行する。

２　この規程の施行に際し、平成４年度以前入学者については、従前の「熊本学園大学授業科目履修方法細則」を適用し、平

成５年度及び平成６年度入学者については、従前の「熊本学園大学経済学部経済学科授業科目履修規程（平成５・６年度入

学者）」を適用する。

３　この規程は、平成７年度以降入学者について適用する。

４　この改正は、平成８年４月１日から施行する。

５　第２２条において、復学者が、復学以前に修得した必修科目、選択必修科目及び選択科目別の単位については、これを卒業

要件単位として算入するものとする。なお、本則は、平成６年度以前の入学者についても適用する。

６　この改正は、平成１０年４月１日から施行する。

７　第１１条第２項は、平成１０年度入学者から適用する。

８　第１５条第１項、第４項、第５項、第１６条、第２６条及び第２７条の規定については、現に第２年次以上に在学中の者について

も適用する。

９　この改正は、平成１１年４月１日から施行する。

１０　第７条、第８条第１項及び第９条の規定については、現に第２年次以上に在学中の者についても適用する。

１１　第１５条第６項の規定については、現に第２年次以上に在学中の者についても適用する。

１２　この改正は、平成１２年４月１日から施行する。

１３　この改正規定の施行に際し、現に第２年次以上に在学中の者については、第２条第３項第４項第５項、第４条、第５条、

第６条、第１０条、第１１条、第１３条第２項及び第２３条第２項の規定の適用は、なお従前の例による。

１４　この改正は、平成１３年４月１日から施行する。

１５　第２条第３項の規定については、平成１２年度の入学者から適用する。

１６　この改正規程の施行に際し、現に第２年次以上に在学中の者については、第２条第２項第３の２項、第３条、第５条、第

６条、第１５条、第１６条、第１７条、第１８条及び第２０条の規定の適用は、なお従前の例による。

１７　第２２条の２の規定については、平成１３年度の編入学者から適用する。

１８　この改正は、平成１４年４月１日から施行する。

１９　この改正規程の施行に際し、現に第２年次以上に在学中の者については、第１３条の規定の適用は、なお従前の例による。

２０　この改正は、平成１５年４月１日から施行する。

２１　第２２条の２の規定については、平成１５年度の転入学者から適用する。

２２　この改正は、平成１６年４月１日から施行する。

２３　この改正規程の施行に際し、現に第２年次以上に在学中の者については、第２条、第４条、第７条、第１４条、第１５条及び

第２３条の規定の適用は、なお従前の例による。

２４　この改正は、平成１７年４月１日から施行する。

２５　第３条の規定については、現に第２年次以上に在学中の者についても適用する。

２６　この改正規程の施行に際し、現に第２年次以上に在学中の者については、第５条、第６条のただし書き及び第１５条の規定

の適用は、なお従前の例による。

２７　第１１条、第１６条及び第２６条の規定については、現に第２年次以上に在学中の者についても適用する。

２８　この改正は、平成２１年４月１日から施行する。

２９　この改正規程の施行に際し、現に第２年次以上に在学中の者については、第２条、第６条、第８条、第９条及び第１５条第

１項の規定の適用は、なお従前の例による。

３０　この改正は、平成２２年４月１日から施行する。

３１　第２３条の規定については、現に第２年次以上に在学中の者についても適用する。

３２　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

３３　この改正規程の施行に際し、現に第２年次以上に在学中の者については、第１５条第２項の規定の適用は、なお従前の例に

よる。

３４　この改正は、平成２４年４月１日から施行する。
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　（総則）

第１条　国際経済学科（以下「本学科」という。）の授業科目の履修に関しては、熊本学園大学学則（以下「学則」という。）

第１１条から第３０条までの規定及び本規程の定めるところによる。

第２条　本学科における授業科目は、国際経済学科という枠組みの中で専門的教育を行うとともに、社会構造の変化・情報

化・国際化に対応するため、幅広い教養と総合的判断力を持った学生を養成することを目的に体系づけられたものである。

２　授業科目は、科目の性格から「学科関連専門科目」（以下「専門科目」という。）と「一般科目」及び「Ｄ群（職業教育）」

に大きく分かれている。

３　「専門科目」には学科の専門性に密接に関連する科目が配置されている。「専門科目」は「Ａ群」と別称する。

４　「一般科目」は「人間と環境」、「外国語」、「保健体育」の３つのブロックに分かれている。

　　「人間と環境」、「外国語」のブロックに開設している科目は、それぞれ２つのブロックの目的に沿って体系化して配置し

てある。「人間と環境」は、「BC群」と別称する。

５　「専門科目」と「一般科目」に属する科目は、それぞれ学修の進展に応じて「基礎科目」、「発展科目」、「応用科目」に分

類されている。

　　「基礎科目」は第１年次に、「発展科目」は第２年次に、「応用科目」は第３・４年次に履修するように配当されている。

　　Ａ群の「選択必修科目」は、地域系、経済法律系、実務系の３つの系に分けて配置されている。「選択科目」は、地域系、

経済法律系、実務系の３つの系に分けて配置されている。

６　本学科の目的とする少人数教育の中核となる演習は、次のように分類されている。

　　「入門セミナーⅠ、入門セミナーⅡ」は、１年次に配置された必修演習であり、論文、レポートの書き方、資料収集の方

法等について教育を行う。

　　「演習Ⅱ」、「演習Ⅲ」、「演習Ⅳ」は、それぞれ２年次、３年次、４年次のＡ群に配置された選択演習であり、３年間の学

習を通して卒業論文の作成をめざす。

７　「専門科目」に開設している「国際事情演習（英語圏）、国際事情演習（中国）、国際事情演習（韓国）」は、一定の期間

外国の大学で学修し所定の単位を履修する科目であり、学科の特色の一つをなしている。

　　「国際事情事前研修（英語圏）、国際事情事前研修（中国）、国際事情事前研修（韓国）」は国際事情演習に先立って本学

で開設される事前指導のための科目である。

　（卒業の要件）

第３条　卒業に必要な最低履修単位数は、「専門科目」及び「一般科目」に配置された必修及び選択必修単位を含めた１２４単位

である。

　　ただし、卒業最低履修単位数を超えて単位を修得することは、各学年の履修制限を超えない限り自由である。

２　第４年次以降に少なくとも８単位を修得しなければならない。

　（専門科目の履修方法）

第４条　「専門科目」の「必修科目」として、基礎科目（第１年次開設）に配置された５科目１０単位を修得しなければならな

い。

２　「専門科目」の「選択必修科目」から、各系にそってできれば体系的に、あるいは系を横断して幅広く、最低２０単位を修

得しなければならない。

３　「専門科目」の「選択必修科目」及び「選択科目」の中から最低３４単位を修得しなければならない。

第５条　削除

　（演習の履修方法）

第６条　「入門セミナーⅠ、入門セミナーⅡ」の２科目４単位は、必ず修得しなければならない。

　　２年次以上の学年に配置された演習を履修するためには、「入門セミナーⅠ、入門セミナーⅡ」を事前に修得することが

望ましい。

第７条　「演習Ⅱ」、「演習Ⅲ」、「演習Ⅳ」は、原則として同一の教員による演習を継続して履修しなければならない。ただし、演

習Ⅱのみ、あるいは演習Ⅱと演習Ⅲのみ履修することもできる。

２　演習Ⅲを履修するためには、演習Ⅱを修得していなければならない。

３　「演習Ⅳ」は卒業論文を含めて８単位である。演習Ⅳを履修するためには、演習Ⅲを修得していなければならない。

４　第２項及び第３項の規定にかかわらず、交換留学生又は認定留学生として派遣される学生で、演習を履修する者は、学年

配置にかかわらず演習を履修することができる。詳細については別に定める。

第８条　削除

第９条　削除

経済学部国際経済学科授業科目履修規程
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　（一般科目の履修方法）

第１０条　「人間と環境（BC群）」は、第２条で示した広範な知識の修得を目的とした科目から構成されている。

２　BC群は「選択必修科目」であり、最低２０単位を修得しなければならない。

第１１条　「外国語」は「選択必修科目」であり、英語、中国語、韓国語のうち、少なくとも１種類の外国語を選択し、Ⅰ及び

Ⅱの４単位を修得しなければならない。

　　これを超えて修得した他の外国語は自由選択科目として単位が認定される。

２　選択した外国語科目のレベルについては、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの順に履修しなければならない。

第１２条　「保健体育」は「選択必修科目」であり、「健康科学Ａ（講義）」、「健康科学ＢⅠ（実技）」、「健康科学ＢⅡ（実技）」

のうち少なくとも２単位を修得しなければならない。

２　したがって、「一般科目」の最低修得単位は、「人間と環境（BC群）」２０単位と「外国語」４単位と「保健体育」２単位を

合計して、２６単位である。

　（自由選択科目）

第１３条　自由選択科目は、学科に開設されたすべての科目の中から、「入門セミナーⅠ、入門セミナーⅡ」２科目４単位と「専

門科目」の最低履修単位６４単位及び「一般科目」の最低履修単位２６単位を合わせた９４単位を、卒業最低履修単位の１２４単位

から除いた３０単位について、自由に選択することができる。

　　所要単位を超えて履修した「選択必修科目」の単位は、自由選択科目の履修単位として算定することができる。

２　したがって、第３条で示した卒業要件は、「入門セミナーⅠ、入門セミナーⅡ」２科目４単位と「専門科目」の最低履修

単位６４単位及び「一般科目」の最低履修単位２６単位に、自由選択科目の最低履修単位３０単位を加えることによって、卒業最

低履修単位１２４単位となる。

　（履修制限）

第１４条　１年間に履修できる単位数は、春学期・秋学期合わせて、第１年次から第３年次においては４８単位までとし、第４年

次以上においては５０単位までとする。ただし、学期毎の上限は各学年いずれも３０単位とする。

２　前項の規定にかかわらず、「国際事情演習（英語圏）、国際事情演習（中国）、国際事情演習（韓国）」、「国際事情事前研修

（英語圏）、国際事情事前研修（中国）、国際事情事前研修（韓国）」、「教職に関する科目」、「司書及び司書教諭に関する科

目」、「文部科学省認定検定試験合格による単位換算認定科目」及び「レクリエーション・インストラクター、（障害者）初

級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格（以下「レクリエーション・インストラクター等」という。）養

成課程に関する科目」の単位は、この単位制限の枠外とする。

３　４年間の修得単位数が合計５０単位に満たない者は、特別の事情がある場合を除いて卒業の見込みがないものとみなし、退

学を勧告する。

４　同一授業時限に２科目以上を重複して履修することはできない。

５　他学部、他学科に開設されている科目は、次項、第２３条及び第２５条に定める場合を除き履修することはできない。

６　本学科に在学する学生が、外国語学部の日本語教員養成課程の履修を許可された場合は、日本語教員養成課程の必修科目

のうち、本学科に開設されていない科目を英米学科で履修することができる。ただし、各学年で定める履修制限の枠外とし、

修得した科目単位は卒業要件に算入しない。

７　下学年次に開設されている科目は履修できるが、上学年次に開設されている科目は履修できない。ただし、第２５条に定め

る場合は、その限りではない。既に単位を修得した科目（編入学等の時に単位の認定をした科目を含む）の再履修はできな

い。

８　年度内において、春学期、秋学期ともに同一授業科目が開設されている場合、特別に指定した科目以外は、秋学期の再履

修を認めない。

９　第１５条、第１６条において履修を認められた科目単位は各学年で定める履修制限内とする。ただし、派遣留学生に関する規

程の交換留学生について換算認定した単位は、履修制限の枠外とする。

　（他の大学、短期大学、経済学科及び他学部・他学科受講制度における授業科目の履修等）

第１５条　本学科に在学する学生が、他の大学、短期大学、経済学科及び他学部・他学科受講制度において履修した授業科目に

ついて、教育上有益と認めるときは、６０単位を限度として本学科における授業科目を履修したものと認める（学則第２６条参

照）。

　（大学以外の教育施設等における学修）

第１６条　本学科に在学する学生が、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修、その他文部科学大臣が別に定める学修

を、教育上有益と認めるときは、前条により本学科において修得したものと認める単位数と合わせて、６０単位を限度として

本学科における授業科目を履修したものと認める（学則第２７条参照）。

　（入学前の既修得単位等の認定）

第１７条　本学科に在学する学生が、本学科に入学する以前に大学又は短期大学において履修した授業科目について、教育上有

益と認めるときは、第１５条及び第１６条により本学科において修得したものとみなす単位数と合わせて、６０単位を限度として
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本学科における授業科目を履修したものと認める（学則第２８条参照）。

　（本学以外での履修の許可及び単位の換算）

第１８条　第１５条及び第１６条の履修の許可と、第１５条ないし第１７条の単位認定は、学科会議で承認された上、教授会の許可を必

要とする（学則第２９条、第３０条参照）。

　（教職課程の科目の履修方法）

第１９条　教職課程の履修によって取得できる教員免許状は、地理歴史及び公民を免許教科とする高等学校教諭一種免許状、社

会を免許教科とする中学校教諭一種免許状である。

２　免許状を取得するための履修科目等については、「教職課程履修に関する規程」による。

　（司書及び司書教諭課程の科目の履修方法）

第２０条　司書及び司書教諭課程の履修によって取得できる資格は、「司書及び司書教諭」である。

２　司書及び司書教諭の資格を取得するための履修科目等については、「司書及び司書教諭課程の履修に関する規程」による。

　（編入学、転入学、再入学及び復学者の履修方法）

第２１条　編入学、転入学、再入学した者及び復学者の履修方法は、特に定めのない限り、在学する学年の本学科の一般学生の

場合と同様とする。

　（編入学・転入学者の単位等の認定）

第２１条の２　編入学・転入学した者の単位等の認定は、次のとおりとする。

　�　認定できる単位数は６２単位を上限とする。

　�　共通科目、Ａ群科目、BC群科目、外国語科目、保健体育科目については、読み替えにより個別に認定する。

　�　前号において認定した単位の合計が６２単位に満たない場合、２６単位を上限に自由選択科目として一括認定する。

　（外国人留学生の履修方法）

第２２条　学則第５６条によって本学科に入学を許可された外国人留学生が、「日本語」を履修し、修得した単位は「外国語」の

単位として振替えることができる。ただし、母国語である「外国語」の科目の履修はできない。

２　第１項の外国人留学生が「日本事情ⅠＡ」、「日本事情ⅠＢ」、「日本事情ⅡＡ」、「日本事情ⅡＢ」、「日本事情ⅢＡ」、「日本

事情ⅢＢ」を履修し、修得した単位はBC群に開設されている科目の単位として、それぞれ振替えることができる。

３　第１項の外国人留学生が「日本文化演習ⅠＡ」、「日本文化演習ⅠＢ」、「日本文化演習ⅡＡ」、「日本文化演習ⅡＢ」を履修

し、修得した単位は自由選択科目とする。

４　前３項の規定は、学則第５７条によって本学科に入学を許可された中国引揚者等子女についても準用する。

　（相互乗り入れ科目の履修方法）

第２３条　経済学科との相互乗り入れ制度により、経済学科に開設されている授業科目を、本学科のＡ群の「選択科目」として

履修することができる。この場合、試験は、経済学科において受けなければならない。

２　相互乗り入れ科目を履修する場合は、所定の期間内に相互乗り入れ科目の受講届を、教務課に提出しなければならない。

３　相互乗り入れ科目は、必修、選択必修、演習、経済学科・国際経済学科共通科目を除いた選択科目とし、教授会において

決定した上、年度初めに発表する。

４　第３項の規定にかかわらず、教授会において特別に認められた科目については経済学科での受講を認めることができる。

５　前項の規定により修得した科目単位については、第１項の規定にかかわらず、本学科の科目として読み替える。読み替え

られない科目については、自由選択科目とする。

　（特別受講）

第２４条　第２年次以上の学生で、履修しようとする科目が授業時間割上、重複するために本学科では必要な科目を履修するこ

とができない場合には（演習を除く）、第二部商学科の授業を受講することを認める。

　この場合、試験は第二部商学科において受けなければならない。

２　前項の特別受講をする場合は、所定の期間内に「特別受講許可願」を教務課に提出しなければならない。

　（他学部・他学科受講制度）

第２５条　本学科に開設されていない科目を他学部又は他学科において受講することを他学部・他学科受講という。

２　受講できる科目は、別に定める。

３　第１項により履修を希望する場合は、所定の期間内に「他学部・他学科受講許可願」を教務課に提出しなければならない。

４　第１項の規定にかかわらず、受講者数を制限することがある。

５　修得できる単位は、在学期間を通じて１２単位を超えない範囲とする。

６　修得した単位は、その科目区分を「自由選択科目」として卒業要件単位に算入する。

　（レクリエーション・インストラクター等養成課程に関する科目の履修方法）

第２６条　レクリエーション・インストラクター等養成課程に関する履修科目等については、「レクリエーション・インストラ

クター等養成課程の履修に関する規程」による。

30単位
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　（履修届）
第�27条　授業科目を履修する学生は、履修する科目を選定し、所定の「授業科目履修届」（以下「履修届」という。）を所定の
期間内に教務課に提出しなければならない。
　　なお、授業科目を履修する意志のない学生は、所定の期間内にその旨を教務課に届けなければならない。
　　履修届を所定の期間内に提出しない者は、修学の意志がないものとみなし、除籍する。
₂　履修届を提出していない科目は、たとえ受講し、かつ試験を受けても無効とする。
₃　いったん提出した履修届については、原則として、科目の変更又は科目の追加を認めない。
　　　附　則
₁　この規程は、平成₇年₄月₁日から施行する。
₂ 　この規程の施行に際し、平成₄年度以前入学者については、従前の「熊本学園大学授業科目履修方法細則」を適用し、平
成₅年度入学者については、従前の「熊本学園大学経済学部国際経済学科授業科目履修方法細則（平成₅年度入学者）」を
適用する。また、平成₆年度入学者については、従前の「熊本学園大学経済学部国際経済学科授業科目履修規程（平成₆年
度入学者）」を適用する。
₃　この規程は、平成₇年度以降入学者について適用する。
₄　この改正は、平成₈年₄月₁日から施行する。
₅ 　第21条において、復学者が、復学以前に修得した必修科目、選択必修科目及び選択科目別の単位については、これを卒業
要件単位として算入するものとする。なお、本則は、平成６年度以前の入学者についても適用する。
₆　この改正は、平成10年₄月₁日から施行する。
₇　第10条第₂項は、平成10年度入学者から適用する。
₈ 　第14条第₁項、第₄項、第₅項、第15条、第25条及び第26条の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者について
も適用する。
₉　この改正は、平成11年₄月₁日から施行する。
10　第₆条及び第₇条第₁項の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
11　第14条第₆項の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
12　この改正は、平成12年₄月₁日から施行する。
13 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₂条第₄項第₅項第₆項、第₄条第₂項、第
₅条第₃項、第10条、第11条、第12条第₂項、第14条第₁項及び第22条第₂項の規定の適用は、なお従前の例による。
14　この改正は、平成13年₄月₁日から施行する。
15 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₂条、第11条第₄項、第14条、第15条、第16
条、第17条及び第23条の規定の適用は、なお従前の例による。
16　第11条第₁項の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
17　第21条の₂の規定については、平成13年度の編入学者から適用する。
18　この改正は、平成14年₄月₁日から施行する。
19　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第12条の規定の適用は、なお従前の例による。
20　この改正は、平成15年₄月₁日から施行する。
21　第21条の₂の規定については、平成15年度の転入学者から適用する。
22　この改正は、平成16年₄月₁日から施行する。
23 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₂条、第₄条、第₆条、第₈条、第13条、第
14条及び第22条の規定の適用は、なお従前の例による。
24　この改正は、平成17年₄月₁日から施行する。
25　第₃条、第₄条、第₅条、第10条、第15条及び第25条の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
26　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第14条の規定の適用は、なお従前の例による。
27　この改正は、平成21年₄月₁日から施行する。
28 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₂条、第₇条、第₉条、第11条、第12条、第
13条及び第14条第₁項の規定の適用は、なお従前の例による。
29　この改正は、平成22年₄月₁日から施行する。
30　第22条の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
31　この改正は、平成23年₄月₁日から施行する。
32 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第14条第₂項の規定の適用は、なお従前の例による。
33　この改正は、平成24年₄月₁日から施行する。
34　この改正は、平成25年₄月₁日から施行する。
35　第21条の₂の規定については、平成23年度の編入学・転入学者から適用する。
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　（総則）

第１条　リーガルエコノミクス学科（以下「本学科」という。）の授業科目の履修に関しては、熊本学園大学学則（以下「学

則」という。）第１１条から第３０条までの規定及び本規程の定めるところによる。

第２条　本学科における授業科目は、経済学と法の融合による特色ある専門教育を行うとともに、情報化・国際化・地方分権

の時代にふさわしい幅広い教養と総合的判断力を持った人材を養成することを目的に体系づけられたものである。

２　授業科目は、「専門科目」と「一般科目」及び「Ｄ群（職業教育）」に分かれている。

３　「専門科目」、別称「Ａ群」は、「必修科目」、「選択必修科目」及び「選択科目」に分かれている。

４　「一般科目」は、「BC群（人間と環境）」、「外国語」、「保健体育」の３つのブロックに分かれている。

５　本学科の目的とする少人数教育の中核となる演習は、次のように分類されている。

　　「入門セミナーⅠ、入門セミナーⅡ」は、１年次に配置された必修演習であり、論文、レポートの書き方、資料収集の方

法等について教育を行う。

　　「演習Ⅱ」、「演習Ⅲ」、「卒業演習Ⅳ」は、それぞれ２年次、３年次、４年次のＡ群に配置された演習であり、３年間の学

習を通して卒業論文の作成をめざす。

　（卒業の要件）

第３条　卒業に必要な最低履修単位数は、「専門科目」及び「一般科目」に配置された必修及び選択必修単位を含めた１２４単位

である。

　　ただし、卒業最低履修単位数を超えて単位を修得することは、各学年の履修制限を超えない限り自由である。

２　第４年次以降に少なくとも８単位を修得しなければならない。

　（専門科目の履修方法）

第４条　「専門科目」の「必修科目」として、基礎科目（第１年次開設）に配置された６科目１６単位、発展科目（第２年次開

設）に配置された２科目６単位、応用科目（第３・４年次開設）に配置された１科目２単位を修得しなければならない。

第５条　「専門科目」の「選択必修科目」は「選択必修�」と「選択必修�」から構成されている。

２　「専門科目」の「選択必修�」から２４単位を修得しなければならない。

３　「専門科目」の「選択必修�」としてインターンシップ４単位か、インターンシップを修得しない場合は「選択必修�」

の中から８単位を修得しなければならない。

第６条　「専門科目」の「選択必修�」及び「選択」の中から、インターンシップを修得する場合は最低２８単位、インターン

シップを修得しない場合は最低２４単位を修得しなければならない。

　　したがって専門科目の最低修得単位は合計８０単位である。

　（演習の履修方法）

第７条　「入門セミナーⅠ、入門セミナーⅡ」の２科目４単位は、必ず修得しなければならない。

　　２年次以上の学年に配置された演習を履修するためには、「入門セミナーⅠ、入門セミナーⅡ」を事前に修得することが

望ましい。

第８条　「演習Ⅱ」、「演習Ⅲ」、「卒業演習Ⅳ」は、原則として同一の教員による演習を継続して履修しなければならない。た

だし、演習Ⅱのみ、あるいは演習Ⅱと演習Ⅲのみ履修することもできる。

２　演習Ⅲを履修するためには、演習Ⅱを修得していなければならない。

３　「卒業演習Ⅳ」は卒業論文を含めて８単位である。卒業演習Ⅳを履修するためには、演習Ⅲを修得していなければならな

い。

４　第２項及び第３項の規定にかかわらず、交換留学生又は認定留学生として派遣される学生で、演習を履修する者は、学年

配置にかかわらず演習を履修することができる。詳細については別に定める。

第９条　削除

　（一般科目の履修方法）

第１０条　「一般科目」は、「BC群（人間と環境）」、「外国語」、「保健体育」の３つのブロックから構成されている。

第１１条　「BC群（人間と環境）」は、文化・社会系、自然系から構成されている。

２　BC群は「選択必修科目」であり、最低２０単位を修得しなければならない。

第１２条　「外国語」は、「選択必修科目」であり、英語、ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、スペイン語、韓国語の

うち少なくとも１種類の外国語を選択し、その外国語を最低４単位修得しなければならない。

第１３条　「保健体育」は「選択必修科目」であり、「健康科学Ａ（講義）」、「健康科学ＢⅠ（実技）」、「健康科学ＢⅡ（実技）」

のうち少なくとも２単位を修得しなければならない。

２　したがって、「一般科目」の最低修得単位は、「BC群（人間と環境）」２０単位と「外国語」４単位と「保健体育」２単位を

合計して、２６単位である。

経済学部リーガルエコノミクス学科授業科目履修規程
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　（自由選択科目）

第１４条　自由選択科目は、本学科に開設されたすべての科目の中から、「入門セミナーⅠ、入門セミナーⅡ」２科目４単位、

「専門科目」８０単位、「一般科目」２６単位、合計１１０単位を卒業最低履修単位の１２４単位から除いた１４単位について、自由に

選択することができる。

　　所要単位を超えて修得した「選択必修科目」の単位は、自由選択科目の修得単位として算定することができる。

　（履修制限）

第１５条　１年間に履修できる単位数は、春学期・秋学期合わせて、第１年次から第３年次においては４８単位までとし、第４年

次以上においては５０単位までとする。ただし、学期毎の上限は各学年いずれも３０単位とする。

２　前項の規定にかかわらず「教職に関する科目」、「司書及び司書教諭に関する科目」、「文部科学省認定検定試験合格による

単位換算認定科目」及び「レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント

指導員受験資格（以下「レクリエーション・インストラクター等」という。）養成課程に関する科目」の単位は、この単位

制限の枠外とする。

３　４年間の修得単位数が合計５０単位に満たない者は、特別の事情がある場合を除いて、卒業の見込みがないものとみなし退

学を勧告する。

４　同一授業時限に２科目以上を重複して履修することはできない。

５　他学部、他学科に開設されている科目は、次項、第２４条及び第２５条に定める場合を除き履修することはできない。

６　本学科に在学する学生が、外国語学部の日本語教員養成課程の履修を許可された場合は、日本語教員養成課程の必修科目

のうち、本学科に開設されていない科目を英米学科で履修することができる。ただし、各学年で定める履修制限の枠外とし、

修得した科目単位は卒業要件に算入しない。

７　下学年次に開設されている科目は履修できるが、上学年次に開設されている科目は履修できない。ただし、第２５条に定め

る場合は、その限りではない。既に単位を修得した科目（編入学等の時に単位の認定をした科目を含む）の再履修はできな

い。

８　年度内において、春学期、秋学期ともに同一授業科目が開設されている場合、特別に指定した科目以外は、秋学期の再履

修を認めない。

９　第１６条、第１７条において履修を認められた科目単位は各学年で定める履修制限内とする。ただし、派遣留学生に関する規

程の交換留学生について換算認定した単位は、履修制限の枠外とする。

　（他の大学、短期大学及び他学部・他学科受講制度における授業科目の履修等）

第１６条　本学科に在学する学生が、他の大学、短期大学及び他学部・他学科受講制度において履修した授業科目について、教

育上有益と認めるときは、６０単位を限度として本学科における授業科目を履修したものと認める（学則第２６条参照）。

　（大学以外の教育施設等における学修）

第１７条　本学科に在学する学生が、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修、その他文部科学大臣が別に定める学修

を、教育上有益と認めるときは、前条により本学科において修得したものと認める単位数と合わせて、６０単位を限度として

本学科における授業科目を履修したものと認める（学則第２７条参照）。

　（入学前の既修得単位等の認定）

第１８条　本学科に在学する学生が、本学科に入学する以前に大学又は短期大学において履修した授業科目について、教育上有

益と認めるときは、第１６条及び第１７条により本学科において修得したものとみなす単位数と合わせて、６０単位を限度として

本学科における授業科目を履修したものと認める（学則第２８条参照）。

　（本学以外での履修の許可及び単位の換算）

第１９条　第１６条及び第１７条の履修の許可と、第１６条ないし第１８条の単位認定は、学科会議で承認された上、教授会の許可を必

要とする（学則第２９条、第３０条参照）。

　（教職課程の科目の履修方法）

第２０条　教職課程の履修によって取得できる教員免許状は、公民を免許教科とする高等学校教諭一種免許状、社会を免許教科

とする中学校教諭一種免許状である。

２　免許状を取得するための履修科目等については、「教職課程履修に関する規程」による。

　（司書及び司書教諭課程の科目の履修方法）

第２１条　司書及び司書教諭課程の履修によって取得できる資格は、「司書及び司書教諭」である。

２　司書及び司書教諭の資格を取得するための履修科目等については、「司書及び司書教諭課程の履修に関する規程」による。

　（編入学、転入学、再入学及び復学者の履修方法）

第２２条　編入学・転入学・再入学した者及び復学者の履修方法は、特に定めのない限り、在学する学年の本学科の一般学生の

場合と同様とする。

　（外国人留学生の履修方法）

第２３条　学則第５６条によって本学科に入学を許可された外国人留学生が、「日本語」を履修し、修得した単位は「外国語」の
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単位として振替えることができる。ただし、母国語である「外国語」の科目の履修はできない。

２　第１項の外国人留学生が「日本事情ⅠＡ」、「日本事情ⅠＢ」、「日本事情ⅡＡ」、「日本事情ⅡＢ」、「日本事情ⅢＡ」、「日本

事情ⅢＢ」を履修し、修得した単位はBC群に開設されている科目の単位として、それぞれ振替えることができる。

３　第１項の外国人留学生が「日本文化演習ⅠＡ」、「日本文化演習ⅠＢ」、「日本文化演習ⅡＡ」、「日本文化演習ⅡＢ」を履修

し、修得した単位は自由選択科目とする。

４　前３項の規定は、学則第５７条によって本学科に入学を許可された中国引揚者等子女についても準用する。

　（特別受講）

第２４条　第２年次以上の学生で、履修しようとする科目が授業時間割上、重複するために本学科では必要な科目を履修するこ

とができない場合には（演習を除く）、第二部商学科の授業を受講することを認める。この場合、試験は第二部商学科にお

いて受けなければならない。

２　前項の特別受講をする場合は、所定の期間内に「特別受講許可願」を教務課に提出しなければならない。

　（他学部・他学科受講制度）

第２５条　本学科に開設されていない科目を他学部又は他学科において受講することを他学部・他学科受講という。

２　受講できる科目は、別に定める。

３　第１項により履修を希望する場合は、所定の期間内に「他学部・他学科受講許可願」を教務課に提出しなければならない。

４　第１項の規定にかかわらず、受講者数を制限することがある。

５　修得できる単位は、在学期間を通じて１２単位を超えない範囲とする。

６　修得した単位は、その科目区分を「自由選択科目」として卒業要件単位に算入する。

　（レクリエーション・インストラクター等養成課程に関する科目の履修方法）

第２６条　レクリエーション・インストラクター等養成課程に関する履修科目等については、「レクリエーション・インストラ

クター等養成課程の履修に関する規程」による。

　（履修届）

第２７条　授業科目を履修する学生は、履修する科目を選定し、所定の「授業科目履修届」（以下「履修届」という。）を所定の

期間内に教務課に提出しなければならない。

　　なお、授業科目を履修する意志のない学生は、所定の期間内にその旨を教務課に届けなければならない。

　　履修届を所定の期間内に提出しない者は、修学の意志がないものとみなし、除籍する。

２　履修届を提出していない科目は、たとえ受講し、かつ試験を受けても無効とする。

３　いったん提出した履修届については、原則として、科目の変更又は科目の追加を認めない。

　　　附　則

１　この規程は、平成１８年４月１日から施行する。

２　この改正は、平成２１年４月１日から施行する。

３　この改正規程の施行に際し、現に第２年次以上に在学中の者については、第１５条の規定の適用は、なお従前の例による。

４　この改正は、平成２２年４月１日から施行する。

５　この改正規程の施行に際し、現に第２年次以上に在学中の者については、第２条、第７条、第８条及び第９条の規定の適

用は、なお従前の例による。

６　第１５条第３項及び第２３条の規定については、現に第２年次以上に在学中の者についても適用する。

７　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

８　この改正規程の施行に際し、現に第２年次以上に在学中の者については、第１５条第２項の規定の適用は、なお従前の例に

よる。

９　この改正は、平成２４年４月１日から施行する。
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外国語学部英米学科授業科目履修規程
　（総則）
第�₁条　英米学科（以下「本学科」という。）の授業科目の履修に関しては、熊本学園大学学則（以下「学則」という。）第11
条から第30条までの規定及び本規程の定めるところによる。
第�₂条　本学科における授業科目は、英米学科という枠組みの中で専門教育を行うとともに、社会構造の変化・情報化・国際
化に対応するため、幅広い教養と総合的判断力を持った人材を養成することを目的として体系的に編成されたものである。
₂ 　授業科目は、本学科に直接関連する専門教育科目（以下「専門科目」という。）と、幅広い教養と総合的判断力の涵養の
ために設けられた学部共通一般科目（以下「教養科目」という。）との２分野に大きく分かれている。
₃　「専門科目」は、「ＡⅠ群科目」、「ＡⅡ群科目」、「ＡⅢ群科目」及び「Ａ群共通科目」から構成されている。
₄　「教養科目」は、「Ｂ群科目」、「Ｃ群科目」、「外国語科目」、「保健体育」及び「Ｄ群科目」から構成されている。
　（卒業の要件）
第�₃条　卒業に必要な最低修得単位は、「専門科目」及び「教養科目」に配置されている必修科目、選択必修科目及び選択科
目による単位を合計した124単位である（学則第17条参照）。
　 　以上の卒業に必要な単位を満たさないと卒業できないが、卒業最低修得単位数を超えて単位を修得することは各学年の履
修制限単位を超えない限り自由である。
　　ただし、第₄年次以降において少なくとも₈単位を修得しなければならない。
　（学科関連専門科目の履修方法）
第�₄条　「ＡⅠ群科目（言語と文化）」は、言語の運用能力の育成ならびに当該文化に関する基礎及び専門知識を学習するこ
とを目的として開設されている。
　　基礎科目（第₁年次開設）の中から後述する必修演習₈科目₈単位以外に、必修として開設する₄科目₈単位、計16単位
　 　発展科目（第₂年次開設）の中から後述する必修演習₈科目₈単位以外に、選択必修として開設する科目の中からいずれ
か₂科目₄単位、計12単位
　 　応用科目（第₃・₄年次開設）の中から必修として開設する「専門演習Ⅰ」₁科目₄単位以外に、選択必修として開設す
る「英米文学講読Ⅰ」、「英米文学講読Ⅱ」、「英語音声学Ⅰ」、「英語音声学Ⅱ」、「英語史Ⅰ」、「英語史Ⅱ」、「英語文法論Ⅰ」、
「英語文法論Ⅱ」の中からいずれか₂科目₄単位、さらに、第₂年次に開設する「英米海外研修」、「長期海外研修」、「海外
インターンシップ」及び第₃・₄年次に開設する科目の中から₈単位以上、計16単位
　　したがって、ＡⅠ群科目からは、合計44単位以上を修得しなければならない。
₂ 　ＡⅠ群に開設されている「英米海外研修」は、外国の風土に身を置き、日常生活や大学での講義を通して異文化にふれる
ことにより、新しい知見を得る一方、自国を客観的に認識し、これらが、本学での学習をより実り多いものにするために行
う。
　 　「長期海外研修」は、ホームステイをしながら英語圏での実際の生活を体験することで、英語でのコミュニケーション力
を高めると共に、言語、文化、社会を総合的に学び理解を深めることを目標とする。
　 　「海外インターンシップ」は、「長期海外研修」で得た英語力と英語圏の生活に対する総合的な理解を基に、英語圏での実
際の職場での労働経験を積むことで、将来の英語を使った職業において、その経験が活かせるようになることを目標とする。
　 　「卒論演習」は、入学以来の学習課程において抱いた問題意識をもとに、自己の興味・関心に即してテーマを設定し、指
導教員の指導のもとに、これまでの学習成果を活用し、各自のテーマにつき、論究して論文にまとめ、本学での学習の締め
くくりとすることを目的とする。
　 　ただし、「卒論演習」の履修者は₃年次終了時に専門演習Ⅰを含む74単位以上を修得した者に限る。当該学年で履修出来な
かった者については、次年度以降の終了時にこの条件を満たしていれば、「卒論演習」の履修を認める。
第�₅条　「ＡⅡ群科目（エリア・スタディ）」は言語の背景をなす地域文化の諸相に対する理解を深めることを目的として開
設されている。
　　基礎科目（第₁年次開設）及び発展科目（第₂年次開設）の中から₆科目12単位以上を修得しなければならない。
第₆条　「ＡⅢ群科目（日本研究）」は日本国の言語と文化に関する認識とその理解の深化を目的として開設されている。
　 　基礎科目（第₁年次開設）の必修として開設する「日本語文章表現」₁科目₄単位と選択必修として開設されている科目
の中から₄科目₈単位合計12単位以上を修得しなければならない。
第�₇条　「Ａ群共通科目」は上記以外で専門科目として開設されている科目である。基礎科目（第₁年次開設）の選択必修と
して開設する「情報処理入門」、「情報処理演習Ⅰ」のうちいずれか₁科目₂単位を修得しなければならない。
　（演習の履修方法）
第�₈条　「ＡⅠ群科目」に開設されている「リーディングⅠ～Ⅳ」、「リスニングⅠ～Ⅳ」、「ライティングⅠ～Ⅳ」、「スピーキ
ングⅠ～Ⅳ」の授業科目は本学科の目的とする少人数教育の中核となるものであり、基礎科目から発展科目へと段階的に演
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習形式で授業が行われる。
　　上記科目のⅠ～Ⅳは必修科目であり16科目16単位を修得しなければならない。
第₉条　「Ａ群科目」については、卒業要件を満たすための最低修得単位数は合計70単位となる。
　（教養科目の履修方法）
第10条　「教養科目」は、「Ｂ群科目」、「Ｃ群科目」、「外国語科目」、「保健体育」及び「Ｄ群科目」から構成されている。
　 　「Ｂ群科目」及び「Ｃ群科目」が第₂条で述べたように、幅広く深い教養を培い、それに基づく総合的判断力を涵養する
ことを目的とするものであり、「外国語科目」は複眼的思考により国際社会を捉える目を養うという観点から、「保健体育」
は健全な市民生活の基本条件である健康の維持とそれに対する知見を広め、深める観点から、又「Ｄ群科目」は職業教育の
観点から開講されているものである。
第11条　「Ｂ・Ｃ群」の科目は、Ｂ₁群、Ｃ₁群、Ｂ₂群、Ｃ₂群、Ｂ₃群及びＣ₃群の₆つの群から構成されている。
₂ 　Ｂ群の必修科目₂科目₄単位の他に、選択必修科目として、Ｂ₁群科目、Ｂ₂群科目及びＢ₃群科目の中からいずれか₄
科目計₈単位、Ｃ₁群科目、Ｃ₂群科目及びＣ₃群科目の中からいずれか₄科目計₈単位を修得しなければならない。
　　したがって、「Ｂ・Ｃ群科目」からは合計20単位以上を修得しなければならない。
第�12条　本学科においては、「外国語科目」は選択必修科目となっており、第₁年次に開講されている₄種類の外国語の中か
ら少なくとも₁種類の外国語を選択し、最低₄単位を修得しなければならない。
第�13条　「保健体育」は選択必修科目となっており、「健康科学Ａ（講義）」、「健康科学ＢⅠ（実技）」、「健康科学ＢⅡ（実技）」
のうち少なくとも₂単位を修得しなければならない。
第13条の₂　「Ｄ群科目」は選択科目となっており、自由選択の対象科目である。
第�14条　「教養科目」については、卒業要件を満たすための最低修得単位数は、「Ｂ・Ｃ群科目」20単位と「外国語科目」₄単
位及び「保健体育」₂単位の合計26単位となる。
　（自由選択科目）
第�15条　自由選択科目とは、本学科に開設されたすべての授業科目の中から、「専門科目」の最低修得単位70単位と「教養科
目」の最低修得単位の26単位とを合わせた96単位を、卒業最低修得単位数の124単位から除いた28単位について自由に選択
することができる科目のことである。
　　したがって、各群の所要単位を超えて修得した単位は、自由選択科目の修得単位として算定することができる。
　（履修制限）
第�16条　₁年間に履修できる単位数は、春学期・秋学期合わせて、第₁年次から第₃年次においては48単位までとし、第₄年
次以上においては50単位までとする。ただし、学期毎の上限は各学年いずれも30単位とする。
₂ 　前項の規定にかかわらず、「教職に関する科目」、「司書及び司書教諭に関する科目」及び「レクリエーション・インスト
ラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格（以下「レクリエーション・インストラ
クター等」という。）養成課程に関する科目」の単位は、この単位制限の枠外とする。
₃　削除
₄　同一授業時限に₂科目以上を重複して履修することはできない。
₅　他学部、他学科に開設されている科目は、第26条に定める場合を除き履修することはできない。
₆ 　下学年次に開設されている科目は履修できるが、上学年次に開設されている科目は履修できない。ただし、第26条に定め
る場合は、その限りではない。
　　既に単位を修得した科目（編入学等の時に単位の認定をした科目を含む）の再履修はできない。
₇ 　年度内において、春学期、秋学期ともに同一授業科目が開設されている場合、特別に指定した科目以外は、秋学期の再履
修を認めない。
₈ 　学則第26条及び第27条において履修を認められた科目単位は各学年で定める履修制限内とする。ただし、派遣留学生に関
する規程の交換留学生について換算認定した単位は、履修制限の枠外とする。
　（他の大学又は短期大学及び他学部・他学科受講制度における授業科目の履修等）
第�17条　本学科に在学する学生が、他の大学又は短期大学及び他学部・他学科受講制度において履修した授業科目について、
教育上有益と認めるときは、60単位を限度として本学科における授業科目を履修したものと認める（学則第26条参照）。
　（大学以外の教育施設等における学修）
第�18条　本学科に在学する学生が、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修、その他文部科学大臣が別に定める学修
を、教育上有益と認めるときは、前条により本学科において修得したものと認める単位数と合わせて、60単位を限度として
本学科における授業科目を履修したものと認める（学則第27条参照）。
　（入学前の既修得単位等の認定）
第�19条　本学科に在学する学生が、本学科に入学する以前に大学又は短期大学において履修した授業科目について、教育上有
益と認めるときは、第17条及び第18条により本学科において修得したものとみなす単位数と合わせて、60単位を限度として
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本学科における授業科目を履修したものと認める（学則第28条参照）。
　（本学以外での履修の許可及び単位の換算）
第�20条　第17条及び第18条の履修の許可と、第17条、第18条及び第19条の単位認定は、教授会の許可を必要とする（学則第29
条及び第30条参照）。
　（教職課程の科目の履修方法）
第�21条　教職課程の履修によって取得できる教員免許状は、外国語を免許教科とする高等学校教諭一種免許状及び中学校教諭
一種免許状である。
₂　免許状を取得するための履修科目等については、「教職課程履修に関する規程」による。
　（司書及び司書教諭課程の科目の履修方法）
第22条　司書及び司書教諭課程の履修によって取得できる資格は、「司書」及び「司書教諭」である。
₂　司書及び司書教諭の資格を取得するための履修科目等については、「司書及び司書教諭課程の履修に関する規程」による。
　（編入学、転入学、再入学及び復学者の履修方法）
第�23条　編入学、転入学、再入学した者及び復学者の履修方法は、特に定めのない限り、在学する学年の本学科の一般学生の
場合と同様とする。
　（編入学・転入学者の単位等の認定）
第23条の₂　編入学・転入学した者の単位等については、62単位を上限に読み替えにより個別に認定する。
　（外国人留学生の履修方法）
第�24条　学則第56条によって本学科に入学を許可された外国人留学生が、「日本語」を履修し、修得した単位は「外国語」の
単位として振替えることができる。ただし、母国語である「外国語」の科目の履修はできない。
₂ 　第₁項の外国人留学生が「日本事情ⅠＡ」、「日本事情ⅠＢ」を履修し、修得した単位はＢ１群、「日本事情ⅡＡ」、「日本
事情ⅡＢ」を履修し、修得した単位はＢ₂群、「日本事情ⅢＡ」、「日本事情ⅢＢ」を履修し、修得した単位はＣ₁群に開設
されている１科目の単位として、それぞれ振替えることができる。
₃ 　第₁項の外国人留学生が「日本文化演習ⅠＡ」、「日本文化演習ⅠＢ」、「日本文化演習ⅡＡ」、「日本文化演習ⅡＢ」を履修
し、修得した単位は自由選択科目とする。
₄　前₃項の規定は、学則第57条によって本学科に入学を許可された中国引揚者等子女についても準用する。
　（特別受講）
第�25条　第₂年次以上の学生で、履修しようとする科目が授業時間割上重複するため、本学科で必要な科目を履修することが
できない場合には（演習を除く）、第二部社会福祉学科の授業を受講することを認める。
　この場合、試験は第二部社会福祉学科において受けなければならない。
₂　前項の特別受講をする場合は、所定の期間内に「特別受講許可願」を教務課に提出しなければならない。
　（他学部・他学科受講制度）
第26条　本学科に開設されていない科目を他学部又は他学科において受講することを他学部・他学科受講という。
₂　受講できる科目は、別に定める。
₃　第₁項により履修を希望する場合は、所定の期間内に「他学部・他学科受講許可願」を教務課に提出しなければならない。
₄　第₁項の規定にかかわらず、受講者数を制限することがある。
₅　修得できる単位は、在学期間を通じて12単位を超えない範囲とする。
₆　修得した単位は、その科目区分を「自由選択科目」として卒業要件単位に算入する。
　（レクリエーション・インストラクター等養成課程に関する科目の履修方法）
第�27条　レクリエーション・インストラクター等養成課程に関する履修科目等については、「レクリエーション・インストラ
クター等養成課程の履修に関する規程」による。
　（日本語教員養成課程の科目の履修方法）
第28条　日本語教員養成課程に関する履修科目等については、「日本語教員養成課程履修に関する規程」による。
　（履修届）
第�29条　授業科目を履修する学生は、履修する科目を選定し、所定の「授業科目履修届」（以下「履修届」という。）を所定の
期間内に教務課に提出しなければならない。
　　なお、授業科目を履修する意志のない学生は、所定の期間内にその旨を教務課に届けなければならない。
　　履修届を所定の期間内に提出しない者は、修学の意志がないものとみなし、除籍する。
₂　履修届を提出していない科目は、たとえ受講し、かつ試験を受けても無効とする。
₃　いったん提出した履修届については、原則として、科目の変更又は科目の追加を認めない。
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　　　附　則
₁　この規程は、平成₆（1994）年₄月₁日から施行する。
₂　この改正は、平成₆（1994）年₈月₁日から施行する。
₃　この改正は、平成₈（1996）年₄月₁日から施行する。
₄　この改正は、平成₉（1997）年₄月₁日から施行する。
₅　この改正は、平成10（1998）年₄月₁日から施行する。
₆　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、なお従前の例による。
₇　第16条第₄項、第₅項、第17条及び第26条の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
₈　第16条第₁項のただし書き及び第27条の規定については、平成₇（1995）年度以降の入学者から適用する。
₉　この改正は、平成11（1999）年₄月₁日から施行する。
10　第16条第₆項の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
11　この改正は、平成12（2000）年₄月₁日から施行する。
12　この改正は、平成13（2001）年₄月₁日から施行する。
13　第₄条の規定については、平成12（2000）年度の入学者から適用する。
14 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₇条、第₉条、第15条、第17条、第18条及び
第19条の規定の適用は、なお従前の例による。
15　第23条の₂の規定については、平成13（2001）年度の編入学者から適用する。
16　この改正は、平成14（2002）年₄月₁日から施行する。
17 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₄条、第₉条、第13条及び第15条の規定の適
用は、なお従前の例による。
18　この改正は、平成15（2003）年₄月₁日から施行する。
19 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₂条、第10条の規定の適用は、なお従前の例
による。
20　第13条の₂の規定については、平成15（2003）年度の入学者から適用する。
21 　平成10（1998）年度から平成13（2001）年度の入学者については、第₄条第₂項の規定にかかわらず、「専門演習Ⅱ」の
履修者は「専門演習Ⅰ」を既に修得した者、「卒業論文」の履修者は「専門演習Ⅰ」を含む74単位以上を修得した者に限る。
22　第23条の₂の規定については、平成15（2003）年度の転入学者から適用する。
23 　第23条において、復学者が、復学以前に修得した必修科目、選択必修科目及び選択科目別の単位については、これを卒業
要件単位として算入できるものとする。
24　この改正は、平成16（2004）年₄月₁日から施行する。
25 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₄条、第₅条、第₆条、第₈条、第11条、第
16条及び第24条の規定の適用は、なお従前の例による。
26　この改正は、平成17（2005）年₄月₁日から施行する。
27　第17条及び第26条の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
28　この改正は、平成18（2006）年₄月₁日から施行する。
29　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₇条の規定の適用は、なお従前の例による。
30　この改正は、平成21（2009）年₄月₁日から施行する。
31 　この改正規程の施行にあたり、現に第₂年次以上に在学中の者については、第16条第₁項の規定の適用は、なお従前の例
による。
32 　第28条の規定については、平成21（2009）年度の入学者から適用する。ただし、平成20（2008）年度以前入学生について
も日本語教員養成課程の履修を許可することがある。その場合、在学する学年に開設されていない科目の履修は履修制限の
枠外とし、修得した科目単位は卒業要件に算入しない。
33　この改正は、平成22（2010）年₄月₁日から施行する。
34　第24条の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
35　この改正は、平成24（2012）年₄月₁日から施行する。
36　この改正は、平成25（2013）年₄月₁日から施行する。
37　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₄条の規定の適用は、なお従前の例による。
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　（総則）

第１条　東アジア学科（以下「本学科」という。）の授業科目の履修に関しては、熊本学園大学学則（以下「学則」という。）

第１１条から第３０条までの規定及び本規程の定めるところによる。

第２条　本学科における授業科目は、東アジア学科という枠組みの中で専門教育を行うとともに、社会構造の変化・情報化・

国際化に対応するため、幅広い教養と総合的判断力を持った人材を養成することを目的として体系的に編成されたものであ

る。

２　授業科目は、本学科に直接関連する専門教育科目（以下「専門科目」という。）と、幅広い教養と総合的判断力の涵養の

ために設けられた学部共通一般科目（以下「教養科目」という。）との２分野に大きく分かれている。

３　「専門科目」は、「ＡⅠ群科目」、「ＡⅡ群科目」、「ＡⅢ群科目」及び、「Ａ群共通科目」から構成されている。

　　本学科の学生の関心に応じて、主として中国語関連科目を履修するコース（以下「中国語関連コース」という。）と、主

として韓国語関連科目を履修するコース（以下「韓国語関連コース」という。）の２コースから１コースを選択することに

なる。

４　「教養科目」は、「Ｂ群科目」、「Ｃ群科目」、「外国語科目」、「保健体育」及び「Ｄ群科目」から構成されている。

　（卒業の要件）

第３条　卒業に必要な最低修得単位は、「専門科目」及び「教養科目」に配置されている必修科目、選択必修科目及び選択科

目による単位を合計した１２４単位である（学則第１７条参照）。

　　以上の卒業に必要な単位を満たさないと卒業できないが、卒業最低修得単位数を超えて単位を修得することは各学年の履

修制限単位を超えない限り自由である。

　　ただし、第４年次以降において少なくとも８単位を修得しなければならない。

　（学科関連専門科目の履修方法）

第４条　「専門科目」に、必修として開講してある科目は、本学科の目的とする少人数教育の中核となるものであり、基礎科

目から発展科目へ、さらに応用科目へと段階的に講義が行われる。

第５条　「ＡⅠ群科目（言語と文学）」は言語の運用能力の育成ならびに言語と文学に関する基礎及び専門知識を学習するこ

とを目的として開設されている。

　　基礎科目に必修として開設されている１２科目１２単位はコースに関係なく修得しなければならない。

　　さらに、発展科目（第２年次開設）及び応用科目（第３・４年次開設）の中から希望するコースに関連する科目を次のと

おり修得しなければならない。

　　�　中国語関連コースを希望する者は、

　　　　発展科目の必修として開設されている科目、１４科目計１８単位

　　　　応用科目の中から必修として８科目計８単位、「専門演習Ⅰ（中国）」１科目４単位、９科目計１２単位

　　　　さらに、上記以外の選択必修として開設されている科目の中から４単位を修得しなければならない。

　　�　韓国語関連コースを希望する者は、

　　　　発展科目の必修として開設されている科目、１４科目計１８単位

　　　　応用科目の中から必修として８科目計８単位、「専門演習Ⅰ（韓国）」１科目４単位、９科目計１２単位

　　　　さらに、上記以外の選択必修として開設されている科目の中から４単位を修得しなければならない。

２　上記、ＡⅠ群科目の中から２コースとも合計４６単位以上を修得しなければならない。

３　ＡⅠ群に開設されている「中国海外研修Ⅰ」、「中国海外研修Ⅱ」、「韓国海外研修Ⅰ」、「韓国海外研修Ⅱ」は、外国の風土

に身を置き、日常生活や大学での講義を通して異文化にふれることにより、新しい知見を得る一方、自国を客観的に認識し、こ

れらが、本学での学習をより実り多いものにするために行う。

　　「卒業論文」は、入学以来の学習過程において抱いた問題意識をもとに、自己の興味・関心に即してテーマを設定し、指

導教員の指導のもとに、これまでの学習成果を活用し、各自のテーマにつき、論究して論文にまとめ、本学での学習の締め

くくりとすることを目的とする。

　　ただし、「卒業論文」の履修者は３年次終了時に７４単位を修得した者に限る。当該学年で履修出来なかった者については、

次年度以降の終了時に７４単位以上を修得していれば「卒業論文」の履修を認める。

第６条　「ＡⅡ群科目（エリア・スタディ）」は言語の背景をなす地域文化の諸相に対する理解を深めることを目的として開

設されている。

　　基礎科目で必修として開設されている「韓国概説」、「中国概説」２科目４単位

　　発展科目で必修として開設されている「東アジア思想概論Ⅰ」、「東アジア思想概論Ⅱ」２科目４単位

　　さらに、選択必修として開設されている科目の中から４科目８単位を修得しなければならない。

第７条　「ＡⅢ群科目（日本研究）」は日本国の言語と文化に関する認識とその理解の深化を目的として開設されている。

外国語学部東アジア学科授業科目履修規程
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　　基礎科目、発展科目及び応用科目の中から４科目８単位

第８条　「Ａ群共通科目」は選択科目となっており、自由選択の対象科目である。

第９条　「Ａ群科目」については、卒業要件を満たすための最低修得単位数は合計７０単位となる。

　（教養科目の履修方法）

第１０条　「教養科目」は、「Ｂ群科目」、「Ｃ群科目」、「外国語科目」、「保健体育」及び「Ｄ群科目」から構成されている。

　　「Ｂ群科目」、「Ｃ群科目」は第２条で述べたように、幅広く深い教養を培い、それに基づく総合的判断力を涵養すること

を目的とするものであり、「外国語科目」は複眼的思考により国際社会を捉える目を養うという観点から、「保健体育」は健

全な市民生活の基本条件である健康の維持とそれに対する知見を広め、深める観点から、又「Ｄ群科目」は職業教育の観点

から開講されているものである。

第１１条　「Ｂ・Ｃ群」の科目は、Ｂ群の必修科目２科目の他に、Ｂ１群、Ｃ１群、Ｂ２群、Ｃ２群、Ｂ３群、及びＣ３群の６つの群

から構成されている。

２　Ｂ群の必修科目として開設されている「国際社会と日本Ⅰ」、「国際社会と日本Ⅱ」２科目４単位の他に、選択必修科目と

して、Ｂ１群科目、Ｂ２群科目及びＢ３群科目の中からいずれか４科目計８単位、Ｃ１群科目、Ｃ２群科目及びＣ３群科目の中か

らいずれか４科目計８単位を修得しなければならない。

　　したがって、「Ｂ・Ｃ群科目」からは合計２０単位を修得しなければならない。

第１２条　本学科においては、「外国語科目」は選択科目となっており、応用科目で開講されている外国語は自由選択の対象科

目である。

第１３条　「保健体育」は選択必修科目となっており、「健康科学Ａ（講義）」、「健康科学ＢⅠ（実技）」、「健康科学ＢⅡ（実技）」

のうち少なくとも２単位を修得しなければならない。

第１３条の２　「Ｄ群科目」は選択科目となっており、自由選択の対象科目である。

第１４条　「教養科目」については、卒業要件を満たすための最低修得単位数は、「Ｂ・Ｃ群科目」２０単位と「保健体育」２単位

の合計２２単位となる。

　（自由選択科目）

第１５条　自由選択科目とは、本学科に開設されたすべての授業科目の中から、「専門科目」の最低修得単位７０単位と「教養科

目」の最低修得単位の２２単位とを合わせた９２単位を、卒業最低修得単位数の１２４単位から除いた３２単位について自由に選択

することができる科目のことである。

　　したがって、各群の所要単位を超えて修得した単位は、自由選択科目の修得単位として算定することができる。

　（履修制限）

第１６条　１年間に履修できる単位数は、春学期・秋学期合わせて、第１年次から第３年次においては４８単位までとし、第４年

次以上においては５０単位までとする。ただし、学期毎の上限は各学年いずれも３０単位とする。

２　前項の規定にかかわらず、「教職に関する科目」、「司書及び司書教諭に関する科目」及び「レクリエーション・インスト

ラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格（以下「レクリエーション・インストラ

クター等」という。）養成課程に関する科目」の単位は、この単位制限の枠外とする。

３　削除

４　同一授業時限に２科目以上を重複して履修することはできない。

５　他学部、他学科に開設されている科目は、次項及び第２６条に定める場合を除き履修することはできない。

６　教授会において特別に認められた場合に限って、英米学科に開設されている科目の受講を認めることができる。この場合、

履修を認められた科目単位については、各学年で定める履修制限の枠外とし、修得した科目単位については、自由選択科目

として１２単位（他学部受講を含む）を越えない範囲で卒業要件単位に算入する。

７　年度内において、春学期、秋学期ともに同一授業科目が開設されている場合、特別に指定した科目以外は、秋学期の再履

修を認めない。

８　下学年次に開設されている科目は履修できるが、上学年次に開設されている科目は履修できない。ただし、第２６条に定め

る場合は、その限りではない。既に単位を修得した科目（編入学等の時に単位の認定をした科目を含む）の再履修はできな

い。

９　学則第２６条及び第２７条において履修を認められた科目単位は各学年で定める履修制限内とする。ただし、派遣留学生に関

する規程の交換留学生について換算認定した単位は、履修制限の枠外とする。

　（他の大学又は短期大学及び他学部・他学科受講制度における授業科目の履修等）

第１７条　本学科に在学する学生が、他の大学又は短期大学及び他学部・他学科受講制度において履修した授業科目について、

教育上有益と認めるときは、６０単位を限度として本学科における授業科目を履修したものと認める（学則第２６条参照）。

　（大学以外の教育施設等における学修）

第１８条　本学科に在学する学生が、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修、その他文部科学大臣が別に定める学修

を、教育上有益と認めるときは、前条により本学科において修得したものと認める単位数と合わせて、６０単位を限度として
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本学科における授業科目を履修したものと認める（学則第２７条参照）。

　（入学前の既修得単位等の認定）

第１９条　本学科に在学する学生が、本学科に入学する以前に大学又は短期大学において履修した授業科目について、教育上有

益と認めるときは、第１７条及び第１８条により本学科において修得したものとみなす単位数と合わせて、６０単位を限度として

本学科における授業科目を履修したものと認める（学則第２８条参照）。

　（本学以外での履修の許可及び単位の換算）

第２０条　第１７条及び第１８条の履修の許可と、第１７条、第１８条及び第１９条の単位認定は、教授会の許可を必要とする（学則第２９

条及び第３０条参照）。

　（教職課程の科目の履修方法）

第２１条　教職課程の履修によって取得できる教員免許状は、外国語を免許教科とする高等学校教諭一種免許状及び中学校教諭

一種免許状である。

２　免許状を取得するための履修科目等については、「教職課程履修に関する規程」による。

　（司書及び司書教諭課程の科目の履修方法）

第２２条　司書及び司書教諭課程の履修によって取得できる資格は、「司書」及び「司書教諭」である。

２　司書及び司書教諭の資格を取得するための履修科目等については、「司書及び司書教諭課程の履修に関する規程」による。

　（編入学、転入学、再入学及び復学者の履修方法）

第２３条　編入学、転入学、再入学した者及び復学者の履修方法は、特に定めのない限り、在学する学年の本学科の一般学生の

場合と同様とする。

　（編入学・転入学者の単位等の認定）

第２３条の２　編入学・転入学した者の単位等については、６２単位を上限に読み替えにより個別に認定する。

　（外国人留学生の履修方法）

第２４条　学則第５６条によって本学科に入学を許可された外国人留学生が、「日本語」を履修し、修得した単位は「外国語」の

単位として振替えることができる。ただし、母国語である「外国語」の科目の履修はできない。

２　第１項の外国人留学生が「日本事情ⅠＡ」、「日本事情ⅠＢ」を履修し、修得した単位はＢ１群、「日本事情ⅡＡ」、「日本

事情ⅡＢ」を履修し、修得した単位はＢ２群、「日本事情ⅢＡ」、「日本事情ⅢＢ」を履修し、修得した単位はＣ１群に開設

されている１科目の単位として、それぞれ振替えることができる。

３　第１項の外国人留学生が「日本文化演習ⅠＡ」、「日本文化演習ⅠＢ」、「日本文化演習ⅡＡ」、「日本文化演習ⅡＢ」を履修

し、修得した単位は自由選択科目とする。

４　前３項の規定は、学則第５７条によって本学科に入学を許可された中国引揚者等子女についても準用する。

　（特別受講）

第２５条　第２年次以上の学生で、履修しようとする科目が授業時間割上重複するため、本学科で必要な科目を履修することが

できない場合には（演習を除く）、第二部社会福祉学科の授業を受講することを認める。

　　この場合、試験は第二部社会福祉学科において受けなければならない。

２　前項の特別受講をする場合は、所定の期間内に「特別受講許可願」を教務課に提出しなければならない。

　（他学部・他学科受講制度）

第２６条　本学科に開設されていない科目を他学部又は他学科において受講することを他学部・他学科受講という。

２　受講できる科目は、別に定める。

３　第１項により履修を希望する場合は、所定の期間内に「他学部・他学科受講許可願」を教務課に提出しなければならない。

４　第１項の規定にかかわらず、受講者数を制限することがある。

５　修得できる単位は、在学期間を通じて１２単位を超えない範囲とする。

６　修得した単位は、その科目区分を「自由選択科目」として卒業要件単位に算入する。

　（レクリエーション・インストラクター等養成課程に関する科目の履修方法）

第２７条　レクリエーション・インストラクター等養成課程に関する履修科目等については、「レクリエーション・インストラ

クター等養成課程の履修に関する規程」による。

　（日本語教員養成課程の科目の履修方法）

第２８条　日本語教員養成課程に関する履修科目等については、「日本語教員養成課程履修に関する規程」による。

　（履修届）

第２９条　授業科目を履修する学生は、履修する科目を選定し、所定の「授業科目履修届」（以下「履修届」という。）を所定の

期間内に教務課に提出しなければならない。

　　なお、授業科目を履修する意志のない学生は、所定の期間内にその旨を教務課に届けなければならない。

　　履修届を所定の期間内に提出しない者は、修学の意志がないものとみなし、除籍する。

２　履修届を提出していない科目は、たとえ受講し、かつ試験を受けても無効とする。
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３　いったん提出した履修届については、原則として、科目の変更又は科目の追加を認めない。

　　　附　則

１　この規程は、平成６（１９９４）年４月１日から施行する。

２　この改正は、平成６（１９９４）年８月１日から施行する。

３　この改正は、平成８（１９９６）年８月１日から施行する。

４　この改正は、平成９（１９９７）年４月１日から施行する。

５　この改正は、平成１０（１９９８）年４月１日から施行する。

６　この改正規程の施行に際し、現に第２年次以上に在学中の者については、なお従前の例による。

７　第１６条第４項、第６項、第１７条及び第２６条の規定については、現に第２年次以上に在学中の者についても適用する。

８　第１６条第１項のただし書き及び第２７条の規定については、平成７（１９９５）年度以降の入学者から適用する。

９　この改正は、平成１１（１９９９）年４月１日から施行する。

１０　第１６条第７項の規定については、現に第２年次以上に在学中の者についても適用する。

１１　第５条第１項第１号及び第２号の規定については、現に第２年次に在学中の者についても適用する。

１２　この改正は、平成１２（２０００）年４月１日から施行する。

１３　第１６条第５項の規定については、平成１２（２０００）年度の入学者から適用する。

１４　この改正は、平成１３（２００１）年４月１日から施行する。

１５　この改正規程の施行に際し、現に第２年次以上に在学中の者については、第２条、第１０条、第１７条、第１８条及び第１９条の

規定の適用は、なお従前の例による。

１６　第５条及び第１６条の規定については、平成１２（２０００）年度以降の入学者から適用する。

１７　第１３条の２の規定については、平成１３（２００１）年度の入学者から適用する。

１８　第２３条の２の規定については、平成１３（２００１）年度の編入学者から適用する。

１９　この改正は、平成１４（２００２）年４月１日から施行する。

２０　第５条の規定については、平成１３（２００１）年度の入学者から適用する。

２１　この改正規程の施行に際し、現に第２年次以上に在学中の者については、第６条及び第１３条の規定の適用は、なお従前の

例による。

２２　この改正は、平成１５（２００３）年４月１日から施行する。

２３　第２３条の２の規定については、平成１５（２００３）年度の転入学者から適用する。

２４　第２３条において、復学者が、復学以前に修得した必修科目、選択必修科目及び選択科目別の単位については、これを卒業

要件単位として算入できるものとする。

２５　この改正は、平成１６（２００４）年４月１日から施行する。

２６　この改正規程の施行に際し、現に第２年次以上に在学中の者については、第５条、第６条、第７条、第１１条、第１６条及び

第２４条の規定の適用は、なお従前の例による。

２７　この改正は、平成１７（２００５）年４月１日から施行する。

２８　第１７条及び第２６条の規定については、現に第２年次以上に在学中の者についても適用する。

２９　この改正は、平成１９（２００７）年４月１日から施行する。

３０　この改正規程の施行に際し、現に２年次以上に在学中の者については、第５条、第９条及び第１５条の規定の適用は、なお

従前の例による。

３１　この改正は、平成２１（２００９）年４月１日から施行する。

３２　この改正規程の施行にあたり、現に第２年次以上に在学中の者については、第１６条第１項の規定の適用は、なお従前の例

による。

３３　第２８条の規定については、平成２１（２００９）年度の入学者から適用する。ただし、平成２０（２００８）年度以前入学生について

も日本語教員養成課程の履修を許可することがある。その場合、在学する学年に開設されていない科目の履修は履修制限の

枠外とし、修得した科目単位は卒業要件に算入しない。

３４　この改正は、平成２２（２０１０）年４月１日から施行する。

３５　第２４条の規定については、現に第２年次以上に在学中の者についても適用する。

３６　この改正は、平成２４（２０１２）年４月１日から施行する。
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社会福祉学部第一部社会福祉学科授業科目履修規程
　（総則）
第₁�条　第一部社会福祉学科（以下「本学科」という。）の授業科目の履修に関しては、熊本学園大学学則（以下「学則」という。）
第11条から第30条までの規定及び本規程の定めるところによる。

　（授業科目の構成）
第�₂条　本学科における授業科目は、社会福祉という枠組みの中で専門教育をするとともに、高齢化・情報化・国際化・地方
の時代といわれる社会福祉の動向を踏まえ、社会福祉専門職者に関する社会の要請に応え、社会福祉に関する広い知識と深
い理解をもって、行政・教育職等の諸領域で活躍する人材を養成することを目的として体系づけられたものである。
₂　授業科目は、第₁年次「基礎科目」、第₂年次「発展科目」、第₃・₄年次「応用科目」の順に構成される。
₃　授業科目は、科目の性格上、「Ａ群」、「Ｂ・Ｃ群」、「Ｄ群」、「外国語」、「保健体育」の₆つの科目群から構成される。
　（卒業及び履修方法）
第�₃条　卒業に必要な最低修得単位数は、合計124単位とし、学則第12条に定める本学科科目表のように構成されるが、その
内訳は次のとおりとする。
　 　Ａ群の必修科目からは、基礎科目・必修₇単位、発展科目・必修10単位、応用科目・必修₂単位の合計19単位
　 　Ａ群の選択必修科目からは、卒業演習Ⅱ・卒業演習Ⅲ合わせて₄単位あるいは卒業論文４単位のいずれか₄単位
　 　Ａ群の第一群選択必修科目から₈単位以上
　 　Ａ群の第二群選択必修科目から₈単位以上
　 　上記以外にＡ群科目の中から自由に科目を選択して21単位以上
　 　Ｂ・Ｃ群の選択必修科目からは、基礎科目及び発展科目から16単位以上、応用科目から₄単位以上の、合計20単位以上
　 　外国語科目からは一外国語のⅠＡ・ⅠＢ及びⅡＡ・ⅡＢ合計₄単位
　 　保健体育からは選択必修₂単位以上
₂　その他、すべての科目群の中から38単位以上を選択して修得しなければならない。
　（免許及び資格取得と履修方法）
第₄条　本学科において、当該所定単位を修得することによって取得できる免許及び資格は次のとおりである。
　 　免許
　　◦高等学校教諭一種免許状「福祉」
　 　資格
　　◦介護福祉士試験受験資格
　　◦社会福祉士試験受験資格
　　◦精神保健福祉士試験受験資格
　　◦社会福祉主事任用資格
　　◦司書
　　◦司書教諭
　　◦レクリエーション・インストラクター
　　◦（障害者）初級スポーツ指導員
　　◦ダンスムーブメント指導員受験資格
₂　前項に定める免許及び資格を取得するための履修科目等については、別に定める。
₃　その他、手話通訳士、家庭裁判所調査官等の試験を受験しやすいように考慮して、科目の設置がなされている。
　（履修制限）
第�₅条　₁年間に履修できる単位数は、春学期・秋学期合わせて、第₁年次から第₃年次においては49単位までとし、第₄年
次以上においては50単位までとする。ただし、学期毎の上限は各学年いずれも30単位とする。
　  　「教職に関する科目」、「司書及び司書教諭に関する科目」、「レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポー
ツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格養成課程に関する科目」及び「海外フィールドワーク」の単位は、この
履修制限の枠外とする。

　  　「介護の基本Ⅰ」、「介護の基本Ⅱ」、「介護の基本Ⅲ」、「介護の基本Ⅳ」、「介護の基本Ⅴ」、「介護の基本Ⅵ」、「コミュニケー
ション技術Ⅰ」、「コミュニケーション技術Ⅱ」、「生活支援技術Ⅰ」、「生活支援技術Ⅱ」、「生活支援技術Ⅲ」、「生活支援技
術Ⅳ」、「生活支援技術Ⅴ」、「生活支援技術Ⅵ」、「生活支援技術Ⅶ」、「生活支援技術Ⅷ」、「生活支援技術Ⅸ」、「生活支援技
術Ⅹ」、「介護過程Ⅰ」、「介護過程Ⅱ」、「介護過程Ⅲ」、「介護過程Ⅳ」、「介護過程Ⅴ」、「介護総合演習Ⅰ」、「介護総合演習Ⅱ」、
「介護総合演習Ⅲ」、「介護総合演習Ⅳ」、「介護実習Ⅰ」、「介護実習Ⅱ」、「介護実習Ⅲ」、「介護実習Ⅳ」、「医療的ケア」、「ソーシャ
ルワーク演習Ⅰ」、「ソーシャルワーク演習Ⅱ」、「ソーシャルワーク演習Ⅲ」、「ソーシャルワーク演習Ⅳ」、「ソーシャルワー
ク演習Ⅴ」、「ソーシャルワーク実習指導Ⅰ」、「ソーシャルワーク実習指導Ⅱ」、「ソーシャルワーク実習指導Ⅲ」、「ソーシャ
ルワーク実習Ⅰ」、「ソーシャルワーク実習Ⅱ」、「精神科ソーシャルワーク演習Ⅱ」、「精神科ソーシャルワーク演習Ⅲ」、「精
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神科ソーシャルワーク実習指導Ⅰ」、「精神科ソーシャルワーク実習指導Ⅱ」、「精神科ソーシャルワーク実習指導Ⅲ」及び
「精神科ソーシャルワーク実習」の単位は、この履修制限の枠外とする。

　  　第₆条及び第₇条において履修を認められた科目の単位は各学年で定める履修制限内に含むものとする。ただし、派遣
留学生に関する規程の交換留学生について換算認定した単位は、履修制限の枠外とする。

₂　同一授業時限に₂科目以上を重複して履修することはできない。
₃　他学部、他学科に開設されている科目は、次項及び第13条に定める場合を除き履修することはできない。
₄ 　本学科に在学する学生が、外国語学部の日本語教員養成課程の履修を許可された場合は、日本語教員養成課程の必修科目
のうち、本学科に開設されていない科目を英米学科で履修することができる。ただし、各学年で定める履修制限の枠外とし、
修得した科目単位は卒業要件に算入しない。
₅ 　下学年次に開設されている科目は履修できるが、上学年次に開設されている科目は履修できない。ただし、第13条に定め
る場合は、その限りではない。
₆　既に単位を修得した科目（編入学等の時に単位の認定をした科目を含む）の再履修はできない。
₇ 　年度内において、春学期・秋学期ともに同一授業科目が開設されている場合、特別に指定した科目以外は、秋学期の再履
修を認めない。
₈ 　春学期だけ、又は秋学期だけ週₂回開講されている科目を履修する場合は、週₂回それぞれ履修し、かつ受講しなければ
ならない。
　（他の大学又は短期大学及び他学部・他学科受講制度における授業科目の履修等）
第�₆条　本学科に在学する学生が、他の大学又は短期大学及び他学部・他学科受講制度において履修した授業科目について、
教育上有益と認めるときは、60単位を限度として本学科における授業科目を履修したものと認める。
　（大学以外の教育施設等における学修）
第�₇条　本学科に在学する学生が、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修、その他文部科学大臣が別に定める学修
を、教育上有益と認めるときは、前条により本学科において修得したものと認める単位数と合わせて、60単位を限度として
本学科における授業科目を履修したものと認める。
　（入学前の既修得単位等の認定）
第�₈条　本学科に在学する学生が、本学科に入学する以前に大学又は短期大学において履修した授業科目について、教育上有
益と認めるときは、第₆条及び第₇条により本学科において修得したものとみなす単位数と合わせて、60単位を限度として
本学科における授業科目を修得したものとみなすことができる。
　（本学以外での履修の許可及び単位の換算）
第₉条　第₆条及び第₇条の履修の許可と、第₆条、第₇条及び第₈条の単位認定は、教授会の許可を必要とする。
　（転学部・転学科・転部、編入学、転入学、再入学及び復学者の履修方法）
第�10条　転学部・転学科・転部、編入学、転入学、再入学した者及び復学者の履修方法は、特に定めのない限り、在学する
学年の一般学生の場合と同様とする。
　（編入学・転入学者の単位等の認定）
第10条の₂　編入学・転入学した者の単位等の認定は、次のとおりとする。
　 　認定できる単位数は62単位を上限とする。
　 　入門演習は修得したものとして認定する。
　 　Ａ群科目について、読み替えにより個別に認定する。
　 　Ｂ・Ｃ群等科目のＢ群科目、Ｃ群科目、外国語科目、保健体育科目について、読み替えにより個別に認定する。
　 　 ～ において認定した単位の合計が62単位に満たない場合、自由選択科目として38単位を上限に一括認定する。
　（転学部・転学科・転部者の単位認定）
第�10条の₃　転学部・転学科・転部した者の科目単位のうち本学科の科目に読み替えられない科目については、自由選択科
目とする。
　（外国人留学生の履修方法）
第�11条　学則第56条によって本学科に入学を許可された外国人留学生が、「日本語」を履修し、修得した単位は「外国語」の
単位として振替えることができる。ただし、母国語である「外国語」の科目の履修はできない。
₂ 　第₁項の外国人留学生が「日本事情ⅠＡ」、「日本事情ⅠＢ」、「日本事情ⅡＡ」、「日本事情ⅡＢ」、「日本事情ⅢＡ」、「日本
事情ⅢＢ」を履修し、修得した単位はＢ・Ｃ群の基礎科目及び発展科目に開設されている科目の単位として、それぞれ振替
えることができる。
₃ 　第₁項の外国人留学生が「日本文化演習ⅠＡ」、「日本文化演習ⅠＢ」、「日本文化演習ⅡＡ」、「日本文化演習ⅡＢ」を履修
し、修得した単位は自由選択科目とする。
₄　前₃項の規定は、学則第57条によって本学科に入学を許可された中国引揚者等子女についても準用する。
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　（特別受講）
第�12条　第₂年次以上の学生で、履修しようとする科目が授業時間割上重複するため、本学科で必要な科目を履修すること
ができない場合には（演習を除く）、第二部社会福祉学科の授業を受講することを認める。
　　この場合、試験は第二部社会福祉学科において受けなければならない。
₂　前項の特別受講をする場合は、所定の期間内に「特別受講許可願」を教務課に提出しなければならない。
　（他学部・他学科受講制度）
第13条　本学科に開設されていない科目を他学部又は他学科において受講することを他学部・他学科受講という。
₂　受講できる科目は、別に定める。
₃　第₁項により履修を希望する場合は、所定の期間内に「他学部・他学科受講許可願」を教務課に提出しなければならない。
₄　第₁項の規定にかかわらず、受講者数を制限することがある。
₅　修得できる単位は、在学期間を通じて12単位を超えない範囲とする。
₆　修得した単位は、その科目区分を「自由選択科目」として卒業要件単位に算入する。
　（履修届）
第�14条　授業科目を履修する学生は、履修する科目を選定し、所定の「授業科目履修届」（以下「履修届」という。）を所定
の期間内に教務課に提出しなければならない。
₂　履修届を所定の期間内に提出しない者は、修学の意志がないものとみなし、除籍する。
₃　履修届を提出していない科目については、たとえ受講し、かつ試験を受けても無効とする。
₄　いったん提出した履修届については、科目の変更又は科目の追加を認めない。

　　　附　則
₁　この規程は、平成₆（1994）年₄月₁日から施行する。
₂　この改正は、平成₆（1994）年₈月₁日から施行する。
₃　この改正は、平成₇（1995）年₄月₁日から施行する。
₄　この改正は、平成₈（1996）年₄月₁日から施行する。

※ 　第₄条 資格の「社会福祉士国家試験受験資格」にかかわる“当該所定単位”には、「社会福祉援助技術現場実習（₆単位）」
が含まれる。この「社会福祉援助技術現場実習（₆単位）」は、第一部においては、実習履修定員80名とし、別に定める選
考基準によって選抜された者のみ履修できることとなっている。

₅　この改正は、平成10（1998）年₄月₁日から施行する。
₆ 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₃条及び第₅条第₁項第₂号の適用は、なお
従前の例による。
₇　第₄条第₁項第₂号及び第₅条第₁項第₁号の規定については、平成₇（1995）年度以降の入学者より適用する。
₈　この改正は、平成11（1999）年₄月₁日から施行する。
₉　第₅条第₁項第₃号の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
10　この改正は、平成12（2000）年₄月₁日から施行する。
11 　この改正規定の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₁条第₂項第₃項、第₂条第₃項、第₃条第
₁項第₁号第₂号第₃号、第₄条第₁項第₃項及び第₅条第₁項第₂号の規定の適用は、なお従前の例による。
12　この改正は、平成13（2001）年₄月₁日から施行する。
13 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₂条、第₄条、第₅条、第₆条、第₇条及び
第₈条の規定の適用は、なお従前の例による。
14 　現に第₂年次に在学中の者の「社会福祉援助技術現場実習指導」及び、第₂年次に在学中の者を対象に臨時に開設する「ソー
シャルフィールドワークⅠ」、「ソーシャルフィールドワークⅡ」、「ソーシャルフィールドワークⅢ」、「ソーシャルフィール
ドワークⅣ」及び「ソーシャルフィールドワークⅤ」の単位は、第₅条の規定にかかわらず年間履修制限単位の枠外とする。
15　第10条の₂の規定については、平成13（2001）年度の編入学者から適用する。
16　この改正は、平成14（2002）年₄月₁日から施行する。
17 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₃条及び第₅条の規定の適用は、なお従前の
例による。
18　この改正は、平成15（2003）年₄月₁日から施行する。
19　第10条の₂の規定については、平成15（2003）年度の転入学者から適用する。
20　この改正は、平成16（2004）年₄月₁日から施行する。
21 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₁条、第₂条、第₃条、第₅条、第10条の₂
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及び第11条の規定の適用は、なお従前の例による。
22　この改正は、平成17（2005）年₄月₁日から施行する。
23　第₆条、第10条及び第13条の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
24　この改正は、平成18（2006）年₄月₁日から施行する。
25 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₁条、第₂条、第₃条、第₄条、第₅条及び
第11条の規定の適用は、なお従前の例による。
26　第10条の₃の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
27 　幼稚園教員養成課程・保育士養成課程の学生が、この規程の適用を受け平成18（2006）年度以降に復学する場合の授業科
目の履修方法は、入学年度の規定を適用できるものとする。
28　この改正は、平成21（2009）年₄月₁日から施行する。
29 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₃条、第₄条及び第₅条の規定の適用は、な
お従前の例による。
30　この改正は、平成22（2010）年₄月₁日から施行する。
31　第11条の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
32　この改正は、平成23（2011）年₄月₁日から施行する。
33　第10条の₂の規定については、平成20（2008）年度の編入学・転入学者から適用する。
34　この改正は、平成24（2012）年₄月₁日から施行する。
35 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₃条及び第₅条の規定の適用は、なお従前の
例による。
36　この改正は、平成25（2013）年₄月₁日から施行する。
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社会福祉学部第二部社会福祉学科授業科目履修規程

　（総則）
第�₁条　第二部社会福祉学科（以下「本学科」という。）の授業科目の履修に関しては、熊本学園大学学則（以下「学則」と
いう。）第11条から第30条までの規定及び本規程の定めるところによる。
　（授業科目の構成）
第�₂条　本学科における授業科目は、社会福祉という枠組みの中で専門教育をするとともに、高齢化・情報化・国際化・地方
の時代といわれる社会福祉の動向を踏まえ、社会福祉専門職者に関する社会の要請に応え、社会福祉に関する広い知識と深
い理解をもって、行政・教育職等の諸領域で活躍する人材を養成することを目的として体系づけられたものである。
₂　授業科目は、第₁年次「基礎科目」、第₂年次「発展科目」、第₃・₄年次「応用科目」の順に構成される。
₃　授業科目は、科目の性格上、「Ａ群」、「Ｂ群」、「Ｃ群」、「Ｄ群」、「外国語」、「保健体育」の₆つの科目群から構成される。
　（卒業及び履修方法）
第�₃条　卒業に必要な最低修得単位数は、合計124単位とし、学則第12条に定める本学科科目表のように構成されるが、その
内訳は次のとおりとする。
　 　Ａ群の必修科目からは、基礎科目・必修₅単位
　  　Ａ群の選択必修科目からは、「社会福祉」の科目の中から20単位以上、「福祉教養と技術」の科目の中から₆単位以上、
「法と政策」の科目の中から₆単位以上、「社会と文化」の科目の中から₆単位以上、「マネジメント」の科目の中から₆
単位以上、及び卒業論文・卒業演習のいずれか₄単位の計48単位以上

　  　Ｂ・Ｃ群の選択必修科目からは、基礎科目（Ｂ１）・発展科目（Ｂ２）よりそれぞれ₄単位以上、基礎科目（Ｃ１）・発
　　展科目（Ｃ２）の中からいずれか₈単位以上、応用科目（Ｂ３・Ｃ３）の中からいずれか₄単位以上の、合計20単位以上
　 　外国語科目からは一外国語のⅠＡ・ⅠＢ及びⅡＡ・ⅡＢ合計₄単位
　 　保健体育からは選択必修２単位以上
₂　その他、すべての科目群の中から45単位以上を選択して修得しなければならない。
　（免許及び資格取得と履修方法）
第₄条　本学科において、当該所定単位を修得することによって、取得できる免許及び資格は次のとおりである。
　 　免許
　　◦高等学校教諭一種免許状「福祉」
　　◦資格
　 　社会福祉士試験受験資格
　　◦社会福祉主事任用資格
　　◦レクリエーション・インストラクター
　　◦（障害者）初級スポーツ指導員
　　◦ダンスムーブメント指導員受験資格
₂　前項に定める免許及び資格を取得するための履修科目等については、別に定める。
₃ 　その他、保育士資格試験、社会保険労務士・行政書士試験、家庭裁判所調査官等の試験を受験しやすいように考慮して、
科目の設置がなされている。
　（履修制限）
第�₅条　₁年間に履修できる単位数は、春学期・秋学期合わせて、第₁年次から第₃年次においては49単位までとし、第₄年
次以上においては50単位までとする。ただし、学期毎の上限は各学年いずれも30単位とする。
　  　「教職に関する科目」、「レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント
指導員受験資格養成課程に関する科目」、及び「海外フィールドワーク」の単位は、この履修制限の枠外とする。

　  　第₆条及び第₇条において履修を認められた科目の単位は各学年で定める履修制限内に含むものとする。ただし、派遣
留学生に関する規程の交換留学生について換算認定した単位は、履修制限の枠外とする。

₂　同一授業時限に₂科目以上を重複して履修することはできない。
₃　他学部、他学科に開設されている科目は、次項、第12条及び第13条に定める場合を除き履修することはできない。
₄ 　本学科に在学する学生が、外国語学部の日本語教員養成課程の履修を許可された場合は、日本語教員養成課程の必修科目
のうち、本学科に開設されていない科目を英米学科で履修することができる。ただし、各学年で定める履修制限の枠外とし、
修得した科目単位は卒業要件に算入しない。
₅ 　下学年次に開設されている科目は履修できるが、上学年次に開設されている科目は履修できない。ただし、第12条及び第
13条に定める場合は、その限りではない。
₆　既に単位を修得した科目（編入学等の時に単位の認定をした科目を含む）の再履修はできない。
₇ 　年度内において、春学期・秋学期ともに同一授業科目が開設されている場合、特別に指定した科目以外は、秋学期の再履
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修を認めない。
₈ 　春学期だけ、又は秋学期だけ週₂回開講されている科目を履修する場合は、週₂回それぞれ履修し、かつ受講しなければ
ならない。
　（他の大学又は短期大学、他学部・他学科受講制度及び第二部相互受講制度における授業科目の履修等）
第�₆条　本学科に在学する学生が、他の大学又は短期大学、他学部・他学科受講制度及び第二部相互受講制度において履修し
た授業科目について、教育上有益と認めるときは、60単位を限度として本学科における授業科目を履修したものと認める。
　（大学以外の教育施設等における学修）
第�₇条　本学科に在学する学生が、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修、その他文部科学大臣が別に定める学修
を、教育上有益と認めるときは、前条により本学科において修得したものと認める単位数と合わせて、60単位を限度として
本学科における授業科目を履修したものと認める。
　（入学前の既修得単位等の認定）
第�₈条　本学科に在学する学生が、本学科に入学する以前に大学又は短期大学において履修した授業科目について、教育上有
益と認めるときは、第₆条及び第₇条により本学科において修得したものとみなす単位数と合わせて、60単位を限度として
本学科における授業科目を修得したものとみなすことができる。
　（本学以外での履修の許可及び単位の換算）
第₉条　第₆条及び第₇条の履修の許可と、第₆条、第₇条及び第₈条の単位認定は、教授会の許可を必要とする。
　（転学部・転学科・転部、編入学、転入学、再入学及び復学者の履修方法）
第�10条　転学部・転学科・転部、編入学、転入学、再入学した者及び復学者の履修方法は、特に定めのない限り、在学する学
年の一般学生の場合と同様とする。
　（編入学・転入学者の単位等の認定）
第10条の₂　編入学・転入学した者の単位等の認定は、次のとおりとする。
　 　認定できる単位数は62単位を上限とする。
　 　Ａ群科目について、読み替えにより個別に認定する。
　 　Ｂ・Ｃ群等科目のＢ群科目、Ｃ群科目、外国語科目、保健体育科目について、読み替えにより個別に認定する。
　 　 ～ において認定した単位の合計が62単位に満たない場合、自由選択科目として45単位を上限に一括認定する。
　（転学部・転学科・転部者の単位認定）
第�10条の₃　転学部・転学科・転部した者の科目単位のうち本学科の科目に読み替えられない科目については、自由選択科目
とする。
　（特別受講）
第�11条　本学科及び第一部社会福祉学科に開設されている科目に限り、（演習・実習・介護福祉士資格取得者のみに限定して
開設している科目を除く）、卒業までに32単位を限度として、第一部社会福祉学科で履修することができる。
　　この場合、試験は第一部社会福祉学科において受けなければならない。
₂　第一部社会福祉学科での履修をする学生は、所定の期間内に「特別受講許可願」を教務課に提出しなければならない。
　（他学部・他学科受講制度）
第12条　本学科に開設されていない科目を他学部又は他学科において受講することを他学部・他学科受講という。
₂　受講できる科目は、別に定める。
₃　第₁項により履修を希望する場合は、所定の期間内に「他学部・他学科受講許可願」を教務課に提出しなければならない。
₄　第₁項の規定にかかわらず、受講者数を制限することがある。
₅　修得できる単位は、在学期間を通じて12単位を超えない範囲とする。
₆　修得した単位は、その科目区分を「自由選択科目」として卒業要件単位に算入する。
　（第二部相互受講制度）
第13条　第二部商学科に開設されている授業科目を本学科の授業科目として履修することを、第二部相互受講制度という。
₂　受講できる科目は別に定める。
₃　履修を希望する場合は、所定の期間内に「第二部相互受講科目受講許可願」を教務課に提出しなければならない。
₄　受講者数を制限することがある。
₅　修得できる単位は、在学期間を通じて32単位を超えない範囲とする。
₆　修得した単位は、「自由選択科目」として卒業要件単位に算入する。
　（履修届）
第�14条　授業科目を履修する学生は、履修する科目を選定し、所定の「授業科目履修届」（以下「履修届」という。）を所定の
期間内に教務課に提出しなければならない。
₂　履修届を所定の期間内に提出しない者は、修学の意志がないものとみなし、除籍する。
₃　履修届を提出していない科目については、たとえ受講し、かつ試験を受けても無効とする。
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₄　いったん提出した履修届については、科目の変更又は科目の追加を認めない。

　　　附　則
₁　この規程は、平成₆（1994）年₄月₁日から施行する。
₂　この改正は、平成₆（1994）年₈月₁日から施行する。
₃　この改正は、平成₈（1996）年₄月₁日から施行する。

※ 　第₄条 資格の「社会福祉士国家試験受験資格」にかかわる“当該所定単位”には、「社会福祉援助技術現場実習（₆単
位）」が含まれる。この「社会福祉援助技術現場実習（₆単位）」は、学内で行われる授業の他、昼間に実施される集中実習
（₄単位＝₂週間×₂回分）を修めることが必須の条件となる。

₄　この改正は、平成10（1998）年₄月₁日から施行する。
₅　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₃条の適用は、なお従前の例による。
₆　第₄条第₁項第₂号及び第₅条第₁項第₁号の規定については、平成₇（1995）年度以降の入学者から適用する。
₇　この改正は、平成11（1999）年₄月₁日から施行する。
₈　第₅条第₁項第₂号の規定については、現に第₂年次以上に在学する者についても適用する。
₉　この改正は、平成12（2000）年₄月₁日から施行する。
10 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₂条第₃項、第₃条第₁項第₁号第₂号第₃
号第₂項、第₄条第₁項及び第₂項の規定の適用は、なお従前の例による。
11　この改正は、平成13（2001）年₄月₁日から施行する。
12 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₂条、第₄条、第₆条、第₇条及び第₈条の
規定の適用は、なお従前の例による。
13　第10条の₂の規定については、平成13（2001）年度の編入学者から適用する。
14　第11条の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
15　この改正は、平成14（2002）年₄月₁日から施行する。
16　この改正は、平成15（2003）年₄月₁日から施行する。
17　第13条の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
18　第10条の₂の規定については、平成15（2003）年度の転入学者から適用する。
19　この改正は、平成16（2004）年₄月₁日から施行する。
20 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₂条、第₃条及び第₅条の規定の適用は、な
お従前の例による。
21　この改正は、平成17（2005）年₄月₁日から施行する。
22　第₆条、第10条及び第12条の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
23　この改正は、平成18（2006）年₄月₁日から施行する。
24　第10条の₃の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
25　この改正は、平成19（2007）年₄月₁日から施行する。
26　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₃条の規定の適用は、なお従前の例による。
27　この改正は、平成21（2009）年₄月₁日から施行する。
28　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₅条の規定の適用は、なお従前の例による。
29　この改正は、平成23（2011）年₄月₁日から施行する。
30　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₃条の規定の適用は、なお従前の例による。
31　第10条の₂の規程については、平成20（2008）年度の編入学・転入学者から適用する。
32　この改正は、平成25（2013）年₄月₁日から施行する。
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社会福祉学部福祉環境学科授業科目履修規程

　（総則）
第�₁条　福祉環境学科（以下「本学科」という。）の授業科目の履修に関しては、熊本学園大学学則（以下「学則」という。）
第11条から第30条までの規定及び本規程の定めるところによる。
　（授業科目の構成）
第�₂条　本学科における授業科目は、福祉環境学という枠組みの中で専門教育を行うとともに、高齢化・情報化・国際化・地
方の時代といわれる社会福祉の動向を踏まえ、幅広い教養と総合的判断力を持った人材を養成することを目的として体系的
に編成されたものである。
₂　授業科目は、第₁年次「基礎科目」、第₂年次「発展科目」、第₃・₄年次「応用科目」の順に構成される。
₃　授業科目は、科目の性格上、「Ａ群」、「Ｂ・Ｃ群」、「Ｄ群」、「外国語」、「保健体育」の₅つの科目群から構成される。
　（卒業及び履修方法）
第�₃条　卒業に必要な最低修得単位数は、合計124単位とし、学則第12条に定める本学科科目表のように構成されるが、その
内訳は次のとおりとする。
　 　Ａ群の必修科目からは、基礎科目・必修₅単位、発展科目・必修₂単位、応用科目・必修₂単位の合計₉単位
　  　Ａ群の第一群選択必修科目からは、基礎科目・選択必修₂単位以上、発展科目・選択必修₈単位以上、応用科目・選択
必修10単位以上、及び福祉環境学演習Ⅲ・福祉環境学演習Ⅳ合わせて₄単位あるいは卒業論文₄単位のいずれか₄単位の
合計24単位以上

　 　Ａ群の第二群選択必修科目からは18単位以上
　 　Ａ群の第三群選択必修科目からは18単位以上
　 　Ｂ・Ｃ群の選択必修科目からは18単位以上
　 　外国語科目からは一外国語のⅠＡ・ⅠＢ及びⅡＡ・ⅡＢ合計₄単位
　 　保健体育からは選択必修₂単位以上
₂　その他、すべての科目群の中から31単位以上を選択して修得しなければならない。
　（免許及び資格取得と履修方法）
第₄条　本学科において、当該所定単位を修得することによって、取得できる免許及び資格は次のとおりである。
　 　免許
　　◦高等学校教諭一種免許状「地理歴史」、「公民」
　　◦中学校教諭一種免許状「社会」
　 　資格
　　◦社会福祉士試験受験資格
　　◦精神保健福祉士試験受験資格
　　◦社会福祉主事任用資格
　　◦司書
　　◦司書教諭
　　◦レクリエーション・インストラクター
　　◦（障害者）初級スポーツ指導員
　　◦ダンスムーブメント指導員受験資格
₂　前項に定める免許及び資格を取得するための履修科目等については、別に定める。
₃ 　その他、社会保険労務士、行政書士試験、家庭裁判所調査官等の試験を受験しやすいように考慮して、科目の配置がなさ
れている。
　（履修制限）
第�₅条　₁年間に履修できる単位数は、春学期・秋学期合わせて、第₁年次から第₃年次においては49単位までとし、第₄年
次以上においては50単位までとする。ただし、学期毎の上限は各学年いずれも30単位とする。
　  　「教職に関する科目」、「司書及び司書教諭に関する科目」、「レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポー
ツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格養成課程に関する科目」及び「海外フィールドワーク」の単位は、この
履修制限の枠外とする。

　  　「ソーシャルワーク実習指導Ⅰ」、「ソーシャルワーク実習指導Ⅱ」、「ソーシャルワーク実習指導Ⅲ」、「ソーシャルワー
ク実習Ⅰ」、「ソーシャルワーク実習Ⅱ」、「精神科ソーシャルワーク実習指導Ⅰ」、「精神科ソーシャルワーク実習指導Ⅱ」、「精
神科ソーシャルワーク実習指導Ⅲ」及び「精神科ソーシャルワーク実習」の単位は、この履修制限の枠外とする。

　  　第₆条及び第₇条において履修を認められた科目の単位は各学年で定める履修制限内に含むものとする。ただし、派遣
留学生に関する規程の交換留学生について換算認定した単位は、履修制限の枠外とする。
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₂　同一授業時限に₂科目以上重複して履修することはできない。
₃　他学部、他学科に開設されている科目は、次項及び第13条に定める場合を除き履修することはできない。
₄ 　本学科に在学する学生が、外国語学部の日本語教員養成課程の履修を許可された場合は、日本語教員養成課程の必修科目
のうち、本学科に開設されていない科目を英米学科で履修することができる。ただし、各学年で定める履修制限の枠外とし、
修得した科目単位は卒業要件に算入しない。
₅ 　下学年次に開設されている科目は履修できるが、上学年次に開設されている科目は履修できない。ただし、第13条に定め
る場合は、その限りではない。
₆　既に単位を修得した科目（編入学時等の時に単位の認定をした科目を含む）の再履修はできない。
₇ 　年度内において、春学期・秋学期ともに同一授業科目が開設されている場合、特別に指定した科目以外は、秋学期の再履
修を認めない。
₈ 　春学期だけ、又は秋学期だけ週₂回開講されている科目を履修する場合は、週₂回それぞれ履修し、かつ受講しなければ
ならない。
　（他の大学又は短期大学及び他学部・他学科受講制度における授業科目の履修等）
第�₆条　本学科に在学する学生が、他の大学又は短期大学及び他学部・他学科受講制度において履修した授業科目について、
教育上有益と認めるときは、60単位を限度として本学科における授業科目を履修したものと認める。
　（大学以外の教育施設における学修）
第�₇条　本学科に在学する学生が、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修、その他文部科学大臣が別に定める学修
を、教育上有益と認めるときは、前条により本学科において修得したものと認める単位数と合わせて、60単位を限度として
本学科における授業科目を履修したものと認める。
　（入学前の既修得単位等の認定）
第�₈条　本学科に在学する学生が、本学科に入学する以前に大学又は短期大学において履修した授業科目について、教育上有
益と認めるときは、第₆条及び第₇条により本学科において修得したものとみなす単位数と合わせて、60単位を限度として
本学科における授業科目を修得したものとみなすことができる。
　（本学以外での履修の許可及び単位の換算）
第₉条　第₆条及び第₇条の履修の許可と、第₆条、第₇条及び第₈条の単位認定は、教授会の許可を必要とする。
　（転学部・転学科・転部、編入学、転入学、再入学及び復学者の履修方法）
第�10条　転学部・転学科・転部、編入学、転入学、再入学した者及び復学者の履修方法は、特に定めのない限り、在学する学
年の一般学生の場合と同様とする。
　（編入学・転入学者の単位等の認定）
第10条の₂　編入学・転入学した者の単位等の認定は、次のとおりとする。
　 　認定できる単位数は62単位を上限とする。
　 　Ａ群科目について、読み替えにより個別に認定する。
　 　Ｂ・Ｃ群等科目のＢ群科目、Ｃ群科目、外国語科目、保健体育科目について、読み替えにより個別に認定する。
　 　 ～ において認定した単位の合計が62単位に満たない場合、自由選択科目として31単位を上限に一括認定する。
　（転学部・転学科・転部者の単位認定）
第�10条の₃　転学部・転学科・転部した者の科目単位のうち本学科の科目に読み替えられない科目については、自由選択科目
とする。
　（外国人留学生の履修方法）
第�11条　学則第56条によって本学科に入学を許可された外国人留学生が、「日本語」を履修し、修得した単位は「外国語」の
単位として振替えることができる。ただし、母国語である「外国語」の科目の履修はできない。
₂ 　第₁項の外国人留学生が「日本事情ⅠＡ」、「日本事情ⅠＢ」、「日本事情ⅡＡ」、「日本事情ⅡＢ」、「日本事情ⅢＡ」、「日本
事情ⅢＢ」を履修し、修得した単位はＢ・Ｃ群に開設されている科目の単位として、それぞれ振替えることができる。
₃ 　第₁項の外国人留学生が「日本文化演習ⅠＡ」、「日本文化演習ⅠＢ」、「日本文化演習ⅡＡ」、「日本文化演習ⅡＢ」を履修
し、修得した単位は自由選択科目とする。
₄　前₃項の規定は、学則第57条によって本学科に入学を許可された中国引揚者等子女についても準用する。
　（特別受講）
第�12条　第₂年次以上の学生で、履修しようとする科目が授業時間割上重複するため、本学科で必要な科目を履修することが
できない場合には（演習を除く）、第二部社会福祉学科の授業を受講することを認める。
　　この場合、試験は第二部社会福祉学科において受けなければならない。
₂　前項の特別受講をする場合は、所定の期間内に「特別受講許可願」を教務課に提出しなければならない。
　（他学部・他学科受講制度）
第13条　本学科に開設されていない科目を他学部又は他学科において受講することを他学部・他学科受講という。
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₂　受講できる科目は別に定める。
₃　第₁項により履修を希望する場合は、所定の期間内に「他学部・他学科受講許可願」を教務課に提出しなければならない。
₄　第₁項の規定にかかわらず、受講者数を制限することがある。
₅　修得できる単位は、在学期間を通じて12単位を超えない範囲とする。
₆　修得した単位は、その科目区分を「自由選択科目」として卒業要件単位に算入する。
　（履修届）
第�14条　授業科目を履修する学生は、履修する科目を選定し、所定の「授業科目履修届」（以下「履修届」という。）を所定の
期間内に教務課に提出しなければならない。
₂　履修届を所定の期間内に提出しない者は、修学の意志がないものとみなし、除籍する。
₃　履修届を提出していない科目については、たとえ受講し、かつ試験を受けても無効とする。
₄　いったん提出した履修届については、科目の変更又は科目の追加を認めない。

　　　附　則
₁　この規程は、平成12（2000）年₄月₁日から施行する。
₂　この改正は、平成13（2001）年₄月₁日から施行する。
₃　第₅条第₁項第₂号の規定については、平成12（2000）年度の入学者から適用する。
₄ 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₆条、第₇条及び第₈条の規定については、
なお従前の例による。
₅　第10条の₂の規定については、平成14（2002）年度の編入学者から適用する。
₆　この改正は、平成14（2002）年₄月₁日から施行する。
₇　この改正は、平成15（2003）年₄月₁日から施行する。
₈　第10条の₂の規定については、平成15（2003）年度の転入学者から適用する。
₉　この改正は、平成16（2004）年₄月₁日から施行する。
10 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₂条、第₃条、第₄条、第₅条及び第11条の
規定の適用は、なお従前の例による。
11　この改正は、平成17（2005）年₄月₁日から施行する。
12　第₆条、第10条及び第13条の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
13　この改正は、平成18（2006）年₄月₁日から施行する。
14　第10条の₃の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
15　この改正は、平成21（2009）年₄月₁日から施行する。
16 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₂条、第₃条、第₅条及び第11条の規定の適
用は、なお従前の例による。
17　この改正は、平成22（2010）年₄月₁日から施行する。
18　第11条の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
19　この改正は、平成23（2011）年₄月₁日から施行する。
20　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₃条の規定の適用は、なお従前の例による。
21　第10条の₂の規程については、平成20（2008）年度の編入学・転入学者から適用する。
22　この改正は、平成24（2012）年₄月₁日から施行する。
23　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₅条の規定の適用は、なお従前の例による。
24　この改正は、平成25（2013）年₄月₁日から施行する。
25　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については第₃条の規定の適用は、なお従前の例による。
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社会福祉学部子ども家庭福祉学科授業科目履修規程

　（総則）
第�₁条　子ども家庭福祉学科（以下「本学科」という。）の授業科目の履修に関しては、熊本学園大学学則（ 以下「学則」と
いう。）第11条から第30条までの規定及び本規程の定めるところによる。
　（授業科目の構成）
第�₂条　本学科における授業科目は、子ども家庭福祉学という枠組みの中で専門教育を行うとともに、少子高齢化・情報化・
国際化・地方の時代といわれる社会福祉の動向を踏まえ、子ども家庭福祉に関する広い知識と深い理解をもって、保育・幼
児教育・児童福祉等の諸領域で活躍する人材を養成することを目的として体系づけられたものである。
₂　授業科目は、第₁年次「基礎科目」、第₂年次「発展科目」、第₃・₄年次「応用科目」の順に構成される。
₃　授業科目は、科目の性格上、「Ａ群」、「Ｂ群」、「Ｃ群」、「Ｄ群」、「外国語」、「保健体育」の₆つの科目群から構成される。
　（卒業及び履修方法）
第�₃条　卒業に必要な最低修得単位数は、合計124単位とし、学則第12条に定める本学科科目表のように構成されるが、その
内訳は次のとおりとする。
　 　Ａ群の必修科目からは、基礎科目・必修₃単位、発展科目・必修₂単位、応用科目・必修₂単位の合計₇単位
　 　Ａ群の卒業演習Ⅱ・卒業演習Ⅲ合わせて₄単位、あるいは卒業論文₄単位のいずれか₄単位
　  　Ａ群の選択必修科目からは、「保育系」科目の中から50単位以上、「幼児教育系」科目の中から₂単位以上、「福祉系」
科目の中から₄単位以上、それ以外の科目の中から₂単位以上の計58単位以上

　 　上記以外にＡ群科目の中から自由に科目を選択して15単位以上
　  　Ｂ・Ｃ群の選択必修科目からは、基礎科目（Ｂ１・Ｃ１）及び発展科目（Ｂ２・Ｃ２）から16単位以上、応用科目（Ｂ３・
　　Ｃ３）から₄単位以上の、合計20単位以上
　 　外国語科目からは一外国語のⅠＡ・ⅠＢ及びⅡＡ・ⅡＢ合計₄単位
　 　保健体育からは選択必修₂単位以上
₂　その他、すべての科目群の中から14単位以上を選択して修得しなければならない。
　（免許及び資格取得と履修方法）
第₄条　本学科において、当該所定単位を修得することによって取得できる免許及び資格は次のとおりである。
　 　免許
　　◦幼稚園教諭一種免許状
　 　資格
　　◦社会福祉士試験受験資格
　　◦保育士資格
　　◦社会福祉主事任用資格
　　◦司書
　　◦レクリエーション・インストラクター
　　◦（障害者）初級スポーツ指導員
　　◦ダンスムーブメント指導員受験資格
₂　前項に定める免許及び資格を取得するための履修科目等については、別に定める。
　（履修制限）
第�₅条　₁年間に履修できる単位数は、春学期・秋学期合わせて、第₁年次から第₃年次においては49単位までとし、第₄年
次以上においては50単位までとする。ただし、学期毎の上限は各学年いずれも30単位とする。
　  　「司書に関する科目」、「レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント
指導員受験資格養成課程に関する科目」及び「海外フィールドワーク」の単位は、この履修制限の枠外とする。

　  　「ソーシャルワーク実習指導Ⅰ」、「ソーシャルワーク実習指導Ⅱ」、「ソーシャルワーク実習指導Ⅲ」、「ソーシャルワー
ク実習Ⅰ」、「ソーシャルワーク実習Ⅱ」、「教育実習Ⅰ」、「教育実習Ⅱ」、「保育実習ⅠＡ」、「保育実習ⅠＢ」、「保育実習Ⅱ」
及び「保育実習Ⅲ」の単位は、この履修制限の枠外とする。

　  　第₆条及び第₇条において履修を認められた科目の単位は各学年で定める履修制限内に含むものとする。ただし、派遣
留学生に関する規程の交換留学生について換算認定した単位は、履修制限の枠外とする。

₂　同一授業時限に₂科目以上を重複して履修することはできない。
₃　他学部、他学科に開設されている科目は、次項及び第13条に定める場合を除き履修することはできない。
₄ 　本学科に在学する学生が、外国語学部の日本語教員養成課程の履修を許可された場合は、日本語教員養成課程の必修科目
のうち、本学科に開設されていない科目を英米学科で履修することができる。ただし、各学年で定める履修制限の枠外とし、
修得した科目単位は卒業要件に算入しない。
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₅ 　下学年次に開設されている科目は履修できるが、上学年次に開設されている科目は履修できない。ただし、第13条に定め
る場合は、その限りではない。
₆　既に単位を修得した科目（編入学等の時に単位の認定をした科目を含む）の再履修はできない。
₇ 　年度内において、春学期・秋学期ともに同一授業科目が開設されている場合、特別に指定した科目以外は、秋学期の再履
修を認めない。
₈ 　春学期だけ、又は秋学期だけ週₂回開講されている科目を履修する場合は、週₂回それぞれ履修し、かつ受講しなければ
ならない。
　（他の大学又は短期大学及び他学部・他学科受講制度における授業科目の履修等）
第�₆条　本学科に在学する学生が、他の大学又は短期大学及び他学部・他学科受講制度において履修した授業科目について、
教育上有益と認めるときは、60単位を限度として本学科における授業科目を履修したものと認める。
　（大学以外の教育施設等における学修）
第�₇条　本学科に在学する学生が、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修、その他文部科学大臣が別に定める学修
を、教育上有益と認めるときは、前条により本学科において修得したものと認める単位数と合わせて、60単位を限度とし本
学科における授業科目を履修したものと認める。
　（入学前の既修得単位等の認定）
第�₈条　本学科に在学する学生が、本学科に入学する以前に大学又は短期大学において履修した授業科目について、教育上有
益と認めるときは、第₆条及び第₇条により本学科において修得したものとみなす単位数と合わせて、60単位を限度として
本学科における授業科目を修得したものとみなすことができる。
　（本学以外での履修の許可及び単位の換算）
第₉条　第₆条及び第₇条の履修の許可と、第₆条、第₇条及び第₈条の単位認定は、教授会の許可を必要とする。
　（編入学、転入学、再入学及び復学者の履修方法）
第�10条　編入学、転入学、再入学した者及び復学者の履修方法は、特に定めのない限り、在学する学年の一般学生の場合と同
様とする。
　（編入学・転入学者の単位等の認定）
第10条の₂　編入学・転入学した者の単位等の認定は、次のとおりとする。
　 　認定できる単位数は62単位を上限とする。
　 　入門演習は修得したものとして認定する。
　 　Ａ群科目について、読み替えにより個別に認定する。
　 　Ｂ・Ｃ群等科目のＢ群科目、Ｃ群科目、外国語科目、保健体育科目について、読み替えにより個別に認定する。
　 　 ～ において認定した単位の合計が62単位に満たない場合、自由選択科目として14単位を上限に一括認定する。
　（外国人留学生の履修方法）
第�11条　学則第56条によって本学科に入学を許可された外国人留学生が、「日本語」を履修し、修得した単位は「外国語」の
単位として振替えることができる。ただし、母国語である「外国語」の科目の履修はできない。
₂ 　第₁項の外国人留学生が「日本事情ⅠＡ」、「日本事情ⅠＢ」を履修し、修得した単位はＢ１群、「日本事情ⅡＡ」、「日本
事情ⅡＢ」を履修し、修得した単位はＢ₂群、「日本事情ⅢＡ」、「日本事情ⅢＢ」を履修し、修得した単位はＣ₁・Ｃ₂群
に開設されている１科目の単位として、それぞれ振替えることができる。
₃ 　第₁項の外国人留学生が「日本文化演習ⅠＡ」、「日本文化演習ⅠＢ」、「日本文化演習ⅡＡ」、「日本文化演習ⅡＢ」を履修
し、修得した単位は自由選択科目とする。
₄　前₃項の規定は、学則第57条によって本学科に入学を許可された中国引揚者等子女についても準用する。
　（特別受講）
第�12条　第₂年次以上の学生で、履修しようとする科目が授業時間割上重複するため、本学科で必要な科目を履修することが
できない場合には（演習を除く）、第二部社会福祉学科の授業を受講することを認める。
　　この場合、試験は第二部社会福祉学科において受けなければならない。
₂　前項の特別受講をする場合は、所定の期間内に「特別受講許可願」を教務課に提出しなければならない。
　（他学部・他学科受講制度）
第13条　本学科に開設されていない科目を他学部又は他学科において受講することを他学部・他学科受講という。
₂　受講できる科目は、別に定める。
₃　第₁項により履修を希望する場合は、所定の期間内に「他学部・他学科受講許可願」を教務課に提出しなければならない。
₄　第₁項の規定にかかわらず、受講者数を制限することがある。
₅　修得できる単位は、在学期間を通じて12単位を超えない範囲とする。
₆　修得した単位は、その科目区分を「自由選択科目」として卒業要件単位に算入する。
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　（履修届）
第�14条　授業科目を履修する学生は、履修する科目を選定し、所定の「授業科目履修届」（以下「履修届」という。）を所定の
期間内に教務課に提出しなければならない。
₂　履修届を所定の期間内に提出しない者は、修学の意志がないものとみなし、除籍する。
₃　履修届を提出していない科目については、たとえ受講し、かつ試験を受けても無効とする。
₄　いったん提出した履修届については、科目の変更又は科目の追加を認めない。

　　　附　則
₁　この規程は、平成18（2006）年₄月₁日から施行する。
₂　この改正は、平成21（2009）年₄月₁日から施行する。
₃　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₅条の規定の適用は、なお従前の例による。
₄　この改正は、平成22（2010）年₄月₁日から施行する。
₅　第11条の規定については、現に第₂年次以上に在学中の者についても適用する。
₆　この改正は、平成25（2013）年₄月₁日から施行する。
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社会福祉学部ライフ・ウェルネス学科授業科目履修規程
　（総　則）
第�₁条　ライフ・ウェルネス学科（以下「本学科」という。）の授業科目の履修に関しては、熊本学園大学学則（以下「学則」
という。）第11条から第30条までの規定及び本規程の定めるところによる。
　（授業科目の構成）
第�₂条　本学科における授業科目は、ライフ・ウェルネスという枠組みの中で専門教育をするとともに、少子高齢化・情報
化・国際化・地方の時代といわれる社会福祉の動向を踏まえ、社会の変化に対応して健康を保持増進する社会的要請に応え、
ライフ・ウェルネスに関する広い知識と深い理解をもって、福祉・健康・スポーツ等の諸領域で活躍する人材を養成するこ
とを目的として体系づけられたものである。
₂　授業科目は、第₁年次「基礎科目」、第₂年次「発展科目」、第₃・₄年次「応用科目」の順に構成される。
₃　授業科目は、科目の性格上、「Ａ群」、「Ｂ・Ｃ群」、「外国語」、「保健体育」の₄つの科目群から構成される。
　（卒業及び履修方法）
第�₃条　卒業に必要な最低修得単位数は、合計124単位とし、学則第12条に定める本学科科目表のように構成されるが、その
内訳は次のとおりとする。
　 　Ａ群の必修科目からは、基礎科目・必修₈単位、発展科目・必修₄単位、応用科目・必修₆単位の合計18単位
　  　Ａ群のライフ・ウェルネス演習Ⅱ・ライフ・ウェルネス演習Ⅲ合わせて₄単位、あるいは卒業論文₄単位のいずれか₄
単位

　 　Ａ群の第一群選択必修科目からは、20単位以上
　  　Ａ群の第二群選択必修科目からは、「ソーシャル・ウェルフェア系」の科目の中から16単位以上、「ウェルネス・プラク
ティス系」の科目の中から₈単位以上

　 　Ｂ・Ｃ群の選択必修科目からは、基礎科目及び発展科目より16単位以上、応用科目より₄単位以上の合計20単位以上
　 　外国語科目からは一外国語のⅠＡ・ⅠＢ及びⅡＡ・ⅡＢの合計４単位
　 　保健体育からは選択必修₂単位以上
₂　その他、すべての科目群の中から29単位以上を選択して修得しなければならない。
　（免許及び資格取得と履修方法）
第₄条　本学科において、当該所定単位を修得することによって取得できる免許及び資格は次のとおりである。
　 　免許
　　◦高等学校教諭一種免許状「保健体育」
　　◦中学校教諭一種免許状「保健体育」
　 　資格
　　◦社会福祉士試験受験資格
　　◦健康運動指導士受験資格
　　◦社会福祉主事任用資格
　　◦司書
　　◦司書教諭
　　◦レクリエーション・インストラクター
　　◦（障害者）初級スポーツ指導員
　　◦ダンスムーブメント指導員受験資格
２　前項に定める免許及び資格を取得するための履修科目等については、別に定める。
　（履修制限）
第�₅条　₁年間に履修できる単位数は、各学年いずれも春学期・秋学期合わせて50単位までとする。ただし、学期毎の上限は
30単位とする。
　  　「教職に関する科目」、「司書及び司書教諭に関する科目」、「レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポー
ツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格養成課程に関する科目」のうち「レクリエーション実習」の単位、及び
「海外フィールドワーク」は、この履修制限の枠外とする。

　  　「ソーシャルワーク実習指導Ⅰ」、「ソーシャルワーク実習指導Ⅱ」、「ソーシャルワーク実習指導Ⅲ」、「ソーシャルワーク
実習Ⅰ」、「ソーシャルワーク実習Ⅱ」、「健康産業施設等現場実習」の単位は、この履修制限の枠外とする。

　  　第₆条及び第₇条において履修を認められた科目の単位は各学年で定める履修制限内に含むものとする。ただし、派遣
留学生に関する規程の交換留学生について換算認定した単位は、履修制限の枠外とする。

₂　同一授業時限に₂科目以上を重複して履修することはできない。
₃ 　他学部、他学科に開設されている科目は、次項及び第13条に定める場合を除き履修することはできない。
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₄ 　本学科に在学する学生が、外国語学部の日本語教員養成課程の履修を許可された場合は、日本語教員養成課程の必修科目
のうち、本学科に開設されていない科目を英米学科で履修することができる。ただし、各学年で定める履修制限の枠外とし、
修得した科目単位は卒業要件に算入しない。
₅ 　下学年次に開設されている科目は履修できるが、上学年次に開設されている科目は履修できない。ただし、第13条に定め
る場合は、その限りではない。
₆　既に単位を修得した科目（編入学等の時に単位の認定をした科目を含む）の再履修はできない。
₇ 　年度内において、春学期・秋学期ともに同一授業科目が開設されている場合、特別に指定した科目以外は、秋学期の再履
修を認めない。
₈ 　春学期だけ、又は秋学期だけ週₂回開講されている科目を履修する場合は、週₂回それぞれ履修し、かつ受講しなければ
ならない。
　（他の大学又は短期大学及び他学部・他学科受講制度における授業科目の履修等）
第�₆条　本学科に在学する学生が、他の大学又は短期大学及び他学部・他学科受講制度において履修した授業科目について、
教育上有益と認めるときは、60単位を限度として本学科における授業科目を履修したものと認める。
　（大学以外の教育施設等における学修）
第�₇条　本学科に在学する学生が、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修、その他文部科学大臣が別に定める学修
を、教育上有益と認めるときは、前条により本学科において修得したものと認める単位数と合わせて、60単位を限度として
本学科における授業科目を履修したものと認める。
　（入学前の既修得単位等の認定）
第�₈条　本学科に在学する学生が、本学科に入学する以前に大学又は短期大学において履修した授業科目について、教育上有
益と認めるときは、第₆条及び第₇条により本学科において修得したものとみなす単位数と合わせて、60単位を限度として
本学科における授業科目を修得したものとみなすことができる。
　（本学以外での履修の許可及び単位の換算）
第₉条　第₆条及び第₇条の履修の許可と、第₆条、第₇条及び第₈条の単位認定は、教授会の許可を必要とする。
　（編入学、転入学、再入学及び復学者の履修方法）
第�10条　編入学、転入学、再入学した者及び復学者の履修方法は、特に定めのない限り、在学する学年の一般学生の場合と同
様とする。
　（外国人留学生の履修方法）
第�11条　本学科に入学を許可された外国人留学生が、「日本語」を履修し、修得した単位は「外国語」の単位として振替える
ことができる。
　　ただし、外国人留学生は母国語である「外国語」の科目の履修はできない。
₂ 　外国人留学生が「日本事情ⅠＡ」、「日本事情ⅠＢ」、「日本事情ⅡＡ」、「日本事情ⅡＢ」、「日本事情ⅢＡ」、「日本事情ⅢＢ」
を履修し、修得した単位はＢ・Ｃ群の基礎科目及び発展科目に開設されている科目の単位として、それぞれ振替えることが
できる。
₃　前₂項の規定は、学則第57条によって本学科に入学を許可された中国引揚者等子女についても準用する。
　（特別受講）
第�12条　第₂年次以上の学生で、履修しようとする科目が授業時間割上重複するため、本学科で必要な科目を履修することが
できない場合には（演習を除く）、第二部社会福祉学科の授業を受講することを認める。
　　この場合、試験は第二部社会福祉学科において受けなければならない。
₂　前項の特別受講をする場合は、所定の期間内に「特別受講許可願」を教務課に提出しなければならない。
　（他学部・他学科受講制度）
第13条　本学科に開設されていない科目を他学部又は他学科において受講することを他学部・他学科受講という。
₂　受講できる科目は、別に定める。
₃　第₁項により履修を希望する場合は、所定の期間内に「他学部・他学科受講許可願」を教務課に提出しなければならない。
₄　第₁項の規定にかかわらず、受講者数を制限することがある。
₅　修得できる単位は、在学期間を通じて12単位を超えない範囲とする。
₆　修得した単位は、その科目区分を「自由選択科目」として卒業要件単位に算入する。
　（履修届）
第�14条　授業科目を履修する学生は、履修する科目を選定し、所定の「授業科目履修届」（以下「履修届」という。）を所定の
期間内に教務課に提出しなければならない。
₂　履修届を所定の期間内に提出しない者は、修学の意志がないものとみなし、除籍する。
₃　履修届を提出していない科目については、たとえ受講し、かつ試験を受けても無効とする。
₄　いったん提出した履修届については、科目の変更又は科目の追加を認めない。
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　　　附　則
₁　この規程は、平成21（2009）年₄月₁日から施行する。
₂　この改正は、平成25（2013）年₄月₁日から施行する。
₃ 　この改正規程の施行に際し、現に第₂年次以上に在学中の者については、第₃条及び第₅条の規定の適用は、なお従前の
例による。
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　（教職課程の設置）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）に、教育職員免許法に基づく教職課程を置く。

　（教職免許状）

第２条　本学教職課程の履修によって取得できる教育職員免許状は、次のとおりである。

第３条　教育職員免許状を取得しようとする学生は、教育職員免許法並びに同法施行規則、本学学則、本規程に従い所定の単

位を修得しなければならない。

　（共通基礎科目）

第４条　教育職員免許状を取得するためには、「教育職員免許法施行規則第６６条の６」により、次の科目を修得しなければな

らない。

　　注①　第二部商学科は「日本国憲法」�

　　注②　東アジア学科は「スピーキングⅠ（英語）」�、「スピーキングⅡ（英語）」�

　　注③　英米学科は「情報処理入門」�または「情報処理演習Ⅰ」�のどちらか１科目

第５条　教職課程の授業科目を、「教職に関する科目」「教科に関する科目」及び「教科又は教職に関する科目」に分け、別表

�、�及び�に示すとおりに修得しなければならない。

　（教育実習の履修資格）

第６条　教育実習を履修しようとする学生は、次の要件を満たしていなければならない。

　�　卒業要件単位を７４単位以上修得していること。

　�　「教職論」を修得していること。

教職課程履修に関する規程

免許教科免許状の種類学部学科

商業

高等学校教諭一種免許状

商学科
商学部第一部

商業、情報経営学科

商業商学科商学部第二部

社会中学校教諭一種免許状
経済学科

経済学部

地理歴史、公民、情報高等学校教諭一種免許状

社会中学校教諭一種免許状
国際経済学科

地理歴史、公民高等学校教諭一種免許状

社会中学校教諭一種免許状リーガルエコノ

ミクス学科 公民高等学校教諭一種免許状

英語
中学校教諭一種免許状

英米学科

外国語学部
高等学校教諭一種免許状

中国語、韓国語
中学校教諭一種免許状

東アジア学科
高等学校教諭一種免許状

福祉高等学校教諭一種免許状社会福祉学科

社会福祉学部第一部

社会中学校教諭一種免許状
福祉環境学科

地理歴史、公民高等学校教諭一種免許状

保健体育
中学校教諭一種免許状ライフ・ウェル

ネス学科 高等学校教諭一種免許状

福祉高等学校教諭一種免許状社会福祉学科社会福祉学部第二部

（※商学部第二部商学科は、平成１９年度より募集停止）

外国語学部社会福祉学部経済学部商学部

「日本国憲法」�
「法律学Ⅰ

（日本国憲法を含む）」 �

「法学Ⅱ（日本国憲法）」　�

注①

「スピーキングⅠ」�
注②

「スピーキングⅡ」�

「英語ⅡＡ」�

「英語ⅡＢ」�

「情報処理入門」�　注③

「健康科学Ａ（講義）」�

および

「健康科学ＢⅠ（実技）」�　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　どちらか１科目
「健康科学ＢⅡ（実技）」�　　　　　　　　｝
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　�　「教育原論Ａ」「教育原論Ｂ」「教育心理学」のうち２科目以上を修得していること。

　�　「教育実習指導」を履修中であること。

　�　学校種もしくは実習教科に応じて、次の「教科教育法」を修得していること。

　　①（高校・商業）「商業科教育法Ａ」及び「商業科教育法Ｂ」

　　②（中学・社会）「社会科教育法Ａ（教育課程研究を含む）」及び「社会科教育法Ｃ（地理歴史分野）」又は「社会科教育

法Ｄ（公民分野）」

　　③（高校・地歴）「社会科教育法Ｃ（地理歴史分野）」及び「地理歴史科教育法（教育課程研究を含む）」

　　④（高校・公民）「社会科教育法Ｄ（公民分野）」及び「公民科教育法（教育課程研究を含む）」

　　⑤（中高・英語）「英語科教育法Ａ（教育課程研究を含む）」及び「英語科教育法Ｃ」

　　⑥（高校・中国語）「中国語科教育法Ａ（教育課程研究を含む）」

　　⑦（高校・韓国語）「韓国語科教育法Ａ（教育課程研究を含む）」

　　⑧（高校・情報）「情報科教育法Ａ（教育課程研究を含む）」及び「情報科教育法Ｂ」

　　⑨（高校・福祉）「福祉科教育法Ａ（教育課程研究を含む）」及び「福祉科教育法Ｂ」

　　�（中高・保健体育）「保健体育科教育法Ａ」及び「保健体育科教育法Ｃ」

２　第３年次春学期に留学していた学生（派遣留学生）は、前項該当科目のうち、第３年次春学期開講科目を第４年次春学期

に履修し、第４年次春学期開講の「教育実習指導」「教育実習」を履修することができる。

　（教育実習の取り消し）

第７条　教育実習の履修者であっても、本人の性行、学力その他の点から教育職員として不適格と認められた場合には、教授

会の議を経て教育実習の単位を与えない。

　（教職実践演習（中・高）の履修資格）

第８条　「教職実践演習（中・高）」を履修しようとする学生は、「教育実習」を履修中もしくは修得していなければならない。

　（教職に関する科目の履修願）

第９条　第２年次以降に開設される教職に関する科目の履修希望者は、希望する学年の年度初めに設ける期間に「教職に関す

る科目履修願」を教育支援課に提出しなければならない。

２　第２年次以降各学年の秋学期から留学する学生（派遣留学生）については、留学期間終了後すみやかに「教職に関する科

目履修願」を教育支援課に提出しなければならない。

　（教育実習の履修願及び履修許可）

第１０条　教職に関する科目のうち本学が計画実施する教育実習を履修する学生は、教育実習を履修する前年度の学年初めに設

ける期間に「教育実習履修願」を教育支援課に提出しなければならない。

　　ただし、翌年度に転部を希望する場合は、その旨を明記するものとする。

２　前項の教育実習履修願提出者については、第６条の条件を満たしている者について資格判定の結果を教育実習実施年度初

めに教育支援課より発表する。

３　第２年次以降各学年の秋学期から留学する学生（派遣留学生）については、留学期間終了後すみやかに「教育実習履修願」

を教育支援課に提出しなければならない。

　（納入金）

第１１条　第２年次以降に開設される教職に関する科目の履修希望者は、希望する学年の年度初めに設ける期間に教職課程履修

費を、教育実習を履修する場合は第１０条の資格判定結果発表後に設ける期間に教育実習費を、それぞれ授業料その他納入金

に関する規程別表２に示されたとおり経理課に納入しなければならない。

　（教育職員免許状の申請手続）

第１２条　教育職員免許状は、免許状取得に必要な科目と単位を修得した学生が、県教育委員会に申請して認められた場合に授

与される。

　　申請手続については、卒業年度の秋学期に教育支援課より説明を行う。

　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学教職課程履修に関する規程は、廃止する。

３　この規程施行の際、平成６年度において第２年次に在学する者には、平成５年４月１日施行の規程を適用し、第３年次以

上に在学する者には、平成５年２月２６日施行の規程を適用する。

４　この改正は、平成６年８月１日から施行する。

５　この改正は、平成７年４月１日から施行する。

６　この改正規程施行の際、平成７年度において第２年次以上に在学する者については、なお従前の例による。

７　この改正は、平成８年４月１日から施行する。



－ 102 －

８　この改正規程施行の際、第５条第１項第２号ただし書き及び第３号については、平成７年度入学者についても適用する。

９　この改正は、平成９年４月１日から施行する。

１０　この改正規程施行の際、平成９年度において第２年次・第３年次に在学する者についても適用する。ただし、第６条第２

項については、外国語学部及び社会福祉学部の学生で、平成９年度において第４年次に在学する者についても適用する。

１１　この改正は、平成１０年４月１日から施行する。

１２　この改正規程施行の際、平成１０年度において第２年次以上に在学する者については、なお従前の例による。

１３　この改正は、平成１１年４月１日から施行する。

１４　この改正規程施行の際、平成１１年度において第２年次以上に在学する者については、なお従前の例による。

１５　この改正は、平成１２年４月１日から施行する。

１６　この改正規程施行の際、平成１２年度において第２年次以上に在学する者については、なお従前の例による。

１７　この改正は、平成１３年４月１日から施行する。

１８　この改正規程施行の際、平成１３年度において第２年次以上に在学する者については、なお従前の例による。

１９　この改正は、平成１４年４月１日から施行する。

２０　この改正規程施行の際、平成１４年度において第２年次以上に在学する者については、なお従前の例による。

２１　この改正は、平成１６年４月１日から施行する。

２２　この改正規程施行の際、平成１６年度において第２年次以上に在学する者については、なお従前の例による。

２３　現に第３年次以上に在学中の者で、「教職論」「教育原論Ａ」「教育原論Ｂ」「教育心理学」の４科目をすべて履修したが、

第６条の要件を満たせず、第３年次以降の教職課程の履修を許可されなかった学生のうち、再度履修を希望する者は、第６

条の規定にかかわらず教職課程の履修を平成１６年度秋学期より認める。ただし、当該科目のうち「教育原論Ａ」「教育原論

Ｂ」の評定がＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄのいずれかであること。なお、この特別措置は平成１６年度に限るものとする。

２４　この改正は、平成１７年４月１日から施行する。

２５　この改正規程は、現に第２年次以上に在学する者についても適用する。ただし、現に第２年次以上に在学する者について

は、別表（第５条関係）�教科に関する科目の適用は、なお従前の例による。

２６　この改正は、平成１８年４月１日から施行する。

２７　この改正規程施行に当り、現に第２年次以上に在学する者については、第４条及び別表（第５条関係）�教科に関する科

目の適用は、なお従前の例による。

２８　この改正は、平成２０年４月１日から施行する。

２９　この改正規程施行に当り、現に第２年次以上に在学する者については、第４条及び別表（第５条関係）�教科に関する科

目の適用は、なお従前の例による。

３０　この改正は、平成２１年４月１日から施行する。

３１　この改正規程施行に当り、現に第２年次以上に在学する者については、別表（第５条関係）�教科に関する科目の適用は、

なお従前の例による。

３２　この改正は、平成２２年４月１日から施行する。

３３　この改正規程施行に当り、現に第２年次以上に在学する者については、第６条、第８条及び別表（第５条関係）�教職に

関する科目の適用は、なお従前の例による。ただし、平成２４年度末までに「教職総合演習」を修得できなかった者について

は、平成２５年度以降はこの改正規程を適用するものとする。

３４　この改正規程施行に当り、現に第２年次以上に在学する者については、第４条及び別表（第５条関係）�教科に関する科

目の適用は、なお従前の例による。

３５　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

３６　この改正規程施行に当り、現に第２年次以上に在学する者については、別表（第５条関係）�教科に関する科目の適用は、

なお従前の例による。

３７　この改正は、平成２４年４月１日から施行する。

３８　この改正規程施行に当り、現に第２年次以上に在学する者については、第６条、別表（第５条関係）�教職に関する科目

及び�教科に関する科目の適用は、なお従前の例による。

39　この改正は、平成25年₄月₁日から施行する。
40 　この改正規程施行に当り、現に第₂年次以上に在学する者については、別表（第₅条関係） 教科に関する科目の適用は、
なお従前の例による。
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別表（第５条関係）

�　教職に関する科目（注①）

開
設
年
次

高
校
一
種

保
健
体
育

中
学
一
種

保
健
体
育

高
校
一
種

福　
　

祉

高
校
一
種

情　
　

報

高
校
一
種

韓　
国　
語

中
学
一
種

韓　
国　
語

高
校
一
種

中　
国　
語

中
学
一
種

中　
国　
語

高
校
一
種

英　
　

語

中
学
一
種

英　
　

語

高
校
一
種

公　
　

民

高
校
一
種

地
理
歴
史

中
学
一
種

社　
　

会

高
校
一
種

商　
　

業

免許状の種類
科　目　名

１
１
１
１

２
２
２
２

教職論
教育原論Ａ
教育原論Ｂ
教育心理学

必　
　
　
　
　

修　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　

目

２
２
３

２
２
２

教育課程研究
商業科教育法Ａ
商業科教育法Ｂ

２

２
３

３

２

２

２

２

２

２

２　
　注
２②
２　

２　

社会科教育法Ａ
（教育課程研究を含む）
社会科教育法Ｂ
社会科教育法Ｃ
（地理歴史分野）
社会科教育法Ｄ
（公民分野）
地理歴史科教育法
（教育課程研究を含む）
公民科教育法
（教育課程研究を含む）

２

２
３
３

２

２

２

２
２
２

英語科教育法Ａ
（教育課程研究を含む）
英語科教育法Ｂ
英語科教育法Ｃ
英語科教育法Ｄ

３

３
３
４

２

２

２

２
２
２

中国語科教育法Ａ
（教育課程研究を含む）
中国語科教育法Ｂ
中国語科教育法Ｃ
中国語科教育法Ｄ

３

３
３
４

２

２

２

２
２
２

韓国語科教育法Ａ
（教育課程研究を含む）
韓国語科教育法Ｂ
韓国語科教育法Ｃ
韓国語科教育法Ｄ

２

３

２

２

情報科教育法Ａ
（教育課程研究を含む）
情報科教育法Ｂ

２

３

２

２

福祉科教育法Ａ
（教育課程研究を含む）
福祉科教育法Ｂ

２
２
２
３
３

２
２

２

２
２
２
２
２

教育課程論
保健体育科教育法Ａ
保健体育科教育法Ｂ
保健体育科教育法Ｃ
保健体育科教育法Ｄ

２２２２２２道徳教育研究
２
２
３
３
４
４

２
２
２
２
１
２

教育方法論
特別活動研究
生徒指導研究
教育相談
教育実習指導
教職実践演習（中・高）

４２４２２２４２４２４２２４２教育実習
３
４

２
２

教職研究Ⅰ（授業研究）
人権・同和教育

選
択
科
目

２７３５２５２５２５３３２５３３２５３３２５２５３３２７合計単位数

注①　教職に関する科目は、卒業要件単位とはならないので注意すること。
注②　中学校『社会科』と高校『地理歴史科』の両方の免許を取得する場合は、「社会科教育法Ａ（教育課程研究を含む）」「社会科教育

法Ｂ」「社会科教育法Ｃ（地理歴史分野）」「社会科教育法Ｄ（公民分野）」及び「地理歴史科教育法（教育課程研究を含む）」を修得し
なければならない。又、中学校『社会科』と高校『公民科』の両方の免許を取得する場合は、「社会科教育法Ａ（教育課程研究を含
む）」「社会科教育法Ｂ」「社会科教育法Ｃ（地理歴史分野）」「社会科教育法Ｄ（公民分野）」及び「公民科教育法（教育課程研究を含
む）」を修得しなければならない。
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�　教科に関する科目

　商学部第一部商学科　　　高校一種「商業」

本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位
選択必修科　　　　　目単　位必　　修　　科　　目

１０

２
２
４
２
２
２
４

商 業 論 Ⅰ
商 業 論 Ⅱ
基 礎 簿 記
マ ー ケ テ ィ ン グ 論 Ⅰ
マ ー ケ テ ィ ン グ 論 Ⅱ
情 報 処 理 応 用
財 務 会 計 論

１単位以上商業の関係科目

金 融 論 Ⅰ
金 融 論 Ⅱ
経 済 原 論 Ａ （マ ル 経） 

　 　

経 済 原 論 Ｂ （近  経） 
　 　

流 通 シ ス テ ム 論 Ⅰ
流 通 シ ス テ ム 論 Ⅱ
流 通 政 策 概 論
流 通 政 策 特 論
消 費 者 行 動 概 論
消 費 者 行 動 特 論
国際マーケティング論Ⅰ
国際マーケティング論Ⅱ
マーケティング・マネジメント概論
マーケティング・マネジメント特論
マーケティング・リサーチ概論
マーケティング・リサーチ特論
国 際 金 融 論
保 険 論 Ⅰ
保 険 論 Ⅱ
銀 行 論 Ⅰ
銀 行 論 Ⅱ
証 券 論 Ⅰ
証 券 論 Ⅱ
外 国 為 替 論
ビジネス・イングリッシュⅠ
ビジネス・イングリッシュⅡ
商 業 史 Ⅰ
商 業 史 Ⅱ
経 営 管 理 論 Ⅰ
経 営 管 理 論 Ⅱ
プ ロ グ ラ ミ ン グ
応 用 プ ロ グ ラ ミ ン グ
経 営 統 計 論
多 変 量 解 析
経 営 情 報 論 Ⅰ
経 営 情 報 論 Ⅱ
発 展 簿 記
工 業 簿 記
原 価 計 算 論
管 理 会 計 論 Ⅰ
管 理 会 計 論 Ⅱ
コ ン ピ ュ ー タ 会 計 論
会 計 監 査 論
会 計 制 度 論
税 務 会 計 論
結 合 会 計 論
財 務 諸 表 分 析
税 法
民 法 Ⅰ （総 則 ・ 物 権） 

　 　

民 法 Ⅱ （債  権） 
　 　

企 業 取 引 法 総 論
企 業 取 引 法 各 論
会 社 法 総 論
株 式 会 社 法
労 働 生 活 と 法 Ⅰ
労 働 生 活 と 法 Ⅱ
労 働 紛 争 と 法 Ⅰ
労 働 紛 争 と 法 Ⅱ
経 済 法

４職 業 指 導１単位以上職 業 指 導
２２＋１０

計２０単位以上計
３２単位以上



－ 105 －

　商学部第二部商学科　　　高校一種「商業」

本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位
選択必修科　　　　　目単　位必　　修　　科　　目

１０

４
４
４
２
４

商 業 論
基 礎 簿 記
マ ー ケ テ ィ ン グ 論
情 報 処 理 応 用
財 務 会 計 論

１単位以上商業の関係科目

金 融 論
経 済 原 論 Ａ （マ ル 経） 

　 　

経 済 原 論 Ｂ （近  経） 
　 　

流 通 シ ス テ ム 論
流 通 政 策
消 費 者 行 動 論
国 際 マ ー ケ テ ィ ン グ 論
マーケティング・マネジメント論
マーケティング・リサーチ論
国 際 金 融 論
保 険 論
プ ロ グ ラ ミ ン グ 技 法
経 営 統 計 論
多 変 量 解 析
経 営 情 報 論
銀 行 論
証 券 論
外 国 為 替 論
ビジネス・イングリッシュ
商 業 史
経 営 管 理 論
発 展 簿 記
工 業 簿 記
原 価 計 算 論
管 理 会 計 論 Ⅰ
管 理 会 計 論 Ⅱ
コ ン ピ ュ ー タ 会 計 論
会 計 監 査 論
会 計 制 度 論
税 務 会 計 論
結 合 会 計 論
財 務 諸 表 分 析
税 法
民 法 Ⅰ （総 則 ・ 物 権） 

　 　

民 法 Ⅱ （債  権） 
　 　

企 業 取 引 法 総 論
企 業 取 引 法 各 論
会 社 法 総 論
株 式 会 社 法
経 済 法
労 働 法

４職 業 指 導１単位以上職 業 指 導
２２＋１０

計２０単位以上計
３２単位以上
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　商学部経営学科　　　高校一種「商業」

本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位
選択必修科　　　　　目単　位必　　修　　科　　目

１２

２
２
４
２
２
４

商 業 論 Ⅰ
商 業 論 Ⅱ
基 礎 簿 記
マ ー ケ テ ィ ン グ 論 Ⅰ
マ ー ケ テ ィ ン グ 論 Ⅱ
財 務 会 計 論

１単位以上商業の関係科目

経 営 管 理 論 Ⅰ
経 営 管 理 論 Ⅱ
経 済 原 論 Ａ （マ ル 経） 

　 　

経 済 原 論 Ｂ （近  経） 
　 　

発 展 簿 記
工 業 簿 記
原 価 計 算 論
管 理 会 計 論 Ⅰ
管 理 会 計 論 Ⅱ
コ ン ピ ュ ー タ 会 計 論
会 計 監 査 論
会 計 制 度 論
税 務 会 計 論
結 合 会 計 論
財 務 諸 表 分 析
国際マーケティング論Ⅰ
国際マーケティング論Ⅱ
銀 行 論 Ⅰ
銀 行 論 Ⅱ
保 険 論 Ⅰ
保 険 論 Ⅱ
証 券 論 Ⅰ
証 券 論 Ⅱ
ビジネス・イングリッシュⅠ
ビジネス・イングリッシュⅡ
マーケティング・リサーチ概論
マーケティング・リサーチ特論
金 融 論 Ⅰ
金 融 論 Ⅱ
国 際 金 融 論
外 国 為 替 論
経 営 統 計 論
多 変 量 解 析
経 営 情 報 論 Ⅰ
経 営 情 報 論 Ⅱ
民 法 Ⅰ （総 則 ・ 物 権） 

　 　

民 法 Ⅱ （債  権） 
　 　

企 業 取 引 法 総 論
企 業 取 引 法 各 論
会 社 法 総 論
株 式 会 社 法
労 働 生 活 と 法 Ⅰ
労 働 生 活 と 法 Ⅱ
労 働 紛 争 と 法 Ⅰ
労 働 紛 争 と 法 Ⅱ

４職 業 指 導１単位以上職 業 指 導
２０＋１２

計２０単位以上計
３２単位以上
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　商学部経営学科　高校一種「情報」

本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位
選択必修科　　　　　目単　位必　　修　　科　　目

６

２
２

社 会 情 報 論 Ⅰ
社 会 情 報 論 Ⅱ

１単位以上情報社会及び情報倫理

２
２
１
２

コ ン ピ ュ ー タ 論 基 礎
コ ン ピ ュ ー タ 論 発 展
コ ン ピ ュ ー タ 実 習
ア ル ゴ リ ズ ム 論

１単位以上
コンピュータ及び情報処理

（実習を含む。）
経 営 科 学
情報処理（ソフトウェア応用）

２
２
１

情 報 シ ス テ ム 論
シ ス テ ム 設 計
情 報 シ ス テ ム 実 習

１単位以上
情報システム
（実習を含む。）

２
１

ネ ッ ト ワ ー ク 論
ネ ッ ト ワ ー ク 実 習

１単位以上
情報通信ネットワーク
（実習を含む。）

２
１
２
２

マ ル チ メ デ ィ ア 論
マ ル チ メ デ ィ ア 実 習
情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅰ
情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅱ

１単位以上
マルチメディア表現及び技術

（実習を含む。）
人 工 知 能 概 論
人 工 知 能 特 講

２情 報 と 職 業１単位以上情　 報　 と　 職　 業
２８＋６

計２０単位以上計
３４単位以上
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　経済学部経済学科　　　高校一種「地理歴史」

本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位
選択必修科　　　　　目単　位必　　修　　科　　目

１０

２
２

日 本 史 概 論 Ⅰ
日 本 史 概 論 Ⅱ１単位以上日　　　本　　　史
日 本 経 済 史

２
２
２
２

東 洋 史 概 論 Ⅰ
東 洋 史 概 論 Ⅱ
西 洋 史 概 論 Ⅰ
西 洋 史 概 論 Ⅱ１単位以上外　　　国　　　史
西 洋 経 済 史
経 済 学 史
社 会 思 想 史

２
２
２
２

人 文 地 理 学 Ⅰ
人 文 地 理 学 Ⅱ
自 然 地 理 学 Ⅰ
自 然 地 理 学 Ⅱ

１単位以上人文地理学及び自然地理学
地 理 学 概 論 Ⅰ
地 理 学 概 論 Ⅱ
発 展 途 上 国 経 済 論
経 済 地 理 学
開 発 経 済 論
地 域 開 発 論

２
２

地 誌 Ⅰ
地 誌 Ⅱ

１単位以上地　 　 　 　 　 　 誌

２４＋１０
計２０単位以上計

３４単位以上
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免許法の規定による修得すべき科目および最低単位 本学開設科目による免許修得に必要な科目および単位
必　　修　　科　　目 単　位 科　　　　　目 必修 選択

「法律学（国際法を含む。）、

政治学（国際政治を含む。）」
1単位以上

法 律 学 Ⅱ（国 際 法 を 含 む）
国 際 政 治 学

2
4

8

憲 法
政 治 学 Ⅰ
政 治 学 Ⅱ
国 際 関 係 論

「社会学、

経済学（国際経済を含む。）」
1単位以上

国 際 経 済 論
社 会 学 Ⅰ
社 会 学 Ⅱ
＊国際経済論か社会学Ⅰ・Ⅱの
　いずれか選択必修

4

マ ク ロ 経 済 学 入 門
マ ク ロ 経 済 学 Ⅰ
ミ ク ロ 経 済 学 入 門
ミ ク ロ 経 済 学 Ⅰ

2
2
2
2

経 済 数 学
マ ク ロ 経 済 学 Ⅱ
ミ ク ロ 経 済 学 Ⅱ
計 量 経 済 学
経 済 政 策
日 本 経 済 論 Ⅰ
日 本 経 済 論 Ⅱ
公 共 経 済 論
農 業 政 策
証 券 経 済 論
財 政 学
地 方 財 政 論
租 税 論
統 計 学
経 済 統 計 論
労 働 経 済 論
社 会 心 理 学 Ⅰ
社 会 心 理 学 Ⅱ
文 化 人 類 学 Ⅰ
文 化 人 類 学 Ⅱ

「哲学、倫理学、

宗教学、心理学」
1単位以上

心 理 学 Ⅰ 
心 理 学 Ⅱ
哲 学 概 論 Ⅰ
哲 学 概 論 Ⅱ
倫 理 学 概 論 Ⅰ
倫 理 学 概 論 Ⅱ
＊心理学Ⅰ・Ⅱ、哲学概論Ⅰ・
　Ⅱ、倫理学概論Ⅰ・Ⅱのいず
　れか４科目選択必修

8

計 20単位以上 計 26＋8
34単位以上

　経済学部経済学科　　　高校一種「公民」
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　経済学部経済学科　　　高校一種「公民」

本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位
選択必修科　　　　　目単　位必　　修　　科　　目

８

２
４

法 律 学 Ⅱ （国 際 法 を 含 む） 
　 　

国 際 政 治 学

１単位以上
「法律学（国際法を含む。）、

政治学（国際政治を含む。）」

憲 法
政 治 学 Ⅰ
政 治 学 Ⅱ
国 際 関 係 論

４

国 際 経 済 論
社 会 学 Ⅰ
社 会 学 Ⅱ
＊国際経済論か社会学Ⅰ・Ⅱの
いずれか選択必修

１単位以上
「社会学、

経済学（国際経済を含む。）」

２
２
２
２

マ ク ロ 経 済 学 入 門
マ ク ロ 経 済 学 Ⅰ
ミ ク ロ 経 済 学 入 門
ミ ク ロ 経 済 学 Ⅰ
経済数学・マクロ経済学Ⅱ
ミクロ経済学Ⅱ・計量経済学
経済政策・日本経済論Ⅰ
日本経済論Ⅱ・公共経済論
農 業 政 策 ・ 証 券 経 済 論
財 政 学 ・ 地 方 財 政 論
租 税 論 ・ 統 計 学
経済統計論・労働経済論
社会心理学Ⅰ・社会心理学Ⅱ
文化人類学Ⅰ・文化人類学Ⅱ

８

心 理 学 Ⅰ ・ 心 理 学 Ⅱ
哲学概論Ⅰ・哲学概論Ⅱ
倫理学概論Ⅰ・倫理学概論Ⅱ
＊心理学Ⅰ・Ⅱ、哲学概論Ⅰ・
Ⅱ、倫理学概論Ⅰ・Ⅱのいず
れか４科目選択必修

１単位以上
「哲学、倫理学、

宗教学、心理学」

２６＋８
計２０単位以上計

３４単位以上

　経済学部経済学科　高校一種「情報」

本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位
選択必修科　　　　　目単　位必　　修　　科　　目

２情 報 社 会 論１単位以上情報社会及び情報倫理
２
２
１
４
２

情 報 処 理 論 Ⅰ
情 報 処 理 論 Ⅱ
情 報 処 理 実 習
プ ロ グ ラ ミ ン グ
コンピュータリテラシー

１単位以上
コンピュータ及び情報処理

（実習を含む。）

２
２
１

情 報 シ ス テ ム 論 Ⅰ
情 報 シ ス テ ム 論 Ⅱ
情 報 シ ス テ ム 実 習

１単位以上
情報システム
（実習を含む。） 情 報 開 発 論

デ ー タ 分 析 演 習
デ ー タ ベ ー ス 演 習

２
２
１
２

情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 論 Ⅰ
情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 論 Ⅱ
情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 実 習
ネットワークリテラシー

１単位以上
情報通信ネットワーク
（実習を含む。）

２
２
１

情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅰ
情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅱ
情 報 メ デ ィ ア 実 習

１単位以上
マルチメディア表現及び技術

（実習を含む。）
マ ル チ メ デ ィ ア 演 習

４企 業 と 情 報１単位以上情 報 と 職 業
３４

計２０単位以上計
３４単位以上
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　経済学部経済学科　　　中学一種「社会」

本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位
選択必修科　　　　　目単　位必　　修　　科　　目

２
２

日 本 史 概 論 Ⅰ
日 本 史 概 論 Ⅱ

１単位以上日本史及び外国史

２
２
２
２

東 洋 史 概 論 Ⅰ
東 洋 史 概 論 Ⅱ
西 洋 史 概 論 Ⅰ
西 洋 史 概 論 Ⅱ
日 本 経 済 史
西 洋 経 済 史
経 済 学 史
社 会 思 想 史

２
２
２
２

人 文 地 理 学 Ⅰ
人 文 地 理 学 Ⅱ
自 然 地 理 学 Ⅰ
自 然 地 理 学 Ⅱ

１単位以上地理学（地誌を含む。） ２
２

地 誌 Ⅰ
地 誌 Ⅱ
地 理 学 概 論 Ⅰ
地 理 学 概 論 Ⅱ
経 済 地 理 学

２法 律 学 Ⅱ （国 際 法 を 含 む） 
　 　

１単位以上「法律学、政治学」

憲 法
国 際 政 治 学
国 際 関 係 論
政 治 学 Ⅰ
政 治 学 Ⅱ

４

国 際 経 済 論
社 会 学 Ⅰ
社 会 学 Ⅱ
＊国際経済論か社会学Ⅰ・Ⅱの
いずれか選択必修

１単位以上「社会学、経済学」

マ ク ロ 経 済 学 入 門
マ ク ロ 経 済 学 Ⅰ
ミ ク ロ 経 済 学 入 門
ミ ク ロ 経 済 学 Ⅰ
経 済 数 学
マ ク ロ 経 済 学 Ⅱ
ミ ク ロ 経 済 学 Ⅱ
計 量 経 済 学
経 済 政 策
日 本 経 済 論 Ⅰ
日 本 経 済 論 Ⅱ
公 共 経 済 論
農 業 政 策
証 券 経 済 論
財 政 学
地 方 財 政 論
租 税 論
統 計 学
経 済 統 計 論
労 働 経 済 論
社 会 心 理 学 Ⅰ
社 会 心 理 学 Ⅱ
文 化 人 類 学 Ⅰ
文 化 人 類 学 Ⅱ

４

哲 学 概 論 Ⅰ
哲 学 概 論 Ⅱ
倫 理 学 概 論 Ⅰ
倫 理 学 概 論 Ⅱ
＊哲学概論Ⅰ・Ⅱか倫理学概論Ⅰ・
Ⅱのいずれか２科目選択必修

１単位以上「哲学、倫理学、宗教学」

３４
計２０単位以上計

３４単位以上
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免許法の規定による修得すべき科目および最低単位 本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位
必　　修　　科　　目 単　位 科　　　　　目 必修 選択

日　　　本　　　史 1単位以上
日 本 史 概 論 Ⅰ
日 本 史 概 論 Ⅱ

2
2

10

日 本 経 済 史

外　　　国　　　史 1単位以上

東 洋 史 概 論 Ⅰ
東 洋 史 概 論 Ⅱ
西 洋 史 概 論 Ⅰ
西 洋 史 概 論 Ⅱ

2
2
2
2

西 洋 経 済 史
経 済 学 史
社 会 思 想 史

人文地理学及び自然地理学 1単位以上

人 文 地 理 学 Ⅰ
人 文 地 理 学 Ⅱ
自 然 地 理 学 Ⅰ
自 然 地 理 学 Ⅱ

2
2
2
2

地 理 学 概 論 Ⅰ
地 理 学 概 論 Ⅱ
東 南 ア ジ ア 経 済 論 Ⅰ
東 南 ア ジ ア 経 済 論 Ⅱ
経 済 地 理 学
開 発 経 済 論
韓 国 経 済 論 Ⅰ

地　　　　　　誌 ₁単位以上
地 誌 Ⅰ
地 誌 Ⅱ

2
2

計 20単位以上 計 24＋10
34単位以上

経済学部国際経済学科　　　高校一種「地理歴史」
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　経済学部国際経済学科　　　高校一種「公民」

本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位
選択必修科　　　　　目単　位必　　修　　科　　目

８

２
４

法 律 学 Ⅱ （国 際 法 を 含 む） 
　 　

国 際 政 治 学

１単位以上
「法律学（国際法を含む。）、

政治学（国際政治を含む。）」

憲 法
政 治 学 Ⅰ
政 治 学 Ⅱ
商 法
国 際 経 済 組 織 法
国 際 経 済 法 Ⅰ
国 際 経 済 法 Ⅱ
国 際 取 引 法
国 際 関 係 論
International Relations and Current Issues

４

国 際 経 済 論
社 会 学 Ⅰ
社 会 学 Ⅱ
＊国際経済論か社会学Ⅰ・Ⅱの
いずれか選択必修

１単位以上
「社会学、

経済学（国際経済を含む。）」

２
２
２
２

経 済 学 入 門 Ⅰ Ａ
経 済 学 入 門 Ⅰ Ｂ
経 済 学 入 門 Ⅱ Ａ
経 済 学 入 門 Ⅱ Ｂ
計 量 経 済 学
マ ク ロ 経 済 学
ミ ク ロ 経 済 学
経 済 政 策
日 本 経 済 論 Ⅰ
日 本 経 済 論 Ⅱ
ア メ リ カ 経 済 論
財 政 学
統 計 学
経 済 統 計 論
国 際 貿 易 論
文 化 人 類 学 Ⅰ
文 化 人 類 学 Ⅱ
Japanese Economy and Business

８

心 理 学 Ⅰ
心 理 学 Ⅱ
哲 学 概 論 Ⅰ
哲 学 概 論 Ⅱ
倫 理 学 概 論 Ⅰ
倫 理 学 概 論 Ⅱ
＊心理学Ⅰ・Ⅱ、哲学概論Ⅰ・
Ⅱ、倫理学概論Ⅰ・Ⅱのいず
れか４科目選択必修

１単位以上
「哲学、倫理学、宗教学、

心理学」

２６＋８
計２０単位以上計

３４単位以上
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　経済学部国際経済学科　　　中学一種「社会」

本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位
選択必修科　　　　　目単　位必　　修　　科　　目

２
２

日 本 史 概 論 Ⅰ
日 本 史 概 論 Ⅱ

１単位以上日本史及び外国史

２
２
２
２

東 洋 史 概 論 Ⅰ
東 洋 史 概 論 Ⅱ
西 洋 史 概 論 Ⅰ
西 洋 史 概 論 Ⅱ
日 本 経 済 史
西 洋 経 済 史
経 済 学 史
社 会 思 想 史

２
２
２
２

人 文 地 理 学 Ⅰ
人 文 地 理 学 Ⅱ
自 然 地 理 学 Ⅰ
自 然 地 理 学 Ⅱ

１単位以上地理学（地誌を含む。） ２
２

地 誌 Ⅰ
地 誌 Ⅱ
地 理 学 概 論 Ⅰ
地 理 学 概 論 Ⅱ
経 済 地 理 学

２法 律 学 Ⅱ （国 際 法 を 含 む） 
　 　

１単位以上「法律学、政治学」

憲 法
政 治 学 Ⅰ
政 治 学 Ⅱ
商 法
国 際 政 治 学
国 際 経 済 組 織 法
国 際 経 済 法 Ⅰ
国 際 経 済 法 Ⅱ
国 際 取 引 法
国 際 関 係 論
International Relations and Current Issues

４

国 際 経 済 論
社 会 学 Ⅰ
社 会 学 Ⅱ
＊国際経済論か社会学Ⅰ・Ⅱの
いずれか選択必修

１単位以上「社会学、経済学」

経 済 学 入 門 Ⅰ Ａ
経 済 学 入 門 Ⅰ Ｂ
経 済 学 入 門 Ⅱ Ａ
経 済 学 入 門 Ⅱ Ｂ
計 量 経 済 学
マ ク ロ 経 済 学
ミ ク ロ 経 済 学
経 済 政 策
日 本 経 済 論 Ⅰ
日 本 経 済 論 Ⅱ
ア メ リ カ 経 済 論
財 政 学
統 計 学
経 済 統 計 論
国 際 貿 易 論
文 化 人 類 学 Ⅰ
文 化 人 類 学 Ⅱ
Japanese Economy and Business

４

哲 学 概 論 Ⅰ
哲 学 概 論 Ⅱ
倫 理 学 概 論 Ⅰ
倫 理 学 概 論 Ⅱ
＊哲学概論Ⅰ・Ⅱ、倫理学概論Ⅰ・
Ⅱのいずれか２科目選択必修

１単位以上「哲学、倫理学、宗教学」

３４
計２０単位以上計

３４単位以上

国 際 経 済 法 Ⅰ
国 際 経 済 法 Ⅱ
国 際 経 済 組 織 法



－ 115 －

　経済学部リーガルエコノミクス学科　　　高校一種「公民」

本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位
選択必修科　　　　　目単　位必　　修　　科　　目

８

２
４

法 律 学 Ⅱ （国 際 法 を 含 む） 
　 　

国 際 政 治 学

１単位以上
「法律学（国際法を含む。）、

政治学（国際政治を含む。）」

憲 法
政 治 学 Ⅰ
政 治 学 Ⅱ
国 際 経 済 法
民 法 Ⅰ
民 法 Ⅱ
行 政 法 Ⅰ
行 政 法 Ⅱ
税 法
地 方 自 治 法
経 済 法
会 社 法
労 働 法

２
２

社 会 学 Ⅰ
社 会 学 Ⅱ

１単位以上
「社会学、

経済学（国際経済を含む。）」

２
２
２
２

マ ク ロ 経 済 学 入 門
マ ク ロ 経 済 学 Ⅰ
ミ ク ロ 経 済 学 入 門
ミ ク ロ 経 済 学 Ⅰ
経 済 数 学
マ ク ロ 経 済 学 Ⅱ
ミ ク ロ 経 済 学 Ⅱ
経 済 政 策
日 本 経 済 論
農 業 政 策
財 政 学
地 方 財 政 論
租 税 論
統 計 学
経 済 統 計 論
労 働 経 済 論
金 融 論
公 共 政 策
ま ち づ く り 論
行 政 組 織 論
環 境 政 策
社 会 心 理 学 Ⅰ
社 会 心 理 学 Ⅱ
文 化 人 類 学 Ⅰ
文 化 人 類 学 Ⅱ

８

哲 学 概 論 Ⅰ
哲 学 概 論 Ⅱ
倫 理 学 概 論 Ⅰ
倫 理 学 概 論 Ⅱ
心 理 学 Ⅰ
心 理 学 Ⅱ
＊哲学概論Ⅰ・Ⅱ、倫理学概論
Ⅰ・Ⅱ、心理学Ⅰ・Ⅱのいず
れか４科目選択必修

１単位以上
「哲学、倫理学、宗教学、

心理学」

２６＋８
計２０単位以上計

３４単位以上
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　経済学部リーガルエコノミクス学科　　　中学一種「社会」

本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位
選択必修科　　　　　目単　位必　　修　　科　　目

２
２

日 本 史 概 論 Ⅰ
日 本 史 概 論 Ⅱ

１単位以上日本史及び外国史 ２
２
２
２

東 洋 史 概 論 Ⅰ
東 洋 史 概 論 Ⅱ
西 洋 史 概 論 Ⅰ
西 洋 史 概 論 Ⅱ

２
２
２
２

人 文 地 理 学 Ⅰ
人 文 地 理 学 Ⅱ
自 然 地 理 学 Ⅰ
自 然 地 理 学 Ⅱ

１単位以上地理学（地誌を含む。） ２
２

地 誌 Ⅰ
地 誌 Ⅱ
地 理 学 概 論 Ⅰ
地 理 学 概 論 Ⅱ
経 済 地 理 学

２法 律 学 Ⅱ （国 際 法 を 含 む） 
　 　

１単位以上「法律学、政治学」

憲 法
国 際 政 治 学
政 治 学 Ⅰ
政 治 学 Ⅱ
民 法 Ⅰ
民 法 Ⅱ
行 政 法 Ⅰ
行 政 法 Ⅱ
国 際 経 済 法
税 法
地 方 自 治 法
経 済 法
会 社 法
労 働 法

２
２

社 会 学 Ⅰ
社 会 学 Ⅱ

１単位以上「社会学、経済学」

マ ク ロ 経 済 学 入 門
マ ク ロ 経 済 学 Ⅰ
ミ ク ロ 経 済 学 入 門
ミ ク ロ 経 済 学 Ⅰ
経 済 数 学
マ ク ロ 経 済 学 Ⅱ
ミ ク ロ 経 済 学 Ⅱ
経 済 政 策
日 本 経 済 論
農 業 政 策
財 政 学
地 方 財 政 論
租 税 論
統 計 学
経 済 統 計 論
労 働 経 済 論
金 融 論
公 共 政 策
ま ち づ く り 論
行 政 組 織 論
環 境 政 策
社 会 心 理 学 Ⅰ
社 会 心 理 学 Ⅱ
文 化 人 類 学 Ⅰ
文 化 人 類 学 Ⅱ

４

哲 学 概 論 Ⅰ
哲 学 概 論 Ⅱ
倫 理 学 概 論 Ⅰ
倫 理 学 概 論 Ⅱ
＊哲学概論Ⅰ・Ⅱか倫理学概論Ⅰ・
Ⅱのいずれか２科目選択必修

１単位以上「哲学、倫理学、宗教学」

３４
計２０単位以上計

３４単位以上
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免許法の規定による修得すべき科目および最低単位 本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位
必　　修　　科　　目 単　位 科　　　　　目 必修 選択

英　　　語　　　学 ₁単位以上

英 語 学 概 論 Ⅰ
英 語 学 概 論 Ⅱ

2
2

₈（高校）

英 語 音 声 学 Ⅰ
英 語 音 声 学 Ⅱ
英 語 文 法 論 Ⅰ
英 語 文 法 論 Ⅱ
英 語 史 Ⅰ
英 語 史 Ⅱ

英　　米　　文　　学 ₁単位以上

英 文 学 概 論
米 文 学 概 論

2
2

英 米 文 学 講 読 Ⅰ
英 米 文 学 講 読 Ⅱ
英 米 文 学 講 読 Ⅲ
英 米 文 学 講 読 Ⅳ
英 文 学 史 Ⅰ
英 文 学 史 Ⅱ
米 文 学 史 Ⅰ
米 文 学 史 Ⅱ

英語コミュニケーション ₁単位以上

リ ス ニ ン グ Ⅰ
リ ス ニ ン グ Ⅱ
リ ス ニ ン グ Ⅲ
リ ス ニ ン グ Ⅳ
リ ー デ ィ ン グ Ⅰ
リ ー デ ィ ン グ Ⅱ
リ ー デ ィ ン グ Ⅲ
リ ー デ ィ ン グ Ⅳ
ラ イ テ ィ ン グ Ⅰ
ラ イ テ ィ ン グ Ⅱ
ラ イ テ ィ ン グ Ⅲ
ラ イ テ ィ ン グ Ⅳ
ス ピ ー キ ン グ Ⅲ
ス ピ ー キ ン グ Ⅳ

₁
₁
₁
₁
₁
₁
₁
₁
₁
₁
₁
₁
₁
₁

T O E I C 対 策 Ⅰ
T O E I C 対 策 Ⅱ
アドバンストライティングⅠ
アドバンストライティングⅡ
パブリックスピーキングⅠ
パブリックスピーキングⅡ
英語ディスカッションⅠ
英語ディスカッションⅡ

異　文　化　理　解 ₁単位以上

異 文 化 理 解 論 Ⅰ
異 文 化 理 解 論 Ⅱ

2
2

異文化コミュニケーション論Ⅰ
異文化コミュニケーション論Ⅱ
イ ギ リ ス 研 究 入 門
ア メ リ カ 研 究 入 門
英 米 海 外 研 修

計 20単位以上 計

26（中学）
26＋₈（高校）

26単位以上（中学）
34単位以上（高校）

外国語学部英米学科　　　高校一種及び中学一種「英語」
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　外国語学部東アジア学科　　　高校一種及び中学一種「中国語」

本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位
選択必修科　　　　　目単　位必　　修　　科　　目

４（中学）
１２（高校）

２
２

中 国 語 学 概 論 Ⅰ
中 国 語 学 概 論 Ⅱ

１単位以上中　　国　　語　　学 中 国 語 音 韻 学
中 国 文 字 史
中 国 語 史

２
２

中 国 文 学 概 論 Ⅰ
中 国 文 学 概 論 Ⅱ

１単位以上中　　国　　文　　学
中 国 文 学 史 Ⅰ
中 国 文 学 史 Ⅱ

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

中 国 語 発 音 入 門
中 国 語 聞 き 取 り Ⅰ
中 国 語 会 話 入 門
中 国 語 生 活 会 話 Ⅰ
中 国 語 読 解 入 門
中 国 語 短 文 読 解 Ⅰ
中 国 語 作 文 入 門
中 国 語 作 文 Ⅰ
中 国 語 生 活 会 話 Ⅱ
中 国 語 会 話 表 現

１単位以上中国語コミュニケーション
中 国 語 短 文 読 解 Ⅱ
中 国 語 長 文 読 解
中 国 語 ス ピ ー チ
中 国 語 ス ピ ー チ 演 習
中 国 語 作 文 Ⅱ
中 国 語 作 文 演 習
放 送 中 国 語 聞 き 取 り
中 国 語 聞 き 取 り 演 習
中 国 現 代 文 学 講 読 Ⅰ
中 国 現 代 文 学 講 読 Ⅱ

２
２

中 国 異 文 化 理 解 Ⅰ
中 国 異 文 化 理 解 Ⅱ

１単位以上異　　文　　化　　理　　解 東 ア ジ ア 思 想 概 論 Ⅰ
東 ア ジ ア 思 想 概 論 Ⅱ
中 国 海 外 研 修 Ⅰ

２２＋４（中学）
２２＋１２（高校）

計２０単位以上計
２６単位以上（中学）
３４単位以上（高校）
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　外国語学部東アジア学科　　　高校一種及び中学一種「韓国語」

本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位
選択必修科　　　　　目単　位必　　修　　科　　目

４（中学）
１２（高校）

２
２

韓 国 語 学 概 論 Ⅰ
韓 国 語 学 概 論 Ⅱ

１単位以上韓　　国　　語　　学

韓 国 語 音 韻 学 Ⅰ
韓 国 語 音 韻 学 Ⅱ
現 代 韓 国 語 概 説 Ⅰ
現 代 韓 国 語 概 説 Ⅱ
韓 国 語 史 Ⅰ
韓 国 語 史 Ⅱ
日 朝 対 照 言 語 学 Ⅰ
日 朝 対 照 言 語 学 Ⅱ

２
２

韓 国 文 学 概 論 Ⅰ
韓 国 文 学 概 論 Ⅱ

１単位以上韓　　国　　文　　学

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

韓 国 語 発 音 入 門
韓 国 語 聞 き 取 り Ⅰ
韓 国 語 会 話 入 門
韓 国 語 生 活 会 話 Ⅰ
韓 国 語 読 解 入 門
韓 国 語 短 文 読 解 Ⅰ
韓 国 語 作 文 入 門
韓 国 語 作 文 Ⅰ
韓 国 語 生 活 会 話 Ⅱ
韓 国 語 会 話 表 現

１単位以上韓国語コミュニケーション
韓 国 語 短 文 読 解 Ⅱ
韓 国 語 長 文 読 解
韓 国 語 ス ピ ー チ
韓 国 語 ス ピ ー チ 演 習
韓 国 語 作 文 Ⅱ
韓 国 語 作 文 演 習
放 送 韓 国 語 聞 き 取 り
韓 国 語 聞 き 取 り 演 習
韓 国 語 文 献 講 読 Ⅰ
韓 国 語 文 献 講 読 Ⅱ

２
２

韓 国 異 文 化 理 解 Ⅰ
韓 国 異 文 化 理 解 Ⅱ

１単位以上異　　文　　化　　理　　解 韓 国 海 外 研 修 Ⅰ
国 際 社 会 と 日 本 Ⅰ
国 際 社 会 と 日 本 Ⅱ

２２＋４（中学）
２２＋１２（高校）

計２０単位以上計
２６単位以上（中学）
３４単位以上（高校）
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　社会福祉学部第一部社会福祉学科　高校一種「福祉」

本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位
選択必修科　　　　　目単　位必　　修　　科　　目

６

２
２
２
２

社 会 福 祉 原 論 Ⅰ
社 会 福 祉 原 論 Ⅱ
社 会 福 祉 入 門
社 会 保 障 論 Ⅰ

１単位以上
社会福祉学

（職業指導を含む。）

社 会 福 祉 発 達 史 Ⅰ
社 会 福 祉 発 達 史 Ⅱ
社 会 福 祉 法 制 Ⅰ
社 会 福 祉 法 制 Ⅱ
社 会 保 障 論 Ⅱ
地 域 福 祉 論 Ⅰ
地 域 福 祉 論 Ⅱ

２
２
２

児 童 家 庭 福 祉 論 Ⅰ
障 害 児 ・ 者 福 祉 論
高 齢 者 福 祉 論 Ⅰ１単位以上

高齢者福祉、児童福祉及び
障害者福祉　　　　　　　

児 童 家 庭 福 祉 論 Ⅱ
高 齢 者 福 祉 論 Ⅱ

２
２

ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 論 Ⅰ
ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 論 Ⅱ

１単位以上社会福祉援助技術
ソーシャルワーク方法論Ⅰ
ソーシャルワーク方法論Ⅱ
社 会 調 査
ボ ラ ン テ ィ ア 論

２
１

ケ ア ワ ー ク 論
介 護 基 礎

１単位以上介護理論及び介護技術

１
１
２

ソーシャルワーク実習指導Ⅰ
ソーシャルワーク実習指導Ⅱ
ソーシャルワーク実習Ⅰ

１単位以上
社会福祉総合実習

（社会福祉援助実習及び社会福祉
施設等における介護実習を含む。）

２生 活 行 動 論１単位以上
人体構造及び

日常生活行動に関する理解

２加 齢 と 障 害 の 理 解１単位以上
加齢及び障害
に関する理解

２９＋６
計２０単位以上計

３５単位以上
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　社会福祉学部第二部社会福祉学科　高校一種「福祉」

本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位
選択必修科　　　　　目単　位必　　修　　科　　目

６

２
２
２
２

社 会 福 祉 原 論 Ⅰ
社 会 福 祉 原 論 Ⅱ
社 会 福 祉 入 門
社 会 保 障 論 Ⅰ

１単位以上
社会福祉学

（職業指導を含む。）
社 会 福 祉 発 達 史
社 会 福 祉 法 制 Ⅰ
社 会 福 祉 法 制 Ⅱ
社 会 保 障 論 Ⅱ
地 域 福 祉 論 Ⅰ
地 域 福 祉 論 Ⅱ

２
２
２

児 童 家 庭 福 祉 論 Ⅰ
障 害 児 ・ 者 福 祉 論
高 齢 者 福 祉 論 Ⅰ１単位以上

高齢者福祉、児童福祉及び
障害者福祉　　　　　　　

児 童 家 庭 福 祉 論 Ⅱ
高 齢 者 福 祉 論 Ⅱ

２
２

ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 論 Ⅰ
ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 論 Ⅱ

１単位以上社会福祉援助技術
ソーシャルワーク方法論Ⅰ
ソーシャルワーク方法論Ⅱ
社 会 調 査
ボ ラ ン テ ィ ア 論

２
１

ケ ア ワ ー ク 論
介 護 基 礎

１単位以上介護理論及び介護技術

１
１
２

ソーシャルワーク実習指導Ⅰ
ソーシャルワーク実習指導Ⅱ
ソーシャルワーク実習Ⅰ

１単位以上
社会福祉総合実習

（社会福祉援助実習及び社会福祉　
　施設等における介護実習を含む。）

２生 活 行 動 論１単位以上
人体構造及び

日常生活行動に関する理解

２加 齢 と 障 害 の 理 解１単位以上
加齢及び障害
に関する理解

２９＋６
計２０単位以上計

３５単位以上
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　社会福祉学部福祉環境学科　　　高校一種「地理歴史」

本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位
選択必修科　　　　　目単　位必　　修　　科　　目

１０

２
２

日 本 史 概 論 Ⅰ
日 本 史 概 論 Ⅱ

１単位以上日　　　本　　　史
教 職 日 本 史 Ⅰ
教 職 日 本 史 Ⅱ

２
２
２
２

東 洋 史 概 論 Ⅰ
東 洋 史 概 論 Ⅱ
西 洋 史 概 論 Ⅰ
西 洋 史 概 論 Ⅱ

１単位以上外　　　国　　　史

教 職 外 国 史 Ⅰ
教 職 外 国 史 Ⅱ

２
２
２
２

人 文 地 理 学 Ⅰ
人 文 地 理 学 Ⅱ
自 然 地 理 学 Ⅰ
自 然 地 理 学 Ⅱ１単位以上人文地理学及び自然地理学
教 職 人 文 地 理 学
教 職 自 然 地 理 学
生 活 と 地 域 環 境

２
２

地 誌 Ⅰ
地 誌 Ⅱ

１単位以上地　　　　　　誌

２４＋１０
計２０単位以上計

３４単位以上
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　社会福祉学部福祉環境学科　　　高校一種「公民」

本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位
選択必修科　　　　　目単　位必　　修　　科　　目

８

２
２
２

法律学概論 （国 際法を含 む） 
　 　

政 治 学 Ⅰ
政治学Ⅱ （国 際政治を含 む） 

　 　

１単位以上
「法律学（国際法を含む。）、

政治学（国際政治を含む。）」

民 法 Ⅰ
民 法 Ⅱ
家 族 と 法
障 害 者 と 法
環 境 法
社 会 福 祉 法 制 Ⅰ
社 会 福 祉 法 制 Ⅱ
憲 法 Ⅰ （統 治 論） 

　 　

憲 法 Ⅱ （人 権 論） 
　 　

生 活 と 法
２
２
２
２
２
２

経 済 原 論 Ⅰ
経済原論Ⅱ（国際経済を含む）
社 会 学 概 論 Ⅰ
社 会 学 概 論 Ⅱ
教 職 公 民 （ 社 会 学 ） Ⅰ
教 職 公 民 （ 社 会 学 ） Ⅱ

１単位以上
「社会学、

経済学（国際経済を含む。）」

経 済 学 Ⅰ
経 済 学 Ⅱ
地 域 社 会 学 Ⅰ
地 域 社 会 学 Ⅱ
社 会 政 策 Ⅰ
社 会 政 策 Ⅱ
社 会 心 理 学 Ⅰ
社 会 心 理 学 Ⅱ
社 会 調 査
文 化 人 類 学 Ⅰ
文 化 人 類 学 Ⅱ
家 族 社 会 学 Ⅰ
家 族 社 会 学 Ⅱ
情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅰ
情 報 メ デ ィ ア 論 Ⅱ
差 別 と 人 権
生 活 と 福 祉 情 報

８

哲 学 概 論 Ⅰ
哲 学 概 論 Ⅱ
倫 理 学 概 論 Ⅰ
倫 理 学 概 論 Ⅱ
心 理 学 Ⅰ
心 理 学 Ⅱ
＊哲学概論Ⅰ・Ⅱ、倫理学概論
Ⅰ・Ⅱ、心理学Ⅰ・Ⅱのうち
から４科目８単位

１単位以上
「哲学、倫理学、宗教学、

心理学」

環 境 倫 理 学
２６＋８

計２０単位以上計
３４単位以上
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　社会福祉学部福祉環境学科　　　中学一種「社会」

本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位
選択必修科　　　　　目単　位必　　修　　科　　目

２
２
２
２
２
２

日 本 史 概 論 Ⅰ
日 本 史 概 論 Ⅱ
東 洋 史 概 論 Ⅰ
東 洋 史 概 論 Ⅱ
西 洋 史 概 論 Ⅰ
西 洋 史 概 論 Ⅱ

１単位以上日本史及び外国史

教職日本史Ⅰ・教職日本史Ⅱ
教職外国史Ⅰ・教職外国史Ⅱ

２
２
２
２
２
２

人 文 地 理 学 Ⅰ
人 文 地 理 学 Ⅱ
自 然 地 理 学 Ⅰ
自 然 地 理 学 Ⅱ
地 誌 Ⅰ
地 誌 Ⅱ

１単位以上地理学（地誌を含む。）

教 職 人 文 地 理 学
教 職 自 然 地 理 学
生 活 と 地 域 環 境

２法律学概論 （国 際法を含 む） 
　 　

１単位以上「法律学、政治学」

民 法 Ⅰ ・ 民 法 Ⅱ
家 族 と 法 ・ 障 害 者 と 法
環境法・社会福祉法制Ⅰ
社会福祉法制Ⅱ・憲法Ⅰ （統 治 論） 

　 　

憲法Ⅱ （人 権 論） ・政治学Ⅰ
　 　

政治学Ⅱ （国 際政治を含 む） 
　 　

生 活 と 法

４

経 済 原 論 Ⅰ
経済原論Ⅱ（国際経済を含む）
社 会 学 概 論 Ⅰ
社 会 学 概 論 Ⅱ
＊経済原論Ⅰ・Ⅱまたは社会学
概論Ⅰ・Ⅱのうちいずれかを
選択

１単位以上「社会学、経済学」
教職公民（社会学）Ⅰ・教職公民（社会学）Ⅱ
経 済 学 Ⅰ ・ 経 済 学 Ⅱ
地域社会学Ⅰ・地域社会学Ⅱ
社会政策Ⅰ・社会政策Ⅱ
社会心理学Ⅰ・社会心理学Ⅱ
社会調査・文化人類学Ⅰ
文化人類学Ⅱ・家族社会学Ⅰ
家族社会学Ⅱ・情報メディア論Ⅰ
情報メディア論Ⅱ・差別と人権
生 活 と 福 祉 情 報

４
哲学概論Ⅰ・哲学概論Ⅱ
倫理学概論Ⅰ・倫理学概論Ⅱ
＊哲学概論Ⅰ・Ⅱまたは倫理学
概論Ⅰ・Ⅱのいずれかを選択

１単位以上「哲学、倫理学、宗教学」

環 境 倫 理 学
３４

計２０単位以上計
３４単位以上
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免許法の規定による修得すべき科目および最低単位 本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位
必　　修　　科　　目 単　位 科　　　　　目 必修 選択

体　　育　　実　　技 ₁単位以上

スポーツ指導法実習（器械運動）
スポーツ指導法実習（陸上競技）Ⅰ
スポーツ指導法実習（水泳）
スポーツ指導法実習（ネット型）
スポーツ指導法実習（ゴール型）
スポーツ指導法実習（ベースボール型）
武道指導法実習（柔道）  Ⅰ
スポーツ指導法実習（ダンス）Ⅰ

₁
₁
₁
₁
₁
₁
₁
₁

₄（中学）
12（高校）

スポーツ指導法実習（陸上競技）Ⅱ
武道指導法実習（柔道）  Ⅱ
スポーツ指導法実習（ダンス）Ⅱ
スポーツ指導法実習（スキー）

「体育原理、体育心理学、
体育経営管理学、体育社会学」及び
運動学（運動方法学を含む。）

₁単位以上

ス ポ ー ツ 心 理 学
ス ポ ー ツ・ ウ ェ ル ネ ス 論
運動学（運動方法学を含む）

2
2
2

測 定 評 価

生　　理　　学
（運動生理学を含む。） ₁単位以上

生理学（運動生理学を含む）
健 康 体 力 づ く り 論

2
2

解 剖 学
運 動 処 方
栄 養 学

衛生学及び公衆衛生学 ₁単位以上 衛生学（公衆衛生学を含む） 2

学校保健（小児保健、精神保健、
学校安全及び救急処置を含む。） ₁単位以上

学 校 保 健 2
精 神 保 健 学 Ⅰ
精 神 保 健 学 Ⅱ

計 20単位以上 計

22＋₄（中学）
22＋12（高校）

26単位以上（中学）
34単位以上（高校）

社会福祉学部ライフ・ウェルネス学科　　　高校一種及び中学一種「保健体育」
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（３）　教科又は教職に関する科目

備考
本学開設科目による免許取得に必要な科目および単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位

単位科目単位科目区分

注①２教 職 研 究 Ⅱ
中学校　８
高　校　１６

教科又は教職に関する科目

注①「教科又は教職に関する科目」の選択科目（教職研究Ⅱ）又は最低修得単位を超えて履修した「教科に関する科目」もし
くは「教職に関する科目」について併せて中学校一種免許８単位以上、高等学校一種免許１６単位以上修得
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　（司書及び司書教諭課程の設置）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）に図書館法施行規則並びに学校図書館司書教諭講習規程に基づく司書及び司

書教諭課程を置く。

　（資　格）

第２条　司書及び司書教諭課程の履修によって取得できる資格は、次のとおりである。

　�　司書

　�　司書教諭

　（履修方法）

第３条　前条の資格を取得しようとする者は、図書館法施行規則並びに学校図書館司書教諭講習規程、本学学則及び本規程に

従い所定の単位を修得しなければならない。

２　司書の資格を取得するためには、卒業に必要な単位のほかに、図書館法施行規則による別表１に示す科目と単位数（必修

科目１３科目２６単位と選択科目２科目２単位以上、合計１５科目２８単位以上）を修得しなければならない。

３　司書教諭の資格を取得するためには、卒業に必要な単位のほか、教育職員免許状の取得者で、学校図書館司書教諭講習規

程による別表２に示す科目と単位数（８科目１６単位）を修得しなければならない。ただし、在学中に教育職員免許状と司書

教諭資格の両方に必要な科目及び単位を併行して履修することができる。

４　法令等の改正にともなう経過措置に係る科目の単位認定については、別に示す。

　（証明書等）

第４条　第３条第２項に定める科目と単位を修得した者には、本学から「図書館に関する科目の単位修得証明書」を交付する。

２　第３条第３項に定める科目と単位を修得した者には、文部科学省から「司書教諭の修了証書」が交付される。

　（履修願及び納入金）

第５条　司書及び司書教諭課程の履修希望者は、第２年次の年度初めに設ける期間に「司書及び司書教諭履修願」を教育支援

課に提出するとともに「授業料その他納入金等に関する規程」別表２に示された司書及び司書教諭課程の履修費を経理課に

納入しなければならない。

２　第３年次編入学者、転入学者及び再入学者で司書及び司書教諭課程の履修希望者は、編入学、転入学及び再入学年次の年

度初めに設ける期間に「司書及び司書教諭履修願」を教育支援課に提出するとともに「授業料その他納入金等に関する規程」

別表２に示された司書及び司書教諭課程の履修費を経理課に納入しなければならない。

司書及び司書教諭課程の履修に関する規程

　別表１（司書の資格を取得するための科目と単位数）

　別表２（司書教諭の資格を取得するための科目と単位数）

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この改正は、平成６年８月１日から施行する。

３　この改正は、平成１３年４月１日から施行する。

４　この改正は、平成１４年４月１日から施行する。

５　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

６　この改正は、平成２４年４月１日から施行する。

７　この改正規程の施行に当り、「司書及び司書教諭資格取得に関する授業科目履修方法細則」は廃止する。

８　この改正規程の施行に当り、現に第２年次以上に在学中の者については、第３条第１項、第２項及び第３項の規定の適用

は、なお従前の例による。ただし、平成２４年度以降の編入学者、転入学者及び再入学者を除く。

単位数本学における科目単位数
図書館法施行規則で定める

図書館に関する科目　　　
区分（群）

２生 涯 学 習 概 論２生 涯 学 習 概 論

必修科目

（甲群）

２図 書 館 概 論２図 書 館 概 論

２図 書 館 制 度 ・ 経 営 論２図 書 館 制 度 ・ 経 営 論

２図 書 館 情 報 技 術 論２図 書 館 情 報 技 術 論

２図 書 館 サ ー ビ ス 概 論２図 書 館 サ ー ビ ス 概 論

２情 報 サ ー ビ ス 論２情 報 サ ー ビ ス 論

２読 書 と 豊 か な 人 間 性２児 童 サ ー ビ ス 論

２情報サービス演習（情報検索）
２情 報 サ ー ビ ス 演 習

２情報サービス演習（レファレンスサービス）

２図 書 館 情 報 資 源 概 論２図 書 館 情 報 資 源 概 論

２情 報 資 源 組 織 論２情 報 資 源 組 織 論

２情 報 資 源 組 織 演 習 Ａ
２情 報 資 源 組 織 演 習

２情 報 資 源 組 織 演 習 Ｂ

１図 書 館 サ ー ビ ス 特 論１図 書 館 サ ー ビ ス 特 論

選択科目

（乙群）

１図 書 館 情 報 資 源 特 論１図 書 館 情 報 資 源 特 論

１図 書 ・ 図 書 館 史１図 書 ・ 図 書 館 史

１図 書 館 施 設 論１図 書 館 施 設 論

２図 書 館 実 習１図 書 館 実 習

単位数本学における科目単位数
学校図書館司書教諭講習規程

による科目　　　　　　　　
区　　分

２学 校 経 営 と 学 校 図 書 館２学 校 経 営 と 学 校 図 書 館

必修科目

２図 書 館 情 報 資 源 概 論

２学校図書館メディアの構成
２情 報 資 源 組 織 論

２情 報 資 源 組 織 演 習 Ａ

２情 報 資 源 組 織 演 習 Ｂ

２学 習 指 導 と 学 校 図 書 館２学 習 指 導 と 学 校 図 書 館

２読 書 と 豊 か な 人 間 性２読 書 と 豊 か な 人 間 性

２情 報 メ デ ィ ア の 活 用２情 報 メ デ ィ ア の 活 用
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　別表１（司書の資格を取得するための科目と単位数）

　別表２（司書教諭の資格を取得するための科目と単位数）

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この改正は、平成６年８月１日から施行する。

３　この改正は、平成１３年４月１日から施行する。

４　この改正は、平成１４年４月１日から施行する。

５　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

６　この改正は、平成２４年４月１日から施行する。

７　この改正規程の施行に当り、「司書及び司書教諭資格取得に関する授業科目履修方法細則」は廃止する。

８　この改正規程の施行に当り、現に第２年次以上に在学中の者については、第３条第１項、第２項及び第３項の規定の適用

は、なお従前の例による。ただし、平成２４年度以降の編入学者、転入学者及び再入学者を除く。

単位数本学における科目単位数
図書館法施行規則で定める

図書館に関する科目　　　
区分（群）

２生 涯 学 習 概 論２生 涯 学 習 概 論

必修科目

（甲群）

２図 書 館 概 論２図 書 館 概 論

２図 書 館 制 度 ・ 経 営 論２図 書 館 制 度 ・ 経 営 論

２図 書 館 情 報 技 術 論２図 書 館 情 報 技 術 論

２図 書 館 サ ー ビ ス 概 論２図 書 館 サ ー ビ ス 概 論

２情 報 サ ー ビ ス 論２情 報 サ ー ビ ス 論

２読 書 と 豊 か な 人 間 性２児 童 サ ー ビ ス 論

２情報サービス演習（情報検索）
２情 報 サ ー ビ ス 演 習

２情報サービス演習（レファレンスサービス）

２図 書 館 情 報 資 源 概 論２図 書 館 情 報 資 源 概 論

２情 報 資 源 組 織 論２情 報 資 源 組 織 論

２情 報 資 源 組 織 演 習 Ａ
２情 報 資 源 組 織 演 習

２情 報 資 源 組 織 演 習 Ｂ

１図 書 館 サ ー ビ ス 特 論１図 書 館 サ ー ビ ス 特 論

選択科目

（乙群）

１図 書 館 情 報 資 源 特 論１図 書 館 情 報 資 源 特 論

１図 書 ・ 図 書 館 史１図 書 ・ 図 書 館 史

１図 書 館 施 設 論１図 書 館 施 設 論

２図 書 館 実 習１図 書 館 実 習

単位数本学における科目単位数
学校図書館司書教諭講習規程

による科目　　　　　　　　
区　　分

２学 校 経 営 と 学 校 図 書 館２学 校 経 営 と 学 校 図 書 館

必修科目

２図 書 館 情 報 資 源 概 論

２学校図書館メディアの構成
２情 報 資 源 組 織 論

２情 報 資 源 組 織 演 習 Ａ

２情 報 資 源 組 織 演 習 Ｂ

２学 習 指 導 と 学 校 図 書 館２学 習 指 導 と 学 校 図 書 館

２読 書 と 豊 か な 人 間 性２読 書 と 豊 か な 人 間 性

２情 報 メ デ ィ ア の 活 用２情 報 メ デ ィ ア の 活 用
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　（設　置）

第１条　熊本学園大学に、レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指

導員受験資格の養成課程を置く。

　（資格取得）

第２条　取得できる資格は、次のとおりである。

　�　レクリエーション・インストラクター

　�　（障害者）初級スポーツ指導員

　�　ダンスムーブメント指導員（受験資格）

　（履修方法）

第３条　前条の資格を取得しようとする者は、この規程に従って所定の単位を修得しなければならない。

２　履修方法は、別表１に定めるところによる。ただし、ライフ・ウェルネス学科においては別表２に定めるところによる。

　（履修願）

第４条　この課程の履修希望者は、所定の「レクリエーション・インストラクター等養成課程履修願」を教育支援課に提出し

なければならない。

　（納入金）

第５条　「授業料その他納入金等に関する規程」別表２の規定により課程履修費を経理課に納入しなければならない。

２　実習費については、必要に応じて実費を徴収する。

　　　附　則

１　この規程は、平成１０年４月１日から施行する。

２　この改正は、平成１１年４月１日から施行する。

３　この改正は、平成１４年４月１日から施行する。

４　この改正は、平成１６年４月１日から施行する。

５　この改正は、平成２１年４月１日から施行する。

６　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

７　この改正は、平成２４年４月１日から施行する。

別表１（第３条関係）

レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及び
ダンスムーブメント指導員受験資格養成課程の履修に関する規程　　　　　

ダンスムーブメント

指導員（受験資格）

（障害者）初級スポーツ

指導員　　　　　　　

レクリエーション・

インストラクター　

資格

科目名（単位）

２ レ ク リ エ ー シ ョ ン 概 論 �

２ 障 害 者 ス ポ ー ツ 特 講 �

１ レクリエーション実技Ａ �

１ レクリエーション実技Ｂ �

 野 外 活 動 Ⅰ �

 野 外 活 動 Ⅱ �

２ ダ ン ス �

１ 障 害 者 ス ポ ー ツ 実 技 �

１ レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 習 �

２単位以上３単位以上６単位以上必要単位数合計

いずれかいずれか１１

（注）レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格に関す

る科目は卒業要件単位とはならないので注意すること。
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別表２（第３条関係）

ダンスムーブメント

指導員（受験資格）

（障害者）初級スポーツ

指導員　　　　　　　

レクリエーション・

インストラクター　

資格

科目名（単位）

２ レ ク リ エ ー シ ョ ン 概 論 �

２ アダプティッド・スポーツ論 �

１ レクリエーション指導法実習Ａ �

１ レクリエーション指導法実習Ｂ �

 野外活動指導法実習（キャンプ） �

 スポーツ指導法実習（スキー） �

１ スポーツ指導法実習（ダンス）Ⅰ �

１ スポーツ指導法実習（ダンス）Ⅱ �

１ アダプティッド・スポーツ実技 �

１ レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 習 �

２単位以上３単位以上６単位以上必要単位数合計

いずれかいずれか１１

（注）レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格に関す

る科目のうち、レクリエーション実習は、卒業要件単位とはならないので注意すること。
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　（日本語教員養成課程の設置）

第１条　熊本学園大学外国語学部に、日本語教員養成課程を置く。

　（履修方法）

第２条　日本語教員養成課程に関する科目及び単位を別表に示すとおりに修得しなければならない。

２　「日本語教育演習（実習含む）」を履修する場合は、次の条件を満たしていなければならない。

　�　「日本語教育Ⅰ」「日本語教育Ⅱ」「日本語音声学」「日本語文法論」を修得していること。

　�　「日本語教授法Ⅰ」を履修中あるいは修得していること。

３　他学部の学生が日本語教員養成課程の履修を許可された場合、所属学科に開設されていない科目は、外国語学部において

受講できるものとする。

　（修了証書）

第３条　日本語教員養成課程を修了したものに対して、卒業時に修了証書を授与する。

　（履修願）

第４条　日本語教員養成課程の履修を希望する者は、年度初めに設ける期間に所定の「日本語教員養成課程履修許可願」を教

育支援課に提出しなければならない。

　（納入金）

第５条　「授業料その他納入金等に関する規程」により課程履修費を経理課に納入しなければならない。

　　　附　則

１　この規程は、平成２１（２００９）年４月１日から施行する。

２　この規程の施行に際し、現に第２年次以上に在学中の者については、所属学科長による履修指導を受けた上で、日本語教

員養成課程を履修することができるものとする。

３　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

４　この改正は、平成２４年４月１日から施行する。

外国語学部日本語教員養成課程履修に関する規程
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別表１　日本語教員養成課程に関する科目（英米学科）

本学開設科目による修了証書取得に必要な科目及び単位
日本語教員養成において
必要とされる教育内容

必　要　単　位
配当年次開設授業科目（単位）領　　域

選　択必　修

４

２
２

１
１

日本文化概論Ⅰ　�
日本文化概論Ⅱ　�

社会・文化・地域

社会・文化・
地域に関わ
る領域

１
１
２
２
２
２
１
１
３

異文化理解論Ⅰ　�
異文化理解論Ⅱ　�
国際社会と日本Ⅰ　�
国際社会と日本Ⅱ　�
文化人類学Ⅰ　�
文化人類学Ⅱ　�
日本史概論Ⅰ　�
日本史概論Ⅱ　�
日本事情特講　�

４

２
２

３
３

日本語と社会Ⅰ　�
日本語と社会Ⅱ　�

言語と社会
２
２
１
１

異文化コミュニケーション論Ⅰ　�
異文化コミュニケーション論Ⅱ　�
社会学Ⅰ　�
社会学Ⅱ　�

２
２

１
１

心理学Ⅰ　�
心理学Ⅱ　�

言語と心理

２
２
２
２
２
２
２

１
１
２
２
３
３
３

日本語教育Ⅰ　�
日本語教育Ⅱ　�
日本語音声学　�
日本語文法論　�
日本語教授法Ⅰ　�
日本語教授法Ⅱ　�
日本語教育演習（実習含む）　�

言語と教育

教育に関わ
る領域

１
３
３

日本語文章表現　�
現代教育論Ⅰ　�
現代教育論Ⅱ　�

２
２
２
２

２
２
２
２

言語学概論Ⅰ　�
言語学概論Ⅱ　�
日本語学概論Ⅰ　�
日本語学概論Ⅱ　�

言語

言語に関わ
る領域

３４＋８
計

４２単位以上

社会・文化・地域

言語と社会

言語と心理

言語と教育

言語
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別表２　日本語教員養成課程に関する科目（東アジア学科）

本学開設科目による修了証書取得に必要な科目及び単位
日本語教員養成において
必要とされる教育内容

必　要　単　位
配当年次開設授業科目（単位）領　　域

選　択必　修

４

２
２

１
１

日本文化概論Ⅰ　�
日本文化概論Ⅱ　�

社会・文化・地域

社会・文化・
地域に関わ
る領域

２
２
２
２
２
２
１
１
１
１
２
２

中国異文化理解Ⅰ　�
中国異文化理解Ⅱ　�
韓国異文化理解Ⅰ　�
韓国異文化理解Ⅱ　�
国際社会と日本Ⅰ　�
国際社会と日本Ⅱ　�
文化人類学Ⅰ　�
文化人類学Ⅱ　�
日本史概論Ⅰ　�
日本史概論Ⅱ　�
日本近代史Ⅰ　�
日本近代史Ⅱ　�

４

２
２

３
３

日本語と社会Ⅰ　�
日本語と社会Ⅱ　�

言語と社会
２
２
１
１

異文化コミュニケーション論Ⅰ　�
異文化コミュニケーション論Ⅱ　�
社会学Ⅰ　�
社会学Ⅱ　�

２
２

１
１

心理学Ⅰ　�
心理学Ⅱ　�言語と心理

２
２
２
２
２
２
２

１
１
２
２
３
３
３

日本語教育Ⅰ　�
日本語教育Ⅱ　�
日本語音声学　�
日本語文法論　�
日本語教授法Ⅰ　�
日本語教授法Ⅱ　�
日本語教育演習（実習含む）　�言語と教育

教育に関わ
る領域

１
１
３
３

日本語文章表現Ⅰ　�
日本語文章表現Ⅱ　�
現代教育論Ⅰ　�
現代教育論Ⅱ　�

２
２
２
２

１
１
２
２

言語学概論Ⅰ　�
言語学概論Ⅱ　�
日本語学概論Ⅰ　�
日本語学概論Ⅱ　�

言語

言語に関わ
る領域

３
３
３

日中対照言語学　�
日朝対照言語学Ⅰ　�
日朝対照言語学Ⅱ　�

３４＋８
計

４２単位以上

社会・文化・地域

言語と社会

言語と心理

言語と教育

言語
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　（社会福祉士養成課程の設置）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）社会福祉学部第一部の社会福祉学科、福祉環境学科、子ども家庭福祉学科、ラ

イフ・ウェルネス学科及び社会福祉学部第二部社会福祉学科に、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく社会福祉士養成課程

（以下「養成課程」という。）を置く。

　（履修定員）

第２条　養成課程の履修定員は、次のとおりとする。

　（資格取得）

第３条　社会福祉士試験の受験資格を取得しようとする者は、社会福祉士及び介護福祉士法、その他法令等、本学学則及び本

規程に従い所定の単位を修得しなければならない。

２　授業科目及び単位数は、別表に掲げるとおりとする。

３　法令等の改正にともなう経過措置に係る指定科目の単位認定については、別に示す。

　（履修願）

第４条　養成課程の履修を希望する者は、本学が定める所定の期間に「社会福祉士養成課程履修許可願」を教育支援課に提出

しなければならない。

２　前項の履修許可願提出者については、選考のうえ結果を教育支援課より発表する。

３　養成課程の履修を許可された者は、本学が定める所定の期間に「社会福祉士養成課程履修願」を教育支援課に提出しなけ

ればならない。

　（実習履修願及び実習施設）

第５条　実習を履修する者は、本学が定める所定の期間に「ソーシャルワーク実習履修願」を教育支援課に提出しなければな

らない。

２　前項の履修願提出者については、実習施設を配当のうえ結果を教育支援課より発表する。

　（編入学、転入学及び転部者の履修）

第６条　編入学、転入学及び転部者の養成課程の履修は別に定める。

　（納入金）

第７条　養成課程の履修を許可された者は、選考結果発表後に設ける期間に履修費を、「ソーシャルワーク実習Ⅰ」「ソーシャ

ルワーク実習Ⅱ」の実習を履修する者は、本学が定める所定の期間に実習費を、授業料その他納入金等に関する規程に示さ

れたとおり経理課に納入しなければならない。

　　　附　則

１　この規程は、平成２１年４月１日から施行する。

２　この規程は、平成２１年度の入学者から適用する。ただし、第３条第３項の規定については、平成２０年度以前の入学者につ

いても適用する。

３　この規程は、平成２３年４月１日から施行する。

４　この改正規程の施行に当り、現に第２年次以上に在学中の者については、別表（第３条関係）及び第７条の規定の適用は、

なお従前の例による。ただし、平成２３年度以降の編入学者、転入学者及び再入学者を除く。

５　この改正は、平成２４年４月１日から施行する。

社会福祉士養成課程履修に関する規程

履修定員学　　　　　　科学　　　　　　部

８０名社会福祉学科

社会福祉学部第一部
６０名福祉環境学科

２０名子ども家庭福祉学科

２０名ライフ・ウェルネス学科

６０名社会福祉学科社会福祉学部第二部

₅　この規程は、平成25年₄月₁日から施行する。
₆ 　この改正規程の施行に当り、現に第₂年次以上に在学中の者については、別表（第₃条関係）の適用は、なお従前の例による。
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別表（第３条関係）文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目と本学開講科目対照表

第一部社会福祉学科、福祉環境学科、子ども家庭福祉学科

本　学　開　講　科　目
基礎科目

文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目

単　位科　　目　　名備　考科　　目　　名

２医学一般＃
１
科
目
選
択

１
科
目
選
択

人体の構造と機能及び疾病

２心理学Ⅰ心理学理論と心理的支援

２社会学概論Ⅰ社会理論と社会システム

２社会福祉原論Ⅰ
現代社会と福祉

２社会福祉原論Ⅱ

２社会調査＃社会調査の基礎

２ソーシャルワーク論Ⅰ
＃相談援助の基盤と専門職

２ソーシャルワーク論Ⅱ

２ソーシャルワーク方法論Ⅰ

相談援助の理論と方法
２ソーシャルワーク方法論Ⅱ

２ソーシャルワーク方法論Ⅲ

２ソーシャルワーク方法論Ⅳ

２地域福祉論Ⅰ
地域福祉の理論と方法

２地域福祉論Ⅱ

２福祉行財政論＃福祉行財政と福祉計画

２福祉管理運営論＃福祉サービスの組織と経営

２社会保障論Ⅰ
＃社会保障

２社会保障論Ⅱ

２高齢者福祉論Ⅰ
＃高齢者に対する支援と介護保険制度

２高齢者福祉論Ⅱ

２障害児・者福祉論＃障害者に対する支援と障害者自立支援制度

２児童家庭福祉論Ⅰ＃児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度

２公的扶助論＃低所得者に対する支援と生活保護制度

２医療福祉論＃保健医療サービス

２就労支援論＃
１
科
目
選
択

１
科
目
選
択

就労支援サービス

２権利擁護と成年後見制度権利擁護と成年後見制度

２司法福祉論更生保護制度

１ソーシャルワーク演習Ⅰ

相談援助演習

１ソーシャルワーク演習Ⅱ

１ソーシャルワーク演習Ⅲ

１ソーシャルワーク演習Ⅳ

１ソーシャルワーク演習Ⅴ

１ソーシャルワーク実習指導Ⅰ

相談援助実習指導 １ソーシャルワーク実習指導Ⅱ

１ソーシャルワーク実習指導Ⅲ

２ソーシャルワーク実習Ⅰ
相談援助実習

２ソーシャルワーク実習Ⅱ

（注）表中「基礎科目」（＃印）とは、本学を社会福祉士試験の受験資格を取得せずに卒業し、社会福祉士短期養成施設等に

入学する場合、大学で修得していなければならない科目です。

第一部社会福祉学科、福祉環境学科、子ども家庭福祉学科、ライフ・ウェルネス学科
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別表（第３条関係）文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目と本学開講科目対照表

第二部社会福祉学科

本　学　開　講　科　目
基礎科目

文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目

単　位科　　目　　名備　考科　　目　　名

２医学一般＃
１
科
目
選
択

１
科
目
選
択

人体の構造と機能及び疾病

２心理学心理学理論と心理的支援

２社会学概論Ⅰ社会理論と社会システム

２社会福祉原論Ⅰ
現代社会と福祉

２社会福祉原論Ⅱ

２社会調査＃社会調査の基礎

２ソーシャルワーク論Ⅰ
＃相談援助の基盤と専門職

２ソーシャルワーク論Ⅱ

２ソーシャルワーク方法論Ⅰ

相談援助の理論と方法
２ソーシャルワーク方法論Ⅱ

２ソーシャルワーク方法論Ⅲ

２ソーシャルワーク方法論Ⅳ

２地域福祉論Ⅰ
地域福祉の理論と方法

２地域福祉論Ⅱ

２福祉行財政論＃福祉行財政と福祉計画

２福祉管理運営論＃福祉サービスの組織と経営

２社会保障論Ⅰ
＃社会保障

２社会保障論Ⅱ

２高齢者福祉論Ⅰ
＃高齢者に対する支援と介護保険制度

２高齢者福祉論Ⅱ

２障害児・者福祉論＃障害者に対する支援と障害者自立支援制度

２児童家庭福祉論Ⅰ＃児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度

２公的扶助論＃低所得者に対する支援と生活保護制度

２医療福祉論＃保健医療サービス

２就労支援論＃
１
科
目
選
択

１
科
目
選
択

就労支援サービス

２権利擁護と成年後見制度権利擁護と成年後見制度

２司法福祉論更生保護制度

１ソーシャルワーク演習Ⅰ

相談援助演習

１ソーシャルワーク演習Ⅱ

１ソーシャルワーク演習Ⅲ

１ソーシャルワーク演習Ⅳ

１ソーシャルワーク演習Ⅴ

１ソーシャルワーク実習指導Ⅰ

相談援助実習指導 １ソーシャルワーク実習指導Ⅱ

１ソーシャルワーク実習指導Ⅲ

２ソーシャルワーク実習Ⅰ
相談援助実習

２ソーシャルワーク実習Ⅱ

（注）表中「基礎科目」（＃印）とは、本学を社会福祉士試験の受験資格を取得せずに卒業し、社会福祉士短期養成施設等に

入学する場合、大学で修得していなければならない科目です。
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　（精神保健福祉士養成課程の設置）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）社会福祉学部第一部の社会福祉学科及び福祉環境学科に、精神保健福祉士法

に基づく精神保健福祉士養成課程（以下「養成課程」という。）を置く。

　（履修定員）

第２条　養成課程の履修定員は、次のとおりとする。

　（資格取得）

第３条　精神保健福祉士試験の受験資格を取得しようとする者は、精神保健福祉士法、その他法令等、本学学則及び本規程に

従い所定の単位を修得しなければならない。

２　授業科目及び単位数は、別表に掲げるとおりとする。

３　法令等の改正にともなう経過措置に係る指定科目の単位認定については、別に示す。

　（履修願）

第４条　養成課程の履修を希望する者は、本学が定める所定の期間に「精神保健福祉士養成課程履修許可願」を教育支援課に

提出しなければならない。

２　前項の履修許可願提出者については、選考のうえ結果を教育支援課より発表する。

３　養成課程の履修を許可された者は、本学が定める所定の期間に「精神保健福祉士養成課程履修願」を教育支援課に提出し

なければならない。

　（実習履修願及び実習施設）

第５条　実習を履修する者は、本学が定める所定の期間に「精神科ソーシャルワーク実習履修願」を教育支援課に提出しなけ

ればならない。

２　前項の履修願提出者については、実習施設を配当のうえ結果を教育支援課より発表する。

　（編入学、転入学及び転部者の履修）

第６条　編入学、転入学及び転部者の養成課程の履修は別に定める。

　（納入金）

第７条　養成課程の履修を許可された者は、選考結果発表後に設ける期間に履修費を、「精神科ソーシャルワーク実習」を履

修する者は、本学が定める所定の期間に実習費を、授業料その他納入金等に関する規程に示されたとおり経理課に納入しな

ければならない。

　　　附　則

１　この規程は、平成２４年４月１日から施行する。

精神保健福祉士養成課程履修に関する規程

履修定員学　　　科学　　　　部

２０名社 会 福 祉 学 科
社会福祉学部第一部

２０名福 祉 環 境 学 科



－ 138 －

別表（第３条関係）

文部科学省令・厚生労働省令で定める精神保健福祉に関する科目と本学開講科目対照表

第一部社会福祉学科、福祉環境学科

本学開講授業科目基礎
科目

指　　　　定　　　　科　　　　目　　　　名

単　位本　学　の　科　目　名科　　目　　名

２１
科
目
選
択

医学一般＃　
　
　

１
科
目
選
択

１
科
目
選
択

人体の構造と機能及び疾病

２心理学Ⅰ心理学理論と心理的支援

２社会学概論Ⅰ社会理論と社会システム

２社会福祉原論Ⅰ
現代社会と福祉

２社会福祉原論Ⅱ

２地域福祉論Ⅰ
地域福祉の理論と方法

２地域福祉論Ⅱ

２福祉行財政論＃福祉行財政と福祉計画

２社会保障論Ⅰ
＃社会保障

２社会保障論Ⅱ

２公的扶助論＃低所得者に対する支援と生活保護制度

２医療福祉論＃保健医療サービス

２権利擁護と成年後見制度＃権利擁護と成年後見制度

２障害児・者福祉論障害者に対する支援と障害者自立支援制度

２精神医学Ⅰ
精神疾患とその治療

２精神医学Ⅱ

２精神保健学Ⅰ
精神保健の課題と支援

２精神保健学Ⅱ

２ソーシャルワーク論Ⅰ＃精神保健福祉相談援助の基盤（基礎）

２精神科ソーシャルワーク論Ⅰ＃精神保健福祉相談援助の基盤（専門）

２精神科ソーシャルワーク論Ⅱ

精神保健福祉の理論と相談援助の展開
２精神科ソーシャルワーク論Ⅲ

２精神科ソーシャルワーク論Ⅳ

２精神科ソーシャルワーク論Ⅴ

２精神保健福祉論Ⅰ
精神保健福祉に関する制度とサービス

２精神保健福祉論Ⅱ

２精神保健福祉論Ⅲ精神障害者の生活支援システム

１精神科ソーシャルワーク演習Ⅰ精神保健福祉援助演習（基礎）

１精神科ソーシャルワーク演習Ⅱ
精神保健福祉援助演習（専門）

１精神科ソーシャルワーク演習Ⅲ

１精神科ソーシャルワーク実習指導Ⅰ

精神保健福祉援助実習指導 １精神科ソーシャルワーク実習指導Ⅱ

１精神科ソーシャルワーク実習指導Ⅲ

４精神科ソーシャルワーク実習精神保健福祉援助実習

（注）表中「基礎科目」（＃印）とは、本学を精神保健福祉士試験の受験資格を取得せずに卒業し、精神保健福祉士短期養成

施設等に入学する場合、大学で修得していなければならない科目です。
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　（介護福祉士養成課程の設置）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）に、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく介護福祉士養成課程を置く。

　（履修できる学部学科）

第２条　介護福祉士養成課程を履修できる学部学科は、社会福祉学部第一部社会福祉学科とする。

　（資格取得）

第３条　介護福祉士試験の受験資格を取得しようとする者は、本学学則、社会福祉士及び介護福祉士法並びに社会福祉士介護

福祉士学校指定規則（以下「指定規則」という。）に従い所定の科目及び単位を別表に示すとおりに修得しなければならない。

２　法令等の改正にともなう経過措置に係る指定科目の単位認定については、別に示す。

　（履修定員）

第４条　介護福祉士養成課程の履修定員は２０名とする。

　（履修願）

第５条　介護福祉士養成課程の履修を希望する者は、第１年次の年度初めに設ける期間に所定の「介護福祉士養成課程履修許

可願」を教育支援課に提出しなければならない。

２　前項の履修許可願提出者については、選考のうえ結果を第１年次の年度初めに教育支援課より発表する。

３　介護福祉士養成課程の履修を許可された者は、第１年次の年度初めに設ける期間に所定の「介護福祉士養成課程履修願」

を教育支援課に提出しなければならない。

　（実習履修願及び実習施設）

第６条　別表に掲げる科目のうち、本学が計画実施する「介護実習Ⅰ」、「介護実習Ⅱ」、「介護実習Ⅲ」、「介護実習Ⅳ」を履修

する者は、実習を履修する学年の所定の期間に、それぞれ「介護実習履修願」を教育支援課に提出しなければならない。

２　前項の履修願提出者については、実習施設を配当のうえ結果をそれぞれの実習を履修する学年の年度初めに、教育支援課

より発表する。

　（転入学者等の履修制限）

第７条　転入学者、編入学者及び転部者の介護福祉士養成課程の履修は認めない。

　（出席時間数）

第８条　指定規則に掲げる各科目の出席時間数が指定規則に定める時間数の３分の２（ただし、介護実習については５分の４）

に満たない者については、当該科目の履修の認定をしない。

　（納入金）

第９条　介護福祉士養成課程の履修を許可された者は、選考結果発表後に設ける期間に履修費を、「介護実習Ⅰ」、「介護実習Ⅱ」、

「介護実習Ⅲ」、「介護実習Ⅳ」を履修する場合は、別に定める期間に実習費を、それぞれ授業料その他納入金等に関する規

程別表２に示されたとおり経理課に納入しなければならない。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この改正は、平成６年８月１日から施行する。

３　この改正は、平成１０年４月１日から施行する。

４　この改正は、平成１２年４月１日から施行する。

５　第３条の規定については、平成１２年度の入学生から適用する。

６　この改正は、平成１４年４月１日から施行する。

７　この改正は、平成１６年４月１日から施行する。

８　この改正は、平成１９年４月１日から施行する。

９　この改正は、平成２１年４月１日から施行する。

１０　この改正規程の施行に当り、現に第２年次以上に在学中の者については、なお従前の例による。

１１　第３条第２項の規定については、平成２０年度以前の入学者についても適用する。

１２　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

１３　この改正規程の施行に当り、現に第２年次以上に在学中の者については、別表（第３条関係）の適用は、なお従前の例に

よる。

１４　この改正は、平成２４年４月１日から施行する。

１５　この改正規程の施行に当り、現に第２年次以上に在学中の者については、別表（第３条関係）の適用は、なお従前の例に

よる。

介護福祉士養成課程履修に関する規程
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別表（第３条関係）　　　　　　　　　　指定された教育内容と本学開講科目対照表

本　　学　　開　　講　　科　　目教　　　育　　　内　　　容
単位科　　　　　　　目　　　　　　　名教　　育　　内　　容領域
２社会福祉原論Ⅱ人間の尊厳と自立人

間
の

理
解　

人
間
と
社
会

１ソーシャルワーク演習Ⅰ人間関係とコミュニケーション
２社会学概論Ⅰ

社会の理解
社
会
の

理
解　

２社会保障論Ⅰ

８
＊社会福祉原論Ⅰ、社会保障論Ⅱ、高齢者福祉論Ⅰ・Ⅱ、障害
児・者福祉論のうち４科目

人間と社会に関する選択科目選
択

２発達と老化の理解Ⅰ
発達と老化の理解

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
し
く
み

２発達と老化の理解Ⅱ
２認知症の理解Ⅰ

認知症の理解
２認知症の理解Ⅱ
２障害の理解Ⅰ

障害の理解
２障害の理解Ⅱ
２心理学Ⅰ

こころとからだのしくみ
２医学一般
２生活活動と心身機能Ⅰ
２生活活動と心身機能Ⅱ
８医療的ケア医療的ケア医療的ケア
２介護の基本Ⅰ

介護の基本

介　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

護

２介護の基本Ⅱ
２介護の基本Ⅲ
２介護の基本Ⅳ
２介護の基本Ⅴ
２介護の基本Ⅵ
１コミュニケーション技術Ⅰ

コミュニケーション技術
１コミュニケーション技術Ⅱ
１生活支援技術Ⅰ

生活支援技術

１生活支援技術Ⅱ
１生活支援技術Ⅲ
１生活支援技術Ⅳ
１生活支援技術Ⅴ
１生活支援技術Ⅵ
１生活支援技術Ⅶ
１生活支援技術Ⅷ
１生活支援技術Ⅸ
１生活支援技術Ⅹ
１介護過程Ⅰ

介護過程
１介護過程Ⅱ
１介護過程Ⅲ
１介護過程Ⅳ
１介護過程Ⅴ
１介護総合演習Ⅰ

介護総合演習
１介護総合演習Ⅱ
１介護総合演習Ⅲ
１介護総合演習Ⅳ
２介護実習Ⅰ（Ⅰ型）

介護実習
３介護実習Ⅱ（Ⅱ型）
１介護実習Ⅲ（Ⅰ型）
４介護実習Ⅳ（Ⅱ型）
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　（保育士養成課程の設置）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）に、児童福祉法及び児童福祉法施行規則に基づく保育士養成課程を置く。

　（履修できる学部学科）

第２条　保育士養成課程を履修できる学部学科は、社会福祉学部第一部子ども家庭福祉学科とする。

　（資格取得）

第３条　保育士の資格を取得しようとする者は、本学学則並びに児童福祉法及び児童福祉法施行規則に従い所定の科目（別表

に示す。）及び単位を修得しなければならない。

　（履修定員）

第４条　保育士養成課程の履修定員は８０名とする。

　（履修願）

第５条　保育士養成課程の履修を希望する者は、第１年次に設ける期間に所定の「保育士養成課程履修願」を教育支援課に提

出しなければならない。

２　保育士養成課程の履修を辞退するものは、所定の「保育士養成課程辞退願」を教育支援課に提出しなければならない。

　（実習履修願及び実習施設）

第６条　別表に掲げる科目のうち、本学が計画実施する「保育実習ⅠＡ」、「保育実習ⅠＢ」、「保育実習Ⅱ」、「保育実習Ⅲ」を

履修する者は、実習を履修する学年の所定の期間に、それぞれ「保育実習履修願」を教育支援課に提出しなければならない。

２　前項の履修願提出者については、実習施設を教育支援課より発表する。

　（納入金）

第７条　保育士養成課程の履修を希望する者は所定の期間に履修費を、「保育実習ⅠＡ」、「保育実習ⅠＢ」、「保育実習Ⅱ」、「保

育実習Ⅲ」を履修する者は、別に定める期間に実習費を、それぞれ授業料その他納入金等に関する規程別表２に示されたと

おり経理課に納入しなければならない。

　　　附　則

１　この規程は、平成１８年４月１日から施行する。

２　この規程は、平成２３年４月１日から施行する。

３　この改正規程の施行に際し、現に第２年次以上に在学中の者については、別表（第３条関係）の適用は、なお従前の例に

よる。

４　この改正は、平成２４年４月１日から施行する。

保育士養成課程履修に関する規程
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別表　修得科目対照表

本　学　科　の　科　目
授業形態教　　　科　　　目系列

授業形態単位科　　目　　名

講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義

６

政治学Ⅰ　�
政治学Ⅱ　�
自然科学と人間ⅢＡ（生物学）　�
自然科学と人間ⅢＢ（生物学）　�
水俣学　�
地域社会学Ⅰ　�
地域社会学Ⅱ　�
※いずれか６単位以上必修

外国語、体育以外の科目

教　
　

養　
　

科　
　

目

演習
演習

２
英語ⅡＡ　�
英語ⅡＢ　�

演習外国語

講義２健康科学Ａ（講義）　�講義
実技

体育
実技
実技

１
健康科学ＢⅠ（実技）　�
健康科学ＢⅡ（実技）　�
※いずれか１単位必修

　　　　　　　　　　　　１１　以　上小　　　　計
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
演習
講義
講義

２
２
２
２
２
２
２
２
１
２
２

保育概論Ⅰ　�
保育概論Ⅱ　�
教育学概論Ⅰ　�
教育学概論Ⅱ　�
児童家庭福祉論Ⅰ　�
児童家庭福祉論Ⅱ　�
社会福祉原論Ⅰ　�
社会福祉原論Ⅱ　�
相談援助演習　�
社会的養護論　�
現代教師論　�

講義

講義

講義

講義

演習
講義
講義

保育原理

教育原理

児童家庭福祉

社会福祉

相談援助
社会的養護
保育者論

保育の本
質・目的
に関する
科目

必　
　
　
　
　
　
　
　
　

修　
　
　
　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　
　
　
　

目

講義
演習
講義
講義
演習
演習
講義

２
１
２
２
１
２
２

教育心理学　�
保育心理学　�
子ども保健Ⅰ　�
子ども保健Ⅱ　�
子ども保健実習　�
子どもの食と栄養　�
家庭支援論　�

講義
演習
講義

演習
演習
講義

保育の心理学Ⅰ
保育の心理学Ⅱ
子どもの保健Ⅰ

子どもの保健Ⅱ
子どもの食と栄養
家庭支援論

保育の対
象の理解
に関する
科目

講義
講義
演習
演習
演習
演習
演習
演習
演習
演習
演習
演習
演習
演習

２
２
１
１
１
１
１
１
１
２
１
１
１
１

保育内容論Ⅰ　�
保育内容論Ⅱ　�
保育内容総論　�
保育内容研究Ａ（こころと健康）　�
保育内容研究Ｂ（仲間と交わり）　�
保育内容研究Ｃ（生活と環境）　�
保育内容研究Ｄ（発達と言葉）　�
保育内容研究Ｅ（感性と表現）　�
保育内容研究Ｆ（感性と表現）　�
乳児保育　�
障害児保育論Ⅰ　�
障害児保育論Ⅱ　�
社会的養護内容　�
保育相談支援演習　�

講義

演習
演習

演習
演習

演習
演習

保育課程論

保育内容総論
保育内容演習

乳児保育
障害児保育

社会的養護内容
保育相談支援

保育の内
容・方法
に関する
科目

演習
演習
演習
演習
演習
演習

１
１
１
１
１
１

音楽Ⅰ（伴奏法）　�
音楽Ⅱ（器楽Ａ）　�
造形Ⅰ　�
造形Ⅱ　�
体育Ⅰ　�
体育Ⅱ　�

演習保育の表現技術保育の表
現技術

実習
実習
演習
演習

２
２
１
１

保育実習ⅠＡ　�
保育実習ⅠＢ　�
保育実習指導ⅠＡ　�
保育実習指導ⅠＢ　�

実習

演習

保育実習Ⅰ

保育実習指導Ⅰ

保育実習

演習
演習

１
１

子ども家庭福祉演習Ⅰ　�
子ども家庭福祉演習Ⅱ　�演習保育実践演習

総合演習

　　　　　　　　　　　　６４小　　　計
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講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義
講義

６
※１

保育マネジメント論　�
子どもの歴史　�
子どもの権利　�
ソーシャルワーク論Ⅰ　�
ソーシャルワーク論Ⅱ　�
地域福祉論Ⅰ　�
地域福祉論Ⅱ　�
障害児・者福祉論　�

保育の本質・目的に関する科目

選　
　
　
　

択　
　
　
　

必　
　
　
　

修　
　
　
　

科　
　
　
　

目

講義
講義
演習
演習
演習
講義
講義
講義
講義

発達心理学Ⅰ　�
発達心理学Ⅱ　�
年齢別保育Ａ　�
年齢別保育Ｂ　�
年齢別保育Ｃ　�
家族社会学Ⅰ　�
家族社会学Ⅱ　�
家族と生活　�
家族と地域保健　�

保育の対象の理解に関する科目

演習
演習
演習
講義
講義
講義
講義

保育方法論　�
臨床心理学　�
保育カウンセリング　�
保育表現研究Ⅰ　�
保育表現研究Ⅱ　�
保育表現研究Ⅲ　�
児童ソーシャルワーク特論　�

保育の内容・方法に関する科目

演習
演習
演習
演習
演習
演習
演習

音楽Ⅲ（器楽Ｂ）　�
音楽Ⅳ（歌唱法）　�
音楽Ⅴ（器楽Ｃ）　�
造形Ⅲ　�
造形Ⅳ　�
体育Ⅲ　�
体育Ⅳ　�

保育の表現技術

実習
実習
実習

２
※２

保育実習Ⅱ　�
保育実習Ⅲ　�
子ども家庭福祉実習　�

実習保育実習Ⅱ又は
保育実習Ⅲ

保育実習

演習
演習

１
※２

保育実習指導Ⅱ　�
保育実習指導Ⅲ　�

演習保育実習指導Ⅱ又は
保育実習指導Ⅲ

９以上小　　　計

８４以上合　　　　　計

※１　いずれか６単位以上必修

※２　保育実習指導Ⅱ・保育実習Ⅱまたは保育実習指導Ⅲ・保育実習Ⅲのいずれか３単位以上を必ず修得しなければならない。
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　（幼稚園教員養成課程の設置）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）に、教育職員免許法に基づく幼稚園教員養成課程を置く。

　（履修できる学部学科）

第２条　幼稚園教員養成課程を履修できる学部学科は、社会福祉学部第一部子ども家庭福祉学科とする。

　（教職員免許状の取得）

第３条　幼稚園教諭一種免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法並びに同法施行規則、本学学則に従い所定の科目

（別表に示す。）及び単位を修得しなければならない。

　（履修願）

第４条　幼稚園教員養成課程の履修を希望する者は、第１年次の秋学期に設ける期間に所定の「幼稚園教員養成課程履修許可

願」を教育支援課に提出しなければならない。

２　前項の履修許可願提出者については、選考のうえ結果を第１年次の秋学期に教育支援課より発表する。

３　幼稚園教員養成課程の履修を許可された者は、第２年次の年度初めに設ける期間に所定の「幼稚園教員養成課程履修願」

を教育支援課に提出しなければならない。

　（実習履修願及び実習施設）

第５条　別表に掲げる科目のうち、本学が計画実施する「教育実習Ⅰ」、「教育実習Ⅱ」を履修する者は、実習を履修する学年

の所定の期間に、それぞれ「教育実習履修願」を教育支援課に提出しなければならない。

２　前項の履修願提出者については、実習施設を配当のうえ結果をそれぞれの実習を履修する学年の年度初めに、教育支援課

より発表する。

　（納入金）

第６条　幼稚園教員養成課程の履修を許可された者は、選考結果発表後に設ける期間に履修費を、「教育実習Ⅰ」、「教育実習Ⅱ」

を履修する場合は、別に定める期間に実習費を、それぞれ授業料その他納入金等に関する規程別表２に示されたとおり経理

課に納入しなければならない。

　（申請手続）

第７条　幼稚園教諭免許状は、免許状取得に必要な科目と単位を修得した者が、県教育委員会に申請して認められた場合に授

与される。

　　申請手続については、卒業年次の秋学期に教育支援課より説明を行う。

　　　　　附　　　則

１　この規程は、平成１６（２００４）年４月１日から施行する。

２　この規程の施行に際し、現に第２年次以上に在学中の者については、従前の「幼児教育コースの履修に関する規程」の規

定を適用する。

３　この規程の施行により、幼児教育コースの履修に関する規程は、廃止する。

４　この改正は、平成１８（２００６）年４月１日から施行する。

５　この改正規程の施行に際し、現に第２年次以上に在学中の者については、第２条の規定及び別表（第３条関係）の適用は、

なお従前の例による。

６　この改正は、平成２２（２０１０）年４月１日から施行する。

７　この改正規程の施行に際し、現に第２年次以上に在学中の者については、別表（第３条関係）の適用は、なお従前の例に

よる。

８　この改正は、平成２３（２０１１）年４月１日から施行する。

９　この改正規程の施行に際し、現に第２年次以上に在学中の者については、別表（第３条関係）教職に関する科目及び教科

又は教職に関する科目の適用は、なお従前の例による。

１０　この改正は、平成２４（２０１２）年４月１日から施行する。

幼稚園教員養成課程履修に関する規程
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別表　教職に関する科目

本学開設科目による免許取得に必要な科目及び単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位

必要単位
開設授業科目（単位）単位各科目に含める必要事項科目

選択必修

２

現代教師論　�

２

・教職の意義及び教員の役割

・教員の職務内容（研修、服務及

び身分保障等を含む。）

・進路選択に資する各種の機会の

提供等

教職の

意義等

に関す

る科目

２
教育学概論Ⅰ　�

６

・教育の理念並びに教育に関する

歴史及び思想

教育の

基礎理

論に関

する科

目
２

教育心理学　�・幼児、児童及び生徒の心身の発

達及び学習の過程（障害のある

幼児、児童及び生徒の心身の発

達及び学習の過程を含む。）

２
教育学概論Ⅱ　�・教育に関する社会的、制度的又

は経営的事項

２

２

保育内容論Ⅰ　�

保育内容論Ⅱ　�

１８

・教育課程の意義及び編成の方法教育課

程及び

指導法

に関す

る科目

１

１

１

１

１

１

１

１

１

保育内容研究Ａ（こころと健康）　�

保育内容研究Ｂ（仲間と交わり）　�

保育内容研究Ｃ（生活と環境）　�

保育内容研究Ｄ（発達と言葉）　�

保育内容研究Ｅ（感性と表現）　�

保育内容研究Ｆ（感性と表現）　�

年齢別保育Ｂ　�

年齢別保育Ｃ　�

障害児保育論Ⅰ　�

・保育内容の指導法

４

保育表現研究Ⅰ　�

保育表現研究Ⅱ　�

保育表現研究Ⅲ　�

＊いずれか４単位必修

１
保育方法論　�・教育の方法及び技術（情報機器

及び教材の活用を含む。）

２発達心理学Ⅱ　�

２

・幼児理解の理論及び方法生徒指

導、教

育相談

及び進

路指導

等に関

する科

目

１

保育カウンセリング　�・教育相談（カウンセリングに関

する基礎的な知識を含む。）の

理論及び方法

１

１

２

２

幼児教育実習指導Ⅰ　�

幼児教育実習指導Ⅱ　�

教育実習Ⅰ　�

教育実習Ⅱ　�

５

教育実習

２保育・教職実践演習２教職実践演習
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　　　教科に関する科目

本学開設科目による免許取得に必要な科目及び単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位

必要単位
開設授業科目（単位）単位科　　　　　　　　　　目

選択必修

２生活研究　�

６

生活

２児童文学論　�国語

１

１

音楽Ⅰ（伴奏法）　�

音楽Ⅱ（器楽Ａ）　�

音楽Ⅲ（器楽Ｂ）　�

音楽Ⅳ（歌唱法）　�

音楽Ⅴ（器楽Ｃ）　�

音楽

１

１

造形Ⅰ　�

造形Ⅱ　�

造形Ⅲ　�

造形Ⅳ　�

図画工作

１

１

体育Ⅰ　�

体育Ⅱ　�

体育Ⅲ　�

体育Ⅳ　�

体育

　　　教科又は教職に関する科目

本学開設科目による免許取得に必要な科目及び単位
免許法の規定による修得すべき科目

および最低単位

履　　修　　方　　法
必要単位

開設授業科目（単位）単位科　　　　　目
選択必修

「教科または教職に関する科

目」の選択科目又は最低修得

単位を超えて履修した「教科

に関する科目」若しくは「教

職に関する科目」について、

併せて１０単位以上修得

保育マネジメント論　�

臨床心理学　�

年齢別保育Ａ　�

家庭支援論　�

子どもの歴史　�

子どもの権利　�

１０

教科または教職に関する科目

　　　教育職員免許法施行規則第６６条の６に定める科目

本学開設科目による免許取得に必要な科目及び単位免許法の規定による修得すべき科目および最低単位

必要単位
開設授業科目（単位）単位科　　　　　　　　　　目

選択必修

２日本国憲法　�２日本国憲法

２健康科学Ａ（講義）　�

２

体育

１

健康科学ＢⅠ（実技）　�

健康科学ＢⅡ（実技）　�

　＊いずれか一方必修

１

１

英語ⅡＡ　�

英語ⅡＢ　�
２

外国語コミュニケーション

２情報処理入門　�２情報機器の操作
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第一部商学科授業科目一覧
平成２４（’１２）年度入学生

〈別表Ⅰ〉

平成25（’13）年度入学生
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第一部商学科授業科目一覧
平成２４（’１２）年度入学生 ＜別表Ⅰ＞

卒業に必要な
単　　　　位

応用科目（３・４年次）発展科目　（２年次）基礎科目　（１年次）群
（分野） 科　　　目（単位）科　　　目（単位）科　　　目（単位）

７４　
単位

３０　
単位

１０　
単位

基礎演習　�
流通論入門　�
金融論入門　�
会計学入門　�
経営学入門　�
情報処理入門　�
基礎簿記　�

学　
　
　

部　
　
　

専　
　
　

修　
　
　

科　
　
　

目

マーケティング論Ⅰ　�
マーケティング論Ⅱ　�
流通システム論Ⅰ　�
流通システム論Ⅱ　�
商業論Ⅰ　�
商業論Ⅱ　�
商業史Ⅰ　�
商業史Ⅱ　�

流通論特講Ⅰ　�

流 通 系

金融論Ⅰ　�
金融論Ⅱ　�

金融論特講Ⅰ　�
金 融 系

財務会計論　�
工業簿記　�
発展簿記　�

簿記特講　�
会 計 系

経営情報論Ⅰ　�
経営情報論Ⅱ　�
経営管理論Ⅰ　�
経営管理論Ⅱ　�
企業論　�
経営組織論Ⅰ　�
経営組織論Ⅱ　�
経営史Ⅰ　�
経営史Ⅱ　�

ベンチャー起業論　�
経営学特講Ⅰ　�

経 営 系

コンピュータ論基礎　�
コンピュータ論発展　�
経営統計論　�
多変量解析　�
経営科学　�
プログラミング　�
応用プログラミング　�
情報処理応用　�

統計学　�
データ解析　�

情 報 系

経済原論Ａ（マル経）　�
経済原論Ｂ（近経）　�経 済 系
会社法総論　�
株式会社法　�
民法Ⅱ（債権）　�
法と社会Ⅱ（法と紛争）　�
憲法　�
行政学　�

政治思想史Ⅰ　�
政治思想史Ⅱ　�
民法Ⅰ（総則・物権）　�
法と社会Ⅰ（法と経済社会）　�法 律 系

２８　
単位

※４年次開設
応用演習Ⅱ　�
総合演習　�

※いずれか１科目選択必修

※３年次開設
応用演習Ⅰ　�

演 習

交通論概説　�
交通論特論　�
ビジネス・イングリッシュⅠ　�
ビジネス・イングリッシュⅡ　�
外国文献講読Ⅰ　�
外国文献講読Ⅱ　�
地域流通研究Ⅰ　�
地域流通研究Ⅱ　�
生活環境論　�
流通論特講Ⅱ　�

国際マーケティング論Ⅰ　�
国際マーケティング論Ⅱ　�
流通政策概論　�
流通政策特論　�
マーケティング・リサーチ概論　�
マーケティング・リサーチ特論　�
マーケティング・マネジメント概論　�
マーケティング・マネジメント特論　�
消費者行動概論　�
消費者行動特論　�

流 通 系

保険論Ⅰ　�
保険論Ⅱ　�
証券論Ⅰ　�
証券論Ⅱ　�
金融論特講Ⅱ　�

金融機関論　�
国際金融論　�
銀行論Ⅰ　�
銀行論Ⅱ　�
外国為替論　�

金 融 系

管理会計論Ⅰ　�
管理会計論Ⅱ　�
原価計算論　�
コンピュータ会計論　�
会計学特講　�

会計制度論　�
結合会計論　�
税務会計論　�
財務諸表分析　�
会計監査論　�

会 計 系

中小企業論Ⅰ　�
中小企業論Ⅱ　�
日本経営史Ⅰ　�
日本経営史Ⅱ　�
経営学特講Ⅱ　�

労務管理論Ⅰ　�
労務管理論Ⅱ　�
財務管理論Ⅰ　�
財務管理論Ⅱ　�
経営社会学Ⅰ　�
経営社会学Ⅱ　�

経 営 系

情報メディア論Ⅱ　�
意思決定論　�

情報システム論　�
システム設計　�
情報メディア論Ⅰ　�

情 報 系

財政学　�
経済学特講　�

日本経済論Ⅰ　�
日本経済論Ⅱ　�経 済 系

社会保障法Ⅰ　�
社会保障法Ⅱ　�
行政法Ⅰ　�
行政法Ⅱ　�
地方自治論Ⅰ　�
地方自治論Ⅱ　�
公共政策論　�
法学特講　�

企業取引法総論　�
企業取引法各論　�
労働生活と法Ⅰ　�
労働生活と法Ⅱ　�
労働紛争と法Ⅰ　�
労働紛争と法Ⅱ　�
経済法　�
税法　�

法 律 系

〔放送大学〕
〔三大学単位互換科目〕単位互換科目

インターンシップ　�
キャリアデザイン論Ⅲ　�

時事問題研究（新聞の読み方）　�
キャリアデザイン論Ⅱ　�

文章論（作文、レポート、論文、新聞）　�
自己表現論　�
ビジネスキャリア概論　�
キャリアデザイン論Ⅰ　�

自己能力開発科目

平成25（’13）年度入学生
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３０　
単位

４単位

倫理学概論Ⅰ　�
倫理学概論Ⅱ　�
現代教育論Ⅰ　�
現代教育論Ⅱ　�

哲学Ⅰ　�
哲学Ⅱ　�
言語と文化Ⅰ　�
言語と文化Ⅱ　�
文化人類学Ⅰ　�
文化人類学Ⅱ　�
心理学Ⅰ　�
心理学Ⅱ　�

人間と文化

総　
　

合　
　

教　
　

育　
　

科　
　

目

４単位

環境論ⅠＡ（自然環境）　�
環境論ⅠＢ（自然環境）　�

自然科学と人間ⅠＡ（物理学）　�
自然科学と人間ⅠＢ（物理学）　�
自然科学と人間ⅡＡ（化学）　�
自然科学と人間ⅡＢ（化学）　�
自然科学と人間ⅢＡ（生物学）　�
自然科学と人間ⅢＢ（生物学）　�
自然科学と人間ⅣＡ（数学）　�
自然科学と人間ⅣＢ（数学）　�

自然と生命

８単位

社会心理学Ⅰ　�
社会心理学Ⅱ　�
環境論ⅡＡ（環境と人間社会）　�
環境論ⅡＢ（環境と人間社会）　�

法学Ⅰ　�
法学Ⅱ（日本国憲法）　�
経済学Ⅰ　�
経済学Ⅱ　�
社会学Ⅰ　�
社会学Ⅱ　�
政治学Ⅰ　�
政治学Ⅱ　�

社会と人間

４単位

日本史Ⅰ　�
日本史Ⅱ　�
歴史と現代Ⅰ（日本のなかのアジア）　�
歴史と現代Ⅱ（日本と中国）　�
歴史と現代Ⅲ（組織と個人）　�
歴史と現代Ⅳ（国際社会と日本）　�

歴史と現代

人権論Ⅰ　�
人権論Ⅱ　�
部落解放論Ⅰ　�
部落解放論Ⅱ　�
平和論Ⅰ（平和の政治と思想）　�
平和論Ⅱ（戦争と人間）　�
総合科目特講Ⅰ　�
総合科目特講Ⅱ　�

現代の課題

４単位

英語ⅢＡ　�
英語ⅢＢ　�
英語ⅣＡ　�
英語ⅣＢ　�

英語ⅠＡ　�
英語ⅠＢ　�
英語ⅡＡ　�
英語ⅡＢ　�
※４単位必修

外 国 語

国　
　

際　
　

文　
　

化　
　

科　
　

目
４単位

ドイツ語ⅢＡ　�
ドイツ語ⅢＢ　�
ドイツ語ⅣＡ　�
ドイツ語ⅣＢ　�
フランス語ⅢＡ　�
フランス語ⅢＢ　�
フランス語ⅣＡ　�
フランス語ⅣＢ　�
中国語ⅢＡ　�
中国語ⅢＢ　�
中国語ⅣＡ　�
中国語ⅣＢ　�
ロシア語ⅢＡ　�
ロシア語ⅢＢ　�
ロシア語ⅣＡ　�
ロシア語ⅣＢ　�
スペイン語ⅢＡ　�
スペイン語ⅢＢ　�
スペイン語ⅣＡ　�
スペイン語ⅣＢ　�
韓国語ⅢＡ　�
韓国語ⅢＢ　�
韓国語ⅣＡ　�
韓国語ⅣＢ　�

ドイツ語ⅠＡ　�
ドイツ語ⅠＢ　�
ドイツ語ⅡＡ　�
ドイツ語ⅡＢ　�
フランス語ⅠＡ　�
フランス語ⅠＢ　�
フランス語ⅡＡ　�
フランス語ⅡＢ　�
中国語ⅠＡ　�
中国語ⅠＢ　�
中国語ⅡＡ　�
中国語ⅡＢ　�
ロシア語ⅠＡ　�
ロシア語ⅠＢ　�
ロシア語ⅡＡ　�
ロシア語ⅡＢ　�
スペイン語ⅠＡ　�
スペイン語ⅠＢ　�
スペイン語ⅡＡ　�
スペイン語ⅡＢ　�
韓国語ⅠＡ　�
韓国語ⅠＢ　�
韓国語ⅡＡ　�
韓国語ⅡＢ　�
※１外国語のⅠ・Ⅱ（４単位）選択必修

日本事情特講　�国際関係論　�
比較文化論ⅠＡ（日米）　�
比較文化論ⅠＢ（日米）　�
比較文化論ⅡＡ（日アジア太平洋）　�
比較文化論ⅡＢ（日アジア太平洋）　�
比較文化論ⅢＡ（日欧）　�
比較文化論ⅢＢ（日欧）　�
比較文化論ⅣＡ（日ロシア）　�
比較文化論ⅣＢ（日ロシア）　�
国際文化特講Ⅰ　�
国際文化特講Ⅱ　�

東アジア文化論　�

国際文化

２単位

健康科学Ａ（講義）　�
健康科学ＢⅠ（実技）　�
健康科学ＢⅡ（実技）　�

健 康 科 学

２０単位その他すべての科目の中から自由選択科目
日本語ⅢＡ　�
日本語ⅢＢ　�
日本語ⅣＡ　�
日本語ⅣＢ　�

日本語ⅠＡ　�
日本語ⅠＢ　�
日本語ⅡＡ　�
日本語ⅡＢ　�

留 学 生
対 象 科 目

※人間と文化の科目２単位として振り替えることができる。
※人間と文化の科目２単位として振り替えることができる。
※社会と人間の科目２単位として振り替えることができる。
※社会と人間の科目２単位として振り替えることができる。
※自然と生命の科目２単位として振り替えることができる。
※自然と生命の科目２単位として振り替えることができる。

日本事情ⅠＡ　�
日本事情ⅠＢ　�
日本事情ⅡＡ　�
日本事情ⅡＢ　�
日本事情ⅢＡ　�
日本事情ⅢＢ　�

※自由選択科目

日本文化演習ⅠＡ　�
日本文化演習ⅠＢ　�
日本文化演習ⅡＡ　�
日本文化演習ⅡＢ　�

１２４単位合　　計
卒業に必要な１２４
単位には含まれない

職業指導　�教 職 関 係

第一部商学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　２．その他履修方法の詳細については、「授業科目履修規程」「教職課程履修に関する規程」等を熟読のうえ、間違いのないように履修して

ください。

　　　　　※１外国語として振り替えることができる。

平成25（’13）年度入学生
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第一部商学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

教職に関する科目

４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

教　

職　

に　

関　

す　

る　

科　

目

２７単位

 教 育 実 習 指 導 �
 教職実践演習（中・高） �
 教 育 実 習 �

 商業科教育法Ｂ �
 生 徒 指 導 研 究 �
 教 育 相 談 �

 教 育 課 程 研 究 �
 商業科教育法Ａ �
 教 育 方 法 論 �
 特 別 活 動 研 究 �

 教 職 論 �
 教 育 原 論 Ａ �
 教 育 原 論 Ｂ �
 教 育 心 理 学 �

必　
　
　
　
　

修

 教 職 研 究 Ⅱ �
 人権・同和教育 �

 教職研究Ⅰ（授業研究） �選　

択

司書に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司　
書　
に　
関　
す　
る　
科　
目

２８単位

２６単位１０単位

 図書館制度・経営論 �　
 情報サービス論 �　
 情報サービス演習 　　
 （レファレンスサービス） �　
 読書と豊かな人間性 �　
 図書館情報技術論 �　

 情報資源組織論 �　
 情報資源組織演習Ａ �　
 情報資源組織演習Ｂ �　
 図書館情報資源概論 �　
 情報サービス演習（情報検索） �　

１０単位

 生 涯 学 習 概 論 �　
 図 書 館 概 論 �　
 図書館サービス概論 �　

６単位

甲
群
（
必
修
）

２科目
２単位

 図 書 館 実 習 �　 図書館情報資源特論 �　
 図 書 館 施 設 論 �　

 図書館サービス特論 �　 図書・図書館史 �　乙
群（
選
択
）

司書教諭に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司
書
教
諭
に
関
す
る
科
目

１６単位

　情報メディアの活用　�　
　読書と豊かな人間性　�　
　学習指導と学校図書館　�　

　学校経営と学校図書館　�　
 ☆情 報資源組織論　�　
　

☆情報資源組織演習Ａ　�　
☆情報資源組織演習Ｂ　�　
☆図書館情報資源概論　�　

必　

修

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　　２．その他履修方法の詳細については、「教職課程履修に関する規程」「司書及び司書教諭課程の履修に関する規程」「レクリエーション・

インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格養成課程の履修に関する規程」等を熟読の
うえ、間違いのないように履修してください。

レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格に関する科目

ダンスムーブメント
指導員（受験資格）

（障害者）初級スポーツ
指導員　　　　　　　

レクリエーション・
インストラクター　

資　格
科目名（単位）

２レ ク リ エ ー シ ョ ン 概 論 　  �     
　

２障 害 者 ス ポ ー ツ 特 講 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ａ 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ｂ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅰ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅱ 　  �     
　

２ダ ン ス 　  �     
　

１障 害 者 ス ポ ー ツ 実 技 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 習 　  �     
　

２単位以上３単位以上６単位以上必要単位数合計

いずれかいずれか１１

☆印の科目は、「司書に関する科目」

★

★印の科目は、「司書教諭に関する科目」

平成25（’13）年度入学生
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経 営 学 科 授 業 科 目 一 覧
平成２４（’１２）年度入学生

〈別表Ⅱ〉

平成25（’13）年度入学生
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経 営 学 科 授 業 科 目 一 覧
平成２４（’１２）年度入学生 〈別表Ⅱ〉

卒業に必要な
単　　　　位

応用科目（３・４年次）発展科目　（２年次）基礎科目　（１年次）群
（分野） 科　　　目（単位）科　　　目（単位）科　　　目（単位）

７４　
単位

３０　
単位

１０　
単位

基礎演習　�　　経営学入門　�
流通論入門　�　情報処理入門　�
金融論入門　�　基礎簿記　�
会計学入門　�

学　
　
　

部　
　
　

専　
　
　

修　
　
　

科　
　
　

目

発展演習　�演 習
経営情報論Ⅰ　�　経営組織論Ⅰ　�
経営情報論Ⅱ　�　経営組織論Ⅱ　�
経営管理論Ⅰ　�　経営史Ⅰ　�
経営管理論Ⅱ　�　経営史Ⅱ　�
企業論　�

ベンチャー起業論　�
経営学特講Ⅰ　�

経 営 系

コンピュータ論基礎　�
コンピュータ論発展　�
経営統計論　�
多変量解析　�
経営科学　�
応用プログラミング　�
アルゴリズム論　�
人工知能概論　�
人工知能特講　�
マルチメディア論　�
情報処理特講　�
コンピュータ実習　�

統計学　�
データ解析　�
情報処理（ソフトウェア応用）　�
プログラミング　�

情 報 系

財務会計論　�
工業簿記　�
発展簿記　�

簿記特講　�
会 計 系

マーケティング論Ⅰ　�
マーケティング論Ⅱ　�
流通システム論Ⅰ　�
流通システム論Ⅱ　�
商業論Ⅰ　�
商業論Ⅱ　�
商業史Ⅰ　�
商業史Ⅱ　�

流通論特講Ⅰ　�

流 通 系

金融論Ⅰ　�
金融論Ⅱ　�

金融論特講Ⅰ　�金 融 系
経済原論Ａ（マル経）　�
経済原論Ｂ（近経）　�経 済 系
会社法総論　�
株式会社法　�
民法Ⅱ（債権）　�
法と社会Ⅱ（法と紛争）　�
憲法　�
行政学　�

政治思想史Ⅰ　�
政治思想史Ⅱ　�
民法Ⅰ（総則・物権）　�
法と社会Ⅰ（法と経済社会）　�法 律 系

２８　
単位

※４年次開設
　応用演習Ⅱ　�
　総合演習　�
※いずれか１科目選択必修

※３年次開設
　応用演習Ⅰ　�演 習

日本経営史Ⅰ　�
日本経営史Ⅱ　�
ビジネス・イングリッシュⅠ　�
ビジネス・イングリッシュⅡ　�
外国文献講読Ⅰ　�
外国文献講読Ⅱ　�
経営学特講Ⅱ　�

労務管理論Ⅰ　�
労務管理論Ⅱ　�
財務管理論Ⅰ　�
財務管理論Ⅱ　�
経営社会学Ⅰ　�
経営社会学Ⅱ　�
中小企業論Ⅰ　�
中小企業論Ⅱ　�

経 営 系

社会情報論Ⅱ　�
情報システム実習　�
ネットワーク論　�
ネットワーク実習　�
マルチメディア実習　�
情報と職業　�

情報システム論　�
システム設計　�
情報メディア論Ⅰ　�
情報メディア論Ⅱ　�
意思決定論　�
社会情報論Ⅰ　�

情 報 系

会計学特講　�
管理会計論Ⅰ　�
管理会計論Ⅱ　�
原価計算論　�
コンピュータ会計論　�

会計制度論　�
結合会計論　�
税務会計論　�
財務諸表分析　�
会計監査論　�

会 計 系

マーケティング・マネジメント概論　�
マーケティング・マネジメント特論　�
消費者行動概論　�
消費者行動特論　�
交通論概説　�
交通論特論　�
流通論特講Ⅱ　�

国際マーケティング論Ⅰ　�
国際マーケティング論Ⅱ　�
流通政策概論　�
流通政策特論　�
マーケティング・リサーチ概論　�
マーケティング・リサーチ特論　�

流 通 系

保険論Ⅰ　�
保険論Ⅱ　�
証券論Ⅰ　�
証券論Ⅱ　�
金融論特講Ⅱ　�

金融機関論　�
国際金融論　�
銀行論Ⅰ　�
銀行論Ⅱ　�
外国為替論　�

金 融 系

財政学　�
経済学特講　�

日本経済論Ⅰ　�
日本経済論Ⅱ　�経 済 系

社会保障法Ⅰ　�
社会保障法Ⅱ　�
行政法Ⅰ　�
行政法Ⅱ　�
地方自治論Ⅰ　�
地方自治論Ⅱ　�
公共政策論　�
法学特講　�

企業取引法総論　�
企業取引法各論　�
労働生活と法Ⅰ　�
労働生活と法Ⅱ　�
労働紛争と法Ⅰ　�
労働紛争と法Ⅱ　�
経済法　�
税法　�

法 律 系

〔放送大学〕

〔三大学単位互換科目〕単位互換科目

インターンシップ　�
キャリアデザイン論Ⅲ　�

時事問題研究（新聞の読み方）　�
キャリアデザイン論Ⅱ　�

文章論（作文、レポート、論文、新聞）　�
自己表現論　�
ビジネスキャリア概論　�
キャリアデザイン論Ⅰ　�

自己能力開発科目

平成25（’13）年度入学生
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３０　
単位

４単位

倫理学概論Ⅰ　�
倫理学概論Ⅱ　�
現代教育論Ⅰ　�
現代教育論Ⅱ　�

哲学Ⅰ　�
哲学Ⅱ　�
言語と文化Ⅰ　�
言語と文化Ⅱ　�
文化人類学Ⅰ　�
文化人類学Ⅱ　�
心理学Ⅰ　�
心理学Ⅱ　�

人間と文化

総　
　

合　
　

教　
　

育　
　

科　
　

目

４単位

環境論ⅠＡ（自然環境）　�
環境論ⅠＢ（自然環境）　�

自然科学と人間ⅠＡ（物理学）　�
自然科学と人間ⅠＢ（物理学）　�
自然科学と人間ⅡＡ（化学）　�
自然科学と人間ⅡＢ（化学）　�
自然科学と人間ⅢＡ（生物学）　�
自然科学と人間ⅢＢ（生物学）　�
自然科学と人間ⅣＡ（数学）　�
自然科学と人間ⅣＢ（数学）　�

自然と生命

８単位

社会心理学Ⅰ　�
社会心理学Ⅱ　�
環境論ⅡＡ（環境と人間社会）　�
環境論ⅡＢ（環境と人間社会）　�

法学Ⅰ　�
法学Ⅱ（日本国憲法）　�
経済学Ⅰ　�
経済学Ⅱ　�
社会学Ⅰ　�
社会学Ⅱ　�
政治学Ⅰ　�
政治学Ⅱ　�

社会と人間

４単位

日本史Ⅰ　�
日本史Ⅱ　�
歴史と現代Ⅰ（日本のなかのアジア）　�
歴史と現代Ⅱ（日本と中国）　�
歴史と現代Ⅲ（組織と個人）　�
歴史と現代Ⅳ（国際社会と日本）　�

歴史と現代

人権論Ⅰ　�
人権論Ⅱ　�
部落解放論Ⅰ　�
部落解放論Ⅱ　�
平和論Ⅰ（平和の政治と思想）　�
平和論Ⅱ（戦争と人間）　�
総合科目特講Ⅰ　�
総合科目特講Ⅱ　�

現代の課題

４単位

英語ⅢＡ　�
英語ⅢＢ　�
英語ⅣＡ　�
英語ⅣＢ　�

英語ⅠＡ　�
英語ⅠＢ　�
英語ⅡＡ　�
英語ⅡＢ　�
※４単位必修

外 国 語

国　
　

際　
　

文　
　

化　
　

科　
　

目
４単位

ドイツ語ⅢＡ　�
ドイツ語ⅢＢ　�
ドイツ語ⅣＡ　�
ドイツ語ⅣＢ　�
フランス語ⅢＡ　�
フランス語ⅢＢ　�
フランス語ⅣＡ　�
フランス語ⅣＢ　�
中国語ⅢＡ　�
中国語ⅢＢ　�
中国語ⅣＡ　�
中国語ⅣＢ　�
ロシア語ⅢＡ　�
ロシア語ⅢＢ　�
ロシア語ⅣＡ　�
ロシア語ⅣＢ　�
スペイン語ⅢＡ　�
スペイン語ⅢＢ　�
スペイン語ⅣＡ　�
スペイン語ⅣＢ　�
韓国語ⅢＡ　�
韓国語ⅢＢ　�
韓国語ⅣＡ　�
韓国語ⅣＢ　�

ドイツ語ⅠＡ　�
ドイツ語ⅠＢ　�
ドイツ語ⅡＡ　�
ドイツ語ⅡＢ　�
フランス語ⅠＡ　�
フランス語ⅠＢ　�
フランス語ⅡＡ　�
フランス語ⅡＢ　�
中国語ⅠＡ　�
中国語ⅠＢ　�
中国語ⅡＡ　�
中国語ⅡＢ　�
ロシア語ⅠＡ　�
ロシア語ⅠＢ　�
ロシア語ⅡＡ　�
ロシア語ⅡＢ　�
スペイン語ⅠＡ　�
スペイン語ⅠＢ　�
スペイン語ⅡＡ　�
スペイン語ⅡＢ　�
韓国語ⅠＡ　�
韓国語ⅠＢ　�
韓国語ⅡＡ　�
韓国語ⅡＢ　�
※１外国語のⅠ・Ⅱ（４単位）選択必修

日本事情特講　�国際関係論　�
比較文化論ⅠＡ（日米）　�
比較文化論ⅠＢ（日米）　�
比較文化論ⅡＡ（日アジア太平洋）　�
比較文化論ⅡＢ（日アジア太平洋）　�
比較文化論ⅢＡ（日欧）　�
比較文化論ⅢＢ（日欧）　�
比較文化論ⅣＡ（日ロシア）　�
比較文化論ⅣＢ（日ロシア）　�
国際文化特講Ⅰ　�
国際文化特講Ⅱ　�

東アジア文化論　�

国際文化

２単位

健康科学Ａ（講義）　�
健康科学ＢⅠ（実技）　�
健康科学ＢⅡ（実技）　�

健 康 科 学

２０単位その他すべての科目の中から自由選択科目
日本語ⅢＡ　�
日本語ⅢＢ　�
日本語ⅣＡ　�
日本語ⅣＢ　�

日本語ⅠＡ　�
日本語ⅠＢ　�
日本語ⅡＡ　�
日本語ⅡＢ　�

留学生
対象科目

※人間と文化の科目２単位として振り替えることができる。
※人間と文化の科目２単位として振り替えることができる。
※社会と人間の科目２単位として振り替えることができる。
※社会と人間の科目２単位として振り替えることができる。
※自然と生命の科目２単位として振り替えることができる。
※自然と生命の科目２単位として振り替えることができる。

日本事情ⅠＡ　�
日本事情ⅠＢ　�
日本事情ⅡＡ　�
日本事情ⅡＢ　�
日本事情ⅢＡ　�
日本事情ⅢＢ　�

※自由選択科目

日本文化演習ⅠＡ　�
日本文化演習ⅠＢ　�
日本文化演習ⅡＡ　�
日本文化演習ⅡＢ　�

１２４単位合　計
卒業に必要な１２４
単位には含まれない

職業指導　�教 職 関 係

経営学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　２．その他履修方法の詳細については、「授業科目履修規程」「教職課程履修に関する規程」等を熟読のうえ、間違いのないように履修してく

ださい。

　　　　※１外国語として振り替えることができる。

平成25（’13）年度入学生
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経営学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

教職に関する科目

４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

教　

職　

に　

関　

す　

る　

科　

目

 教 育 実 習 指 導 �
 教職実践演習（中・高） �
 教 育 実 習 �

 商業科教育法Ｂ �
 情報科教育法Ｂ �
 生 徒 指 導 研 究 �
 教 育 相 談 �

 教 育 課 程 研 究 �
 商業科教育法Ａ �
 情報科教育法Ａ �
（教育課程研究を含む）
 教 育 方 法 論 �
 特 別 活 動 研 究 �

 教 職 論 �
 教 育 原 論 Ａ �
 教 育 原 論 Ｂ �
 教 育 心 理 学 �

必　
　
　
　
　

修

 教 職 研 究 Ⅱ �
 人権・同和教育 �

 教職研究Ⅰ（授業研究） �選　

択

司書に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司　
書　
に　
関　
す　
る　
科　
目

２８単位

２６単位１０単位

 図書館制度・経営論 �　
 情報サービス論 �　
 情報サービス演習 　　
 （レファレンスサービス） �　
 読書と豊かな人間性 �　
 図書館情報技術論 �　

 情報資源組織論 �　
 情報資源組織演習Ａ �　
 情報資源組織演習Ｂ �　
 図書館情報資源概論 �　
 情報サービス演習（情報検索） �　

１０単位

 生 涯 学 習 概 論 �　
 図 書 館 概 論 �　
 図書館サービス概論 �　

６単位

甲
群
（
必
修
）

２科目
２単位

 図 書 館 実 習 �　 図書館情報資源特論 �　
 図 書 館 施 設 論 �　

 図書館サービス特論 �　 図書・図書館史 �　乙
群（
選
択
）

司書教諭に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司
書
教
諭
に
関
す
る
科
目

１６単位

　情報メディアの活用　�　
　読書と豊かな人間性　�　
　学習指導と学校図書館　�　

　学校経営と学校図書館　�　
 ☆情 報資源組織論　�　
　

☆情報資源組織演習Ａ　�　
☆情報資源組織演習Ｂ　�　
☆図書館情報資源概論　�　

必　

修

☆印の科目は、「司書に関する科目」

★

★印の科目は、「司書教諭に関する科目」

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　　２．その他履修方法の詳細については、「教職課程履修に関する規程」「司書及び司書教諭課程の履修に関する規程」「レクリエーション・

インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格養成課程の履修に関する規程」等を熟読の
うえ、間違いのないように履修してください。

レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格に関する科目

ダンスムーブメント
指導員（受験資格）

（障害者）初級スポーツ
指導員　　　　　　　

レクリエーション・
インストラクター　

資　格
科目名（単位）

２レ ク リ エ ー シ ョ ン 概 論 　  �     
　

２障 害 者 ス ポ ー ツ 特 講 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ａ 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ｂ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅰ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅱ 　  �     
　

２ダ ン ス 　  �     
　

１障 害 者 ス ポ ー ツ 実 技 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 習 　  �     
　

２単位以上３単位以上６単位以上必要単位数合計

いずれかいずれか１１

平成25（’13）年度入学生
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ホスピタリティ・マネジメント学科授業科目一覧
平成２４（’１２）年度入学生

〈別表Ⅲ〉

平成25（’13）年度入学生
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ホスピタリティ・マネジメント学科授業科目一覧
平成25（’13）年度入学生 ＜別表Ⅲ＞

群
（分野）

基礎科目　（₁年次） 発展科目　（₂年次） 応用科目　（₃・₄年次） 卒業に必要な
単　　　　位科　　　目（単位） 科　　　目（単位） 科　　　目（単位）

学　
　
　
　
　
　
　
　

部　
　
　
　
　
　
　
　

専　
　
　
　
　
　
　
　

修　
　
　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　
　
　

目

必 修 ※４年次開設
卒論セミナー   ₅単位

履 修 必 修

観光と産業  
ビジネスマナーⅠ  
コミュニケーションとホスピタリティ  
地域と交通  
旅とホスピタリティ  
フードビジネスとホスピタリティ  

ホスピタリティと経営戦略  
アジア文化とホスピタリティ  
ライフマネジメント  
接客会話（日英比較）  

16単位

選 択 必 修

ホスピタリティ入門セミナー   ※２年次開設
ホスピタリティ・セミナーⅠ  

※３年次開設
ホスピタリティ・セミナーⅡ  
ホスピタリティ・セミナーⅢ  

※４年次開設
ホスピタリティ・セミナーⅣ  

８単位
あるいは
２単位

セメスターセミナーⅠ  
セメスターセミナーⅡ  
※ホスピタリティ・セミナーⅠ～Ⅳを選択しない場合は、セメスターセミナーⅠ・Ⅱのいずれか１科目選択必修。

ホスピタリティ心理学  
地域ビジネスとホスピタリティ  
福祉と会計  
人工知能概論  
ビジネスマナーⅡ  
経営管理論  
ヒューマン・リソースマネジメント  

ホスピタリティ産業論  
ツーリズム論  
経営史  
観光資源論  
医療マネジメント  
保険論  
中小企業論  
マーケティング・リサーチ   24　

単位

基礎簿記  
情報処理入門  
ホスピタリティ・イングリッシュ  
自己表現とコミュニケーション  
流通論入門  
会計学入門  
経営学入門  
金融論入門  
情報処理（ソフトウェア応用）  

選 択

エアライン・ホテル概論  
旅行業務研究Ⅰ  
地域経済論入門  
ボランティア概論  
TOEIC対策Ⅰ  
旅行業務研究Ⅱ  
手話Ⅰ  
手話Ⅱ  

旅行業務研究Ⅲ  
旅行業務研究Ⅳ  
エアライン特講  
国際コミュニケーション演習Ⅰ  
国際コミュニケーション演習Ⅱ  
ホスピタリティ倫理学  
ビジネスイングリッシュⅠ  
発展簿記  
マルチメディア論  
コンピュータ論基礎  
コンピュータ論発展  
人工知能特講  
TOEIC対策Ⅱ  

ホテルマネジメントⅠ  
ホテルマネジメントⅡ  
ビジネスイングリッシュⅡ  
交通論  
都市流通とまちづくり  
ストアマネジメント  
地域研究熊本  
アジア経済論  
社会福祉  
年金論  
福祉経済論  
生活環境論  
情報システム論  
社会情報論Ⅰ  
社会情報論Ⅱ  
ネットワーク論  
情報メディア論Ⅰ  
情報メディア論Ⅱ  
原価計算論  
管理会計論Ⅰ  
管理会計論Ⅱ  
企業取引法総論  
企業取引法各論  
労働法Ⅰ  
労働法Ⅱ  

単位互換科目

〔放送大学〕

〔三大学単位互換科目〕 27　　　
単位　　

自
己
能
力
開
発
科
目

選 択
文章論（作文、レポート、論文、新聞）  
ホスピタリティ・ワークショップⅠ  
キャリアデザイン論Ⅰ  

時事問題研究（新聞の読み方）  
ホスピタリティ・ワークショップⅡ  
キャリアデザイン論Ⅱ  

キャリアデザイン論Ⅲ  
72　
単位

選 択 必 修
インターンシップ  ⑿ ホスピタリティと職業   12単位

あるいは
２単位※いずれか１科目選択必修　　　　　　　　

学 部 専 修 等
選 択 必 修

自己能力開発科目の選択必修科目のうち、インターンシップ（12単位）を修得しない場合は、学部専修科目、単位互換
科目、自己能力開発科目選択科目の中から、10単位を修得しなければならない。

０単位
あるいは
10単位

84　
単位
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２２　
単位

１６　
単位

４単位

倫理学概論　�
現代教育論Ⅰ　�
現代教育論Ⅱ　�

哲学Ⅰ　�
哲学Ⅱ　�
言語と文化Ⅰ　�
言語と文化Ⅱ　�
文化人類学Ⅰ　�
文化人類学Ⅱ　�
心理学Ⅰ　�
心理学Ⅱ　�

人間と文化

総　
　
　

合　
　
　

教　
　
　

育　
　
　

科　
　
　

目

４単位

環境論ⅠＡ（自然環境）　�
環境論ⅠＢ（自然環境）　�

自然科学と人間ⅠＡ（物理学）　�
自然科学と人間ⅠＢ（物理学）　�
自然科学と人間ⅡＡ（化学）　�
自然科学と人間ⅡＢ（化学）　�
自然科学と人間ⅢＡ（生物学）　�
自然科学と人間ⅢＢ（生物学）　�
自然科学と人間ⅣＡ（数学）　�
自然科学と人間ⅣＢ（数学）　�

自然と生命

４単位

環境論ⅡＡ（環境と人間社会）　�
環境論ⅡＢ（環境と人間社会）　�

法学Ⅰ　�
法学Ⅱ（日本国憲法）　�
経済学Ⅰ　�
経済学Ⅱ　�
社会学Ⅰ　�
社会学Ⅱ　�
政治学Ⅰ　�
政治学Ⅱ　�

社会と人間

４単位

日本史Ⅰ　�
日本史Ⅱ　�
歴史と現代Ⅰ（日本のなかのアジア）　�
歴史と現代Ⅱ（日本と中国）　�
歴史と現代Ⅲ（組織と個人）　�
歴史と現代Ⅳ（国際社会と日本）　�

歴史と現代

人権論Ⅰ　�
人権論Ⅱ　�
部落解放論Ⅰ　�
部落解放論Ⅱ　�
平和論Ⅰ（平和の政治と思想）　�
平和論Ⅱ（戦争と人間）　�
総合科目特講Ⅰ　�
総合科目特講Ⅱ　�

現代の課題

４　
単位

２単位

英語ⅢＡ　�
英語ⅢＢ　�
英語ⅣＡ　�
英語ⅣＢ　�

英語ⅠＡ　�
英語ⅠＢ　�
英語ⅡＡ　�
英語ⅡＢ　�
※2単位選択必修

外 国 語

国　
　
　
　

際　
　
　
　

文　
　
　
　

化　
　
　
　

科　
　
　
　

目

２単位

ドイツ語ⅢＡ　�
ドイツ語ⅢＢ　�
ドイツ語ⅣＡ　�
ドイツ語ⅣＢ　�
フランス語ⅢＡ　�
フランス語ⅢＢ　�
フランス語ⅣＡ　�
フランス語ⅣＢ　�
中国語ⅢＡ　�
中国語ⅢＢ　�
中国語ⅣＡ　�
中国語ⅣＢ　�
ロシア語ⅢＡ　�
ロシア語ⅢＢ　�
ロシア語ⅣＡ　�
ロシア語ⅣＢ　�
スペイン語ⅢＡ　�
スペイン語ⅢＢ　�
スペイン語ⅣＡ　�
スペイン語ⅣＢ　�
韓国語ⅢＡ　�
韓国語ⅢＢ　�
韓国語ⅣＡ　�
韓国語ⅣＢ　�

ドイツ語ⅠＡ　�
ドイツ語ⅠＢ　�
ドイツ語ⅡＡ　�
ドイツ語ⅡＢ　�
フランス語ⅠＡ　�
フランス語ⅠＢ　�
フランス語ⅡＡ　�
フランス語ⅡＢ　�
中国語ⅠＡ　�
中国語ⅠＢ　�
中国語ⅡＡ　�
中国語ⅡＢ　�
ロシア語ⅠＡ　�
ロシア語ⅠＢ　�
ロシア語ⅡＡ　�
ロシア語ⅡＢ　�
スペイン語ⅠＡ　�
スペイン語ⅠＢ　�
スペイン語ⅡＡ　�
スペイン語ⅡＢ　�
韓国語ⅠＡ　�
韓国語ⅠＢ　�
韓国語ⅡＡ　�
韓国語ⅡＢ　�
※１外国語を２単位選択必修

日本事情特講　�国際関係論　�
比較文化論ⅠＡ（日米）　�
比較文化論ⅠＢ（日米）　�
比較文化論ⅡＡ（日アジア太平洋）　�
比較文化論ⅡＢ（日アジア太平洋）　�
比較文化論ⅢＡ（日欧）　�
比較文化論ⅢＢ（日欧）　�
比較文化論ⅣＡ（日ロシア）　�
比較文化論ⅣＢ（日ロシア）　�
国際文化特講Ⅰ　�
国際文化特講Ⅱ　�

東アジア文化論　�

国 際 文 化

２単位

健康科学Ａ（講義）　�
健康科学ＢⅠ（実技）　�
健康科学ＢⅡ（実技）　�

健 康 科 学

１８単位その他すべての科目の中から自由選択科目
日本語ⅢＡ　�
日本語ⅢＢ　�
日本語ⅣＡ　�
日本語ⅣＢ　�

日本語ⅠＡ　�
日本語ⅠＢ　�
日本語ⅡＡ　�
日本語ⅡＢ　�

留 学 生
対 象 科 目

※人間と文化の科目２単位として振り替えることができる。
※人間と文化の科目２単位として振り替えることができる。
※社会と人間の科目２単位として振り替えることができる。
※社会と人間の科目２単位として振り替えることができる。
※自然と生命の科目２単位として振り替えることができる。
※自然と生命の科目２単位として振り替えることができる。

日本事情ⅠＡ　�
日本事情ⅠＢ　�
日本事情ⅡＡ　�
日本事情ⅡＢ　�
日本事情ⅢＡ　�
日本事情ⅢＢ　�

※自由選択科目

日本文化演習ⅠＡ　�
日本文化演習ⅠＢ　�
日本文化演習ⅡＡ　�
日本文化演習ⅡＢ　�

１２４単位合　 計

ホスピタリティ・マネジメント学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　２．その他履修方法の詳細については、「授業科目履修規程」等を熟読のうえ、間違いないように履修してください。

　※１外国語として振り替えることができる。

平成25（’13）年度入学生
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ホスピタリティ・マネジメント学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

司書に関する科目

４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司
書
に
関
す
る
科
目

２８単位

２６単位１０単位

 図書館制度・経営論 �　
 情報サービス論 �　
 情報サービス演習 　　
 （レファレンスサービス） �　
 読書と豊かな人間性 �　
 図書館情報技術論 �　

 情報資源組織論 �　
 情報資源組織演習Ａ �　
 情報資源組織演習Ｂ �　
 図書館情報資源概論 �　
 情報サービス演習（情報検索） �　

１０単位

 生 涯 学 習 概 論 �　
 図 書 館 概 論 �　
 図書館サービス概論 �　

６単位

甲
群
（
必
修
）

２科目
２単位

 図 書 館 実 習 �　 図書館情報資源特論 �　
 図 書 館 施 設 論 �　

 図書館サービス特論 �　 図書・図書館史 �　乙
群（
選
択
）

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　　２．その他履修方法の詳細については、「司書及び司書教諭課程の履修に関する規程」「レクリエーション・インストラクター、（障害者）

初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格養成課程の履修に関する規程」等を熟読のうえ、間違いのないように履
修してください。

レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格に関する科目

ダンスムーブメント
指導員（受験資格）

（障害者）初級スポーツ
指導員　　　　　　　

レクリエーション・
インストラクター　

資　格
科目名（単位）

２レ ク リ エ ー シ ョ ン 概 論 　  �     
　

２障 害 者 ス ポ ー ツ 特 講 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ａ 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ｂ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅰ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅱ 　  �     
　

２ダ ン ス 　  �     
　

１障 害 者 ス ポ ー ツ 実 技 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 習 　  �     
　

２単位以上３単位以上６単位以上必要単位数合計

いずれかいずれか１１

★

★印の科目は、「司書教諭に関する科目」

平成25（’13）年度入学生
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経 済 学 科 授 業 科 目 一 覧
平成２４（’１２）年度入学生

〈別表Ⅳ〉

平成25（’13）年度入学生
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経 済 学 科 授 業 科 目 一 覧
平成２４（’１２）年度入学生 ＜別表Ⅳ＞

卒業に必要な
単　　　　位

応用科目（３・４年次）発展科目　（２年次）基礎科目　（１年次）系　

列

必
修
選
択
別

群
（分野） 科　　　目　（単位）科　　　目（単位）科　　　目（単位）

４単位

入門セミナーⅠ　�
入門セミナーⅡ　�演

習
必
修共通

６８　
単位

１２　
単位

マクロ経済学入門　�
マクロ経済学Ⅰ　�
ミクロ経済学入門　�
ミクロ経済学Ⅰ　�

経　

済　

系

必　
　
　
　

修

Ａ　
　
　
　

群　
　
　
　

科　
　
　
　

目

専　
　
　
　

門　
　
　
　

科　
　
　
　

目

コンピュータリテラシー　�
ネットワークリテラシー　�

情
報
系

２０　
単位

マクロ経済学Ⅱ　�
ミクロ経済学Ⅱ　�
金融論　�
財政学　�
経済政策　�
日本経済史　�
日本経済論Ⅰ　�
日本経済論Ⅱ　�
経済学史　�

統計学　�
政治経済学　�

経　

済　

系選　
　

択　
　

必　
　

修

パソコノミックス　�データベース演習　�　�
マルチメディア演習　�　�
データ分析演習　�　�
プログラミング　�　�

情報処理論Ⅰ　�　�
情報処理論Ⅱ　�　�

情　

報　

系

民法Ⅱ　�民法Ⅰ　�簿記原理　�経
営
・
法
律
系

※４年次開設
演習Ⅳ（卒業論文を含む）　�　�

※３年次開設
演習Ⅲ　�　�

演習Ⅱ　�演　

習

選　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

択

労働経済論　�
地域開発論　�
経済統計論　�
法と経済学　�
外書講読　�
日本事情特講　�

計量経済学　�
国際金融論　�
証券経済論　�
地方財政論　�
租税論　�
農業政策　�
国際農業論　�
景気変動論　�
国際貿易論　�
経済地理学　�
開発経済論　�
公共経済論　�

経済数学　�
西洋経済史　�
国際経済論　�
発展途上国経済論　�
経済学特講Ⅰ　�
経済学特講Ⅱ　�
ゲーム理論　�
国際事情演習（英語圏）　�
国際事情演習（韓国）　�
国際事情演習（中国）　�
国際事情事前研修（英語圏）　�
国際事情事前研修（韓国）　�
国際事情事前研修（中国）　�

社会思想史　�

経　
　
　

済　
　
　

系

情報システム実習　�
情報メディア実習　�
ニュービジネス論　�
情報開発論　�
企業と情報　�
情報システム論Ⅰ　�
情報システム論Ⅱ　�
情報メディア論Ⅰ　�
情報メディア論Ⅱ　�
情報ビジネス論　�

情報ネットワーク論Ⅰ　�　�
情報ネットワーク論Ⅱ　�　�
情報社会論　�
情報処理実習　�
情報ネットワーク実習　�

情報処理入門　�

情　
　

報　
　

系

経済法　�
労働法　�
経営学　�
国際政治学　�
自治体経営論　�
保険論　�
財務諸表論　�
企業実習　�

商法　�
会計学　�
国際関係論　�
政治学Ⅰ　�
政治学Ⅱ　�

憲法　�
法律学Ⅰ（日本国憲法を含む）　�
法律学Ⅱ（国際法を含む）　�経

営
・
法
律
系

東洋史概論Ⅰ　�
東洋史概論Ⅱ　�
地誌Ⅰ　�
地誌Ⅱ　�

自然地理学Ⅰ　�
自然地理学Ⅱ　�教

職
系

〔放送大学〕

〔三大学単位互換科目〕

フィールド・スタディⅠ　�
フィールド・スタディⅡ　�
フィールド・スタディⅢ　�
フィールド・スタディⅣ　�

（注）１．履修上の注意
　　　　①卒業するために必要な最小単位数は１２４単位ですが、「合計」欄記入の内訳に示される条件を充たさなければなりません。なお、取得

できる最大単位数は１９４単位です。関心の深い科目をできるだけ多く履修することが望ましい。
　　　　②上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。逆に下学年次のそれは履修できます。しかし、各年次ごとに開設されてい

る授業科目は、その年次のうちに履修してしまうことが望ましい。

平成25（’13）年度入学生
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２６　
単位

２０　
単位

比較文化論ⅠＡ（日米）　�
比較文化論ⅠＢ（日米）　�
比較文化論ⅡＡ（日アジア太平洋）　�
比較文化論ⅡＢ（日アジア太平洋）　�
比較文化論ⅢＡ（日欧）　�
比較文化論ⅢＢ（日欧）　�
比較文化論ⅣＡ（日ロシア）　�
比較文化論ⅣＢ（日ロシア）　�
人権論Ⅰ　�
人権論Ⅱ　�

倫理学概論Ⅰ　�
倫理学概論Ⅱ　�
現代教育論Ⅰ　�
現代教育論Ⅱ　�
日本史概論Ⅰ　�
日本史概論Ⅱ　�
西洋史概論Ⅰ　�
西洋史概論Ⅱ　�
社会心理学Ⅰ　�
社会心理学Ⅱ　�
地理学概論Ⅰ　�
地理学概論Ⅱ　�
経済生活と法　�

言語と文化Ⅰ　�
言語と文化Ⅱ　�
文章論（作文、レポート、論文、新聞）　�
哲学概論Ⅰ　�
哲学概論Ⅱ　�
社会学Ⅰ　�
社会学Ⅱ　�
部落解放論Ⅰ　�
部落解放論Ⅱ　�
文化人類学Ⅰ　�
文化人類学Ⅱ　�
人文地理学Ⅰ　�
人文地理学Ⅱ　�

文　

化　

・　

社　

会　

系

選　
　

択　
　

必　
　

修

Ｂ　
　
　

Ｃ　
　
　

群　
　
　

科　
　
　

目

一　
　
　
　

般　
　
　
　

科　
　
　
　

目

環境論ⅡＡ（環境と人間社会）　�
環境論ⅡＢ（環境と人間社会）　�

環境論ⅠＡ（自然環境）　�
環境論ⅠＢ（自然環境）　�

心理学Ⅰ　�
心理学Ⅱ　�
自然科学と人間ⅠＡ（物理学）　�
自然科学と人間ⅠＢ（物理学）　�
自然科学と人間ⅡＡ（化学）　�
自然科学と人間ⅡＢ（化学）　�
自然科学と人間ⅢＡ（生物学）　�
自然科学と人間ⅢＢ（生物学）　�
自然科学と人間ⅣＡ（数学）　�
自然科学と人間ⅣＢ（数学）　�

自　
　

然　
　

系

４　
単位

※４年次開設
英語Ⅵ　�
中国語Ⅵ　�
韓国語Ⅵ　�

※３年次開設
英語Ⅴ　�
中国語Ⅴ　�
韓国語Ⅴ　�

英語ⅢＡ　�
英語ⅢＢ　�
英語ⅣＡ　�
英語ⅣＢ　�
ドイツ語ⅢＡ　�
ドイツ語ⅢＢ　�
ドイツ語ⅣＡ　�
ドイツ語ⅣＢ　�
フランス語ⅢＡ　�
フランス語ⅢＢ　�
フランス語ⅣＡ　�
フランス語ⅣＢ　�
中国語ⅢＡ　�
中国語ⅢＢ　�
中国語ⅣＡ　�
中国語ⅣＢ　�
ロシア語ⅢＡ　�
ロシア語ⅢＢ　�
ロシア語ⅣＡ　�
ロシア語ⅣＢ　�
スペイン語ⅢＡ　�
スペイン語ⅢＢ　�
スペイン語ⅣＡ　�
スペイン語ⅣＢ　�
韓国語ⅢＡ　�
韓国語ⅢＢ　�
韓国語ⅣＡ　�
韓国語ⅣＢ　�

英語ⅠＡ　�
英語ⅠＢ　�
英語ⅡＡ　�
英語ⅡＢ　�
ドイツ語ⅠＡ　�
ドイツ語ⅠＢ　�
ドイツ語ⅡＡ　�
ドイツ語ⅡＢ　�
フランス語ⅠＡ　�
フランス語ⅠＢ　�
フランス語ⅡＡ　�
フランス語ⅡＢ　�
中国語ⅠＡ　�
中国語ⅠＢ　�
中国語ⅡＡ　�
中国語ⅡＢ　�
ロシア語ⅠＡ　�
ロシア語ⅠＢ　�
ロシア語ⅡＡ　�
ロシア語ⅡＢ　�
スペイン語ⅠＡ　�
スペイン語ⅠＢ　�
スペイン語ⅡＡ　�
スペイン語ⅡＢ　�
韓国語ⅠＡ　�
韓国語ⅠＢ　�
韓国語ⅡＡ　�
韓国語ⅡＢ　�

選　
　

択　
　

必　
　

修

外　
　
　

国　
　
　

語　
　
　

科　
　
　

目

PRACTICAL　WRITING　�SPEECHⅡ　�SPEECHⅠ　�選
択

２　
単位

健康科学Ａ（講義）　�
健康科学ＢⅠ（実技）　�
健康科学ＢⅡ（実技）　�

選
択
必
修

保
健
体
育
科
目

キャリアデザイン論Ⅲ　�キャリアデザイン論Ⅱ　�キャリアデザイン論Ⅰ　�選
択

Ｄ群
科目

２６単位Ａ群・ＢＣ群・外国語・保健体育・Ｄ群のすべての科目の中から自由選択自由選択科目

日本語ⅢＡ　�
日本語ⅢＢ　�
日本語ⅣＡ　�
日本語ⅣＢ　�

日本語ⅠＡ　�
日本語ⅠＢ　�
日本語ⅡＡ　�
日本語ⅡＢ　�

選　
　
　

択

留
学
生
対
象
科
目

　※ＢＣ群の科目として振り替えることができる。

日本事情ⅠＡ　�
日本事情ⅠＢ　�
日本事情ⅡＡ　�
日本事情ⅡＢ　�
日本事情ⅢＡ　�
日本事情ⅢＢ　�

　※自由選択科目

日本文化演習ⅠＡ　�
日本文化演習ⅠＢ　�
日本文化演習ⅡＡ　�
日本文化演習ⅡＢ　�

１２４単位共通４＋Ａ群科目６８（必修１２＋選択必修２０＋選択３６）＋ＢＣ群科目（選択必修２０）＋
外国語科目（選択必修４）＋保健体育科目（選択必修２）＋自由選択科目（２６単位）合　　　計

経済学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

（注）２．情報コースでは、◎印を付した科目は必修です。また、�印を付した科目のうち１科目を、必ず２年次で修得しなければなりません。
　　３．その他履修方法の詳細については、「授業科目履修規程」「教職課程履修に関する規程」等を熟読のうえ、間違いのないように履修して

ください。

　※１外国語として振り替えることができる。

平成25（’13）年度入学生
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経済学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

教職に関する科目

４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

教　

職　

に　

関　

す　

る　

科　

目

 教 育 実 習 指 導 �
 教職実践演習（中・高） �
 教 育 実 習 �
 教 育 実 習 �

 社会科教育法Ｃ �
（ 地    理 歴 史 分 野 ）

　

    
　

 社会科教育法Ｄ �
（ 公    民 分 野 ）

　

    
　

 情報科教育法Ｂ �
 生 徒 指 導 研 究 �
 教 育 相 談 �

 社会科教育法Ａ �
（教育課程研究を含む）
 社会科教育法Ｂ �
 地理歴史科教育法 �
（教育課程研究を含む）
 公 民 科 教 育 法 �
（教育課程研究を含む）
 情報科教育法Ａ �
（教育課程研究を含む）
 道 徳 教 育 研 究 �
 教 育 方 法 論 �
 特 別 活 動 研 究 �

 教 職 論 �
 教 育 原 論 Ａ �
 教 育 原 論 Ｂ �
 教 育 心 理 学 �

必　
　
　
　
　

修

 教 職 研 究 Ⅱ �
 人権・同和教育 �

 教職研究Ⅰ（授業研究） �選　

択

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　　２．その他履修方法の詳細については、「教職課程履修に関する規程」「司書及び司書教諭課程の履修に関する規程」「レクリエーション・

インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格養成課程の履修に関する規程」等を熟読の
うえ、間違いのないように履修してください。

レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格に関する科目

ダンスムーブメント
指導員（受験資格）

（障害者）初級スポーツ
指導員　　　　　　　

レクリエーション・
インストラクター　

資　格
科目名（単位）

２レ ク リ エ ー シ ョ ン 概 論 　  �     
　

２障 害 者 ス ポ ー ツ 特 講 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ａ 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ｂ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅰ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅱ 　  �     
　

２ダ ン ス 　  �     
　

１障 害 者 ス ポ ー ツ 実 技 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 習 　  �     
　

２単位以上３単位以上６単位以上必要単位数合計

いずれかいずれか１１

司書に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司　
書　
に　
関　
す　
る　
科　
目

２８単位

２６単位１０単位

 図書館制度・経営論 �　
 情報サービス論 �　
 情報サービス演習 　　
 （レファレンスサービス） �　
 読書と豊かな人間性 �　
 図書館情報技術論 �　

 情報資源組織論 �　
 情報資源組織演習Ａ �　
 情報資源組織演習Ｂ �　
 図書館情報資源概論 �　
 情報サービス演習（情報検索） �　

１０単位

 生 涯 学 習 概 論 �　
 図 書 館 概 論 �　
 図書館サービス概論 �　

６単位

甲
群
（
必
修
）

２科目
２単位

 図 書 館 実 習 �　 図書館情報資源特論 �　
 図 書 館 施 設 論 �　

 図書館サービス特論 �　 図書・図書館史 �　乙
群（
選
択
）

司書教諭に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司
書
教
諭
に
関
す
る
科
目

１６単位

　情報メディアの活用　�　
　読書と豊かな人間性　�　
　学習指導と学校図書館　�　

　学校経営と学校図書館　�　
 ☆情 報資源組織論　�　
　

☆情報資源組織演習Ａ　�　
☆情報資源組織演習Ｂ　�　
☆図書館情報資源概論　�　

必　

修

☆印の科目は、「司書に関する科目」

★

★印の科目は、「司書教諭に関する科目」

平成25（’13）年度入学生
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国際経済学科授業科目一覧
平成２４（’１２）年度入学生

〈別表Ⅴ〉

平成25（’13）年度入学生
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国際経済学科授業科目一覧
平成２４（’１２）年度入学生 ＜別表Ⅴ＞

卒業に必要な
単　　　　位

応用科目（３・４年次）発展科目　（２年次）基礎科目　（１年次）系　

列

必
修
選
択
別

群
（分野） 科　　　目　（単位）科　　　目（単位）科　　　目（単位）

４単位
入門セミナーⅠ　�
入門セミナーⅡ　�

演
習

必
修共通

６４　
単位

１０　
単位

経済学入門ⅠＡ　�
経済学入門ⅠＢ　�
経済学入門ⅡＡ　�
経済学入門ⅡＢ　�

経
済
法
律
系

必　
　
　
　

修

Ａ　
　
　
　

群　
　
　
　

科　
　
　
　

目

専　
　
　
　

門　
　
　
　

科　
　
　
　

目

情報処理入門　�実
務
系

２０　
単位

日本文化論Ⅰ　�
日本文化論Ⅱ　�
アメリカ文化論Ⅰ　�
アメリカ文化論Ⅱ　�
中国文化論Ⅰ　�
中国文化論Ⅱ　�
韓国文化論Ⅰ　�
韓国文化論Ⅱ　�

国際事情入門Ⅰ　�
国際事情入門Ⅱ　�

地　

域　

系

選　

択　

必　

修

日本経済論Ⅰ　�
日本経済論Ⅱ　�
アメリカ経済論　�
中国経済論Ⅰ　�
中国経済論Ⅱ　�
韓国経済論Ⅰ　�
韓国経済論Ⅱ　�
東南アジア経済論Ⅰ　�
東南アジア経済論Ⅱ　�
講座熊本Ⅰ　�
講座熊本Ⅱ　�
西洋経済史　�
日本経済史　�
開発経済論　�
国際金融論　�
国際貿易論　�
経済地理学　�

国際関係論　�
国際経済論　�

統計学　�

経　

済　

法　

律　

系

簿記原理　�実
務
系

※４年次開設
演習Ⅳ（卒業論文を含む）　�

※３年次開設
演習Ⅲ　�

演習Ⅱ　�演
習

選　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

択

国際事情特講Ⅰ　�
国際事情特講Ⅱ　�

東洋史概論Ⅰ　�
東洋史概論Ⅱ　�
西洋史概論Ⅰ　�
西洋史概論Ⅱ　�
地誌Ⅰ　�
地誌Ⅱ　�
国際事情事前研修（英語圏）　�
国際事情演習（英語圏）　�
国際事情事前研修（韓国）　�
国際事情演習（韓国）　�
国際事情事前研修（中国）　�
国際事情演習（中国）　�
INTERNATIONAL INTERNSHIPⅠ（事前研修）　�
INTERNATIONAL INTERNSHIPⅡ（事前研修）　�
INTERNATIONAL INTERNSHIPⅠ（現地実習）　�
INTERNATIONAL INTERNSHIPⅡ（現地実習）　�

人文地理学Ⅰ　�
人文地理学Ⅱ　�
自然地理学Ⅰ　�
自然地理学Ⅱ　�
日本史概論Ⅰ　�
日本史概論Ⅱ　�

地　
　
　
　
　

域　
　
　
　
　

系

国際農業論　�
国際労働経済論　�
国際取引法　�
JAPANESE ECONOMY AND BUSINESS　�
INTERNATIONAL RELATIONS AND CURRENT ISSUES　�
証券経済論　�
ゲーム理論　�
パソコノミックス　�
計量経済学　�
経済統計論　�
経済学特講Ⅱ　�
民法Ⅱ　�

国際政治学　�
国際経済法Ⅰ　�
国際経済法Ⅱ　�
国際経済組織法　�
金融論　�
経済政策　�
マクロ経済学　�
ミクロ経済学　�
財政学　�
経済学史　�
経済数学　�
経済学特講Ⅰ　�
会計学　�
民法Ⅰ　�
商法　�

憲法　�
政治学Ⅰ　�
政治学Ⅱ　�
法律学Ⅰ（日本国憲法を含む）　�
法律学Ⅱ（国際法を含む）　�
社会思想史　�
政治経済学　�

経　
　

済　
　

法　
　

律　
　

系

英語演習Ⅳ　�
中国語演習Ⅳ　�
韓国語演習Ⅳ　�

貿易実務論　�
企業と情報　�
情報メディア論Ⅰ　�
情報メディア論Ⅱ　�
ビジネス・イングリッシュ　�
PRACTICAL WRITING　�
英語演習Ⅲ　�
中国語演習Ⅲ　�
韓国語演習Ⅲ　�

情報処理応用演習　�
プログラミング　�
情報ネットワーク論Ⅰ　�
情報ネットワーク論Ⅱ　�
SPEECHⅡ　�

情報処理論Ⅰ　�
情報処理論Ⅱ　�
情報処理基礎　�
SPEECHⅠ　�

実　

務　

系

〔放送大学〕
〔三大学単位互換科目〕

フィールド・スタディⅠ　�
フィールド・スタディⅡ　�
フィールド・スタディⅢ　�
フィールド・スタディⅣ　�

（注）１．履修上の注意
　　　　卒業するために必要な最小単位数は１２４単位ですが、取得できる最大単位数は１９４単位です。

平成25（’13）年度入学生



－ 167 －

２６　
単位

２０　
単位

倫理学概論Ⅰ　�
倫理学概論Ⅱ　�
現代教育論Ⅰ　�
現代教育論Ⅱ　�
環境論ⅡＡ（環境と人間社会）　�
環境論ⅡＢ（環境と人間社会）　�

地理学概論Ⅰ　�
地理学概論Ⅱ　�
哲学概論Ⅰ　�
哲学概論Ⅱ　�
社会心理学Ⅰ　�
社会心理学Ⅱ　�
比較文化論ⅠＡ（日米）　�
比較文化論ⅠＢ（日米）　�
比較文化論ⅡＡ（日アジア太平洋）　�
比較文化論ⅡＢ（日アジア太平洋）　�
比較文化論ⅢＡ（日欧）　�
比較文化論ⅢＢ（日欧）　�
比較文化論ⅣＡ（日ロシア）　�
比較文化論ⅣＢ（日ロシア）　�
環境論ⅠＡ（自然環境）　�
環境論ⅠＢ（自然環境）　�

社会学Ⅰ　�
社会学Ⅱ　�
文化人類学Ⅰ　�
文化人類学Ⅱ　�
言語と文化Ⅰ　�
言語と文化Ⅱ　�
部落解放論Ⅰ　�
部落解放論Ⅱ　�
文章論（作文、レポート、論文、新聞）　�
心理学Ⅰ　�
心理学Ⅱ　�
自然科学と人間ⅠＡ（物理学）　�
自然科学と人間ⅠＢ（物理学）　�
自然科学と人間ⅡＡ（化学）　�
自然科学と人間ⅡＢ（化学）　�
自然科学と人間ⅢＡ（生物学）　�
自然科学と人間ⅢＢ（生物学）　�
自然科学と人間ⅣＡ（数学）　�
自然科学と人間ⅣＢ（数学）　�

選　
　

択　
　

必　
　

修

Ｂ　
　
　

Ｃ　
　
　

群　
　
　

科　
　
　

目

一　
　
　
　

般　
　
　
　

科　
　
　
　

目

４　
単位

英語ⅢＡ　�
英語ⅢＢ　�
英語ⅣＡ　�
英語ⅣＢ　�
中国語ⅢＡ　�
中国語ⅢＢ　�
中国語ⅣＡ　�
中国語ⅣＢ　�
韓国語ⅢＡ　�
韓国語ⅢＢ　�
韓国語ⅣＡ　�
韓国語ⅣＢ　�

英語ⅠＡ　�
英語ⅠＢ　�
英語ⅡＡ　�
英語ⅡＢ　�
中国語Ⅰ　�
中国語Ⅱ　�
韓国語Ⅰ　�
韓国語Ⅱ　�

※いずれか１外国語４単位

選　

択　

必　

修
外　
　

国　
　

語　
　

科　
　

目

英語Ⅴ　�
英語Ⅵ　�
中国語Ⅴ　�
中国語Ⅵ　�
韓国語Ⅴ　�
韓国語Ⅵ　�

ドイツ語ⅢＡ　�
ドイツ語ⅢＢ　�
ドイツ語ⅣＡ　�
ドイツ語ⅣＢ　�
フランス語ⅢＡ　�
フランス語ⅢＢ　�
フランス語ⅣＡ　�
フランス語ⅣＢ　�
ロシア語ⅢＡ　�
ロシア語ⅢＢ　�
ロシア語ⅣＡ　�
ロシア語ⅣＢ　�
スペイン語ⅢＡ　�
スペイン語ⅢＢ　�
スペイン語ⅣＡ　�
スペイン語ⅣＢ　�

ドイツ語ⅠＡ　�
ドイツ語ⅠＢ　�
ドイツ語ⅡＡ　�
ドイツ語ⅡＢ　�
フランス語ⅠＡ　�
フランス語ⅠＢ　�
フランス語ⅡＡ　�
フランス語ⅡＢ　�
ロシア語ⅠＡ　�
ロシア語ⅠＢ　�
ロシア語ⅡＡ　�
ロシア語ⅡＢ　�
スペイン語ⅠＡ　�
スペイン語ⅠＢ　�
スペイン語ⅡＡ　�
スペイン語ⅡＢ　�

選　
　
　

択

２　
単位

健康科学Ａ（講義）　�
健康科学ＢⅠ（実技）　�
健康科学ＢⅡ（実技）　�

選　
択　
必　
修

保
健
体
育
科
目

キャリアデザイン論Ⅲ　�キャリアデザイン論Ⅱ　�キャリアデザイン論Ⅰ　�
選
択

Ｄ群
科目

３０単位Ａ群・ＢＣ群・外国語・保健体育・Ｄ群のすべての科目の中から自由選択自由選択科目

日本語ⅢＡ　�
日本語ⅢＢ　�
日本語ⅣＡ　�
日本語ⅣＢ　�

日本語ⅠＡ　�
日本語ⅠＢ　�
日本語ⅡＡ　�
日本語ⅡＢ　�

選　
　
　

択

留
学
生
対
象
科
目

※ＢＣ群の科目として振り替えることができる。

日本事情ⅠＡ　�
日本事情ⅠＢ　�
日本事情ⅡＡ　�
日本事情ⅡＢ　�
日本事情ⅢＡ　�
日本事情ⅢＢ　�

※自由選択科目

日本文化演習ⅠＡ　�
日本文化演習ⅠＢ　�
日本文化演習ⅡＡ　�
日本文化演習ⅡＢ　�

１２４単位共通４＋Ａ群科目６４（必修１０＋選択必修２０＋選択３４）＋ＢＣ群科目（選択必修２０）＋
外国語科目（選択必修４）＋保健体育科目（選択必修２）＋自由選択科目（３０単位）合　　　計

国際経済学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　２．その他履修方法の詳細については、「授業科目履修規程」「教職課程履修に関する規程」等を熟読のうえ、間違いのないように履修して

ください。

　※１外国語として振り替えることができる。

平成25（’13）年度入学生
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国際経済学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

教職に関する科目

４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

教　

職　

に　

関　

す　

る　

科　

目

 教 育 実 習 指 導 �
 教職実践演習（中・高） �
 教 育 実 習 �
 教 育 実 習 �

 社会科教育法Ｃ �
（ 地    理 歴 史 分 野 ）

　

    
　

 社会科教育法Ｄ �
（ 公    民 分 野 ）

　

    
　

 生 徒 指 導 研 究 �
 教 育 相 談 �

 社会科教育法Ａ �
（教育課程研究を含む）
 社会科教育法Ｂ �
 地理歴史科教育法 �
（教育課程研究を含む）
 公 民 科 教 育 法 �
（教育課程研究を含む）
 道 徳 教 育 研 究 �
 教 育 方 法 論 �
 特 別 活 動 研 究 �

 教 職 論 �
 教 育 原 論 Ａ �
 教 育 原 論 Ｂ �
 教 育 心 理 学 �

必　
　
　
　
　

修

 教 職 研 究 Ⅱ �
 人権・同和教育 �

 教職研究Ⅰ（授業研究） �選　

択

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　　２．その他履修方法の詳細については、「教職課程履修に関する規程」「司書及び司書教諭課程の履修に関する規程」「レクリエーション・

インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格養成課程の履修に関する規程」等を熟読の
うえ、間違いのないように履修してください。

レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格に関する科目

ダンスムーブメント
指導員（受験資格）

（障害者）初級スポーツ
指導員　　　　　　　

レクリエーション・
インストラクター　

資　格
科目名（単位）

２レ ク リ エ ー シ ョ ン 概 論 　  �     
　

２障 害 者 ス ポ ー ツ 特 講 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ａ 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ｂ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅰ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅱ 　  �     
　

２ダ ン ス 　  �     
　

１障 害 者 ス ポ ー ツ 実 技 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 習 　  �     
　

２単位以上３単位以上６単位以上必要単位数合計

いずれかいずれか１１

司書に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司　
書　
に　
関　
す　
る　
科　
目

２８単位

２６単位１０単位

 図書館制度・経営論 �　
 情報サービス論 �　
 情報サービス演習 　　
 （レファレンスサービス） �　
 読書と豊かな人間性 �　
 図書館情報技術論 �　

 情報資源組織論 �　
 情報資源組織演習Ａ �　
 情報資源組織演習Ｂ �　
 図書館情報資源概論 �　
 情報サービス演習（情報検索） �　

１０単位

 生 涯 学 習 概 論 �　
 図 書 館 概 論 �　
 図書館サービス概論 �　

６単位

甲
群
（
必
修
）

２科目
２単位

 図 書 館 実 習 �　 図書館情報資源特論 �　
 図 書 館 施 設 論 �　

 図書館サービス特論 �　 図書・図書館史 �　乙
群（
選
択
）

司書教諭に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司
書
教
諭
に
関
す
る
科
目

１６単位

　情報メディアの活用　�　
　読書と豊かな人間性　�　
　学習指導と学校図書館　�　

　学校経営と学校図書館　�　
 ☆情 報資源組織論　�　
　

☆情報資源組織演習Ａ　�　
☆情報資源組織演習Ｂ　�　
☆図書館情報資源概論　�　

必　

修

☆印の科目は、「司書に関する科目」

★

★印の科目は、「司書教諭に関する科目」

平成25（’13）年度入学生
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リーガルエコノミクス学科授業科目一覧
平成２４（’１２）年度入学生

〈別表Ⅵ〉

平成25（’13）年度入学生
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リーガルエコノミクス学科授業科目一覧
平成２４（’１２）年度入学生 ＜別表Ⅵ＞

卒業に必要な
単　　　　位

応用科目（３・４年次）発展科目　（２年次）基礎科目　（１年次）系　

列

必
修
選
択
別

群
（分野） 科　　　目　（単位）科　　　目（単位）科　　　目（単位）

４単位

入門セミナーⅠ　�
入門セミナーⅡ　�必

修共通

８０　
単位

２４　
単位

法と経済学　�ゲーム理論　�マクロ経済学入門　�
マクロ経済学Ⅰ　�
ミクロ経済学入門　�
ミクロ経済学Ⅰ　�

経
済
・
シ
ス
テ
ム

必　
　
　
　

修

Ａ　
　
　
　

群　
　
　
　

科　
　
　
　

目

専　
　
　
　

門　
　
　
　

科　
　
　
　

目

民法Ⅱ　�民法Ⅰ　�
憲法　�法

律
・
行
政

２４　
単位

演習Ⅱ　�演　

習

選　

択　

必　

修　
（
１
）

公共情報システム論　�経済政策　�
公共政策　�
財政学　�

統計学　�
政治経済学（国際経済を含む）　�
情報処理入門　�

経
済
・
シ
ス
テ
ム

政策過程論　�
行政法Ⅱ　�
税法　�
経済法　�
国際経済法　�

行政法Ⅰ　�
行政組織論　�法

律
・
行
政

公共システム論Ⅰ　�
公共システム論Ⅱ　�
地方財政論　�
農業政策　�
まちづくり論　�

地
域
系

４単位
あるいは
８単位

インターンシップ　�
選
択
必
修
（
２
）

インターンシップ（４単位）を修得しない場合は、専門科目・選択必修�の中から、８単位を修得しなければならない。

※４年次開設
卒業演習Ⅳ（卒業論文を含む）　�

※３年次開設
演習Ⅲ　�演

習

選　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

択

租税論　�
企業と情報　�
経済学特講　�
JAPANESE ECONOMY AND BUSINESS　�

情報処理論Ⅰ　�
情報処理論Ⅱ　�
経済統計論　�
マクロ経済学Ⅱ　�
ミクロ経済学Ⅱ　�
日本経済論　�
金融論　�
経済数学　�

経
済
・
シ
ス
テ
ム

自治体経営論　�
会社法　�
労働法　�
政策評価論　�
法学特講　�

地方自治法　�
国際政治学　�

政治学Ⅰ　�
政治学Ⅱ　�
法律学Ⅰ（日本国憲法を含む）　�
法律学Ⅱ（国際法を含む）　�

法
律
・
行
政

労働経済論　�
経済地理学　�
地域開発論　�
東アジア経済論　�
コミュニティビジネス論　�
NPO・NGO論　�
環境政策　�
消費生活アドバイザー論　�
日本事情特講　�

地　
　
　

域　
　
　

系

〔放送大学〕

〔三大学単位互換科目〕

フィールド・スタディⅠ　�
フィールド・スタディⅡ　�
フィールド・スタディⅢ　�
フィールド・スタディⅣ　�

平成25（’13）年度入学生
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２６　
単位

演
習

選
択

一　
　
　
　

般　
　
　
　

科　
　
　
　

目

２０　
単位

比較文化論ⅠＡ（日米）　�
比較文化論ⅠＢ（日米）　�
比較文化論ⅡＡ（日アジア太平洋）　�
比較文化論ⅡＢ（日アジア太平洋）　�
比較文化論ⅢＡ（日欧）　�
比較文化論ⅢＢ（日欧）　�
比較文化論ⅣＡ（日ロシア）　�
比較文化論ⅣＢ（日ロシア）　�
人権論Ⅰ　�
人権論Ⅱ　�

部落解放論Ⅰ　�
部落解放論Ⅱ　�
日本史概論Ⅰ　�
日本史概論Ⅱ　�
社会心理学Ⅰ　�
社会心理学Ⅱ　�
西洋史概論Ⅰ　�
西洋史概論Ⅱ　�
倫理学概論Ⅰ　�
倫理学概論Ⅱ　�
現代教育論Ⅰ　�
現代教育論Ⅱ　�
地理学概論Ⅰ　�
地理学概論Ⅱ　�
経済生活と法　�
地誌Ⅰ　�
地誌Ⅱ　�

言語と文化Ⅰ　�
言語と文化Ⅱ　�
文章論（作文、レポート、論文、新聞）　�
哲学概論Ⅰ　�
哲学概論Ⅱ　�
社会学Ⅰ　�
社会学Ⅱ　�
文化人類学Ⅰ　�
文化人類学Ⅱ　�
人文地理学Ⅰ　�
人文地理学Ⅱ　�
東洋史概論Ⅰ　�
東洋史概論Ⅱ　�

文　

化　

・　

社　

会　

系

選　
　

択　
　

必　
　

修

Ｂ　
　
　
　

Ｃ　
　
　
　

群　
　
　
　

科　
　
　
　

目

環境論ⅡＡ（環境と人間社会）　�
環境論ⅡＢ（環境と人間社会）　�

環境論ⅠＡ（自然環境）　�
環境論ⅠＢ（自然環境）　�
自然地理学Ⅰ　�
自然地理学Ⅱ　�

心理学Ⅰ　�
心理学Ⅱ　�
自然科学と人間ⅠＡ（物理学）　�
自然科学と人間ⅠＢ（物理学）　�
自然科学と人間ⅡＡ（化学）　�
自然科学と人間ⅡＢ（化学）　�
自然科学と人間ⅢＡ（生物学）　�
自然科学と人間ⅢＢ（生物学）　�
自然科学と人間ⅣＡ（数学）　�
自然科学と人間ⅣＢ（数学）　�

自　
　
　

然　
　
　

系

４　
単位

英語ⅢＡ　�
英語ⅢＢ　�
英語ⅣＡ　�
英語ⅣＢ　�
ドイツ語ⅢＡ　�
ドイツ語ⅢＢ　�
ドイツ語ⅣＡ　�
ドイツ語ⅣＢ　�
フランス語ⅢＡ　�
フランス語ⅢＢ　�
フランス語ⅣＡ　�
フランス語ⅣＢ　�
中国語ⅢＡ　�
中国語ⅢＢ　�
中国語ⅣＡ　�
中国語ⅣＢ　�
ロシア語ⅢＡ　�
ロシア語ⅢＢ　�
ロシア語ⅣＡ　�
ロシア語ⅣＢ　�
スペイン語ⅢＡ　�
スペイン語ⅢＢ　�
スペイン語ⅣＡ　�
スペイン語ⅣＢ　�
韓国語ⅢＡ　�
韓国語ⅢＢ　�
韓国語ⅣＡ　�
韓国語ⅣＢ　�

英語ⅠＡ　�
英語ⅠＢ　�
英語ⅡＡ　�
英語ⅡＢ　�
ドイツ語ⅠＡ　�
ドイツ語ⅠＢ　�
ドイツ語ⅡＡ　�
ドイツ語ⅡＢ　�
フランス語ⅠＡ　�
フランス語ⅠＢ　�
フランス語ⅡＡ　�
フランス語ⅡＢ　�
中国語ⅠＡ　�
中国語ⅠＢ　�
中国語ⅡＡ　�
中国語ⅡＢ　�
ロシア語ⅠＡ　�
ロシア語ⅠＢ　�
ロシア語ⅡＡ　�
ロシア語ⅡＢ　�
スペイン語ⅠＡ　�
スペイン語ⅠＢ　�
スペイン語ⅡＡ　�
スペイン語ⅡＢ　�
韓国語ⅠＡ　�
韓国語ⅠＢ　�
韓国語ⅡＡ　�
韓国語ⅡＢ　�

選　

択　

必　

修

外　
　

国　
　

語　
　

科　
　

目

２　
単位

健康科学Ａ（講義）　�
健康科学ＢⅠ（実技）　�
健康科学ＢⅡ（実技）　�

選　
択　
必　
修

保
健
体
育
科
目

キャリアデザイン論Ⅲ　�キャリアデザイン論Ⅱ　�キャリアデザイン論Ⅰ　�選
択

Ｄ群
科目

１４単位Ａ群・ＢＣ群・外国語・保健体育・Ｄ群のすべての科目の中から自由選択自由選択科目

※１外国語科目として振り替えることができる。

日本語ⅢＡ　�
日本語ⅢＢ　�
日本語ⅣＡ　�
日本語ⅣＢ　�

日本語ⅠＡ　�
日本語ⅠＢ　�
日本語ⅡＡ　�
日本語ⅡＢ　�

選　
　
　

択

留
学
生
対
象
科
目

※ＢＣ群の科目として振り替えることができる。

日本事情ⅠＡ　�
日本事情ⅠＢ　�
日本事情ⅡＡ　�
日本事情ⅡＢ　�
日本事情ⅢＡ　�
日本事情ⅢＢ　�

※自由選択科目

日本文化演習ⅠＡ　�
日本文化演習ⅠＢ　�
日本文化演習ⅡＡ　�
日本文化演習ⅡＢ　�

１２４単位共通４＋Ａ群科目８０（必修２４＋選択必修２８あるいは３２＋選択２８あるいは２４）＋ＢＣ群科目（選択必修２０）＋
外国語科目（選択必修４）＋保健体育科目（選択必修２）＋自由選択科目（１４単位）合　　　計

リーガルエコノミクス学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　２．その他履修方法の詳細については、「授業科目履修規程」「教職課程履修に関する規程」等を熟読のうえ、間違いのないように履修して

ください。

平成25（’13）年度入学生
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リーガルエコノミクス学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

教職に関する科目

４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

教　

職　

に　

関　

す　

る　

科　

目

 教 育 実 習 指 導 �
 教職実践演習（中・高） �
 教 育 実 習 �
 教 育 実 習 �

 社会科教育法Ｃ �
（ 地    理 歴 史 分 野 ）

　

    
　

 社会科教育法Ｄ �
（ 公    民 分 野 ）

　

    
　

 生 徒 指 導 研 究 �
 教 育 相 談 �

 社会科教育法Ａ �
（教育課程研究を含む）
 社会科教育法Ｂ �
 公 民 科 教 育 法 �
（教育課程研究を含む）
 道 徳 教 育 研 究 �
 教 育 方 法 論 �
 特 別 活 動 研 究 �

 教 職 論 �
 教 育 原 論 Ａ �
 教 育 原 論 Ｂ �
 教 育 心 理 学 �

必　
　
　
　
　

修

 教 職 研 究 Ⅱ �
 人権・同和教育 �

 教職研究Ⅰ（授業研究） �選　

択

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　　２．その他履修方法の詳細については、「教職課程履修に関する規程」「司書及び司書教諭課程の履修に関する規程」「レクリエーション・

インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格養成課程の履修に関する規程」等を熟読の
うえ、間違いのないように履修してください。

レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格に関する科目

ダンスムーブメント
指導員（受験資格）

（障害者）初級スポーツ
指導員　　　　　　　

レクリエーション・
インストラクター　

資　格
科目名（単位）

２レ ク リ エ ー シ ョ ン 概 論 　  �     
　

２障 害 者 ス ポ ー ツ 特 講 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ａ 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ｂ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅰ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅱ 　  �     
　

２ダ ン ス 　  �     
　

１障 害 者 ス ポ ー ツ 実 技 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 習 　  �     
　

２単位以上３単位以上６単位以上必要単位数合計

いずれかいずれか１１

司書に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司　
書　
に　
関　
す　
る　
科　
目

２８単位

２６単位１０単位

 図書館制度・経営論 �　
 情報サービス論 �　
 情報サービス演習 　　
 （レファレンスサービス） �　
 読書と豊かな人間性 �　
 図書館情報技術論 �　

 情報資源組織論 �　
 情報資源組織演習Ａ �　
 情報資源組織演習Ｂ �　
 図書館情報資源概論 �　
 情報サービス演習（情報検索） �　

１０単位

 生 涯 学 習 概 論 �　
 図 書 館 概 論 �　
 図書館サービス概論 �　

６単位

甲
群
（
必
修
）

２科目
２単位

 図 書 館 実 習 �　 図書館情報資源特論 �　
 図 書 館 施 設 論 �　

 図書館サービス特論 �　 図書・図書館史 �　乙
群（
選
択
）

司書教諭に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司
書
教
諭
に
関
す
る
科
目

１６単位

　情報メディアの活用　�　
　読書と豊かな人間性　�　
　学習指導と学校図書館　�　

　学校経営と学校図書館　�　
 ☆情 報資源組織論　�　
　

☆情報資源組織演習Ａ　�　
☆情報資源組織演習Ｂ　�　
☆図書館情報資源概論　�　

必　

修

☆印の科目は、「司書に関する科目」

★

★印の科目は、「司書教諭に関する科目」

平成25（’13）年度入学生
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英 米 学 科 授 業 科 目 一 覧
平成２４（’１２）年度入学生

〈別表Ⅶ〉

平成25（’13）年度入学生
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英米学科授業科目一覧  続き
平成25（’13）年度入学生

Ｂ　
　

・　
　

Ｃ　
　

群　
　

等　
　

科　
　

目

Ｂ　
　
　
　

群

必
修

国際社会と日本Ⅰ  
国際社会と日本Ⅱ     ４単位 ₄単位

選　

択　

必　

修

  Ｂ１

法学  
日本国憲法  
経済学Ⅰ  
経済学Ⅱ  
日本史概論Ⅰ  
日本史概論Ⅱ  
西洋史概論Ⅰ  
西洋史概論Ⅱ  
政治学Ⅰ  
政治学Ⅱ  
社会学Ⅰ  
社会学Ⅱ  

  Ｂ２

国際法入門Ⅰ  
国際法入門Ⅱ  
国際機構論Ⅰ  
国際機構論Ⅱ  
日本経済論Ⅰ  
日本経済論Ⅱ  
人権論Ⅰ  
人権論Ⅱ  

  Ｂ３

現代教育論Ⅰ  
現代教育論Ⅱ  
部落解放論Ⅰ  
部落解放論Ⅱ  
国際経済論Ⅰ  
国際経済論Ⅱ  

₈単位

Ｃ　
　

群

選　

択　

必　

修

  Ｃ１

心理学Ⅰ  
心理学Ⅱ  
自然科学と人間ⅠＡ（物理学）  
自然科学と人間ⅠＢ（物理学）  
自然科学と人間ⅡＡ（化学）  
自然科学と人間ⅡＢ（化学）  
自然科学と人間ⅢＡ（生物学）  
自然科学と人間ⅢＢ（生物学）  
自然科学と人間ⅣＡ（数学）  
自然科学と人間ⅣＢ（数学）  

  Ｃ２

環境論ⅠＡ（自然環境）  
環境論ⅠＢ（自然環境）  

  Ｃ３

環境論ⅡＡ（環境と人間社会）  
環境論ⅡＢ（環境と人間社会）  

₈単位

外　

国　

語　

科　

目

選　

択　

必　

修

ドイツ語ⅠＡ  
ドイツ語ⅠＢ  
ドイツ語ⅡＡ  
ドイツ語ⅡＢ  
フランス語ⅠＡ  
フランス語ⅠＢ  
フランス語ⅡＡ  
フランス語ⅡＢ  
スペイン語ⅠＡ  
スペイン語ⅠＢ  
スペイン語ⅡＡ  
スペイン語ⅡＢ  
ロシア語ⅠＡ  
ロシア語ⅠＢ  
ロシア語ⅡＡ  
ロシア語ⅡＢ  
※いずれか₁外国語₄単位 ₄単位

選　
　
　

択

中国語ⅠＡ  
中国語ⅠＢ  
中国語ⅡＡ  
中国語ⅡＢ  
韓国語ⅠＡ  
韓国語ⅠＢ  
韓国語ⅡＡ  
韓国語ⅡＢ  

ドイツ語ⅢＡ  
ドイツ語ⅢＢ  
ドイツ語ⅣＡ  
ドイツ語ⅣＢ  
フランス語ⅢＡ  
フランス語ⅢＢ  
フランス語ⅣＡ  
フランス語ⅣＢ  
スペイン語ⅢＡ  
スペイン語ⅢＢ  
スペイン語ⅣＡ  
スペイン語ⅣＢ  
ロシア語ⅢＡ  
ロシア語ⅢＢ  
ロシア語ⅣＡ  
ロシア語ⅣＢ  
中国語ⅢＡ  
中国語ⅢＢ  
韓国語ⅢＡ  
韓国語ⅢＢ  

中国語ⅣＡ  
中国語ⅣＢ  
韓国語ⅣＡ  
韓国語ⅣＢ  

保
健
体
育

選
択
必
修

健康科学Ａ（講義）  
健康科学ＢⅠ（実技）  
健康科学ＢⅡ（実技）   ₂単位

留
学
生
対
象
科
目

選　
　
　
　

択

日本事情ⅠＡ   　　　　 ※Ｂ₁群の科目₂単位として振り替えることができる。
日本事情ⅠＢ   　　　　 ※Ｂ₁群の科目₂単位として振り替えることができる。
日本事情ⅡＡ   　　　　 ※Ｂ₂群の科目₂単位として振り替えることができる。
日本事情ⅡＢ   　　　　 ※Ｂ₂群の科目₂単位として振り替えることができる。
日本事情ⅢＡ   　　　　 ※Ｃ₁群の科目₂単位として振り替えることができる。
日本事情ⅢＢ   　　　　 ※Ｃ₁群の科目₂単位として振り替えることができる。
日本語ⅠＡ  
日本語ⅠＢ  
日本語ⅡＡ  
日本語ⅡＢ  

日本語ⅢＡ  
日本語ⅢＢ  
日本語ⅣＡ  
日本語ⅣＢ  

B・C
等群

計
26単位

※外国語科目として振り替えることができる。
日本文化演習ⅠＡ  
日本文化演習ⅠＢ  
日本文化演習Ⅱ　Ａ  
日本文化演習ⅡＢ  

※自由選択科目

Ｄ群科目 選
択 キャリアデザイン論Ⅰ   キャリアデザイン論Ⅱ   キャリアデザイン論Ⅲ  

自由選択科目 その他すべての科目の中から 28単位
合　　　　計 Ａ群科目（70単位）＋Ｂ・Ｃ群科目・外国語科目および保健体育（26単位）＋自由選択科目（28単位） 124単位

（注）₁．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　₂．○印の授業科目は、日本語教員養成課程の履修許可者のみを受講対象とする科目です。
　　₃． その他履修方法の詳細については、「授業科目履修規程」「教職課程履修に関する規程」等を熟読のうえ、間違いのないように履修してください。
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英米学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

教職に関する科目

４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

教　

職　

に　

関　

す　

る　

科　

目

 教 育 実 習 指 導 �
 教職実践演習（中・高） �
 教 育 実 習 �
 教 育 実 習 �

 英語科教育法Ｃ �
 英語科教育法Ｄ �
 生 徒 指 導 研 究 �
 教 育 相 談 �

 英語科教育法Ａ �
（教育課程研究を含む）
 英語科教育法Ｂ �
 道 徳 教 育 研 究 �
 教 育 方 法 論 �
 特 別 活 動 研 究 �

 教 職 論 �
 教 育 原 論 Ａ �
 教 育 原 論 Ｂ �
 教 育 心 理 学 �

必　
　
　
　
　

修

 教 職 研 究 Ⅱ �
 人権・同和教育 �

 教職研究Ⅰ（授業研究） �選　

択

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　　２．その他履修方法の詳細については、「教職課程履修に関する規程」「司書及び司書教諭課程の履修に関する規程」「レクリエーション・

インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格養成課程の履修に関する規程」等を熟読の
うえ、間違いのないように履修してください。

レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格に関する科目

ダンスムーブメント
指導員（受験資格）

（障害者）初級スポーツ
指導員　　　　　　　

レクリエーション・
インストラクター　

資　格
科目名（単位）

２レ ク リ エ ー シ ョ ン 概 論 　  �     
　

２障 害 者 ス ポ ー ツ 特 講 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ａ 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ｂ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅰ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅱ 　  �     
　

２ダ ン ス 　  �     
　

１障 害 者 ス ポ ー ツ 実 技 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 習 　  �     
　

２単位以上３単位以上６単位以上必要単位数合計

いずれかいずれか１１

司書に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司　
書　
に　
関　
す　
る　
科　
目

２８単位

２６単位１０単位

 図書館制度・経営論 �　
 情報サービス論 �　
 情報サービス演習 　　
 （レファレンスサービス） �　
 読書と豊かな人間性 �　
 図書館情報技術論 �　

 情報資源組織論 �　
 情報資源組織演習Ａ �　
 情報資源組織演習Ｂ �　
 図書館情報資源概論 �　
 情報サービス演習（情報検索） �　

１０単位

 生 涯 学 習 概 論 �　
 図 書 館 概 論 �　
 図書館サービス概論 �　

６単位

甲
群
（
必
修
）

２科目
２単位

 図 書 館 実 習 �　 図書館情報資源特論 �　
 図 書 館 施 設 論 �　

 図書館サービス特論 �　 図書・図書館史 �　乙
群（
選
択
）

司書教諭に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司
書
教
諭
に
関
す
る
科
目

１６単位

　情報メディアの活用　�　
　読書と豊かな人間性　�　
　学習指導と学校図書館　�　

　学校経営と学校図書館　�　
 ☆情 報資源組織論　�　
　

☆情報資源組織演習Ａ　�　
☆情報資源組織演習Ｂ　�　
☆図書館情報資源概論　�　

必　

修

☆印の科目は、「司書に関する科目」

★

★印の科目は、「司書教諭に関する科目」

平成25（’13）年度入学生
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東アジア学科授業科目一覧
平成２４（’１２）年度入学生

（主に中国語関連科目を履修する学生）

〈別表Ⅷ－１〉

平成25（’13）年度入学生
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東アジア学科授業科目一覧（主に中国語関連科目を履修する学生）
平成２４（’１２）年度入学生 ＜別表Ⅷ－１＞

卒業に必要な単位
応用科目（３・４年次）発展科目（２年次）基礎科目（１年次）必

修
選
択
別

群
（分野） 科　　目（単位）科　　目（単位）科　　目（単位）

ＡＩ
群

計
４６単位

３０単位

放送中国語聞き取り　�
中国語聞き取り演習　�
中国語スピーチ　�
中国語スピーチ演習　�
中国語作文Ⅱ　�
中国語作文演習　�
中国語翻訳演習　�
中国語総合演習　�

８単位

中国語聞き取りⅡ　�
生活中国語聞き取り　�
中国語生活会話Ⅱ　�
中国語会話表現　�
中国語短文読解Ⅱ　�
中国語長文読解　�
中国語翻訳入門　�
中国語翻訳　�
中国語作文入門　�
中国語作文Ⅰ　�

１０単位

中国語発音入門　�
中国語聞き取りⅠ　�
中国語会話入門　�
中国語生活会話Ⅰ　�
中国語読解入門　�
中国語短文読解Ⅰ　�
韓国語発音入門　�
韓国語聞き取りⅠ　�
韓国語会話入門　�
韓国語生活会話Ⅰ　�
韓国語読解入門　�
韓国語短文読解Ⅰ　�

１２単位

必　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

修　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
実
務
語
学
・
語
学
・
文
学

Ａ　
　

Ⅰ　
　

群　
　

科　
　

目　
　
（　
　

言　
　

語　
　

と　
　

文　
　

学　
　

）

１６　
単位

４　
単位

専門演習Ⅰ（中国）　�

４単位

８　
単位

中国語学概論Ⅰ　�
中国語学概論Ⅱ　�
中国文学概論Ⅰ　�
中国文学概論Ⅱ　�

８単位

４　
単位

※４年次開設
中国語ディスカッション演習Ⅰ　�
中国語ディスカッション演習Ⅱ　�
中国語文章表現Ⅰ　�
中国語文章表現Ⅱ　�

韓国語史Ⅰ　�
韓国語史Ⅱ　�
韓国語音韻学Ⅰ　�
韓国語音韻学Ⅱ　�
韓国語方言学Ⅰ　�
韓国語方言学Ⅱ　�
韓国語文法論Ⅰ　�
韓国語文法論Ⅱ　�
日朝対照言語学Ⅰ　�
日朝対照言語学Ⅱ　�
韓国古典講読Ⅰ　�
韓国古典講読Ⅱ　�
韓国語文献講読Ⅰ　�
韓国語文献講読Ⅱ　�
韓国現代文学講読Ⅰ　�
韓国現代文学講読Ⅱ　�

中国文字史　�
中国語史　�
中国語方言学　�
中国語音韻学　�
中国語文法論　�
日中対照言語学　�
中国文学史Ⅰ　�
中国文学史Ⅱ　�
中国古典講読Ⅰ　�
中国古典講読Ⅱ　�
中国現代文学講読Ⅰ　�
中国現代文学講読Ⅱ　�
時事中国語基礎　�
時事中国語講読　�
中国語通訳　�
中国語通訳演習　�
放送韓国語聞き取り　�
韓国語聞き取り演習　�
韓国語スピーチ　�
韓国語スピーチ演習　�
韓国語作文Ⅱ　�
韓国語作文演習　�
韓国語通訳　�
韓国語通訳演習　�
韓国語総合演習　�
韓国語翻訳演習　�

中国語基礎文法Ⅰ　�
中国語基礎文法Ⅱ　�
韓国語学概論Ⅰ　�
韓国語学概論Ⅱ　�
韓国文学概論Ⅰ　�
韓国文学概論Ⅱ　�
韓国語聞き取りⅡ　�
生活韓国語聞き取り　�
韓国語生活会話Ⅱ　�
韓国語会話表現　�
韓国語短文読解Ⅱ　�
韓国語翻訳入門　�
韓国語翻訳　�
韓国語長文読解　�
韓国語作文入門　�
韓国語作文Ⅰ　�
現代韓国語概説Ⅰ　�
現代韓国語概説Ⅱ　�
リスニングⅠ（英語）　�
リスニングⅡ（英語）　�
ライティングⅠ（英語）　�
ライティングⅡ（英語）　�
中国海外研修Ⅰ　�
中国海外研修Ⅱ　�
韓国海外研修Ⅰ　�

言語学概論Ⅰ　�
言語学概論Ⅱ　�

選　
　

択　
　

必　
　

修

※４年次開設
専門演習Ⅱ（中国）　�
卒業論文（中国）　�

時事英語Ⅰ　�
時事英語Ⅱ　�
ビジネス英語Ⅰ　�
ビジネス英語Ⅱ　�

スピーキングⅠ（英語）　�
スピーキングⅡ（英語）　�
リーディングⅠ（英語）　�
リーディングⅡ（英語）　�

選　
　
　

択　

ＡⅡ
群

計
１６単位

８単位

東アジア思想概論Ⅰ　�
東アジア思想概論Ⅱ　�

４単位

韓国概説　�
中国概説　�

４単位

必　
修

地
域
文
化
研
究
・
国
際
理
解

（
エ
リ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
）

Ａ
Ⅱ
群
科
目

８単位

現代韓国の政治　�
現代韓国と世界　�
現代中国の政治　�
現代中国と世界　�
北朝鮮事情　�

中国近代史　�
中国現代史　�
韓国史　�
韓国異文化理解Ⅰ　�
韓国異文化理解Ⅱ　�
中国異文化理解Ⅰ　�
中国異文化理解Ⅱ　�

文化人類学Ⅰ　�
文化人類学Ⅱ　�選　

択　
必　
修

ＡⅢ
群

計
８単位

８単位

日本語と社会Ⅰ　�
日本語と社会Ⅱ　�
日本近代文学Ⅰ　�
日本近代文学Ⅱ　�
日本古典文学Ⅰ　�
日本古典文学Ⅱ　�

日本語学概論Ⅰ　�
日本語学概論Ⅱ　�
日本近代史Ⅰ　�
日本近代史Ⅱ　�
日本文学講読Ⅰ　�
日本文学講読Ⅱ　�
日本文学講読Ⅲ　�
日本文学講読Ⅳ　�

日本文化概論Ⅰ　�
日本文化概論Ⅱ　�
日本語文章表現Ⅰ　�
日本語文章表現Ⅱ　�
日本語教育Ⅰ　�
日本語教育Ⅱ　�

選　

択　

必　

修

日
本
語
・
日
本
文
学
・
日
本
事
情

（
日
本
研
究
）

Ａ
Ⅲ
群
科
目

日本語教授法Ⅰ　�　�
日本語教授法Ⅱ　�　�
日本語教育演習（実習含む）　�　�

日本語音声学　�　�
日本語文法論　�　�

選　
択

日本事情特講　�情報処理演習Ⅱ　�
情報処理演習Ⅲ　�

情報処理入門　�
情報処理演習Ⅰ　�

選
択

Ａ　　群
共通科目

平成25（’13）年度入学生
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Ｂ
・
Ｃ
群
等

計
２２単位

４単位

国際社会と日本Ⅰ　�
国際社会と日本Ⅱ　�

４単位

必　
　

修
Ｂ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

群

Ｂ　
　

・　
　

Ｃ　
　

群　
　

等　
　

科　
　

目

８単位

Ｂ３

現代教育論Ⅰ　�
現代教育論Ⅱ　�
部落解放論Ⅰ　�
部落解放論Ⅱ　�
国際経済論Ⅰ　�
国際経済論Ⅱ　�

Ｂ２

国際法入門Ⅰ　�
国際法入門Ⅱ　�
国際機構論Ⅰ　�
国際機構論Ⅱ　�
日本経済論Ⅰ　�
日本経済論Ⅱ　�
人権論Ⅰ　�
人権論Ⅱ　�

Ｂ１

法学　�
日本国憲法　�
経済学Ⅰ　�
経済学Ⅱ　�
日本史概論Ⅰ　�
日本史概論Ⅱ　�
西洋史概論Ⅰ　�
西洋史概論Ⅱ　�
政治学Ⅰ　�
政治学Ⅱ　�
社会学Ⅰ　�
社会学Ⅱ　�

選　
　

択　
　

必　
　

修

８単位

Ｃ３

環境論ⅡＡ（環境と人間社会）　�
環境論ⅡＢ（環境と人間社会）　�

Ｃ２

環境論ⅠＡ（自然環境）　�
環境論ⅠＢ（自然環境）　�

Ｃ１

心理学Ⅰ　�
心理学Ⅱ　�
自然科学と人間ⅠＡ（物理学）　�
自然科学と人間ⅠＢ（物理学）　�
自然科学と人間ⅡＡ（化学）　�
自然科学と人間ⅡＢ（化学）　�
自然科学と人間ⅢＡ（生物学）　�
自然科学と人間ⅢＢ（生物学）　�
自然科学と人間ⅣＡ（数学）　�
自然科学と人間ⅣＢ（数学）　�

Ｃ　
　
　
　

群

ドイツ語ⅠＡ　�
ドイツ語ⅠＢ　�
ドイツ語ⅡＡ　�
ドイツ語ⅡＢ　�
フランス語ⅠＡ　�
フランス語ⅠＢ　�
フランス語ⅡＡ　�
フランス語ⅡＢ　�
スペイン語ⅠＡ　�
スペイン語ⅠＢ　�
スペイン語ⅡＡ　�
スペイン語ⅡＢ　�
ロシア語ⅠＡ　�
ロシア語ⅠＢ　�
ロシア語ⅡＡ　�
ロシア語ⅡＢ　�

選　
　
　
　
　
　
　
　

択

外　
　

国　
　

語　
　

科　
　

目

２単位

健康科学Ａ（講義）　�
健康科学ＢⅠ（実技）　�
健康科学ＢⅡ（実技）　�

２単位

選　
択　
必　
修

保　
健　
体　
育

日本事情ⅠＡ　�　　　※Ｂ１群の科目２単位として振り替えることができる。
日本事情ⅠＢ　�　　　※Ｂ１群の科目２単位として振り替えることができる。
日本事情ⅡＡ　�　　　※Ｂ２群の科目２単位として振り替えることができる。
日本事情ⅡＢ　�　　　※Ｂ２群の科目２単位として振り替えることができる。
日本事情ⅢＡ　�　　　※Ｃ１群の科目２単位として振り替えることができる。
日本事情ⅢＢ　�　　　※Ｃ１群の科目２単位として振り替えることができる。

選　
　
　
　
　

択

留
学
生
対
象
科
目

日本語ⅢＡ　�
日本語ⅢＢ　�
日本語ⅣＡ　�
日本語ⅣＢ　�

日本語ⅠＡ　�
日本語ⅠＢ　�
日本語ⅡＡ　�
日本語ⅡＢ　�

※自由選択科目

日本文化演習ⅠＡ　�
日本文化演習ⅠＢ　�
日本文化演習ⅡＡ　�
日本文化演習ⅡＢ　�

キャリアデザイン論Ⅲ　�キャリアデザイン論Ⅱ　�キャリアデザイン論Ⅰ　�
選
択Ｄ群科目

３２単位その他すべての科目の中から自由選択科目

１２４単位Ａ群科目（７０単位）＋Ｂ・Ｃ群科目・外国語科目および保健体育（２２単位）＋自由選択科目（３２単位）合　　　　計

東アジア学科授業科目一覧（主に中国語関連科目を履修する学生）　続き
平成２４（’１２）年度入学生

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　２．○印の授業科目は、日本語教員養成課程の履修許可者のみを受講対象とする科目です。
　　３．その他履修方法の詳細については、「授業科目履修規程」「教職課程履修に関する規程」等を熟読のうえ、間違いのないように履修して

ください。

　※外国語科目として振り替えることができる。

平成25（’13）年度入学生
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東アジア学科授業科目一覧（主に中国語関連科目を履修する学生）　続き
平成２４（’１２）年度入学生

教職に関する科目

４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

教　

職　

に　

関　

す　

る　

科　

目

 教 育 実 習 指 導 �
 教職実践演習（中・高） �
 教 育 実 習 �

 中国語科教育法Ａ �
（教育課程研究を含む）
 中国語科教育法Ｃ �
 生 徒 指 導 研 究 �
 教 育 相 談 �

 教 育 方 法 論 �
 特 別 活 動 研 究 �

 教 職 論 �
 教 育 原 論 Ａ �
 教 育 原 論 Ｂ �
 教 育 心 理 学 �

必　
　
　
　
　

修

 教 職 研 究 Ⅱ �
 人 権・同和教育 �

 教職研究Ⅰ（授業研究） �選　

択

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　　２．その他履修方法の詳細については、「教職課程履修に関する規程」「司書及び司書教諭課程の履修に関する規程」「レクリエーション・

インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格養成課程の履修に関する規程」等を熟読の
うえ、間違いのないように履修してください。

レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格に関する科目

ダンスムーブメント
指導員（受験資格）

（障害者）初級スポーツ
指導員　　　　　　　

レクリエーション・
インストラクター　

資　格
科目名（単位）

２レ ク リ エ ー シ ョ ン 概 論 　  �     
　

２障 害 者 ス ポ ー ツ 特 講 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ａ 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ｂ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅰ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅱ 　  �     
　

２ダ ン ス 　  �     
　

１障 害 者 ス ポ ー ツ 実 技 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 習 　  �     
　

２単位以上３単位以上６単位以上必要単位数合計

いずれかいずれか１１

司書に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司　
書　
に　
関　
す　
る　
科　
目

２８単位

２６単位１０単位

 図書館制度・経営論 �　
 情報サービス論 �　
 情報サービス演習 　　
 （レファレンスサービス） �　
 読書と豊かな人間性 �　
 図書館情報技術論 �　

 情報資源組織論 �　
 情報資源組織演習Ａ �　
 情報資源組織演習Ｂ �　
 図書館情報資源概論 �　
 情報サービス演習（情報検索） �　

１０単位

 生 涯 学 習 概 論 �　
 図 書 館 概 論 �　
 図書館サービス概論 �　

６単位

甲
群
（
必
修
）

２科目
２単位

 図 書 館 実 習 �　 図書館情報資源特論 �　
 図 書 館 施 設 論 �　

 図書館サービス特論 �　 図書・図書館史 �　乙
群（
選
択
）

司書教諭に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司
書
教
諭
に
関
す
る
科
目

１６単位

　情報メディアの活用　�　
　読書と豊かな人間性　�　
　学習指導と学校図書館　�　

　学校経営と学校図書館　�　
 ☆情 報資源組織論　�　
　

☆情報資源組織演習Ａ　�　
☆情報資源組織演習Ｂ　�　
☆図書館情報資源概論　�　

必　

修

☆印の科目は、「司書に関する科目」

★

★印の科目は、「司書教諭に関する科目」

平成25（’13）年度入学生
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東アジア学科授業科目一覧
平成２４（’１２）年度入学生

（主に韓国語関連科目を履修する学生）

〈別表Ⅷ－２〉

平成25（’13）年度入学生
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東アジア学科授業科目一覧（主に韓国語関連科目を履修する学生）
平成２４（’１２）年度入学生 ＜別表Ⅷ－２＞

卒業に必要な単位
応用科目（３・４年次）発展科目（２年次）基礎科目（１年次）必

修
選
択
別

群
（分野） 科　　目（単位）科　　目（単位）科　　目（単位）

ＡＩ
群

計
４６単位

３０単位

放送韓国語聞き取り　�
韓国語聞き取り演習　�
韓国語スピーチ　�
韓国語スピーチ演習　�
韓国語作文Ⅱ　�
韓国語作文演習　�
韓国語総合演習　�
韓国語翻訳演習　�

８単位

韓国語聞き取りⅡ　�
生活韓国語聞き取り　�
韓国語生活会話Ⅱ　�
韓国語会話表現　�
韓国語短文読解Ⅱ　�
韓国語翻訳入門　�
韓国語翻訳　�
韓国語長文読解　�
韓国語作文入門　�
韓国語作文Ⅰ　�

１０単位

韓国語発音入門　�
韓国語聞き取りⅠ　�
韓国語会話入門　�
韓国語生活会話Ⅰ　�
韓国語読解入門　�
韓国語短文読解Ⅰ　�
中国語発音入門　�
中国語聞き取りⅠ　�
中国語会話入門　�
中国語生活会話Ⅰ　�
中国語読解入門　�
中国語短文読解Ⅰ　�

１２単位

必　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

修　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
実
務
語
学
・
語
学
・
文
学

Ａ　
　

Ⅰ　
　

群　
　

科　
　

目　
　
（　
　

言　
　

語　
　

と　
　

文　
　

学　
　

）

１６　
単位

４　
単位

専門演習Ⅰ（韓国）　�

４単位

８　
単位

韓国語学概論Ⅰ　�
韓国語学概論Ⅱ　�
韓国文学概論Ⅰ　�
韓国文学概論Ⅱ　�

８単位

４　
単位

※４年次開設

中国語ディスカッション演習Ⅰ　�
中国語ディスカッション演習Ⅱ　�
中国語文章表現Ⅰ　�
中国語文章表現Ⅱ　�

中国文字史　�
中国語史　�
中国語方言学　�
中国語音韻学　�
中国語文法論　�
日中対照言語学　�
中国文学史Ⅰ　�
中国文学史Ⅱ　�
中国古典講読Ⅰ　�
中国古典講読Ⅱ　�
中国現代文学講読Ⅰ　�
中国現代文学講読Ⅱ　�
時事中国語基礎　�
時事中国語講読　�

韓国語史Ⅰ　�
韓国語史Ⅱ　�
韓国語音韻学Ⅰ　�
韓国語音韻学Ⅱ　�
韓国語方言学Ⅰ　�
韓国語方言学Ⅱ　�
韓国語文法論Ⅰ　�
韓国語文法論Ⅱ　�
日朝対照言語学Ⅰ　�
日朝対照言語学Ⅱ　�
韓国古典講読Ⅰ　�
韓国古典講読Ⅱ　�
韓国語文献講読Ⅰ　�
韓国語文献講読Ⅱ　�
韓国現代文学講読Ⅰ　�
韓国現代文学講読Ⅱ　�
韓国語通訳　�
韓国語通訳演習　�
放送中国語聞き取り　�
中国語聞き取り演習　�
中国語スピーチ　�
中国語スピーチ演習　�
中国語作文Ⅱ　�
中国語作文演習　�
中国語通訳　�
中国語通訳演習　�
中国語翻訳演習　�
中国語総合演習　�

現代韓国語概説Ⅰ　�
現代韓国語概説Ⅱ　�
中国語学概論Ⅰ　�
中国語学概論Ⅱ　�
中国文学概論Ⅰ　�
中国文学概論Ⅱ　�
中国語聞き取りⅡ　�
生活中国語聞き取り　�
中国語生活会話Ⅱ　�
中国語会話表現　�
中国語短文読解Ⅱ　�
中国語長文読解　�
中国語翻訳入門　�
中国語翻訳　�
中国語作文入門　�
中国語作文Ⅰ　�
中国語基礎文法Ⅰ　�
中国語基礎文法Ⅱ　�
リスニングⅠ（英語）　�
リスニングⅡ（英語）　�
ライティングⅠ（英語）　�
ライティングⅡ（英語）　�
韓国海外研修Ⅰ　�
韓国海外研修Ⅱ　�
中国海外研修Ⅰ　�

言語学概論Ⅰ　�
言語学概論Ⅱ　�

選　
　

択　
　

必　
　

修

※４年次開設
専門演習Ⅱ（韓国）　�
卒業論文（韓国）　�

時事英語Ⅰ　�
時事英語Ⅱ　�
ビジネス英語Ⅰ　�
ビジネス英語Ⅱ　�

スピーキングⅠ（英語）　�
スピーキングⅡ（英語）　�
リーディングⅠ（英語）　�
リーディングⅡ（英語）　�

選　
　

択　

ＡⅡ
群

計
１６単位

８単位

東アジア思想概論Ⅰ　�
東アジア思想概論Ⅱ　�

４単位

韓国概説　�
中国概説　�

４単位

必　

修

地
域
文
化
研
究
・
国
際
理
解

（
エ
リ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
）

Ａ
Ⅱ
群
科
目

８単位

現代韓国の政治　�
現代韓国と世界　�
現代中国の政治　�
現代中国と世界　�
北朝鮮事情　�

中国近代史　�
中国現代史　�
韓国史　�
韓国異文化理解Ⅰ　�
韓国異文化理解Ⅱ　�
中国異文化理解Ⅰ　�
中国異文化理解Ⅱ　�

文化人類学Ⅰ　�
文化人類学Ⅱ　�

選
択
必
修

ＡⅢ
群

計
８単位

８単位

日本語と社会Ⅰ　�
日本語と社会Ⅱ　�
日本近代文学Ⅰ　�
日本近代文学Ⅱ　�
日本古典文学Ⅰ　�
日本古典文学Ⅱ　�

日本語学概論Ⅰ　�
日本語学概論Ⅱ　�
日本近代史Ⅰ　�
日本近代史Ⅱ　�
日本文学講読Ⅰ　�
日本文学講読Ⅱ　�
日本文学講読Ⅲ　�
日本文学講読Ⅳ　�

日本文化概論Ⅰ　�
日本文化概論Ⅱ　�
日本語文章表現Ⅰ　�
日本語文章表現Ⅱ　�
日本語教育Ⅰ　�
日本語教育Ⅱ　�

選
択
必
修

日
本
語
・
日
本
文
学
・
日
本
事
情

（
日
本
研
究
）

Ａ
Ⅲ
群
科
目

日本語教授法Ⅰ　�　�
日本語教授法Ⅱ　�　�
日本語教育演習（実習含む）　�　�

日本語音声学　�　�
日本語文法論　�　�選

択

日本事情特講　�情報処理演習Ⅱ　�
情報処理演習Ⅲ　�

情報処理入門　�
情報処理演習Ⅰ　�

選
択

Ａ　　群
共通科目

平成25（’13）年度入学生
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Ｂ
・
Ｃ
群
等

計
２２単位

４単位

国際社会と日本Ⅰ　�
国際社会と日本Ⅱ　�

４単位

必　

修

Ｂ　
　
　

群

Ｂ　
　

・　
　

Ｃ　
　

群　
　

等　
　

科　
　

目

８単位

Ｂ３

現代教育論Ⅰ　�
現代教育論Ⅱ　�
部落解放論Ⅰ　�
部落解放論Ⅱ　�
国際経済論Ⅰ　�
国際経済論Ⅱ　�

Ｂ２

国際法入門Ⅰ　�
国際法入門Ⅱ　�
国際機構論Ⅰ　�
国際機構論Ⅱ　�
日本経済論Ⅰ　�
日本経済論Ⅱ　�
人権論Ⅰ　�
人権論Ⅱ　�

Ｂ１

法学　�
日本国憲法　�
経済学Ⅰ　�
経済学Ⅱ　�
日本史概論Ⅰ　�
日本史概論Ⅱ　�
西洋史概論Ⅰ　�
西洋史概論Ⅱ　�
政治学Ⅰ　�
政治学Ⅱ　�
社会学Ⅰ　�
社会学Ⅱ　�

選
択
必
修

８単位

Ｃ３

環境論ⅡＡ（環境と人間社会）　�
環境論ⅡＢ（環境と人間社会）　�

Ｃ２

環境論ⅠＡ（自然環境）　�
環境論ⅠＢ（自然環境）　�

Ｃ１

心理学Ⅰ　�
心理学Ⅱ　�
自然科学と人間ⅠＡ（物理学）　�
自然科学と人間ⅠＢ（物理学）　�
自然科学と人間ⅡＡ（化学）　�
自然科学と人間ⅡＢ（化学）　�
自然科学と人間ⅢＡ（生物学）　�
自然科学と人間ⅢＢ（生物学）　�
自然科学と人間ⅣＡ（数学）　�
自然科学と人間ⅣＢ（数学）　�

Ｃ　
　
　

群

ドイツ語ⅠＡ　�
ドイツ語ⅠＢ　�
ドイツ語ⅡＡ　�
ドイツ語ⅡＢ　�
フランス語ⅠＡ　�
フランス語ⅠＢ　�
フランス語ⅡＡ　�
フランス語ⅡＢ　�
スペイン語ⅠＡ　�
スペイン語ⅠＢ　�
スペイン語ⅡＡ　�
スペイン語ⅡＢ　�
ロシア語ⅠＡ　�
ロシア語ⅠＢ　�
ロシア語ⅡＡ　�
ロシア語ⅡＢ　�

選　
　
　
　
　

択

外　

国　

語　

科　

目

２単位

健康科学Ａ（講義）　�
健康科学ＢⅠ（実技）　�
健康科学ＢⅡ（実技）　�

２単位

選
択
必
修

保
健
体
育

日本事情ⅠＡ　�　　　　※Ｂ１群の科目２単位として振り替えることができる。
日本事情ⅠＢ　�　　　　※Ｂ１群の科目２単位として振り替えることができる。
日本事情ⅡＡ　�　　　　※Ｂ２群の科目２単位として振り替えることができる。
日本事情ⅡＢ　�　　　　※Ｂ２群の科目２単位として振り替えることができる。
日本事情ⅢＡ　�　　　　※Ｃ１群の科目２単位として振り替えることができる。
日本事情ⅢＢ　�　　　　※Ｃ１群の科目２単位として振り替えることができる。

選　
　
　
　
　

択

留
学
生
対
象
科
目

日本語ⅢＡ　�
日本語ⅢＢ　�
日本語ⅣＡ　�
日本語ⅣＢ　�

日本語ⅠＡ　�
日本語ⅠＢ　�
日本語ⅡＡ　�
日本語ⅡＢ　�

※自由選択科目

日本文化演習ⅠＡ　�
日本文化演習ⅠＢ　�
日本文化演習ⅡＡ　�
日本文化演習ⅡＢ　�

キャリアデザイン論Ⅲ　�キャリアデザイン論Ⅱ　�キャリアデザイン論Ⅰ　�
選
択Ｄ群科目

３２単位その他すべての科目の中から自由選択科目

１２４単位Ａ群科目（７０単位）＋Ｂ・Ｃ群科目・外国語科目および保健体育（２２単位）＋自由選択科目（３２単位）合　　　　計

東アジア学科授業科目一覧（主に韓国語関連科目を履修する学生）　続き
平成２４（’１２）年度入学生

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　２．○印の授業科目は、日本語教員養成課程の履修許可者のみを受講対象とする科目です。
　　３．その他履修方法の詳細については、「授業科目履修規程」「教職課程履修に関する規程」等を熟読のうえ、間違いのないように履修して

ください。

　※外国語科目として振り替えることができる。

平成25（’13）年度入学生
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東アジア学科授業科目一覧（主に韓国語関連科目を履修する学生）　続き
平成２４（’１２）年度入学生

教職に関する科目

４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

教　

職　

に　

関　

す　

る　

科　

目

 教 育 実 習 指 導 �
 教職実践演習（中・高） �
 教 育 実 習 �

 韓国語科教育法Ａ �
（教育課程研究を含む）
 韓国語科教育法Ｃ �
 生 徒 指 導 研 究 �
 教 育 相 談 �

 教 育 方 法 論 �
 特 別 活 動 研 究 �

 教 職 論 �
 教 育 原 論 Ａ �
 教 育 原 論 Ｂ �
 教 育 心 理 学 �

必　
　
　
　
　

修

 教 職 研 究 Ⅱ �
 人 権・同和教育 �

 教職研究Ⅰ（授業研究） �選　

択

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　　２．その他履修方法の詳細については、「教職課程履修に関する規程」「司書及び司書教諭課程の履修に関する規程」「レクリエーション・

インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格養成課程の履修に関する規程」等を熟読の
うえ、間違いのないように履修してください。

レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格に関する科目

ダンスムーブメント
指導員（受験資格）

（障害者）初級スポーツ
指導員　　　　　　　

レクリエーション・
インストラクター　

資　格
科目名（単位）

２レ ク リ エ ー シ ョ ン 概 論 　  �     
　

２障 害 者 ス ポ ー ツ 特 講 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ａ 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ｂ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅰ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅱ 　  �     
　

２ダ ン ス 　  �     
　

１障 害 者 ス ポ ー ツ 実 技 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 習 　  �     
　

２単位以上３単位以上６単位以上必要単位数合計

いずれかいずれか１１

司書に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司　
書　
に　
関　
す　
る　
科　
目

２８単位

２６単位１０単位

 図書館制度・経営論 �　
 情報サービス論 �　
 情報サービス演習 　　
 （レファレンスサービス） �　
 読書と豊かな人間性 �　
 図書館情報技術論 �　

 情報資源組織論 �　
 情報資源組織演習Ａ �　
 情報資源組織演習Ｂ �　
 図書館情報資源概論 �　
 情報サービス演習（情報検索） �　

１０単位

 生 涯 学 習 概 論 �　
 図 書 館 概 論 �　
 図書館サービス概論 �　

６単位

甲
群
（
必
修
）

２科目
２単位

 図 書 館 実 習 �　 図書館情報資源特論 �　
 図 書 館 施 設 論 �　

 図書館サービス特論 �　 図書・図書館史 �　乙
群（
選
択
）

司書教諭に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司
書
教
諭
に
関
す
る
科
目

１６単位

　情報メディアの活用　�　
　読書と豊かな人間性　�　
　学習指導と学校図書館　�　

　学校経営と学校図書館　�　
 ☆情 報資源組織論　�　
　

☆情報資源組織演習Ａ　�　
☆情報資源組織演習Ｂ　�　
☆図書館情報資源概論　�　

必　

修

☆印の科目は、「司書に関する科目」

★

★印の科目は、「司書教諭に関する科目」

平成25（’13）年度入学生
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第一部社会福祉学科授業科目一覧
平成２４（’１２）年度入学生

〈別表Ⅸ〉

平成25（’13）年度入学生
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２０単位

倫理学概論Ⅰ　�
倫理学概論Ⅱ　�
現代教育論Ⅰ　�
現代教育論Ⅱ　�
文化人類学Ⅰ　�
文化人類学Ⅱ　�
地域社会学Ⅰ　�
地域社会学Ⅱ　�
情報メディア論Ⅰ　�
情報メディア論Ⅱ　�
労働法　�
水俣学　�
環境論ⅡＡ（環境と人間社会）　�
環境論ⅡＢ（環境と人間社会）　�

４単位

社会心理学Ⅰ　�
社会心理学Ⅱ　�
言語と文化Ⅰ　�
言語と文化Ⅱ　�
日本史概論Ⅰ　�
日本史概論Ⅱ　�
哲学概論Ⅰ　�
哲学概論Ⅱ　�
西洋史概論Ⅰ　�
西洋史概論Ⅱ　�
社会福祉発達史Ⅰ　�
社会福祉発達史Ⅱ　�
ハンセン病講義　�
環境論ⅠＡ（自然環境）　�
環境論ⅠＢ（自然環境）　�
自然科学と人間ⅢＡ（生物学）　�
自然科学と人間ⅢＢ（生物学）　�

部落解放論Ⅰ　�
部落解放論Ⅱ　�
文章論（作文、レポート、論文、新聞）　�
地理学概論Ⅰ　�
地理学概論Ⅱ　�
経済学Ⅰ　�
経済学Ⅱ（国際経済を含む）　�
政治学Ⅰ　�
政治学Ⅱ（国際政治を含む）　�
社会学概論Ⅰ　�
社会学概論Ⅱ　�
心理学Ⅰ　�
心理学Ⅱ　�
自然科学と人間ⅠＡ（物理学）　�
自然科学と人間ⅠＢ（物理学）　�
自然科学と人間ⅡＡ（化学）　�
自然科学と人間ⅡＢ（化学）　�

選　
　

択　
　

必　
　

修

Ｂ　
　

・　
　

Ｃ　
　

群

Ｂ　
　
　

・　
　
　

Ｃ　
　
　

群　
　
　

等　
　
　

科　
　
　

目

キャリアデザイン論Ⅲ　�キャリアデザイン論Ⅱ　�キャリアデザイン論Ⅰ　�選
択

Ｄ
群

４単位

英語ⅠＡ　�
英語ⅠＢ　�
英語ⅡＡ　�
英語ⅡＢ　�
ドイツ語ⅠＡ　�
ドイツ語ⅠＢ　�
ドイツ語ⅡＡ　�
ドイツ語ⅡＢ　�
フランス語ⅠＡ　�
フランス語ⅠＢ　�
フランス語ⅡＡ　�
フランス語ⅡＢ　�
中国語ⅠＡ　�
中国語ⅠＢ　�
中国語ⅡＡ　�
中国語ⅡＢ　�
ロシア語ⅠＡ　�
ロシア語ⅠＢ　�
ロシア語ⅡＡ　�
ロシア語ⅡＢ　�
スペイン語ⅠＡ　�
スペイン語ⅠＢ　�
スペイン語ⅡＡ　�
スペイン語ⅡＢ　�
韓国語ⅠＡ　�
韓国語ⅠＢ　�
韓国語ⅡＡ　�
韓国語ⅡＢ　�
※いずれか１外国語 ４単位

選　
　
　

択　
　
　

必　
　
　

修

外　
　
　

国　
　
　

語　
　
　

科　
　
　

目

英語ⅢＡ　�
英語ⅢＢ　�
英語ⅣＡ　�
英語ⅣＢ　�
ドイツ語ⅢＡ　�
ドイツ語ⅢＢ　�
ドイツ語ⅣＡ　�
ドイツ語ⅣＢ　�
フランス語ⅢＡ　�
フランス語ⅢＢ　�
フランス語ⅣＡ　�
フランス語ⅣＢ　�
中国語ⅢＡ　�
中国語ⅢＢ　�
中国語ⅣＡ　�
中国語ⅣＢ　�
ロシア語ⅢＡ　�
ロシア語ⅢＢ　�
ロシア語ⅣＡ　�
ロシア語ⅣＢ　�
スペイン語ⅢＡ　�
スペイン語ⅢＢ　�
スペイン語ⅣＡ　�
スペイン語ⅣＢ　�
韓国語ⅢＡ　�
韓国語ⅢＢ　�
韓国語ⅣＡ　�
韓国語ⅣＢ　�

選　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

択

２単位

健康科学Ａ（講義）　�
健康科学ＢⅠ（実技）　�
健康科学ＢⅡ（実技）　�

２単位

選
択
必
修

保
健
体
育

日本語ⅢＡ　�
日本語ⅢＢ　�
日本語ⅣＡ　�
日本語ⅣＢ　�

日本語ⅠＡ　�
日本語ⅠＢ　�
日本語ⅡＡ　�
日本語ⅡＢ　�

選
択

留
学
生
対
象
科
目

日本事情ⅠＡ　�
日本事情ⅠＢ　�
日本事情ⅡＡ　�
日本事情ⅡＢ　�
日本事情ⅢＡ　�
日本事情ⅢＢ　�
日本文化演習ⅠＡ　�
日本文化演習ⅠＢ　�
日本文化演習ⅡＡ　�
日本文化演習ⅡＢ　�

３８単位その他すべての科目の中から自由選択科目
１２４単位Ａ群科目（６０単位）＋Ｂ・Ｃ群科目・外国語科目および保健体育（２６単位）＋自由選択科目（３８単位）合　　　　計

第一部社会福祉学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　２．○印の授業科目は、介護福祉士養成課程の履修許可者のみ、△印の授業科目は、社会福祉士養成課程の履修許可者のみを対象とした科

目です。また、▲印の授業科目は、精神保健福祉士試験受験資格の取得に必要な実習等の科目履修を許可された者のみを対象とした科
目です。

　　３．その他、履修方法の詳細については、「授業科目履修規程」「教職課程履修に関する規程」「介護福祉士養成課程履修に関する規程」
「社会福祉士養成課程履修に関する規程」等を熟読のうえ、間違いのないように履修してください。

　※外国語科目として振り替えることができる。

※Ｂ・Ｃ群の科目として振り替えることができる。

１６単位

※自由選択科目

平成25（’13）年度入学生
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第一部社会福祉学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

教職に関する科目

４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

教　

職　

に　

関　

す　

る　

科　

目
２５単位

 教 育 実 習 指 導 �
 教職実践演習（中・高） �
 教 育 実 習 �

 福祉科教育法Ｂ �
 生 徒 指 導 研 究 �
 教 育 相 談 �

 福祉科教育法Ａ �
（教育課程研究を含む）
 教 育 方 法 論 �
 特 別 活 動 研 究 �

 教 職 論 �
 教 育 原 論 Ａ �
 教 育 原 論 Ｂ �
 教 育 心 理 学 �

必　
　
　
　
　

修

 教 職 研 究 Ⅱ �
 人権・同和教育 �

 教職研究Ⅰ（授業研究） �選　

択

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　　２．その他履修方法の詳細については、「教職課程履修に関する規程」「司書及び司書教諭課程の履修に関する規程」「レクリエーション・

インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格養成課程の履修に関する規程」等を熟読の
うえ、間違いのないように履修してください。

レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格に関する科目

ダンスムーブメント
指導員（受験資格）

（障害者）初級スポーツ
指導員　　　　　　　

レクリエーション・
インストラクター　

資　格
科目名（単位）

２レ ク リ エ ー シ ョ ン 概 論 　  �     
　

２障 害 者 ス ポ ー ツ 特 講 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ａ 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ｂ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅰ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅱ 　  �     
　

２ダ ン ス 　  �     
　

１障 害 者 ス ポ ー ツ 実 技 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 習 　  �     
　

２単位以上３単位以上６単位以上必要単位数合計

いずれかいずれか１１

司書に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司　
書　
に　
関　
す　
る　
科　
目

２８単位

２６単位１０単位

 図書館制度・経営論 �　
 情報サービス論 �　
 情報サービス演習 　　
 （レファレンスサービス） �　
 読書と豊かな人間性 �　
 図書館情報技術論 �　

 情報資源組織論 �　
 情報資源組織演習Ａ �　
 情報資源組織演習Ｂ �　
 図書館情報資源概論 �　
 情報サービス演習（情報検索） �　

１０単位

 生 涯 学 習 概 論 �　
 図 書 館 概 論 �　
 図書館サービス概論 �　

６単位

甲
群
（
必
修
）

２科目
２単位

 図 書 館 実 習 �　 図書館情報資源特論 �　
 図 書 館 施 設 論 �　

 図書館サービス特論 �　 図書・図書館史 �　乙
群（
選
択
）

司書教諭に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司
書
教
諭
に
関
す
る
科
目

１６単位

　情報メディアの活用　�　
　読書と豊かな人間性　�　
　学習指導と学校図書館　�　

　学校経営と学校図書館　�　
 ☆情 報資源組織論　�　
　

☆情報資源組織演習Ａ　�　
☆情報資源組織演習Ｂ　�　
☆図書館情報資源概論　�　

必　

修

☆印の科目は、「司書に関する科目」

★

★印の科目は、「司書教諭に関する科目」

平成25（’13）年度入学生
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第二部社会福祉学科授業科目一覧
平成２４（’１２）年度入学生

〈別表Ⅹ〉

平成25（’13）年度入学生
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２０単位

Ｂ３

倫理学概論Ⅰ　�
倫理学概論Ⅱ　�
現代教育論Ⅰ　�
現代教育論Ⅱ　�
文化人類学Ⅰ　�
文化人類学Ⅱ　�

Ｂ２

社会心理学Ⅰ　�
社会心理学Ⅱ　�
言語と文化Ⅰ　�
言語と文化Ⅱ　�
日本史概論Ⅰ　�
日本史概論Ⅱ　�

４単位

Ｂ１

部落解放論Ⅰ　�
部落解放論Ⅱ　�
文章論（作文、レポート、論文、新聞）　�
地理学概論Ⅰ　�
地理学概論Ⅱ　�

４単位

選
択
必
修

Ｂ　
　
　

群

Ｂ　
　

・　
　

Ｃ　
　

群　
　

等　
　

科　
　

目

Ｃ３

環境論ⅡＡ（環境と人間社会）　�
環境論ⅡＢ（環境と人間社会）　�

Ｃ２

環境論ⅠＡ（自然環境）　�
環境論ⅠＢ（自然環境）　�
自然科学と人間ⅢＡ（生物学）　�
自然科学と人間ⅢＢ（生物学）　�

Ｃ１

自然科学と人間ⅠＡ（物理学）　�
自然科学と人間ⅠＢ（物理学）　�
自然科学と人間ⅡＡ（化学）　�
自然科学と人間ⅡＢ（化学）　�

Ｃ　
　

群

キャリアデザイン論Ⅲ　�キャリアデザイン論Ⅱ　�キャリアデザイン論Ⅰ　�選
択

Ｄ
群

４単位

英語ⅠＡ　�
英語ⅠＢ　�
英語ⅡＡ　�
英語ⅡＢ　�
ドイツ語ⅠＡ　�
ドイツ語ⅠＢ　�
ドイツ語ⅡＡ　�
ドイツ語ⅡＢ　�
フランス語ⅠＡ　�
フランス語ⅠＢ　�
フランス語ⅡＡ　�
フランス語ⅡＢ　�
中国語ⅠＡ　�
中国語ⅠＢ　�
中国語ⅡＡ　�
中国語ⅡＢ　�
ロシア語ⅠＡ　�
ロシア語ⅠＢ　�
ロシア語ⅡＡ　�
ロシア語ⅡＢ　�
スペイン語ⅠＡ　�
スペイン語ⅠＢ　�
スペイン語ⅡＡ　�
スペイン語ⅡＢ　�
韓国語ⅠＡ　�
韓国語ⅠＢ　�
韓国語ⅡＡ　�
韓国語ⅡＢ　�

※いずれか１外国語 ４単位

選　
　

択　
　

必　
　

修

外　

国　

語　

科　

目

英語ⅢＡ　�
英語ⅢＢ　�
英語ⅣＡ　�
英語ⅣＢ　�
ドイツ語ⅢＡ　�
ドイツ語ⅢＢ　�
ドイツ語ⅣＡ　�
ドイツ語ⅣＢ　�
フランス語ⅢＡ　�
フランス語ⅢＢ　�
フランス語ⅣＡ　�
フランス語ⅣＢ　�
中国語ⅢＡ　�
中国語ⅢＢ　�
中国語ⅣＡ　�
中国語ⅣＢ　�
ロシア語ⅢＡ　�
ロシア語ⅢＢ　�
ロシア語ⅣＡ　�
ロシア語ⅣＢ　�
スペイン語ⅢＡ　�
スペイン語ⅢＢ　�
スペイン語ⅣＡ　�
スペイン語ⅣＢ　�
韓国語ⅢＡ　�
韓国語ⅢＢ　�
韓国語ⅣＡ　�
韓国語ⅣＢ　�

選　
　
　
　
　

択

２単位

健康科学Ａ（講義）　�
健康科学ＢⅠ（実技）　�
健康科学ＢⅡ（実技）　�

２単位

選
択
必
修

保
健
体
育

４５単位その他すべての科目の中から自由選択科目

１２４単位Ａ群科目（５３単位）＋Ｂ・Ｃ群科目・外国語科目および保健体育（２６単位）＋自由選択科目（４５単位）合　　　　計

第二部社会福祉学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　２．△印の授業科目は、社会福祉士養成課程の履修許可者のみを対象とした科目です。
　　３．その他、履修方法の詳細については、「授業科目履修規程」「教職課程履修に関する規程」「社会福祉士養成課程履修に関する規程」等を

熟読のうえ、間違いのないように履修してください。

４単位

８単位

平成25（’13）年度入学生
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第二部社会福祉学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

教職に関する科目

４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

教　

職　

に　

関　

す　

る　

科　

目
２５単位

 教 育 実 習 指 導 �
 教職実践演習（中・高） �
 教 育 実 習 �

 福祉科教育法Ｂ �
 生 徒 指 導 研 究 �
 教 育 相 談 �

 福祉科教育法Ａ �
（教育課程研究を含む）
 教 育 方 法 論 �
 特 別 活 動 研 究 �

 教 職 論 �
 教 育 原 論 Ａ �
 教 育 原 論 Ｂ �
 教 育 心 理 学 �

必　
　
　
　
　

修

 教 職 研 究 Ⅱ �
 人権・同和教育 �

 教職研究Ⅰ（授業研究） �選　

択

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　　２．その他履修方法の詳細については、「教職課程履修に関する規程」「レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指

導員及びダンスムーブメント指導員受験資格養成課程の履修に関する規程」等を熟読のうえ、間違いのないように履修してください。

レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格に関する科目

ダンスムーブメント
指導員（受験資格）

（障害者）初級スポーツ
指導員　　　　　　　

レクリエーション・
インストラクター　

資　格
科目名（単位）

２レ ク リ エ ー シ ョ ン 概 論 　  �     
　

２障 害 者 ス ポ ー ツ 特 講 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ａ 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ｂ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅰ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅱ 　  �     
　

２ダ ン ス 　  �     
　

１障 害 者 ス ポ ー ツ 実 技 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 習 　  �     
　

２単位以上３単位以上６単位以上必要単位数合計

いずれかいずれか１１

平成25（’13）年度入学生
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福祉環境学科授業科目一覧
平成２４（’１２）年度入学生

〈別表ⅩⅠ〉

平成25（’13）年度入学生
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１８単位

倫理学概論Ⅰ　�　●
倫理学概論Ⅱ　�　●
政治学Ⅰ　�　●
政治学Ⅱ（国際政治を含む）　�　●
現代教育論Ⅰ　�
現代教育論Ⅱ　�
文化人類学Ⅰ　�
文化人類学Ⅱ　�
部落解放論Ⅰ　�
部落解放論Ⅱ　�
環境論ⅡＡ（環境と人間社会）　�
環境論ⅡＢ（環境と人間社会）　�
情報メディア論Ⅰ　�
情報メディア論Ⅱ　�

西洋史概論Ⅰ　�　●
西洋史概論Ⅱ　�　●
社会心理学Ⅰ　�
社会心理学Ⅱ　�
言語と文化Ⅰ　�
言語と文化Ⅱ　�
環境論ⅠＡ（自然環境）　�
環境論ⅠＢ（自然環境）　�
自然科学と人間ⅢＡ（生物学）　�
自然科学と人間ⅢＢ（生物学）　�

日本史概論Ⅰ　�　●
日本史概論Ⅱ　�　●
文章論（作文、レポート、論文、新聞）　�
地理学概論Ⅰ　�
地理学概論Ⅱ　�
社会学概論Ⅰ　�　●○
社会学概論Ⅱ　�　●
自然科学と人間ⅠＡ（物理学）　�
自然科学と人間ⅠＢ（物理学）　�
自然科学と人間ⅡＡ（化学）　�
自然科学と人間ⅡＢ（化学）　�

選　

択　

必　

修

Ｂ　

・　

Ｃ　

群

Ｂ　
　

・　
　

Ｃ　
　

群　
　

等　
　

科　
　

目

キャリアデザイン論Ⅲ　�キャリアデザイン論Ⅱ　�キャリアデザイン論Ⅰ　�選
択

Ｄ
群

４単位

英語ⅠＡ　�
英語ⅠＢ　�
英語ⅡＡ　�
英語ⅡＢ　�
ドイツ語ⅠＡ　�
ドイツ語ⅠＢ　�
ドイツ語ⅡＡ　�
ドイツ語ⅡＢ　�
フランス語ⅠＡ　�
フランス語ⅠＢ　�
フランス語ⅡＡ　�
フランス語ⅡＢ　�
中国語ⅠＡ　�
中国語ⅠＢ　�
中国語ⅡＡ　�
中国語ⅡＢ　�
ロシア語ⅠＡ　�
ロシア語ⅠＢ　�
ロシア語ⅡＡ　�
ロシア語ⅡＢ　�
スペイン語ⅠＡ　�
スペイン語ⅠＢ　�
スペイン語ⅡＡ　�
スペイン語ⅡＢ　�
韓国語ⅠＡ　�
韓国語ⅠＢ　�
韓国語ⅡＡ　�
韓国語ⅡＢ　�
※いずれか１外国語 ４単位

選　
　

択　
　

必　
　

修

外　
　

国　
　

語　
　

科　
　

目

英語ⅢＡ　�
英語ⅢＢ　�
英語ⅣＡ　�
英語ⅣＢ　�
ドイツ語ⅢＡ　�
ドイツ語ⅢＢ　�
ドイツ語ⅣＡ　�
ドイツ語ⅣＢ　�
フランス語ⅢＡ　�
フランス語ⅢＢ　�
フランス語ⅣＡ　�
フランス語ⅣＢ　�
中国語ⅢＡ　�
中国語ⅢＢ　�
中国語ⅣＡ　�
中国語ⅣＢ　�
ロシア語ⅢＡ　�
ロシア語ⅢＢ　�
ロシア語ⅣＡ　�
ロシア語ⅣＢ　�
スペイン語ⅢＡ　�
スペイン語ⅢＢ　�
スペイン語ⅣＡ　�
スペイン語ⅣＢ　�
韓国語ⅢＡ　�
韓国語ⅢＢ　�
韓国語ⅣＡ　�
韓国語ⅣＢ　�

選　
　
　
　
　

択

２単位

健康科学Ａ（講義）　�
健康科学ＢⅠ（実技）　�
健康科学ＢⅡ（実技）　�

２単位

選
択
必
修

保
健
体
育

日本語ⅢＡ　�
日本語ⅢＢ　�
日本語ⅣＡ　�
日本語ⅣＢ　�

日本語ⅠＡ　�
日本語ⅠＢ　�
日本語ⅡＡ　�
日本語ⅡＢ　�

選　
　
　

択

留
学
生
対
象
科
目

日本事情ⅠＡ　�
日本事情ⅠＢ　�
日本事情ⅡＡ　�
日本事情ⅡＢ　�
日本事情ⅢＡ　�
日本事情ⅢＢ　�
日本文化演習ⅠＡ　�
日本文化演習ⅠＢ　�
日本文化演習ⅡＡ　�
日本文化演習ⅡＢ　�

３１単位その他すべての科目の中から自由選択科目
１２４単位Ａ群科目（６９単位）＋Ｂ・Ｃ群科目・外国語科目および保健体育（２４単位）＋自由選択科目（３１単位）合　　　　計

福祉環境学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　２．△印の授業科目は、社会福祉士養成課程の履修許可者のみを対象とした科目です。また、▲印の授業科目は、精神保健福祉士試験受験

資格の取得に必要な実習等の科目履修を許可された者のみを対象とした科目です。
　　３．その他、履修方法の詳細については、「授業科目履修規程」「教職課程履修に関する規程」「社会福祉士養成課程履修に関する規程」等を

熟読のうえ、間違いのないように履修してください。

１８単位

　※外国語科目として振り替えることができる。

※Ｂ・Ｃ群の科目として振り替えることができる。

※自由選択科目

平成25（’13）年度入学生

※Ｂ・Ｃ群の科目として振り替えることができる。

※自由選択科目
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福祉環境学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

教職に関する科目

４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

教　

職　

に　

関　

す　

る　

科　

目

 教 育 実 習 指 導 �
 教職実践演習（中・高） �
 教 育 実 習 �
 教 育 実 習 �

 社会科教育法Ｃ �
（ 地    理 歴 史 分 野 ）

　

    
　

 社会科教育法Ｄ �
（ 公    民 分 野 ）

　

    
　

 生 徒 指 導 研 究 �
 教 育 相 談 �

 社会科教育法Ａ �
（教育課程研究を含む）
 社会科教育法Ｂ �
 地理歴史科教育法 �
（教育課程研究を含む）
 公 民 科 教 育 法 �
（教育課程研究を含む）
 道 徳 教 育 研 究 �
 教 育 方 法 論 �
 特 別 活 動 研 究 �

 教 職 論 �
 教 育 原 論 Ａ �
 教 育 原 論 Ｂ �
 教 育 心 理 学 �

必　
　
　
　
　

修

 教 職 研 究 Ⅱ �
 人権・同和教育 �

 教職研究Ⅰ（授業研究） �選　

択

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　　２．その他履修方法の詳細については、「教職課程履修に関する規程」「司書及び司書教諭課程の履修に関する規程」「レクリエーション・

インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格養成課程の履修に関する規程」等を熟読の
うえ、間違いのないように履修してください。

レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格に関する科目

ダンスムーブメント
指導員（受験資格）

（障害者）初級スポーツ
指導員　　　　　　　

レクリエーション・
インストラクター　

資　格
科目名（単位）

２レ ク リ エ ー シ ョ ン 概 論 　  �     
　

２障 害 者 ス ポ ー ツ 特 講 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ａ 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ｂ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅰ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅱ 　  �     
　

２ダ ン ス 　  �     
　

１障 害 者 ス ポ ー ツ 実 技 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 習 　  �     
　

２単位以上３単位以上６単位以上必要単位数合計

いずれかいずれか１１

司書に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司　
書　
に　
関　
す　
る　
科　
目

２８単位

２６単位１０単位

 図書館制度・経営論 �　
 情報サービス論 �　
 情報サービス演習 　　
 （レファレンスサービス） �　
 読書と豊かな人間性 �　
 図書館情報技術論 �　

 情報資源組織論 �　
 情報資源組織演習Ａ �　
 情報資源組織演習Ｂ �　
 図書館情報資源概論 �　
 情報サービス演習（情報検索） �　

１０単位

 生 涯 学 習 概 論 �　
 図 書 館 概 論 �　
 図書館サービス概論 �　

６単位

甲
群
（
必
修
）

２科目
２単位

 図 書 館 実 習 �　 図書館情報資源特論 �　
 図 書 館 施 設 論 �　

 図書館サービス特論 �　 図書・図書館史 �　乙
群（
選
択
）

司書教諭に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司
書
教
諭
に
関
す
る
科
目

１６単位

　情報メディアの活用　�　
　読書と豊かな人間性　�　
　学習指導と学校図書館　�　

　学校経営と学校図書館　�　
 ☆情 報資源組織論　�　
　

☆情報資源組織演習Ａ　�　
☆情報資源組織演習Ｂ　�　
☆図書館情報資源概論　�　

必　

修

☆印の科目は、「司書に関する科目」

★

★印の科目は、「司書教諭に関する科目」

平成25（’13）年度入学生
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子ども家庭福祉学科授業科目一覧
平成２４（’１２）年度入学生

〈別表ⅩⅡ〉

平成25（’13）年度入学生
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２０単位

Ｂ３

倫理学概論Ⅰ　�
倫理学概論Ⅱ　�
現代教育論Ⅰ　�
現代教育論Ⅱ　�
文化人類学Ⅰ　�
文化人類学Ⅱ　�
水俣学　�
地域社会学Ⅰ　�
地域社会学Ⅱ　�
社会政策Ⅰ　�
社会政策Ⅱ　�
労働法　�

Ｂ２

社会心理学Ⅰ　�
社会心理学Ⅱ　�
言語と文化Ⅰ　�
言語と文化Ⅱ　�
日本史概論Ⅰ　�
日本史概論Ⅱ　�
哲学概論Ⅰ　�
哲学概論Ⅱ　�
西洋史概論Ⅰ　�
西洋史概論Ⅱ　�

Ｂ１

部落解放論Ⅰ　�
部落解放論Ⅱ　�
文章論（作文､ﾚﾎﾟｰﾄ､論文､新聞）　�
地理学概論Ⅰ　�
地理学概論Ⅱ　�
経済学Ⅰ　�
経済学Ⅱ　�
政治学Ⅰ　�
政治学Ⅱ　�

選　

択　

必　

修

Ｂ　
　

群

Ｂ　
　

・　
　

Ｃ　
　

群　
　

等　
　

科　
　

目

Ｃ３

環境論ⅡＡ（環境と人間社会）　�
環境論ⅡＢ（環境と人間社会）　�

４単位

Ｃ２

環境論ⅠＡ（自然環境）　�
環境論ⅠＢ（自然環境）　�
自然科学と人間ⅢＡ（生物学）　�
自然科学と人間ⅢＢ（生物学）　�

Ｃ１

自然科学と人間ⅠＡ（物理学）　�
自然科学と人間ⅠＢ（物理学）　�
自然科学と人間ⅡＡ（化学）　�
自然科学と人間ⅡＢ（化学）　�

Ｃ　
　

群

キャリアデザイン論Ⅲ　�キャリアデザイン論Ⅱ　�キャリアデザイン論Ⅰ　�選
択

Ｄ
群

４単位

英語ⅠＡ　�
英語ⅠＢ　�
英語ⅡＡ　�
英語ⅡＢ　�
ドイツ語ⅠＡ　�
ドイツ語ⅠＢ　�
ドイツ語ⅡＡ　�
ドイツ語ⅡＢ　�
フランス語ⅠＡ　�
フランス語ⅠＢ　�
フランス語ⅡＡ　�
フランス語ⅡＢ　�
中国語ⅠＡ　�
中国語ⅠＢ　�
中国語ⅡＡ　�
中国語ⅡＢ　�
ロシア語ⅠＡ　�
ロシア語ⅠＢ　�
ロシア語ⅡＡ　�
ロシア語ⅡＢ　�
スペイン語ⅠＡ　�
スペイン語ⅠＢ　�
スペイン語ⅡＡ　�
スペイン語ⅡＢ　�
韓国語ⅠＡ　�
韓国語ⅠＢ　�
韓国語ⅡＡ　�
韓国語ⅡＢ　�
※いずれか１外国語 ４単位

選　
　

択　
　

必　
　

修

外　
　

国　
　

語　
　

科　
　

目

英語ⅢＡ　�
英語ⅢＢ　�
英語ⅣＡ　�
英語ⅣＢ　�
ドイツ語ⅢＡ　�
ドイツ語ⅢＢ　�
ドイツ語ⅣＡ　�
ドイツ語ⅣＢ　�
フランス語ⅢＡ　�
フランス語ⅢＢ　�
フランス語ⅣＡ　�
フランス語ⅣＢ　�
中国語ⅢＡ　�
中国語ⅢＢ　�
中国語ⅣＡ　�
中国語ⅣＢ　�
ロシア語ⅢＡ　�
ロシア語ⅢＢ　�
ロシア語ⅣＡ　�
ロシア語ⅣＢ　�
スペイン語ⅢＡ　�
スペイン語ⅢＢ　�
スペイン語ⅣＡ　�
スペイン語ⅣＢ　�
韓国語ⅢＡ　�
韓国語ⅢＢ　�
韓国語ⅣＡ　�
韓国語ⅣＢ　�

選　
　
　
　
　

択

２単位

健康科学Ａ（講義）　�
健康科学ＢⅠ（実技）　�
健康科学ＢⅡ（実技）　�

２単位

選
択
必
修

保
健
体
育

日本語ⅢＡ　�
日本語ⅢＢ　�
日本語ⅣＡ　�
日本語ⅣＢ　�

日本語ⅠＡ　�
日本語ⅠＢ　�
日本語ⅡＡ　�
日本語ⅡＢ　�

選　
　
　

択

留
学
生
対
象
科
目

※Ｂ１群の科目２単位として振り替えることができる。
※Ｂ１群の科目２単位として振り替えることができる。
※Ｂ２群の科目２単位として振り替えることができる。
※Ｂ２群の科目２単位として振り替えることができる。
※Ｃ１・Ｃ２群の科目２単位として振り替えることができる。
※Ｃ１・Ｃ２群の科目２単位として振り替えることができる。

日本事情ⅠＡ　�
日本事情ⅠＢ　�
日本事情ⅡＡ　�
日本事情ⅡＢ　�
日本事情ⅢＡ　�
日本事情ⅢＢ　�
日本文化演習ⅠＡ　�
日本文化演習ⅠＢ　�
日本文化演習ⅡＡ　�
日本文化演習ⅡＢ　�

１４単位その他すべての科目の中から自由選択科目

１２４単位Ａ群科目（８４単位）＋Ｂ・Ｃ群科目・外国語科目および保健体育（２６単位）＋自由選択科目（１４単位）合　　　　計

子ども家庭福祉学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　２．△印の授業科目は、社会福祉士養成課程の履修許可者のみを対象とした科目です。
　　３．その他、履修方法の詳細については、「授業科目履修規程」「保育士養成課程履修に関する規程」「幼稚園教員養成課程履修に関する規

程」「社会福祉士養成課程履修に関する規程」等を熟読のうえ、間違いのないように履修してください。

１６単位

　※外国語科目として振り替えることができる。

※自由選択科目

平成25（’13）年度入学生
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子ども家庭福祉学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

司書に関する科目

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　　２．その他履修方法の詳細については、「教職課程履修に関する規程」「レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指

導員及びダンスムーブメント指導員受験資格養成課程の履修に関する規程」等を熟読のうえ、間違いのないように履修してください。

レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格に関する科目

ダンスムーブメント
指導員（受験資格）

（障害者）初級スポーツ
指導員　　　　　　　

レクリエーション・
インストラクター　

資　格
科目名（単位）

２レ ク リ エ ー シ ョ ン 概 論 　  �     
　

２障 害 者 ス ポ ー ツ 特 講 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ａ 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 技 Ｂ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅰ 　  �     
　

野 外 活 動 Ⅱ 　  �     
　

２ダ ン ス 　  �     
　

１障 害 者 ス ポ ー ツ 実 技 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 習 　  �     
　

２単位以上３単位以上６単位以上必要単位数合計

いずれかいずれか１１

４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司
書
に
関
す
る
科
目

２８単位

２６単位１０単位

 図書館制度・経営論 �　
 情報サービス論 �　
 情報サービス演習 　　
 （レファレンスサービス） �　
 読書と豊かな人間性 �　
 図書館情報技術論 �　

 情報資源組織論 �　
 情報資源組織演習Ａ �　
 情報資源組織演習Ｂ �　
 図書館情報資源概論 �　
 情報サービス演習（情報検索） �　

１０単位

 生 涯 学 習 概 論 �　
 図 書 館 概 論 �　
 図書館サービス概論 �　

６単位

甲
群
（
必
修
）

２科目
２単位

 図 書 館 実 習 �　 図書館情報資源特論 �　
 図 書 館 施 設 論 �　

 図書館サービス特論 �　 図書・図書館史 �　乙
群（
選
択
）

★

★印の科目は、「司書教諭に関する科目」

平成25（’13）年度入学生
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ライフ・ウェルネス学科授業科目一覧
平成２４（’１２）年度入学生

〈別表ⅩⅢ〉

平成25（’13）年度入学生
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ライフ・ウェルネス学科授業科目一覧　続き
平成２４（’１２）年度入学生

教職に関する科目

４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

教　

職　

に　

関　

す　

る　

科　

目

 教 育 実 習 指 導 �
 教職実践演習（中・高） �
 教 育 実 習 �
 教 育 実 習 �

 保健体育科教育法Ｃ �
 保健体育科教育法Ｄ �
 生 徒 指 導 研 究 �
 教 育 相 談 �

 教 育 課 程 論 �
 保健体育科教育法Ａ �
 保健体育科教育法Ｂ �
 道 徳 教 育 研 究 �
 教 育 方 法 論 �
 特 別 活 動 研 究 �

 教 職 論 �
 教 育 原 論 Ａ �
 教 育 原 論 Ｂ �
 教 育 心 理 学 �

必　
　
　
　
　

修

 教 職 研 究 Ⅱ �
 人権・同和教育 �

 教職研究Ⅰ（授業研究） �選　

択

（注）１．上学年次に開設されている授業科目の履修はできません。
　　　２．その他履修方法の詳細については、「教職課程履修に関する規程」「司書及び司書教諭課程の履修に関する規程」「レクリエーション・

インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格養成課程の履修に関する規程」等を熟読の
うえ、間違いのないように履修してください。

レクリエーション・インストラクター、（障害者）初級スポーツ指導員及びダンスムーブメント指導員受験資格に関する科目

ダンスムーブメント
指導員（受験資格）

（障害者）初級スポーツ
指導員　　　　　　　

レクリエーション・
インストラクター　

資　格
科目名（単位）

２レ ク リ エ ー シ ョ ン 概 論 　  �     
　

２アダプティッド・スポーツ論 　  �     
　

１レクリエーション指導法実習Ａ 　  �     
　

１レクリエーション指導法実習Ｂ 　  �     
　

野外活動指導法実習（キャンプ） 　  �     
　

スポーツ指導法実習（スキー） 　  �     
　

１スポーツ指導法実習（ダンス）Ⅰ 　  �     
　

１スポーツ指導法実習（ダンス）Ⅱ 　  �     
　

１アダプティッド・スポーツ実技 　  �     
　

１レ ク リ エ ー シ ョ ン 実 習 　  �     
　

２単位以上３単位以上６単位以上必要単位数合計

いずれかいずれか１１

司書に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司　
書　
に　
関　
す　
る　
科　
目

２８単位

２６単位１０単位

 図書館制度・経営論 �　
 情報サービス論 �　
 情報サービス演習 　　
 （レファレンスサービス） �　
 読書と豊かな人間性 �　
 図書館情報技術論 �　

 情報資源組織論 �　
 情報資源組織演習Ａ �　
 情報資源組織演習Ｂ �　
 図書館情報資源概論 �　
 情報サービス演習（情報検索） �　

１０単位

 生 涯 学 習 概 論 �　
 図 書 館 概 論 �　
 図書館サービス概論 �　

６単位

甲
群
（
必
修
）

２科目
２単位

 図 書 館 実 習 �　 図書館情報資源特論 �　
 図 書 館 施 設 論 �　

 図書館サービス特論 �　 図書・図書館史 �　乙
群（
選
択
）

司書教諭に関する科目
４　年　次３　年　次２　年　次１　年　次

司
書
教
諭
に
関
す
る
科
目

１６単位

　情報メディアの活用　�　
　読書と豊かな人間性　�　
　学習指導と学校図書館　�　

　学校経営と学校図書館　�　
 ☆情 報資源組織論　�　
　

☆情報資源組織演習Ａ　�　
☆情報資源組織演習Ｂ　�　
☆図書館情報資源概論　�　

必　

修

☆印の科目は、「司書に関する科目」

★

★印の科目は、「司書教諭に関する科目」

平成25（’13）年度入学生
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　　　第１章　総　則

　（目的）

第１条　この規則は、学位規則（昭和２８年文部省令第９号）並びに熊本学園大学学則、熊本学園大学大学院学則及び熊本学園

大学専門職大学院学則により定めるよう規定されている事項、その他熊本学園大学（以下「本学」という。）が授与する学

位について必要な事項を定めることを目的とする。

　（学位の種類）

第２条　本学において授与する学位は、次のとおりとする。

　（学士の学位）

第３条　学士の学位は、本学学則の定めるところにより、広く専門学術の理論を研究し、専門性を要する職業等に必要な高い

知的応用能力を有する者に授与する。

　（修士の学位）

第４条　修士の学位は、本学大学院学則の定めるところにより、広い視野に立って精深な学識を修め、専攻分野における研究

能力又は、高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を有する者に授与する。

　（博士の学位）

第５条　博士の学位は、本学大学院学則の定めるところにより、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、又

はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を有する者に授与する。

　（専門職学位）

第６条　専門職学位は、本学専門職大学院学則の定めるところにより、高度な専門性が求められる職業を担うための深い学識

及び卓越した能力を有する者に授与する。

熊本学園大学学位規則

学位名称及び専攻学部・学科及び研究科・専攻

学士（　商　学　）商 学 科

商 学 部 学士（　経営学　）経 営 学 科

学士（　経営学　）ホスピタリティ・
マネジメント学科

学士（　経済学　）経 済 学 科

経 済 学 部 学士（国際経済学）国際経済学科

学士（　経済学　）リーガルエコノミクス学科

学士（　文　学　）英 米 学 科
外国語学部

学士（　文　学　）東アジア学科

学士（社会福祉学）社会福祉学科

社会福祉学部
学士（福祉環境学）福祉環境学科

学士（社会福祉学）子ども家庭福祉学科

学士（社会福祉学）ライフ・ウェルネス学科

修士（　商　学　）
商 学 専 攻

商学研究科
博士（　商　学　）

修士（　経営学　）
経 営 学 専 攻

博士（　経営学　）

修士（　経済学　）
経 済 学 専 攻経済学研究科

博士（　経済学　）

修士（　文　学　）
国際文化専攻国際文化研究科

博士（　文　学　）

修士（社会福祉学）
社会福祉学専攻

社会福祉学研究科 博士（社会福祉学）

修士（福祉環境学）福祉環境学専攻

会計修士（専門職）アカウンティング専攻会計専門職研究科
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　　　第２章　学士の学位

　（学位授与の要件）

第７条　学士の学位は、本学に４年以上在学し、本学学則第１７条に定める授業科目及び単位を修得して、卒業が認定された者

に授与する。

　（卒業の判定）

第８条　学部教授会は、前条の要件により学位を授与すべきか否かを議決する。

　（学部長の報告）

第９条　学部長は、前条の議決の結果を学長に文書をもって報告する。

　（学位記の授与）

第１０条　学長は、前条の報告に基づき、学位を授与すべき者には、別記様式の学位記を授与する。

　　　第３章　修士の学位

　（学位授与の要件）

第１１条　修士の学位は、修士課程に２年以上在学し、本学大学院学則第１６条第１項に定める単位を修得し、かつ、必要な研究

指導を受けたうえ、修士論文を提出して、その審査並びに最終試験に合格した者に授与する。

　（学位論文の提出）

第１２条　修士課程の学位論文は、在学期間中に提出しなければならない。

２　修士課程の学位論文を提出しようとする者は、課程修了予定の１年前の学年末までに、大学院学則第１３条に定める授業科

目について、２０単位以上を修得しなければならない。

３　修士課程の学位論文の提出に関しては、本学大学院研究科規則において定める。

　（学位論文の審査）

第１３条　修士課程の学位論文の審査及び最終試験は、研究科委員会から選出された教授３名以上よりなる審査委員会がこれを

行う。

２　審査委員は、指導教授を主査とし、当該学位論文に関連する授業科目担当教員を副査とする。ただし、研究科委員会が特

に必要と認めたときは、大学院委員会の議を経て、前項以外の教員を審査委員会に加えることができる。

　（最終試験）

第１４条　修士課程の最終試験は、所定の単位を修得し、かつ、学位論文を提出した者について行う。

２　前項の最終試験は、提出された学位論文を中心とし、これに関連する研究領域について、口述試問により行う。

　（学位論文の審査期間）

第１５条　修士課程の学位論文の審査並びに最終試験は、原則として、在学期間中にこれを終了する。

　（審査の報告）

第１６条　修士課程の学位論文の審査並びに最終試験の結果につき、審査委員会は直ちに研究科委員会に文書で報告しなければ

ならない。

　（研究科委員会の審議・議決）

第１７条　研究科委員会は、前条の報告に基づいて審議し、学位を授与すべきか、否かを議決する。

２　前項の議決は、研究科委員会構成員の３分の２以上が出席し、その過半数の賛成を必要とする。

　（研究科長の報告）

第１８条　当該研究科長は、前条の議決の結果を学長に文書をもって報告する。

　（学位記の授与）

第１９条　学長は、前条の報告に基づき、学位を授与すべき者には、別記様式の学位記を授与する。

　　　第４章　博士の学位

　（学位授与の要件）

第２０条　博士の学位は、博士後期課程に３年以上在学し、本学大学院学則第１６条第２項に定める単位を修得し、かつ、必要な

研究指導を受けたうえ、博士論文を提出して、その審査並びに最終試験に合格した者に授与する。ただし、在学期間に関し

ては、特に優れた研究業績をあげた者については、１年以上在学すれば足りるものとする。

２　前項に規定する博士の学位は、本学大学院の課程を経ない者であっても、博士論文を提出して、その審査に合格し、かつ、

専攻学術及び外国語に関し、本学大学院の課程を修了して学位を授与される者と同等以上の学識を有すると認められた場合

に限り、その者に対しこれを授与することができる。
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　（学位論文の提出）
第�21条　前条第₁項により学位論文を提出しようとする者は、本学大学院研究科規則第₈条に定める指導教授の承認を得るも
のとし、別記様式による論文審査願とともに学位論文及び指定された書類を研究科長に提出しなければならない。
₂ 　博士の学位論文は在学期間中に提出するものとするが、所定の年限在学し、必要な研究指導を受け、又は研究指導の単位
を修得した者は、退学後₅年以内に博士論文を提出することができる。
₃　博士後期課程の学位論文の提出に関しては、本学大学院研究科規則において定める。
第�22条　第20条第₂項により学位論文を提出しようとする者は、別記様式による学位申請書とともに学位論文及び指定された
書類を学長に提出しなければならない。
　（学位論文の受理）
第�23条　前条による学位論文の提出があったときは、学長は当該学位論文を審査すべき研究科委員会に付託してこれを受理す
べきか否かを諮らなければならない。
₂ 　学長は、前項の規定により当該学位論文を付託された研究科委員会が受理すべきものと議決した学位論文に限り、これを
受理する。
₃ 　学長は、前項の規定により学位論文を受理したときは、すみやかに当該学位論文を受理すべきことを議決した研究科委員
会の審査に付する。
　（審査委員会）
第�24条　当該研究科委員会は、当該学位論文が第20条第₁項又は第₂項のいずれにより提出されたかを問わず、学位論文の審
査及び学識の認定を行うため、審査委員会を設ける。
₂ 　前項の審査委員会は、研究科委員会から選出された当該学位論文に関連のある授業科目を担当する教授₃名以上で構成す
るものとし、主査₁名、副査₂名以上とする。
₃　第20条第₁項により提出された学位論文の審査については、指導教授がその主査となる。
₄ 　審査のため研究科委員会が特に必要と認めたときは、大学院委員会を議を経て、本学及び他大学の大学院又は研究所等の
教員を副査とすることができる。
　（最終試験）
第�25条　第20条第₁項に定める最終試験は、提出された学位論文を中心とし、これに関連する研究領域について口述試問によ
り行う。
　（学識の認定）
第�26条　第20条第₂項に定める学識の認定は、専攻学術及び外国語について口答または筆答による試問の方法により行い、本
学大学院博士後期課程を修了して学位を授与される者と同等以上の学識を有し、かつ、研究を指導する能力を有するか否か
について行う。
　（学位請求の却下）
第�27条　学位論文を受理した場合であっても、審査委員会が学位請求者について前条に規定する学識がないことを確認したと
きは、当該研究科委員会の議決により、学位論文の審査を省略し、直ちに学位授与の請求を却下することができる。
　（学位論文の審査期間）
第28条　学位論文の審査並びに最終試験は、原則として学位論文を受理した後、₁年以内に終了する。
　（審査委員会の審査報告）
第�29条　審査委員会は、学位論文審査及び最終試験を終了したときは、その結果の要旨をすみやかに文書をもって、当該研究
科委員会に報告しなければならない。
　（研究科委員会の審議・議決）
第30条　学位論文の審査を付託された研究科委員会は、前条の報告に基づいて審議し、学位を授与すべきか否かを議決する。
₂　前項の議決は、当該研究科委員会構成員の₃分の₂以上が出席し、出席者の₃分の₂以上の賛成を必要とする。
　（研究科長の報告）
第�31条　当該研究科委員会が前条に規定する議決をしたときは、当該研究科長は学位論文に添えて学位請求者の氏名、論文の
内容、論文審査要旨、最終試験の成績及び議決の結果を文書をもって学長に報告する。
　（学位記の授与）
第�32条　学長は、前条の報告に基づき、学位を授与すべき者には、別記様式の学位記を授与し、学位を授与できない者にはそ
の旨を通知する。
　（学位論文要旨の公表）
第�33条　学長は、前条により博士の学位を授与したときは、大学院委員会に報告するとともに、当該博士の学位を授与した日
から₃か月以内にその論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表する。
　（学位論文の公表）
第�34条　博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を受けた日から₁年以内に当該博士の学位の授与に係る論文の全文を
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公表する。ただし、当該博士の学位を授与される前にすでに公表しているときはこの限りではない。
₂ 　博士の学位を授与された者は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由がある場合に限り、学長の承認を受けて、当
該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、本大
学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供する。
₃ 　博士の学位を授与された者が行う前二項の規定による公表は、本大学の協力を得て、インターネットの利用により行うも
のとする。
₄　学位論文を公表する場合には、熊本学園大学において審査を受けた学位論文であることを明記しなければならない。
　（学位授与の報告）
第�35条　本大学は、この規則の定めるところにより博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から₃か月以内に別
記様式による学位授与報告書を文部科学大臣に提出する。

　　　第₅章　専門職学位

　（学位授与の要件及び決定）
第�36条　専門職学位は、専門職学位課程に２年以上在学し、本学専門職大学院学則第15条に定める単位を修得した者に授与す
る。ただし、会計専門職研究科アカウンティング専攻において「論文指導」を履修して学位を取得する者は、必要な研究指
導を受け、修士の学位論文を提出して、その審査及び最終試験に合格しなければならない。
　（学位論文の提出）
第37条　会計修士の学位論文は、在学期間中に提出しなければならない。
₂　学位論文の提出に関しては、授業科目履修規程において定める。
　（学位論文の審査）
第38条　学位論文の審査及び最終試験は、研究科委員会から選出された教授₃名以上よりなる審査委員会がこれを行う。
₂ 　審査委員は、指導教授を主査とし、当該学位論文に関連する授業科目担当教員を副査とする。ただし、研究科委員会が特
に必要と認めたときは、大学院委員会の議を経て、前項以外の教員を審査委員会に加えることができる。
　（審査の方法）
第39条　審査委員会は論文の審査並びに最終試験を行う。
₂　最終試験は、提出された学位論文を中心とし、これに関連する研究領域について、口述試問により行う。
₃　審査並びに最終試験は、原則として、在学期間に終了しなければならない。
　（審査の報告）
第40条　審査委員会は、学位論文の審査並びに最終試験の結果を、研究科委員会に文書で報告しなければならない。
　（研究科委員会の審議・決定）
第41条　研究科委員会は、課程修了を審議・決定して、学長に報告する。
　（学位記の授与）
第42条　学長は、研究科委員会の報告に基づき、学位を授与すべき者には、別記様式の学位記を授与する。

　　　第₆章　学位の取消し、その他

　（学位の取消し）
第�43条　学位を授与された者が、次の各号の一に該当するときは、当該学部教授会又は研究科委員会の議決に基づき、学長は
その授与した学位を取消し、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表する。
　 　不正の方法により学位を受けた事実が判明したとき。
　 　学位の栄誉を汚辱する行為があったとき。
₂　前項の決定を行うには、それぞれ、構成員の₃分の₂以上が出席し、出席者の₃分の₂以上の賛成を必要とする。
　（学位の名称）
第44条　学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、熊本学園大学と付記するものとする。
　（学位記の授与日）
第45条　学位記は、₃月と₉月に授与する。
　（学位記・学位申請関係書類の様式）
第46条　学位記及び博士の学位申請関係書類の様式は、別記様式のとおりとする。
　（学位論文の保存）
第47条　この規則の定めるところにより、修士及び博士の学位を授与した学位論文の原本は、本学図書館において保存する。
　（規則の改廃）
第�48条　この規則の改廃は、学士の学位に関する条項については各学部教授会が行い、修士及び博士の学位に関する条項につ
いては各研究科委員会の議を経て大学院委員会が行う。
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　　　附　則

１　この規則は、昭和６３年４月１日から施行する。

２　この改正は、平成２年４月１日から施行する。

３　この改正は、平成４年４月１日から施行する。ただし、第２条における経済学研究科及び第１１条別記様式（２）について

は、平成４年度入学者から適用する。

４　この改正は、平成５年４月１日から施行する。

５　この改正は、平成６年４月１日から施行する。

６　この改正は、平成１０年４月１日から施行する。

７　この改正は、平成１２年４月１日から施行する。

８　この改正は、平成１３年４月１日から施行する。

９　この改正は、平成１４年４月１日から施行する。

１０　この改正は、平成１５年４月１日から施行する。

１１　この改正は、平成１７年４月１日から施行する。

１２　この改正は、平成１８年４月１日から施行する。

１３　この改正は、平成１９年４月１日から施行する。

１４　この改正は、平成２１年４月１日から施行する。

１５　この改正規則の施行に当り、現に２年次以上に在学中の者については、第２条の規則の適用は、なお従前の例による。

１６　この改正は、平成２１年４月１日から施行する。

１７　この改正規則の施行に当り、現に２年次以上に在学中の者については、なお従前の例による。

１８　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

�学士（経営学）の学位記

別記様式（第１０条関係）

�学士（商学）の学位記
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�学士（経済学）の学位記�学士（経営学）の学位記
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　　　附　則
₁　この規則は、昭和63年₄月₁日から施行する。
₂　この改正は、平成₂年₄月₁日から施行する。
₃ 　この改正は、平成₄年₄月₁日から施行する。ただし、第₂条における経済学研究科及び第11条別記様式（₂）について
は、平成₄年度入学者から適用する。
₄　この改正は、平成₅年₄月₁日から施行する。
₅　この改正は、平成₆年₄月₁日から施行する。
₆　この改正は、平成10年₄月₁日から施行する。
₇　この改正は、平成12年₄月₁日から施行する。
₈　この改正は、平成13年₄月₁日から施行する。
₉　この改正は、平成14年₄月₁日から施行する。
10　この改正は、平成15年₄月₁日から施行する。
11　この改正は、平成17年₄月₁日から施行する。
12　この改正は、平成18年₄月₁日から施行する。
13　この改正は、平成19年₄月₁日から施行する。
14　この改正は、平成21年₄月₁日から施行する。
15　この改正規則の施行に当り、現に₂年次以上に在学中の者については、第₂条の規則の適用は、なお従前の例による。
16　この改正は、平成21年₄月₁日から施行する。
17　この改正規則の施行に当り、現に₂年次以上に在学中の者については、なお従前の例による。
18　この改正は、平成23年₄月₁日から施行する。
19　この改正は、平成25年₄月₁日から施行する。
20 　第33条の規定は、平成25年₄月₁日以後に博士の学位を授与した場合について適用し、同日前に博士の学位を授与した場
合については、なお従前の例による。
21 　第34条の規定は、平成25年₄月₁日以後に博士の学位を授与された者について適用し、同日前に博士の学位を授与された
者については、なお従前の例による。
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�学士（経済学）の学位記�学士（国際経済学）の学位記
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�学士（文学）の学位記�学士（文学）の学位記
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　（趣　旨）

第１条　熊本学園大学学則第４１条の規定に基づく転学部・転学科・転部に関する詳細については、この規程の定めるところに

よる。

　（転学部等の時期）

第２条　転学部・転学科・転部の時期は、学年の初めとする。

　（転学部等の条件）

第３条　転学部・転学科・転部は、次の各号の一に該当する場合に願い出ることができる。

　�　社会福祉学部第一部社会福祉学科から社会福祉学部第二部社会福祉学科への転部を希望する場合及び社会福祉学部第二

部社会福祉学科から社会福祉学部第一部社会福祉学科への転部を希望する場合

　�　社会福祉学部福祉環境学科から社会福祉学部第二部社会福祉学科への転学科・転部を希望する場合及び社会福祉学部第

二部社会福祉学科から社会福祉学部福祉環境学科への転学科・転部を希望する場合

　�　社会福祉学部子ども家庭福祉学科から社会福祉学部第二部社会福祉学科への転学科・転部を希望する場合及び社会福祉

学部第二部社会福祉学科から社会福祉学部子ども家庭福祉学科への転学科・転部を希望する場合

　�　社会福祉学部ライフ・ウェルネス学科から社会福祉学部第二部社会福祉学科への転学科・転部を希望する場合及び社会

福祉学部第二部社会福祉学科から社会福祉学部ライフ・ウェルネス学科への転学科・転部を希望する場合

　�　商学部第一部、経済学部及び外国語学部から社会福祉学部第二部社会福祉学科への転学部・転学科・転部を希望する場

合

２　前項各号の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合の転学部・転学科・転部はこれを認めない。

　�　入学（編入学・転入学・再入学）年度（ただし、第一部から第二部への場合を除く。）

　�　下学年次

　�　第４学年次以降（ただし、第一部から第二部への場合を除く。）

　（転学部等許可願）

第４条　転学部・転学科・転部を希望する者は、学年開始前の３月の指定する日までに「転学部・転学科・転部許可願」を教

務課に提出しなければならない。

　（転学部等の決定）

第５条　転学部・転学科・転部の可否は、希望の学部・学科・部・年次の収容人員に余裕がある場合に限り、次の各号に該当

する者の中から教授会において選考のうえ決定する。

　�　Ａを３点、Ｂを２点、Ｃを１点として算出した成績の平均が原則として２点（Ｂ）以上であること。

　�　希望の学部・学科・部所要の単位として換算できる単位を１か年について３０単位以上修得していること。

２　前項の規定にかかわらず、第一部から第二部への転部の場合には、教授会において審議のうえ可否の決定をすることがで

きる。

　（転学部等の手続）

第６条　転学部・転学科・転部を許可された者は、期日までに別に定める転学部・転学科・転部の手続きをしなければならな

い。

　（納入金）

第７条　転学部・転学科・転部後の諸納入金は、新所属学部・学科・部・年次に在学する他の一般学生の場合と同額とする。

２　第二部から第一部への転部の場合は、入学金及び施設費の差額を入学（再入学）時にさかのぼって追加納入しなければな

らない。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学転学部・転学科・転部に関する規程は、廃止する。

３　この改正は、平成６年８月１日から施行する。

４　この改正は、平成７年１月１日から施行する。

５　この改正規程は、平成６年度の第１年次から適用し、現に第２年次以上に在学中のものについては、なお従前の例による。

６　この改正規程は、平成１３年１月１日から施行する。

７　この改正規程は、平成１２年度の第１年次から適用し、現に第２年次以上に在学中のものについては、なお従前の例による。

８　この改正は、平成１４年４月１日から施行する。

９　この改正は、平成１７年４月１日から施行する。

１０　この改正は、平成２２年４月１日から施行する。

転学部・転学科・転部に関する規程

Ｓ・Ａを3点、Ｂを2点、Ｃを1点として算出した成績の平均が原則として2点（Ｂ）以上であること。

11　この改正は、平成25年₄月₁日から施行する。
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編入学に関する規程
　（趣　旨）
第�₁条　熊本学園大学（以下「本学」という。）学則第42条の規定に基づく編入学に関する詳細については、この規程の定め
るところによる。
　（編入学の時期）
第₂条　編入学の時期は、学年の初めとする。
　（編入学の学部等）
第₃条　本学への編入学を志願できる学部・部・学科・年次は、次のとおりとする。
　 　商学部第一部商学科　　　　　　　　　　　第₃年次
　 　商学部経営学科　　　　　　　　　　　　　第₃年次
　 　商学部ホスピタリティ・マネジメント学科　第₃年次
　 　経済学部経済学科　　　　　　　　　　　　第₃年次
　 　経済学部国際経済学科　　　　　　　　　　第₃年次
　 　経済学部リーガルエコノミクス学科　　　　第₃年次
　 　外国語学部英米学科　　　　　　　　　　　第₃年次
　 　外国語学部東アジア学科　　　　　　　　　第₃年次
　 　社会福祉学部第一部社会福祉学科　　　　　第₃年次
　 　社会福祉学部第二部社会福祉学科　　　　　第₃年次
　 　社会福祉学部福祉環境学科　　　　　　　　第₃年次
　 　社会福祉学部子ども家庭福祉学科　　　　　第₃年次
　 　社会福祉学部ライフ・ウェルネス学科　　　第₃年次
　（編入学志願者の資格）
第₄条　本学への編入学を志願することができる者は、次の各号に該当するものとする。
　 　短期大学卒業（見込み）の者
　 　高等専門学校卒業（見込み）の者
　  　専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了（見込み）の者。ただし、学校教育法第90
条に規定する大学入学資格を有する者に限る。

　　 　なお、社会福祉学部第一部社会福祉学科では、医療・保健・福祉系の専修学校の専門課程を修了し、国家資格（保育士
を含む）を有する者に限る。

　　 　専修学校の専門課程について文部科学大臣が定める基準とは、専門課程の修業年限が₂年以上で、かつ、課程の修了に
必要な総授業時間が1700時間以上のことをいう。

　（編入学志願の手続）
第�₅条　編入学を志願する者は、所定の編入学願書・その他の書類に受験料を添えて、別に定める期日までに入試課へ提出し
なければならない。
　（編入学試験）
第₆条　編入学志願者には、試験を実施する。
　（編入学の決定）
第₇条　編入学の可否は、志願する学部・部・学科・年次の収容人員に余裕がある場合に教授会において選考のうえ決定する。
₂　前項の選考は、次の各号によって行う。
　 　編入学試験の成績
　 　在学中の学業成績
　（編入学前の科目等の認定）
第�₈条　編入学前の短大等において修得した科目及び単位は、本学の学則に従って換算し、本学において修得したものとして
認定することができる。
₂　編入学の単位認定の概要は別表のとおりとし、その運用については各学科の授業科目履修規程の定めるとおりとする。
　（単位換算の細則）
第₉条　単位換算（読み替え）についての細則は、別に定める。
　（編入学許可後の手続き）
第�10条　編入学を許可された者は、別に定める期日までに編入学書類を入試課に提出するとともに、編入学金、授業料及びそ
の他の納入金を経理課に納入しなければならない。
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　（諸納入金の額）
第11条　編入学後の諸納入金は、編入学した学部・部・学科・年次に在学する他の一般学生の場合と同額とする。

　　　附　則
₁　この規程は、平成₆年₄月₁日から施行する。
₂　この規程の施行により、熊本商科大学編入学に関する規程は、廃止する。
₃　この改正は、平成７年₄月₁日から施行する。
₄　この改正は、平成10年₄月₁日から施行する。
₅　この改正は、平成12年₄月₁日から施行する。
₆　この改正は、平成13年₄月₁日から施行する。
₇　この改正は、平成14年₄月₁日から施行する。
₈　この改正は、平成17年₄月₁日から施行する。
₉　この改正は、平成19年₄月₁日から施行する。
10　この改正は、平成20年₄月₁日から施行する。
11　この改正規程の施行にあたり、平成20年度第二部商学科の編入学者については、別表の適用は、なお従前の例による。
12　この改正は、平成23年₄月₁日から施行する。
13　この改正は、平成24年₄月₁日から施行する。
14　この改正は、平成25年₄月₁日から施行する。
15 　この改正規程の施行にあたり、平成24年度以前の第二部社会福祉学科の編入学者については、別表の適用は、なお従前の
例による。

別表

第一部
商学科

経営学科
ホスピタリティ・
マネジメント
学科

経済学科
国際経済
学科

リーガル
エコノミ
クス学科

英米学科
東アジア
学科

第一部
社会福祉
学科

第二部
社会福祉
学科

福祉環境
学科

子ども
家庭福祉
学科

ライフ・
ウェルネス
学科

Ａ群科目 12～20 12～20 22～26 10～14 読み替え 22～26 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え

Ｂ・Ｃ群
科 目

20 20 16 20 読み替え 20 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え

保健体育 ₂ ₂ ₂ ₂ 読み替え ₂ 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え

外 国 語 ₀～₈ ₀～₈ ₀～₄ ₀～₄ 読み替え ₀～₄ 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え

自由選択 20 20 18 26 ～30 14 読み替え 読み替え ～38 ～45 ～31 ～14 ～29

上 限 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
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転入学に関する規程

　（趣　旨）
第 ₁条　熊本学園大学（以下「本学」という。）学則第43条の規定に基づく転入学に関する詳細については、この規程の定め
るところによる。
　（転入学志願の時期）
第₂条　転入学の時期は、学年の初めとする。
　（転入学の学部等）
第₃条　本学への転入学を志願できる学部・部・学科・年次は、次のとおりとする。
　 　商学部第一部商学科　　　　　　　　　　　第₃年次
　 　商学部経営学科　　　　　　　　　　　　　第₃年次
　 　商学部ホスピタリティ・マネジメント学科　第₃年次
　 　経済学部経済学科　　　　　　　　　　　　第₃年次
　 　経済学部国際経済学科　　　　　　　　　　第₃年次
　 　経済学部リーガルエコノミクス学科　　　　第₃年次
　 　外国語学部英米学科　　　　　　　　　　　第₃年次
　 　外国語学部東アジア学科　　　　　　　　　第₃年次
　 　社会福祉学部第一部社会福祉学科　　　　　第₃年次
　 　社会福祉学部第二部社会福祉学科　　　　　第₃年次
　 　社会福祉学部福祉環境学科　　　　　　　　第₃年次
　 　社会福祉学部子ども家庭福祉学科　　　　　第₃年次
　 　社会福祉学部ライフ・ウェルネス学科　　　第₃年次
　（転入学志願者の資格）
第₄条　転入学を志願できる者は、次の各号に該当するものとする。
　 　学士号を有する者
　 　大学（四年制）に₂年以上在学した者で、転入学前の大学で62単位以上修得している者（修得見込みの者を含む。）
　（転入学志願の手続き）
第�₅条　転入学を志願する者は、所定の転入学願書・その他の書類に受験料を添えて、別に定める期日までに入試課へ提出し
なければならない。
　（転入学試験）
第₆条　転入学志願者には、試験を実施する。
　（転入学の決定）
第₇条　転入学の可否は、志願する学部・部・学科・年次の収容人員に余裕がある場合に教授会において選考のうえ決定する。
₂　前項の選考は、次の各号によって行う。
　 　転入学試験の成績
　 　在学中の学業成績
　（転入学許可後の手続き）
第�₈条　転入学を許可された者は、別に定める期日までに転入学書類を入試課に提出するとともに転入学金、授業料及びその
他の納入金を経理課に納入しなければならない。
　（転入学前の科目等の認定）
第�₉条　転入学前の大学等において修得した科目及び単位は、本学の学則に従って換算し、本学において修得したものとして
認定することができる。
₂　転入学の単位認定の概要は別表のとおりとし、その運用については各学科の授業科目履修規程の定めるとおりとする。
　（単位換算の細則）
第10条　単位換算（読み替え）についての細則は、別に定める。
　（諸納入金）
第11条　転入学後の諸納入金は、転入学した学部・部・学科・年次に在学する他の一般学生の場合と同額とする。

　　　附　則
₁　この規程は、平成₆年₄月₁日から施行する。
₂　この規程の施行により、熊本商科大学転入学に関する規程は、廃止する。
₃　この改正は、平成₇年₄月₁日から施行する。
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₄　この改正は、平成10年₄月₁日から施行する。
₅　この改正は、平成12年₄月₁日から施行する。
₆　この改正は、平成14年₄月₁日から施行する。
₇　この改正は、平成15年₄月₁日から施行する。
₈　この改正は、平成17年₄月₁日から施行する。
₉　この改正は、平成19年₄月₁日から施行する。
10　この改正は、平成20年₄月₁日から施行する。
11　この改正規程の施行にあたり、平成20年度第二部商学科の転入学者については、別表の適用は、なお従前の例による。
12　この改正は、平成23年₄月₁日から施行する。
13　この改正は、平成24年₄月₁日から施行する。
14　この改正は、平成25年₄月₁日から施行する。
15 　この改正規程の施行にあたり、平成24年度以前の第二部社会福祉学科の転入学者については、別表の適用は、なお従前の
例による。

別表

第一部
商学科

経営学科
ホスピタリティ・
マネジメント
学科

経済学科
国際経済
学科

リーガル
エコノミ
クス学科

英米学科
東アジア
学科

第一部
社会福祉
学科

第二部
社会福祉
学科

福祉環境
学科

子ども
家庭福祉
学科

ライフ・
ウェルネス
学科

Ａ群科目 12～20 12～20 22～26 10～14 読み替え 22～26 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え

Ｂ・Ｃ群
科 目

20 20 16 20 読み替え 20 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え

保健体育 ₂ ₂ ₂ ₂ 読み替え ₂ 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え

外 国 語 ₀～₈ ₀～₈ ₀～₄ ₀～₄ 読み替え ₀～₄ 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え 読み替え

自由選択 20 20 18 26 ～30 14 読み替え 読み替え ～38 ～45 ～31 ～14 ～29

上 限 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
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　（趣　旨）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）学則第４４条の規定に基づく再入学に関する詳細については、この規定の定め

るところによる。

　（再入学の時期）

第２条　再入学の時期は、学年の初めとする。

　（再入学の学部等）

第３条　本学への再入学を志願できる学部・部・学科・年次は、次のとおりとする。

　�　商学部第一部商学科　　　　　　　　　　　　第２、３、４年次

　�　商学部経営学科　　　　　　　　　　　　　　第２、３、４年次

　�　商学部ホスピタリティ・マネジメント学科　　第２、３、４年次

　�　経済学部経済学科　　　　　　　　　　　　　第２、３、４年次

　�　経済学部国際経済学科　　　　　　　　　　　第２、３、４年次

　�　経済学部リーガルエコノミクス学科　　　　　第２、３、４年次

　�　外国語学部英米学科　　　　　　　　　　　　第２、３、４年次

　�　外国語学部東アジア学科　　　　　　　　　　第２、３、４年次

　�　社会福祉学部第一部社会福祉学科　　　　　　第２、３、４年次

　�　社会福祉学部第二部社会福祉学科　　　　　　第２、３、４年次

　�　社会福祉学部福祉環境学科　　　　　　　　　第２、３、４年次

　�　社会福祉学部子ども家庭福祉学科　　　　　　第２、３、４年次

　�　社会福祉学部ライフ・ウェルネス学科　　　　第２、３、４年次

　（再入学志願者の資格）

第４条　再入学を志願することができる者は、志願する学部・部・学科に１か年以上在学した者で、志願する学科所要の単位

として認定できる科目及び単位を別表のとおり修得している者とする。

　（再入学志願の手続）

第５条　再入学を志願する者は、所定の再入学願書・その他の書類に受験料を添えて、別に定める期日までに入試課へ提出し

なければならない。

　（再入学試験）

第６条　再入学志願者には、再入学試験を実施する。

　（再入学の決定）

第７条　再入学の可否は、志願する学部・部・学科・年次の収容人員に余裕がある場合に教授会において選考のうえ決定する。

　（再入学許可後の手続）

第８条　再入学を許可された者は、別に定める期日までに再入学に要する書類を入試課に提出するとともに、再入学金、授業

料及びその他の納入金を経理課に納入しなければならない。

　（諸納入金）

第９条　再入学後の諸納入金は、再入学した学部・部・学科・年次に在学する学生の場合と同額とする。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学再入学に関する規程は、廃止する。

３　この改正は、平成７年４月１日から施行する。

４　この改正は、平成９年４月１日から施行する。

５　この改正は、平成１２年４月１日から施行する。

６　この改正は、平成１８年４月１日から施行する。

７　この改正は、平成２０年４月１日から施行する。

８　この改正は、平成２２年４月１日から施行する。

９　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

再入学に関する規程
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別表

　所要認定単位　　学年　志 望 学 部 ・ 部 ・ 学 科

２４単位２ 年 次商 学 部 第 一 部 商 学 科

商 学 部 経 営 学 科

商学部ホスピタリティ・マネジメント学科

５０単位３ 年 次

８４単位４ 年 次

２４単位２ 年 次経 済 学 部 経 済 学 科

経 済 学 部 国 際 経 済 学 科

経済学部リーガルエコノミクス学科

５０単位３ 年 次

８４単位４ 年 次

２４単位（必修４単位を含む。）２ 年 次
外 国 語 学 部 英 米 学 科

外 国 語 学 部 東 ア ジ ア 学 科
５０単位（必修１０単位を含む。）３ 年 次

８４単位（必修１６単位を含む。）４ 年 次

２４単位２ 年 次社会福祉学部第一部社会福祉学科
社会福祉学部第二部社会福祉学科
社会福祉学部福祉環境学科
社会福祉学部子ども家庭福祉学科
社会福祉学部ライフ・ウェルネス学科

５０単位３ 年 次

８４単位４ 年 次
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　　　第１章　総　則

　（趣　旨）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）学則第５６条の規定に基づく外国人留学生（以下「留学生」という。）の入学に

関する詳細については、この規程の定めるところによる。

　（留学生の種類）

第２条　本学における留学生の種類は、次の各号に掲げる者とする。

　�　学部留学生

　�　学部研究留学生

　　　第２章　学部留学生

　（定　義）

第３条　学部留学生とは、所定の課程を履修し、本学を卒業する目的をもって入学を許可された者をいう。

　（入学の時期）

第４条　学部留学生の入学の時期は、学年の初めとする。

　（出願資格）

第５条　外国人で本学に入学を志願できる者は、日本における１２年の学校教育に相当する教育課程を修了した者（修了見込み

の者を含む。）であって、そのうち８年以上を外国の学校において修了した者とする。

　（出　願）

第６条　外国人で本学に入学を志願する者は、入学試験要項に定める書類に受験料を添えて、別に定める期日までに入試課へ

提出しなければならない。

　（選考方法）

第７条　外国人で本学に入学を志願する者の選考方法は、次のとおりとする。

　�　書類選考

　�　筆記試験

　　　日本留学試験の「日本語」と「総合科目」の２教科。ただし、「総合科目」の出題言語は日本語とし、外国語学部英米

学科については英語とする。

　�　面接

　（入学の許可）

第８条　入学の可否は、教授会において選考のうえ決定する。

　（入学の手続）

第９条　入学を許可された者は、別に定める期日までに入学に要する書類を入試課に提出するとともに入学金、授業料及びそ

の他の納入金を経理課に納入しなければならない。

　　　第３章　学部研究留学生

　（定　義）

第１０条　学部研究留学生とは、ある特定の研究テーマについて１か年指導教授の下で研究を行う目的をもって入学を許可され

た者をいう。

　（入学の時期）

第１１条　学部研究留学生の入学時期は、学期の初めとする。

　（修学年限）

第１２条　学部研究留学生の修学年限は１か年とする。ただし、特別の事情ある場合は審査の上、更に１年を限度として修学を

認めることがある。

　（出願資格）

第１３条　学部研究留学生に出願できる者は、原則として外国において日本における１６年の学校教育に相当する教育課程を修了

した者（修了見込み者を含む。）であって、日本語能力を相当程度有する者でなければならない。

　（入学要項）

第１４条　学部研究留学生に出願する者は、学部研究留学生入学要項に定める書類に入学検定料を添えて期日までに教務課へ提

出しなければならない。ただし、入学検定料は、本学において学位を取得した者については免除する。

　（入学の許可）

第１５条　教授会は、学部研究留学生の学力・人物・健康について選考のうえ、指導教授を決定し、入学を許可する。

　（入学の手続）

第１６条　入学を許可された者は、別に定める期日までに入学金、授業料及びその他の納入金を納めなければならない。ただし、

外国人留学生の入学に関する規程
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入学金は、本学において学位を取得した者については免除する。

　（研究生証）

第１７条　前条の手続きを完了した学部研究留学生に対して、研究生証を交付する。

２　学部研究留学生は登学の際、研究生証を携帯していなければならない。

　（指導教授の演習参加等）

第１８条　学部研究留学生は、指導教授の演習に参加するほか、指導教授の指示する授業科目を受講することができる。

　（論文の提出）

第１９条　春学期に入学した学部研究留学生は２月中旬まで、秋学期に入学した学部研究留学生は７月中旬までに論文を提出し

なければならない。

２　論文は、指導教授に２部提出する。１部は指導教授を経て、所属の学科長に提出し、学科会議で承認を得るものとする。

３　論文は、日本語で８，０００字以上とする。

　（修学証明書）

第２０条　研究の成果をおさめた者には、教授会に諮り修学証明書を交付する。

　（学部研究留学生の辞退）

第２１条　本人の都合により学部研究留学生を辞退する場合は、その旨を速やかに教務課に届け出なければならない。

　（資格の取消し）

第２２条　学部研究留学生であって次のいずれかに該当するときは、その資格を取り消すことがある。

　�　研究態度不良であって修学の見込みのない者

　�　本学学生に悪影響を及ぼすと認められる者

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学外国人留学生の入学に関する規程は、廃止する。

３　この改正は、平成６年８月１日から施行する。

４　この改正は、平成１４年４月１日から施行する。

５　この改正は、平成１７年４月１日から施行する。

６　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

₃　論文は、日本語で8,000字以上とする。
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　（趣旨）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）の学則第５６条の２の規定に基づく帰国子女の入学に関する詳細については、

この規程に定めるところによる。

　（帰国子女の定義）

第２条　この規程で帰国子女とは日本国籍を有し、保護者の海外在留というやむを得ない事情で外国の学校に学んだ者をいう。

　（入学の時期）

第３条　帰国子女の入学の時期は、学年の初めとする。

　（募集学部・学科）

第４条　本学の帰国子女のための入試を志願できる学部・学科は次のとおりとする。

　�　商学部第一部商学科

　�　商学部経営学科

　�　商学部ホスピタリティ・マネジメント学科

　�　経済学部経済学科

　�　経済学部国際経済学科

　�　経済学部リーガルエコノミクス学科

　�　外国語学部英米学科

　�　外国語学部東アジア学科

　�　社会福祉学部第一部社会福祉学科

　�　社会福祉学部第二部社会福祉学科

　�　社会福祉学部福祉環境学科

　�　社会福祉学部子ども家庭福祉学科

　（出願資格）

第５条　帰国子女のための入試を出願できる者は、次の各号の一に該当する者とする。

　�　外国の正規の学校教育における１２年の課程（日本における通常の課程による学校教育の期間含む。）を修了した者及び修

了見込みの者。ただし、外国において最終学年を含めて２年以上継続して学校教育を受けている者に限る。

　�　通算６年間以上または４年以上継続して外国の学校教育を受け、帰国後、日本の高等学校の第２、第３学年に編入学し

卒業見込みの者。

　�　外国においてスイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレアの資格証明書を授与された者で１８歳に達する者。

　�　文部科学大臣が高校課程相当と指定または認定した在外教育施設の当該課程を卒業見込みの者。

　（出　願）

第６条　帰国子女のための入試を出願する者は、所定の入学願書・その他の書類に受験料を添えて、別に定める期日までに入

試課に提出しなければならない。

　（選考方法）

第７条　帰国子女のための入試の出願者の選考方法は、次のとおりとする。

　�　書類選考

　�　筆記試験（小論文、外国語）

　�　面接

　（入学の許可）

第８条　帰国子女のための入試受験者の入学の可否は、教授会において選考のうえ決定する。

　（入学の手続）

第９条　入学を許可された者は、別に定める期日までに入学に要する書類を入試課へ提出するとともに入学金、授業料及びそ

の他の納入金を経理課に納入しなければならない。

　（規程の改廃）

第１０条　この規程の改廃は、教授会が行う。

　　　附　則

１　この規程は、平成７年４月１日から施行する。

２　この改正は、平成１２年４月１日から施行する。

３　この改正は、平成１７年４月１日から施行する。

４　この改正は、平成１８年４月１日から施行する。

５　この改正は、平成１９年４月１日から施行する。

６　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

帰国子女のための入学に関する規程
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　（趣　旨）
第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）の学則第５７条の規定に基づく中国引揚者等子女（以下「引揚者」という。）の
入学に関する詳細については、この規程に定めるところによる。
　（引揚者の定義）
第２条　この規程で引揚者とは、終戦前（昭和２０年９月２日以前をいう。）から外国に引き続き居住していた者で、戦時ある
いは終戦後の諸事情により、残留を余儀なくされ、一定の期間外国に定住の後、日本国へ永住の目的をもって帰国した者及
び当該者を親として終戦後外国において出生した者をいう。
　（入学の時期）
第３条　引揚者の入学の時期は、学年の初めとする。
　（募集学部・部・学科）
第４条　本学の引揚者のための入試を志願できる学部・部・学科は次のとおりとする。
　�　商学部第一部商学科
　�　商学部経営学科
　�　商学部ホスピタリティ・マネジメント学科
　�　経済学部経済学科
　�　経済学部国際経済学科
　�　経済学部リーガルエコノミクス学科
　�　外国語学部英米学科
　�　外国語学部東アジア学科
　�　社会福祉学部第一部社会福祉学科
　�　社会福祉学部第二部社会福祉学科
　�　社会福祉学部福祉環境学科
　�　社会福祉学部子ども家庭福祉学科
　（出願資格）
第５条　引揚者のための入試を出願できる者は、終戦前（昭和２０年９月２日以前をいう。）より引き続き外国に居住していた
者、あるいはその者を親として終戦後初めて永住の目的をもって帰国し、日本国に引揚後、９年以内であり、かつ、現在日
本国籍を有している者のうち、次の各号の一に該当する者とする。
　�　高等学校を卒業した者及び卒業見込みの者
　�　通常の課程による１２年の学校教育を修了した者及び修了見込みの者
　�　外国において学校教育における１２年の課程を修了した者及び修了見込みの者、又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指
定した者

　�　文部科学大臣の指定した者及びこれに該当する見込みの者
　�　文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格検定）に合格した者及び合格見込みの者
　（出　願）
第６条　引揚者のための入試を志願する者は、所定の入学願書・その他の書類に受験料を添えて、別に定める期日までに入試
課に提出しなければならない。
　（選考方法）
第７条　引揚者のための入試志願者の選考方法は、次のとおりとする。
　�　書類選考
　�　筆記試験
　�　面接
　（入学の許可）
第８条　引揚者のための入試受験者の入学の可否は、教授会において選考のうえ決定する。
　（入学の手続）
第９条　入学を許可された者は、別に定める期日までに入学に要する書類を入試課に提出するとともに、入学金、授業料及び
その他の納入金を経理課に納入しなければならない。

　　　附　則
１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。
２　この規程の施行により、熊本商科大学中国引揚者等子女のための入学に関する規程は、廃止する。
３　この改正は、平成１２年４月１日から施行する。
４　この改正は、平成１７年４月１日から施行する。
５　この改正は、平成１８年４月１日から施行する。
６　この改正は、平成１９年４月１日から施行する。
７　この改正は、平成２０年４月１日から施行する。
８　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

中国引揚者等子女のための入学に関する規程



－ 222 －

　（趣　旨）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）学則第５８条の規定に基づく交換留学生に関する詳細については、この規程の

定めるところによる。

　（定　義）

第２条　この規程で交換留学生とは、外国の姉妹大学等との交流協定に基づき正規の課程を履修する交換留学生として入学を

許可された者をいう。

２　自治体の友好事業の一環として、本学に派遣される留学については、交換留学生に準じることができる。

　（入学時期）

第３条　交換留学生の入学時期は、学年の初めとする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。

　（在籍期間）

第４条　交換留学生の在籍期間は、原則として１年とする。

　（交換留学生の許可）

第５条　交換留学生の許可は、教授会の議を経て学長がこれを行う。

２　交換留学生の在籍学部・学科は、教授会で協議のうえ決定する。

　（履修単位の制限）

第６条　交換留学生の１年間に履修できる単位数は５０単位までとする。

　（履修等の指導）

第７条　交換留学生の履修等については、教学部の指導を受けなければならない。

　（他学部・学科の科目履修）

第８条　交換留学生は、他学部・学科の科目を履修することができる。ただし、その単位数は在籍する学部・学科で履修する

単位数を超えないものとする。

　（履修届）

第９条　交換留学生は履修する授業科目を選定し、所定の「授業科目履修届」を期日までに教務課に提出しなければならない。

２　履修届を提出していない科目は、たとえ受講し、かつ試験を受けても無効とする。

３　一旦提出した履修届については、科目の変更又は科目の追加を認めない。

　（履修の特例）

第１０条　交換留学生については、本学における通年の同一科目を秋学期から次年度春学期にわたって履修することができる。

　（試験及び成績評定）

第１１条　交換留学生の試験及び成績評定は、本学学則に規定する「試験及び成績評定に関する細則」に定めるところによる。

ただし、在籍期間や定期試験時間割等、特別の事情により、定期試験を受験できない場合は、定期試験に代えて他の方法で

成績を評定することができる。

２　他学部・学科で履修した科目についても前項の規定を準用する。

　（成績証明）

第１２条　修得した単位については単位修得証明書並びに成績証明書を交付することができる。

　（学則の準用）

第１３条　この規程に定めるもののほか、交換留学生に関し必要な事項は、本学学則及びその他本学諸規程を準用する。

　（改　廃）

第１４条　この規程の改廃は教授会が行う。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学外国からの交換留学生に関する規程は、廃止する。

３　この改正は、平成６年８月１日から施行する。

４　この改正は、平成１０年６月３日から施行する。

５　この改正は、平成１２年４月１日から施行する。

６　この改正は、平成１４年４月１日から施行する。

７　この改正は、平成16年４月１日から施行する。

８　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

外国からの交換留学生に関する規程



－ 223 －

　（趣　旨）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）学則第４５条の規定に基づく外国の大学に留学する学生に関する詳細について

は、この規程の定めるところによる。

２　この規程の適用をうけて留学する学生については、休学扱いとはしない。ただし、学生が在学中に休学を認められ、外国

の大学で学修することはさしつかえない。この場合、第１０条を除き、この規程は適用しない。

　（定義及び種類）

第２条　この規程で留学とは、次の各号の一に該当するものをいう。

　�　本学と交流協定（姉妹関係を含む。）を結んだ外国の大学において、本学の許可を得て、授業科目を履修することを目

的としたもの

　�　本学の交流協定校（姉妹校を含む。）以外の外国の大学において、本学の許可を得て、授業科目を履修することを目的

としたもの

２　前項第１号により留学する学生を交換留学生、第２号により留学する学生を認定留学生という。ただし、自治体の友好事

業の一環として、本学から派遣される学生については、第１号に準じて交換留学生という。

　（応募資格）

第３条　派遣時に本学に１年以上在学している者で、かつ、帰国時に本学学則第５条に定める在学年数を超えない者とする。

　（出願手続）

第４条　留学を志願する者は、所定の様式により、国際教育課を通じて学長に願い出なければならない。

　（留学の許可）

第５条　留学の許可は、教授会の議を経て、学長がこれを行う。

２　許可された学生は、留学先大学の入学許可書を受け取ったのち速やかにその写しを国際教育課に提出しなければならない。

　（留学期間）

第６条　留学期間は原則として１年とする。

　（留学の指導）

第７条　留学先大学での履修等については、国際教育課を通じて教学部の指導を受けなければならない。

　（単位換算の手続）

第８条　交換留学生及び認定留学生は、留学期間終了後速やかに、所定の留学報告書に成績証明書その他本学が指示する書類

を添付し、国際教育課を通じて学長に提出しなければならない。

　（修得単位の取扱い）

第９条　留学先大学で修得した単位は、学則第２６条の規定に基づき６０単位までこれを本学の単位に換算認定することができる。

換算認定については教授会で行う。

　（履修継続）

第１０条　留学する学生については、本学における通年の同一科目を連続２か年にわたって履修することができる。

２　留学する学生に対する春学期の追試験は、別途実施することができる。

　（補　足）

第１１条　この規程に定めるもののほか、学生の留学に関して必要な事項は、別に定めることができる。

　（改　廃）

第１２条　この規程の改廃は、教授会が行う。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学留学する学生に関する規程は、廃止する。

３　この改正は、平成８年４月１日から施行する。

４　この改正は、平成１０年６月３日から施行する。

５　この改正は、平成１２年４月１日から施行する。

６　この改正は、平成１３年４月１日から施行する。

７　この改正規程施行に当り、現に第２年次以上に在学中の者については、第９条の規定の適用は、なお従前の例による。

８　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

派遣留学生に関する規程
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　（趣　旨）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）派遣留学生に関する規程第１１条に基づき、経済学部における長期認定留学に

関し、この規程を定める。

　（定　義）

第２条　長期認定留学生（以下「留学生」という。）とは、教授会の議を経て、経済学部が指定する大学において授業科目を

履修することを目的とした者をいう。

２　留学生は、個人の責任と費用で留学しなければならない。

３　留学生は、留学期間中の本学の授業料を納付しなければならない。

４　指定する大学は、米国のモンタナ州立大学、モンタナ大学、キャロル大学、インカーネットワード大学、ポートランド州

立大学、カナダのセント・メアリーズ大学、サイモンフレーザー大学、中国の北京第二外国語学院、北京工商大学、中国社

会科学院大学院、中国人民大学、北京語言大学、清華大学、華東師範大学、上海交通大学、韓国の高麗大学校、西江大学校、延

世大学校、梨花女子大学校、ソウル大学校及び亜州大学校とする。

　（出願手続）

第３条　留学を志願する者は、本学派遣留学生に関する規程第４条に定める様式により、国際教育課を通じて学部長に願い出

なければならない。

　（留学の許可）

第４条　留学の許可は、教授会の議を経て、学部長がこれを行う。

２　許可された学生は、留学先大学の入学許可書を受け取ったのち、速やかにその写しを国際教育課に提出しなければならな

い。

　（留学時期及び期間）

第５条　留学時期は、第２年次以上とする。

２　留学期間は、半年以上１年以内とする。

　（単位の認定）

第６条　留学生は、留学期間終了後、速やかに成績証明書を国際教育課に提出しなければならない。

２　留学先で修得した単位は、熊本学園大学単位換算認定基準に基づき、長期認定留学評価委員会の議を経て、教授会が認定

する。

３　留学先におけるＮＧＯ等ボランティア活動又はインターンシップについても、所定の授業時間数に相当する内容の証明が

ある場合は、単位換算認定の対象とすることができる。

４　長期認定留学評価委員会の委員は３名とし、各学科から少なくとも１名を選出する。

　（留学説明会）

第７条　この規程に基づく留学説明会は、海外研修説明会の際に行う。

　（改　廃）

第８条　この規程の改廃は、教授会が行う。

　　　附　則

１　この規程は、平成８年４月１日から施行する。

２　この改正は、平成１０年４月１日から施行する。

３　この改正は、平成１１年１月１３日から施行する。

４　この改正は、平成１１年１２月１日から施行する。

５　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

経済学部長期認定留学制度に関する規程
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　（趣　旨）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）学則第３９条の規定に基づく休学及び復学に関する詳細については、この規程

に定めるところによる。

　（定　義）

第２条　休学願は、やむを得ない理由（病気、経済問題、転勤等）によって３か月以上学業継続が困難な場合に提出する。

　（休学願）

第３条　休学しようとする者は、保証人連署の休学願に学級主任の認印をうけ、学生証を添えて教務課に提出しなければなら

ない。ただし、病気のため休学する場合には、診断書を添付するものとする。

　（休学期間）

第４条　休学期間は、２か年以内とし、２回を超えることはできない。

２　休学した期間は、本学学則第５条に規定する修業年限及び在学年数に算入しない。

　（復学願）

第５条　休学者が復学しようとするときは、春学期から復学する場合は前年度の３月、秋学期から復学する場合は７月のそれ

ぞれ指定する日までに保証人連署の復学願を教務課に提出しなければならない。ただし、病気のため休学した者が復学する

場合には、診断書を添付するものとする。

２　復学の時期は、学期の初めとする。

　（復学の手続）

第６条　復学を許可された者は、所定の期日までに納入金を納入するとともに、別に定める復学に必要な書類を提出しなけれ

ばならない。

　（除　籍）

第７条　休学許可後、第４条に定める休学期間内に復学の手続きをしない場合は、除籍する。

　（休学の時期）

第８条　休学許可月日は、休学願の提出日とする。

２　前項の規定にかかわらず、６月２２日から９月２１日まで、及び１月１日から３月３１日までに休学願を提出した者の休学許可

月日は別表のとおりとする。ただし、別表に該当しない者の場合は、前項を適用する。

　（復学時の学年）

第９条　休学者が復学する時の学年は、次のとおりとする。

　�　休学許可日が９月２１日以降の休学者が春学期に復学する場合は、休学許可時の学年より１学年進級するものとする。

　�　前号以外の休学者の復学時の学年は、休学許可時の学年とする。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学休学及び復学に関する規程は、廃止する。

３　この改正は、平成６年８月１日から施行する。

４　この改正は、平成１２年４月１日から施行する。

５　この改正は、平成１４年４月１日から施行する。

６　この改正は、平成１６年４月１日から施行する。

７　この改正は、平成１９年４月１日から施行する。

８　第８条及び第９条の規定については、平成１９年度の復学者から適用する。

９　この改正は、平成２０年４月１日から施行する。

休学及び復学に関する規程

別表

休学許可月日当該年度の授業料その他納入金等休学願提出日

９月２１日
第一部で第一期分まで納入の者

６月２２日から９月２１日まで
第二部で第二期分まで納入の者

３月３１日
第一部で第二期分まで納入の者

１月１日から３月３１日まで
第二部で第四期分まで納入の者
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　（趣　旨）

第１条　熊本学園大学学則第４０条の規定に基づく退学に関する詳細については、この規程の定めるところによる。

　（定　義）

第２条　退学願は、学業継続の意思がない場合に提出する。

　（退学願）

第３条　退学しようとする者は、保証人連署の退学願に学級主任の認印をうけ、学生証を添えて教務課に提出しなければなら

ない。

　（退学の時期）

第４条　退学許可月日は、退学願の提出日とする。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学退学に関する規程は、廃止する。

３　この改正は、平成６年８月１日から施行する。

４　この改正は、平成１２年４月１日から施行する。

５　この改正は、平成１４年４月１日から施行する。

退学に関する規程
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　（趣　旨）

第１条　熊本学園大学の学則、休学及び復学に関する規程、各学部学科の授業科目履修規程、授業料その他納入金等に関する

規程並びに学生健康診断規程に基づく除籍の詳細については、この規程の定めるところによる。

　（除籍の条件）

第２条　次の各号の一に該当する者は、これを除籍する。

　�　在学年数８年を超える者

　�　授業料等（授業料、施設費をいう。）を滞納し、督促を受けても納入しない者

　�　休学許可者で、休学期間満了時までに復学しない者

　�　授業科目履修届未提出者

　�　学業不振で成業の見込みがなく、退学を勧告しても応じない者

　�　健康診断書を提出せず、退学を勧告しても応じない者

　�　試験において不正行為を行い、退学を勧告しても応じない者

　�　死亡の届け出があった者

　（復籍の不許可）

第３条　除籍した者の復籍は、これを認めない。ただし、授業料等滞納による除籍者の復籍に関する規程によって復籍を許可

された場合、この限りではない。

　（除籍日）

第４条　除籍日は、次のとおりとする。

２　健康診断書を提出せず、退学を勧告しても応じない者のうち、授業料等滞納者については、別表の除籍日が９月３０日以前

に該当する場合は、前項の規定にかかわらず別表に定める除籍日とする。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学除籍に関する規程は、廃止する。

３　この改正は、平成１６年４月１日から施行する。

４　この改正は、平成２２年４月１日から施行する。

除籍に関する規程

除　　籍　　日事　　　　　　項

各学期末在学年数８年を超える者

別表のとおり授業料等を滞納し、督促を受けても納入しない者

期間満了の各学期末休学許可者で、休学期間満了時までに復学しない者

５月１日授業科目履修届未提出者

３月３１日学業不振で成業の見込みがなく、退学を勧告しても応じない者

９月３０日健康診断書を提出せず、退学を勧告しても応じない者

不正行為日試験において不正行為を行い、退学を勧告しても応じない者

死　亡　日死亡の届け出があった者

別表（第４条関係）

（第一部）

除　　籍　　日納　　入　　期

５月１日第１期分滞納者

１０月１５日第２期分滞納者

（第二部）

除　　籍　　日納　　入　　期

５月１日第１期分滞納者

７月３１日第２期分滞納者

１０月１５日第３期分滞納者

１月３１日第４期分滞納者
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試験及び成績評定に関する細則

　　第₁章　総則
　（趣　旨）
第�₁条　熊本学園大学学則第24条及び第25条の規定に基づく試験及び成績評定に関する詳細については、この規定の定めると
ころによる。
　　第₂章　試験
　（試験の種類）
第₂条　試験を分けて、定期試験、中間試験、追試験及び再試験の₄種とする。
　（定期試験の定義）
第₃条　「定期試験」とは、春学期、秋学期の各期末及び授業終了後に時期を定めて行う試験をいう。
　（定期試験の時期）
第₄条　定期試験は次の時期に実施する。
　 　通年開設科目は、通常₇月中下旬及び₁月下旬～₂月初旬
　 　春学期又は秋学期開設科目は、授業終了の各期末（通常春学期は₇月中下旬、秋学期は₁月下旬～₂月初旬）
　 　集中開設科目は、原則として授業終了後₂週間以内
　（中間試験の定義）
第₅条　「中間試験」とは、外国語科目又はその他の科目について、定期試験以前に行う試験をいう。
　（中間試験の時期）
第₆条　中間試験は、科目担当者が必要と認めた場合に実施する。
　（追試験の定義）
第₇条　「追試験」とは、病気その他やむを得ない理由により、定期試験を受験できなかった者に対して行う試験をいう。
₂　前項に規定する「その他やむを得ない理由」には、次の理由が含まれる。
　 　就職試験　　　　　　　　  　教育実習　　　　　　　　　　　　　  　₃親等内の忌引
　 　不慮の災害　　　　　　　  　交通機関の途絶及び延着　　　　　　  　交通事故
　 　父母兄弟姉妹の危篤　　　  　勤務の都合（第二部学生に限る）　　  　その他特に認められた場合
　（追試験の時期）
第₈条　追試験の時期の発表は、定期試験時間割発表時に行う。
　（追試験の受験手続き）
第�₉条　追試験の受験を希望する者は、定期試験を受験できなかった理由を証明する医師の診断書又は公の証明書を添付した
所定の「追試験受験許可願」を教務課に提示してその検印を受け、納入金表別表₂に示された追試験料を添えて経理課に提
出しなければならない。
₂　前項の追試験受験許可願の提出期限は、定期試験の当該科目試験終了後の₁週間（試験当日を含めて₇日間）以内とする。
　（再試験の定義）
第�10条　「再試験」とは、卒業予定年次在学者で、当該年度の定期試験又は追試験（春学期終了科目）の成績が不合格のため、
卒業に必要な単位が不足した者のほか、教育職員免許・司書資格・司書教諭資格・介護福祉士資格・社会福祉士試験受験資
格・精神保健福祉士試験受験資格・保育士資格・日本語教員・健康運動指導士認定試験受験資格の取得に必要な単位が不足
した者に対して卒業判定結果の発表後に再度行う試験をいう。
　（再試験の時期及び科目の範囲）
第11条　再試験は通常₃月に実施する。
₂　卒業に必要なものについての再試験は、不足科目が₄科目以内の場合に限り受験することができる。
₃　前条の免許・資格の取得に必要なものについての再試験は、不足科目が₁科目以内の場合に限り受験することができる。
₄　第₂項及び第₃項の規定にかかわらず、次の科目については再試験を実施しない。
　 　総合講義　　　　  　実技、実習の科目　　　　  　演習　　　　  　秋学期の追試験科目
　 　その他再試験が実施できないと思われる科目
　（再試験の受験手続き）
第12�条　再試験の受験を希望する者は、各自受験科目を確認し、所定の「再試験受験許可願」を教務課に提示してその検印を
受け、納入金表別表₂に示された再試験料を添えて経理課へ提出しなければならない。

₂　前項の再試験受験許可願の提出期限は、卒業判定結果の発表日から₂日以内とする。
　（試験の受験を認めない者）
第13条　次の各号の一に該当する者は、試験の受験を認めない。
　 　受験しようとする科目について履修届をしていない者
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　 　追試験または再試験において所定の受験許可願を提出していない者
　 　所定の学生証（仮学生証を含む）を所持していない者
　 　試験開始後25分を超えて遅刻した者
　（仮学生証の手続き）
第14条　試験に際して、学生証を忘れた者に対しては、仮学生証を発行する。ただし、当日のみ有効とする。
　（不正行為に対する処置）
第�15条　試験において不正行為を行った者は、当該科目と既に当試験期間中に受験した科目を順次遡り₂科目まで、及び当試
験期間中に受験予定の後続₂科目合計₅科目につき単位を与えない。ただし、該当する科目が₅科目に達しない場合は次の
ように取り扱うものとする。
　　①　既に受験した科目数が₂に達しない場合は、₂よりその科目数を減じた数を受験予定の科目数に加算する。
　　②　受験予定の科目数が₂に達しない場合は、₂よりその科目数を減じた数を既に受験した科目数に加算する。
　　③　①と②にも拘わらず該当科目が₅科目に達しない場合は、該当する₅科目未満を対象とする。
₂　在学中に再度不正行為を行った者には、前項の規定を適用したうえに退学を勧告し、勧告に応じない者は除籍する。
　　第₃章　成績評定
　（成績の評定方法）
第�16条　履修科目の成績は、定期試験、追試験又は再試験の試験成績を主とし、出席状況、平常の学習状況、論文及び中間試
験の成績を加味して各科目担当者が評定する。
₂　実験、実習及び実技の科目については、前項の規定によらないことができる。
　（成績の区分）
第�17条　成績評定の結果は、S（100点～ 90点）、A（89点～ 80点）、B（79点～ 70点）、C（69点～ 60点）、D（59点以下）に分
け、S、A、B、Cを合格とし所定の単位を与える。
　（通年開設科目の学年成績の評定方法）
第�18条　通年開設科目の学年成績の評定方法は、原則として春学期と秋学期の両方の成績を平均して行い、その平均成績がC
以上の場合に所定の単位を与える。ただし、平均成績が欠点であっても、秋学期において相当の向上が認められ、かつ出席
状況が良好な場合には、学年成績として合格最低成績（C）を与えることができる。
₂ 　春学期の定期試験は受験し、秋学期の定期試験は受験しなかった者に対しては、学年成績の評定はしない。ただし、その
者が秋学期の追試験を受験した場合は、前項の方法により学年成績の評定を行う。
₃ 　春学期の定期試験は受験し、病気その他真にやむを得ない理由によって秋学期の定期試験及び追試験の両方とも受験でき
ない者には出席状況並びに平常の学習状況が良好な場合に限り、春学期の成績の₈割で学年成績を評定することができる。
₄ 　病気その他真にやむを得ない理由によって、春学期の定期試験及び追試験の両方とも受験できなかった者で、秋学期の定
期試験又は追試験を受験した者には、出席状況並びに平常の学習状況が良好な場合に限り、秋学期の成績の₈割で学年成績
を評定することができる。
　（再試験成績の評定基準）
第19条　再試験の成績は、最高成績を合格最低成績（C）として評定する。
　（答案を提出しなかった場合の取扱い）
第20条　試験を受験し答案を提出しなかった場合は、当該年度は成績の評定をしない。
₂　前項の該当者は、翌年度の当該科目の再履修を認めないことがある。
　（受験しなかった科目の取扱い）
第�21条　定期試験、追試験又は再試験を受験しなかった場合は、当該科目は辞退したものと見なし成績の評定をしない。ただ
し、通年開設科目の場合で第18条第₃項及び第₄項の規定に該当する場合は除く。
　（外国語の成績評定）
第22条　外国語の成績評定には、次を加える。
　 　原則として、授業時間数の₃分の₂以上出席していなければならない。
　 　無届けで連続₃回以上欠席した場合は、履修を辞退したものと見なす。
　 　正当な理由がなく遅刻した場合は、遅刻₂回をもって欠席₁回に換算する。
　（演習の成績評定）
第23条　演習の成績評定には、次を加える。
　 　原則として、授業時間数の₃分の₂以上出席していなければならない。
　 　無届けで連続₃回以上欠席した場合は、履修を辞退したものと見なす。
　  　演習終了後は、指定された期日までに報告書を提出しなければならない。期日までに提出しない場合は成績の評定をし
ない。
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　（出席不良により成績評定不能の場合の取扱い）
第�24条　科目担当者が出席不良により成績の評定ができないと判断した場合には、成績の評定にかえて×印で標示することが
できる。
₂　第11条第₂項及び第₃項の規定にかかわらず、学年成績が×印で標示された科目については、再試験の受験を認めない。
　（単位の授与）
第25条　履修科目の所定の単位は、春学期・秋学期又は通年で授与する。
　（休学者、退学者の単位授与）
第�26条　休学者又は退学者で、次の各号の一に該当する場合には、前条までの規定により成績の評定を行い、合格者には所定
の単位を授与する。
　  　春学期開設科目で、休学又は退学の許可月日が₉月21日以後の場合。ただし、第一部学生は第一期分の授業料その他納
入金等を納入していなければならない。第二部学生は、第二期分までの授業料その他納入金等を納入していなければなら
ない。

　  　秋学期開設科目及び通年開設科目で休学又は退学の許可月日が₃月31日の場合。ただし、当該年度の授業料その他納入
金等を完納していなければならない。

　  　集中開設科目で、休学又は退学の許可月日以前に授業及び試験（実習を含む）が終了している場合。ただし、授業料そ
の他納入金等については前第₁号・第₂号を準用する。

　　　附　則
₁　この細則は、平成₆年₄月₁日から施行する。
₂　この細則の施行により、熊本商科大学試験及び成績評定に関する細則は、廃止する。
₃　第15条については、平成10年度中に見直すものとする。
₄　この改正は、平成₆年₈月₁日から施行する。
₅　この改正は、平成₉年₄月₁日から施行する。
₆　この改正は、平成10年₄月₁日から施行する。
₇　この改正は、平成12年₄月₁日から施行する。
₈　この改正は、平成14年₄月₁日から施行する。
₉　この改正は、平成15年₄月₁日から施行する。
10　この改正は、平成16年₄月₁日から施行する。
11　この改正は、平成20年₄月₁日から施行する。
12　この改正は、平成23年₄月₁日から施行する。
13　この改正は、平成24年₄月₁日から施行する。
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１　受験に当っては、学生としての本分を自覚し、少しでも不正・不注意の行為があってはならない。

２　受験に当って、次のイ～チの不正行為を行った者は、当該科目と既に当試験期間中に受験した科目を順次遡り２科目まで、

及び当試験期間中に受験予定の後続２科目合計５科目につき単位を与えない。ただし、該当する科目が５科目に達しない場

合は、次のように取り扱うものとする。

　①　既に受験した科目数が２に達しない場合は、２よりその科目数を減じた数を受験予定の科目数に加算する。

　　　　例：受験した科目１＋当該科目＋受験予定の科目３＝計５科目

　②　受験予定の科目数が２に達しない場合は、２よりその科目数を減じた数を既に受験した科目数に加算する。

　　　　例：受験予定の科目０＋当該科目＋受験した科目４＝計５科目

　③　①と②にも拘らず該当科目が５科目に達しない場合は、該当する５科目未満を対象とする。

　イ．　カンニングペーパー及びこれに類するものを所持並びに使用すること。

　ロ．　身替り受験をすること。

　ハ．　机上等への書き込みをし、かつ見ること。

　ニ．　他人の答案をのぞき見すること、及び故意に見せること。

　ホ．　他人の学生証で受験すること。

　ヘ．　指定された書籍以外のものを使用すること。

　ト．　携帯電話、PHS、ポケットベルなどの通信機器類を使用すること、及び机上に置くこと。

　チ．　その他不正行為とみなされる行為をすること。

３　在学中に再度不正行為を行った者には退学を勧告し、勧告に応じない者は、除籍する。

４　受験できる科目は、授業科目履修届によりあらかじめ履修を届け出て、当該科目の授業に出席して授業を受けたものに限

る。

５　受験の時期までに納入しなければならない授業料その他の納入金は、必ず納入すること。

６　試験場は、学科・年・組別にそれぞれ指定してあるので、試験時間割で指定された教室で受験すること。

７　特別受講者は、特別受講している部の試験時間割により受験しなければならない。

８　受験の際は、必ず学生証（当日の仮学生証）を机の右側または通路側の上端に写真の面を提示しておかねばならない。学

生証を持参していない場合は、受験できない。

９　答案の学科、年、組、番号（学籍番号の下２けた）及び氏名は、ペン又はボールペンで明記すること。無記名の答案は無

効とすることがある。

１０　答案は上部をとじるので、解答が裏面におよぶ場合は、上下を逆にして書くこと。答案は、なるべく裏面におよばないよ

うに要領よく解答すること。

１１　答案用紙は、必ず提出しなければならない。

１２　試験開始後２５分を超えた遅刻者は、試験の受験を認めない。

１３　試験開始後３０分以内に試験場を退場することはできない。

１４　受験に際しては、筆記具その他特に許可されたノート、参考書類以外の身辺の所持品は、すべて完全に始末しておくこと。

１５　追試験については、別項の「試験及び成績評定に関する細則」の第７条から第９条までの規程を参照し、受験手続きその

他間違いがないようにすること。

１６　学生証を忘れた場合は定期試験を受験できない。ただし、学生証を忘れた場合は「仮学生証」を教務課で所定の手続きを

して受け取り受験することができる。「仮学生証」は当日のみ有効とする。受験後は、当日中に速やかに教務課へ返却するこ

と。

１７　再試験については、「試験及び成績評定に関する細則」第１０条から第１２条までの規定を参照すること。

１８　その他試験の受験に当っては、あらかじめ別項の「試験及び成績評定に関する細則」を熟読しておくこと。

定期試験の受験心得
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　（趣　旨）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）学則第６１条の規定に基づく科目等履修生に関する詳細については、この規程

の定めるところによる。

　（履修資格）

第２条　学科の授業科目を履修する者は、次の各号の一に該当する者とする。

　�　高等学校卒業者又はこれと同等以上の学力がある者

　�　社会的経験により前号と同等以上の能力があると認められた者

２　教職課程の授業科目を履修する者は、次の各号の一に該当する者とする。

　�　大学（短期大学を除く。）卒業者

　�　高等学校教諭一種免許状又は中学校教諭一種免許状をもっている現職教員

　�　高等学校助教諭免許状（実習教科を除く。）又は中学校教諭二種免許状取得後５年以上の教職勤務年数を有し、将来高等

学校教諭一種免許状又は中学校教諭一種免許状を取得しようとする現職教員

　（科目等履修生の種類）

第３条　科目等履修生の種類は、次のとおりとする。

　�　科目登録制による履修生

　�　コース登録制による履修生

　（履修できる授業科目）

第４条　科目等履修生は、希望により本学に開設する各科目を履修することができる。

　（履修許可願）

第５条　履修を希望する者は、学年又は学期の開始前に設ける期間に所定の履修許可願に必要書類を添えて教務課に提出しな

ければならない。

２　提出期間、提出書類については、別に定める。

　（履修の許可）

第６条　履修は、本学学生の収容に余力のある場合に限り教授会の議を経て許可される。

　（履修料）

第７条　履修を許可された者は、許可された日から１週間以内に所定の履修料を本学経理課に納入しなければならない。

２　既納の履修料は、事情のいかんにかかわらず返還しない。

３　履修料は、その金額により２期に分納することができる。

　（科目等履修生証）

第８条　履修料を納入した者には、科目等履修生証を交付する。

２　科目等履修生は登学の際、科目等履修生証を携帯していなければならない。

　（定期試験・論文審査）

第９条　科目等履修生は、本学学生に対して実施する定期試験又は論文審査を受けることができる。

２　試験又は論文審査に合格した者には、授業科目所定の単位を認定する。

　（成績証明書）

第１０条　合格した授業科目についての成績証明書並びに単位修得証明書を必要とする者には、これを交付する。

　（履修の辞退）

第１１条　履修を辞退する場合は、その旨を速やかに教務課へ届け出なければならない。

　（資格の取消し）

第１２条　次のいずれかに該当するときは、科目等履修生の資格を取り消されることがある。

　�　出席状況不良にして修学の見込みのない者

　�　履修料を滞納した者

　�　本学学生に悪影響を及ぼすと認められた者

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学科目等履修生に関する規程は、廃止する。

３　この改正は、平成６年８月１日から施行する。

４　この改正は、平成１４年４月１日から施行する。

科目等履修生に関する規程
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単位互換制度について

　本学では、下記の大学との単位互換制度による授業科目の履修を実施している。（次項の「派遣聴講生に関する
規程」参照）

₁　放送大学との単位互換
　放送大学は、今日の生涯学習の時代に応えて、テレビ・ラジオ放送を効果的に活用した新しい学習システムを用いて大学教
育を行うことにより、レベルの高い学習の機会を広く国民に提供するとともに、大学教育のための放送の普及発展を図ること
を目的として、国の出資によって設立された教育機関である。
　本学では、放送大学との単位互換協定を結んでおり、放送大学の授業科目を履修し、授業を受講し修得した単位は、大学の
卒業要件として取り扱われる。

₂　三大学単位互換制度（本学、熊本大学、熊本県立大学）
　本学では、国立の熊本大学、公立の熊本県立大学との三大学間で単位互換に関する協定を結んで平成₇年₄月から実施して
いる。
　熊本学園大学商学部・経済学部、熊本大学法学部、熊本県立大学総合管理学部との間で、それぞれの大学にない専門学部の
相互交流により、専門科目を互いに補完しあって教育内容を充実するとともに、いろいろな分野から自分に合った授業科目を
選択することによって、学習意欲を高め、視野を広げることにより、一つの専門分野に偏らない幅広い知識や教養を身につけ
ることを目的としている。
　熊本大学法学部、あるいは熊本県立大学総合管理学部で受けた授業科目を本学の履修単位として認めるものである。

₃　沖縄国際大学との単位互換派遣留学について
　平成13年10月に沖縄国際大学との単位互換協定を締結し、平成14年度より実施する。
　沖縄国際大学に派遣聴講生として、₁年間もしくは半年間在籍し、授業科目の履修および単位の修得ができる制度である。
また、修得した単位は、所属学部の単位として認定される。
　沖縄国際大学には、法学部法律学科・地域行政学科、経済学部経済学科・地域環境政策学科、産業情報学部企業システム学
科・産業情報学科、総合文化学部日本文化学科・英米言語文化学科・社会文化学科・人間福祉学科（社会福祉専攻、心理カウ
ンセリング専攻）がある。本学では、初の国内留学制度で、学生の幅広い学習機会を提供すると共に、有意義な学生生活を送
るひとつのチャンスである。
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　（趣　旨）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）学則第６０条の規定に基づく派遣聴講生に関する詳細については、この規程の

定めるところによる。

　（派遣聴講生の定義）

第２条　学則第２９条に基づき、本学と単位互換に関する協定がある大学または短期大学（以下「協定大学」という。）におけ

る授業科目の履修を許可された者を派遣聴講生という。

　（派遣聴講生の種類）

第３条　派遣聴講生の種類は、次のとおりとする。

　�　放送大学への派遣聴講生

　�　熊本大学及び熊本県立大学への派遣聴講生

　�　沖縄国際大学への派遣聴講生

　（選考及び決定）

第４条　派遣聴講生は、学則第２９条に基づく教授会の議を経て、学長がこれを決定する。

２　沖縄国際大学への派遣聴講生の選考は、教学部会議が行い、教授会へ提案する。

　（定　員）

第５条　派遣聴講生の定員は次のとおりとする。

　�　熊本大学及び熊本県立大学への派遣聴講生の定員は、協定大学ごとに商学部１０名、経済学部１０名とする。ただし、これ

を超えて履修希望者がある場合には、協定大学の許可がある場合に限り有料で許可することができる。

　�　沖縄国際大学への派遣聴講生の定員は、１０名とする。

　（履修期間）

第６条　派遣聴講生の履修期間は、１年間又は半年間とする。

　（単位の認定）

第７条　派遣聴講生が協定大学で修得した単位については、学則第２６条に基づき、本学の卒業に必要な単位として認定を受け

ることができる。

２　沖縄国際大学で修得した科目単位については、所属学科の科目として読み替える。読み替えられない科目については、自

由選択科目とする。

　（派遣資格）

第８条　本学に１年以上在学し、３０単位以上修得した者とする。

２　熊本大学及び熊本県立大学への派遣聴講生は、商学部及び経済学部の学生に限る。

３　第１項の規定にかかわらず、沖縄国際大学への派遣聴講生は、派遣時に次の基準を満たしているものとする。

　�　２年次に派遣される者は１年次終了時に３０単位以上、３年次に派遣される者は２年次終了時までに６０単位以上、４年次

以上で派遣される者は３年次終了時までに９０単位以上を修得していること。

　�　修得科目の成績について、Ａを３点、Ｂを２点、Ｃを１点として算出した平均が２．０以上であること。

　（出　願）

第９条　派遣聴講を出願する者は、次の期間に所定の願書その他必要書類を教務課に提出しなければならない。

　�　放送大学での聴講を希望する場合には、４月又は１２月の指定する期間。

　�　熊本大学及び熊本県立大学での聴講を希望する場合には、３月の指定する期間。

　�　沖縄国際大学での聴講を希望する場合には、１０月の指定する期間。

２　卒業年次生が、放送大学、熊本大学及び熊本県立大学での聴講を希望する場合には、協定大学の第１学期科目又は前期科

目に限る。

　（派遣聴講生の義務）

第１０条　派遣聴講生は、協定大学の学則を遵守しなければならない。

　（学費等）

第１１条　派遣聴講生は、派遣期間中本学の学費を全額納入するものとする。

２　放送大学への派遣聴講生の聴講料は、派遣聴講生が本学に納入し、本学から放送大学に納入する。

３　熊本大学及び熊本県立大学への派遣聴講生の聴講料は、無料とする。ただし、定員を超えて有料を条件に許可された場合

には、派遣聴講生が協定大学に納入する。

４　沖縄国際大学への派遣聴講生の聴講料は、無料とする。

　（奨学金）

第１２条　派遣聴講生には、次の奨学金を給付する。

派遣聴講生に関する規程
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　�　放送大学への派遣聴講生が単位を修得した場合には、当該単位数に対応する聴講料の額を、奨学金として給付する。

　�　有料を条件に許可された派遣聴講生が熊本大学及び熊本県立大学において単位を修得した場合には、別に定める奨学金

を給付する。

　�　沖縄国際大学への派遣聴講生には、別に定める奨学金を給付する。

　（規程に定める以外の事項）

第１３条　この規程に定める以外の事項については、協定大学との協議に基づいて別に定める。

　（改　廃）

第１４条　この規程の改廃は、教授会が行う。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学派遣聴講生に関する規程は、廃止する。

３　この改正は、平成６年８月１日から施行する。

４　この改正は、平成７年１月１日から施行する。

５　この改正は、平成９年４月１日から施行する。

６　この改正は、平成１３年８月１日から施行する。

７　この改正は、平成１４年４月１日から施行する。

８　この改正は、平成１５年４月１日から施行する。
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　（趣　旨）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）学則第６０条第２項の規定に基づく特別聴講学生に関する詳細については、こ

の規程の定めるところによる。

　（特別聴講学生）

第２条　本学と単位互換に関する協定がある大学または短期大学（以下「協定大学」という。）に在籍しながら、本学の授業

科目の聴講を許可された者を特別聴講学生という。

　（特別聴講学生の決定）

第３条　特別聴講学生は、教授会の議を経て、学長がこれを決定する。

　（特別聴講料）

第４条　特別聴講学生の聴講料は、協定大学との覚書の金額を特別聴講料として特別聴講学生から受納する。

　（特別聴講学生証）

第５条　特別聴講学生には、特別聴講学生証を交付する。

　（受講できる授業科目）

第６条　特別聴講学生の受講できる授業科目は、教授会において定める。

２　特別聴講学生が１年間に履修できる授業科目の単位数は、協定大学との協定に基づくものとする。

　（単位の証明）

第７条　特別聴講学生の修得した単位の証明は、原則として協定大学に対して行うものとする。

　（施設・設備の利用）

第８条　本学は、特別聴講学生が履修上必要な施設、設備の利用については便宜を供与する。

　（聴講の取消し）

第９条　特別聴講学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、教授会の議を経て、学長は聴講の許可を取り消すことができ

る。

　�　協定大学の学生の身分を失った場合

　�　正当な理由がなく特別聴講料を滞納し、督促を受けても納入しない場合

　�　学則その他本学の定める諸規程を遵守しない場合

　（規程に定める以外の事項）

第１０条　この規程に定める以外の事項については、協定大学との協議に基づいて定める。

　（改　廃）

第１１条　この規程の改廃は、教授会の承認を得なければならない。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学特別聴講学生規程は、廃止する。

３　この規程は、平成７年１月１日から施行する。

特別聴講学生規程
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１　熊本学園大学（以下「本学」という。）学則第４２条及び第４３条により入学した学生、学則第３０条による学生の単位換算認

定については次のとおりとする。

　�　単位を換算認定される科目は、本学の設置する科目に相当するものでなければならない。ただし、単位互換に関する協

定があるものは、この限りでない。

　�　既に単位を修得した科目については、認定しない。ただし、派遣留学生が留学先大学において修得した科目については、

既に修得した科目であっても１２単位を限度に自由選択科目として一括認定することができる。

　�　既修得の２科目以上を併合して１科目とすることができる。また、既修得の１科目を分割して科目名の異なる２科目以

上とすることができる。

　�　文部科学大臣の認定を受けた技能審査の合格に係る学修については、科目名の異なる２科目以上に相当させることがで

きる。

　�　派遣留学生（交換留学生及び認定留学生）が留学先大学において修得した科目については、授業制度の違いや派遣留学

生の学修意欲等を勘案し、１科目３単位を本学における１科目４単位として換算認定することができる。

　　　ただし、留学先大学において３０時間の学修をもって１単位とする場合とする。

　�　認定できる単位数は次のとおりとする。

　　イ．学則第３０条による場合は、学則第２６条及び学則第２７条並びに学則第２８条によるものを全て加えて６０単位を上限とする。

　　ロ．学則第４２条及び第４３条による場合は、６２単位を上限とする。

　�　単位を認定された科目については、原則として従前の成績をそのまま認定する。ただし、放送大学で修得した単位の成

績は、次のとおりとする。

　２科目以上を併合して１科目とした場合は、Ａ＝９０、Ｂ＝７５、Ｃ＝６５として平均を算定し成績とする。

　�　入学前に他大学において修得した科目について、大学で定める１単位あたりの時間数が異なる場合は、本学学則に定め

る１単位あたりの授業時間を満たす場合に限り、本学学則で定める単位数に換算認定することができる。

２　単位換算認定については提出された既修得単位の証明書又はその他証明書により教学部会議において行い、教授会で認定

する。

　　ただし、文部科学大臣が別に定める学修のうち文部科学大臣の認定を受けた技能審査の合格に係る学修及びTOEFL、

TOEICにおける成果に係る学修については、単位認定申請書に検定試験合格証明書またはスコア認定書を添えて、当該学部

長に願い出るものとする。当該学部長は、換算単位及び成績評価について関係科目の担当者と協議するものとする。なお、

実用フランス語技能検定、スペイン語技能検定、実用英語技能検定、TOEFL及びTOEICについては、別表の通りとする。

　　　附　則

１　この基準は、平成６年４月１日から施行する。

２　現に第３年次以上に在学中のものに対するこの改正基準１－�の適用については、なお従前の例による。

３　この基準の施行により、熊本商科大学単位換算認定基準は、廃止する。

４　この改正は、平成７年４月１日から施行する。

５　この改正は、平成８年４月１日から施行する。

６　この改正は、平成１３年４月１日から施行する。

７　この改正は、平成１６年４月１日から施行する。

８　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

〔申し合せ事項〕

１　編入学試験・転入学試験は、できるだけ門戸を広げる方向で行く。

２　時間的事情で、教授会の承認が事後承諾になるのはやむをえない。

単位換算認定基準

放送大学本　　学

�：１００～９０

Ａ：　８９～８０
Ａ：１００～８０

Ｂ：　７９～７０Ｂ：　７９～７０

Ｃ：　６９～６０Ｃ：　６９～６０

Ｄ：　５９～５０

Ｅ：　４９～　０
Ｄ：　５９～　０

平成22年
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（別表）

科　　目　　名技能審査の名称

フランス語ⅡＡ・フランス語ⅡＢ実用フランス語技能検定３級以上

フランス語ⅣＡ・フランス語ⅣＢ実用フランス語技能検定２級以上

スペイン語ⅡＡ・スペイン語ⅡＢスペイン語技能検定５級以上

スペイン語ⅣＡ・スペイン語ⅣＢスペイン語技能検定３級以上

英語ⅠＡ・英語ⅠＢ・英語ⅡＡ・英語ⅡＢ実 用 英 語 技 能 検 定 準 １ 級
英語ⅠＡ・英語ⅠＢ・英語ⅡＡ・英語ⅡＢ・
英語ⅢＡ・英語ⅢＢ・英語ⅣＡ・英語ⅣＢ実 用 英 語 技 能 検 定 １ 級

英語ⅠＡ・英語ⅠＢ・英語ⅡＡ・英語ⅡＢ５００点以上TOEFL

（トフル） 英語ⅠＡ・英語ⅠＢ・英語ⅡＡ・英語ⅡＢ・
英語ⅢＡ・英語ⅢＢ・英語ⅣＡ・英語ⅣＢ５６０点以上

英語ⅠＡ・英語ⅠＢ・英語ⅡＡ・英語ⅡＢ６２５点以上TOEIC

（トーイック） 英語ⅠＡ・英語ⅠＢ・英語ⅡＡ・英語ⅡＢ・
英語ⅢＡ・英語ⅢＢ・英語ⅣＡ・英語ⅣＢ７７５点以上
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　（趣　旨）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）学則第６２条の規定に基づく研究生に関する詳細については、この規程の定め

るところによる。

　（出願資格）

第２条　研究生に出願できる者は、次の各号の一に該当する者とする。

　�　本学を卒業した者

　�　他の四年制大学を卒業した者

　�　その他大学において四年制大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者

　（修学年限）

第３条　研究生の修学年限は１か年とする。

　（入学時期）

第４条　研究生の入学時期は、学年の初めとする。

　（出願手続）

第５条　研究生に出願する者は、研究題目を明記し、かつ指導を希望する教授の承認印をうけた所定の研究生願書に必要書類

と入学検定料を添えて教務課に提出しなければならない。ただし、入学検定料は、本学において学位を取得した者について

は免除する。

２　提出期間、提出書類については、別に定める。

　（入学の許可）

第６条　教授会は、研究生の学力・人物・健康について選考のうえ、指導教授を決定し、入学を許可する。

　（入学の手続）

第７条　入学を許可された者は、許可された日から１週間以内に別に定める入学金・授業料その他の納入金を納めなければな

らない。ただし、入学金は、本学において学位を取得した者については免除する。

　（研究生証）

第８条　前条の手続きを完了した研究生に対しては、研究生証を交付する。

２　研究生は登学の際、研究生証を携帯していなければならない。

　（指導教授の演習参加等）

第９条　研究生は、指導教授の演習に参加するほか、指導教授の指示する授業科目を受講することができる。

　（論文の提出）

第１０条　研究生は、論文を２月中旬までに提出しなければならない。

２　論文は、指導教授に２部提出する。１部は指導教授を経て、所属の学科長に提出し学科会議で承認を得るものとする。

３　論文は、日本語８，０００字（外国語による場合はそれ相当分）以上とする。

　（修学証明書）

第１１条　研究の成果をおさめた者には、教授会に諮り修学証明書を交付する。

　（研究生の辞退）

第１２条　本人の都合により研究生を辞退する場合は、その旨を速やかに教務課に届け出なければならない。

　（資格の取消し）

第１３条　研究生であって次のいずれかに該当するときは、その資格を取り消すことがある。

　�　研究態度不良であって修学の見込みのない者

　�　本学学生に悪影響を及ぼすと認められる者

　　　附　則

１　この規程は、平成６年から４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学研究生規程は廃止する。

３　この規程は、平成６年８月１日から施行する。

４　この規程は、平成１４年４月１日から施行する。

研　究　生　規　程

１　この規程は、平成₆年₄月₁日から施行する。





3．授業料その他
納入金  　





　　第１章　総則

　（趣　旨）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）学則第４９条、第５０条及び第５１条、第５２条、第５３条、第５４条に規定する授業料

その他納入金等についての詳細は、この規程の定めるところによる。

　（授業料その他納入金等の区分）

第２条　本学の授業料その他納入金等を分けて、次のとおりとする。

　�　一般納入金

　�　特別納入金

　�　研究生納入金、科目等履修生の履修料

　�　派遣聴講学生の聴講料

　�　手数料

　�　入学検定料

　（授業料その他納入金等の返還）

第３条　既に納入した授業料その他納入金等は、如何なる事由があっても一切返還しない。ただし、新入学生（編入・転入・

再入学者を含む）が、入学手続時に納入した納入金（以下「入学手続金」という。）に関しては、入学手続終了後、入学手

続金納付期限が属する年度の末日までに入学辞退を届け出た場合に限り、入学金を除いた額を返還することができる。

　（授業料その他納入金等の額の変更）

第４条　授業料その他納入金等は、物価の変動その他の事情によりその額を変更することがある。その場合には、新たに定め

られた額によって納入しなければならない。

　　第２章　一般納入金

　（一般納入金）

第５条　この規程で、一般納入金とは、授業料、施設費、入学金をいう。

２　一般納入金の納入金額、納期別金額及び納入期限は、別表１のとおりとする。

　（編入学者・転入学者又は再入学者の一般納入金）

第６条　編入学者・転入学者又は再入学者の一般納入金は、編入学・転入学又は再入学を許可された学部・学科・部・年次の

別表１に定める金額とする。なお、編入学金、転入学金又は再入学金として、当該年度の入学金の半額を納入しなければな

らない。

　（転学部者、転学科者及び転部者の一般納入金）

第７条　転学部者、転学科者及び転部者の一般納入金は、許可された学部・学科・部・年次の別表１に定める金額とする。

２　第二部から第一部への転部の場合には、入学金及び施設費の差額を、入学（編入学）時にさかのぼって追加納入しなけれ

ばならない。

　（卒業延期者の一般納入金）

第８条　卒業延期者の一般納入金は、第一部の学生については、所属学部、学科の当該年度４年次の一般納入金から施設費を

除いた授業料とする。第二部学生については、履修する科目数に応じ別表１のとおりとする。

　（休学、退学、復学及び停学の場合の一般納入金）

第９条　休学又は退学する場合、その一般納入金は、納入を免除する。

２　復学を許可された場合、その一般納入金は、復学した学期の納期分から納入しなければならない。

３　停学の処分を受けた場合、その一般納入金は、停学期間中の分も納入しなければならない。

　（一般納入金の減免）

第１０条　次の各号の一に該当し所定の手続きを終えた者は、一般納入金のうち授業料の半額を減免する。減免に関する詳細は、

別に定める。

　�　本学園専任職員及びその扶養する子女

　�　私費外国人留学生

　（一般納入金の納入延期）

第１１条　次の各号の一に該当する者は、学長に願い出て一般納入金の納入延期の許可を受けることができる。

　�　天災地変その他不慮の災害により納入期限内に納入することができない場合

　�　家庭の都合等により納入期限内に納入することができない場合

２　前項により納入延期の許可を受けようとする場合には、その都度所定の「一般納入金延期願」を作成し、学級主任の認印

を受け、納入期限内に経理課窓口に提出しなければならない。この場合、納入延期の許可期間は、納入期限の翌日から６０日

以内とする。

授業料その他納入金等に関する規程
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３　納入延期の許可を受けた者で、特別な理由により許可された期間内に納入することができない場合には、改めて「一般納

入金再延期願」を作成し、学級主任の認印を受け、その許可期間内に経理課窓口に提出しなければならない。この場合、納

入延期の期間を更に３０日以内に限り許可することができる。ただし、第二部の第２期分および第４期分については、原則と

して再延期を認めない。

　（一般納入金滞納者に対する処置）

第１２条　一般納入金を滞納し、督促しても指定の期日までに納入しない者は、学則の定めるところにより除籍する。

　　第３章　特別納入金

　（特別納入金）

第１３条　この規程で、特別納入金とは、教職課程を始めとする各種養成課程の履修費、教育実習を始めとする各種の実習費、

ノートパソコン使用料、追試験料、再試験料及び復籍料等をいう。

２　特別納入金の種別、納入金額、納入期限については、別表２のとおりとする。

　　第４章　研究生の納入金、科目等履修生の履修料等

　（研究生の納入金）

第１４条　研究生として入学を許可された者は、許可された日から１週間以内に、別表２に定める入学金、授業料を納入しなけ

ればならない。入学検定料については、願書提出時に納入しなければならない。ただし、入学検定料及び入学金については、

本学の卒業生の場合、これを免除する。

　（科目等履修生の履修料）

第１５条　履修を許可された者は、許可された日から１週間以内に、別表２に定める履修料を納入しなければならない。

　（派遣聴講学生の聴講料）

第１６条　派遣聴講学生は、別途指示された期間内に、別表２に定める聴講料を納入しなければならない。

　　第５章　手数料

　（手数料）

第１７条　この規程で、手数料とは、学生証再発行手数料及び仮学生証発行手数料をいう。

２　前項に定める手数料の金額並びに納入期限は、別表２のとおりとする。

　　第６章　入学検定料

　（入学検定料）

第１８条　この規程で、入学検定料とは、一般入学受験料・編入学受験料、転入学受験料及び再入学受験料をいう。

２　一般入学受験料、編入学受験料、転入学受験料及び再入学受験料は、別表２のとおりとする。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学授業料その他納入金等に関する規程は、廃止する。

３　この改正は、平成７年４月１日から施行する。

４　この改正は、平成８年４月１日から施行する。

５　この改正は、平成９年４月１日から施行する。

６　この改正は、平成１０年４月１日から施行する。

７　この改正は、平成１１年４月１日から施行する。

８　この改正は、平成１２年４月１日から施行する。

９　この改正は、平成１３年４月１日から施行する。

１０　この改正は、平成１４年４月１日から施行する。

１１　この改正は、平成１５年４月１日から施行する。

１２　この改正は、平成１６年４月１日から施行する。

１３　この改正は、平成１７年４月１日から施行する。

１４　この改正は、平成１８年４月１日から施行する。

１５　この改正は、平成１９年４月１日から施行する。

１６　この改正は、平成２０年４月１日から施行する。

１７　この改正は、平成２１年４月１日から施行する。

１８　この改正は、平成２２年４月１日から施行する。

１９　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

２０　この改正は、平成２４年４月１日から施行する。
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21　この改正は、平成25年₄月₁日から施行する。
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日

３２
０
，５
００

３
，５
００

１
，０
００

２
，５
００

３１
７
，０
００

３１
７
，０
００

２
期

６４
２
，０
００

８
，０
００

５０
０

２
，０
００

５
，５
００

６３
４
，０
００

６３
４
，０
００

合
計

〔
注
〕
　
１
．
卒
業
延
期
生
の
一
般
納
入
金
は
第
５
年
次
以
上
の
欄
の
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
春
学
期
卒
業
予
定
者
の
納
入
金
は
第
１
期
分
の
み
と
す
る
。

　
　
　
　
２
．
納
入
期
限
が
休
日
あ
る
い
は
土
曜
日
の
場
合
は
、
そ
の
翌
日
又
は
翌
々
日
と
す
る
。

　
　
　
　
〈
備
考
〉
　
こ
の
表
は
平
成
２４
年
度
に
限
り
有
効
。

平
成
 ２
４
 年

度
一
般
納
入
金
表

　

（
含
　
委
託
徴
収
金
）

別
　
表
　
１
 

熊
本
学
園
大
学

（
第
一
部
用
） 

（
単
位
　
円
）
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25

25 24 23 22 21

25



納
入
期
限

合
　
　
計

委
　
託
　
徴
　
収
　
金

一
　
般
　
納
　
入
　
金

種
別

学
年
・
期
別

計
自
治
会
費

同
窓
会
費

計
施
設
費

授
業
料

入
学
金

入
学
手
続

指
定
日
時

１６
０
，０
００

１６
０
，０
００

１６
０
，０
００

第
１

年
次

（
平
成
２４
年
度
入
学
）

１１
９
，５
００

３
，５
００

３
，５
００

１１
６
，０
００

２４
，０
００

９２
，０
００

１
期

６
月
２５
日

１３
６
，０
００

２０
，０
００

２０
，０
００

１１
６
，０
００

２４
，０
００

９２
，０
００

２
期

９
月
２５
日

１１
６
，０
００

１１
６
，０
００

２４
，０
００

９２
，０
００

３
期

１１
月
２５
日

１１
６
，０
００

１１
６
，０
００

２４
，０
００

９２
，０
００

４
期

６４
７
，５
００

２３
，５
００

３
，５
００

２０
，０
００

６２
４
，０
００

９６
，０
００

３６
８
，０
００

１６
０
，０
００

合
計

４
月
２５
日

１１
９
，５
００

３
，５
００

３
，５
００

１１
６
，０
００

２４
，０
００

９２
，０
００

１
期

第
２

年
次

（
平
成
２３
年
度
入
学
）

６
月
２５
日

１１
６
，０
００

１１
６
，０
００

２４
，０
００

９２
，０
００

２
期

９
月
２５
日

１１
６
，０
００

１１
６
，０
００

２４
，０
００

９２
，０
００

３
期

１１
月
２５
日

１１
６
，０
００

１１
６
，０
００

２４
，０
００

９２
，０
００

４
期

４６
７
，５
００

３
，５
００

３
，５
００

４６
４
，０
００

９６
，０
００

３６
８
，０
００

合
計

４
月
２５
日

１１
９
，５
００

３
，５
００

３
，５
００

１１
６
，０
００

２４
，０
００

９２
，０
００

１
期

第
３

年
次

（
平
成
２２
年
度
入
学
）

６
月
２５
日

１１
６
，０
００

１１
６
，０
００

２４
，０
００

９２
，０
００

２
期

９
月
２５
日

１１
６
，０
００

１１
６
，０
００

２４
，０
００

９２
，０
００

３
期

１１
月
２５
日

１１
６
，０
００

１１
６
，０
００

２４
，０
００

９２
，０
００

４
期

４６
７
，５
００

３
，５
００

３
，５
００

４６
４
，０
００

９６
，０
００

３６
８
，０
００

合
計

４
月
２５
日

１１
９
，５
００

３
，５
００

３
，５
００

１１
６
，０
００

２４
，０
００

９２
，０
００

１
期

第
４

年
次

（
平
成
２１
年
度
入
学
）

６
月
２５
日

１１
６
，０
００

１１
６
，０
００

２４
，０
００

９２
，０
００

２
期

９
月
２５
日

１１
６
，０
００

１１
６
，０
００

２４
，０
００

９２
，０
００

３
期

１１
月
２５
日

１１
６
，０
００

１１
６
，０
００

２４
，０
００

９２
，０
００

４
期

４６
７
，５
００

３
，５
００

３
，５
００

４６
４
，０
００

９６
，０
００

３６
８
，０
００

合
計

〔
注
〕
　
１
．
第
二
部
卒
業
延
期
生
の
一
般
納
入
金
は
、
１
科
目
３０
，０
００
円
（
講
義
・
演
習
４
単
位
、
語
学
２
単
位
、
健
康
科
学
Ｂ
２
単
位
）
と
す
る
。

　
　
　
　
２
．
第
二
部
卒
業
延
期
生
の
委
託
徴
収
金
は
、
自
治
会
費
３
，５
００
円
と
す
る
。

　
　
　
　
３
．
納
入
期
限
が
休
日
あ
る
い
は
土
曜
日
の
場
合
は
、
そ
の
翌
日
又
は
翌
々
日
と
す
る
。

　
　
　
　
〈
備
考
〉
　
こ
の
表
は
平
成
２４
年
度
に
限
り
有
効
。

平
成
 ２
４
 年

度
一
般
納
入
金
表

　

（
含
　
委
託
徴
収
金
）

別
　
表
　
１
 

熊
本
学
園
大
学

（
第
二
部
用
） 

（
単
位
　
円
）
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付
　
　
　
　
　
　
　
　
記

納
　
　
入
　
　
期
　
　
限

金
　
額

区
　
　
　
　
　
　
　
　
分

追
試
験
受
験
許
可
願
提
出
時

２
，０
００

１
科

目
追

試
験

料
特 別 納 入 金

再
試
験
受
験
許
可
願
提
出
時

５
，０
００

１
科

目
再

試
験

料

復
籍
願
提
出
時

５
，０
００

復
籍

料

本
学
卒
業
生
は
免
除

願
書
提
出
時

２０
，０
００

研
究

生

入
学

検
定

料
研 　 究 　 生

本
学
卒
業
生
は
免
除

許
可
後
１
週
間
以
内

５５
，０
００

入
学

金

　
　
〃

１６
５
，０
００

授
業

料

本
学
卒
業
生
は
６
，０
００
円

　
　
〃

８
，０
００

１
単

位
科
目
等
履
修
生
の
履
修
料

放
送
大
学
履
修
生
（
２
単
位
）

　
　
〃

１１
，０
００

１
科

目
派
遣
聴
講
学
生
の
聴
講
料

そ
の
都
度

１
，０
００

学
生

証
再

発
行

手
数

料
手 数 料

そ
の
都
度

５０
０

仮
学

生
証

発
行

手
数

料

入
学
願
書
提
出
時

３２
，０
００

従
来

型
一

般
入

学
受

験
料

入 　 学 　 検 　 定 　 料

　
　
〃

１６
，０
００

セ
ン
タ
ー
試
験

　
　
〃

３２
，０
００

編
入

学
受

験
料

　
　
〃

３２
，０
００

転
入

学
受

験
料

　
　
〃

３２
，０
００

再
入

学
受

験
料

※
上
記
の
設
定
に
係
ら
ず
本
学
の
大
学
院
在
学
生
が
教
職
科
目
を
科
目
等
履
修
す
る
場
合
の
履
修
費
は
１
単
位
３
千
円
（
た
だ
し
、
実
習
科
目
は
５
千
円
）
と
す
る
。

〈
備
考
〉
こ
の
表
は
平
成
２４
年
度
に
限
り
有
効
。

平
成
 ２
４
 年

度
特
別
納
入
金
表

　

熊
本
学
園
大
学

別
表
２
－
２
 

（
単
位
　
円
）
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25

30
,0
00

₁
併
願
ご
と
に
プ
ラ
ス
10
,00
0円
（
前
期
日
程
）

15
,0
00

30
,0
00

30
,0
00

30
,0
00

25



　（趣　旨）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）に在籍する私費外国人留学生の経済的負担を軽減し、勉学に専念せしめるた

めに、正規課程の学生の授業料の半額を免除する。

２　前項の対象となる者は、本学に在籍することにより私費外国人留学生としての在留資格を取得し、本人が授業料を負担す

る場合に限る。

　（授業料減免の決定）

第２条　授業料の減免は、毎学年の初めに決定する。ただし、秋学期復学者については、秋学期の初めに決定する。

２　授業料減免の期限は当該年度とする。

　（私費外国人留学生授業料減免願）

第３条　授業料の減免を受けようとする者は、毎年所定の期日までに私費外国人留学生授業料減免願を教務課を経て学長に提

出しなければならない。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学私費外国人留学生授業料減免規程は、廃止する。

３　この改正は、平成６年８月１日から施行する。

４　この改正は、平成１４年４月１日から施行する。

５　この改正は、平成１９年４月１日から施行する。

私費外国人留学生授業料減免規程
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　（趣　旨）

第１条　熊本学園大学学則第５４条第３項の規定に基づく授業料等（授業料、施設費をいう。）滞納による除籍者の復籍に関す

る詳細については、この規程の定めるところによる。

　（復　籍　願）

第２条　授業料等滞納により除籍された者で復籍を希望する者は、除籍通知書発送の日から２週間以内に、次に掲げる書類に

より教務課へ願い出るものとする。

　�　保証人連署の復籍願　　（様式　１）

　�　保証人連署の誓約書　　（様式　２）

　（滞納授業料等の納入）

第３条　復籍を願い出る者は、願い出の際に滞納している授業料等の全額と所定の復籍料を経理課へ納入しなければならない。

　（復籍の許可）

第４条　前条により復籍を願い出た者は、教授会において審議のうえ許可することができる。

　（復籍許可者の復籍年月日）

第５条　復籍を許可された者の復籍年月日は、除籍年月日の翌日とする。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学授業料等滞納による除籍者の復籍に関する規程は、廃止する。

３　この改正は、平成６年８月１日から施行する。

４　この改正は、平成７年４月１日から施行する。

授業料等滞納による除籍者の復籍に関する規程

（
備
考
）
用
紙
は
Ｂ
５
（
縦
二
五
・
七
セ
ン
チ
、
横
一
八
・
二

セ
ン
チ
）
程
度
の
洋
白
紙
ま
た
は
洋
罫
紙
に
ペ
ン
書
き
と
す
る

（様式１）

復　　　籍　　　願

平成　　年　　月　　日

　　　熊本学園大学長　殿

　　　　　　　　　除籍時の学籍番号

　　　　　　　　　学部　　　　　学科　　　年　　　組

　　　　　　　　　 氏　　　　名  �
フ リ ガ ナ

　　　　　　　　　現　　住　　所

　　　　　　　　　　　　　様方（〒　　TEL　　　　）

　　　　　　　　　保　証　人　氏　名 �

　　　　　　　　　保証人現住所

　　　　　　　　　　　　　様方（〒　　TEL　　　　）

　私はこのたび授業料等滞納により除籍されましたが、

今後二度と繰り返しませんので、今回に限り復籍の許可

をくださいますよう誓約書を添えてお願い申し上げます。

（
備
考
）
用
紙
は
、
復
籍
願
に
準
ず
る
。

（様式２）

誓　　　約　　　書

平成　　年　　月　　日

　　　熊本学園大学長　殿

　　　　　　　　　本人氏名 �

　　　　　　　　　保証人氏名 �

　復籍を許可されましたら、次の事項を厳守することを

誓約いたします。

　次回以後の授業料等については、所定の期日までに納

入し、今回のようなことは二度と繰り返しません。

－ 250 －

₅　この改正は、平成14年₄月₁日から施行する。

（
備
考
）
用
紙
は
Ｂ
₅
（
縦
二
五
・
七
セ
ン
チ
、
横
一
八
・
二
セ
ン
チ
）
程
度
の

　
　
　
　

洋
白
紙
ま
た
は
洋
罫
紙
に
ペ
ン
書
き
と
す
る
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熊本学園大学　特待生に関する規程

　（目　的）
第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）は、成績が優れた者に対し、学業を奨励し、大学生活を支援するとともに、地
域社会を担い、地域に貢献する人材の育成を目的として、特待生制度（以下「本制度」という。）を設ける。
　（選考人数及び種別）
第２条　各学部の選考人数及び種別は、別表１、別表２及び別表３のとおりとする。
２　新入生については、授業科相当額に対し、種別に応じて減免する。
３　在学生については、授業科相当額に対し、種別に応じて給付する。
４　特待生の期間は、新入生、在学生いずれも当該年度の１年間とする。
　（特待生委員会）
第３条　本制度の運用を円滑に行うため、特待生委員会（以下「委員会」という。）を設ける。
２　委員会は、学長、各学部長、教学部長、学生部長、各学科長及び大学事務局長によって構成する。
３　委員会の委員長は学長とし、副委員長は教学部長とする。
４　委員会は、次の事項について協議する。
　�　学部運営委員会による特待生の学科配分及び選考案に基づく調整並びに原案作成
　�　本制度及び委員会の円滑な運用に関する事項
５　委員長は、前項に掲げる事項の他、教授会から議題を付し要請があった場合、教授会の審議結果が委員会の原案と異なっ
た場合、速やかに委員会を招集する。ただし、委員長に事故のある場合は、副委員長がこれを行う。
６　委員会は、委員の３分の２以上の出席によって成立し、議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは委員長
が決する。
７　委員会は、審議の必要により関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
　（選　考）
第４条　第２条に基づく特待生の選考は、第２項以下の基準に従い、委員会の議を経て教授会で行う。
２　新入生については、「一般入試前期日程（全学部全学科を含む）」及び「大学入学センター試験を利用する試験前期日程」
それぞれについて、各学部での成績上位者から選考する。なお、推薦入学試験合格者の中で当該学部の特待生を受けること
を希望する者は、一般入試前期日程の選考に含める。
３　在学生は、学年始めの進級時に、前年度の学業成果について、次の基準をすべて満たす者から選考する。ただし、学則第
１７条に該当する科目を対象とする。
　�　修得単位数については、１年間の履修制限単位の８０％以上を修得した者
　�　成績評価については、Ａを３点、Ｂを２点、Ｃを１点として算出した評定平均値の上位者
４　前項の規定にかかわらず、４年次は、３年次までの学業成果について、修得単位数を勘案し、評定平均値の上位者から総
合的に判断して選考する。ただし、修得単位数については１１０単位以上を原則とする。
５　在学期間中、第７条第１項に該当する者は、いかなる場合も選考から除外する。
　（決　定）
第５条　特待生の決定は、前条の教授会の議を経て学長が行う。
　（責　務）
第６条　特待生は、学業に励み学生としての品位を保たねばならない。
　（取　消）
第７条　次の各号のいずれかに該当する場合は、特待生を取り消すことができる。
　�　学籍を失った場合
　�　学則違反があった場合
　�　その他本学学生として相応しくない行為があった場合
２　前項の取消に関わる案は委員会が作成し、教授会の議を経て学長が決定する。
３　第１項第２号及び第３号を審議するにあたり、必要があると認めた場合は、本人の申し出があれば本人の意見を聴取しな
ければならない。
　（併　用）
第８条　本制度は、他の奨学金が併用を禁止していない限り併用することができる。
　（事　務）
第９条　特待生に関する事務は、教学部及び学生支援部で扱う。
　（改　廃）
第１０条　この規程の改廃は、委員会の議を経て教授会が行う。
　　　附　則　
１　この規程は平成２３年１１月２日から施行する。
２　この規程の施行に際し、「在学生特待生に関する規程」は廃止する。
３　この規程の施行に際し、平成２３年度以前に従前の「特待生に関する規程（以下「旧規程」という。）」の適用を受けて特待
生として入学した者については、旧規程を適用する。
４　旧規程は平成２６年度末をもって廃止する。
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別表１（新入生）

選考人数入　　試　　種　　別学　　　　部種　　別
１名以内一般入試前期日程

商学部第一部

全額免除

１名以内大学入試センター試験利用入試前期日程
１名以内一般入試前期日程

経済学部
１名以内大学入試センター試験利用入試前期日程
１名以内一般入試前期日程

外国語学部
１名以内大学入試センター試験利用入試前期日程
１名以内一般入試前期日程

社会福祉学部第一部
１名以内大学入試センター試験利用入試前期日程
１名以内一般入試前期日程

商学部第一部

５０万円減免

１名以内大学入試センター試験利用入試前期日程
１名以内一般入試前期日程

経済学部
１名以内大学入試センター試験利用入試前期日程
１名以内一般入試前期日程

外国語学部
１名以内大学入試センター試験利用入試前期日程
１名以内一般入試前期日程

社会福祉学部第一部
１名以内大学入試センター試験利用入試前期日程
１名以内一般入試前期日程商学部第一部

４０万円減免
１名以内一般入試前期日程経済学部
１名以内一般入試前期日程外国語学部
１名以内一般入試前期日程社会福祉学部第一部
４名以内一般入試前期日程商学部第一部

３０万円減免
４名以内一般入試前期日程経済学部
２名以内一般入試前期日程外国語学部
４名以内一般入試前期日程社会福祉学部第一部
４名以内一般入試前期日程商学部第一部

２０万円減免
４名以内一般入試前期日程経済学部
２名以内一般入試前期日程外国語学部
４名以内一般入試前期日程社会福祉学部第一部
４名以内一般入試前期日程商学部第一部

１０万円減免
４名以内一般入試前期日程経済学部
２名以内一般入試前期日程外国語学部
４名以内一般入試前期日程社会福祉学部第一部
６２名以内合　　　　　　　　　　計

別表２（在学生、第一部）

選　　　考　　　人　　　数学　　　　部種　　別
各学年（２～４年）１名以内　計３名以内商学部第一部

全額給付
各学年（２～４年）１名以内　計３名以内経済学部
各学年（２～４年）１名以内　計３名以内外国語学部
各学年（２～４年）１名以内　計３名以内社会福祉学部第一部
各学年（２～４年）１名以内　計３名以内商学部第一部

５０万円給付
各学年（２～４年）１名以内　計３名以内経済学部
各学年（２～４年）１名以内　計３名以内外国語学部
各学年（２～４年）１名以内　計３名以内社会福祉学部第一部
各学年（２～４年）１名以内　計３名以内商学部第一部

４０万円給付
各学年（２～４年）１名以内　計３名以内経済学部
各学年（２～４年）１名以内　計３名以内外国語学部
各学年（２～４年）１名以内　計３名以内社会福祉学部第一部
各学年（２～４年）４名以内　計１２名以内商学部第一部

３０万円給付
各学年（２～４年）４名以内　計１２名以内経済学部
各学年（２～４年）２名以内　計６名以内外国語学部
各学年（２～４年）４名以内　計１２名以内社会福祉学部第一部
各学年（２～４年）４名以内　計１２名以内商学部第一部

２０万円給付
各学年（２～４年）４名以内　計１２名以内経済学部
各学年（２～４年）２名以内　計６名以内外国語学部
各学年（２～４年）４名以内　計１２名以内社会福祉学部第一部
各学年（２～４年）４名以内　計１２名以内商学部第一部

１０万円給付
各学年（２～４年）４名以内　計１２名以内経済学部
各学年（２～４年）２名以内　計６名以内外国語学部
各学年（２～４年）４名以内　計１２名以内社会福祉学部第一部

１６２名以内合　　　　　　　計

別表３（在学生、第二部）

選　　　考　　　人　　　数学　　　　部種　　別
各学年（２～４年）１名以内　計３名以内社会福祉学部第二部全額給付
各学年（２～４年）１名以内　計３名以内社会福祉学部第二部２０万円給付
各学年（２～４年）１名以内　計３名以内社会福祉学部第二部１０万円給付

９名以内合　　　　　　　計



－ 255 －

　（趣　旨）

第１条　熊本学園大学に、奨学のため給費生制度を設ける。

　（定　義）

第２条　給費生とは、経済困窮により給付金の給付を受ける者をいい、成績良好かつ学業を継続する強い意志及び能力を持ち、

次の各号の一に該当する者を対象とする。

　�　災害遭遇又は家庭の経済状況急変により修学困難な者（以下「１号給費生」という。）

　�　経済困窮のなかで生活努力をしているにもかかわらず家計状況が徐々に悪化し、現在の学生生活に支障を来し学費の納

入が困難な状況にある者（以下「２号給費生」をいう。）

　�　前号に比し状況が極めて困難な状態にあると認められた者（以下「３号給費生」という。）

　（採用数）

第３条　給費生の採用数は、若干名とする。

　（給付金額）

第４条　給付金額は、授業料相当額とする。

　（給付の方法）

第５条　第２条に定める給費生への給付は、次の各号のとおりとする。

　�　１号給費生には、授業料相当年額を１２か月で除した額を毎月給付する。

　�　２号給費生には、春学期又は秋学期いずれかの学費納入期に合わせて授業料相当分を給付する。

　�　３号給費生には、春学期及び秋学期の学費納入期に合わせて授業料相当年額を給付する。

　（給費生申込）

第６条　給費生を希望する者は、給費生申込書その他必要書類を取り揃え、学生課に申し込まなければならない。ただし、本

学独自の奨学金を受給している者及び外国人留学生は申し込むことができない。

　（給費生の選考）

第７条　給費生の選考は、申込者の家庭の経済状況、人物、成績状況及び健康状態について審議の上これを行う。

　（選考委員会）

第８条　選考委員会は、学生部長、学生部委員、学生支援部事務部長及び学生課長をもって構成する。ただし、必要に応じて、

学級主任又はその他の関係者の意見を聴くことができる。

２　選考委員会の委員長は、学生部長がこれに当たる。

　（決　定）

第９条　給費生は、第７条による選考に基づき、学長がこれを決定する。

　（給付期間）

第１０条　給付金の給付期間は、採用の月から当該年度の３月までとする。ただし、選考委員会において必要と認めた場合は、

採用の月から１か年を限度とし、年度を越えて給付することができる。

　（給付日）

第１１条　１号給費生への給付金は、毎月５日（当日が休日の場合は、翌日とする。）経理課を通じて本人に給付する。ただし、

長期休暇中は、長期休暇が始まる月にまとめて給付することができる。

２　２号給費生及び３号給費生への給付金は、春学期及び秋学期の学費納入期に充当して給付する。

　（無償給付）

第１２条　給費生の給付金は、返還を要しない。

　（給費生の取り消し）

第１３条　給費生としてふさわしくない事態が生じた場合は、その処遇を取り消す。

　（改　廃）

第１４条　この規程の改廃は、教授会の議を経て学園内理事会がこれを行う。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学給費生に関する規程及び熊本短期大学給費生に関する規程は、廃止する。

３　この改正は、平成７年４月１日から施行する。

４　この改正は、平成１４年４月１日から施行する。

５　この改正は、平成１７年４月１日から施行する。

６　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

熊本学園大学給費生に関する規程
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　（趣　旨）

第１条　高橋守雄初代学長の功績を記念し、建学の趣旨を具現する一助として高橋賞を設ける。

　（授与対象者）

第２条　高橋賞は、熊本学園の管轄する各学校（幼稚園を除く。）の卒業生のうち、人物・学力ともに優秀な者に対して授与

する。

　（選　考）

第３条　受賞者の選考は、熊本学園大学にあたっては教授会、熊本学園大学付属高等学校にあっては職員会議で行う。

２　受賞者は、熊本学園大学で商学部１名、経済学部１名、外国語学部１名、社会福祉学部１名の計４名、熊本学園大学付属

高等学校で１名とする。

　（授　賞）

第４条　授賞は、学位記授与式（卒業式）の席において、学（校）長がこれを行う。

　（賞の内容）

第５条　高橋賞は、賞状及び記念品とする。

　（変　更）

第６条　この規程の変更は、理事会の承認を要する。

　　　附　則

１　この規程は、昭和４１年２月１６日から施行し、昭和４１年３月の卒業生から適用する。

２　この改正は、昭和６０年４月１日から施行する。

３　この改正は、平成２年４月１日から施行する。

４　この改正は、平成６年４月１日から施行する。

熊本学園高橋賞規程
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　（趣　旨）

第１条　故丸山学学長御遺族寄贈による基金をもとにして、丸山賞を設ける。

　（目　的）

第２条　丸山賞は、課外活動で優れた実績をあげた個人又は団体（以下「学生」という。）を表彰し、その活動をより一層奨

励することを目的とする。

　（種　類）

第３条　丸山賞は、個人賞と団体賞を設ける。

２　個人賞を受賞した学生で、その実績が特に優れていると認められる場合は、選考のうえ丸山賞特別賞を卒業年度に授与す

る。

　（選考会）

第４条　受賞者は、選考会の選考に基づき、教授会で審議のうえ決定する。

　（構　成）

第５条　前条の選考会は、学生部長・学生部委員・学生支援部事務部長・学生課長をもって構成する。ただし、必要に応じて

その他の関係者の参加を求めることができる。

　（期　間）

第６条　丸山賞の選考対象期間は、毎年１月１日から１２月３１日までとする。

　（授　与）

第７条　丸山賞の個人賞及び団体賞の授与は、２月に行う。

２　丸山賞特別賞の授与は、学位記授与式・卒業証書授与式の席において、学長がこれを行う。

　（賞の内容）

第８条　丸山賞は、賞状及び記念品とする。

　（改　廃）

第９条　この規程の改廃は、教授会が行う。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学・熊本短期大学丸山賞規程は、廃止する。

３　この規程の改正は、平成７年４月１日から施行する。

４　この規程の改正は、平成１０年４月１日から施行する。

５　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

丸山賞規程

教授会の審議のうえ決定する。
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　（目　的）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）は、スポーツ活動の高度化・活性化を促進し、学生の優れたスポーツの才能

を育成し、その競技力の向上と学業の両立を促すことを目的として、スポーツ奨励金制度を設ける。

　（資　格）

第２条　スポーツ奨励金の種類は、甲種、乙種の２種類とし、スポーツ奨励金を希望するものは、次の各号のいずれかの条件

を満たし、かつ学業成績が奨励金支給の主旨に沿うものでなければならない。

　�　甲種

　　ア　新入生は、本学学生自治会第一部体育常任委員会所属サークルに入部した者のうち、その当該種目で高等学校時代の

課外活動において全国大会（新人戦を除く。）３位以内の実績を挙げたもの

　　イ　在学生は、本学学生自治会第一部体育常任委員会所属サークルに在籍する個人あるいは団体で、その当該種目におい

て全国大会（新人戦を除く。）３位以内の実績を挙げたもの

　　ウ　在学生は、本学学生自治会第一部体育常任委員会所属サークルに在籍する個人あるいは団体で、その当該種目におい

て九州大会（九州大会は全国大会につながる大会を対象とする。新人戦を除く。）３位以内の実績を挙げたもの

　　エ　その他、顕著な実績を残し、上記ア～ウに相当すると認められるもの

　�　乙種

　　ア　日本代表に選出されたもの

　　イ　各競技団体（協会）の推薦により日本代表選考会へ参加したもの

　　ウ　上記ア～イに相当すると認められるもの

　（金　額）

第３条　スポーツ奨励金は、次の金額を支給する。ただし、在学生で団体種目の場合はその所属サークルへ支給する。

　�　甲種

　�　乙種

　（出　願）

第４条　スポーツ奨励金を希望するものは、所定の出願書類を学生課に提出しなければならない。

２　スオーツ奨励金を希望するものは、第２条の条件を満たした場合、その都度出願することができる。ただし、甲種の奨励

金の支給は当該年度の上限を、個人あるいは団体それぞれにおいて第３条の最高額とする。

　（選考委員会）

第５条　スポーツ奨励金支給の選考及びスポーツ奨励金に関する諸事項を審議するため、選考委員会（以下「委員会」という。）

を置く。

２　委員会は、学長、教学部長、学生部長、学生部委員、事務局長、学生支援部事務部長、学生課長、及び委員長が必要と認

めた者をもって構成する。

３　委員会の委員長は学長とし、委員の任命は学長が行う。

　（決　定）

第６条　スポーツ奨励金支給は、第５条による委員会の選考に基づき、学長がこれを決定する。

熊本学園大学スポーツ奨励金に関する規程

金　　　　　　　　額
活　　動　　実　　績

【団　　　体】【個　　　人】

１，０００，０００円６００，０００円全 国 大 会 １ 位

５００，０００円３００，０００円全 国 大 会 ２ 位

２５０，０００円１５０，０００円全 国 大 会 ３ 位

１２０，０００円６０，０００円九 州 大 会 １ 位

６０，０００円３０，０００円九 州 大 会 ２ 位

４０，０００円２０，０００円九 州 大 会 ３ 位

金　　　　　額活　　動　　実　　績

１００，０００円
日本代表に選出されたもの

実費（参加費、旅費、宿泊費）

実費（参加費、旅費、宿泊費）各競技団体（協会）の推薦により日本代表選考会へ参加したもの

スポーツ奨学金
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　（奨励の取止め等）

第７条　次の各号のいずれかに該当するものは、スポーツ奨励金支給の選考対象としない。

　�　学則により、懲戒処分を受けたもの

　�　その他、スポーツ奨励金支給の対象としてふさわしくないと認められたもの

２　支給後、前項に該当することが判明した場合、スポーツ奨励金の全額又は一部の返還を求めることができる。

　（事　務）

第８条　この規程に定める事務は、学生課で扱う。

　（改　廃）

第９条　この規程の改廃は、教授会の議を経て学園内理事会がこれを行う。

　　　附　則

１　この改正は、平成２２年４月１日から施行する。

２　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。
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　（趣　旨）

第１条　熊本学園大学（以下「本学」という。）学生で人物・学力ともに優れた者を表彰することにより、本人の栄誉を称え

るとともに、本学学生の学業を奨励するために学部長賞を設ける。

　（授与対象者）

第２条　学部長賞は、本学卒業者のうち、特に優秀な成績を修めた者に対して授与する。

　（選　考）

第３条　受賞者の選考は、商学部、経済学部、外国語学部及び社会福祉学部各教授会で行う。

２　受賞者は、商学部、経済学部、外国語学部及び社会福祉学部各若干名とする。

　（授　賞）

第４条　授賞は、学位記授与式の日に、学長出席のもと各学部長からこれを行う。

　（賞の内容）

第５条　学部長賞は、賞状及び記念品とする。

　（改　廃）

第６条　この規程の改廃は、教授会が行う。

　　　附　則

１　この規程は、平成１６年２月２０日から施行し、平成１６年３月卒業生から適用する。

（覚え書）

１　この学部長賞は、高橋賞選考と併行して行う。

熊本学園大学学部長賞規程
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同窓会志文会奨学金奨学生規程
　　（設定）
第�₁条　同窓会志文会（以下「志文会」という。）は、熊本学園大学に教育・研究及び課外活動の一層の振興を図るため、奨
学金を設ける。
　　（目的）
第�₂条　同窓会志文会奨学金（以下「奨学金」という。）は、熊本学園大学大学院・大学の在学生の学習と課外活動を奨励す
ることを目的とする。ただし、外国人留学生および入学試験による特待生制度、熊本学園大学付属高等学校からの推薦によ
る特待生入学制度、在学生特待生制度により特待生に採用されているものは除く。
　　（定義）
第₃条　同窓会志文会奨学生（以下「奨学生」という。）とは、志文会から奨学金の給付を受ける者をいう。
　　（基金）
第₄条　基金は、志文会からの繰入金をもって充てる。
₂　基金は、経理課で管理し、学生課で運用する。
　　（採用数）
第₅条　奨学生の採用数は、毎年15名程度とする。
　　（出願条件）
第�₆条　奨学金の出願条件は、次のとおりとする。ただし、₁号奨学生および₂号奨学生の給付を申請できる者は、現在貸与
奨学金を受けているか、または今年度中に出願する貸与奨学金が採用見込みである者とする。
　  　自然災害、その他家庭の経済状況が急変し、修学が困難と認められる事態が発生したとき。または経済困窮のなかで生
活努力をしているにもかかわらず家計状況が徐々に悪化し、現在の学生生活に支障を来し学費の納入が困難な状況にある
と認められるとき。（₁号奨学生）

　 　人物・学力ともに優秀な者又は課外活動で顕著な成績をあげた者で、家計が苦しいと認められるとき。（₂号奨学生）
　 　本学から外国へ₁年以上私費留学するとき。（₃号奨学生）
　　（奨学金額）
第₇条　奨学金は年額30万円とする。ただし、第₆条第₃号で採用された者（₃号奨学生）は、その半額とする。
　　（奨学生願書）
第�₈条　奨学生を希望する者は、志文会奨学生願書（様式₁）、その他必要な書類を取り揃えて、学生課厚生係に願い出なけ
ればならない。
　　（選考委員会）
第₉条　選考委員会は、次の者をもって構成し、選考する。
　 　委員長　学生部長
　 　委　員　志文会事務局長、学生支援部事務部長、学生課長、学生課長補佐及び学生課厚生係長
₂　学生支援部事務部長は、委員長から委任された場合、委員長を代行できる。
　　（給付期間）
第10条　奨学金の給付は在学中₁回を限度とする。
　　（無償給付）
第11条　奨学金は返還を要しない。
　　（奨学金の取止め等）
第12条　次の各号のいずれかに該当するものは、同窓会志文会奨学金奨学生の選考対象としない。
　 　学則により、懲戒処分を受けたもの
　 　その他、奨学生としてふさわしくないと認められたとき
₂　奨学生として採用後、前項に該当することが判明した場合、奨学金の全額又は一部の返還を求めることができる。
　　（事務）
第13条　この規程に関する事務は、学生課厚生係で行う。
　　（改廃）
第14条　この規程の改廃は、学生支援部が行う。
　　　附　則
₁　この規程は、平成₄年₄月₁日から施行する。
₂　この改正は、平成₆年₄月₁日から施行する。
₃　この改正は、平成₈年₄月₁日から施行する。
₄　この改正は、平成₉年₄月₁日から施行する。
₅　 第₆条の規程に係わらず、既に₃号奨学生として採用された者は、採用期間が終了するまで旧規定に定められた月額とする。
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₆　この改正は、平成14年₄月₁日から施行する。
₇　この改正は、平成23年₄月₁日から施行する。



5．図書館等施設
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熊本学園大学付属図書館規程

　　　第₁章　総則
　　（趣　旨）
第�₁条　熊本学園大学付属図書館（以下「本学図書館」と略称する。）は、熊本学園大学所蔵の図書及び寄託された図書を管
理する。
　　（図書館委員会）
第₂条　本学図書館の企画並びに運営に関する重要事項は、図書館委員会の協議による。
₂　図書館委員会規程は、別にこれを定める。
　　（事務の処理）
第₃条　図書の購入、寄贈、寄託等の受入れ事務は、本学図書館において処理する。
　　（図書の種類）
第₄条　備付の図書は、次の三種とする。
　 　普通図書
　 　特別図書（辞書、事典、新聞雑誌等定期刊行物の新刊号、その他図書館において特に指定したもの）
　 　貴重図書
　　（開館時間及び休館日）
第₅条　本学図書館の開館時間は、次のとおりとする。
　  　平日及び土曜日については、午前₉時から午後10時までとする。ただし、₁月・₇月と定期試験期間は、午後11時まで
とする。

　 　日曜日については、午前10時から午後₅時までとする。ただし、休暇中は午後₄時までとする。
₂ 　前項第₁号に定める開館時間のうち、休暇中は午前₉時から午後₉時までとする。前項第₂号について休暇中は₁階のみ
の利用とする。
₃　休館日は、次のとおりとする。
　 �　国民の祝日に関する法律に規定された休日
　 �　創立記念日（₅月30日）
　 　夏期一斉休日
　 　年末・年始の休日
　 　入学試験日（一般入学試験、推薦入学試験、大学入試センター試験）
₄　その他、開館時間及び休館日について、特別の事情があると認めた場合は、臨時に変更することがある。
　　（図書の出納）
第₆条　図書の出納は、図書館員のほかなすことができない。
　　（定期検査）
第₇条　図書館所管の図書の定期検査は、毎年₁回以上これを行う。
　　　第₂章　閲覧及び帯出
　　（閲覧又は帯出することができる者）
第₈条　次のものは、本学図書館備付の図書を閲覧又は帯出することができる。
　  　本学教職員（外来講師を含む。）
　 　本学大学院学生（研究生、科目等履修生を含む。）
　 　本学学生（研究生、科目等履修生を含む。）
　 　本学卒業生、旧教職員、その他特に館長の許可を受けた者
　　（閲覧証の交付）
第�₉条　閲覧者は、あらかじめ図書館から閲覧証の交付を受けなければならない。ただし、本学の学生については「学生証」
をもって、教職員については「教職員証」をもって閲覧証に代えるものとする。
　　（特別図書の館外帯出の禁止）
第�10条　備付図書の中、普通図書は閲覧又は帯出することができるが、特別図書は館内で閲覧するに止め、館外帯出は許され
ない。
　　（貴重図書の閲覧）
第11条　貴重図書の閲覧については、そのつど館長の許可を受けなければならない。
　　（一時に閲覧又は帯出できる図書の冊数及び期限）
第12条　一時に閲覧又は帯出できる図書の冊数及び期限は、次のように定める。
　  　本学教員　必要冊数₂か月以内
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　 　外来講師　必要冊数₁か月以内
　 　本学職員及び旧教職員　必要冊数₁か月以内
　 　本学大学院学生　必要冊数₁か月以内
　 　本学学生　必要冊数₂週間以内
　　　ただし、授業課題出題時、定期試験期等は貸出冊数および期間を制限することがある。
　  　本学卒業生、その他特に館長の許可を受けた者　₅冊以内₁週間以内
₂　前項の規定にかかわらず、休暇中は期間を延長することがある。
　　（図書の返納）
第�13条　貸出資料は、返納期日までに返納しなければならない。ただし、次のいずれかに該当した場合には、返納期日前であっ
てもただちに返納しなければならない。
　 　本学教職員が退職又は転出したとき。
　 　本学学生が、卒業、修了、退学又は転学したとき。
　 　資料の点検その他の理由により、館長が返納を求めたとき。
　　（帯出期間の延長）
第�14条　帯出期間満了後引続き同一図書の帯出を希望する者は、一旦その図書を返納し、あらためて貸出の手続きをしなけれ
ばならない。
　　（長期帯出）
第�15条　論文作成、その他特殊の事由のため特に多数又は長期間の図書帯出を希望する者は、次の指導者を経て館長に願い出
ることができる。
　 　本学大学院学生は指導教授
　 　本学学生は指導教員
　　（転貸の禁止）
第16条　借受けた図書は、すべて他人に転貸してはならない。
　　　第₃章　規律
　　（規律）
第17条　閲覧室では、次の各号を守らなければならない。
　 　脱帽すること。
　 　静粛を保つこと。
　 　身なりを整えること。
　 　図書、目録、器具等を破損しないこと。特に図書に書入れなど絶対しないこと。
　 　飲食、喫煙をしないこと。
　 　音読、談話をしないこと。
　 　集会を開かないこと。
　 　その他、他人の妨害となる行為をしないこと。
　 　携帯品は各自注意すること。
　 　カードは調べた後で必ず所定の位置に返しておくこと。
　 　辞書、百科事典、雑誌、新聞等も利用し終わったら元の位置に返しておくこと。
　 　不審の点があったら係員にきくこと。
　 　希望があったら係員にいうか、又は投書箱に投書すること。
　　　第₄章　研究室及び各課への貸出
　　（研究室及び各課への貸出）
第18条　各科研究室並びに各課は、研究用又は執務用として必要な図書を借受けることができる。
₂　前項の図書については、研究室並びに各課の責任者が保管の責任を負わなければならない。
　　（冊数及び期間の無制限）
第�19条　前条の図書については、冊数及び期間の制限をつけない。ただし、館長は必要と認めた場合は返納を要求することが
できる。
　　　第₅章　入庫検索
　　（図書の検索）
第�20条　図書の検索は、原則としてオンライン蔵書目録によるものとする。ただし、次に掲げる者は入庫して直接図書を検索
することができる。
　 　本学教職員（外来講師を含む。）
　 　本学大学院学生（科目等履修生を除く。）
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　 　館長が特に許可した者
第21条　図書を検索しようとする者は、入庫に先だって係員の許可を得なければならない。
第22条　図書を検索する場合は、係員の指示に従い、図書の位置を乱さないよう留意しなければならない。
　　（貴重書の検索）
第23条　貴重書を検索しようとする者は、係員の立会いを求めねばならない。
　　　第₆章　寄贈、寄託、学外者の閲覧帯出等
　　（寄贈）
第24条　本学図書館は、図書の寄贈を受けることができる。
第25条　寄贈図書には、寄贈者名を記入し、寄贈図書が多数のときは寄贈者の希望する文庫名をつけることができる。
　　（寄託）
第26条　本学図書館は、図書の寄託を受けることができる。
₂　寄託図書は、一般図書と同様に取り扱う。
第27条　寄託を受けた図書のき損、若しくは紛失に対しては本学図書館の過失によるもののほかは、その責に任じない。
　　（学外者の閲覧帯出）
第�28条　官公庁、公共団体等から本学図書館備付図書の閲覧、帯出、複写、撮影等の申出があった場合には、差支えないかぎ
りこれに応ずる。
₂　前項の事項に関しては、館長の許可を受けなければならない。
　　　第₇章　制裁
　　（弁償）
第�29条　閲覧又は帯出中の図書をき損、汚染、若しくは紛失したときには、同一の図書をもって、これを弁償しなければなら
ない。ただし、場合によっては時価代金をもってこれを弁償し、又は、修繕費を負担せしめることがある。
　　（入館禁止等）
第�30条　この規程に違反したものに対しては、入館禁止、閲覧証の没収、一定期間閲覧帯出の停止等を行うことがある。悪質
な違反に対しては学則の定めるところにより謹慎以上の処分に付することがある。
　　　第₈章　改廃
　　（規程の改廃）
第31条　この規程の改廃は、各教授会において行う。
　　　附　則
₁　この規程は、平成₆年₄月₁日から施行する。
₂　この規程の施行により、熊本商科大学・熊本短期大学付属図書館規程は、廃止する。
₃　この改正は、平成₇年₆月₈日から施行する。
₄　この改正は、平成14年₄月₁日から施行する。
₅　この改正は、平成16年₅月12日から施行する。
₆　この改正は、平成24年₆月₆日から施行する。
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　（LL教室）

第１条　LL教室の利用は授業を優先する。

第２条　本学の教職員（非常勤講師及び臨時職員を含む。）及び学生は定められた時間内で所定の手続きに従って使用するこ

とができる。

第３条　その他特別な場合の使用については運営委員会の承認を要する。

第４条　LL・視聴覚準備室所蔵の教材を利用したい学生は所定の手続きに従って借り出し又は貸出することができる。ただし、

貸出を制限している機材についてはこの限りではない。

　（視聴覚教室）

第５条　視聴覚教室の利用はLL教室に準ずる。

　　　附　則

１　この規則は、昭和６０年５月１日から施行する。

２　この改正は、平成２年４月１日から施行する。

３　この改正は、平成６年４月１日から施行する。

LL・視聴覚施設利用規則
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第１条　本学教職員（非常勤講師及び臨時職員を含む。）は、本施設の備品（持ち出し可能な機器類）を貸出するのに際し、

次の手続きに従わなければならない。

　�　LL・視聴覚準備室に備え付けの貸出簿に所要事項を記入し、貸出希望備品を提示する。

　�　教職員の貸出は１人３件以内とし、貸出期間は２週間以内とする。

　�　貸出期間は、他に貸出希望者がなければ１週間単位で２回を限度に更新することができる。

　�　本施設の備品のうち特定のものについては、運営委員会はその貸出を禁止することができる。

第２条　貸出備品は期間内であっても、授業に必要な場合には直ちに返却しなければならない。

第３条　貸出中の備品を破損又は紛失した時は、損害の賠償を請求することがある。

　　　附　則

１　この規則は、昭和６０年５月１日から施行する。

２　この改正は、平成２年４月１日から施行する。

３　この改正は、平成６年４月１日から施行する。

LL・視聴覚施設備品貸出規則
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　（定期健康診断）

第１条　熊本学園大学の学生は、大学の行う定期健康診断を受けなければならない。

　（健康診断の提出）

第２条　やむをえない事情のため、前条の健康診断を受けることができなかった者は、健康診断書を学生課厚生係に提出しな

ければならない。この場合の経費は、本人の負担とする。

第３条　第２部の学生であって、職場において既にその年度の健康診断を受けた者は、その写しをもって前条の健康診断書に

代えることができる。

　（健康診断書）

第４条　本規程に定める健康診断書とは、本学所定用紙に各医療機関で受診し作成したものとする。

　（制　裁）

第５条　定期健康診断を受けなかった者で、第２条に定める健康診断書を提出しない者には学割・通学証明書を発行せず、登

学を禁止する。

２　督促してもなお指定された期日までに健康診断書を提出しない者には、退学を勧告し、これに応じない場合には除籍する。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学学生健康診断規程及び熊本短期大学学生健康診断規程は、廃止する。

学生健康診断規程
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　（目　的）

第１条　本学は、職業安定法第３３条の２の規定に基づき、最終年次の学生及び卒業生に対して就職の斡旋を行う。ただし、そ

の年度卒業見込みのない者を除く。

　（心　得）

第２条　学生は、求職活動に際して、信義を重んじ、学校の信用をきずつけあるいは他の学生の就職に迷惑を及ぼすことのな

いよう、誠実に行動しなければならない。

　（卒業予定者カードの提出）

第３条　卒業年次に達した学生は、全員卒業予定者カード（兼求職票）を提出しなければならない。提出しない者は、卒業予

定者として取り扱わない。

　（学校推薦の申込み）

第４条　学校推薦による求職を希望するものは、所定の「学校推薦申込票」により申し込むものとする。

２　前項の申込は、求人状況により、これを制限することがある。

　（学校推薦の決定）

第５条　推薦は、申込者の中から就職委員会の選考基準に基づいて決定する。申込者は、その発表を確認のうえ、必ず推薦説

明会に出席し、期日までに必要書類を提出しなければならない。

　（届　出）

第６条　就職先が内定した場合は「内定届」を就職支援課へ速やかに提出しなければならない。また、就職先を決めた時点で

「就職決定届」を就職支援課へ提出しなければならない。

　（先決優先）

第７条　学校推薦・自由応募受験を問わず、最初に採用決定若しくは内定の通知を受けた求人先に就職しなければならない。

ただし、１週間以内に受験済みの他社にも重複決定した場合に限り本人の選択を認める。

２　採用決定の通知を受けた者は、速やかに他社推薦の辞退手続を行い、以後は就職の斡旋は受けられない。

　ただし、自由応募受験の決定者で、求人先から就職辞退の文書による了解がとれた場合は、その後において学校推薦を行う

ことがある。

　（公務員等受験の場合）

第８条　公務員・公立学校教員等公務員就職希望者は、採用決定の時期が遅れるため、次の措置を設ける。

　�　既に採用決定がある者で以後公務員等を第１希望とする者は、あらかじめ就職支援課にその旨届け出なければならない。

　�　学校推薦・自由応募受験を問わず、既に採用決定のものが後に公務員等の試験に合格しこれを希望する場合は、本人が

直接採用決定先へ出頭のうえ採用辞退の了解を求めなければならない。

　（制　裁）

第９条　推薦された者が、無届けで推薦説明会に欠席し、あるいは必要書類を提出せず、若しくは就職試験に欠席した場合は、

以後推薦を中止する。

２　学校推薦による採用決定を辞退した者は、以後当該年度の斡旋を行わない。

　（証明書の発行基準）

第１０条　前年度末までの修得単位数により卒業見込みの者に対して成績証明書、卒業見込証明書及び推薦書の発行を行う。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学就職斡旋規程及び熊本短期大学就職斡旋規程は、廃止する。

３　この改正は、平成２１年１１月１日から施行する。

熊本学園大学就職斡旋規程
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　（設　置）

第１条　熊本学園大学学生支援部に就職相談室を設置する。

　（目　的）

第２条　就職相談室は、学生の就職相談に応じ、その就職活動が円滑、かつ効率的に進められるよう助言指導し、あわせて差

別のない公正な採用選考に向けての適切な就職指導を行うことを目的とする。

　（就職相談員）

第３条　就職相談室に、就職相談員を置く。

２　就職相談員は、就職支援課員の中から学生支援部事務部長が選任する。

３　就職相談員は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

　�　就職に関する相談に応ずること。

　�　就職に関する助言指導を行い、必要に応じて就職相談会議に諮る。

　（就職相談日等）

第４条　就職相談室の開設期間・曜日・時間等は、就職委員会において決定し公示する。

　（就職相談会議）

第５条　就職相談室の円滑な運営をはかるため、就職相談会議を設ける。

２　就職相談会議は、就職委員会の委員及び就職相談員をもって構成する。

３　必要と認められる場合には、就職相談の内容に応じて、その必要な期間、就職委員会の推薦に基づき、学長が委嘱した専

任教員を加える。

４　就職相談会議は、学生支援部事務部長が招集し、その議長となって次の事項を協議する。

　�　就職相談室の運営に関する事項

　�　就職相談員の判断を超える就職相談に関する事項

　�　その他就職相談についての必要な事項

５　就職相談会議は、前項の事項を協議するため、必要に応じて調査・研究を行う。

６　就職相談会議は、第４項の協議内容のうち必要と認められる場合は、教授会へ建議する。

　（守秘義務）

第６条　就職相談会議の構成員は、就職相談で知り得た求人者及び求職者の個人的な情報は、すべて秘密とし、これを他に漏

らしてはならない。

　（改　廃）

第７条　この規程の改廃は、教授会において行う。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学・熊本短期大学就職相談室規程は、廃止する。

３　この改正は、平成２１年１１月１日から施行する。

４　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

熊本学園大学就職相談室規程
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　（設　置）

第１条　熊本学園大学に、熊本学園大学体育施設センター（以下「体育施設センター」という。）を置く。

　（目　的）

第２条　体育施設センターは本学の体育施設の適正な管理・運営を図ることを目的とする。

　（業　務）

第３条　体育施設センターは、前条の目的を達成するために必要な業務を行う。

　（定　義）

第４条　この規程において、体育施設センターが管理・運営する「体育施設」とは、別表に掲げるものをいう。

　（役員及び職員）

第５条　体育施設センターに、次の役員及び職員を置く。

　�　体育施設センター長　　１名（以下「センター長」という。）

　�　職　員　　　　　　　　若干名

　（センター長）

第６条　センター長は、本学専任教員のうちから学長が任命する。

２　センター長の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

３　センター長は、業務を統括し、体育施設センターを代表する。

　（職　員）

第７条　職員は、体育施設センターの事務に従事する。

　（体育施設管理運営委員会）

第８条　体育施設の管理運営を円滑に行うために体育施設管理運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。

２　委員会は、定例委員会（５月及び１０月）と臨時委員会（体育施設センター長が必要と認めたとき）とする。

３　委員会は、全委員の３分の２以上の出席により成立し、出席者の過半数の賛成により議決する。

　（委員会の構成）

第９条　委員会は、次の各号に掲げるものをもって構成する。委員長には、センター長があたる。ただし、必要に応じ他の関

係者の参加を求めることができる。

　�　体育施設センター長

　�　学生部長

　�　保健体育教員　１名

　�　事務局長

　�　総務部長、教学部事務部長、学生支援部事務部長、総務課長、経理課長、学生課長、管財課長、体育施設センター職員

１名、学生課職員１名

　�　第一部学生自治会代表　　７名

　�　第二部学生自治会代表　　３名

　�　学翔学会代表　　１名

２　前項の委員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。

　（審議事項）

第１０条　委員会は、次の事項を審議する。

　�　体育施設運営に関すること。

　�　設備の維持保全に関すること。

　�　使用区分及び日常の管理に関すること。

　�　体育施設管理運営規程及び使用細則に関すること。

　�　その他必要と認められること。

　（使用細則）

第１１条　体育施設の使用細則は、別に定める。

　（改　廃）

第１２条　この規程の改廃は、熊本学園大学体育施設管理運営委員会において行い、教授会の議を経て、理事会の承認を得るも

のとする。

熊本学園大学体育施設管理運営規程



－ 274 －

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、従前の「学校法人熊本学園総合体育館管理運営規程」、「学校法人熊本学園総合体育館管理運営委

員会規程」、「熊本学園プール運営委員会規程」は廃止する。

３　この改正は、平成７年６月１３日から施行する。

４　この改正は、平成１３年１月１日から施行する。

５　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

別表（第４条関係）

施　　　　設　　　　名

総合体育館、第２体育館、８号館体育場、プール体育館・プール

大江グラウンド、託麻グラウンド、西合志総合グラウンド、

テニスコート
グラウンド
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　（名　称）

第１条　体育館とは、総合体育館、第２体育館及び８号館体育場をいう。

　（目　的）

第２条　本細則は、熊本学園大学体育施設管理運営規程第２条の趣旨により、正課体育・課外活動及びレクリエーション活動

のために利用することを目的とする。

　（使　用）

第３条　体育館は、次の場合に使用する。

　�　正課体育

　�　課外体育

　�　大学の主催する式典及び行事

　�　自治会及び自治会に所属する各委員会の主催する行事で体育施設管理運営委員会（以下「委員会」という。）において

使用を認めた行事

　�　その他委員会において使用を認めた場合

　（学外貸与）

第４条　委員会は、使用目的が教育活動に寄与すると認めた場合、学外に貸与することができる。

２　入場料を徴収するもの又は営利宣伝を目的とするものは認めない。

　（使用申請）

第５条　体育館の使用については、原則として１ヵ月前までに体育施設センター長のもとに使用申請書を提出し、承認を得な

ければならない。ただし、休暇中の使用計画書は、別に提出するものとする。

２　課外活動で常時使用するクラブについては、毎月２０日までに翌月１ヵ月間の使用計画書を提出しなければならない。変更

がある場合は、速やかに変更願を提出しなければならない。

　（合同使用）

第６条　学外者との合同使用については、使用希望日の１０日前までに体育施設センター長に届け出てその承認を得なければな

らない。

　（使用料）

第７条　第４条の学外貸与の場合には、次のとおり使用料を徴収する。

　�　使用料区分で総合体育館１階練習場については、一練習場当りとする。

　�　使用料は原則として、使用後３日以内に大学経理課へ納入しなければならない。

２　熊本県内大学の学生連盟等が主催する大会に本学学生が参加する場合、及び委員会で使用を適当と認めた場合は、使用料

を免除することができる。

３　前項以外で九州圏内の大学の学生連盟等が主催するアマチュアスポーツ、催物を本学学生が主管となって行う場合、使用

料を減額することができる。

　（遵守事項）

第８条　体育館使用者は、次の各号を遵守するほか、体育施設センター長・教職員の指示に従わなければならない。

　�　使用者は、品位と清潔を旨とし、火気・盗難に特に留意しなければならない。

　�　館内の備品及び用具を無断で移動若しくは使用してはならない。

　�　屋外で使用した用具類は、館内で使用を禁止する。

　�　館内において所定の場所以外で喫煙又は飲食してはならない。

　�　体育館の建物・施設・備品などを破損紛失した場合は、必ず体育施設センター長に届け出てその指示に従わなければな

熊本学園大学体育館使用細則

体育館使用料 （単位：円）

延長１時間以内９：００～２１：００１７：００～２１：００１３：００～１７：００９：００～１３：００区　　分

５，０００６０，０００２０，０００２０，０００２０，０００
総合体育館

２階フロアー

２，０００３０，０００１０，０００１０，０００１０，０００
総合体育館

１階練習場

３，０００４５，０００１５，０００１５，０００１５，０００第２体育館

２，０００３０，０００１０，０００１０，０００１０，０００８号館体育場
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らない。

　（使用条件の変更又は使用許可の取消し）

第９条　体育施設センター長は、本学において緊急に必要が生じた場合は、使用条件を変更し、又は、使用の許可を取消すこ

とがある。

　（使用中の責任）

第１０条　体育館使用中における盗難、紛失及びその他の事故については、大学はその責任を負わない。

　（使用時間）

第１１条　体育館の使用時間は、９時から２１時１０分までとする。

２　休暇中・休館日及び時間外の使用時間は次のとおりとする。

　（休　館）

第１２条　体育館の休館日は、原則として次のとおりとする。

　�　国民の祝日

　�　日曜日

　�　創立記念日（５月３０日）

　�　その他必要と認めた場合

　（使用禁止）

第１３条　体育施設管理運営規程及び本細則に違反した場合は、体育館の使用を禁止することがある。

　（事　務）

第１４条　使用に関する事務は、体育施設センターがこれにあたる。

　（その他）

第１５条　上記以外で不都合なことが生じた場合は、委員会又は体育施設センター長の判断による。

　（改　廃）

第１６条　この細則の改廃は、熊本学園大学体育施設管理運営委員会において行う。

　　　附　則

１　この細則は、平成６年４月１日から施行する。

２　この細則の施行により、従前の「学校法人熊本学園総合体育館使用細則」、「学校法人熊本学園総合体育館時間外使用細

則」は廃止する。

３　この改正は、平成９年５月２３日から施行する。

４　この改正は、平成１３年１月１日から施行する。

時　　　　　間曜　　　日区　　　　　分

９：００　～　１７：３０月・水・金
第 一 部

休暇中 ９：００　～　２１：１０火・木・土

１８：００　～　２１：１０月・水・金第 二 部

９：００　～　１７：００休　　館　　日

６：３０　～　８：５０月　～　土
第 一 部

第 二 部時間外

２１：１０　～　２２：３０月・水・金第 二 部
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　（名　称）

第１条　本施設は、熊本学園大学プール（以下「プール」という。）と称す。

　（目　的）

第２条　本細則は、熊本学園大学体育施設管理運営規程第２条の趣旨により、正課体育・課外活動及びレクリエーション活動

のために利用することを目的とする。

　（使　用）

第３条　プールは、次の場合に使用する。

　�　正課体育　　　　　�　課外体育

　�　大学の主催する式典及び行事

　�　その他体育施設管理運営委員会（以下「委員会」という。）において使用を認めた場合

　（使用者）

第４条　プールの使用者については、次のとおりとする。

　�　熊本学園大学（以下「大学」という。）学生

　�　大学教職員及びその家族（ただし、小学生以下は保護者同伴の場合に限る。）

　�　その他委員会が認めた者

　（使用申請）

第５条　プールの使用については、原則として１ヵ月前までに体育施設センター長のもとに使用申請書を提出し、承認を得な

ければならない。ただし、休暇中の使用計画書は、別に提出するものとする。

　（使用期間及び時間）

第６条　プールの使用時間及び時間は、次のとおりとする。

　�　使用期間については、６月１日から９月３０日までとする。ただし、大学の水泳部員については、４月１日から９月３０日

までとする。

　�　使用期間は、９時から１８時までとし、日曜日・夏期休業中は９時から１７時までとする。

　（時間外使用）

第７条　時間外使用については、原則として６時から８時５０分までと１８時から１９時３０分までとする。

　（使用中の責任）

第８条　プール使用中における不慮の事故及び盗難、紛失については、大学はその責任を負わない。

　（規律違反行為の禁止）

第９条　使用者は、プール管理者の指示に従い、場内の規律を無視するような行為をしてはならない。悪質な違反者は、プー

ルの使用を禁止する。

　（付属諸施設の利用）

第１０条　プール付属諸施設（シャワー、便所、控室等）は、プール使用者以外の利用を認めない。

　（事　務）

第１１条　使用に関する事務は、体育施設センターがこれにあたる。

　（その他）

第１２条　上記以外で不都合なことが生じた場合は、委員会又は体育施設センター長の判断によるものとする。

　（改　廃）

第１３条　この細則の改廃は、熊本学園大学体育施設管理運営委員会において行う。

　　　附　則

１　この細則は、平成６年４月１日から施行する。

２　この細則の施行により、従前の「熊本学園水泳プール使用規程」は廃止する。

熊本学園大学プール使用細則
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　（名　称）

第１条　グラウンドは、大江グラウンド、託麻グラウンド、西合志総合グラウンド及びテニスコートをいう。

　（目　的）

第２条　本細則は、熊本学園大学体育施設管理運営規程第２条の趣旨により、正課体育・課外活動及びレクリエーション活動

のために利用することを目的とする。

　（使　用）

第３条　グラウンドは、次の場合に使用する。

　�　正課体育

　�　課外体育

　�　大学の主催する行事

　�　自治会及び自治会に所属する各委員会の主催する行事で体育施設管理運営委員会（以下「委員会」という。）において使

用を認めた行事

　�　その他委員会において使用を認めた場合

　（学外貸与）

第４条　委員会は、使用目的が教育活動に寄与すると認めた場合、学外に貸与することができる。

２　入場料を徴収するもの又は営利宣伝を目的とするものは認めない。

　（使用申請）

第５条　グラウンドの使用については、原則として１ヵ月前までに体育施設センター長のもとに使用申請書を提出し、承認を

得なければならない。ただし、休暇中の使用計画書は、別に提出するものとする。

２　課外活動で常時使用するクラブについては、毎月２０日までに翌月１ヵ月間の使用計画書を提出しなければならない。変更

がある場合は、速やかに変更願を提出しなければならない。

　（使用料）

第６条　第４条の学外貸与の場合は、次のとおり使用料を徴収する。

　�　使用料の区分は、一球技場（競技場及び広場）とする。

　�　使用料は原則として、使用後３日以内に大学経理課へ納入しなければならない。

２　熊本県内大学の学生連盟等が主催する大会に本学学生が参加する場合、及び委員会で使用を適当と認めた場合は、使用料

を免除することができる。

３　前項以外で九州圏内の大学の学生連盟等が主催するアマチュアスポーツ、催物を本学学生が主管となって行う場合、使用

料を減額することができる。

　（使用条件の変更又は使用許可の取消し）

第７条　体育施設センター長は、本学において緊急に必要が生じた場合は、使用条件を変更させ、又は使用許可を取消すこと

ができる。

　（使用中の責任）

第８条　グラウンド使用中における盗難、紛失及びその他の事故については、大学はその責任を負わない。

　（使用時間）

第９条　使用時間は、９時から２１時１０分までとする。

　（時間外使用）

第１０条　時間外使用については、原則として６時から９時までとする。

　（使用禁止）

第１１条　体育施設管理運営規程及び本細則のほか、別に定める使用心得並びに係員の指示に従わなければならない。これらに

違反した場合は、グラウンドの使用を禁止することがある。

　（事　務）

第１２条　使用に関する事務は、体育施設センターがこれにあたる。

熊本学園大学グラウンド使用細則

グラウンド使用料

延長１時間以内９：００～１７：００１３：００～１７：００９：００～１３：００６：００～９：００区　　　分

１，５００１２，０００６，０００６，０００６，０００大江グラウンド

１，５００１２，０００６，０００６，０００６，０００託麻グラウンド

２，０００２０，０００１０，０００１０，０００８，０００西合志総合グラウンド

５００４，０００２，０００２，０００２，０００テニスコート（１面）
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　（その他）

第１３条　上記以外で不都合なことが生じた場合は、委員会又は体育施設センター長の判断によるものとする。

　（改　廃）

第１４条　この細則の改廃は、熊本学園大学体育施設管理運営委員会において行う。

　　　附　則

１　この細則は、平成６年４月１日から施行する。

２　この改正は、平成８年１０月１日から施行する。

３　この改正は、平成９年５月２３日から施行する。

４　この改正は、平成１３年１月１日から施行する。
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　（趣　旨）

第１条　熊本学園大学が所有するバス（以下「大学バス」という。）使用については、この規程の定めるところによる。

　（使用の認可範囲）

第２条　大学バス使用については、次の各号に該当する場合、願い出により使用を認めるものとする。

　�　正課の授業

　�　課外活動

　�　その他学長が必要と認めたとき。

　（使用の手続き）

第３条　大学バスを使用する場合は、所定の願書を総務課に提出しなければならない。

第４条　前条の大学バス使用願いに当たっては、次の関係課長の承認を得るものとする。

　�　正課の授業においては教務課長

　�　課外活動においては学生課長

　�　その他においては総務課長

第５条　願い出に変更が生じたときは、直ちに総務課に届けなければならない。

　（細則への委任）

第６条　その他詳細については、熊本学園大学バス使用細則によるものとする。

　（規程の改廃）

第７条　この規程の改廃は、学園内理事会において行う。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学・熊本短期大学バス使用規程は、廃止する。

３　この改正は、平成６年８月１日から施行する。

４　この改正は、平成１４年４月１日から施行する。

熊本学園大学バス使用規程
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第１条　使用規程第２条において大学バスを使用する場合は、３週間前までに所定の大学バス使用願書を総務課に提出しなけ

ればならない。

第２条　使用規程第２条に定める大学バスの使用許可は、次の場合原則として認めない。

　�　観光地への運行（授業の場合を除く）

　�　教職員のレクリエーション。ただし、他大学との親善的競技会・地域団体との親睦会等の対外的レクリエーションは除

く。

　�　サークル、同好会のレクリエーション

　�　ゼミ旅行

　�　教職員、学生等の定期的送迎（第３条第１項第１号を除く。）

　�　運行に影響する気象の急変が予想される場合

　�　凍結路、積雪地、降雪時（タイヤチェーンを装着しての運行を含む。）

　�　対価を受ける場合（高速道路利用料金、駐車料金等を含む）

　�　その他学長が適当でないと認めた場合

第３条　運行の優先順位は次のとおりとする。ただし、定期運行を優先する。

　�　定期運行

　�　不定期運行

第４条　使用規程第２条に定める大学バスの使用許可は、次の各号を満たさなければならない。

　�　乗車人員大型バス１０名以上、マイクロバス５名以上、又は道具等の持ち運びが困難な時。

　�　乗員定員（座席定員）を超えない。

　�　九州圏内（離島を除く）での利用とする。

　�　運行経路は、路肩堅牢で充分な有効線形及び有効高があること。

　�　運転者に２時間を超えて連続して運転させないこと。

第５条　使用時間は、原則として平日及び土曜日の午前９時から午後５時までとする。ただし、以下については協議の上、こ

れにかかわらず認める場合がある。

　�　大学の業務および行事等による運行

　�　正課授業での運行

　�　課外活動において、日曜日・祝日の運行

　�　そのほか、必要と認められる場合。

第６条　本学の責で起因する事故で損害が生じた時は、保険で補償するものとする。

　　　附　則

１　この細則は、平成６年４月１日から施行する。

２　この細則の施行により、熊本商科大学・熊本短期大学バス使用細則は、廃止する。

３　この改正は、平成８年１月９日から施行する。

４　この改正は、平成２４年１月１０日から施行する。

熊本学園大学バス使用細則

区　　　　　　　　　　　　　　分順位

正課体育授業１位

課外活動（サークルの西合志グラウンド使用に限る。）２位

区　　　　　　　　　　　　　　分順位

正課授業１位

課外活動（サークル）２位

合宿（学生課でバス使用の許可を受けたものに限る。）３位

その他４位
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　（目　的）

第１条　熊本学園大学大学生活の充実・発展に関する運営協議会（以下「本会」という。）は、教職員及び学生の相互信頼に

基づく意見交換並びに意志疎通をはかり、大学及び学生生活に密接な関係を有する諸問題について積極的かつ建設的に協議

することによって、本学及び学生生活の充実発展に資することを目的とする。

　（構　成）

第２条　本会は、専任教員６名、専任職員７名、学生１４名の委員をもって構成され、学生部長がその委員長をつとめる。

２　教員委員は、次にかかげる者とする。

　　学生部長・学生部委員

３　職員委員は、次にかかげる者とする。

　　事務局長・総務部長・総務課長・経理課長・管財課長・学生支援部事務部長・学生課長

４　学生委員は、次にかかげる者とする。

　　第１部　学生自治会（執行委員長・副委員長・書記長・文化委員長・体育委員長・サークル連合事務局会長・厚生委員会

理事長）、学翔学会会長、学生議会議長、応援団団長

　　第２部　学生自治会（執行委員長・副委員長・書記長・厚生部長）

５　必要に応じて、その他の関係者の出席を求めることができる。

　（会　議）

第３条　本会は、委員長が必要に応じて招集する。また、学生委員の３分の２以上の要請があった場合にも、招集するものと

する。

２　本会は、その目的を達成するため、主として次の事項について協議する。

　�　学生生活に直接関係を有する施設の運営に関する諸問題

　�　大学の毎年度当初予算報告に関すること

　�　福利厚生施設の管理運営及び厚生事業については、別に定める福利厚生運営委員会で協議する。

　�　その他本会で必要と認めたこと

　（事　務）

第４条　本会の事務は、学生課が行う。

　（改　廃）

第５条　本規程の改廃は、委員総数の３分の２以上が出席した本会で、出席者の３分の２以上の賛成を得なければならない。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学・熊本短期大学大学生活の充実・発展に関する運営協議会規程は、廃止する。

３　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

　　　覚え書

文化委員会・体育委員会・サークル連合事務局・厚生委員会・学翔学会・学生議会・応援団の各本部役員は、オブザーバーと

して出席を認める。

熊本学園大学大学生活の充実・発展に関する運営協議会規程

第₂部　学生自治会（執行委員長・副委員長・書記長・厚生部長）
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　（名　称）

第１条　本館は、熊本学園大学学生会館（以下「会館」という。）と称する。

　（目　的）

第２条　会館は主として、広く学生相互間の親睦と交流を促進するとともに、福利厚生の充実及び課外活動の支援を目的とす

る。

　（使用資格）

第３条　会館の使用は、本学学生及び本学が特に許可した者とする。

　（運営委員会）

第４条　会館を円滑に運営するため、熊本学園大学学生会館管理運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。

２　委員会に関する規程は、別に定める。

　（使用細則）

第５条　使用細則は、別に定める。

　（管理運営）

第６条　会館の管理運営は職員が行い、その責任者は学生部長とする。

　（改　廃）

第７条　この規定の改廃は、熊本学園大学学生会館管理運営委員会において協議し、教授会の承認を得るものとする。

　　　附　則

１　この規程は、平成８年１０月１日から施行する。

熊本学園大学学生会館規程
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　（設　置）

第１条　熊本学園大学学生会館（以下「会館」という。）を円滑に運営するため、熊本学園大学学生会館管理運営委員会（以

下「委員会」という。）を置く。

　（構　成）

第２条　委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。委員長には学生部長があたる。

　�　学生部長

　�　事務局長

　�　学生支援部事務部長、学生課長

　�　法人課長

　�　第一部学生自治会執行委員長、文化委員長、体育委員長、サークル連合事務局会長、厚生委員会理事長、学翔学会会長、

学生議会議長、応援団団長、第二部学生自治会執行委員長、同副委員長、同書記長（以下「学生委員」という。）

２　委員会は必要に応じて、前項以外の関係者の出席を求めることが出来る。

　（会　議）

第３条　委員会は、委員長が必要に応じて招集する。また、学生委員の３分の２以上の要請があった場合にも招集するものと

する。

２　委員会は次の事項について協議する。

　�　年間の運営に関すること

　�　会館の福利厚生施設の充実に関すること

　�　施設使用計画に関すること

　�　その他委員会が必要と認めたこと

　（事　務）

第４条　委員会の事務は、学生課が行う。

　（改　廃）

第５条　この規定の改廃は、熊本学園大学学生会館管理運営委員会において行う。

　　　附　則

１　この規程は、平成８年１０月１日から施行する。

２　この改正は、平成２２年４月１日から施行する。

３　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

熊本学園大学学生会館管理運営委員会規程

学生議会議長、応援団団長、第二部学生自治体執行委員長、同副委員長、同書記情宣委員長（以下「学生委員」という。）

₄　この改正は、平成25年₄月₁日から施行する。
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　（趣　旨）

第１条　熊本学園大学学生会館（以下「会館」という。）の施設・設備の円滑な使用を期するため、この細則を定める。

　（開館時間）

第２条　会館の開館時間は、午前９時から午後１０時までとする。

２　長期休暇中（夏季、春季）の開館時間は、熊本学園大学学生会館管理運営委員会で協議のうえ別に定める。

　（休館日）

第３条　会館の休館日は、次のとおりとする。

　�　祝祭日

　�　日曜日

　�　創立記念日（５月３０日）

　�　夏季一斉休業及び冬季（年末・年始）休業日

　�　その他本学が必要と認めた日

　（使用制限）

第４条　会館の使用は、原則として学生会館規程第２条の目的に沿ったものに限る。

２　多目的ホール、練習場及び会議室の使用については、同一団体（サークル）の連続使用を制限することがある。

　（使用申請）

第５条　会館の使用については、所定の使用願を会館事務室に提出し、許可を受けなければならない。

２　申請期間は、原則として次のとおりとする。

　�　多目的ホール　　　使用開始日の３か月前から当日まで

　�　練習場・会議室　　使用開始日の１か月前から当日まで

３　前項施設の使用申請が重複したときは、合議のうえ調整する。

　（休館日の使用）

第６条　休館日の使用については、所定の休日使用願を会館事務室に提出し、学生部長の許可を受けなければならない。

２　申請期間等については、前条に準じる。

　（時間外の使用）

第７条　時間外の使用については、所定の時間外使用願を会館事務室に提出し、学生部長の許可を受けなければならない。

２　申請期間は、次のとおりとする。

　�　多目的ホール　　　使用開始日の１か月前まで

　�　練習場・会議室　　使用開始日の１週間前まで

３　時間外の許可限度は、閉館時間後１時間とする。

　（使用の変更等）

第８条　会館の使用許可を受けた者が、使用についての変更又は取消しをするときは、速やかに願い出なければならない。

　（宿泊の禁止）

第９条　会館内における宿泊は、これを禁止する。

　（使用の中止及び取消）

第１０条　次の各号に掲げる場合、学生部長はその使用を中止させ、又は許可を取消すことがある。

　�　風紀又は秩序を乱したとき

　�　建物又は備品等を汚損、破損したとき

　�　会館職員の指示に従わないとき

　�　その他管理上支障があると認められたとき

　（物品の搬入）

第１１条　使用者がその活動のために常備品以外の物品を搬入するときは、事前に学生部長の許可を受け、会館職員の指示に従

わなければならない。

　（遵守事項）

第１２条　会館の使用者は、会館職員の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

　�　常に清潔、整頓に心掛けること

　�　施設、設備を破損、又は落書等をしないこと

　�　備品及び用具を無断で移動若しくは使用しないこと

　�　下駄又はスパイク等で出入りしないこと

　�　掲示物は所定の手続きを経て、指定された掲示板を使用すること

熊本学園大学学生会館使用細則
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　�　飲酒をしないこと

　�　所定の場所以外で喫煙及び飲食をしないこと

　�　火災防止のため、火気は使用しないこと

　（損害賠償）

第１３条　使用者が建物若しくは付属施設・備品を破損又は滅失したときは、その程度に応じて損害を弁償させることがある。

　（改　廃）

第１４条　この細則の改廃は、熊本学園大学学生会館管理運営委員会において行う。

　　　附　則

１　この細則は、平成８年１０月１日から施行する。

２　この改正は、平成２２年４月１日から施行する。
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　（設　置）

第１条　熊本学園大学（以下「大学」という。）に研修施設として、西合志研修所（以下「研修所」という。）を置く。

　（目　的）

第２条　研修所の使用目的は、次のとおりとする。

　�　大学が行う学校行事

　�　大学のゼミナール等の授業及び研究会

　�　学生が行う学術、文化、体育等の課外活動

　�　教職員が行う研究会及び研修会

　�　その他使用目的にそうものと認められるもの

　（使用者）

第３条　研修所を使用できる者は、次のとおりとする。

　�　大学の学生及び教職員

　�　使用目的にそうものとして学長が特に認めた者

２　研修所は、原則として学外者へ貸与しない。

　（委員会）

第４条　研修所の運営を円滑に行うために、研修所運営委員会を置く。

２　研修所運営委員会についての規程は、別に定める。

　（使用細則・使用心得）

第５条　研修の管理と使用を円滑に行うために、研修所使用細則及び研修所使用心得を別に定める。

　（管理運営担当者）

第６条　研修所の管理運営の責任者は学生部長とし、研修所長が事務を担当する。

　（改　廃）

第７条　この規程の改廃は、熊本学園大学西合志研修所運営委員会において行う。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学・熊本短期大学西合志研修所規程は、廃止する。

熊本学園大学西合志研修所規程
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　（設　置）

第１条　熊本学園大学西合志研修所（以下「研修所」という。）の運営を円滑に行うために、西合志研修所運営委員会（以下

「研修所委員会」という。）を置く。

　（構　成）

第２条　研修所委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

　�　学生部長、学生部委員２名

　�　事務局長、学生支援部事務部長、総務課長、管財課長、教務課長、学生課長、研修所長

　�　第一部学生自治会執行委員長、文化委員長、体育委員長、サークル連合事務局会長、厚生委員会理事長、学翔学会会長、

学生議会議長、応援団団長、第二部学生自治会代表２名

２　研修所委員会には、必要に応じ委員以外の関係者を出席させることができる。

３　研修所委員会の委員長には、学生部長をもって当てる。

　（協議事項）

第３条　研修所委員会は、次の事項について協議する。

　�　研修所運営の基本的事項

　�　研修所の維持・管理及び使用に関する事項

　�　その他必要と認められる事項

　（決　議）

第４条　研修所委員会の決議は、全委員の過半数が出席し、出席者の３分の２以上の賛成を必要とする。

　（事　務）

第５条　研修所委員会の事務は、研修所長が担当する。

　（改　廃）

第６条　この規程の改廃は、熊本学園大学西合志研修所運営委員会において行う。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この規程の施行により、熊本商科大学・熊本短期大学西合志研修所運営委員会規程は、廃止する。

３　この改正は、平成６年８月１日から施行する。

４　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

熊本学園大学西合志研修所運営委員会規程
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　（趣　旨）

第１条　この細則は、熊本学園大学西合志研修所（以下「研修所」という。）の使用について必要な事項を定めるものとする。

　（使用者）

第２条　研修所を使用するものは、使用日の２週間前までに所定の使用許可願に研修日程表及び研修参加者名簿を添えて学生

課へ提出し、その許可を受けなければならない。

２　同一の使用者が引き続き使用することができる期間は、原則として５日間とする。

３　使用願提出以後、研修者等に変更が生じた場合は、速やかに届け出なければならない。

　（使用許可書）

第３条　学生部長は、研修所の使用を許可する場合には、使用許可書を当該使用者に交付する。

２　使用者は、入所に際し使用許可書を呈示し、使用についての注意を受けなければならない。

　（遵守事項等）

第４条　使用者は、この細則及び別に定める研修所使用心得を遵守しなければならない。

２　使用者（団体又はその構成員）が次の各号の一に該当する行為があったときは、使用の途中であっても当該許可を取り消

し、又は使用の中止をさせることがある。

　�　建物又は備品等を故意に破損する行為

　�　暴力行為

　�　秩序を害し、他の利用者に迷惑をかける行為

　�　研修所長の指示に従わず、管理上支障がある場合

　�　研修所使用心得に違反する行為

　（損害賠償）

第５条　使用者は、故意又は過失により施設及び備品を破損したときは、その原状回復に必要な経費を賠償しなければならな

い。

　（休館日）

第６条　研修所の休館日は、次のとおりとする。

　�　８月１３日～８月１７日

　�　１２月２５日～１月５日

　�　学長が必要と認めた期間

　（研修時間帯）

第７条　研修所の研修時間帯は、原則として次のとおりとする。

　（午前）　　９：００～１２：００

　（午後）　　１３：００～１６：００

　（夜）　　　１８：３０～２１：００

　（事　務）

第８条　使用に関する事務は、研修所長が担当する。

　（改　廃）

第９条　この細則の改廃は、熊本学園大学西合志研修所運営委員会において行う。

　　　附　則

１　この細則は、平成６年４月１日から施行する。

２　この細則の施行により、熊本商科大学・熊本短期大学西合志研修所使用細則は、廃止する。

熊本学園大学西合志研修所使用細則
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　（目　的）

第１条　この規程は、熊本学園大学の福利厚生施設の管理運営及び厚生事業について協議し、その充実発展に寄与する事を目

的とする。

　（設　置）

第２条　大学生活の充実・発展に関する運営協議会の下部組織として、福利厚生運営委員会（以下「委員会」という。）を置

く。

　（構　成）

第３条　委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。委員長には、学生部長があたる。

　�　学生部長

　�　学生支援部事務部長、学生課長

　�　法人課長

　�　第一部学生自治会執行委員長、文化委員長、体育委員長、サークル連合事務局会長、厚生委員会理事長、学翔学会会長、

学生議会議長、応援団団長、第二部学生自治会執行委員長・副委員長・書記長、（以下「学生委員」という。）

　�　必要に応じて、その他の関係者の出席を求めることができる。

２　委員の任期は１年とし、１月１日より１２月３１日までとする。ただし再任を妨げない。

　（会　議）

第４条　委員会は、委員長が必要に応じて招集する。また、学生委員の３分の２以上の要請があった場合にも、招集するもの

とする。

２　本委員会は、主として次の事項について協議する。ただし、学生会館については学生会館管理運営委員会で協議する。

　�　福利厚生施設の管理と運営に関すること

　�　経営委託業者への意見具申に関すること

　�　その他本委員会で必要と認めたこと

　（事　務）

第５条　委員会の事務は、学生課が行う。

　（改　廃）

第６条　この規程の改廃は、熊本学園大学大学生活の充実・発展に関する運営協議会において行う。

　　　附　則

１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

２　この改正は、平成８年１０月１日から施行する。

３　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

熊本学園大学福利厚生運営委員会規程

学生議会議長、応援団団長、第二部学生自治体執行委員長・副委員長・書記情宣委員長、（以下「学生委員」という。）
委員会は必要に応じて、その他の関係者の出席を求めることができる。
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①（使　用）

　１　使用時間帯

　　�　平　日

　　　�　第一部　午前７時から　午後９時３０分まで

　　　�　第二部　午後５時から　午後１１時まで

　　　　　　　　　　（土曜日は午後１時から午後１１時まで）

　　�　日曜日・祝祭日・休暇中

　　　　第一部・第二部とも午前７時から午後９時３０分まで

　　�　時間外使用

　　　�　平　日

　　　　　明確な理由を添付して各委員会・学会本部に届出る。各委員会・学会本部はその理由を吟味・検討の上学生課まで

伝達する。その手続は、第一部の場合、当日午後５時まで第二部の場合、当日午後９時までとする。

　　　�　日曜日・祝祭日

　　　　　第一部の場合前日の午後５時まで手続をする。第二部の場合前日の午後９時まで手続をする。ただし前日が土曜日

の場合、１２時並びに午後５時より午後９時までとする。

　　　�　休暇中

　　　　　第一部・第二部とも午後５時まで手続をする。委員会・学生本部が不在の時直接サークルが手続をする。ただし土

曜日は１２時まで手続する。第二部の場合電話による手続でもよい。

　２　使用団体

　　　本学学生の団体とする。

　３　使用手続

　　　部屋・備品の借用期間は１か年とし、毎年４月１日各サークルの責任者の交替に伴い所属委員会・学会本部に対し、借

用届を更新し委員会学会本部はそれを一括して学生課へ提出する。ただし無所属サークルは直接執行委員会へ提出し執行

委員会はそれを学生課へ提出する。

　４　使用の停止

　　　「学生管理運営委員会」によって施設・備品などを故意に破損する行為、公共の秩序風紀を乱す行為、及び本使用心得

に違反した行為、と見做され「大学生活の充実・発展に関する運営協議会」に提起された場合、その使用停止の是非が審

議・検討される。

②（施設の運用・保全）

　１　部屋・会議室・合宿所などでの清掃は利用サークル学生が行う。

　２　個人的過失・サークル活動による破損は当該個人あるいはサークルが弁償する。

③（注意事項）

　１　火災防止のため部室内で火気の使用は一切禁止する。

　２　原則として学外者・他サークル学生に部室の一部又は全部を転貸してはならない。

　３　館内で営利を目的とする行為を行ってはならない。

　４　不適当なはき物（下駄、スパイク）を着用してはならない。

　５　宿泊を目的として部室を使用してはならない。

　６　共同で利用する施設（合宿所・会議室など）は原状に復して返還する。

　（覚　書）

１　衛生施設（トイレ・シャワー）の清掃及び地震・台風などの不可抗力による破損の補償は大学側で行う。

　水・光熱費は大学の負担とする。

２　サークルが部室を使用しなくなり、空部室が生じた場合は、事前に大学側と協議のうえ８号館学生管理運営委員会で審議

する。（昭和５８年１０月１５日）

８号館（部室棟）使用心得

曜日は12時までに手続する。第二部の場合電話による手続でもよい。
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第１章　総　　　則

　（名　称）

第１条　本会は、熊本学園大学学生見舞金互助会と称する。（以下本会という。）

　（目　的）

第２条　本会は、熊本学園大学に在学する学生が次の各号に該当する場合、互助会見舞金を給付することを目的とする。

　�　会員が死亡したとき

　�　会員が病気により入院したとき

　�　会員が身体に傷害を被ったとき

　�　会員の自宅又は現在居住している家屋を焼失したとき

　�　その他委員会が適当と認めたとき

　（会員の資格）

第３条　本会の会員は、熊本学園大学第一部に在学し、会費を納入したものとする。

２　前項の会員には、休学中の学生を含めるものとする。

第２章　会　　　費

　（会　費）

第４条　会費は、在学中の会費とし、入学年次に２，０００円を一括納入する。（但し、原則として退学、除籍による途中での返還

はないものとする。）

２　編入生、転部生も同額とする。

第３章　見舞金の申請及び給付

　（見舞金の申請）

第５条　給付を受けようとするものは、病気、傷害等が完治してから、本会所定の用紙に必要書類（医師の診断書、証明書

等）を添えて、次の期間内に第一部学生自治会厚生委員会へ申請する。ただし、同一の事由による見舞金の申請は再度はで

きない。

　①会員が病気及び事故等により、入院した時　→　→　→

　　　　　　　　　　　　　　　　　退院、通院治療終了後６０日以内

　②会員が病気及び事故等により、傷害を被った時　→　→　→

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通院治療終了後６０日以内

　③会員が病気及び事故等により、後遺障害を被った時　→　→　→

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後遺障害判明後６０日以内

　④会員の自宅又は借家を焼失した時　→　→　→

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事故発生日から６０日以内

　⑤会員が死亡した時　→　→　→　６０日以内

２　本学入学以前の病気及び事故等による障害が、入学後も継続している場合の申請はこれを認めず、本学入学（４月１日）

時点より発生したものを見舞金の対象とする。

３　見舞金の申請は卒業する年の３月３１日までに行うこととする。ただし９月期卒業の学生については、卒業する年の９月２１

日申請を行うこととする。

　（見舞金の給付）

第６条　給付は、申請書を本会の規約に基づき委員会が審査し、認定する。

２　見舞金は、本会の承認を得た後、原則として１４日以内に厚生委員会が給付する。

学生見舞互助会規約

日までに申請を行うこととする。
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第４章　見舞金の種類および給付額

第７条　見舞金の種類および給付額は、以下に定める。ただし、第２条�の場合はこの限りでない。

　（給付の適用）

第８条　会員が第７条に該当する場合は、それぞれについての見舞金を給付する。

　（文書料）

第９条　見舞金給付申請に要した医師の診断者・証明書の経費については、領収書により、その実費を支給する。ただし、そ

の総額の上限を５，０００円までとする。

第５章　見舞金を給付しない場合

　（見舞金を給付しない場合）

第１０条　第４章各条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合、原則として見舞金を給付しない。

　�　会員の犯罪行為および泥酔による事故

　�　交通三悪（無免許運転、飲酒運転、スピード違反）による事故

　�　会員の故意による事故および火災

　�　天災による自然災害の事故

　�　事実と相違する申請を行ったとき

第６章　決　　　算

　（決　算）

第１１条　決算は、毎年３月３１日をもって行う。

　（剰余金）

第１２条　決算により剰余金が生じたときは、委員会で審議する。

１００万死亡及び植物状態①

１０万９１日以上

入　　院②

８万９０日以内

６万６０日以内

４万３０日以内

３万２１日以内

２万１４日以内

１万３日～７日

７日以上の通院の場合のみ、日数×１，０００円

（上限を６０回とする。但し、入院と通院が重なった場合の上限は３０回とする）

※ギブス等の装着期間も通院回数とみなす。

（但し、上限を３０回とする）

通　　院③

５０万１　　級

後遺障害④

４５万２　　級

４０万３　　級

３５万４　　級

３０万５　　級

２５万６　　級

２０万７　　級

１５万８　　級

１０万９　　級

５万１０　　級

２万１１　級　～　１４　級

５０万全　　　焼

自　　宅

火　　災⑤

２５万半　　　焼

５万小　　　火

２５万全　　　焼

借　　家 －半　　　焼

－小　　　火
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第７章　委　員　会

　（委員会の構成および招集）

第１３条　本会は、次の委員をもって委員会を構成する。

　�　大学側委員…学生部長、学生部委員２名、事務局長、学生支援部事務部長、学生課長、学生課長補佐、学生係長、厚生

係長、経理課長

　�　学生側委員…学生自治会執行委員２名、厚生委員会２名

　　　　　　　　　体育常任委員会・文化常任委員会・サークル連合事務局・学翔学会・学生議会・応援団より各１名

２　委員長には学生部長をあてる。

３　委員会は委員長が招集する。

　（会の運営、委員会の業務）

第１４条　委員会は、本会の円滑な運営につとめ、次の業務を行う。

　�　見舞金額の審査及び認定

　�　会費の運用

　�　本規約の改廃

２　本規約の改廃は、委員の３分の２以上の賛成を得なければならない。

　　　　附　則

１　この規約は、昭和５３年４月１１日から施行する。

２　この改正は、昭和５６年４月１日から施行する。

３　この改正は、昭和６１年４月１日から施行する。

４　この改正は、昭和６１年７月１日から施行する。

５　この改正は、昭和６２年７月９日から施行する。

６　この改正は、平成元年４月１日から施行する。

７　この改正は、平成２年７月２日から施行する。

８　この改正は、平成３年１２月２０日から施行する。

９　この改正は、平成６年４月１日から施行する。

１０　この改正は、平成８年４月１日から施行する。

１１　この改正は、平成９年４月１日から施行する。

１２　この改正は、平成１２年１０月１０日から施行する。

１３　この改正は、平成１３年４月１日から施行する。

１４　この改正は、平成１５年４月１日から施行する。

１５　この改正は、平成１７年４月１日から施行する。ただし、第４条の規定の適用は、なお従前の例による。

１６　この第４条の改正は、平成２０年４月１日から施行する。

１７　この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

１８　この改正は、平成２４年４月１日から施行する。

　　　　覚　書

　　　会費の保管は大学が行う。



6．研究所等案内
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研　究　所　等　案　内

₁　産業経営研究所

　産業経営研究所は1959（昭和34）年₄月、産業・経済およびこれに関連している諸事項の調査研究を行い、地域の産業経営
の発展向上に寄与することを目的として設立された。以来、研究所は地域の経済、産業および企業経営に関する調査・研究な
らびにその助成を行ってきた。またそのための資料の収集・整備・交換および利用の促進、調査研究の成果を発表する機関誌
その他刊行物の発行、研究会、講演会、専門講座の開設など多方面にわたる活動をつづけている。研究所の研究員は、専任教
員のなかの希望者によって構成される。
　研究所設立以来、各種統計や年鑑、各大学・研究機関の機関誌、産業経営に関する雑誌、会社史などの収集に力を注いでき
たが、とりわけ九州地方や全国都道府県発行の地方統計や調査資料、民間の地方資料を数多く収集しており、資料室はユニー
クなライブラリーとなっている。これらの資料は研究員の調査研究のみならず、内外の教育活動に役立てられている。
　調査研究の成果は、「調査研究報告」、所報『産業経営研究』、研究叢書、ディスカッションペーパーとして発表しているが、
熊本県を中心として産業、経済、国民生活など全般にわたる多くの分析は、県内各方面、内外の学会、研究機関との学術交流
に貢献している。また、オーストリア・ウィーン大学日本学研究所、韓国・全南大学校経営研究所との学術交流も行なわれて
いる。2012（平成24）年₅月には韓国の全南大学校経営研究所を迎えて、研究会が行われた。
　このような研究所との交流に加え、平成18年度からは熊本県・熊本県工業連合会と合同の産学官連携セミナーや経営者育成
トップマネジメントセミナーを開催。設立50周年を迎えた平成21年度には、共同研究プロジェクトを組織し、その成果は『グロー
バル化する九州・熊本の産業経済の自立と連携』（日本評論社　2010（平成22）年₆月発行）にまとめられた。2010（平成22）
年₇月に熊本県産業技術センターと、2013（平成25）年₂月には熊本県信用保証協会と連携協定を結んだ。

〈所報近刊〉
『産業経営研究』第31号　2012（平成24）年₃月発行

　　ソフトウェア産業による地域経済活性化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　利彦
　　社会のディズニー化と大学教育とホスピタリティ　　　　　　　　　　　　　　　　土井　文博
　　リンクの信頼度を考慮に入れた経済ネットワーク設計問題の実数値ＧＡによる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最適化シミュレーション　　　　　加藤　康彦／坂上　智哉
　　地方自治体における廃棄物処理政策の経済分析　　　　　　　　　　　　　　　　　金　栄緑／伊ヶ崎大理／福山　博文
　　中国におけるCSR活動：農民工の労働権利保護を中心に　　　　　　　　　　　　　　喬　　晋建
　　熊本商科大学の昇格と阿久津文庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工藤栄一郎
　　中小企業のマネジメントコントロールシステムと組織成員の動機付けに関する実証研究
　　　　　　　　　　　　―熊本県・福岡市内の中小企業を対象として―　　　　　　　飛田　　努
　　（書　評）
　　伊東維年・田中利彦・出家健治・下平尾勲・柳井雅也著
　　　　　　　　　　　　　　『現代の地域産業振興策―地域産業活性化への類型分析―』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミネルヴァ書房　2011年　　　　　根岸　裕孝
　　研究所近況

〈研究叢書近刊〉
伊東維年・田中利彦・出家健治・下平尾勲・柳井雅也著
　　　　　　　　　　　　『現代の地域産業振興策―地域産業活性化への類型分析―』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミネルヴァ書房　2011年₃月発行
工藤栄一郎著『会計記録の基礎』中央経済社　2011年₃月発行
 中野元・境章・野間重光・豊田謙二著『九州発　本格焼酎新時代―グローバル時代への挑戦―』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西日本新聞社　2012年₃月発行
伊東維年著『地産地消と地域活性化』日本評論社　2012年₃月発行
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₂　海外事情研究所

　海外事情研究所は、1961（昭和36）年₄月、当時、熊本県が国内有数の移民県であったことや、本学の前身である東洋語学
専門学校の建学の精神「海外発展に資する」「海外雄飛の人材育成」の方針を具現化するために、中南米事情研究所として創
設された。その後、日本経済の発展に伴い、世界に研究対象を広げることの必要性、また、研究者の充実とともに広く海外事
情を研究しうる力量を持つようになったことにより、1972（昭和47）年₄月、現在の海外事情研究所に名称変更した。現在、
所員は専任教員のうち100余名が兼務している。
　研究対象や地域は多岐にわたっており、年間を通じて国内外の研究者を招聘し、研究会や講演会を開催している。各分野で
の諸外国の事情が紹介されたり、活発な意見交換が行われるなど、専門分野における研究者交流の場としての一翼をになって
いる。なかでも中国の深圳大学中国経済特区研究センターおよびオーストリア・ウィーン大学日本学研究所とは1987（昭和62）
年₆月に、韓国・全南大学校経営研究所とは1993（平成₅）年₇月に学術交流協定を締結しており、研究資料の交換・学術調
査訪問、共同研究、講演会、シンポジウムなどの学術交流が進められている。2011（平成23）年₅月韓国・全南大学校経営研
究所で、11月には深圳大学中国経済特区研究センターで開催されたフォーラムに参加し、研究成果の発表を行った。
　また、各所員の海外でのフィールドワーク等研究活動への支援も活発に行われており、これらの研究活動成果は、年₂回発
行の所報『海外事情研究』や研究叢書で発表されている。所報執筆は所員のみならず、本学に滞在している交換教員や海外の
提携大学の研究所からの寄稿も受け入れ、バラエティに富む誌面構成となっている。
　研究環境のベースも充実してきている。海外事情に関する文献や資料は、図書館との連携のもと効率的な収集に努めており、
研究所ならではのユニークな蔵書構成、資料を有し、学内だけでなく学外からのリクエストへの対応、学外の専門機関（アジ
ア経済研究所、日本貿易振興機構）からの資料や講演会、研究会等の情報提供を受けている。

〈所報近刊〉
『海外事情研究』第39巻第₂号（通巻79号）　2012（平成24）年₃月発行
（論　文）
　　北朝鮮の政治体制と先軍政治　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香川　正俊
　　中国語母語話者による日本語従属節選択の誤用傾向
　　　　―『日本語学習者による日本語作文とその母語訳との対話データベース』を用いて―　　　塩入　すみ
　　 代中国 字中的 体字　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 李　　　珊

（調査研究シリーズ  91）
　　A Study of Intercultural Communication in a Multinational
　　/Multicultural Company:Problems and Solutions　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  佐藤　勇治
（調査研究シリーズ  92）
　　境界に生きる人たちの食文化　―西安市―　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊田　謙二
（調査研究シリーズ  93）
　　宮沢賢治と樺太　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥山　文幸
（調査研究シリーズ  94）
　　メコンデルタ地域における参加型労働安全衛生教育の現状
　　　　　　　　　　　　　―メコンデルタ2010国際研修の参加報告―　　　　　　　　　　　　　中地　重晴
（報　告）
　　日本統治時代の台湾生活誌（Ⅱ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  柴　　公也
　　日本における郭沫若『女神』の研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩佐　昌暲

『海外事情研究』第40巻第₁号（通巻80号）　2012（平成24）年₉月発行
（論　文）
　　パプアニューギニアの社会経済状況に関する研究
　　　　　　　　　―社会文化的および政治的側面に焦点をあてて―　　　　　　　　マング・マング・ルウィン／木下俊和

　　金正日総書記の死去と新体制構築及び核・ミサイル問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　香川　正俊

　　ヨーロッパ経済の歴史的空間　―文明の記憶，空間の類型―　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　　尚

　　The Diffusion of Western-style Accounting as Social Knowledge in 19th Century Japan　　　　Eiichiro KUDO
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　　Images of Northeast Asia（Japan,South Korea,China,and Russia）in North Korean English Textbooks
  Judy YONEOKA/Kumiko TSUTSUI
（調査研究シリーズ  95）
　　チャンドラーと経営戦略論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　喬　　晋建
（調査研究シリーズ  96）
　　境界文化考　―古代中国の黄河流域―　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊田　謙二

（報　告）
　　日本統治時代の台湾生活誌（Ⅲ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  柴　　公也

（資　料）
　　本田幸介関係文献目録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圡井　浩嗣

〈研究叢書〉
香川正俊著『中国共産党と政治・行政・社会改革－貧困・格差・腐敗・人権－』御茶の水書房　2008年₉月発行
安居　秀著『International Business Terms』創元社　2005年₃月発行
酒井重喜著『チャールズ一世の船舶税』ミネルヴァ書房　2005年₃月発行
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₃　社会福祉研究所

　社会福祉研究所は、わが国の社会福祉の科学的研究を通じてその発展をはかり、あわせて地域社会に直接貢献することを目
的として1966（昭和41）年₅月に熊本短期大学付属社会福祉研究所として設立された。1994（平成₆）年₄月の熊本短期大学
と熊本商科大学の統合にともなう大学名変更、社会福祉学部新設をふまえ、熊本学園大学付属社会福祉研究所に改称。2006
（平成18）年には設立40周年を迎えた。社会福祉に関わる学問のあらゆる領域から、社会福祉を対象として多角的に研究しよ
うというのが、本研究所の特色である。研究所スタッフも社会福祉学、社会学、経済学、教育学、保育学、心理学、法律学、
保健体育学、医学、地理学など多様な研究領域から成る。研究員は本学専任教員のうち希望するものが兼務するが、必要があ
れば学外に嘱託研究員を委嘱して研究陣の強化を図っている。
　設立以来、社会福祉学および関連諸科学に関する文献、社会福祉関係諸資料を収集・整備してきたが、特に入手困難な行政
資料等については地元自治体をはじめ九州各県の資料が定期的に蓄積されてきた。一方、研究活動については、研究会、講習
会、専門講座の開催、報告書の発行などそれぞれの分野で活動してきた成果が折々に発表されている。近年は個人やチームで
取り組む調査研究にも外部資金が導入され、複数年度にわたり研究助成が行われている。付設の「家庭児童相談室」は、子ど
もや家庭をめぐる悩みや問題の解決に社会福祉研究所として役に立ちたいとの考えから、研究所設立と同時に開設された。そ
の後、1983（昭和58）年、研究棟完成を機に独立した面接室が置かれてから、本格的な活動が始まった。1995（平成₇）年か
らは専門の相談員を配置、時代とともに変化する家庭や教育の多様な問題について相談に応じ、今日に至っている。
　定期的に発行されている刊行物には、年₁回発行の所報『社会福祉研究』や福祉情報誌『くまもとわたしたちの福祉』（年
₂回発行、活字版1,500部、点字版200部）、研究叢書の「社会福祉叢書」などがあり、所員の研究活動発表の場として、地域
と研究所を結ぶパイプ役として地域の人々とともに福祉を考え、地域発展の道を探っている。

〈所報近刊〉
『社会福祉研究所報』第40号　2012（平成24）年₃月発行
（論　説）
　　ひきこもり支援における事例研究  ―かたつむり学舎での実践から―　　　　　　　　　　　　  福崎　はる

　　構造としての半失業  ―沖縄の精神障害者の経験―　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  高林　秀明

　　女性の労働環境の改善に向けて：保育士の健康と労働・くらしの実態調査をもとに  萩原　修子／増淵千保美

　　熊本市のひとり親家庭の現状と課題についての一考察  ―中学生の子を持つ母子家庭を中心に―
  山西　裕美／伊藤　良高／出川聖尚子

（研究ノート）
　　若年妊娠女性の子育て支援に関する一考察　その₂
　　　　―熊本市の若年妊娠女性への継続的調査から―　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出川聖尚子

　　日本の近代化過程におけるハンセン病　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花田　昌宣

（2011年度　公開研究会記録）
　　第₁回研究会　国際的介護人材養成の課題
　　第₂回研究会　地域づくりとレクリエーション
　　第₃回研究会　キャンパス・ソーシャルワークとは何か？　～意義と課題～

〈研究叢書近刊〉
豊田謙二著『ウェルビーイングからの生活環境づくり』ナカニシヤ出版　2010年₃月発行
ダニー・ピーテルス著　河野正輝監訳『社会保障の基本原則』法律文化社　2011年₃月発行



7．同窓会「志文会」
会則等  　　
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第１条　本会は、熊本学園大学同窓会志文会と称する。

第２条　本会は、会員相互の親睦を図り、母校と密接な連絡をとり、会員並びに母校の発展に寄与することを目的とする。

第３条　本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

　�　同窓会報及び同窓会員名簿の発行

　�　同窓会総会及び懇親会

　�　卒業生就職の斡旋

　�　卒業生を代表する母校理事会の理事及び同評議員の選出

　�　その他の事業

第４条　本会は、東洋語学専門学校、熊本語学専門学校、熊本短期大学、熊本商科大学、熊本学園大学、熊本学園大学短期大

学部卒業生、熊本商科大学大学院及び熊本学園大学大学院修了生をもって通常会員、在学生を準会員とし、現職員をもって

特別会員とする。

２　前項のほか旧職員又は母校に縁故ある者の中から会長の推薦する者をもって客員とする。

第５条　本会は、本部を熊本学園大学内に置く。

２　本会会員が居住する地域、所属する職域及び職種により支部を設けることができる。

第６条　本会に、次の役員を置く。

　会　　長　　　　１名　　　副会長　１２名以内

　常任委員　　２０名以内　　　委　員　各卒業年度から１名以上

　監　　事　　　　２名

２　本会に顧問及び相談役を置くことができる。

第７条　会長、副会長及び監事は、通常会員より総会において選出する。

２　常任委員及び委員は会長が委嘱し、総会の承認を得るものとする。

３　顧問及び相談役は、四役員会の議を経て会長が委嘱する。

第８条　本会に、総会の承認により名誉会長を置くことができる。

第９条　本会に、事務局長１名・書記若干名を置く。事務局長及び書記は、会長がこれを委嘱する。

第１０条　役員の任期は、２か年とする。再任は妨げない。但し、会長の任期は、原則として２期４年以内、副会長・監事の任

期は３期６年以内とする。

第１１条　会長は本会を代表し、会務を統轄する。

２　副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときは、これを代理する。

３　監事は、財務を監査する。

４　常任委員は、役員会及び四役員会に出席して会務を処理する。

５　委員は、当該卒業年度の会員の連絡にあたるとともに、役員会に出席して会務を処理する。

６　顧問及び相談役は、役員会及び四役員会に出席して随時意見を述べることができる。

７　事務局長及び書記は、会長の命を受け、庶務・会計の事務を行う。

第１２条　本会の会議は次の通りとし、会議の議決はすべて出席者の過半数の賛成を必要とする。

　�　総会

　�　役員会

　�　四役員会

第１３条　総会は定例総会及び臨時総会とし、会長が招集する。定例総会は原則として毎年１回開催する。臨時総会は役員会又

は四役員会が招集を決議したときその他必要があるときに開催しなければならない。

第１４条　役員会は、第６条第１項に定めるすべての役員をもって構成する。

２　四役員会は、第６条第１項に定める会長、副会長、常任委員及び監事をもって構成する。

第１５条　会長は、必要に応じ役員会及び四役員会を招集して議長となり、議題を諮問する。

第１６条　本会の会計年度は、毎年１０月１日に始まり、翌年９月３０日に終わる。

第１７条　本会の運営に要する必要経費は、本学学生が入学時に納入する同窓会入会金及び同窓生の年会費・寄付金をもってこ

れにあてる。

２　特定の事業を行う為に同窓会入会金及び同窓生の年会費の一部をもって基金を設ける。

３　前項の基金を運営するために「基金運営委員会」を設ける。

４　基金運営委員会に関する内規は、別に定める。

第１８条　本会会則は、総会における過半数の決議により変更することができる。

志　文　会　会　則

本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
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　　　附　則

１　本会則は、昭和２８年５月３１日から施行する。

２　この改正は、昭和４１年１１月２３日から施行する。

３　この改正は、昭和５７年１１月２３日から施行する。

４　この改正は、昭和６２年１１月２１日から施行する。

５　この改正の施行の際、現に本学学生である者については、第１７条の規定の適用はなお従前の例による。

６　この改正は、平成４年５月３０日から施行する。

７　この改正は、平成６年４月１日から施行する。

８　この改正は、平成６年１１月２２日から施行する。

９　この改正は、平成７年１１月２２日から施行する。

１０　この改正は、平成１７年１１月２２日から施行する。

１１　この改正は、平成２３年１１月２２日から施行する。



8．校舎等配置図、
教員名簿　
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（平成25年₄月₁日現在）

理事長

　岩　野　茂　道　　　　　国際金融論

学　長

　岡　本　悳　也　　　　　金融論

名誉教授

　市　来　　　努　　　　　社会科教育法

　井　上　勝　子　　　　　保育内容研究Ⅰ（こころと健康）

　井　上　吉　男　　　　　社会政策

　岩　永　久　次　　　　　教育社会学

　岩　野　茂　道　　　　　国際金融論

　梅　村　　　勲　　　　　管理会計

　甲　斐　実　道　　　　　倫理学

　⻆　松　正　雄　　　　　国際マーケティング論

　金　子　俊　惠　　　　　心理学

　河　瀬　　　豊　　　　　地域開発論

　北古賀　勝　幸　　　　　景気変動論

　清　野　　　健　　　　　国際関係論

　金　　鍾　　碩　　　　　中小企業論

　篠　塚　敏　生　　　　　西洋史概論

　嶌　　　　　啓　　　　　経済原論

　庄　村　哲　二　　　　　英語

　田　中　節　男　　　　　政治学

　辻　野　　　博　　　　　簿記

　永　井　　　博　　　　　統計学

　永　末　嘉　孝　　　　　中国文学

　西　　　紀　昭　　　　　中国文学史

　長谷川　正　道　　　　　経営情報論

　羽　江　忠　彦　　　　　部落解放論

　春　口　光　義　　　　　美術

　前　田　一　郎　　　　　英語

　牧　野　洋　一　　　　　人文地理学

　丸　山　和　夫　　　　　心理学

教　員　名　簿（学部・学科別五十音順）
（平成25年₄月₁日現在）
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専任教員

〔商学部商学科〕
　池　上　恭　子　　　　財務管理論
　宇　野　史　郎　　　　地域ビジネス
　遠　藤　隆　久　　　　労働法
　太　田　丈太郎　　　　ロシア語
　北　原　明　彦　　　　マーケティング・マネジメント論
　城　戸　善　和　　　　株式会社法
　木　下　隆　雄　　　　英語
　喬　　　晋　建　　　　経営管理論
　坂　口　　　潮　　　　自然科学と人間Ⅱ（化学）
　酒　巻　政　章　　　　財務会計論
　坂　本　　　正　　　　金融論
　貞　松　　　茂　　　　証券論
　杉　田　憲　道　　　　簿記
　杉　本　　　学　　　　社会学
　出　家　健　治　　　　商業論
　得　重　　　仁　　　　情報処理
　藤　田　祐　介　　　　教育原論Ｂ
　真　島　理　恵　　　　心理学
　安　田　嘉　明　　　　金融論
　吉　川　勝　広　　　　流通システム論
　吉　永　心　一　　　　簿記
　吉　村　純　一　　　　マーケティング論

〔商学部経営学科〕
　今　村　寛　治　　　　労務管理論
　大　窪　　　光　　　　経営統計論
　大　野　哲　夫　　　　社会心理学
　勝　部　伸　夫　　　　企業論
　川　田　亮　一　　　　日本語学概論
　川　野　愛三郎　　　　日本経営史
　工　藤　栄一郎　　　　財務会計論
　隈　井　泰　樹　　　　自然科学と人間Ⅰ（物理学）
　堺　　　貴　晴　　　　簿記特講
　堤　　　　　豊　　　　情報処理
　中　野　裕　治　　　　経営組織論
　野　尻　秀　之　　　　経営科学
　平　岡　賢　司　　　　金融機関論
　山　田　美　幸　　　　情報サービス概説

〔商学部ホスピタリティ・マネジメント学科〕
　香　川　正　俊　　　　地域と交通
　幸　田　亮　一　　　　地域経営史
　小　城　義　也　　　　オーラルコミュニケーション
　土　井　文　博　　　　社会学とホスピタリティ
　萩　原　修　子　　　　アジア文化とホスピタリティ
　波　積　真　理　　　　フードビジネス
　林　　　　　裕　　　　生活設計
　古　田　龍　輔　　　　ホスピタリティと企業戦略
　米　川　　　清　　　　地域と社会システム

〔経済学部経済学科〕
　荒　井　勝　彦　　　　労働経済論
　伊　東　維　年　　　　経済地理学
　宇野木　広　樹　　　　経済学
　大　山　佳　三　　　　公共経済論
　岡　村　　　薫　　　　経済政策
　奥　山　文　幸　　　　言語と文化
　小　野　　　浩　　　　日本経済史
　加　藤　康　彦　　　　情報システム論
　軽　部　勝一郎　　　　教育原論Ａ
　境　　　　　章　　　　情報メディア論
　坂　上　智　哉　　　　マクロ経済学
　新　村　太　郎　　　　情報ネットワーク論
　田　中　利　彦　　　　計量経済学
　中敷領　孝　能　　　　統計学
　平　松　　　燈　　　　ミクロ経済学
　細　江　守　紀　　　　ミクロ経済学
　村　松　茂　美　　　　社会思想史

〔経済学部国際経済学科〕
　ムヒナ・ヴァルヴァラ　　　　経済学
　小　川　弘　和　　　　日本史概論
　金　　　栄　緑　　　　国際貿易論
　慶　田　　　收　　　　ミクロ経済学
　酒　井　重　喜　　　　西洋経済史
　笹　山　　　茂　　　　マクロ経済学
　司　馬　公　周　　　　中国語
　（ 馮 蘊 澤 ）
　カーク・マスデン　　　　比較文化論Ⅰ（日米）
　宮　﨑　麻　美　　　　国際関係論
　マング・マング・ルウィン　　　　開発経済論
　吉　川　勝　正　　　　英語

〔経済学部リーガルエコノミクス学科〕
　飯　高　敏　和　　　　公共情報システム論
　井　上　弘　樹　　　　会社法
　甲　斐　好　文　　　　民法
　坂　本　正　光　　　　応用法学
　中　川　義　朗　　　　行政法
　長　友　敬　一　　　　倫理学概論
　中　村　良　広　　　　財政学
　浪　本　浩　志　　　　国際経済法
　枦　山　茂　樹　　　　法学問題特講
　原　口　行　雄　　　　英語
　朴　　　哲　洙　　　　マクロ経済学
　山　内　良　一　　　　農業政策
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〔外国語学部英米学科〕
　赤　井　恵　子　　　　日本近代文学
　伊　藤　友　子　　　　教育方法論
　岡　村　　　一　　　　スペイン語
　尾　崎　　　勇　　　　日本古典文学
　神　本　忠　光　　　　英語科教育法
　佐　藤　正　年　　　　フランス語
　佐　藤　勇　治　　　　パブリックスピーキング
　塩　入　す　み　　　　日本語教授法
　ジョセフ・トウメイ　　　　英語音声学
　林　　　日出男　　　　英語科教育法
　堀　　　正　広　　　　英語学概論
　向　井　久美子　　　　米文学史
　八　木　昭　臣　　　　ドイツ語
　吉　田　良　夫　　　　英文学概論
　米　岡　ジュリ　　　　スピーキング

〔外国語学部東アジア学科〕
　岩　佐　昌　暲　　　　中国文学
　大　澤　武　司　　　　国際社会と日本
　小笠原　　　淳　　　　中国文学
　柴　　　公　也　　　　韓国語学概論
　申　　　明　直　　　　韓国文学
　石　　汝　　傑　　　　中国語学
　圡　井　浩　嗣　　　　韓国史
　野　田　耕　司　　　　中国語学概論
　矢　野　謙　一　　　　韓国語音韻学
　大　長　京　子　　　　中国語学
　（李　　　　珊）
　 　
〔社会福祉学部社会福祉学科〕
　相　藤　絹　代　　　　社会福祉援助技術演習
　大　江　正　昭　　　　憲法
　小　川　全　夫　　　　老人福祉論
　川　上　賢　蔵　　　　社会福祉援助技術演習
　河　野　正　輝　　　　社会保障論
　黒　木　邦　弘　　　　社会福祉援助技術論
　高　林　秀　明　　　　地域福祉論
　豊　田　謙　二　　　　社会福祉原論
　中　村　俊　也　　　　社会福祉援助技術論
　中　村　光　伴　　　　教育心理学
　柳　　　政　勝　　　　精神保健福祉論
　横　山　孝　子　　　　介護概論
　良　永　彌太郎　　　　障害者と法
　和　田　　　要　　　　ケア実践論
　山　口　千　果　　　　介護総合演習
　山　中　　　進　　　　人文地理学

〔社会福祉学部福祉環境学科〕
　岡　本　洋　子　　　　社会福祉援助技術論
　岡　部　造　史　　　　西洋史概論
　坂　本　香　織　　　　精神保健福祉援助演習
　下　地　明　友　　　　精神医学
　髙　倉　統　一　　　　社会福祉法制
　陳　　　宇　澄　　　　家族と法
　中　地　重　晴　　　　環境マネジメント論
　花　田　昌　宣　　　　社会政策
　藤　本　延　啓　　　　地域社会学
　堀　　　正　嗣　　　　社会福祉援助技術論
　宮　北　隆　志　　　　生活環境論
　守　弘　仁　志　　　　情報メディア論
　山　本　尚　友　　　　部落解放論

〔社会福祉学部子ども家庭福祉学科〕
　伊　東　浩　一　　　　造形
　伊　藤　良　高　　　　教育学概論
　大津山　姿　子　　　　音楽
　岡　村　ゆかり　　　　ソーシャルワーク実習指導
　栗　原　武　志　　　　保育内容研究Ａ（こころと健康）
　田　中　　　均　　　　造形
　続　　　修　二　　　　小児保健
　出　川　聖尚子　　　　児童福祉論
　宮　里　六　郎　　　　保育内容論
　山　崎　史　郎　　　　発達心理学
　山　西　裕　美　　　　家族社会学
　吉　津　晶　子　　　　音楽

〔社会福祉学部ライフ・ウェルネス学科〕
　石　橋　剛　士　　　　スポーツ指導法実習
　井　上　弘　人　　　　アダプティッド・スポーツ論
　今　吉　光　弘　　　　ソーシャルワーク実習指導
　北　井　和　利　　　　運動学（運動方法学を含む）
　小　泉　尚　樹　　　　哲学概論
　田　中　節　男　　　　政治学
　豊　田　直　二　　　　自然科学と人間Ⅲ（生物学）
　中　野　　　元　　　　経済学
　橋　本　公　雄　　　　ウェルネス・プロモーション論
　藤　塚　千　秋　　　　保健体育科教育法
　宮　林　達　也　　　　生理学

助　手
〔研究助手〕
　井　上　ゆかり
　田　㞍　雅　美
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非常勤講師

　明　石　照　久　　　　政策評価論
　秋　永　知　義　　　　ＮＰＯ・ＮＧＯ論
　朝　倉　拓　郎　　　　政治思想史Ⅱ
　跡　上　裕　子　　　　日本語
　阿　部　正　喜　　　　環境論ⅠＡ・ⅠＢ（自然環境）
　有　谷　三樹彦　　　　歴史と現代Ⅳ（国際社会と日本）
　有　馬　英　俊　　　　自然科学と人間ⅢＡ（生物学）
　有　馬　留以子　　　　生活支援技術Ⅷ
　飯　村　伊智郎　　　　情報処理（ソフトウェア応用）
　フェレロ・イヴ・ピエール　　　　フランス語
　池　上　和　行　　　　ソーシャルワーク演習Ⅱ・Ⅲ
　池　末　啓　一　　　　人文地理学Ⅰ・Ⅱ
　池　田　志　郎　　　　英語
　池　田　美　樹　　　　ホスピタリティ・ワークショップⅠ・Ⅱ
　池　田　康　弘　　　　法と経済学
　池　田　裕　子　　　　英語
　石　川　由里子　　　　年齢別保育Ｃ
　石　田　昭　夫　　　　自然科学と人間Ⅲ（生物学）
　石　田　成　則　　　　年金論
　石　本　弘　子　　　　英語
　板　井　　　優　　　　法と社会Ⅱ（法と紛争）
　井　田　貴　志　　　　経済原論Ｂ（近経）
　伊　藤　美佳子　　　　年齢別保育Ａ
　伊　東　裕　起　　　　英語
　稲　田　照　幸　　　　企業と情報
　稲　田　富貴子　　　　介護実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
　井　上　勝　子　　　　スポーツ指導法実習（ダンス）Ⅰ・Ⅱ
　井　上　ゆかり　　　　水俣学
　今　村　隆　寿　　　　医学一般
　入　江　　　厚　　　　医学一般
　入　谷　貴　夫　　　　福祉環境論ⅩⅡ（社会保障と財政）
　伊　禮　智香子　　　　中国語
　岩　下　則　人　　　　ソーシャルワーク演習Ⅳ・Ⅴ
　岩　永　祥　三　　　　講座熊本Ⅰ
　上　田　　　厚　　　　医学一般
　上　野　眞　也　　　　公共システム論Ⅰ・Ⅱ
　上　村　宏一郎　　　　障害者スポーツ特講
　チャールズ・ウォーターマン　　　　スピーキングⅠ・Ⅱ
　鵜　川　弘　行　　　　ソーシャルワーク演習Ⅱ・Ⅲ
　内　田　友　子　　　　文章論（作文、レポート、論文、新聞）
　有　働　牧　子　　　　英語
　浦　川　登久恵　　　　韓国語
　浦　本　裕　之　　　　情報処理入門
　江　崎　征　男　　　　社会的養護内容
　江　藤　真　二　　　　ホテルマネジメントⅠ・Ⅱ
　江　藤　智佐子　　　　ビジネスマナーⅠ
　大　熊　敏　子　　　　フランス語
　大　田　千波留　　　　比較文化論ⅡＡ・ⅡＢ（日アジア太平洋）
　大　滝　喜和子　　　　年齢別保育Ｂ
　大　野　次　征　　　　英語

　岡　田　誠　治　　　　医学一般
　岡　田　　　允　　　　地域開発論
　岡　田　行　雄　　　　法学特講
　岡　野　大　祐　　　　情報処理演習Ⅰ
　小笠原　嘉　祐　　　　子ども保健Ⅱ
　小　田　弘二郎　　　　企業と情報
　小　田　　　正　　　　企業と情報
　小　野　清　子　　　　英語
　小　野　尚　寿　　　　手話Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
　小　野　真理子　　　　手話Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
　大日方　信　春　　　　憲法
　折　田　　　充　　　　英語
　甲　斐　國　英　　　　ソーシャルワーク演習Ⅱ・Ⅲ
　甲斐村　美智子　　　　介護実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
　加　来　克　幸　　　　医療福祉論
　梶　原　宏　之　　　　地理学概論Ⅰ・Ⅱ
　加　藤　健　一　　　　スポーツ指導法実習（バスケットボール）
　加　藤　奈保子　　　　ホテルマネジメントⅠ・Ⅱ
　金　井　　　貴　　　　情報処理入門
　可　児　智　美　　　　環境論ⅠＡ・ⅠＢ（自然環境）
　金　子　好　雄　　　　環境論ⅠＡ・ⅠＢ（自然環境）
　金　戸　清　高　　　　児童文学論
　上　村　直　己　　　　比較文化論ⅢＡ・ⅢＢ（日欧）
　唐　津　邦　利　　　　健康科学ＢⅠ・ＢⅡ（実技）
　川　瀬　美　穂　　　　行政学
　河　添　博　幸　　　　心理学Ⅰ・Ⅱ
　河　添　富士子　　　　音楽Ⅳ（歌唱法）
　河　添　竜志郎　　　　生活支援技術Ⅱ
　河　田　将　一　　　　臨床心理学
　東　方　恵　子　　　　中国語
　  （　韓　棣　）
　菊　池　政　和　　　　日本語文章表現Ⅰ・Ⅱ
　岸　田　和　文　　　　情報処理基礎
　北　澤　正一郎　　　　企業と情報
　北　野　隆　雄　　　　衛生学（公衆衛生学を含む）
　金　　　敬　淑　　　　韓国語
　金　　　蘭　九　　　　社会福祉発達史Ⅰ・Ⅱ
　姜　　　信　子　　　　東アジア文化論
　清　田　公　保　　　　情報処理入門
　清　村　正　弥　　　　医療マネジメント
　吉　良　ゆかり　　　　英語
　國　吉　智　寿　　　　医療マネジメント　
　久　間　清　俊　　　　経済学Ⅰ・Ⅱ
　熊　川　嘉一郎　　　　就労支援論
　隈　元　貞　広　　　　英語史Ⅰ・Ⅱ
　蔵　岡　智　子　　　　発達心理学Ⅱ
　黒　田　牧　人　　　　英語
　桑　畑　美沙子　　　　子どもの食と栄養
　桑　原　知　子　　　　文化人類学Ⅰ・Ⅱ
　ウォーレン・ゲール　　　　英語
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　顧　　　　　文　　　　中国語Ⅰ・Ⅱ
　小　泉　和　重　　　　財政学
　項　　　　　青　　　　中国語
　幸  雲  フランズ　　　　ライティングⅠ・Ⅱ
　鴻　江　圭　子　　　　福祉管理運営論
　古　賀　由紀子　　　　学校保健
　小　㟢　太　一　　　　中国語
　小　城　直　子　　　　英語
　古　城　真由美　　　　イギリス史
　後　藤　　　司　　　　自然科学と人間ⅢＡ・ⅢＢ（生物学）
　小　沼　　　新　　　　政治学Ⅰ・Ⅱ
　小　林　孝　行　　　　歴史と現代Ⅰ（日本のなかのアジア）
　小　柳　公　洋　　　　経済学史
　今　野　えり子　　　　精神保健福祉援助技術各論Ⅰ・Ⅱ
　斎　藤　　　靖　　　　英語
　坂　口　　　至　　　　日本語と社会Ⅰ・Ⅱ
　坂　田　完　治　　　　中国異文化理解Ⅰ・Ⅱ
　坂　本　　　薫　　　　医療マネジメント
　目　　　正　勝　　　　ドイツ語
　佐　藤　剛　史　　　　環境政策
　佐　藤　茂　春　　　　ゲーム理論
　實　政　　　勲　　　　自然科学と人間ⅡＡ・ⅡＢ（化学）
　澤　田　道　夫　　　　行政組織論
　沢　畑　　　亨　　　　福祉環境論Ⅴ（開発と福祉環境）
　椎　名　　　浩　　　　スペイン語
　デービッド・ジェンキンソン　　　　英語
　塩　崎　和　親　　　　情報処理特講
　塩　崎　美　穂　　　　保育内容研究Ｃ（生活と環境）
　塩　田　直　司　　　　法と社会Ⅱ（法と紛争）
　重　光　克　昭　　　　中国異文化理解Ⅰ・Ⅱ
　紫　藤　千　子　　　　権利擁護と成年後見制度
　柴　田　　　滋　　　　公的扶助論
　嶋　田　文　広　　　　キャリアデザイン論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
　島　谷　　　浩　　　　英語
　嶋　村　　　清　　　　自然地理学Ⅰ・Ⅱ
　清　水　次　朗　　　　情報処理入門
　下　田　真　也　　　　日本経済論Ⅰ
　庄　村　哲　二　　　　英語
　ジョンソン　田口　伸子　　　　翻訳法
　白　井　志津子　　　　医療マネジメント
　白　鳥　　　裕　　　　情報処理入門
　進　藤　俊　次　　　　公民科教育法（教育課程研究を含む）
　菅　原　孝　二　　　　ビジネスマナーⅡ
　鈴　木　桂　樹　　　　現代行政論
　鈴　木　信　雄　　　　情報開発論
　鈴　木　幹　樹　　　　英語
　鈴　木　康　夫　　　　人文地理学Ⅰ・Ⅱ
　鈴　木　義　孚　　　　法律学Ⅰ（日本国憲法を含む）
　鈴　木　蓮　一　　　　英語
　砂　川　真　澄　　　　司法福祉論

　世　利　洋　介　　　　地方財政論
　園　田　道　子　　　　障害児保育論
　平　　　洋　子　　　　図書館経営論
　高　木　信　之　　　　英語音声学Ⅰ・Ⅱ
　髙　㟢　貞　嗣　　　　介護の基本Ⅵ
　髙　津　亜　吏　　　　英語
　高　濱　義　夫　　　　医療マネジメント
　田　形　隆　尚　　　　ソーシャルワーク演習Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ
　田　島　幸　治　　　　自然科学と人間ⅡＡ・ⅡＢ（化学）
　田　㞍　雅　美　　　　生活活動と心身機能Ⅰ
　立　花　大　輔　　　　韓国語
　立　坂　哲　昭　　　　医療マネジメント
　立　山　由　生　　　　エアライン・ホテル概論
　田　中　紀美子　　　　生活支援技術Ⅹ
　田　中　邦　子　　　　レクリエーション実技Ａ
　田　中　節　子　　　　韓国語
　田　中　三恵子　　　　消費生活アドバイザー論
　田　邊　一　彦　　　　ホテルマネジメントⅠ・Ⅱ
　谷　口　絹　枝　　　　文章論（作文・レポート・論文・新聞）
　谷　口　直　子　　　　英語
　玉　垣　　　均　　　　障害者スポーツ特講
　丹　後　　　享　　　　西洋史概論Ⅰ・Ⅱ
　千　葉　由紀子　　　　中国異文化理解Ⅰ・Ⅱ
　張　　　　　愛　　　　中国異文化理解Ⅰ・Ⅱ
　寺　本　千　里　　　　年金論
　トッド・トーネ　　　　英語
　遠　山　　　聡　　　　商法
　鳥　井　真　之　　　　環境論ⅠＡ・ⅠＢ（自然環境）
　鳥　丸　　　聡　　　　日本経済論Ⅰ・Ⅱ
　土　井　一　生　　　　国際マーケティング論
　内　藤　　　稔　　　　地理歴史科教育法（教育課程研究を含む）
　中　島　潤　史　　　　法と社会Ⅱ（法と紛争）
　中　嶋　寿　子　　　　英語
　中　嶋　倫　子　　　　ホテルマネジメントⅠ・Ⅱ
　長　島　正　治　　　　国際経済論
　中　宮　光　隆　　　　経済原論Ａ（マル経）
　中　村　直　美　　　　日本語
　那　須　久　史　　　　認知症の理解Ⅱ
　並　川　奈甫美　　　　財務会計論
　西　　　英　子　　　　自治体経営論
　西　　　紀　昭　　　　中国文学史Ⅰ・Ⅱ
　西　川　盛　雄　　　　英語
　怒留湯　美　季　　　　介護実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
　盧　　　恩　明　　　　韓国語
　盧　　　善　影　　　　韓国語
　野　尻　晋　一　　　　介護の基本Ⅲ
　野　田　恭　子　　　　自己表現論
　野　間　重　光　　　　卒業演習Ⅳ（卒業論文を含む）
　則　元　志　郎　　　　健康科学ＢⅠ・ＢⅡ（実技）
　橋　本　　　研　　　　福祉と会計
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　橋　本　眞奈美　　　　障害児・者福祉論Ⅱ
　長谷川　栄　子　　　　日本史Ⅰ・Ⅱ
　畑　中　　　寛　　　　地域研究熊本
　馬　場　良　二　　　　日本文化演習ⅠＡ・ⅠＢ・ⅡＡ・ⅡＢ
　濱　崎　幸　夫　　　　発達心理学Ⅰ
　濱　砂　敬　郎　　　　統計学
　濱　田　　　明　　　　フランス語
　濵　田　比呂美　　　　英語
　林　　　一　郎　　　　国際機構論Ⅰ・Ⅱ
　林　田　元　雄　　　　中国異文化理解Ⅰ・Ⅱ
　原　　　三　郎　　　　救急処置と運動負荷試験
　原　田　栄　作　　　　救急処置と運動負荷試験
　朴　　　環　奈　　　　韓国語
　朴　　　永　奎　　　　韓国語
　東　　　利　雄　　　　障害者スポーツ特講
　樋　口　千　春　　　　英語
　スタンリー・ピダーソン　　　　スピーキングⅢ・Ⅳ
　日　野　洋　健　　　　ヘルスアンドウェルネス
　日　隈　耕　治　　　　旅行業務研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
　平　方　裕　久　　　　経済学Ⅱ（国際経済を含む）
　平　嶋　　　孝　　　　コミュニティビジネス論
　平　野　順　也　　　　異文化コミュニケーション論Ⅰ・Ⅱ
　平　野　智　久　　　　情報処理入門
　平　野　美和子　　　　医療マネジメント
　平　野　裕　二　　　　国際福祉論
　深　町　公　信　　　　国際法入門Ⅰ・Ⅱ
　福　井　昭　吾　　　　経済統計論
　福　岡　真　人　　　　ホテルマネジメントⅠ・Ⅱ
　福　澤　　　清　　　　言語学概論Ⅰ・Ⅱ
　福　島　正　剛　　　　福祉行財政論
　福　冨　かおる　　　　英語
　藤　井　　　慶　　　　プログラミング
　藤　田　　　泉　　　　子どもの歴史
　藤　本　邦　昭　　　　情報処理入門
　二　見　妙　子　　　　障害児保育論
　船　木　高　司　　　　簿記原理
　船　本　日佳里　　　　日本語
　エイ　チャン　プイン　　　　東南アジア経済論Ⅰ
　ポール・ボーフェ　　　　ライティングⅢ・Ⅳ
　星　子　文　子　　　　障害の理解Ⅰ
　ハロルド・ホジソン　　　　英語
　堀　江　智　子　　　　中国語
　堀　端　　　裕　　　　福祉行財政論
　黄　　　大　衛　　　　キリスト教概論Ⅰ・Ⅱ
　本　田　暁　美　　　　中国語
　ダニエル・マイナー　　　　スピーキングⅢ・Ⅳ
　前　田　康　彦　　　　職業指導
　松　岡　　　泰　　　　政治学Ⅰ・Ⅱ
　松　永　詩乃美　　　　国際取引法
　松　野　了　二　　　　プログラミング

　松　本　由紀子　　　　乳児保育
　真　殿　仁　美　　　　中国異文化理解Ⅰ・Ⅱ
　丸　山　定　巳　　　　環境社会論Ⅰ・Ⅱ
　馬　渡　美　幸　　　　リーディングⅠ・Ⅱ
　三　嶋　恒　平　　　　応用演習Ⅱ
　三　角　泰　史　　　　企業と情報
　南　　　龍　一　　　　精神保健
　宮　㟢　龍　介　　　　中国語
　宮　園　博　光　　　　情報処理（ソフトウェア応用）
　宮　部　修　一　　　　心理学Ⅰ・Ⅱ
　村　上　元　生　　　　企業と情報
　村　里　泰　昭　　　　英語
　村　田　倫　子　　　　英語
　ロバート・モーティンソン　　　　英語
　森　　　和　則　　　　商業科教育法Ａ・Ｂ
　森　　　康　司　　　　社会調査Ⅰ・Ⅱ
　森　　　美智代　　　　簿記原理
　森　岡　秀　幸　　　　点字Ⅰ・Ⅱ
　森　山　俊　一　　　　情報科教育法Ａ・Ｂ
　ジェフリー・モロー　　　　ライティングⅠ・Ⅱ
　屋　敷　信　晴　　　　東アジア思想概論Ⅰ・Ⅱ
　安　居　　　誠　　　　哲学概論Ⅰ・Ⅱ
　安　浪　誠　祐　　　　英語
　矢　野　初　美　　　　韓国語史Ⅰ・Ⅱ
　八　幡　彩　子　　　　家族と生活
　矢　原　正　治　　　　自然科学と人間ⅢＡ・ⅢＢ（生物学）
　山　⻆　敬　子　　　　介護実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
　山　口　博　昭　　　　ホテルマネジメントⅠ・Ⅱ
　山　口　裕　子　　　　生活活動と心身機能Ⅱ
　山　崎　松　男　　　　ネットワークリテラシー
　山　田　里　香　　　　中国語
　山　本　耕　三　　　　地理学概論Ⅰ・Ⅱ
　山　本　順　一　　　　図書館サービス概論
　山　本　　　建　　　　法学特講（知的財産法）
　山　本　行　文　　　　障害者スポーツ特講
　鎗　水　啓　二　　　　スポーツ指導法実習（陸上競技）Ⅰ・Ⅱ
　楊　枝　嗣　朗　　　　国際金融論
　横　地　　　剛　　　　中国異文化理解Ⅰ・Ⅱ
　吉　川　　　登　　　　西洋芸術史Ⅰ・Ⅱ
　吉　田　文　男　　　　人権・同和教育
　吉　田　李　佳　　　　環境倫理学
　吉　冨　　　誠　　　　中国異文化理解Ⅰ・Ⅱ
　マイケル・ジェームズ・ラップ　　　　英語
　平　山　彩　音　　　　中国異文化理解Ⅰ・Ⅱ
　（ 李　　大  年）
　リチャード・レイヴィン　　　　ライティングⅢ・Ⅳ
　ロドリゲス八木美樹　　　　英語
　和　田　英　穂　　　　歴史と現代Ⅱ（日本と中国）
　渡　邉　充　伸　　　　障害者スポーツ特講
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大学電話番号表
熊　本　学　園　大　学　364－5161（代表）

研　　　　究　　　　棟　364－5162　　  　

総 務 課 364－5161

人 事 課 371－8016

経 理 課 362－9446

管 財 課 371－3753

広 報 室 364－8722

教 務 課
364－3770

362－4106

教 育 セ ン タ ー 364－7364

教 務 課 学 籍 係 371－8026

大 学 院 事 務 室 371－8036

入 試 課 362－4095

教 職 ・ 実 習 課

364－8721

364－7186

371－8046

国 際 教 育 課 366－3230

情 報 教 育 課

e －キャンパスセンター 371－7434

学 生 課 372－7279

学 生 相 談 室 362－4876

就 職 課 366－4647

図 書 館（ 図 書 情 報 課 ） 371－8047

ＦＡＸ番号

総 務 課 363－1289

研 究 棟 受 付 372－0702

教 務 課 362－9025

図 書 館（ 図 書 情 報 課 ） 362－5967

就 職 課 363－6481

e － キ ャ ン パ ス セ ン タ ー 363－1288

家 庭 児 童 相 談 室 364－8732

体 育 施 設 セ ン タ ー 364－0771

国 際 交 流 会 館 366－0815

西 合 志 研 修 所 242－3242
242－5041

志 文 会 事 務 局 372－5484

保 田 窪 寮 362－3270

大 江 寮 362－6681

第 一 部 学 生 自 治 会 371－9749

学 生 議 会 371－9668

第 一 部 ア ル バ ム 委 員 会 371－9668

厚 生 委 員 会 371－9750

体 育 委 員 会 371－9754

文 化 委 員 会 371－9765

サ ー ク ル 連 合 事 務 局 366－0449

学 翔 学 会 371－9807

ゼ ミ ナ ー ル 協 議 会 354－5744

応 援 団 363－2460

スイングバンド（文化委員会所属） 363－9089

第 二 部 学 生 自 治 会 371－9808

グ リ ー ン キ ャ ン パ ス 372－5033

₃  号 館 レ ス ト ラ ン 288－2572

₇  号 館 レ ス ト ラ ン 371－2350

ロ ー ソ ン 363－7408

ブ ッ ク ス ト ア 丸 善 364－1026

Ｈａｉｒｍａｋｅ　Ａｍｏｒｅ 362－8385

ト ラ ベ ル サ ロ ン 西 鉄 旅 行 371－8563

写 真 の ハ マ ヤ 366－7972

12  号 館 ベ ー カ リ ー 372－8011

印 刷 セ ン タ ー 247－6771
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